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第１章 総則 

総則‐1 

１-１ 自然災害による被害状況等 
⑴ 人 的 被 害 

区           分 死 亡 行 方 不 明 負            傷 

平   成   15   年 0 人 0 人 

  〃     16   年 0 1 

  〃     17   年 0 17 

  〃     18   年 0 6 

  〃     19   年 0 42 

  〃     20   年 0 0 

  〃     21   年 0 0 

  〃     22   年 0 0 

  〃     23   年 0 0 

  〃     24   年 0 5 

⑵ 住 宅 被 害 

区    分 全    壊 半    壊 流    出 床 上 浸 水 

平 成 15 年 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 

 〃  16 年 1 4 0 2 

 〃  17 年 0 0 0 0 

 〃  18 年 14 61 0 6 

 〃  19 年 0 0 0 0 

 〃  20 年 0 0 0 0 

 〃  21 年 0 1 0 0 

 〃  22 年 0 1 0 0 

 〃  23 年 0 0 0 0 

 〃  24 年 0 0 0 13 

⑶ 戦後における主な地すべり 

地 区 名 発生年月日 種   別 被  害  状  況 

千     々 昭和41．11．７ 結 晶 片 岩 

農  地 

山  地 

宅  地 

計 

5.88 

3.01 

1.07 

9.96 

ヘクタール 

〃 

〃 

〃 

北  陽  町 平成９．７．19 崩  積  土 

山  地 

宅  地 

公  園 

全壊家屋 

半壊家屋 

0.24 

0.04 

0.23 

6 

1 

ヘクタール 

〃 

〃 

棟 

〃 
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総則‐2 

⑷ 戦後における主な崖、石垣、山崩れ 

地区名 発生年月日 種  別 期間・降雨量 
被  害  状  況 

全 壊 半 壊 １部壊 死 者 傷 者 

神ノ島町 
１ 丁 目 

昭和37．８．29 崖崩れ ８／28～29 53㎜ 5 2 5 1 15 

千 歳 町  〃 40．７．１ 石垣崩れ ７／１～22 309.7㎜ 2 1 1 8 2 

神ノ島町 
１ 丁 目 

 〃 40．７．２ 崖崩れ ７／１～22 309.7㎜ 5 0 2 4 5 

北 栄 町  〃 44．６．29 〃 ６／28～29 151.5㎜ 1 0 1 3 1 

三 和 町  〃 46．７．22 〃 ７／21～22 68.0㎜ 1 0 2 1 2 

牧 島 町  〃 48．５．８ 〃 ５／８ 205㎜ 2 0 0 2 0 

城 山 町 〃 〃 〃 0 0 1 2 0 

秋 月 町 〃 〃 〃 0 0 0 1 0 

昭和３丁目  〃 51．９．13 〃 ９／12～13 161㎜ 0 1 0 1 0 

本河内町  〃 54．３．21 〃 ３／20～21 24.5㎜ 1 0 1 0 2 

上戸石町  〃 56．６．30 〃 ６／30 245㎜ 0 0 3 1 0 

川 平 町 
（内 平） 

 〃 57．７．23 土石流 ７／23～25 573.0㎜ 22 1 2 34 5 

本河内町 
（奥 山） 

 〃 57．７．23 山崩れ 〃 18 4 6 24 0 

鳴 滝 町  〃 57．７．23 土石流 〃 10 2 10 23 0 

芒 塚 町  〃 57．７．23 山崩れ 〃 22 6 7 16 0 

戸 石 町 
（長 谷） 

 〃 57．７．23 土石流 〃 6 2 0 0 0 

宿 町  〃 57．７．23 山崩れ 〃 9 1 4 11 0 

式 見 町 平成３．６．21 崖崩れ 6／21 70㎜ 1 0 0 0 2 
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総則‐3 

１-２ 震源として想定する活断層の震度予測 
図－１ 地表における推計震度分布（震源：雲仙地溝北縁断層帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 地表における推計震度分布（震源：雲仙地溝南縁東部断層帯） 
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総則‐4 

図－３ 地表における推計震度分布（震源：雲仙地溝南縁西部断層帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 地表における推計震度分布（震源：雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成14～16年度の長崎県雲仙活断層

群調査においては、雲仙地溝南縁の東部

断層帯と西部断層帯が同時に活動する

ことは検討されていないが、可能性は否

定できないため、本調査では防災上の観

点から予測を行った。 
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総則‐5 

図－５ 地表における推計震度分布（震源：島原沖断層群） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 地表における推計震度分布（震源：橘湾西部断層帯） 
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総則‐6 

図－７ 地表における推計震度分布（震源：大村－諫早 北西付近断層帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－８ 地表における推計震度分布（震源：布田川・日奈久断層帯） 
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総則‐7 

図－９ 地表における推計震度分布（震源：警固断層系） 
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総則‐8 

１-３ 長崎県津波浸水想定図（長崎市分） 
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総則‐9 
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総則‐10 
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総則‐11 
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総則‐12 
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総則‐13 
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総則‐14 
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第２章 災害予防計画 
 

予防 - 1 

２-１ 長崎県緊急輸送道路ネットワーク図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 災害予防計画 
 

予防 - 2 

２-２ 長崎市緊急輸送道路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 災害予防計画 
 

予防 - 3 

２-３ 火薬類火災危険指定事業所 
（令和５年４月現在） 

名称・所在地 
敷地面積
（㎡） 

品名及び最大数量 
建物総 
面 積
（㎡） 

建物数
（棟） 

付近の状況等 

タイヘイ 
株式会社 
 
長崎市北栄町 
1419番地4 

 
 
 
 
 
 

526.4 

火 工 品 
・そ の 他 

 
50 
 
 

 
㎏ 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.96 

 
 
 
 
 
 

１ 

○ 火薬庫は、山中にあるが、
その北西側約80ｍの位置から
住宅団地となっており、住家
が100ｍ範囲内に１棟、200ｍ
範囲内に30棟存在しているが
火薬庫からの保安距離は確保
されているため危険性は少な
いと思われる。 

タイヘイ 
株式会社 
 
長崎市西海町 
字後川内1399 

 
 
 
 

250.6 

火 工 品 
・電気雷管 
・導火管付雷管 
・導爆線 
・その他 
 

 
10,000 
3,000 
400 
50 

 
個 
個 
ｍ 
㎏ 
 
 

 
 
 
 

4.98 

 
 
 
 

１ 

○ 火薬庫は、山中にあり、そ
の南東側約77ｍの位置に村落
の家屋が存在しているが、火
薬庫からの保安距離は確保さ
れているため危険性は少ない
と思われる。 

タイヘイ 
株式会社 
 
長崎市西海町 
字栗山1385 

 
 
 
 

236.7 

１ 火   薬 
２ 爆   薬 
３ 特定硝安油

剤爆薬等 

100 
4,00 
1,800 

kg 
kg 
kg 
 
 

 
 
 
 

3.96 

 
 
 
 

１ 

○ 火薬庫は、山中にあり、そ
の南東側約77ｍの位置に村落
の家屋が存在しているが、火
薬庫からの保安距離は確保さ
れているため危険性は少ない
と思われる。 
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２-４ 大量危険物貯蔵・取扱事業所一覧表 
（令和５年４月現在） 

事業所名 出光興産株式会社 長崎油槽所 

所在地 木鉢町1丁目16番地 

代表者・電話番号 舞島 好浩 （865－1616） 

危険物施設 品名 数量 

貯蔵所 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 第 １ 石 油 類 4,580.0kl 

（ ８ 施 設 ） 第 ２ 石 油 類 8,039.8kl 

屋 外 貯 蔵 所 第 ２ 石 油 類 65.8kl 

（ ４ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 10.0kl 

 第 ４ 石 油 類 126.3kl 

屋 内 貯 蔵 所 第 １ 石 油 類 16.4kl 

（ ２ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 6.0kl 

 第 ４ 石 油 類 30.0kl 

取扱所 一 般 取 扱 所 第 １ 石 油 類 810.0kl 

（ ２ 施 設 ） 第 ２ 石 油 類 900.0kl 

 第 ３ 石 油 類 1,100.0kl 

 第 ４ 石 油 類 15.0kl 

( 自 家 用 ) 給 油 第 ２ 石 油 類 9.6kl 

取 扱 所 ( １ 施 設 ）   

自衛防災組織 所長以下８名 

企業間の消防相互応援協定 長油会相互応援協定 

防災資器材の保有状況 泡消火栓 ７箇所 

泡原液（3％） 15,200l 

オイルフェンス（B型） 460ｍ 

油吸着マット 230㎏ 

油処理剤 938l 

作業船 １艇 

事業所周辺概況 東…全漁連油槽所、西…空地、南…海（長崎港）、北…山 

備考  

 

事業所名 全国漁業協同組合連合会 長崎油槽所 

所在地 木鉢町1丁目22番地 

代表者・電話番号 新屋敷 彰（865－0029） 

危険物施設 品名 数量 

貯蔵所 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

（ ４ 施 設 ） 

第 ３ 石 油 類 23,400.0kl 

  

取扱所 一 般 取 扱 所 

（ １ 施 設 ） 

第 ３ 石 油 類 5,700.0kl 

  

自衛防災組織 所長以下２名 

企業間の消防相互応援協定 長油会相互応援協定 

防災資器材の保有状況 泡消火栓 ８箇所 

泡原液（3％） 2,800l 

オイルフェンス(B型) 680ｍ 

油吸着マット 337.5㎏ 

油処理剤 840l 

作業船 １艇 

事業所周辺概況 東…空地、西…出光興産株式会社 長崎油槽所、南…海（長崎港）、北…山 

備考  
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事業所名 伊藤忠エネクス株式会社 長崎ターミナル 

所在地 小ケ倉町1丁目1022番地 

代表者・電話番号 長尾 秀三（878－0337） 

危険物施設 品名 数量 

貯蔵所 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 第 １ 石 油 類 2,298.8kl 

（ ６ 施 設 ） 第 ２ 石 油 類 1,998.8kl 
 第 ３ 石 油 類 499.7kl 

取扱所 一 般 取 扱 所 第 １ 石 油 類 60.0kl 

（ ２ 施 設 ） 第 ２ 石 油 類 190.0kl 

 第 ３ 石 油 類 240.0kl 

自衛防災組織 所長以下10名 

企業間の消防相互応援協定 長油会相互応援協定 

防災資器材の保有状況 泡消火栓 ２箇所 

泡原液（３％） 700l 

オイルフェンス（A型） 300m 

油吸着マット 272㎏ 

油処理剤 180l 

作業船 1艇 

事業所周辺概況 
東…道路～丘陵（人家あり）、西…海（長崎港） 

南…空地、北…LPGボンベ配送施設 

備考  

 

事業所名 東西オイルターミナル株式会社 長崎油槽所 

所在地 小ケ倉町1丁目617番地2 

代表者・電話番号 春田 友和（878－4131） 

危険物施設 品名 数量 

貯蔵所 
屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

（ １ ２ 施 設 ） 

第 １ 石 油 類 7,238.0kl 

第 ２ 石 油 類 4,676.0kl 

第 ３ 石 油 類 5,100.0kl 

屋 内 貯 蔵 所 

（ １ 施 設 ） 

第 １ 石 油 類 2.0kl 

第 ２ 石 油 類 5.0kl 

第 ３ 石 油 類 20.0kl 

第 ４ 石 油 類 30.0kl 

屋 外 貯 蔵 所 

（ ６ 施 設 ） 

第 ３ 石 油 類 60.0kl 

第 ４ 石 油 類 90.0kl 

取扱所 
一 般 取 扱 所 

（ ３ 施 設 ） 

第 １ 石 油 類 1,000.0kl 

第 ２ 石 油 類 1,200.0kl 

第 ３ 石 油 類 1,750.0kl 

自衛防災組織 所長以下9名 

企業間の消防相互応援協定 長油会相互応援協定 

防災資器材の保有状況 泡消火栓 11箇所 

泡原液（３％） 10,280l 

オイルフェンス(A･B型) 600m 

油吸着マット 410㎏ 

油処理剤 792l 

作業船 １艇 

事業所周辺概況 
東…道路～丘陵（人家あり）、西…海（長崎港） 

南…生コン工場、北…空地 

備考  
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事業所名 林兼石油㈱長崎油槽所 第1構内 

所在地 土井首町437番地 

代表者・電話番号 田中 哲也（878－5191） 

危険物施設 品名 数量 

貯蔵所 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 第 ３ 石 油 類 13,858.0kl 

（ ５ 施 設 ）   

屋 外 貯 蔵 所 第 ２ 石 油 類 8.0kl 

（ １ 施 設 ） 第 ４ 石 油 類 1.0kl 

取扱所 移 送 取 扱 所 第 ２ 石 油 類 1,000.0kl 

（ １ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 2,000.0kl 

一 般 取 扱 所 第 ３ 石 油 類 415.0kl 

（ ２ 施 設 ）   

自衛防災組織 所長以下５名 

企業間の消防相互応援協定 長油会相互応援協定 

防災資器材の保有状況 泡消火栓 ３箇所 

 

泡原液（３％） 2,400l 

オイルフェンス(B型) 560m 

油吸着マット 1,194㎏ 

油処理剤 2,682l 

作業船 １艇 

事業所周辺概況 東…海（長崎港）、西…太洋食品冷凍工場、南…山、北…海（長崎港） 

備考  
 

事業所名 林兼石油株式会社 長崎油槽所 第2構内 

所在地 土井首町500番地 

代表者・電話番号 田中 哲也（878－3208） 

危険物施設 品名 数量 

貯蔵所 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 第 ２ 石 油 類 1,603.0kl 

（ ６ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 20,903.0kl 

取扱所 一 般 取 扱 所 第 ２ 石 油 類 30.0kl 

（ １ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 20.0kl 

自衛防災組織 所長以下１名 

企業間の消防相互応援協定 長油会相互応援協定 

防災資器材の保有状況 泡消火栓 ８箇所 

泡原液（3％） 2,320l 

事業所周辺概況 
東…太洋食品冷凍工場、西…海（長崎港） 

南…道路～人家、北…海（長崎港） 

備考  
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事業所名 長崎県漁業協同組合連合会長崎漁港油槽所 

所在地 京泊2丁目10番26号 

代表者・電話番号 平山 巧基（850－3920） 

危険物施設 品名 数量 

貯蔵所 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 第 ２ 石 油 類 60.0kl 

 ( ４ 施 設 ) 第 ３ 石 油 類 1,250.0kl 

屋 内 貯 蔵 所 第 ２ 石 油 類 4.8kl 

（ １ 施 設 ） 第 ４ 石 油 類 2.88kl 

取扱所 船 舶 給 油 取 扱 所 第 ２ 石 油 類 20.0kl 

（ １ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 100.0kl 

取扱所 一 般 取 扱 所 第 ２ 石 油 類 20.0kl 

（ ２ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 550.0kl 

自衛防災組織 所長以下３名 

企業間の消防相互応援協定 長崎県漁業協同組合連合会及び林兼石油㈱の２社による相互応援協定 

防災資器材の保有状況 泡消火栓 ２箇所 

泡原液（３％） 1,000l 

オイルフェンス(B型) 300m 

油吸着マット 200㎏ 

油処理剤 504l 

事業所周辺概況 
東…海、西…道路、南…海 

北…林兼石油株式会社 長崎漁港油槽所 

備考  
 
事業所名 林兼石油株式会社 長崎漁港油槽所  

所在地 京泊2丁目10番25号 

代表者・電話番号 森田 大介（850－4343） 

危険物施設 品名 数量 

貯蔵所 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 第 ２ 石 油 類 990.0kl 

（ ４ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 1,980.0kl 

屋 内 貯 蔵 所 

（ １ 施 設 ） 

第 １ 石 油 類 0.4kl 

第 ２ 石 油 類 1.2kl 

第 ３ 石 油 類 1.9kl 

第 ４ 石 油 類 8.0kl 

屋 外 貯 蔵 所 第 ２ 石 油 類 10.0kl 

（ ４ 施 設 ） 第 ４ 石 油 類 150.0kl 

取扱所 一 般 取 扱 所 第 ２ 石 油 類 72.0kl 

（ ２ 施 設 ） 第 ３ 石 油 類 540.0kl 

自衛防災組織 所長以下５名 

企業間の消防相互応援協定 長崎県漁業協同組合連合会及び 

林兼石油株式会社の２社による相互応援協定 

防災資器材の保有状況 泡消火栓 ６箇所 

泡原液（３％） 2,000l 

オイルフェンス(B型) 360m 

油吸着マット 200㎏ 

油処理剤 450l 

作業船 １艇 

事業所周辺概況 
東…海、西…新長崎水産冷凍工場 

南…長崎県漁連（油槽所）、北…空地 

備考  
注１）大量危険物：１事業所において危険物の総貯蔵、取扱量が1,000kl以上のもの。 
注２）第１石油類：アセトン、ガソリンその他１気圧において引火点が21度未満のものをいう。 
注３）第２石油類：灯油、軽油その他１気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいう。 
注４）第３石油類：重油、クレオソート油その他１気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。 
注５）第４石油類：ギャー油、シリンダー油その他１気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいう。 
注６）ア ル コ ー ル 類：１分子を構成する炭素の原子の数が１個から３個までの飽和一価アルコール（変性アルコ

ールを含む。）をいう。 
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２-５ がけ崩れに関する注意事項 
 

(１) 次のようながけは、がけ崩れが生じやすい。 

ア がけの傾斜が30度をこえるがけ 

イ ５メートル以上のがけ 

ウ がけの傾斜にデコボコがあるがけ 

エ がけの上部がおおいかぶさっているがけ 

オ 湧き水があったり豪雨の水が集まるがけ 

カ よう壁や地盤に割れ目があるがけ 

キ 昔、近くでくずれたことのあるがけ 

ク 人の手を加えているがけ 

ケ 表土の厚いがけ 

コ 岩が土のようにボロボロになっているがけ 

サ かたい岩でも割れ目の多いがけ 

(２) 次のような行為は、がけ崩れ防止のため行ってはならない。 

ア がけ下を切ったり、がけの上に土を盛るなど、がけに手を加えること。 

イ 水をたれ流したり、がけの上に水を溜めたりすること。 

ウ がけに構造物を作ること。 

エ 危険ながけのそばに家を新築したり、増改築をすること。 

(３) がけ崩れ防止のための予防措置 

ア 水路の掃除や、雨水ががけに流れないようにする。 

イ 不安定な土壌を切りとり、ビニール等で地肌を覆い雨水の浸透を防ぐ。 

ウ 風で地盤をゆさぶる樹木は短く切る。 

エ 木や板の柵や石積をする。 

オ 構造物の異常は修理補強する。 

 

 

 

 



 

予防 - 9 

２-６ 備蓄品一覧 
（令和６年12月現在） 

(１) 食料品 

品     名 数    量 摘     要 

缶詰パン 9,200食 － 

アルファ化米・レトルト食品 18,400食 － 

飲 料 水 27,600ℓ 500mℓﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ×55,200本 

ミルク【粉・液体】 

（哺乳瓶1本分/食） 
520食 

乳幼児用 

（うち40食はアレルゲン対応） 

 

(２) 生活用品 

品     名 数    量 摘     要 

毛 布 12,000枚 － 

お む つ (乳 幼 児 用 ) 1,300枚 － 

お む つ ( 大 人 用 ) 1,000枚 － 

生 理 用 品 9,500枚 － 

排 便 袋 46,000枚 － 

 

 

 

２-７ 協定事業者一覧 
（令和５年４月現在） 

 

協 定 業 者 の 名 称 所    在    地 担  当 電話番号 

株式会社 浜屋百貨店 長崎市浜町7－11 総務統括部 828－8450 

株式会社 東美 長崎市栄町5番5号 総務チーム 826－0121 

イオン九州株式会社 福岡市博多区博多駅南２丁目９番１１号 総務部 092－441－0611 

生活協同組合ララコープ 西彼杵郡長与町岡郷1474 経営企画部 887－0338 

グリーンコープ生活協同組合 長崎市中里町1704 総合企画室 839－9233 

株式会社 ジョイフルサンアルファ 長崎市滑石３丁目8-10 総務部 857－1717 

株式会社 たらみ 長崎市中里町2178番地 人事総務部 839－1111 

株式会社 イズミ 
広島市東区二葉の里３丁目３

番１号 

サステナビリティ推

進部 

082－264-

3287 
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２-７ 自主防災組織結成一覧表 
別表２ 令和6年12月31日現在 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

中 
 

央 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 八幡町自主防災組織 平成 29年 4月 15日 230 

2 新中川町自治会自主防災組織 平成 29年 11月 1日 165 

3 矢の平一丁目自治会自主防災組織 平成 25年 9月 12日 160 

4 矢の平２丁目自治会自主防災組織 平成 27年 9月 30日 165 

5 矢の平３丁目自治会自主防災組織 平成 27年 10月 1日 90 

6 矢の平４丁目自治会 平成 26年 9月 5日 120 

7 本河内一丁目第１自主防災組織 昭和 58年 7月 12日 
180 

8 本河内一丁目第２自主防災組織 昭和 58年 7月 12日 

9 本河内２丁目自治会 昭和 58年 6月 12日 225 

10 道光地区自主防災クラブ 昭和 58年 6月 1日 

310 

11 出来屋敷地区自主防災クラブ 昭和 58年 6月 1日 

12 御手水地区自主防災クラブ 昭和 58年 6月 1日 

13 高野平地区自主防災クラブ 昭和 58年 6月 1日 

14 峠地区自主防災クラブ 昭和 58年 6月 1日 

15 中川一丁目自治会自主防災部 平成 3年 8月 1日 240 

16 中川２丁目自治会自主防災組織 平成 27年 7月 13日 210 

17 鳴滝一丁目自治会自主防災組織 昭和 63年 4月 16日 200 

18 鳴滝町西部自治会自主防災組織 昭和 59年 2月 7日 288 

19 桜馬場１丁目自治会自主防災組織 平成 27年 7月 1日 240 

20 桜馬場２丁目自治会自主防災組織 平成 27年 7月 6日 180 

21 奥山会自主防災組織 昭和 58年 6月 1日 50 

22 片淵三丁目自治会第 1防災部 昭和 58年 8月 1日 
230 

23 片淵三丁目自治会第 2防災部 昭和 57年 8月 1日 

24 西山四丁目自主防災会 昭和 59年 1月 20日 131 

25 木場町自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 18日 85 

26 西山１丁目自治会自主防災組織 平成 22年 3月 23日 320 

27 西山町二丁目自治会自主防災部 平成 2年 9月 10日 250 

28 夫婦川マンション自治会自主防災組織 平成 29年 10月 1日 27 

29 ボンヌール長崎自主防災組織 平成 25年 6月 17日 140 

30 本紙屋町自治会自主防災組織 昭和 58年 8月 1日 22 

31 銀屋町自治会防災部 昭和 59年 6月 20日 185 

32 東古川親和会自主防災組織 昭和 60年 3月 20日 90 

33 本古川町自治会自主防災組織 昭和 60年 4月 13日 165 
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34 榎津通り自治会自主防災組織 昭和 60年 4月 1日 285 

35 西浜町自治会自主防災組織 昭和 60年 3月 18日 165 

36 油屋町自治会自主防災組織 平成 25年 8月 28日 230 

37 風頭町自治会自主防災組織 平成 10年 11月 1日 210 

38 賑町自治会自主防災組織 平成 25年 3月 28日 167 

39 元船町自治会自主防災組織 平成 30年 1月 1日 310 

40 五島町自治会自主防災部 平成 6年 3月 22日 320 

41 大井手町自治会自主防災組織 平成 28年 4月 18日 160 

42 立山一丁目自治会自主防災組織 昭和 62年 2月 1日 102 

43 立山二丁目自治会自主防災組織 昭和 62年 2月 1日 80 

44 立山三丁目自治会自主防災組織 昭和 62年 2月 1日 60 

45 立山四丁目自治会自主防災組織 昭和 62年 2月 1日 90 

46 立山五丁目自治会自主防災組織 昭和 62年 2月 1日 120 

47 八千代町自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 48 

48 西坂町中自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 50 

49 西坂町下自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 17 

50 中町自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 197 

51 恵美須町自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 93 

52 筑後町自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 285 

53 御船蔵町上自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 99 

54 御船蔵町中自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 58 

55 御船蔵町下自治会自主防災組織 昭和 57年 7月 9日 151 

56 浜平町自治会自主防災部 平成 7年 3月 1日 145 

57 大黒町自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 121 

58 上小島１丁目東部自治会自主防災組織 平成 27年 10月 15日 37 

59 上小島２丁目自治会自主防災組織 平成 27年 11月 29日 176 

60 上小島３丁目自治会自主防災組織 平成 27年 12月 22日 183 

61 上小島４丁目自治会自主防災組織 平成 27年 10月 15日 240 

62 上小島５丁目自治会第１班自主防災組織 昭和 60年 2月 7日 
150 

63 上小島５丁目自治会第２班自主防災組織 昭和 60年 2月 7日 

64 桜木町自治会自主防災組織 平成 27年 12月 28日 70 

65 東小島町東和自治会自主防災組織 平成 27年 12月 20日 37 

66 愛宕３丁目自治会自主防災組織 平成 27年 3月 19日 178 

67 愛宕３丁目山中自治会自主防災組織 平成 28年 7月 1日 105 
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68 愛宕４丁目自治会自主防災組織 平成 31年 2月 1日 110 

69 弥生町自治会自主防災組織 令和 1年 11月 21日 290 

70 白木自治会自主防災組織 平成 29年 6月 1日 250 

71 愛宕第二団地自治会自主防災組織 平成 28年 9月 1日 114 

72 愛宕県営住宅自治会自主防災組織 平成 11年 11月 1日 215 

73 三川団地自治会自主防災組織 平成 28年 12月 15日 129 

74 白木団地自治会自主防災組織 平成 27年 12月 16日 210 

75 セラーリオコート自治会自主防災組織 平成 29年 7月 1日 91 

76 西山台１丁目防災部 昭和 58年 8月 1日 39 

77 西山台２丁目防災部 昭和 58年 8月 1日 472 

78 稲佐町本一自治会自主防災組織 平成 26年 7月 7日 128 

79 曙町中組自治会防災部 昭和 58年 6月 23日 135 

80 曙町第一道園町親会自主防災組織 昭和 58年 6月 21日 50 

81 曙町第二道園自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 10日 147 

82 弁天自治会自主防災組織 平成 29年 11月 14日 107 

83 稗田自治会自主防災組織 平成 28年 3月 5日 63 

84 光町下組自主防災組織 昭和 58年 6月 10日 98 

85 淵町自治会自主防災組織 平成 21年 9月 7日 190 

86 ＭＪＲ浦上春木町自治会自主防災組織 平成 29年 3月 26日 116 

87 江ノ浦第二防災クラブ 昭和 58年 6月 27日 130 

88 平戸小屋町自治会防災部 昭和 58年 6月 8日 160 

89 大鳥町第一自治会自主防災組織 昭和 58年 5月 29日 73 

90 大鳥町第三自治会自主防災組織 平成 26年 5月 21日 61 

91 大鳥町第四自治会自主防災部 平成 26年 3月 5日 50 

92 大鳥町第五自治会自主防災部 平成 6年 3月 25日 70 

93 水の浦町第一自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 15日 58 

94 水の浦町第三自治会自主防災組織 昭和 60年 9月 1日 30 

95 大谷町第二自治会防災部 昭和 58年 7月 9日 43 

96 大谷町第三自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 15日 18 

97 大谷町第四自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 39 

98 秋月町自治会自主防災組織 平成 26年 9月 18日 147 

99 秋月東部自治会自主防災組織 昭和 59年 11月 5日 29 

100 瀬の脇親交会自主防災組織 平成 12年 6月 1日 44 

101 飽の浦町自治会自主防災部 昭和 59年 12月 5日 55 

102 入船町第一自治会自主防災組織 平成 26年 4月 15日 59 
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103 入船町上ノ坂自治会自主防災組織 昭和 59年 12月 5日 206 

104 塩浜町西部自治会自主防災組織 昭和 62年 11月 6日 38 

105 岩瀬道町自治会自主防災組織 平成 22年 4月 1日 73 

106 立神町自主防災上の区自主防災部 昭和 58年 6月 24日 107 

107 立神町自主防災中の区自主防災部 昭和 58年 6月 24日 75 

108 立神町自主防災下の区自主防災部 昭和 58年 6月 24日 60 

109 西泊町自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 6日 
120 

110 西泊自治会２班自主防災組織 昭和 58年 7月 5日 

111 籠町自治会防災部 昭和 59年 7月 11日 110 

112 西小島一丁目自治会防災部 昭和 58年 6月 20日 88 

113 十人町一の組自治会防災部 昭和 61年 1月 22日 115 

114 十人町３の組自治会自主防災組織 平成 26年 3月 10日 40 

115 中小島２丁目南部自治会自主防災組織 平成 27年 6月 1日 140 

116 西小島上の切自治会自主防災組織 平成 27年 12月 5日 76 

117 中小島ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ自治会自主防災組織 平成 27年 12月 1日 177 

118 稲田町一之組親交会自主防災組織 平成 27年 3月 30日 72 

119 稲田町３の組自治会自主防災組織 平成 27年 3月 30日 34 

120 中新町東部自主防災部 平成 2年 9月 10日 40 

121 中新町南部自治会自警団 平成 19年 9月 9日 58 

122 南町自治会自主防災組織 平成 11年 3月 20日 80 

123 星取町自治会自主防災組織 昭和 59年 8月 1日 155 

124 椎の木町第二自治会自主防災部 平成 8年 6月 15日 63 

125 南が丘町自治会自主防災組織 平成 11年 2月 1日 134 

126 八景町自治会自主防災組織 平成 10年 12月 4日 214 

127 高丘２丁目自主防災組織 平成 20年 11月 1日 75 

128 第一日の出町自治会自主防災組織 平成 28年 5月 1日 47 

129 日の出町第２自治会自主防災組織 平成 27年 5月 15日 68 

130 元町自治会自主防災組織 平成 29年 4月 1日 82 

131 大浦町３丁目自治会自主防災組織 平成 27年 2月 27日 381 

132 松が枝町自治会自主防災組織 平成 27年 6月 19日 90 

133 川上町下の区自治会防災部 昭和 58年 8月 1日 56 

134 川上町上の区自治会自主防災組織 平成 15年 6月 1日 140 

135 東出雲自防団 昭和 60年 7月 10日 100 

136 出雲西自治会自主防災部 平成 8年 8月 23日 132 
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137 出雲南自治会自主防災組織 平成 13年 6月 1日 150 

138 二本松自治会自主防災組織 平成 11年 3月 25日 150 

139 小曽根町自治会自主防災組織 平成 25年 12月 16日 46 

140 東琴平２丁目自治会自主防災組織 平成 25年 5月 13日 55 

141 西琴平町自主防災部 平成 15年 1月 25日 140 

142 古河町自治会自主防災組織 平成 24年 12月 25日 42 

143 南山手町自治会自主防災部 平成 9年 5月 11日 110 

144 小菅町自治会防災部 平成 21年 6月 1日 155 

145 国分町自主防災クラブ 昭和 60年 3月 20日 70 

146 戸町一丁目自治会防災部 昭和 58年 7月 1日 47 

147 戸町２丁目自治会自主防災組織 平成 27年 10月 7日 134 

148 戸町３丁目自治会自主防災組織 平成 28年 2月 22日 160 

149 戸町四丁目自治会自主防災組織 昭和 58年 12月 1日 153 

150 上戸町上ノ区自治会自主防災組織 平成 30年 6月 1日 330 

151 上戸町下の区自治会自主防災組織 平成 28年 6月 20日 237 

152 新戸町自治会防災部 昭和 58年 7月 6日 430 

153 新生会自治会自衛防災隊 昭和 58年 6月 30日 121 

154 新戸町東部自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 5日 100 

155 新戸町４丁目自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 222 

156 緑町自治会自主防災組織 平成 27年 12月 7日 100 

157 宝町第一自治会自主防災組織 平成 28年 6月 16日 53 

158 天神町自治会自主防災組織 平成 27年 5月 17日 108 

159 上銭座町自治会自主防災組織 平成 28年 2月 9日 65 

160 岩川上自治会自主防災組織 昭和 62年 11月 30日 25 

161 上目覚町自治会自主防災組織 平成 28年 5月 6日 40 

162 天神町町道自治会自主防災組織 平成 28年 3月 27日 43 

163 浜口防火クラブ 昭和 54年 4月 10日 264 

164 岩川町自治会自主防災組織 昭和 60年 2月 15日 370 

165 岩川町東部自治会防災部 昭和 58年 7月 15日 81 

166 川口町自治会自主防災組織 昭和 60年 5月 23日 320 

167 江平町南部自治会自主防災組織 平成 28年 6月 7日  90 

168 江平町自治会第 1自主防災部 昭和 60年 6月 20日 
321 

169 江平町自治会第 2自主防災部 昭和 60年 6月 20日 

170 坂本町道上自治会防災部 昭和 60年 8月 1日 236 

171 坂本町山王自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 15日 225 
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172 平野町南部自治会自主防災組織 平成 28年 1月 18日 16 

173 平野町東部自治会自主防災組織 平成 28年 6月 30日 81 

174 江平東部自主防災部 昭和 58年 6月 15日 60 

175 扇町住宅自治会自主防災組織 平成 29年 12月 11日 71 

176 本原町自治会防災会 平成 8年 10月 15日 312 

177 岡町地区自治会自主防災組織 平成 28年 2月 7日 220 

178 平和町自治会自主防災組織 平成 11年 11月 1日 400 

179 上野町東部自治会自主防災組織 平成 27年 4月 24日 132 

180 大橋Ｆ棟自治会自主防災組織 平成 27年 11月 22日 22 

181 大橋Ｅ棟自治会自主防災組織 平成 27年 12月 15日 27 

182 県営住宅本原団地Ｃ棟自治会自主防災組織  平成 27年 11月 20日 68 

183 大橋若葉団地自治会自主防災組織 平成 28年 2月 26日 136 

184 本尾町自治会自主防災組織 昭和 60年 2月 24日 207 

185 高尾町自主防災上ブロック 昭和 59年 4月 15日 

200 186 高尾町自主防災中ブロック 昭和 59年 4月 15日 

187 高尾町自主防災下ブロック 昭和 59年 4月 15日 

188 石神町双葉自治会自主防災組織 平成 29年 7月 10日 210 

189 アバンティ三原自治会自主防災組織 平成 27年 6月 1日 43 

190 扇町自治会防災部 昭和 58年 7月 1日 235 

191 小峰町みどり谷自治会自主防災組織 平成 29年 12月 1日 125 

192 新上高尾自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 15日 30 

193 辻町自治会自主防災組織 昭和 58年 9月 1日 210 

194 三原町中央自治会自主防災組織 平成 29年 9月 1日 132 

195 三原町自治会自主防災組織 平成 28年 1月 4日 260 

196 三原団地自治会自主防災組織 平成 27年 1月 15日 98 

197 三原町登立自治会自主防災組織 平成 27年 9月 1日 22 

198 三原市営アパート自治会自主防災組織 平成 27年 11月 26日 52 

199 フォーレ三原台自治会自主防災折敷 平成 28年 5月 1日 24 

200 丸善団地親交自治会自主防災組織 平成 7年 6月 20日 425 

201 城栄町商店街自主防災部 昭和 61年 6月 21日 330 

202 城栄町北自治会自主防災組織 平成 27年 1月 5日 82 

203 松山町自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 21日 32 

204 平和通り自治会自主防災組織 平成 27年 3月 1日 125 

205 城山電機住宅自治会自主防災組織 平成 26年 12月 1日 70 
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206 竹一自治会第１自主防災部 昭和 60年 11月 1日 
460 

207 竹一自治会第２自主防災部 昭和 60年 11月 1日 

208 北部親和自治会自主防災組織 平成 27年 3月 2日 12 

209 城山南部自治会自主防災組織 平成 27年 3月 2日 670 

210 城山中央自治会自主防災組織 平成 27年 3月 2日 50 

211 サンタヒルズ自治会自主防災組織 平成 29年 5月 1日 32 

212 西城山校区西部自治会防災部 昭和 60年 4月 1日 580 

213 青山町自治会自主防災組織 平成 27年 4月 1日 385 

214 若草町自治会自主防災組織 平成 30年 11月 7日 135 

215 城山台２丁目自治会自主防災組織 平成 28年 2月 26日 340 

216 小江原西部自治会防災部 平成 25年 5月 20日 52 

217 合歓の木会北自治会北区自主防災会 平成 28年 2月 1日 228 

218 伊良林一丁目自治会自主防災組織 令和 2年 7月 13日 138 

219 紺屋町自主防災組織 令和 2年 4月 18日 66 

220 栄町自治会自主防災組織 令和 2年 1月 10日 135 

221 上小島１丁目自治会自主防災組織 平成 31年 4月 1日 56 

222 愛宕上北自主防災組織 令和 1年 12月 5日 160 

223 丸山町自主防災組織 令和 1年 10月 31日 250 

224 西小島中之切自治会自主防災組織 令和 2年 2月 2日 83 

225 中小島東部自主防災組織 令和 1年 5月 1日 92 

226 三原町西部自治会自主防災組織 令和 3年 3月 10日 305 

227 小江原ニュータウン西自治会自主防災組織 令和 2年 3月 1日 140 

228 三川兵底防災クラブ 昭和 58年 6月 30日 

235 229 三川町上防災クラブ 昭和 59年 12月 20日 

230 三川町下防災クラブ 昭和 59年 12月 20日 

231 新大工町自治会自主防災組織 令和 3年 4月 1日 335 

232 鏡ヶ丘地区災害支援連絡協議会 令和 3年 7月 13日 90 

233 上町自治会自主防災組織 令和 3年 11月 18日 160 

234 館内町東部自治会自主防災組織 平成 28年 5月 1日 70 

235 東琴平１丁目自治会自主防災 令和 4年 9月 15日 72 

236 下西山町自治会自主防災組織 令和 6年 11月 7日 160 

中央地域センター管内 ２３６組織 32,044 

小
ヶ
倉
地
域

セ
ン
タ
ー 

小
ヶ
倉
地
域

セ
ン
タ
ー 

1 小ヶ倉町一丁目上揚地区防災班 昭和 58年 8月 3日 85 

2 小ヶ倉町一丁目中自治会防災部 昭和 58年 11月 1日 62 

3 小ヶ倉町二丁目自治会自主防災組織 昭和 59年 4月 22日 135 



 

予防 - 17 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

4 小ヶ倉町二丁目団地自治会 昭和 59年 3月 1日 439 

5 大山自治会自主防災組織 昭和 58年 8月 10日 66 

6 ダイヤランド第１自治会自主防災組織 平成 25年 11月 11日 340 

7 ダイヤランド第２自治会自主防災組織 平成 27年 6月 15日 430 

8 ダイヤランド第３自治会自主防災組織 平成 26年 1月 23日 455 

9 ダイヤランド第４自治会自主防災組織 平成 27年 6月 5日 190 

10 ダイヤランド小ヶ倉アパート自治会自主防災組織  平成 28年 9月 20日 250 

小ヶ倉地域センター管内 １０組織 2,452 

土 

井 

首 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

1 磯道町自治会自主防災部 平成 6年 5月 13日 200 

2 三和町自治会自主防災部 平成 7年 9月 1日 370 

3 江川地区自治会自主防災部 平成 1年 12月 25日 230 

4 毛井首町自治会自主防災部 平成 9年 9月 1日 215 

5 平瀬町自治会自主防災部 平成 6年 3月 26日 125 

6 鶴見台自治会自主防災組織 平成 11年 2月 6日 572 

7 県営毛井首団地第１防災団 昭和 62年 7月 26日 
425 

8 県営毛井首団地第２防災団 昭和 62年 7月 25日 

9 平山町自治会自主防災クラブ 昭和 60年 12月 22日 424 

10 竿浦町防災部自主防災組織 昭和 58年 7月 9日 345 

11 平山台一丁目自主防災 平成 2年 9月 10日 197 

12 平山台二丁目自主防災 平成 4年 9月 4日 167 

13 市営毛井首団地自主防災組織 令和 1年 10月 10日 85 

土井首地域センター管内 １３組織 3,355 

小 

榊 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

1 神ノ島町一丁目第一自治会防災部 昭和 63年 5月 20日 132 

2 神ノ島町一丁目第二自治会防災部 平成 2年 9月 10日 32 

3 神ノ島町二丁目自治会自主防災部 昭和 63年 7月 30日 45 

4 神ノ島町二丁目北部自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 20日 48 

5 神ノ島町三丁目自治会自主防災組織 昭和 60年 9月 1日 36 

6 木鉢町一丁目自治会自主防災部 平成 9年 3月 17日 97 

7 木鉢町二丁目自治会自主防災部 昭和 63年 6月 4日 177 

8 
小瀬戸町自治会自主防災部(小瀬戸町木鉢

浦自治会) 
平成 9年 3月 1日 50 

9 
小瀬戸町自治会自主防災部(小瀬戸町東区

自治会) 
平成 9年 3月 1日 49 

10 
小瀬戸町自治会自主防災部(小瀬戸町中区

自治会) 
平成 9年 3月 1日 51 



第２章 災害予防計画 

予防‐18 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

小
榊
地
域
セ
ン
タ
ー 

11 小瀬戸町自治会自主防災部(小瀬戸町西１区自治会) 平成 9年 3月 1日 64 

12 小瀬戸町自治会自主防災部(小瀬戸町西２区自治会) 平成 9年 3月 1日 60 

13 金水自治会防災部 昭和 60年 4月 1日 22 

14 みなと坂１丁目自治会自主防災組織 平成 30年 6月 8日 500 

15 みなと坂２丁目自治会自主防災組織 平成 30年 6月 8日 430 

小榊地域センター管内 １５組織 1,793 

西 
 

浦 
 

上 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 住吉住宅自治会自主防災組織 平成 7年 7月 15日 86 

2 泉西自治会 平成 19年 8月 20日 100 

3 泉町中央自治会自主防災組織 平成 22年 12月 20日 120 

4 泉町丸尾自治会自主防災組織 平成 28年 5月 1日 165 

5 泉町東自治会自主防災組織 平成 26年 11月 1日 73 

6 花丘町自治会自主防災組織 平成 27年 2月 25日 420 

7 住吉台自治会自主防災組織 平成 7年 9月 1日 86 

8 チトセピア北自治会 平成 16年 6月 11日 168 

9 チトセピア南棟自主防 平成 17年 2月 21日 100 

10 大手町自治会自主防災組織 平成 22年 9月 1日 265 

11 川平平和自治会防災対策本部 昭和 58年 6月 10日 84 

12 川平町自治会自主防災組織 平成 7年 9月 1日 118 

13 昭和町自治会自主防災組織 平成 13年 5月 1日 285 

14 昭和町水源防災団 昭和 58年 7月 10日 113 

15 女の都自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 30日 230 

16 女の都二丁目自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 5日 210 

17 女の都西部自治会自主防災組織 平成 8年 4月 13日 418 

18 川平上自治会自主防災組織 平成 23年 2月 14日 105 

19 三ッ山町犬継自治会防災部 昭和 58年 6月 24日 70 

20 畦別当防災クラブ 昭和 58年 6月 20日 20 

21 赤迫県職アパ－ト自治会自主防災組織 平成 27年 4月 30日 12 

22 若竹町南西自治会自主防災組織 平成 27年 1月 17日 50 

23 若竹アパート(諏訪面自治会)防災クラブ 昭和 58年 7月 6日 2 

24 西北町熊ヶ倉自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 7日 91 

25 柳谷自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 26日 98 

26 柳谷町柳ヶ丘自治会自主防災組織 平成 29年 4月 1日 60 

27 音無町第三自治会自主防災組織 平成 27年 3月 17日 170 



 

予防 - 19 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

西 
 

浦 
 

上 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

28 サーパス住吉台自治会自主防災組織 平成 7年 11月 13日 156 

29 油木町中央自治会 平成 17年 6月 1日 130 

30 油木町東部自治会 平成 16年 5月 30日 180 

31 油木町西部自治会 平成 23年 5月 20日 238 

32 西町自治会自主防災組織 平成 25年 7月 4日 385 

33 西町杉谷自治会自主防災組織 平成 25年 7月 4日 41 

34 西町長峰自治会自主防災組織 平成 25年 6月 28日 20 

35 西町西部自治会自主防災組織 平成 25年 6月 28日 43 

36 音無住宅自治会自主防災組織 平成 25年 6月 28日 112 

37 西町北部自治会自主防災組織 平成 23年 2月 15日 250 

38 錦町中河内自治会自主防災組織 平成 27年 5月 23日 57 

39 錦町郡岳自治会自主防災組織 平成 25年 6月 28日 69 

40 錦町西部自治会 平成 23年 5月 19日 35 

41 錦高部自治会自主防災組織 平成 25年 6月 28日 75 

42 清水町自治会自主防災組織 平成 29年 4月 1日 220 

43 狩股アパート自治会自主防災組織 平成 28年 7月 27日 110 

44 緑が丘自治会自主防災組織 平成 25年 4月 1日 150 

45 江里町自治会自主防災組織 平成 25年 6月 28日 180 

46 白鳥町自治会自主防災第 1部 平成 5年 11月 10日 
263 

47 白鳥町自治会自主防災第 2部 平成 5年 11月 10日 

48 清水アパート自治会自主防災組織 平成 29年 3月 10日 50 

49 スカイハイツ西町自治会自主防災組織 平成 25年 6月 28日 86 

50 錦町中河内団地自治会自主防災組織 平成 25年 6月 28日 85 

51 若竹町第一自治会自主防災組織 令和 1年 8月 1日 206 

52 三芳町自主防災部 昭和 59年 5月 1日 310 

53 西北第二自治会自主防災組織 令和 3年 8月 1日 160 

54 中園自治会自主防災組織 令和 3年 8月 15日 110 

55 三菱重工昭和寮自治会自主防災組織 令和 3年 11月 15日 367 

56 若竹町旭ヶ丘自治会自主防災組織 令和 4年 4月 10日 50 

57 住吉の杜自主防災組織 令和 5年 4月 16日 230 

58 西北校区自主防災組織 令和 4年 5月 8日 ― 

西浦上地域センター管内 ５８組織 8,087 

滑
石
地
域
セ

ン
タ
ー 

1 山手自治会自主防災組織 平成 26年 4月 13日 69 

2 葉山自治会自主防災組織 昭和 58年 8月 1日 484 

3 葉山住宅自治会自主防災組織 平成 27年 4月 22日 118 
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予防‐20 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

滑 
 

石 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

4 葉山第二自治会自主防災組織 平成 8年 12月 5日 175 

5 平宗自治会自主防災第１組織 昭和 59年 11月 1日 
205 

6 平宗自治会自主防災第２組織 昭和 59年 11月 1日 

7 滑石打坂自治会西部防災部 昭和 58年 9月 1日 240 

8 葉山葵自治会自主防災組織 平成 27年 4月 24日 72 

9 滑石四丁目西部自治会防災部 平成 3年 3月 31日 270 

10 滑石団地Ａ地区自治会大宮川砂防ﾀﾞﾑ防災対策委員会  昭和 58年 6月 15日 571 

11 北陽自治会自主防災チーム 平成 24年 4月 15日 158 

12 上床自治会 平成 23年 4月 7日 120 

13 滑石北自治会自主防災部 昭和 60年 3月 1日 304 

14 横尾東部自治会自主防災組織 平成 27年 12月 3日 212 

15 横尾西部自治会自主防災組織 平成 24年 1月 5日 386 

16 横尾南部自治会 平成 24年 1月 5日 332 

17 横尾北部自治会自主防災組織 平成 27年 11月 18日 292 

18 横尾さつき自治会 平成 24年 1月 16日 130 

19 横尾県営住宅自治会 平成 24年 1月 5日 175 

20 横尾山ノ木自治会 平成 24年 1月 16日 71 

21 横尾なづみ自治会 平成 24年 1月 16日 129 

22 横尾やまびこ自治会 平成 24年 1月 5日 101 

23 大園自治会自主防災組織 平成 25年 11月 25日 317 

24 大宮町自治会自主防災部 平成 7年 6月 5日 167 

25 虹が丘自治会自主防災組織 平成 7年 7月 1日 320 

26 エミネント葉山自治会 平成 22年 7月 1日 338 

27 横尾連合自治会自主防災組織 令和 6年 6月 1日 － 

滑石地域センター管内 ２７組織 5,756 

福 

田 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

1 小浦町防災部 昭和 58年 9月 1日 210 

2 小浦市営住宅自治会防災クラブ 昭和 58年 9月 27日 260 

3 舟津自主防災組織 昭和 57年 8月 16日 37 

4 福田本町自治会自主防災組織 昭和 60年 7月 1日 290 

5 福田本町親和自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 19日 14 

6 丸木自主防災 昭和 58年 7月 1日 55 

7 小江町防災部 昭和 58年 8月 3日 124 

8 大浜町第一自主防災 昭和 58年 8月 15日 

550 9 大浜町第二自主防災 昭和 58年 8月 15日 

10 大浜町第三自主防災 昭和 58年 8月 15日 



 

予防 - 21 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

福 

田 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

11 マリナシティ自治会自主防災組織 平成 28年 4月 28日 119 

12 小江小浦防災組織 昭和 58年 7月 1日 46 

13 ブルーハイツ大浜自治会自主防災組織 平成 28年 12月 1日 64 

14 ケアハウス大浜自治会 平成 22年 12月 24日 50 

15 柿泊町防災部 昭和 58年 9月 1日 116 

16 手熊町防災クラブ 昭和 58年 6月 23日 116 

17 上浦町防災部 昭和 58年 7月 10日 30 

18 柿泊団地自治会自主防災組織 平成 23年 3月 30日 38 

福田地域センター管内 １８組織 2,119 

深 
 

堀 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 三菱深堀アパート自治会自主防災部 昭和 59年 1月 20日 40 

2 戸泊自治会自主防災組織 昭和 58年 11月 10日 240 

3 県営深堀団地第一自治会防災部 昭和 57年 10月 1日 390 

4 深堀町永江自治会防災部 昭和 58年 11月 25日 63 

5 深堀町亀ヶ崎防災クラブ 昭和 58年 11月 20日 32 

6 舟津自治会自主防災部 昭和 58年 11月 10日 53 

7 鍜冶町自主防災部 昭和 58年 11月 30日 108 

8 深堀町四丁目山口自治会自主防災部 昭和 58年 11月 25日 103 

9 深堀町古城自治会防災部 昭和 58年 11月 19日 62 

10 深堀地区川内自治会防災部 昭和 58年 11月 26日 99 

11 深堀町有海自治会防災部 昭和 58年 11月 1日 99 

12 大籠自治会防災部 昭和 58年 11月 20日 38 

13 県営深堀団地ＡＢ自治会自主防災組織 昭和 58年 11月 20日 61 

14 県営深堀北団地自主防災組織 昭和 58年 8月 1日 116 

15 深堀地区本町自治会自主防災部 平成 9年 5月 1日 114 

深堀地域センター管内 １５組織 1,618 

日 

見 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

1 春日町自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 20 

2 宿町中央自治会自主防災組織 平成 21年 10月 1日 120 

3 潮見町自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 21日 35 

4 芒塚第二自治会防災部 昭和 59年 7月 2日 109 

5 芒塚町坂下自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 5日 70 

6 岡上自治会自主防災組織 昭和 58年 8月 1日 56 

7 岡下自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 100 

8 網場町浦組自治会自主防災組織 昭和 58年 8月 1日 17 

9 網場町中組自治会防災部 昭和 58年 7月 1日 17 

10 網場町崎組自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 35 
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管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

日 
 

見 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

11 網場町藤ヶ峰防災会 昭和 58年 7月 1日 16 

12 宿町自治会 平成 17年 8月 1日 200 

13 日見中央自治会防災部 昭和 58年 7月 27日 45 

14 界町住吉防災会 昭和 58年 7月 15日 35 

15 界町自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 25日 180 

16 網場町倉床自治会自主防災組織 平成 14年 9月 1日 31 

17 岡上第一自治会自主防災組織 昭和 58年 8月 15日 46 

18 芒塚第一自治会防災部 昭和 58年 6月 29日 130 

19 網場シーサイド自治会自主防災組織 平成 30年 1月 1日 10 

20 アルバガーデングランビュー東長崎自治会自主防災組織 平成 30年 6月 21日 97 

21 大曲西部自治会自主防災組織 令和 4年 4月 4日 98 

日見地域センター管内 ２１組織 1,467 

茂 
 

木 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 田上中部自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 12日 250 

2 六本松自治会自主防災組織 昭和 58年 9月 1日 117 

3 田手原町防災組織 昭和 58年 8月 2日 115 

4 早坂自治会防災部 昭和 58年 7月 10日 70 

5 千々町自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 30日 95 

6 大崎町自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 10日 97 

7 北浦町自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 28日 190 

8 宮摺自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 11日 59 

9 茂木町西部自治会防災部 昭和 58年 7月 10日 42 

10 転石自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 27 

11 片町自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 10日 205 

12 新田自治会防災クラブ 昭和 58年 7月 1日 172 

13 寺下自治会防災部 昭和 58年 8月 1日 73 

14 茂木町中自治会防災部 昭和 58年 7月 10日 53 

15 橋口自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 10日 48 

16 河内自治会防災部 昭和 58年 7月 1日 48 

17 南川自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 10日 50 

18 北浦新生自治会防災部 昭和 58年 7月 11日 57 

19 茂木市営住宅自治会自主防災組織 平成 22年 9月 14日 52 

20 飯香浦自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 93 

21 片峰自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 62 

22 太田尾自治会防災会 昭和 58年 6月 20日 86 

23 山川河内自治会防災部 昭和 58年 7月 5日 30 



 

予防 - 23 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

茂木地域センター管内 ２３組織 2,091 

式 
 

見 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 式見町里自治会防災部 昭和 58年 7月 1日 47 

2 式見町荒毛自治会自主防災組織 昭和 58年 8月 1日 70 

3 式見町上方自主防災班 昭和 58年 7月 3日 56 

4 式見町下中自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 38 

5 式見下浜自治会防災隊 昭和 58年 7月 15日 55 

6 園田防災隊 昭和 58年 7月 15日 75 

7 四杖町田舎自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 3日 41 

8 四杖町中通防災隊 昭和 58年 6月 28日 72 

9 四杖町鼻崎自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 23 

10 松崎自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 61 

11 見崎自治会自主防災組織 昭和 58年 10月 1日 20 

12 相川自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 3日 93 

13 相川町中尾自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 10日 60 

14 下向自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 25日 84 

15 式見上中自治会防災隊 昭和 58年 7月 1日 78 

16 向町自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 9日 84 

式見地域センター管内 １６組織 957 

東 
 

長 
 

崎 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 上田之浦館自治会防災部 昭和 58年 6月 18日 165 

2 下切通防災部 昭和 58年 6月 10日 52 

3 上切通自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 11日 195 

4 東望の浜自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 1日 63 

5 東望自治会自主防災部 昭和 58年 6月 15日 180 

6 下田之浦自治会防災部 昭和 58年 6月 10日 325 

7 上田之浦赤松自主防災 昭和 58年 6月 10日 110 

8 中尾自治会自主防災組織 昭和 58年 5月 27日 93 

9 矢上町自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 11日 388 

10 フォーレ東望自治会自主防災組織 平成 28年 9月 11日 195 

11 平間自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 4日 485 

12 間之瀬防災班 昭和 58年 6月 8日 87 

13 清藤防災部 昭和 58年 6月 8日 93 

14 現川自治会自主防災組織 平成 25年 10月 16日 180 

15 馬場自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 30日 300 

16 高城台自治会 平成 19年 12月 31日 550 



第２章 災害予防計画 

予防‐24 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

東 
 

長 
 

崎 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

17 かき道一丁目自治会防災部 昭和 58年 7月 11日 281 

18 東町侍石自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 20日 125 

19 矢上団地自治会自主防災部 平成 6年 4月 10日 411 

20 樋口自主防災部 昭和 58年 6月 26日 42 

21 矢上団地東自治会自主防災組織 平成 10年 2月 10日 309 

22 矢上団地南自治会自主防災組織 平成 12年 1月 1日 425 

23 サンヒルズ矢上自治会自主防災組織 平成 10年 3月 1日 195 

24 サンライズ矢上自治会自主防災組織 平成 10年 2月 10日 155 

25 ウッディヒル矢上自主防災部 平成 6年 11月 6日 95 

26 松原町自治会 平成 20年 12月 15日 190 

27 古賀町自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 2日 310 

28 中里町自治会自主防災組織 昭和 58年 7月 1日 530 

29 つつじが丘自治会自主防災部 平成 8年 5月 12日 550 

30 つつじが丘１・２丁目自治会自主防災組織 平成 26年 9月 3日 316 

31 船石自主防災組織 昭和 58年 12月 1日 120 

32 鶴の尾町自治会 平成 16年 3月 8日 291 

33 富士自治会自主防災部 平成 7年 4月 1日 45 

34 川内町自治会自主防災組織 平成 24年 11月 15日 60 

35 牧島町自治会自主防災組織 平成 25年 6月 3日 205 

36 上戸石町自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 30日 134 

37 戸石町船津自治会自主防災組織 平成 24年 12月 1日 300 

38 戸石町岡自治会自主防災組織 平成 5年 3月 22日 220 

39 矢上団地自治会連絡協議会自主防災組織 令和 6年 9月 12日 － 

東長崎地域センター管内 ３９組織 8,770 

三 
 

重 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 東上自主防災部自主防災組織 昭和 58年 5月 30日 81 

2 崎上自治会自主防災部 平成 6年 9月 1日 62 

3 馬場自治会自主防災部 平成 6年 8月 22日 58 

4 角上防災班 昭和 58年 6月 15日 46 

5 角自治会防災部 昭和 58年 6月 1日 54 

6 三重田町自治会自主防災組織 昭和 58年 6月 4日 51 

7 長谷自治会防災部 昭和 58年 6月 1日 16 

8 才木自治会自主防災組織 平成 22年 9月 24日 22 

9 東樫山自治会防災部 昭和 58年 6月 10日 60 

10 西樫山自治会防災部 昭和 58年 6月 2日 141 

11 三京町自治会 平成 28年 1月 10日 18 



 

予防 - 25 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

三 
 

重 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

12 多以良防災部 昭和 58年 6月 10日 59 

13 沖平自治会自主防災部 平成 6年 10月 15日 29 

14 畝刈自治会防災部 昭和 58年 6月 19日 92 

15 京泊自治会自主防災組織 平成 27年 11月 1日 84 

16 三重ニュータウン自主防災部 平成 7年 7月 20日 138 

17 多以良町中央自治会自主防災組織 平成 28年 7月 1日 83 

18 京泊新地自治会自主防災組織 平成 27年 6月 29日 35 

19 鳴見自治会保安部 昭和 58年 6月 1日 57 

20 日当自治会防災部 昭和 58年 6月 20日 17 

21 光風台第１自治会自主防災部 平成 1年 7月 14日 365 

22 光風台第２自治会自主防災部 平成 1年 7月 14日 530 

23 日田尾自治会自主防災組織 令和 2年 7月 1日 17 

三重地域センター管内 ２３組織 2,115 

香
焼
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 長浜自治会自主防災組織 平成 27年 3月 17日 40 

2 尾ノ上自治会自主防災組織 平成 27年 2月 16日 83 

3 本村団地自治会自主防災組織 平成 27年 4月 15日 57 

4 恵里自治会自主防災組織 平成 23年 7月 23日 167 

香焼地域センター管内 ４組織 347 

伊
王
島
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 馬込自主防災組織 平成 16年 4月 1日 85 

2 塩町自主防災組織 平成 16年 4月 1日 124 

3 船津自主防災組織 平成 16年 4月 1日 50 

4 大明寺自主防災組織 平成 16年 4月 1日 42 

伊王島地域センター管内 ４組織 301 

高
島
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 本町地区 平成 19年 3月 28日 32 

2 小島地区 平成 19年 3月 28日 16 

3 高島地区 平成 19年 3月 28日 28 

4 光町地区 平成 19年 3月 28日 80 

5 西浜地区 平成 19年 3月 28日 17 

高島地域センター管内 ５組織 173 

野
母
崎
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 黒浜町自治会 昭和 30年 4月 1日 73 

2 以下宿自治会 昭和 30年 4月 1日 22 

3 北野々串自治会 昭和 30年 4月 1日 38 

4 南野々串自治会 昭和 30年 4月 1日 17 

5 越地自治会 昭和 30年 4月 1日 29 

6 毛首自治会 昭和 30年 4月 1日 35 



第２章 災害予防計画 

予防‐26 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

野 

母 

崎 

地 

域 

セ 

ン 

タ 
ー 

7 大野自治会 昭和 30年 4月 1日 21 

8 長野自治会 昭和 30年 4月 1日 41 

9 山明自治会 昭和 30年 4月 1日 23 

10 浦ノ迫自治会 昭和 30年 4月 1日 43 

11 蔭平自治会 昭和 30年 4月 1日 60 

12 浜添自治会 昭和 30年 4月 1日 32 

13 古里自治会 昭和 30年 4月 1日 51 

14 南越自治会 昭和 30年 4月 1日 17 

15 高浜出口自治会 昭和 30年 4月 1日 29 

16 木場自治会 昭和 30年 4月 1日 40 

17 野母出口自治会 昭和 30年 4月 1日 45 

18 深浦一自治会 昭和 30年 4月 1日 26 

19 深浦二自治会 昭和 30年 4月 1日 32 

20 深浦三自治会 昭和 30年 4月 1日 23 

21 北田自治会 昭和 30年 4月 1日 27 

22 東端自治会 平成 17年 4月 1日 47 

23 東端五自治会 平成 17年 4月 1日 37 

24 野母四分団自治会 平成 17年 4月 1日 87 

25 馬場自治会 平成 17年 4月 1日 59 

26 角自治会 平成 17年 4月 1日 25 

27 寺山自治会 昭和 30年 4月 1日 15 

28 田町自治会 平成 17年 4月 1日 32 

29 迫自治会 平成 17年 4月 1日 26 

30 向自治会 平成 17年 4月 1日 23 

31 釜ヶ浦一自治会 昭和 30年 4月 1日 25 

32 釜ヶ浦二自治会 昭和 30年 4月 1日 27 

33 釜ヶ浦三自治会 昭和 30年 4月 1日 46 

34 井上自治会 昭和 30年 4月 1日 8 

35 下揚自治会 平成 17年 4月 1日 173 

36 諸町自治会 平成 17年 4月 1日 100 

37 片新町自治会 昭和 30年 4月 1日 45 

38 山下自治会 平成 17年 4月 1日 118 

39 松原自治会 平成 17年 4月 1日 42 

40 京崎町自治会 昭和 30年 4月 1日 14 

41 喜儘町自治会 昭和 30年 4月 1日 10 



 

予防 - 27 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

野 
 

母 
 

崎 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

42 仲之町自治会 昭和 30年 4月 1日 13 

43 広浦町自治会 昭和 30年 4月 1日 7 

44 宮ノ下町自治会 昭和 30年 4月 1日 15 

45 三軒屋町自治会 昭和 30年 4月 1日 17 

46 熊野町自治会 昭和 30年 4月 1日 19 

47 水ノ浦町自治会 昭和 30年 4月 1日 12 

48 金比羅町自治会 昭和 30年 4月 1日 12 

49 弁天町自治会 昭和 30年 4月 1日 15 

50 江ヶ浜町自治会 昭和 30年 4月 1日 9 

51 浜ノ町自治会 昭和 30年 4月 1日 19 

52 口ノ町自治会 昭和 30年 4月 1日 11 

53 水崎町自治会 昭和 30年 4月 1日 18 

野母崎地域センター管内 ５３組織 1,850 

外 

海 

地 

域 

セ 

ン 
タ 
ー 

1 原自治会 平成 18年 4月 20日 23 

2 高尾自治会 平成 18年 4月 1日 50 

3 上黒崎自治会自主防災組織 平成 22年 4月 1日 46 

4 牧野町自治会自主防災組織 平成 27年 10月 26日 106 

5 西出津町畑杭自治会自主防災組織 平成 27年 6月 3日 42 

6 池島町郷自治会 平成 22年 5月 1日 25 

7 池島町公営住宅自治会 平成 22年 5月 1日 9 

8 池島町港自治会 平成 22年 5月 1日 35 

9 下黒崎町松本自治会自主防災組織 令和 4年 4月 1日 70 

10 神浦丸尾町自治会自主防災組織 令和 5年 4月 13日 56 

外海地域センター管内 １０組織 462 

三 
 

和 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 本郷自治会 平成 24年 9月 24日 123 

2 郷自治会自主防災組織 平成 26年 2月 17日 78 

3 船津自治会自主防災組織 平成 26年 2月 12日 122 

4 藤田尾自治会自主防災組織 平成 26年 2月 12日 30 

5 六軒自治会自主防災組織 平成 26年 2月 12日 29 

6 江浜自治会自主防災組織 平成 26年 2月 17日 132 

7 椿が丘自治会自主防災組織 平成 25年 12月 13日 242 

8 江村自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 75 

9 浜波自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 77 

10 小松自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 88 

11 松尾自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 126 



第２章 災害予防計画 

予防‐28 

管内 № 名 称 結成年月日 世帯数 

三
和
地
域
セ
ン
タ
ー 

12 上揚自治会自主防災組織 平成 28年 4月 10日 160 

13 岳路自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 62 

14 布巻自治会自主防災組織 平成 28年 6月 25日 111 

15 晴海台防災会 平成 24年 4月 12日 363 

三和地域センター管内 １５組織 1,818 

琴 
 

海 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 旭ヶ丘自治会 平成 23年 12月 7日 58 

2 手崎自治会自主防災組織 平成 25年 12月 11日 56 

3 長浦自治会自主防災組織 平成 26年 7月 1日 113 

4 大石自治会自主防災組織 平成 28年 4月 29日 57 

5 村松区自治会自主防災組織 平成 28年 6月 4日 129 

6 東自治会自主防災組織 平成 28年 2月 9日 87 

7 中川内自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 33 

8 谷口自治会自主防災組織 平成 28年 2月 25日 67 

9 松の迫自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 76 

10 平床自治会自主防災組織 平成 28年 4月 11日 22 

11 つくも自治会 平成 28年 9月 5日 19 

12 岩立自治会自主防災組織 平成 28年 2月 1日 16 

13 谷門自治会自主防災組織 平成 28年 4月 1日 135 

14 風明自治会自主防災組織 平成 28年 1月 10日 8 

15 琴海ニュータウン２区自治会 平成 18年 1月 4日 260 

16 中自治会自主防災組織 平成 29年 2月 1日 19 

17 上自治会自主防災組織 平成 29年 2月 1日 21 

18 見上自治会自主防災組織 平成 29年 2月 1日 12 

19 崎山自治会自主防災組織 平成 29年 2月 1日 16 

20 鴨池自治会自主防災組織 平成 29年 2月 1日 59 

21 松山自治会自主防災組織 平成 29年 2月 1日 28 

22 楢自治会自主防災組織 平成 25年 6月 3日 4 

23 脇崎自治会自主防災組織 平成 29年 2月 1日 17 

24 江の平自治会自主防災組織 令和 1年 7月 1日 150 

25 形上自治会自主防災組織 令和 1年 6月 16日 64 

26 楠原自治会自主防災組織 令和 1年 7月 8日 14 

27 大子自治会自主防災組織 令和 1年 7月 1日 63 

琴海地域センター管内 ２７組織 1,603 

計 ６３２組織 79,178 
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長崎市地域防災計画 



 

 

 

 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐1 

３-１ 拡声受信装置設置場所 
 

中央地域センター管内（１２３か所） 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長本 1 子局 三原1 辻町 辻町公園  

長本 2 子局 上高尾 江平 江平３丁目17 大山氏所有畑 

長本 3 子局 高尾 高尾町 高尾小学校 

長本 4 子局 三原2 三原 NTT三原社宅地法面 

長本 5 子局 橋口 橋口町 山里小学校 

長本 6 子局 本尾 本尾町 本尾町公民館 

長本 7 子局 坂本1 坂本 坂本小学校 

長本 7-1 延長局 坂本1 坂本 道上公民館付近 

長本 8 子局 山王 岩川町 山王公園 

長本 9 子局 宝町 宝町 宝町公園 

長本 10 子局 浜平 浜平 浜平町第一自治会公民館 

長本 11 子局 立山５丁目 立山  立山公園管理事務所上 

長本 12 子局 片淵３丁目 片淵 山田氏所有畑 

長本 13 子局 片淵４丁目 片淵 片淵４・５丁目公民館 

長本 14 子局 西山３丁目 西山 よけば公園 

長本 15 子局 西山４丁目 西山 仁田口バス停付近県道 

長本 16 子局延長 西山木場1 木場町 消防分団詰所入口 

長本 16-1 延長局 西山木場1 木場町 木場町1576付近林道 

長本 16-2 延長局 西山木場1 木場町 木場町451付近林道 

長本 17 子局 奥山 本河内町 奥山集会所 

長本 18 子局 御手水 本河内町 本河内町1411付近 廃河川敷 

長本 19 子局 本河内１ 本河内町 本河内公園 

長本 20 子局 本河内2 本河内町 本河内３丁目公民館 

長本 20-1 延長局 本河内2 本河内 本河内２丁目公園 

長本 21 子局 鳴滝２丁目 鳴滝 （旧）県立女子短大寮前道路敷 

長本 22 子局延長 伊良林 伊良林 若宮稲荷神社所有地 

長本 23 子局 白木1 八つ尾町 白木団地公民館 

長本 23-1 延長局 白木1 田手原町 田手原町六本松公民館 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐2 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長本 24 子局 三景台 三景台町 三景台第３公園 

長本 24-1 延長局 三景台 三景台町 三景台町13-12付近 

長本 25 子局 松が枝 松が枝町 第13分団 

長本 26 子局 元町 元町 北大浦小学校グランド 

長本 27 子局 出雲 出雲 天満神社境内入口 

長本 28 子局 二本松 戸町 二本松住宅集会室上県道 

長本 29 子局 琴平 西琴平町 琴平中公園 

長本 30 子局延長 浪の平 浪の平町 南公民館 

長本 31 子局 戸町２丁目 戸町 戸町小学校 

長本 32 子局 国分 国分町 国分町児童公園右角 

長本 34 子局 上戸町1 上戸町 上戸町1丁目4番付近市道 

長本 35 子局 上戸町2 上戸町 上戸町公園 

長本 36 子局 新戸町1 新戸町 新戸町萩ノ尾公園 

長本 37 子局 城栄1 城山町 城山小学校 

長本 38 子局 梁川 梁川町 淵中学校 

長本 39 子局 稲佐１ 稲佐町 春日谷公園 

長本 40 子局 稲佐２ 稲佐町 稲佐児童公園 

長本 41 子局 平戸小屋 平戸小屋町 朝日小学校 

長本 41-1 延長局 平戸小屋 平戸小屋町 朝日小学校正門付近 

長本 42 子局 水の浦 水の浦町 谷浦公園 

長本 42-1 延長局 水の浦 水の浦町 水の浦町256付近 

長本 43 子局 飽の浦 飽の浦町 飽の浦小学校 

長本 44 子局 入船 入船町 上の坂公園 

長本 45 子局 立神 東立神町 立神公園 

長本 46 子局 西泊1 西泊町 西泊町太田尾市道横 

長本 47 子局 西泊2 西泊町 西泊公民館横（西泊町第1遊園） 

長本 48 子局 小江原1 小江原町 小江原公園 

長本 49 子局 小江原2 小江原町 小江原小学校 

長本 50 子局 小江原3 小江原町 桜が丘小学校 

長本 51 子局 城栄2 城山町 城山小学校 

長本 52 子局 小島4丁目 小島4丁目 小島中学校 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐3 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長本 53 子局延長 丸尾 丸尾町 西公民館 

長本 54 子局延長 上銭座 上銭座町 あじさい荘・陽光台公園 

長本 55 子局延長 本河内3 本河内 高野平観世音堂 

長本 56 子局 西小島 西小島 (旧)仁田小学校グラウンド 

長本 57 子局 上田 上田町 大浦小学校運動場(体育倉庫) 

長本 58 子局延長 三原3 三原町 三原公園 

長本 59 子局 坂本2 坂本 坂本2丁目24-3付近市道 

長本 60 子局延長 銭座 銭座町 銭座小学校屋上 

長本 61 子局延長 若草 若草町 平床公園(新生会公民館) 

長本 62 子局延長 淵 淵町 淵町児童公園(淵町公民館) 

長本 63 子局 稲佐3 稲佐町 稲佐町48付近市道 

長本 64 子局延長 岩瀬道 岩瀬道町 岩瀬道町公民館 

長本 65 子局 油木1 油木町 鏡が丘公園 

長本 66 子局延長 小江原4 小江原 県営小江原団地Ｌ棟屋上 

長本 67 子局 小江原5 小江原 ３号公園にじの夢公園 

長本 68 子局 江平 江平 江平公園 

長本 69 子局延長 平和 松山町 平和公園(公園管理事務所裏） 

長本 70 子局延長 下西山 下西山町 上長崎小学校 

長本 71 子局 西山2丁目 西山 西山２丁目15-2付近 

長本 72 子局延長 西山台 西山台 西山台小学校 

長本 73 子局 西山木場2 木場町 木場町1301付近 

長本 74 子局 鳴滝3丁目 鳴滝 鳴滝3-15-18付近 

長本 75 子局 矢の平 矢の平 矢の平1-8-5付近 

長本 76 子局 宝栄 宝栄町 鎮西公園 

長本 77 子局延長 消防局 興善町 長崎市消防局 

長本 78 子局 風頭 風頭町 風頭公園 

長本 79 子局延長 高丘 高丘町 大浦中学校 

長本 80 子局 東琴平 東琴平 東琴平2丁目ふれあいひろば付近 

長本 81 子局 小菅 小菅町 小菅公園 

長本 82 子局 岩見 岩見町 岩見公園 

長本 83 子局延長 愛宕 愛宕 小島小学校 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐4 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長本 84 子局 白木2 白木町 白木交差点 

長本 85 子局 椎の木 椎の木町 椎の木公園 

長本 86 子局延長 新戸町2 新戸町 戸町中学校 

長本 87 子局延長 桜馬場 桜馬場 桜馬場中学校屋上 

長本 88 子局延長 光 光町 長崎県社会保険診療報酬支払基金屋上 

長本 89 子局 城山台１ 城山台 城山台集会所 

長本 90 子局 城山台２ 城山台 やまぶき公園 

長本 91 子局 金堀 金堀町 西城山小学校 

長本 92 子局 青山 青山町 青山町379付近市道 

長本 93 子局 立岩 立岩町 立岩西公園 

長本 94 子局 三原4 三原町 三原中央公園 

長本 95 子局 本原 本原町 本原町自治会公民館 

長本 96 子局 御船蔵 御船蔵町 西坂小学校 

長本 97 子局 桜町 桜町 桜町第2別館 

長本 98 子局 八幡 八幡町 中島川公園内 

長本 99 子局 諏訪 諏訪町 諏訪小学校 

長本 100 子局 元船 元船町 元船町公民館 

長本 101 子局 中央橋 江戸町 中央橋交番横歩道 

長本 102 子局 新地 新地町 湊公園 

長本 103 子局 丸山 寄合町 丸山公園 

長本 104 子局 風頭2 風頭町 風頭みすみ公園 

長本 105 子局 矢の平2 矢の平 かぶと岩公園 

長本 106 子局 愛宕2 愛宕 小島地区ふれあいセンター 

長本 107 子局 上小島5丁目 上小島 上小島清水公園 

長本 107-1 延長局 上小島5丁目 上小島 長崎南高校下付近 

長本 108 子局 椎の木2 椎の木町 椎の木第3自治会集会所 

長本 109 子局 南町 南町 南町公園 

長本 109-1 延長局 南町 八景町 八景町6-47付近 

長本 110 子局 上小島5丁目2 上小島 祝捷山公園 

長本 111 子局 星取2 星取 長崎南高校テニスコート 

長本 112 子局 愛宕3 愛宕 セラーリオコート自治会集会所 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐5 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長本 113 子局 三景台2 三景台町 三景台自治会館 

滑石地域センター管内（１１か所） 

長滑 1 子局 上床 北陽町 北陽町35－8前市道 

長滑 2 子局 広刈 北陽町 広刈公園 

長滑 3 子局 滑石３丁目 滑石 寺川内公園 

長滑 4 子局 滑石４丁目 滑石 堤平第３公園 

長滑 5 子局 滑石1 滑石 大園小学校（地上） 

長滑 6 子局 滑石2 滑石 大園小学校（屋上） 

長滑 7 子局 滑石山手 滑石 山手うえの公園 

長滑 8 子局 滑石平宗 滑石 滑石平宗公園 

長滑 9 子局 大宮 大宮町 大宮町14番市道 

長滑 10 子局 横尾 横尾 横尾郵便局前 

長滑 11 子局 横尾西 横尾 横尾4丁目上横尾緑地 

西浦上地域センター管内（３９か所） 

長西 1 子局延長 西浦上地域センター 千歳町 西浦上支所（チトセピア） 

長西 2 子局 赤迫 赤迫 赤迫公園 

長西 3 子局 住吉台 住吉台町 住吉北公園 

長西 4 子局 西北 西北町 西北小学校運動場 

長西 5 子局 若竹 若竹町 市営若竹ＡＰ２棟 

長西 5-1 延長局 若竹 若竹町 市営若竹ＡＰ１棟 

長西 6 子局 白鳥 白鳥町 西町校区集会所 

長西 7 子局 油木2 油木町 油木丘バス停下県道跡地 

長西 8 子局 女の都１丁目 女の都 女の都かに公園 

長西 9 子局 女の都３丁目 長与町吉無田郷 女の都東公園 

長西 10 子局 畦別当 畦別当町 畦別当公民館前 

長西 11 子局 犬継 三ツ山町 三ツ山教会敷地 

長西 12 子局 六枚板 三ツ山町 六枚板公民館 

長西 13 子局 川平1 川平町 川平上公民館 

長西 13-1 延長局 川平1 川平町 千茶の木公園 

長西 14 子局 川平2 川平町 川平料金所付近市道 

長西 15 子局 川平3 川平町 下川平公園 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐6 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長西 16 子局 三川１ 三川町 私有墓地敷地（精道学園付近） 

長西 17 子局 三川２ 三川町 三川町バス停上 

長西 18 子局 昭和 昭和 昭和町3-3-1地先地蔵堂裏 

長西 19 子局 昭和３丁目 昭和 昭和町水源公民館 

長西 20 子局 文教 文教町 西浦上中学校 

長西 21 子局延長 岩屋 岩屋町 岩屋中学校屋上 

長西 22 子局延長 錦 錦 市営中河内団地集会室 

長西 23 子局延長 大手 大手 大手保育所屋上(白菊寮屋上) 

長西 24 子局延長 音無 音無町 南山小学校 

長西 25 子局 柳谷 柳谷町 柳谷中通り公園 

長西 26 子局 泉 泉 泉２丁目遊園 

長西 27 子局延長 大橋 大橋町 大橋公園 

長西 28 子局 川平4 川平町 川平町481-2 

長西 29 子局延長 川平5 川平町 川平公園 

長西 30 子局延長 西浦上 大手 西浦上小学校 

長西 31 子局 女の都 長与町 県営バス女の都営業所 

長西 32 子局 油木3 油木町 油木町106水道用地 

長西 33 子局延長 緑ヶ丘 緑が丘町 緑が丘中学校屋上 

長西 34 延長局 緑ヶ丘 緑が丘町 緑が丘中学校 

長西 35 子局 横尾西2 横尾 秋寄公園 

長西 36 子局 滑石4丁目2 滑石 北陽小学校屋上 

長西 37 子局 滑石5丁目 滑石 滑石5丁目15-29前道路敷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐7 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

小ヶ倉地域センター管内（９か所） 

長小ヶ 1 子局 大山 大山町 大山教会横 

長小ヶ 2 子局延長 小ヶ倉地域センター 小ヶ倉町 小ヶ倉地域センター 

長小ヶ 3 子局 小ヶ倉1丁目 小ヶ倉町 上揚墓地上畑 

長小ヶ 4 子局 ダイヤランド１丁目 ダイヤランド 小ヶ倉中学校 

長小ヶ 4-1 延長局 ダイヤランド２丁目 ダイヤランド ダイヤランド１丁目遊園  

長小ヶ 5 子局 ダイヤランド４丁目 ダイヤランド 南長崎小学校 

長小ヶ 5-1 延長局 ダイヤランド４丁目 ダイヤランド おりおん座公園 

長小ヶ 6 子局延長 小ヶ倉2丁目 小ケ倉 デイサービスドルフィン駐車場用地 

長小ヶ 7 子局延長 小ヶ倉3丁目 小ケ倉 南消防署屋上 

小榊地域センター管内（９か所） 

長小榊 1 子局延長 小榊地域センター 小瀬戸町 小榊地域センター 

長小榊 2 子局 木鉢１丁目 木鉢町 木鉢１丁目公園 

長小榊 3 子局 木鉢２丁目 木鉢町 木鉢地区ふれあいセンター裏 

長小榊 4 子局 小瀬戸 小瀬戸町 グリーンフィールド神ノ島前市道緑地 

長小榊 5 子局延長 網場脇 小瀬戸町 網場脇公民館 

長小榊 6 子局 神ノ島１丁目 神ノ島 神ノ島１丁目公園 

長小榊 7 子局 神ノ島３丁目 神ノ島 神ノ島３丁目公民館 

長小榊 8 子局延長 みなと坂2丁目 みなと坂 みなと坂緑道 

長小榊 9 子局延長 みなと坂1丁目 みなと坂 みなと坂星空公園 

福田地域センター管内（１６か所） 

長福 1 子局延長 福田地域センター 福田本町 福田地域センター 

長福 1-1 延長局 福田地域センター 福田本町 福田本町11-1神社横 

長福 2 子局 大浜上 大浜町 ブルーハイツ大浜前公園 

長福 3 子局 大浜下 大浜町 大浜公園 

長福 4-1 延長局 福田本町1 福田本町 福田本町1493-1付近 

長福 4-2 延長局 福田本町1 福田本町 福田本町公園敷地 

長福 5 子局 小浦 小浦町 河川横市道 

長福 6 子局 小江 小江町 小江町集会所 

長福 7 子局 小江小浦 小江町 小江町509-2地先ゴミステーション横 

長福 8 子局 上浦 上浦町 上浦公民館 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐8 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長福 9 子局 手熊 手熊町 手熊町公民館 

長福 10 子局 柿泊 柿泊町 第25分団２部横 

長福 11 子局 中浦 柿泊町 柿泊かじやま公園 

長福 12 子局延長 福田本町2 福田本町 親和公民館 

長福 13 子局 大浜中 大浜町 大浜町1054付近 

式見地域センター管内（６か所） 

長式 1 子局 園田 園田町 中木場バス停付近 

長式 2 子局 四杖 四杖町 (旧)式見中学校 

長式 3 子局 相川 見崎町 相川公園 

長式 4 子局 相川中尾 相川町 中尾自治会集会所 

長式 5 子局 見崎 見崎町 見崎町公民館 

長式 6 子局延長 式見 式見町 式見小学校 

東長崎地域センター管内（６３か所） 

長東 1 子局 切通１ 田中町 マルキョウ東長崎店上畑地 

長東 2 子局 切通２ 田中町 日通営業センター横 

長東 3 子局 侍石 東町 侍石公民館玄関前 

長東 4 子局 長龍寺 矢上町 矢上浄水場ポンプ場 

長東 5 子局 赤松 田中町 石田橋河川敷 

長東 5-1 延長局 赤松 田中町 上田ノ浦公園 

長東 6 子局 現川 現川町 現川バス停前市道 

長東 6-1 延長局 現川 現川町 向井電機先 

長東 6-2 延長局 現川 現川町 現川町992-1付近 

長東 7 子局 中尾 田中町 消防分団６部前 

長東 8 子局 田川内 田中町 田の川内バス停付近市道 

長東 9 子局 下田の浦 田中町 辻の尾墓地 

長東 10 子局 平間 平間町 平間公民館 

長東 11 子局 間ノ瀬1 平間町 平間町2566付近 墓地北側畑 

長東 12 子局 鶴の尾 鶴の尾町 鶴の尾団地中央公園 

長東 13 子局 清藤 東町 渕本タクシー付近市道 

長東 14 子局 かき道１丁目 かき道 かき道公民館敷地 

長東 15 子局 かき道２丁目 かき道 矢上団地児童第１公園 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐9 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長東 16 子局 かき道３丁目 かき道 矢上団地第３公園 

長東 17 子局 古賀1 古賀町 古賀地区事務所 

長東 18 子局 中里1 中里町 田の頭公園 

長東 18-1 延長局 中里1 中里町 老人デイサービスセンター平木場荘付近法面 

長東 19 子局 松原 松原町 松原町公民館 

長東 20 子局 松原上床 松原町 松原上床公園 

長東 21 子局 船石1 船石町 船石公民館前 

長東 22 子局 船石公園 船石町 船石公園 

長東 23 子局 つつじが丘３丁目 つづじが丘 つつじが丘公民館 

長東 23-1 延長局 つつじが丘３丁目 つつじが丘 つつじが丘東公園 

長東 24 子局 戸石 戸石町 戸石神社境内 

長東 25 子局 尾崎 戸石町  戸石小学校 

長東 26 子局 毛屋 戸石町 東部戸石中継ポンプ場 

長東 27 子局 上戸石1 上戸石町 上戸石集会所 

長東 28 子局 上戸石2 上戸石町 上戸石町1246-7付近 

長東 29 子局 長谷 上戸石町 上戸石町1642付近 

長東 29-1 延長局 長谷 上戸石町 上戸石第１公園 

長東 30 子局 川内1 川内町 川内町975前市道敷 

長東 31 子局 川内2 川内町 川内公園 

長東 32 子局 牧島 牧島町 牧島魚協ガレージ横 

長東 32-1 延長局 牧島 牧島町 稲荷橋－稲荷大明神間 道沿い 

長東 32-2 延長局 牧島 牧島町 牧島町1046-1牧島宅付近 

長東 33 子局 島の前 牧島町 水産センター 

長東 34 子局 かき道6丁目 かき道6丁目 かき道6-4-16付近 

長東 35 子局延長 矢上1 矢上町 天満宮公園 

長東 36 子局延長 矢上2 矢上町 東長崎土地区画整理事務所 

長東 37 子局延長 東町 東町 彩が丘自治会集会所 

長東 38 子局延長 中里2 中里町 平木場公民館 

長東 39 子局延長 船石2 船石町 上座公民館 

長東 40 子局延長 古賀2 古賀町 ２９分団６部詰所付近 

長東 41 子局延長 田中1 田中町 中尾公民館 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐10 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長東 42 子局延長 間之瀬2 平間町 間之瀬中央公民館 

長東 43 子局延長 田中2 田中町 中央卸売市場 

長東 44 子局延長 中里3 中里町 中野公民館 

長東 45 子局延長 上戸石3 上戸石町 上戸石公民館 

長東 46 子局延長 高城台 高城台 高城台小学校 

長東 47 子局 中里4 中里町 美容室わにがわ付近 

長東 48 子局 田中3 田中町 田中町２号緑地 

長東 49 子局延長 かき道5丁目 かき道 橘小学校 

長東 50 子局 古賀3 古賀町 古賀山の田公園 

長東 51 子局延長 古賀4 古賀町 古賀町公民館 

長東 52 子局 ガーデンシティ 戸石町 しおさい公園 

長東 53 子局 侍石2 かき道 矢上団地第2公園 

長東 54 子局 かき道4丁目 かき道 矢上団地第4公園 

長東 55 子局 つつじが丘1丁目 つつじが丘 古賀団地南公園 

日見地域センター管内（８か所） 

長日 1 子局 芒塚 芒塚町 坂下公民館上道路 

長日 2 子局延長 芒塚河内 芒塚町 芒塚町公民館 

長日 3 子局 宿町 界 日見霊園 

長日 4 子局 界町 界 日見中学校 

長日 5 子局 網場 網場町 たちばな漁協（網場支所）横 

長日 6 子局 小崎 春日町 入江宅付近市道 

長日 7 子局 春日 春日町 春日町489付近畑 

長日 8 子局 潮見 潮見町 潮見町集出荷場裏 

茂木地域センター管内（２１か所） 

長茂 1 子局 飯香浦 飯香浦町 地蔵堂横市道敷 

長茂 2 子局 太田尾 太田尾町 太田尾農協横市道敷 

長茂 3 子局 片峰 飯香浦町 片峰公民館 

長茂 4 子局 山川河内 太田尾町 太田尾町1480付近 

長茂 5 子局 田手原 田手原町 田手原公民館 

長茂 6 子局 早坂 早坂町 早坂公民館 

長茂 7 子局 田上1 田上 ゴミステーテーション横市道 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐11 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長茂 8 子局 茂木 茂木町 茂木町165-3 茂木商工会館左側 

長茂 9 子局 寺下 茂木町 玉台寺境内 

長茂 10 子局 黒橋 茂木町 茂木町1274-1地先 農協ガソリンスタンド 

長茂 11 子局 北浦1 北浦町 北浦町2018-42地先 茂木枇杷農協敷地 

長茂 12 子局 宮摺 宮摺町 宮摺町934 宮摺公民館左側 

長茂 13 子局 大崎 大崎町 大崎町760付近 畑 

長茂 13-1 延長局 大崎 大崎町 大崎町831付近 

長茂 14 子局 千々 千々町 千々町269付近分団詰所前 

長茂 15 子局延長 田上2 田上 田上地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ消防センター 

長茂 16 子局延長 星取 星取 星取１丁目公民館 

長茂 17 子局 田上4丁目 田上 唐八景遊園 

長茂 18 子局延長 北浦2 北浦町 茂木中学校(グラウンド) 

長茂 19 子局 茂木地域センター 茂木町 茂木地域センター 

長茂 19-1 延長局 茂木地域センター 茂木町 市営茂木AP1棟北側 

土井首地域センター管内（１７か所） 

長土 1 子局 磯道1 磯道町 （旧）土井首公民館跡地 

長土 2 子局 三和1 三和町 三和町公民館 

長土 3 子局 草住 草住町 草住市営住宅集会所 

長土 4 子局 鶴見台 鶴見台 鶴見台第３公園 

長土 5 子局延長 土井首地域センター 柳田町 土井首地域センター 

長土 6 子局 江川 末石町 江川公園 

長土 7 子局 平山 平山町 平山公民館 

長土 8 子局 平山台 平山台 平山台第５公園 

長土 9 子局延長 磯道2 磯道町 磯道町706付近 

長土 10 子局 三和2 三和町 三和千代の幸公園 

長土 11 子局延長 土井首 江川町 土井首中学校 

長土 12 子局 竿の浦 竿浦町 竿の浦町485付近市道 

長土 13 子局 毛井首 毛井首町 毛井首公園 

長土 14 子局 竿浦2 竿浦町 竿浦公民館前 

長土 14-1 延長局 竿浦2 竿浦町 竿浦サイクリング道路沿い 

長土 15 子局 平山台2 平山台 平山台第4公園 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐12 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長土 16 子局 平山2 平山台 消防団台37分団2部詰所 

深堀地域センター管内（７か所） 

長深 1 子局 深堀１丁目 深堀町 深堀東公園 

長深 2 子局延長 深堀地域センター 深堀町 深堀地域センター 

長深 3 子局 深堀６丁目 深堀町 深堀陣屋跡 

長深 4 子局 大籠 大籠町 大籠町662-1付近 

長深 4-1 延長局 大籠 大籠町 県道深堀三和線横 玉栄養鶏園付近 

長深 5 子局 大籠上 大籠町 大籠町662前市道横 

長深 6 子局 深堀 深堀町1丁目 深堀中学校 

三重地域センター管内（２７か所） 

長三 1 子局 白髪 鳴見町 鳴見西公園 

長三 1-1 延長局 白髪 鳴見町 鳴見東公園 

長三 2 子局 鳴見 鳴見町 鳴見町公民館 

長三 2-1 延長局 鳴見台 鳴見町 村崎造園付近 

長三 3 子局 鳴見台 鳴見台 鳴海台1-35-2付近 

長三 4 子局 多以良1 多以良町 多以良公民館 

長三 5 子局 多以良2 多以良町 ナフコ畝刈店付近 

長三 6 子局 日当 鳴見町 日当グラウンド 

長三 7 子局 光風台 鳴見町 光風台第２自治会公民館 

長三 8 子局 畝刈1 畝刈町 畝刈第二公園 

長三 9 子局延長 沖平1 多以良町 公民館上畑 

長三 9-1 延長局 沖平1 多以良町 沖平公民館及び多以良町1785付近 

長三 9-2 延長局 沖平1 多以良町 沖平公民館及び多以良町1785付近 

長三 10 子局 京泊 京泊町 京泊町公民館右裏 

長三 11 子局 三重ニュータウン 京泊町 京泊第３公園 

長三 11-1 延長局 三重ニュータウン 京泊 京泊第２公園 

長三 12 子局延長 三重地域センター 三重町 三重地域センター 

長三 13 子局 樫山 樫山町 樫山公園 

長三 14 子局 三重田 三重田町 三重田公民館東側山 

長三 15 子局 畝刈2 畝刈町 京泊緑道 県営住宅三重第2団地E棟付近  

長三 16 子局 さくらの里2丁目 さくらの里 さくらの里西公園 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐13 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

長三 17 子局延長 さくらの里1丁目 さくらの里 さくらの里第一(公園)公民館 

長三 18 子局延長 三京 三京町 マリンヒル三京集会所 

長三 19 子局延長 豊洋台 豊洋台 豊洋台第一自治会集会所 

長三 20 子局 沖平2 多以良町 多以良町1691道路付近 

長三 21 子局 光風台2 鳴見台 光風台自治会第1集会所 

長三 22 子局 多以良3 多以良町 多以良西公園 

香焼地域センター管内（１２か所） 

香 1 子局 馬手ヶ浦 香焼町長浜 香焼第５児童公園付近 

香 2 子局 長浜 香焼町大山 香焼菱興ビル前 

香 3 子局 深浦 香焼町大山 深浦バス停付近 

香 4 子局 堀切西 香焼町堀切 堀切西自治集会所裏高台 

香 5 子局 田ノ浦 香焼町田浦 陽香里工房敷地 

香 6 子局 本村 香焼町 香焼地域センター 

香 7 子局 丹馬 香焼町丹馬 消防団第４３分団詰所 

香 8 子局 尾ノ上 香焼町尾ノ上 香焼第６児童公園付近 

香 9 子局 安保 香焼町丹馬 市営丹馬住宅付近 

香 10 子局 恵里 香焼町阿保 香焼第3児童公園 

香 11 子局 栗辰 香焼町瀧ノ口 香焼総合公園西側付近 

香 12 子局 海老瀬 香焼町後平 海老瀬バス停付近 

野母崎地域センター管内（３７か所） 

野 1 子局 野母崎地域センター 野母町 野母崎地域センター 

野 1-1 延長局 野母崎地域センター 野母町 野母崎小・中学校付近 

野 2 子局延長 黒浜 黒浜町 黒浜公民館付近 

野 2-1 延長局 黒浜 黒浜町 黒浜広場 

野 3 子局延長 以下宿 以下宿 永寿園付近 

野 4 子局延長 野々串 以下宿 野々串公民館 

野 4-1 延長局 野々串 高浜町 高浜町2819-1付近 

野 6 子局延長 毛首 高浜町 毛首公民館付近 

野 7 子局延長 大野 高浜町 大野公民館付近 

野 8 子局延長 山明 高浜町 高浜町1629-1付近 

野 9 子局延長 浦の迫 高浜町 高浜農村公園 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐14 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

野 10 子局 蔭平 高浜町 蔭平公民館付近 

野 11 子局延長 小古里 高浜町 古里公民館 

野 11-1 延長局 小古里 高浜町 高浜町4223付近 

野 12 子局 大古里 高浜町 高浜町4739-3付近 

野 12-1 延長局 大古里 南越町 南越町137-1付近 

野 13 子局 南越 南越町 南越公民館付近 

野 14 子局 木場 脇岬町 脇岬町609-2付近 

野 15 子局 出口 野母町 野母町514付近 

野 15-1 延長局 出口 野母町 野母町514付近 

野 16 子局 野母崎深浦 野母町 野母町1033-1付近 

野 17 子局 野母地区公民館 野母町 野母地区公民館 

野 18 子局 釜ヶ浦 野母町 野母町3985-1付近 

野 19 子局 井上 脇岬町 脇岬町1144-1付近 

野 20 子局 原 脇岬町 脇岬町2798付近 民家裏 

野 21 子局延長 
脇岬地区ふれあいセ

ンター 
脇岬町 脇岬地区ふれあいセンター 

野 21-2 
延長局 脇岬地区ふれあいセ

ンター 
脇岬町 脇岬町3294-2付近 

野 22 子局 山下 脇岬町 脇岬地区集会所付近 

野 22-1 延長局 山下 脇岬町 野母崎三和漁業協同組合付近 

野 23 子局 水崎 野母崎樺島町 野母崎樺島町1888-1付近 道路脇 

野 24 子局 真浦 野母崎樺島町 野母崎樺島町419-1付近 道路脇 

野 26 子局 下場 脇岬町 脇岬町1958付近 

野 26-1 延長局 下場 脇岬町 我流敷地内 

野 27 子局 古町 野母崎樺島町 野母崎樺島町1730-9付近 

野 28 子局 東端 野母町 野母町1453-1付近 

野 29 子局 西端 野母町 野母児童公園付近 

野 29-1 延長局 西端 野母町 海蔵寺 

 

 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐15 

新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

高島地域センター管内（４か所） 

高 1 子局 光町北 高島町 高島郵便局横 

高 2 子局 本町 高島町 カトリック高島教会付近 

高 3 子局 小島 高島町 小島集会所付近 

高 4 子局 蛎瀬 高島町 高島町211付近 

伊王島地域センター管内（７か所） 

伊 1 子局 伊王島地域センター 伊王島町 伊王島地域センター 

伊 2 子局 馬込 伊王島町 西彼南部漁協組合横 

伊 3 子局 塩町 伊王島町 市営塩町住宅裏山地 

伊 4 子局 船津 伊王島町 船津生活館 

伊 5 子局 大明寺 伊王島町 大明寺生活館 

伊 6 子局 多尾 伊王島町 市営多尾アパート付近 

伊 7 子局 丘町 伊王島町 伊王島町1-2926付近 

外海地域センター管内（２４か所） 

外 1 子局 外海地域センター 神浦江川町 外海地域センター 

外 2 子局 永田浜 永田町 永田町2057付近 道路脇 

外 3 子局 黒崎１ 下黒崎町 外海黒崎小学校 

外 4 子局 黒崎２ 下黒崎町 黒崎地区公民館運動広場 

外 5 子局 黒崎３ 下黒崎町 （旧）外海地域センター黒崎事務所 

外 6 子局 上黒崎 上黒崎町 外海総合公園運動場 

外 7 子局 下出津 西出津町 西出津町2951-2付近 墓地横 

外 8 子局 牧野１ 新牧野町 (旧)出津地区公民館 

外 9 子局 牧野２ 新牧野町 新牧野町558付近 道路脇 

外 10 子局 西出津 西出津町 西出津町1828-2付近 道路脇 

外 11 子局 畑杭 新牧野町 新牧野町285-4付近 防火水槽横 

外 12 子局 赤首 赤首町 赤首町1093-4付近 防火水槽横 

外 13 子局 新地 下大野町 新地公民館 

外 14 子局 下大野 下大野町 下大野町2480付近 道路脇階段横 

外 15 子局 口福 神浦口福町 神浦口福町371付近 道路脇 

外 16 子局 神浦丸尾１ 神浦丸尾町 神浦丸尾町1052-1付近 道路脇 

外 17 子局 神浦丸尾２ 神浦丸尾町 神浦丸尾町1186付近 河川脇 
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新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

外 18 子局 寺の坂 神浦江川町 神浦江川町1080付近 

外 19 子局 大中尾１ 神浦下大中尾町 神浦下大中尾693付近 

外 20 子局 大中尾２ 神浦下大中尾町 神浦下大中尾397-1付近 

外 21 子局 大中尾３ 神浦上大中尾町 大中尾第2公民館 

外 22 子局 扇山 神浦扇山町 旧扇山分校（公民館） 

外 23 子局延長 池島４ 池島町 （旧）外海地域センター池島事務所裏 

外 24 子局 永田岡 永田町 永田町1112-1付近 道路脇 

三和地域センター管内（３０か所） 

三 1 子局 三和地域センター 布巻町 三和地域センター 

三 2 子局 徳道 川原町 徳道自治会集会所 

三 3 子局 木場上 宮崎町 宮崎町2024付近 道路脇 

三 4 子局 木場下 宮崎町 宮崎町1950-3付近 道路脇 

三 5 子局 宮崎 宮崎町 総合地域施設 

三 6 子局延長 本郷 川原町 JAせいひ三和支店 

三 7 子局 上川 川原町 上川自治公民館付近 

三 8 子局 船津東 為石町 道路脇（三和中学校付近） 

三 9 子局 船津西 為石町 介護ハウス花椿 

三 10 子局 郷東 為石町 為石町274-1 駐車場内 

三 11 子局 藤田尾上 藤田尾町 消防54分団3部敷地内 

三 12 子局 藤田尾下 藤田尾町 藤田尾公民館 

三 13 子局 椿が丘 椿が丘町 椿が丘町29付近 道路脇 

三 14 子局 布巻南 布巻町 布巻町590付近 道路脇 

三 15 子局 布巻北 布巻町 布巻自治公民館 

三 16 子局 晴海台南 晴海台町 晴海台1号公園 

三 17 子局 小松 蚊焼町 SEA-MAX（旧）施設内 

三 18 子局 大道 蚊焼町 蚊焼町1136付近 道路脇 

三 18-1 延長局 大道 蚊焼町 蚊焼入口バス停付近 

三 18-2 延長局 大道 蚊焼町 蚊焼町1167付近 墓地 

三 19 子局 上揚 蚊焼町 水道施設（古茶屋減圧槽）内 

三 20 子局延長 江村 蚊焼町 蚊焼地区ふれあいセンター 

三 21 子局 波戸 蚊焼町 蚊焼町3122-1付近 道路脇 
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新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

三 22 子局 折山 蚊焼町 岳路運動公園駐車場 

三 23 子局 岳路上 蚊焼町 蚊焼町4447-1付近 道路脇 

三 24 子局 岳路中 蚊焼町 蚊焼町4453付近 山地 

三 25 子局 岳路下 蚊焼町 蚊焼町4999-1付近 道路脇 

三 26 子局 為石 為石町 為石町2535-2付近 

三 27 子局 晴海台東 晴海台町 晴海台4号公園付近 

三 28 子局 晴海台中 晴海台町 晴海台3号公園 

琴海地域センター管内（４６か所） 

琴 1 子局 琴海地域センター長浦事務所 長浦町 琴海地域センター 

琴 2 子局 小口 琴海尾戸町 琴海尾戸町289-5付近 山地 

琴 3 子局 叉兵衛 琴海尾戸町 琴海尾戸町1287付近 山地 

琴 4 子局 松尾 琴海尾戸町 琴海尾戸町1968-7付近 山地 

琴 5 子局 名串 琴海尾戸町 名串憩いの家公園 

琴 6 子局 大別当 琴海尾戸町 琴海尾戸町2558-3付近 山地 

琴 7 子局 張岳 琴海尾戸町 張岳集落センター 

琴 8 子局 野木ノ浦 琴海尾戸町 琴海尾戸町3059-1付近 山地 

琴 9 子局 古泊 琴海大平町 琴海大平町73付近 山地 

琴 10 子局 火引の浦 琴海大平町 琴海大平町638-5付近 道路脇 

琴 11 子局 旭ヶ丘 琴海大平町 旭ヶ丘公民館 

琴 12 子局 浦目 琴海大平町 琴海大平町1901-1付近 道路脇 

琴 13 子局 大江 琴海大平町 琴海大平町2076付近 山地 

琴 14 子局 郷の原 琴海大平町 琴海大平町3804-6付近 防火水槽脇 

琴 15 子局 形上 琴海形上町 形上公民館 

琴 16 子局 形上岳 琴海形上町 琴海形上町2904-4付近 山地 

琴 17 子局 引地 琴海形上町 琴海形上町1421-1付近 道路脇 

琴 18 子局 大子 琴海形上町 琴海形上町1163-3付近 道路脇 

琴 19 子局 楠原 琴海形上町 琴海形上町714-15付近 山地 

琴 20 子局 手崎 長浦町 手崎地区集落センター 

琴 21 子局 桜谷 長浦町 長浦町1811-8付近 山地 

琴 22 子局 赤水 琴海戸根原町 琴海戸根原町2144-21付近 山地 

琴 23 子局 神上 長浦町 神上公民館 
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新規２８０MHｚ 
局名 所在町 設置場所 

管理番号 種別 

琴 24 子局 戸根原 琴海戸根原町 戸根原地区公民館 

琴 25 子局 土井の浦 琴海戸根原町 土井の浦公民館 

琴 26 子局 松山 琴海戸根町 琴海戸根町1263付近 公園 

琴 27 子局 上 琴海戸根町 上集会所 

琴 28 子局 見上 琴海戸根町 消防65分団詰所 

琴 29 子局 崎山 琴海戸根町 琴海戸根町744-13 堤防脇 

琴 30 子局 脇崎 琴海戸根町 琴海戸根町115-1付近 

琴 31 子局 大石 琴海村松町 琴海村松町296-1付近 山地 

琴 32 子局 大石岳 琴海村松町 琴海村松町2015付近 道路脇 

琴 33 子局 吉の浦 琴海村松町 豊鳴神社 

琴 34 子局 村松 琴海村松町 琴海村松町690-1 山地 

琴 35 子局 東 西海町 西海町4658付近 道路脇 

琴 36 子局 中川内 西海町 西海町3477-3付近 道路脇 

琴 37 子局 谷口 西海町 谷口公民館前 

琴 38 子局 松の迫 西海町 にしうみ保育園駐車場 

琴 39 子局 平床 西海町 西海町1143付近 道路脇 

琴 40 子局 九十九 西海町 九十九自治会集会所 

琴 41 子局 桂山 西海町 桂山集会所 

琴 42 子局 岩立 西海町 岩立公民館 

琴 43 子局 ニュータウン１ 西海町 バス停留所脇 

琴 44 子局 ニュータウン２ 西海町 西海町1755-1付近 道路脇 

琴 45 子局 樫の久保 西海町 西海岳公民館 

琴 46 子局 谷門 西海町 西海町1719-13付近 店舗裏 
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３-２ 長崎市災害罹災状況調査実施要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）等に基づき設置する長崎市災害対策本

部（以下「対策本部」という。）及び長崎市災害警戒本部（以下「警戒本部」）という。）が実施する災害り災状況

調査（以下「調査」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（調査の実施） 

第２条 対策本部又は警戒本部が実施する調査は、風水害等に伴う被害にあっては財務部調査班が、火災に伴う被

害にあっては消防部調査班が実施するものとする。 

２ 現地災害対策本部が設置された区域の風水害等に伴う被害の調査は、前項の規定にかかわらず、現地災害対策

本部が実施するものとする。 

（応援協力） 

第３条 前条の規定により調査を実施する班又は現地災害対策本部の長（以下「調査班長等」という。）は、前条に

規定する調査を単独で実施することが困難であると認めるときは、対策本部又は警戒本部と協議のうえ、対策本

部又は警戒本部を組織する他の班に協力を要請し、共同して実施することができる。 

（調査の期間等） 

第４条 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用を受けるための調査は、災害発生時から２４時間以内に

完了するものとする。 

２ 災害対策基本法第５０条に規定する災害応急対策のための調査は、同法第６２条に規定する応急措置が完了す

る前までに完了するものとする。 

（調査の方法） 

第５条 調査は、災害等調査表（第１号様式）により実施するものとする。 

２ 調査に従事するべきものとして調査班長等が指名した職員（以下「調査員」という。）は、調査に際し、調査の

対象となる区域内の自治会長又は民生委員に協力等を要請することができる。 

（調査の報告） 

第６条 調査班長等は、調査員がその調査を完了したときは、災害等調査集計表（第２号様式）により、遅滞なく

対策本部又は警戒本部に報告するものとする。 

（研修の実施） 

第７条 調査班長等は、調査の円滑な実施のため、必要に応じ、調査員に対し、調査の方法その他必要事項につい

て、研修を実施するものとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成８年９月１日から施行する。 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐20 

第１号様式（第５条関係） 

災 害 等 調 査 表 
年   月   日 

住家 非住家 自治会名  
調
査
員 

部（署）所 

 

り 

災 

世 

帯 

住   所 
                 番    号 
      町 
                   番地 

ＴＥＬ 

氏   名  職 業 

世 帯 人 員 人 
    小学生      人 
 うち              計      人 
    中学生      人 

り 

災 

の 

程 

度 

棟
別 

  壊     壊    一部破損 
全   ・ 半   ・ 
  焼     焼   部分焼・ぼや 

世
帯
別 

  壊     壊   一部破損 
全   ・ 半   ・ 
  焼     焼   小  損 

建物流失、埋没、土砂竹木たい積、床上浸水、床下浸水、敷地崩壊 

  男    人       男    人     男    人     男    人 
死者        ・行方不明       ・重傷者       ・軽傷者 
  女    人       女    人     女    人     女    人 

り 

災 

建 

物 

の 
状 

況 

住 
 
 
 
 
 
 

家 

１戸建   共同住宅 

長 屋   その他 

自 家 

借 家 
非 

 
 

住 
 
 

家 

用途  

同一棟の 

世帯数 
名称  

共同住宅等の 

場合、名称 

所在地 
番   号 

           町      番地 

構   造 
耐火                           延べ       ㎡  

簡耐             葺       階建            または 

木造                           面積       坪 

所 有 者 

（名義） 
住所                  氏名 

家財等の損害、非 

住家はその収容物 

水損 

破損                          全家財の約     ％ 

汚損 

備 

考 

欄 

 

                  番   号              ＴＥＬ 

避難（連絡）先          町                 方 

                     番地 
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記 載 上 の 注 意 
 

１．住家については世帯ごとに、非住家については棟ごとに調査表を作成する。 

２．該当事項は○で囲む。 

３．非住家の場合、り災世帯及びり災建物の状況の住家欄は記入の必要なし。 

４．非住家の場合、用途（官公署、学校、病院、神社、仏閣、事務所、店舗、工場、作業場、倉庫、納屋、物置、

車庫、養畜場など）及びその名称（法人名、会社名、○○神社、○○寺など）があるものは記入する。 

５．住家に同一棟に２世帯以上あるときは、り災の程度については棟別、世帯別（例えば、棟で半壊であっても世

帯では全壊ということがある。）両方に記入する。 

６．借家の場合または自家でも世帯主と名義が異なる場合及び非住家の場合には、その建物の所有物（名義）を記

入する。 

７．備考欄には死傷者氏名、年令及び建物のり災程度を判定した資料（状況）を記入する。１戸建の場合でも説明

しにくいときはつとめて略図（平面図・側面図）を記入し、同一棟に２世帯以上ある場合は必ず、次の要領によ

り略図を付記し、同一棟ごとにまとめてとじこむこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．建物り災の判定資料 

判 定 の 基 礎 区              分 

風 

水 

害 

等 

被 害 床 面 積

延 べ 面 積
  

全  壊 半  壊 一部破損 

％  100    90     80     70     60     50     40     30     20     10 

主要構造部被害額

住 家 の 時 価
  

全  壊 半  壊 一部破損 

補修と再利用の可 

否による 

・全  壊 補修を加えても再使用できないもの 

・半  壊 補修すれば元通りに再使用できるもの 

・一部破損 半壊に至らないもの 

火 
 

災 

焼 き 損 害 額

建物全評価額
  

全  焼 半  焼 部分焼 

％ 100    90     80     70     60     50     40     30     20     10 

補修と再利用の可 

否による 

・全 焼 補修を加えても再使用できないもの 

・半 焼 補修すれば元通りに再使用できるもの 

・部分焼 半焼に至らないもの 

・ぼ や 焼損床面積が1.0m2未満又は収容物のみの焼損 
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第２号様式（第６条関係） 

災 害 等 調 査 集 計 表 
年   月   日 調査 

調 査 区 域 学 校 区  町 名  自治会名  

調査員所属  氏 名  

 

 

区 分 
 

 
 

災害種別 

棟   数 

世 帯 数 世 帯 人 員 小 学 生 中 学 生 

住 家 非住家 

全    壊 
全    焼 

(棟) (棟) 全壊(世帯) 
全損 

   

半    壊 
半    焼 

  
半壊 
半損 

   

一 部 破 損 
部 分 焼 

  
○－損 
小損 

   

ぼ や       

建 物 流 失       

床 上 浸 水       

床 下 浸 水       

       

計       

 

 

男女別 

区 分 
男 女 計 

死 者    

行 方 不 明    

重 傷 者    

軽 傷 者    

 

 

各人  ごとに集計して 

所属  提出する。 
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３-３ 被害報告の要領 
 

１ 総合被害報告等の基準 

  被害状況等がおおむね次に掲げる事項に該当する場合は県に報告するものとする。 

⑴ 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

⑵ 長崎市が災害対策本部を設置したもの。 

⑶ 災害が当初は軽微であっても、今後拡大し、発展するおそれがあるもの。 

⑷ 災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの。 

⑸ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告する必要があると認められるもの。 

⑹ その他特に報告の指示があったもの。 

⑺ 災害り災状況調査実施要綱に基づく報告。 

 

２ 報告の種類、期日等 

⑴ 報告の種類、提出期限、様式及び提出部数は次の表のとおりとする。 

報告の 

種 類 
提   出   期   限 様 式 

提出 

部数 

災害確 

定報告 
応急対策を終了した後２０日以内 

第１号 

様 式 
１部 

災害中 

間年報 
１２月２０日 

第２号 

様 式 
１部 

災 害 

年 報 
４月３０日 

第３号 

様 式 
１部 

 

⑵ 災害中間年報は、毎年１月１日から12月10日までの災害による被害の状況について、12月10日現在で明らか

になったものを報告するものとする。 

⑶ 災害年報は、毎年１月１日から12月31日までの災害による被害の状況について、翌年４月１日現在で明らか

になったものを報告するものとする。 

 

３ 被害認定基準 

⑴ 風水害等の被害 

 

ア 人的被害 

(ア) 死者とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが死亡

したことが確実な者とする。 

(イ) 行方不明者とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 

(ウ) 重傷者とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のある者のうち１月以上の治療

を要する見込みの者をいう。 

（エ）軽傷者とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のある者のうち１月未満で治療
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ができる見込みの者をいう。 

 

イ 住家の被害 

(ア) 住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

(イ) 世帯とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

(ウ) 全壊（流失・埋没）とは住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊・流失した部分の床面積が、そ

の住家の延床面積の７０％以上に達した程度のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の損

害割合が５０％以上に達した程度のもの。 

(エ)半壊（半流失・半埋没）とは、住家の損壊が甚だしいが、修理すればもとどおりに再使用できる程度の

もの。 

 具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の２０％以上７０％未満のもの、または住家の主要構造部

の被害額がその住家の損害割合が２０％以上５０％未満のものとする。 

(オ) 一部破損とは、損壊の程度が半壊に至らないものをいう。ただし、窓ガラス等の数枚破損した程度の軽

微な被害は除くものとする。 

(カ) 床上浸水とは、その住家の床以上に浸水したもの及び全壊、又は半壊には該当しないが、土砂・竹木等

のたい積のため一時的に居住することができないものをいう。 

(キ) 床下浸水とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものをいう。  

 

ウ 非住家の被害 

(ア) 非住家とは、住家以外の建築物とする。 

 なお、官公署・学校・病院・公民館・神社・仏閣等は非住家とする。 

 ただし、これらの施設に常時人が居住している場合には当該部分は住家とする。 

(イ) 非住家被害とは、非住家に対する全壊・半壊程度の被害を受けたものをいう。 

 

エ 田畑の被害 

(ア) 流失・埋没とは、耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため耕作が不能となったもの。 

(イ) 冠水とは、植え付け作物の先端が見えなくなる程度水につかったもの。 

 

オ 土木の被害 

(ア) 道路決壊とは、高速自動車道・一般国道・県及び市道の一部が決壊し、車両の通行が不能になった程度

の被害をいう。 

(イ) 橋梁流失とは、市道以上の道路に架設した橋の一部、又は全部が流失し、一部の渡橋が不能になった程

度の被害をいう。 

 

カ 船舶の被害 

 被害船舶とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の船で、船体が没し航行不能となったもの及び流失し、

所在が不明になったもの並びに修理しなければ航行できない程度の被害をうけたものをいう。 
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⑵ 火災の被害 

 火災については、地震又は火山噴火の場合のみ報告する。 

ア 人的被害 

(ア) 死者又は負傷者とは、火災現場において（消防吏員及び団員は覚知から現場引き揚げまで）火災に直接

起因して、死亡（病死者を除く。）又は負傷した者をいう。 

 火災により負傷した後４８時間以内に死亡した者は、火災による死者とする。 

(イ) 重症とは、傷病の程度が３週間の入院加療を必要とするもの以上をいう。 

 中等症とは、傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。 

 軽症とは、傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。 

イ 物的被害 

(ア) 建物被害 

ａ 全焼とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の７０％以上のもの又はこれ未満であっても残

存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。 

ｂ 半焼とは、建物の焼き損害が火災前の建物の評価額２０％以上のもので、全焼に該当しないものをい

う。 

ｃ 部分焼とは、建物の焼き損害が火災前の建物の評価額の２０％未満のものでぼやに該当しないものを

いう。 

ｄ ぼやとは、建物の焼き損害が火災前の建物の評価額の１０％未満であり、焼損床面積が１．０㎡未満

のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の１０％未満であり、焼損表面積が１．０㎡未満の

もの、又は収容物のみを焼損したものをいう。 

(イ) 住家被害 

ａ 住家及び世帯の定義は風水害等の当該項目に準ずる。 

ｂ 全損世帯とは、建物（収容物を含む。以下半損、小損においても同じ。）が全焼した世帯をいう。 

ｃ 半損世帯とは、建物が半焼した世帯をいう。 

ｄ 小損世帯とは、建物が部分焼した世帯をいう。 

(ウ) 非住家の被害 

ａ 非住家の定義は、風水害等の当該項目に準ずる。 

ｂ 非住家の被害とは、火災により非住家が部分焼以上の焼損を受けたものをいう。 

(エ) 建物以外の被害 

ａ 林野の被害とは、火災により森林、原野又は牧野が焼損を受けたものをいう。 

ｂ 車両の被害とは、火災により原動機によって運行することができる車両及び被けん引車又はこれらの

積載物が焼損をうけたものをいう。 

ｃ 船舶の被害とは、火災により船舶及びその積載物が焼損したものをいう。 

ｄ 航空機の被害とは、火災により航空機又はその積載物が焼損したものをいう。 

 

⑶ 消防機関の出動人員 

 消防機関の出動人員の報告にあっては、被害が発生し防災活動に従事したもので、待機は含まない。 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐26 

⑷ その他 

 火災被害の報告にあっては、本要領に定めるもののほか、火災報告取扱要領（平成６年４月２１日消防災第

１００号消防庁長官通知）及び長崎市消防局火災調査規程（平成１０年長崎市消防局訓令第２号）並びに長崎

市消防局火災調査規程事務処理要綱に準拠するものとする。 
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第１号様式 災害確定報告 

都 道 府 県  区 分 被 害 

災 害 名 

・ 

確 定 年 月 日 

 

 

   月    日    時確定 

そ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他 

田 

流失・埋没 ha  

冠 水 ha  

畑 

流失・埋没 ha  

冠 水 ha  

報 告 者 名  文 教 施 設 箇所  

区 分 被 害 病 院 箇所  

人 

的 

被 

害 

死 者 人  道 路 箇所  

行 方 不 明 者 人  橋 り よ う 箇所  

負
傷
者 

重 傷 人  河 川 箇所  

軽 傷 人  港 湾 箇所  

住 
 
 
 
 

家 
 
 
 
 

被 
 
 
 
 

害 

全 壊 

棟  砂 防 箇所  

世帯  清 掃 施 設 箇所  

人  崖 く ず れ 箇所  

半 壊 

棟  鉄 道 不 通 箇所  

世帯  被 害 船 舶 隻  

人  水 道 戸  

一 部 破 損 

棟  電 話 回線  

世帯  電 気 戸  

人  ガ ス 戸  

床 上 浸 水 

棟  ブ ロ ッ ク 塀 等 箇所  

世帯  

   

人  

床 下 浸 水 

棟  り 災 世 帯 数 世帯  

世帯  り 災 者 数 人  

人  
火
災
発
生 

建 物 件  

非
住
家 

公 共 建 物 棟  危 険 物 件  

そ の 他 棟  そ の 他 件  
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区 分 被 害 対

策

本

部 

都

道

府

県

災

害 

名 称  
公 立 文 教 施 設 千円  

農 林 水 産 業 施 設 千円  設 置 月  日  時 

公 共 土 木 施 設 千円  解 散 月  日  時 

そ の 他 の 公 共 施 設 千円  設

置

市

町

村

名 

災

害

対

策

本

部 

 

小     計 千円  

公共施設被害市町村数 団体  

そ 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

他 

農 産 被 害 千円  

林 産 被 害 千円  計      団体 

畜 産 被 害 千円  適

用

市

町

村

名 

災

害

救

助

法 

 

水 産 被 害 千円  

商 工 被 害 千円  

   

計      団体 

そ の 他 千円  消 防 職 員 出 動 延 人 数 人  

被 害 総 額 千円  消 防 団 員 出 動 延 人 数 人  

備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 

災害発生場所 

災害発生年月日 

災害の概況 

 

消防機関の活動状況 

 

その他（避難の勧告・指示の状況） 
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第２号様式 

           災 害 中 間 年 報 都道府県名      
災害名 

発生年月日 

区分 

     
計 

     

人 

的 

被 

害 

死 者 人       

行 方 不 明 者 人       

負
傷
者 

重 傷 人       

軽 傷 人       

住 
 
 
 
 

家 
 
 
 
 

被 
 
 
 
 

害 

全 壊 

棟       

世帯       

人       

半 壊 

棟       

世帯       

人       

一 部 破 損 

棟       

世帯       

人       

床 上 浸 水 

棟       

世帯       

人       

床 下 浸 水 

棟       

世帯       

人       

非 住 家 
公 共 建 物 棟       

そ の 他 棟       

り 災 世 帯 数 世帯       

り 災 者 数 人       

 被 害 総 額 千円       

 公 立 文 教 施 設 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 農林水産業施設 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 公 共 土 木 施 設 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 その他の公共施設 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 そ の 他 被 害 千円       

消防職員出動延人数 人       

消防団員出動延人数 人       

都道府県災 

害対策本部 

設     置 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 
 

解     散 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 

災 害 対 策 本 部 設 置 市 町 村 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

災 害 救 助 法 適 用 市 町 村 団体 団体 団体 団体 団体 団体 
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第３号様式 災害年報 

都道府県名      

災害名 

発生年月日 

区分 

     
計 

     

人 

的 

被 

害 

死 者 人       

行 方 不 明 者 人       

負傷

者 

重 傷 人       

軽 傷 人       

住 
 
 
 

家 
 
 
 

被 
 
 
 

害 

全 壊 

棟       

世帯       

人       

半 壊 

棟       

世帯       

人       

一 部 破 損 

棟       

世帯       

人       

床 上 浸 水 

棟       

世帯       

人       

床 下 浸 水 

棟       

世帯       

人       

非 住 家 
公 共 建 物 棟       

そ の 他 棟       

そ 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

他 
田 

流失・埋没 ha       

冠 水 ha       

畑 
流失・埋没 ha       

冠 水 ha       

学 校 箇所       

病 院 箇所       

道 路 箇所       

橋 り よ う 箇所       

河 川 箇所       

港 湾 箇所       

砂 防 箇所       

清 掃 施 設 箇所       

崖 く ず れ 箇所       

鉄 道 不 通 箇所       

被 害 船 舶 隻       

水 道 戸       
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第３号様式 災害年報 

都道府県名      

災害名 

発生年月日 

 

区分 

     

計 

     

電 話 回線       

電 気 戸       

ガ ス 戸       

そ 

の 

他 

ブ ロ ッ ク 塀 等 箇所       

        

火災

発生 

建 物 件       

危 険 物 件       

そ の 他 件       

り 災 世 帯 数 世帯       

り 災 者 数 人       

公 立 文 教 施 設 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

農 林 水 産 業 施 設 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

公 共 土 木 施 設 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

そ の 他 の 公 共 施 設 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

小 計 千円 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 公共施設被害市町村数 団体       

そ
の
他 

農 産 被 害 千円       

林 産 被 害 千円       

畜 産 被 害 千円       

水 産 被 害 千円       

商 工 被 害 千円       

        

そ の 他 千円       

被 害 総 額 千円       

都 道 府 県 災 害 

対 策 本 部 

設置 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 
 

解散 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 

災 害 対 策 本 部 設 置 市 町 村 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

災 害 救 助 法 適 用 市 町 村 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

消 防 職 員 出 動 延 人 数       

消 防 団 員 出 動 延 人 数       
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３-４ 風水害時の広報内容事例 
 

こちらは、長崎市災害対策本部です。 

気象情報の伝達 

・台風○号は、本日、午前○時○分現在、○○の○○○にあって、毎時○○ｋｍの速さで

○○方向に進んでいます。このため、ただ今、本市に○○警報（注意報）が出されました。 

これから、○○にかけて暴風域に入り、雨風ともに強くなることが予想されます。 

今後の気象情報に十分注意してください。 

避難通報、避難時の 

注意事項 

・台風○号による大雨のため、○○地区で浸水の恐れがでてきました。○○地区の皆さん

は、」全員○○学校体育館に避難してください。 

 なお、避難するときは、必要最低限の身の回りの物を持って、警察官や消防職員、市役

所職員の誘導に従って避難してください。 

・台風○号の影響による○○川の増水のため、○○付近では洪水が堤防を越える恐れが

出てきました。このため、○○地区の皆さんは、万一に備えて全員○○学校体育館に避難

してください。 

なお、避難するときは、必要最低限の身の回りの物を持って、警察官や消防職員、市役

所職員の誘導に従って避難してください。 

・皆さん、避難するときには、着替え、貴重品等必要最低限のものを持ち、警察官や消防

職員、市役所職員の誘導に従って避難してください。また、避難先では、家族の安全を確

認し、責任者の方は最寄りの市職員まで報告してください。 

高齢者等避難開始 

（要配慮者避難情報） 

（洪水等） 

・○○地区に洪水に関する警戒レベル３、高齢者等避難開始を発令しました。 

・○○川が氾濫するおそれのある水位に近づいています。 

・お年寄りの方など避難に時間のかかる方は、危険な場所から避難を開始してください。 

・避難場所への避難が困難な場合は、近くの安全な場所に避難してください。 

避難指示 

（洪水等） 

・○○地区に洪水に関する警戒レベル４、避難指示を発令しました。 

・○○川の水位が氾濫するおそれがあります。 

・〇〇地区で、まだ避難できていない方は、危険な場所から直ちに避難してください。 

・避難場所への避難に限らず、近くの安全な場所に直ちに避難するか、屋内の高いところ

に直ちに避難してください。 

災害発生情報 

（洪水等） 

・○○地区に洪水に関する警戒レベル５、緊急安全確保を発令しました。 

・○○川が氾濫しています。 

・〇〇地区を避難中の方は大至急、近くの安全な場所に緊急に避難するか、屋内の安全な

場所に避難してください。 

市の活動体制 ・長崎市では、全職員を以て災害対策本部を設置します。 

 

 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐33 

３-５ 指定緊急避難場所（公園等）一覧表 
別表 ２ 

地域 

センター 
公園 所在地 面積（㎡） 標高（ｍ） 

 中央（73） 

長崎公園 上西山町 1番地 1 29,041 41.3  

西坂公園 西坂町 2400番地 7,084 24.6  

中町公園 中町 2番地 100 5,100 10.6  

瓊の浦公園 恵美須町 5番地 100 3,923 4.0  

桜町公園 桜町 10番地 1000 2,497 9.9  

中央公園 賑町 5番地 100 3,135 4.0  

立山公園 立山 5丁目 175番地 44,022 164.5  

魚の町公園 魚の町 5番地 2 2,857 8.3  

西山台南公園 西山台 1丁目 346番地 2 3,784 189.8  

三川公園 西山台 2丁目 410番地 306 3,757 136.8  

三景台第４公園 三景台町 476番地 2,139 253.9  

上小島公園 上小島 4丁目 510番地 2 2,457 133.8  

風頭みすみ公園 風頭町 446番地 1 861 165.8  

麹屋町公園 麴屋町 68番地 2 730 11.1  

本河内２丁目公園 本河内 2丁目 560番地 2 2,025 105.5  

西山２丁目公園 西山 2丁目 291番地 5 529 41.7  

宮の下公園 大井手町 38番地 1,448 9.6  

風頭公園 伊良林 3丁目 510番地 6 24,833 146.5  

祝捷山公園 上小島 5丁目 503番地 9 14,130 204.1  

鎮西公園 宝栄町 2400番地 7,790 25.8 

稲佐児童公園 稲佐町 2400番地 2,161   18,1 

梁川公園 梁川町 2400番地 7,568 3.6 

丸尾公園 丸尾町 23番地 27 2,128 2.6 

水の浦公園 水の浦町 4番地 1,893 3.2 

立神公園 東立神町 226番地 1 1,336 5.1 

稲佐近隣公園 曙町 299番地 3 25,199 111.0 

上戸町公園 上戸町 1丁目 58番地 39 715 61.9  

鶴見公園 戸町 4丁目 212番地 49 607 2.5  

鍋冠山公園 出雲 2丁目 144番地 1 25,304 168.3  

どんの山公園 元町 129番地 5,971 130.5  

南町公園 南町 343番地 1 935 118.7  

湊公園 新地町 1500番地 1 2,526 2.5  

仁田中央公園 稲田町 53番地 2 858 50.7  

小曽根公園 小曽根町 3番地 1 380 4.1  

丸山公園 寄合町 1番地 2 1,207 7.4  

東山公園 東山町 55番地 828 50.0  

川口公園 川口町 2400番地 2,498 2.0  

山王公園 岩川町 2400番地 2,501 2.4  

富士見公園 富士見町 2400番地 6,891 14.4  
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風水害‐34 

地域 

センター 
公園 所在地 面積（㎡） 標高（ｍ） 

中央（73） 

城山公園 城山町 2400番地 3,588 10.8  

天主公園 平和町 2400番地 1 3,729 11.9  

平和公園 松山町外 2400番地 1 156,700 25.3  

本原公園 本原町 2400番地 1 2,726 33.8  

花園公園 花園町 2400番地 5 1,861 28.7  

末広公園 扇町 2400番地 1 6,784 16.3  

立岩公園 立岩町 2400番地 1 1,546 36.1  

おおぞら公園 城山台 2丁目 237番地 232 2,997 186.7  

本尾公園 本尾町 259番地 2,336 91.6  

三原公園 三原 1丁目 2番地 158 1,263 81.2  

石神公園 石神町 2400番地 1 1,535 37.5  

城栄公園 城栄町 2400番地 1,524 6.2  

城山台公園 城山台 2丁目 204番地 460 3,385 116.3  

かめ焼公園 花園町 2400番地 3 1,054 18.5  

小江原公園 小江原 1丁目 183番地 128 1,205 140.9 

いちょう公園 小江原 2丁目 23番地 281 1,230 170.1 

小江原台近隣公園 小江原 3丁目 330番地 1077 16,021 161.0 

飽の浦公園 塩浜町 52他 2,967  6.9 

片淵近隣公園 片淵 3丁目 541-4ほか 31,456  136.8 

上西山公園 西山本町 36番 7 1,232  47.2 

上長崎公園 片淵 1丁目 25,984  21.0 

出島表門橋公園 江戸町 8-1ほか 31筆 2,000  3.3 

そらの夢公園 
小江原 5丁目 654番 54、1452番

45 
2,628  151 

にじの夢公園 小江原 5丁目 1452番 115 1,196  126.2 

愛宕中央公園 
愛宕 3 丁目 819 番 3、826 番 4、

826番 25 
1,935  52.1 

上小島清水公園 
上小島 5丁目 415番 2、465番 8、

465番 122 
1,277  141.7 

江平公園 江平 1丁目 466番 2 2,622  47.4 

三原台南公園 三原台三丁目 120番 9 2,721  157.8 

奥山運動公園 本河内 4丁目 2033-1 他 1,373  175.8 

岩見が丘公園 岩見町 99番 3 4,351  81.7 

稲佐公園 岩見町 451番 37、451番 38 5,138  58.2 

出雲近隣公園 曙町 7-72 20,024  72.6 

戸町 2丁目公園 出雲町１丁目 223-2番地 他 4,578  106.3 

小菅の丘公園 小菅町 155番 26 1,108 61.7 

公園面積計（㎡） 575,722 

人口計（人） 165,619 
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風水害‐35 

地域 

センター 
公園 所在地 面積（㎡） 標高（ｍ） 

小ケ倉 

（3） 

おりおん座公園 ダイヤランド 3丁目 80番地 89 12,860 60.4  

南部地区公園 ダイヤランド 1丁目 400番地 157 54,563 150.1  

さくら坂公園 
新戸町三丁目 638番 99  

新戸町三丁目 673番 14 
1157 88 

公園面積計（㎡） 68,580 

人口計（人）  8,301 

小榊 

（5） 

神ノ島公園 神ノ島町 1丁目 273番地 2 65,440 78.4 

みなと坂船の公園 みなと坂一丁目 92番 5外 5筆 7,147  109.8 

みなと坂くすのき公園 みなと坂二丁目 525番 13 5,237  127.9 

みなと坂やしのき公園 みなと坂一丁目 740番 15 1,746  14.5 

みなと坂星空公園 
みなと坂一丁目 28番 44、740番

177 
1,570  86.7 

公園面積計（㎡） 81,140 

人口計（人）  6,864 

西浦上 

（13） 

昭和公園 昭和 1丁目 2400番地 1 3,550 39.1  

住吉公園 住吉町 2400番地 2 4,227 44.3  

泉町公園 泉 2丁目 2400番地 1 10,332 58.5  

白鳥公園 白鳥町 8番地 1 2,261 24.8  

おたけ公園 女の都 2丁目 1606番地 260 3,970 125.0  

女の都東公園 長与町吉無田郷 1273番地 2 2,285 166.5  

中園公園 中園町 2400番地 1,931 23.8  

家野町公園 家野町 2400番地 1 813 24.4  

川平公園 川平町 1074番地 1 6,642 73.8  

けやき台公園 川平町 1305番 59 2,976  109.3 

住吉中央公園 住吉町 1513番 1、住吉町 1513番 2 1,219  21.1 

赤迫ふれあい公園 赤迫 2丁目 442番 他 1,046  52.6 

住吉の杜そよかぜ公園 泉 1丁目 81番 7 9,113  78.1 

公園面積計（㎡） 50,365 

人口計（人） 50,529 

滑石 

（6） 

滑石中央公園 滑石 6丁目 1916番地 25 2,250 92.7  

北陽公園 滑石 4丁目 1456番地 6 759 77.2  

秋寄公園 横尾 2丁目 1446番地 207 5,524 70.3  

滑石平宗公園 滑石 2丁目 89番地 9 4,901 58.3  

築廻公園 横尾 2丁目 1446番地 444 4,464 96.3  

エミネント葉山中央公園 エミネント葉山町 165番地 6 2,164 116.5  

公園面積計（㎡） 20,062 

人口計（人） 28,599 
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風水害‐36 

地域 

センター 
公園 所在地 面積（㎡） 標高（ｍ） 

福田 

（4） 

大浜公園 大浜町 850番地 29 1,269 2.2 

福田本町公園 福田本町 1430番地 17 965 5.0 

手熊公園 
柿泊町 1008番 3、 

手熊町 331番 58 
1,476  4.1 

長崎市総合運動公園 柿泊町 2210他 438,000  147.4 

公園面積計（㎡） 441,710 

人口計（人） 8,665 

茂木 

（3） 

白岩公園 茂木町 1番地 119 1,839 3.2  

太田尾港緑地公園 太田尾町 2741番 7,931  4.2 

転石公園 北浦町 1702-3の一部、1702-4 5,974  89.3 

公園面積計（㎡） 15,744 

人口計（人）  9,384 

式見 

（1） 
式見公園 式見町 18番地 3 3,760 3.8 

公園面積計（㎡） 3,760 

人口計（人）  2,457 

日見 

（3） 

天神籠公園 界 2丁目 2400番地 2 2,394 9.6  

日見公園 宿町 2400番地 2 6,787 5.8  

坂下公園 芒塚町 259-5他 9筆 1,320  113.6 

公園面積計（㎡） 10,501 

人口計（人）  6,843 

東長崎 

（32） 

松原上床公園 松原町 348番地 2 3,347 229.1  

矢上団地第１公園 かき道 2丁目 2001番地 2,178 75.2  

鶴の尾団地東公園 鶴の尾町 2002番地 2,986 58.2  

東望山公園 田中町 249番地 23,802 40.3  

つつじが丘中央公園 つつじが丘 3丁目 1230番地 99 670 87.7  

古賀団地北公園 古賀町 1210番地 5 781 71.2  

鶴の尾団地西公園 鶴の尾町 2000番地 2,823 63.5  

矢上団地近隣公園 かき道 2丁目 2000番地 31,951 50.6  

長崎東公園 戸石町 194番地 7 180,272 50.5  

上戸石第1公園 上戸石町1964-22他 3,059 226.9 

彩が丘第1公園 東町2505-119 1,580 34.4 

彩が丘第2公園 東町2491-110 1,405 38.7 

平間1号緑地公園 高城台二丁目16番96 4,954 84.2 

平間3号緑地公園 高城台二丁目16番102 1,393 84.2 

風の子公園 高城台一丁目126番67 1,282 67.2 

城ノ辻公園 矢上町604番 9,238 4.5 

天満宮公園 矢上町97番 8,752 4.5 

田中町公園 田中町608番7他 6,845 24.8 

海風公園 高城台一丁目1471番54 8,168 67.2 

平間町公園 平間町725番2他 1,792 10.4 

東町公園 東町2193番3 1,865 16.0 
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風水害‐37 

地域 

センター 
公園 所在地 面積（㎡） 標高（ｍ） 

東長崎 

（32） 

長龍寺公園 東町1934 2,974 178.3 

上田之浦公園 田中町1445番 1,659 12.6 

矢上町1丁目公園 矢上町417番1 2,259 4.5 

東望公園 田中町359番1 1,950 3.5 

辻の尾公園 田中町962番 1,101 147.5 

下田之浦公園 田中町1152番 2,682 147.5 

おひさま公園 戸石町500-221 9,384 23.9 

くつろぎ公園 戸石町500-484 2,235 23.9 

陽だまり公園 高城台二丁目1657番129 1,638 93.8 

フィットネスパーク 高城台二丁目16番104 5,934 84.2 

しおさい公園 戸石町500-122 3,037 23.9 

公園面積計（㎡） 333,996 

人口計（人）  37,689 

土井首 

（3） 

鶴見台第１公園 鶴見台 1丁目 297番地 4,152 34.8  

鶴見台第３公園 鶴見台 2丁目 384番地 3,760 58.7  

平山台第６公園 平山台 2丁目 112番地 2 6,402 96.5  

公園面積計（㎡） 14,314 

人口計（人）  13,367 

深堀 

（2） 

深堀公園 深堀町 5丁目 712番地 4,193 2.7  

深堀東公園 深堀町 1丁目 11番地 42 3,767 18.7  

公園面積計（㎡） 7,960 

人口計（人）  5,225 

香焼 

（9） 

香焼総合公園グランド 香焼町 2582番地 13,500 89.4  

香焼第１児童公園 香焼町 1060番地 4,824 22.1  

香焼第２児童公園 香焼町 444番地 1 1,134 3.7  

香焼第３児童公園 香焼町 1975番地 1,271 7.2  

香焼第４児童公園 香焼町 477番地 1 861 8.8  

香焼第５児童公園 香焼町 132番地 14 3,027 2.8  

香焼第６児童公園 香焼町 1613番地 1,760 41.5  

香焼小学校グランド 香焼町 493番地 14,002 3.3  

香焼中学校グランド 香焼町 563番地 10 10,237 3.0  

公園面積計（㎡） 50,616 

人口計（人） 3,057 

伊王島 

（1） 
小中学校運動場 伊王島 1丁目甲 3273 9,122 4.1  

公園面積計（㎡） 9,122 

人口計（人） 635 

高島 

（1） 
先谷公園 高島町 964番地 9,733 49.3  

公園面積計（㎡） 9,733 

人口計（人） 269 
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風水害‐38 

地域 

センター 
公園 所在地 面積（㎡） 標高（ｍ） 

野母崎 

（15） 

高浜運動公園 高浜町 2509番地 6,012 32.4  

高浜農村公園 高浜町 3427番地 2 750 10.3  

総合運動公園グランド 野母町 568番地 1 11,800 6.7  

野母児童遊園 野母町 2107番地 300 14.1  

脇岬ふれあい公園 脇岬町 3021番地 1 7,641 4.0  

脇岬北児童遊園 脇岬町 3307番地 1 350 4.7  

脇岬児童遊園 脇岬町 3560番地 15 300 4.0  

野母崎小中学校グランド 野母町 1番地 1,000 13.8  

旧高浜小学校グランド 高浜町 3114番地 5,011 14.4  

旧野母崎小学校グランド 野母町 2245番地 3,608 2.3  

旧樺島小学校グランド 野母崎樺島町 1088番地 3,800 3.1  

旧野母崎高校グランド 高浜町 1995番地 12,257 9.3  

黒浜広場 黒浜町 1161番地 1 1,900 4.0  

以下宿広場 以下宿町 1932番地 1,300 3.0  

野母崎地域センターグラン

ド 
野母町 1665番地 1,200 4.4  

公園面積計（㎡） 57,229 

人口計（人） 4,442 

三和 

（14） 

木場運動公園 宮崎町 1919番地 2,619 124.3  

元宮公園運動場 布巻町 985番地 1 13,914 15.2  

岳路運動公園 蚊焼町 3816番地 5,463 64.6  

川原小学校グランド 宮崎町 127番地 6,568 6.3  

為石小学校グランド 為石町 2119番地 3,783 24.7  

三和中学校グランド 為石町 2600番地 8,540 4.5  

蚊焼小学校グランド 蚊焼町 1778番 8,757 3.0  

晴海台小学校グランド 晴海台町 1番地 7 8,450 80.3  

旧川原保育所グランド 川原町 2069番地 2 1,732 58.8  

三和記念公園 宮崎町 966番地 6 他 13,918  7 

晴海台 1号公園 晴海台 39-5 2,294  64 

晴海台 2号公園 晴海台 11-2 1,370  98.5 

晴海台 3号公園 晴海台 51-2 3,156  67.6 

晴海台 4号公園 晴海台 75-2 5,539  43.8 

公園面積計（㎡） 86,103 

人口計（人） 9,412 
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風水害‐39 

地域 

センター 
公園 所在地 面積（㎡） 標高（ｍ） 

三重 

（18） 

京泊公園 京泊 3丁目 1番地 53 28,406 4.5 

三重公園 三重町 1398番地 2,128 5.3 

鳴見台近隣公園 鳴見台 2丁目 2732番地 19,747 149.0 

多以良西公園 多以良町 2110-44 3,713  21.3 

三京中央公園 三京町 815番 147 1,981  35 

三京南公園 三京町 815番 401 17,145  31.1 

あじさい公園 畝刈町 113番地 183 1,033  120.1 

わらべうた公園 畝刈町 110番 90 3,595  135.5 

ゆうやけ公園 畝刈町 113番地 166 1,562  138.7 

さくらの里西公園 さくらの里二丁目 123番 98 1,115  83.6 

さくらの里中央公園 
さくらの里二丁目 401 番 264、

401番 265、401番 267 
1,160  98.4 

さくらの里東公園 さくらの里一丁目 3番 606 7,161  100.4 

畝刈第 4公園 畝刈町 1613番 28 10,201  3.2 

さくらの里第 1公園 さくらの里一丁目 3番 479 2,852  103.1 

さくらの里第 2公園 さくらの里二丁目 123番 87 6,053  85.4 

さくらの里第 3公園 さくらの里二丁目 123番 134 1,141  79.1 

鳴見台第 1公園 
鳴見台 2丁目 860番 51、 

860番 96 
1,073  135.5 

鳴見台第 2公園 鳴見台二丁目 860番 103 1,001  139.7 

公園面積計（㎡） 111,067 

人口計（人） 20,058 

外海 

（18） 

外海総合公園 下黒崎町 252番地 1 6,138 107.5 

外海運動公園 神浦夏井町 370番地 1 5,148 41.5 

外海黒崎小学校グランド 下黒崎町 1428番地 3,510 6.9 

旧黒崎中学校グランド 東出津町 350番地 4,050 129.7 

神浦小学校グランド 神浦向町 103番地 4,950 2.7 

外海中学校グランド 西出津町 1610番地 4,160 12.6 

旧神浦中学校グランド 神浦江川町 132番地 3,775 5.0 

旧扇山分校グランド 神浦扇山町 445番地 1 388 273.4 

黒崎地区公民館運動広場 下黒崎町 5169番地 3,600 6.7 

牧野公民館前広場 新牧野町 559番地 920 113.1 

上大野公民館広場 上大野町 1164番地 864 145.6 

上黒崎公民館前広場 上黒崎町 680番地 1他 594 46.6 

出津ゲートボール場 西出津町 648 7.1 

大中尾２公民館前グランド 神浦上大中尾町 436番地 1他 800 237.5 

池島鉱業所グランド 池島町 1411番地 1 8,892 56.4 

そとめ神浦川河川公園 神浦向町 791番地 1外 86,700  7.5 

神浦城公園 神浦江川町 1115番地 2外 4,009  44.2 

黒崎永田湿地自然公園 永田町 1514番地外 97,787  4.5 

公園面積計（㎡） 236,933 

人口計（人） 3,046 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐40 

地域 

センター 
公園 所在地 面積（㎡） 標高（ｍ） 

琴海 

（12） 

琴海北部運動公園 琴海大平町 638番地 11 24,633 2.0 

琴海中部運動公園運動場 琴海長浦町 3774番地 1 17,277 2.6 

琴海中央公園 琴海戸根原町 1360番地 46,000 28.4 

琴海南部運動公園運動場 琴海村松町 703番地 15 11,509 1.9 

琴海南部公園 西海町 1753-120 他 29,552  36.2 

あさひが丘運動公園 
琴海大平町 1794 番 129（代表番

地）、1973番 5 
1,509  60.5 

琴海赤水公園 琴海町戸根原郷 1212番地 1ほか 1,068  438.2 

朝日の岬公園 西海町 1777番地 12 9,371  16.1 

谷口川公園 西海町 1937番地 2 1,525  4 

小島ノ浦公園 長浦町 18番地 1 2,939  13.7 

やすらぎの小径 琴海村松町 699番地 1ほか 897,500  2 

さざなみの丘公園 琴海大平町 2062-1 10,713  19.1 

公園面積計（㎡） 1,053,596 

人口計（人） 11,808 

公園面積総計（㎡） 3,238,253 

人口総計（人） ※令和 5年 11月 30日時点 396,269 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐41 

３－６ 指定避難所一覧表 
別表 ３ 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

中 
 
 
 

央 
 
 
 

地 
 
 
 

域 
 
 
 

セ 
 
 
 

ン 
 
 
 

タ 
 
 
 

ー 

1 

伊 良 林 小 学 校 伊良林１丁目１０－１ 
８２２－５１３５ 

Ｆ８２２－５１１９ 
720 360 

体 育 館 鉄 筋 720 20.9 有 無 学校長 

2 

桜 町 小 学 校 勝山町３０番地１ 
８２３－３２６２ 

Ｆ８２３－３５１５ 
303 151 

地 域 学 校 交 流 

セ ン タ ー 
鉄 筋 303 15.9 有 無 学校長 

3 

諏 訪 小 学 校 諏訪町７－１３ 
８２２－２８７０ 

Ｆ８２２－１３０３ 
574 287 

地 域 学 校 交 流 

セ ン タ ー 
鉄 筋 574 5.1 有 無 学校長 

4 

上 長 崎 小 学 校 下西山町９－１ 
８２４－０３６９ 

Ｆ８２４－５５５１ 
612 306 

体 育 館 鉄 骨 612 23.7 有 無 学校長 

5 

西 坂 小 学 校 御船蔵町６－５３ 
８２３－２６８４ 

Ｆ８２６－６６１１ 
510 255 

体 育 館 
鉄 骨 

（一部鉄筋） 
510 38.0 有 無 学校長 

6 

小 島 小 学 校 愛宕１丁目４－１６ 
８２４－０３２１ 

Ｆ８２４－２６４４ 
609 304 

体 育 館 鉄 骨 609 37.3 無 無 学校長 

7 

愛 宕 小 学 校 白木町１７－１ 
８２６－６０６２ 

Ｆ８２６－６９６１ 
640 320 

体 育 館 鉄 骨 640 211.7 有 無 学校長 

8 

仁 田 佐 古 小学 校 西小島１丁目７－２５ 
８２２－２６８０ 

Ｆ８２２－８７４９ 
799 399 

体 育 館 鉄 筋 799 42.7 無 無 学校長 

9 

大 浦 小 学 校 上田町１３－１ 
８２２－２３６０ 

Ｆ８２２－３０２７ 
840 420 

体 育 館 鉄 筋 840 69.7 有 無 学校長 

10 

戸 町 小 学 校 戸町２丁目９－１ 
８７８－４４２０ 

Ｆ８７８－４４２１ 
572 286 

体 育 館 

多 目 的 室 

鉄骨 

（一部鉄筋） 
572 5.2 有 無 学校長 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐42 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

中 
 
 
 

央 
 
 
 

地 
 
 
 

域 
 
 
 

セ 
 
 
 

ン 
 
 
 

タ 
 
 
 

ー 

11 

旧 立 神 小 学 校 西立神町１１－１  135 67 

会 議 室 ･ 和 室 鉄 骨 135 29.6 無 無 自治会長 

12 

飽 浦 小 学 校 飽の浦町１７－１ 
８６１－３３７５ 

Ｆ８６１－３３７６ 
112 56 

和 室 鉄 筋 700 20.8 有 無 学校長 

13 

朝 日 小 学 校 平戸小屋町１０－１ 
８６１－８７７３ 

Ｆ８６１－２４９０ 
721 360 

体 育 館 鉄 骨 721 34.3 有 無 学校長 

14 

稲 佐 小 学 校 稲佐町１１－１ 
８６１－２６５０ 

Ｆ８６１－２８３４ 
648 324 

体 育 館 鉄 骨 648 25.7 有 無 学校長 

15 

城 山 小 学 校 城山町２３－１ 
８６１－００５７ 

Ｆ８６１－０１４８ 
580 290 

体 育 館 鉄 骨 580 17.8 無 無 学校長 

16 

西 城 山 小 学 校 金堀町２３－１ 
８６１－０６１７ 

Ｆ８６１－０９０４ 
721 360 

体 育 館 鉄 骨 721 39.5 無 無 学校長 

17 

高 尾 小 学 校 高尾町７－４９ 
８４７－９４５０ 

Ｆ８４７－９４４８ 
700 350 

体 育 館 鉄 筋 700 63.0 無 無 学校長 

18 

山 里 小 学 校 橋口町２０－５６ 
８４４－０７８５ 

Ｆ８４４－１０６８ 
882 441 

体 育 館 鉄 筋 882 26.3 有 無 学校長 

19 

坂 本 小 学 校 坂本３丁目３－１ 
８４４－０５３９ 

Ｆ８４６－５２０２ 
704 352 

体 育 館 鉄 筋 704 57.6 無 無 学校長 

20 

銭 座 小 学 校 銭座町１－１６ 
８４４－００７０ 

Ｆ８４７－９４７４ 
530 265 

体   育   館 

多 目 的 室 
鉄 骨 530 3.4 有 無 学校長 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐43 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

中 
 
 
 

央 
 
 
 

地 
 
 
 

域 
 
 
 

セ 
 
 
 

ン 
 
 
 

タ 
 
 
 

ー 

21 

三 原 小 学 校 三原２丁目１６－４５ 
８４５－５３０６ 

Ｆ８４５－５３１７ 
540 270 

体   育   館 
鉄 骨 

（一部鉄筋） 
540 106.9 無 無 学校長 

22 

小 江 原 小 学 校 小江原２丁目３３－１ 
８４８－１９７０ 

Ｆ８４８－３８６２ 
628 314 

体   育   館 鉄 骨 628 160.6 無 無 学校長 

23 

西 山 台 小 学 校 西山台１丁目４－１ 
８４６－７０７１ 

Ｆ８４６－７６３７ 
593 296 

体 育 館 鉄 骨 593 194.8 無 無 学校長 

24 

桜 が 丘 小 学 校 小江原３丁目１９－１ 
８４６－２０６７ 

Ｆ８４６－２１０７ 
838 419 

体 育 館 鉄 骨 838 171.9 無 無 学校長 

25 

桜 馬 場 中 学 校 桜馬場２丁目２－１ 
８２２－３３４１ 

Ｆ８２２－７９６４ 
992 496 

体 育 館 
鉄 骨 

（一部鉄筋） 
992 34.0 無 無 学校長 

26 

片 淵 中 学 校 片淵３丁目２２－２２ 
８２６－６３２８ 

Ｆ８２６－６３２９ 
878 439 

体 育 館 鉄 筋 878 85.3 無 無 学校長 

27 

長 崎 中 学 校 立山１丁目９－１ 
８２２－３６０４ 

Ｆ８２２－１４０６ 
675 337 

体 育 館 鉄 筋 675 121.3 無 無 学校長 

28 

小 島 中 学 校 上小島４丁目１８－１ 
８２１－９１２５ 

Ｆ８２６－８１４９ 
364 182 

武 道 場 鉄 筋 364 137.8 無 無 学校長 

29 

大 浦 中 学 校 高丘２丁目６－１ 
８２６－８１６４ 

Ｆ８２１－９１２６ 
788 394 

武 道 場 鉄 骨 788 101.7 無 無 学校長 

30 

梅 香 崎 中 学 校 大浦町５－２６ 
８２４－４９９７ 

Ｆ８２２－４４１２ 
750 375 

体 育 館 鉄 筋 750 2.8 無 無 学校長 
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風水害‐44 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

中 
 
 
 

央 
 
 
 

地 
 
 
 

域 
 
 
 

セ 
 
 
 

ン 
 
 
 

タ 
 
 
 

ー 

31 

戸 町 中 学 校 新戸町２丁目１－３６ 
８７８－３７４５ 

Ｆ８７８－３５２３ 
714 357 

体 育 館 鉄 骨 714 40.9 無 無 学校長 

32 

丸 尾 中 学 校 大鳥町１６－１ 
８６１－４３４８ 

Ｆ８６１－３５５７ 

66 

693 

33 

346 

カウンセリング室(校舎棟) 

体 育 館 

 

鉄 筋 
66 

693 
76.3 無 無 学校長 

33 

淵 中 学 校 梁川町２１－５ 
８６１－０２７４ 

Ｆ８６１－２７１２ 
810 405 

体 育 館 鉄 骨 810 29.0 無 無 学校長 

34 

旧 江 平 中 学 校 江平３丁目１０－１ ８２９－１１２７ 698 349 

体 育 館 

武 道 場 
鉄 骨 698 74.9 無 無 資産経営課長 

35 

聖 マ リ ア 学 院 若草町６－５ 
８４４－１５４９ 

Ｆ８４４－４６００ 
1,062 531 

体 育 館 鉄 筋 1,062 34.2 無 無 学校長 

36 

県 立 長 崎 

東 高 等 学 校 
立山５丁目１３－１ ８２６－５２８１ 3,090 1,545 

第 2 体 育 館 鉄 筋 3,090 182.8 無 無 学校長 

37 

県 立 長 崎 

西 高 等 学 校 
竹の久保町１２－９ 

８６１－５１０６ 

Ｆ８６１－３４３２ 
3,272 1,636 

第 2 体 育 館 鉄 筋 3,272 18.1 無 無 学校長 

38 

県 立 長 崎 

南 高 等 学 校 
上小島４丁目１３－１ 

８２４－３１３４ 

Ｆ８２４－３１３８ 
1,321 660 

体 育 館 鉄 骨 1,321 173.6 有 無 学校長 

39 

県 立 長 崎 

北 高 等 学 校 
小江原１丁目１－１ 

８４４－５１１６ 

８４４－５１１９ 
1,408 704 

体 育 館 鉄 骨 1,408 139.2 有 無 学校長 

40 

県立鳴滝高等学校 鳴滝１丁目４－１ 
８２０－００５６ 

Ｆ８２０－００５６ 
1,203 601 

体育館・図書館２Ｆ 鉄骨・鉄筋 1,203 42.6 有 無 学校長 
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風水害‐45 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

中 
 
 
 

央 
 
 
 

地 
 
 
 

域 
 
 
 

セ 
 
 
 

ン 
 
 
 

タ 
 
 
 

ー 

41 

長崎県スポーツ協会 

ス ポ ー ツ 合 宿 所 
鳴滝２丁目１６－７ ８２５－３５７８ 48 24 

１・２Ｆ指導員室 鉄 筋 48 53.8 無 無 寮管理者 

 

42 

長崎女子高等学校 上小島１丁目１１－８ 
８２６－４３２１ 

Ｆ８２３－４８３１ 
1,800 900 

体 育 館 鉄 骨 1,800 82.6 有 無 学校長 

 

43 

長崎玉成高等学校 愛宕１丁目３７－１ 
８２６－６３２１ 
Ｆ８２８－６８３７ 396 198 

体 育 館 鉄 筋 396 164.9 無 無 学校長 

 

44 

海 星 高 等 学 校 東山手町５－３ 
８２６－７３２１ 

Ｆ８２０－５６９６ 
1,561 780 

体 育 館 鉄 筋 1,561 51.7 有 有 
（緊急時） 

海星修道院 

 

45 

小島地区ふれあい 

セ ン タ ー 
愛宕３丁目１０－２ ８２６－７７０３ 501 250 

第 １ 研 修 室 

軽 ス ポ ー ツ 室 
鉄 筋 501 66.8 有 無 所 長 

 

46 

仁 田 佐 古 地 区 

ふれあいセンター 
稲田町１２－１４ ８２０－２４７４ 193 96 

研 修 室 鉄筋 193 51.6 有 無 所 長 

 

47 

桜 馬 場 地 区 

ふれあいセンター 
桜馬場１丁目１－５ ８２８－２０４４ 165 82 

第 １ 、 ３ 研 修 室 鉄骨 165 16.9 有 無 所 長 

 

48 

淵 地 区 ふ れ あ い 

セ ン タ ー 
富士見町６－６ ８６１－１９７２ 212 106 

第 １ 、 ２ 研 修 室 鉄 筋 212 31.5 有 無 所 長 

 

49 

小 江 原 地 区 

ふれあいセンター 
小江原３丁目２０－１０ ８４３－１５２９ 212 106 

研 修 室 鉄 筋 212 160.3 有 無 所 長 

50 

山 里 地 区 

ふれあいセンター 
高尾町４番１０号 ８４３－００９５ 126 63 

第 １ 、 ３ 研 修 室 鉄 筋 126 25.9 有 無 所 長 
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風水害‐46 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

中 
 
 
 

央 
 
 
 

地 
 
 
 

域 
 
 
 

セ 
 
 
 

ン 
 
 
 

タ 
 
 
 

ー 

51 

浦 上 駅 前 

ふれあいセンター 
岩川町７－１ ８４３－１０５０ 215 107 

研 修 室 鉄骨 215 1.8 有 無 所 長 

52 

上 長 崎 地 区 

ふれあいセンター 
片淵１丁目１３－１３ ８２４－９２２２ 209 104 

第１、２、３研修室 鉄骨 209 21.1 有 無 所 長 

53 

大橋地域コミュニティー

消 防 セ ン タ ー 
大橋町１６－１ 

８４８－０１１９ 

Ｆ８４３－０１７２ 
196 98 

第 １ ， ３ 研 修 室 鉄 筋 196 10.9 有 無 北消防署 

54 

稲佐地域コミュニティー

消 防 セ ン タ ー 
曙町５番７号 

８６２－８４２７ 

（公衆） 
168 84 

第 １ 、 ３ 研 修 室 鉄 筋 168 53.7 有 無 管理人 

55 

中 央 公 民 館 魚の町５－１ 
８２５－１９４８ 

Ｆ８２０－２６０５ 
278 139 

研 修 室 鉄 筋 278 8.3 有 無 指定管理者 

56 

西 公 民 館 丸尾町５－５ 
８６１－５９１９ 

Ｆ８６１－５９２６ 
515 257 

講 堂 、 研 修 室 

和 室 
鉄 筋 515 3.4 有 無 館 長 

57 

南 公 民 館 浪の平町７－１９ 
８２５－０２９５ 

Ｆ８２５－０２９４ 
235 117 

講 堂 鉄 筋 235 16.0 有 無 館 長 

58 

大 浦 地 区 

ふれあいセンター 
下町１－１３ ８２７－１９８７ 147 73 

講 堂 ・ 研 修 室 鉄 筋 147 2.7 無 無 所長 

59 

新興善メモリアル 興善町１－１ 
８２９－４９４６ 

Ｆ８２９－４９４８ 
274 137 

ホ ー ル 

会 議 室 
鉄 筋 274 12.1 無 無 図書館長 

60 

二本松住宅集会室 戸町２丁目１７３－９ 無 76 38 

集 会 室 鉄 筋 76 117.3 有 無 自治会長 
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域 
 
 
 

セ 
 
 
 

ン 
 
 
 

タ 
 
 
 

ー 

61 

城 山 台 集 会 所 城山台１丁目３４－６ 無 156 78 

研 修 室 鉄 骨 156 112.8 有 無 自治会長 

62 

淵 町 公 民 館 淵町２０－２９ 無 97 48 

集 会 室 木 造 97 19.8 無 有 自治会長 

63 

岩 瀬 道 町 公 民 館 岩瀬道町８－１ 無 54 27 

和 室 ・ 会 議 室 木 造 54 45.7 無 無 自治会長 

64 

立神町立立神公会堂 東立神町８－１６ 無 160 80 

集 会 所 鉄 筋 160 7.5 無 無 自治会長 

65 

西 泊 町 公 民 館 西泊町８－２４ 無 123 61 

集 会 室 
鉄 筋 

（一部木造） 
123 2.8 有 無 自治会長 

66 

浜平町第１自治会 

公 民 館 
浜平２丁目１２－７ 無 55 27 

集 会 室 鉄 骨 55 117.6 有 無 自治会長 

67 

御船蔵町上自治会 

公 民 館 
御船蔵町１３－４５ 無 80 40 

集 会 室 木 造 80 60.0 有 無 自治会長 

68 

西山３丁目公民館 西山３丁目９－１８ 無 62 31 

和 室 ・ 講 堂 鉄 筋 62 54.4 無 無 自治会長 

69 

仁 田 木 場 集 会 所 西山４丁目７０２－１ 無 26 13 

集 会 室 鉄 筋 26 217.3 無 無 自治会長 

70 

片淵３丁目公民館 片淵３丁目１０－５ 無 63 31 

集 会 室 木 造 63 43.8 有 無 自治会長 
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71 

片 淵 ４ ･ ５ 丁 目 

公 民 館 
片淵４丁目２０－２ 無 103 51 

集 会 室 木 造 103 81.6 有 有 自治会長 

72 

本 河 内 １ 丁 目 

公 民 館 
本河内１丁目１３－１７ 無 48 24 

和 室 木 造 48 41.5 無 無 自治会長 

73 

本 河 内 ３ 丁 目 

公 民 館 
本河内３丁目４－８ 無 128 64 

集 会 室 ・ 和 室 
木 造 

(一部軽量鉄骨) 
128 87.7 有 無 自治会長 

74 

矢 の 平 四 丁 目 

公 民 館 
矢の平４丁目６－７ 無 54 27 

集 会 室 木 造 54 134.7 有 無 自治会長 

75 

風 頭 公 民 館 風頭町１８－１ 無 68 34 

集 会 室 木 造 68 148.4 有 無 自治会長 

76 

星 取 町 公 民 館 星取１丁目９－４ 無 46 23 

和 室 木 造 46 226.2 無 無 自治会長 

77 

小 菅 町 公 民 館 小菅町５－２７ 無 94 47 

和 室 木 造 94 9.9 無 無 自治会長 

78 

新 戸 町 公 民 館 新戸町２丁目７－３０ 無 144 72 

和 室 木 造 144 41.4 無 無 自治会長 

79 

聖 母 の 騎 士 教 会 本河内２丁目２－１ 
８２４－２０７９ 

Ｆ８２７－０５７５ 
183 91 

２ 階 ホ ー ル 鉄 筋 183 99.7 有 無 神 父 

80 

三 原 町 自 治 会 

公 民 館 
三原１丁目４２－４５ 無 99 49 

和 室 鉄 筋 99 109.2 無 有 自治会長 
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域 

セ 

ン 

タ 

ー 

81 

本 尾 町 公 民 館 本尾町２－１５ 無 173 86 

集 会 室 木 造 173 18.3 無 無 自治会長 

82 

江 平 公 民 館 江平１丁目８番４号 無 137 68 

集 会 室  鉄 骨 137 35.8 有 無 自治会長 

83 

西 城 山 校 区 西 部 

自 治 会 公 民 館 
花園町４－３ 無 439 219 

大集会室、会議室 鉄 筋 439 20.5 有 有 自治会長 

84 

妙 行 寺 相生町９－８ ８２２－０６８３ 182 91 

本 堂 木 造 182 17.5 無 有 住 職 

(85) 85 

大 浦 保 育 園 

地域支援センター 
東山町６－２１ ８２３－５３９０ 172.9 86 

子 育 て 支 援 室 

遊 戯 室 
鉄 筋 170.9 29.8 有 無 園長 

西

浦

上

地

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 

ー 

1 

西 町 小 学 校 西町２－１ 
８４４－１９４９ 

Ｆ８４４－１１９０ 
534 267 

体 育 館 鉄 筋 534 24.8 無 無 学校長 

2 

西 浦 上 小 学 校 大手１丁目１４－３ 
８４７－９４９８ 

Ｆ８４４－１６３７ 
592 296 

体 育 館 
鉄 骨 

（一部鉄筋） 
592 26.2 無 無 学 校 長 

3 

旧 川 平 小 学 校 川平町１０８ ８２９－１１９２ 649 324 

体 育 館 鉄 骨 649 100.7 無 無 
教 育 委 員 会 

学校施設課長 

4 

女 の 都 小 学 校 女の都４丁目７－１ 
８４７－９０７３ 

Ｆ８４７－１０９９ 
97 48 

ラ ン チ ル ー ム 

給 食 準 備 室 
鉄 骨 97 131.3 無 無 学 校 長 

5 

南 山 小 学 校 音無町９－３４ ８４４－２９７８ 568 284 

体 育 館 鉄 筋 568 36.8 有 無 学 校 長 
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浦 
 
 
 
 

上 
 
 
 
 

地 
 
 
 

域 
 
 
 

セ 
 
 
 

ン 
 
 
 

タ 
 
 
 

ー 

6 

緑 が 丘 中 学 校 緑が丘町１０－１ 
８４５－２１５１ 

Ｆ８４５－２４９６ 
992 496 

体 育 館 、 武 道 場 
鉄 骨 

（一部鉄筋） 
992 60.5 無 無 学校長 

7 

岩 屋 中 学 校 岩屋町３７－１ 
８５６－２３４４ 

Ｆ８５６－２３７６ 
864 432 

体 育 館 、 武 道 場 鉄 骨 864 60.8 無 無 学校長 

8 

西 浦 上 中 学 校 文教町４－１０ 
８４５－７１９１ 

Ｆ８４５－７１９３ 
891 445 

体 育 館 、 武 道 場 鉄 筋 891 26.3 無 無 学校長 

9 

三 川 中 学 校 三川町１０１８－１ 
８４５－８２０２ 

Ｆ８４５－８０７３ 
816 408 

体 育 館 鉄 筋 816 125.7 無 無 学校長 

10 

市 立 長 崎 

商 業 高 等 学 校 
泉町１１２５ 

８８７－１５１１ 

Ｆ８８７－１５２６ 
1,344 672 

体 育 館 鉄 筋 1,344 100.3 無 無 学校長 

11 

県 立 長 崎 

工 業 高 等 学 校 
岩屋町４１－２２ 

８５６－０１１５ 

Ｆ８５６－０１１７ 
1,230 615 

体 育 館 鉄 骨 1,230 67.2 有 無 学校長 

12 

みのりが丘幼稚園 大手３丁目１１－１ 
８４６－３５３４ 

Ｆ８４６－３３７７ 
580 290 

学 童 室 、 ホ ー ル 

待 合 所 
鉄 筋 580 59.4 有 無 園 長 

13 

緑 が 丘 地 区 

ふれあいセンター 
白鳥町３－９ ８４７－９５５２ 225 112 

研 修 室 ・ 和 室 鉄筋 225 18.2 有 無 所 長 

14 

三 川 地 区 

ふれあいセンター 
三川町１２２１－７０ ８４８－００２９ 244 122 

研 修 室 鉄 筋 244 61.2 有 無 所 長 

15 

西北・岩屋ふれあい 

セ ン タ ー 
西北町１３番１３号 ８４３－７１０９ 156 78 

第 １ ～ ３ 研 修 室 鉄骨 156 43.3 有 無 所 長 
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域 
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ン 
 

タ 
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16 

北 公 民 館 千歳町５－１（チトセピア内） 
８４５－６３６２ 

Ｆ８４５－６９５４ 
294 147 

講 堂 、 和 室 鉄 筋 294 18.7 有 無 指定管理者 

17 

県 立 総合 体 育 館 油木町７－１ 
第3火曜日8:30～17:30/844-4747 

それ以外8:30～21:00/843-6521 
1,264 632 

武道場、多目的室 

幼 児 保 育 室 
鉄 骨 

（一部鉄筋） 
1,264 13.9 無 無 指定管理者 

18 

つ つ じ 荘 白鳥町８－１ ８４５－９７０５ 63 31 

集 会 場 

娯 楽 室 
鉄骨 63 31.1 無 無 指定管理者 

19 

三 川 町 公 民 館 三川町６７４－１ 無 109 54 

大 広 間 、 和 室 木 造 109 94.2 有 無 自治会長 

20 

犬 継 公 民 館 三ツ山町７８２－１ 無 59 29 

集 会 室 、 和 室 木 造 59 156.3 有 無 自治会長 

(21) 21 

畦別当町立公民館 畦別当町３００ 無 68 34 

集 会 室 、 和 室 木 造 68 226.0 有 無 自治会長 

滑 

石 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 
1 

滑 石 小 学 校 滑石２丁目２０－５ 
８５６－２０８３ 

Ｆ８５６－３４９５ 
546 273 

体 育 館 鉄 骨 546 82.2 無 無 学 校 長 

2 

北 陽 小 学 校 滑石４丁目４－８ 
８５６－１３１４ 

Ｆ８５６－３４９４ 
721 360 

体 育 館 鉄 骨 721 87.8 無 無 学 校 長 

3 

横 尾 小 学 校 横尾２丁目１６－１ 
８５７－４４０９ 

Ｆ８５７－４４７６ 
829 414 

体 育 館 鉄 骨 829 100.8 無 無 学 校 長 

4 

大 園 小 学 校 滑石６丁目１－５９ 
８５６－５７１２ 

Ｆ８５６－０８３２ 
721 360 

体 育 館 鉄 骨 721 80.4 無 無 学 校 長 
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滑 
 

石 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 
 

5 

滑 石 中 学 校 大園町２－１ 
８５６－１９９１ 

Ｆ８５６－１９４５ 
722 361 

体 育 館、 武 道 場 鉄 骨 722 89.8 無 無 学 校 長 

6 

横 尾 中 学 校 横尾５丁目３－１ 
８５７－５０００ 

Ｆ８５７－５０３９ 
885 442 

体 育 館、 武 道 場 鉄 筋 885 112.5 無 無 学 校 長 

7 

滑石地区ふれあい 

セ ン タ ー 
滑石５丁目５-７７ 

８５７－７３３３ 

Ｆ８５７－７８５１ 
619 309 

ホ ー ル・ 研 修 室 鉄 筋 619 85.0 有 無 所 長 

8 

横尾地区ふれあい 

セ ン タ ー 
横尾２丁目１５－１０ ８５６－６５７２ 184 92 

研 修 室 鉄 筋 184 94.3 有 無 所 長 

9 

滑 石 公 民 館 滑石２丁目１－８ 
８５６－３７５１ 

Ｆ８５６－３８５７ 
177 88 

講  堂、 和  室 鉄 筋 177 59.1 有 無 館 長 

10 

滑 石 ４ 丁 目 

西部自治会公民館 
滑石４丁目２４－５ 無 57 28 

集 会 室 木 造 57 106.4 無 無 自 治 会 長 

11 

北陽自治会公民館 北陽町１７－６ 無 62 31 

集 会 室 木 造 62 102.6 無 無 自 治 会 長 

12 

虹が丘町立公民館 虹が丘町１１－２６ 無 82 41 

集 会 室 、 和 室 木 造 82 103.6 無 無 自 治 会 長 

(13) 13 

葉 山 公 民 館 葉山２丁目５－１１ 無 162 81 

会 議 室 、 和 室 鉄 筋 162 71.5 無 無 自 治 会 長 

 

 

 

 

 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐53 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

東

長

崎

地

域

セ

ン

タ

ー

 

1 

古 賀 小 学 校 松原町２４６２ 
８３８－２７６３ 

Ｆ８３８－２７８５ 
698 349 

体 育 館 鉄 骨 698 50.3 有 無 学校長 

2 

矢 上 小 学 校 矢上町１２－１２ 
８３８－２０４７ 

Ｆ８３８－２１４７ 
330 165 

校 舎 の 一 部 鉄 骨 330 5.7 有 無 学校長 

3 

高 城 台 小 学 校 高城台1丁目２２－１ ８３８－７１９６ 714 357 

体 育 館 鉄 筋 714 84.3 有 無 学校長 

4 

東 長 崎 中 学 校 矢上町８－６ 
８３８－２１４１ 

Ｆ８３８－２１３４ 
932 466 

体 育 館 鉄 筋 932 2.6 有 無 学校長 

5 

橘 中 学 校 かき道４丁目１－１ 
８３８－３０５０ 

Ｆ８３８－３６０４ 
828 414 

体 育 館 鉄 筋 828 66.2 有 無 学校長 

6 

橘 地 区 ふ れ あ い 

セ ン タ ー 
かき道２丁目４５－２０ 

８３８－７５６７ 

Ｆ８３８－７５６７ 
188 94 

研 修 室 鉄 骨 188 49.6 有 無 所 長 

7 

古 賀 地 区 市 民 

セ ン タ ー 
古賀町９４８－１ 

８１４－９９３３ 

Ｆ８１４－９９３４ 
89 44 

1 階 研 修 室 鉄 骨 89 28.6 有 無 
東総合事務所 

地域福祉課長 

8 

東 公 民 館 矢上町１９－１ 
８３８－３７３２ 

Ｆ８３８－３２５６ 
316 158 

和  室 、 研 修 室 鉄 筋 316 4.0 有 無 館 長 

9 

戸 石 地 区 公 民 館 戸石町１７４０－１ 
８３０－２９３７ 

Ｆ８３０－２９３７ 
195 97 

研 修 室 

図書室、大会議室 
鉄 筋 195 19.0 有 無 館 長 

10 

長崎東公園ｺﾐｭﾆﾃｨ

体 育 館 
戸石町１９４ 

８３０－２０１１ 

Ｆ８３０－２０１２ 
719 359 

休憩室、ラウンジ 

健 康 増 進 室 
鉄 筋 719 51.0 無 無 施設管理者 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐54 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

東

長

崎

地

域

セ

ン

タ

ー

 

11 

長崎市水産センター 牧島町１６１９ ８３０－１１３１ 132 66 

会 議 室 鉄 筋 132 3.1 無 無 水産センター長 

12 

平 間 公 民 館 平間町３７３－２ 無 130 65 

ホ ー ル 、 和 室 鉄 骨 130 18.5 有 無 自治会長 

13 

間 ノ 瀬 公 民 館 平間町２２９５ 無 163 81 

講 堂 、 和 室 木 造 163 125.7 有 無 自治会長 

14 

正 念 公 民 館 古賀町１６５０－１ 無 104 52 

講 堂 、 食 堂 木 造 104 66.6 有 無 館 長 

15 

つつじが丘公民館 つつじが丘３丁目６－２６ 無 117 58 

集 会 所 、 和 室 木 造 117 87.1 有 無 自治会長 

16 

船 石 公 民 館 船石町７６１ 無 130 65 

講 堂 、 和 室 鉄 骨 130 42.4 有 無 自治会長 

17 

中里町中央公民館 中里町４６２ 無 116 58 

集会室、多目的室 

和 室 、 練 習 室 
木 造 116 33.5 有 無 自治会長 

18 

か き 道 １ 丁 目 

公 民 館 
かき道１丁目８－２ 無 178 89 

講 堂 、 会 議 室 

和 室 
鉄 筋 178 3.2 有 無 自治会長 

19 

上 戸 石 町 公 民 館 上戸石町１５９２ 無 129 64 

講 堂 、 会 議 室 木 造 129 20.6 有 無 自治会長 

20 

中 尾 中 央 公 民 館 田中町３７２２ 無 153 76 

講 堂 、 和 室 鉄 骨 153 73.4 有 無 自治会長 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐55 

 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

東 

長 

崎 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

21 

現 川 公 民 館 現川町５６０ 無 121 61 

和 室 、 大 会 議 室 鉄 筋 122 62.1 無 無 自治会長 

22 

たちばな漁業協同

組 合 
戸石町１５１９－３４ ８３０－２２３６ 171 85 

会 議 室 鉄 筋 171 2.5 無 無 参 事 

23 

教 宗 寺 矢上町４１－７ ８３８－２７０７ 268 134 

本 堂 、 書 院 木 造 268 12.4 無 有 住 職 

(24) 

24 

東 望 荘 田中町２９９ ８３８－３７１９ 188 94 

１ 階 談 話 室 

２ 階 集 会 室 

２ 階 娯 楽 室      

鉄 筋 188 40.3 有 無 指定管理者 

日

見

地

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 

日 見 中 学 校 界２丁目１５－１ 
８３８－３０７６ 

Ｆ８３８－３８８０ 
486 243 

武 道 場 鉄 骨 486 18.8 無 無 学校長 

2 

長崎総合科学大学 網場町５３６ ８３８－５１１４ 2,491 1,245 

体 育 館 、 卓 球 室 鉄 筋 2,491 40.4 有 無 
長崎総合警備㈱ 

（864-1030） 

3 

日見地区ふれあい

セ ン タ ー 
界２丁目１－１９ ８１３－９００１ 388 194 

第１～第５研修室 鉄 筋 388 5.3 有 無 
東総合事務所 

地域福祉課長 

4 

日 見 や す ら ぎ 荘 宿町６１６ 
８３８－２３０８ 

Ｆ８３８－２３１１ 
171 85 

礼 拝 堂 、 娯 楽 室 

作 業 場 
鉄 骨 171 18.1 有 有 

施設管理者 

（849-0873） 

 

5 

坂 下 公 民 館 芒塚町２６３－１ 無 44 22 

和 室 鉄 骨 44 97.9 有 無 自治会長 

6 

芒 塚 公 民 館 芒塚町１５－１ 無 149 74 

和 室 、 講 堂 鉄 筋 149 39.0 有 無 自治会長 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐56 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

日
見
地
域
セ
ン
タ
ー 

7 

春 日 町 公 民 館 春日町３４３ 無 78 39 

会 議 室 、 和 室 木 造 78 92.4 有 無 自治会長 

8 

潮 見 町 公 民 館 潮見町８８２－２ 無 56 28 

和 室 木 造 56 53.5 有 無 自治会長 

9 

養 国 寺 網場町４５１ ８３８－２０９１ 80 40 

(9) 
本 堂 地 下 鉄 筋 80 13.7 有 有 住 職 

茂

木

地

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 

日 吉 小 中 学 校 飯香浦町３４７８ 
８３６－１９０８ 

Ｆ８３６－０７９１ 
450 225 

体 育 館 鉄 骨 450 77.5 無 無 学校長 

2 

茂 木 小 学 校 茂木町２８３－２ 
８３６－１９１３ 

Ｆ８３６－００５３ 
138 69 

環 境 整 備 班 室 他 鉄 筋 138 4.6 有 無 学校長 

3 

旧 南 小 学 校 千々町５１３ ８２９-１１２７ 452 226 

体 育 館 鉄 骨 452 135.8 無 無 資産経営課 

4 

茂 木 中 学 校 北浦町２０１８－２４ 
８３６－００６５ 

Ｆ８３６－１９０９ 
524 262 

体 育 館 鉄 骨 524 2.5 無 無 学校長 

5 

茂木地区ふれあい

セ ン タ ー 
茂木町７５－１０ ８３６－０２００ 281 140 

講  堂 、 研 修 室 

和 室 
鉄 筋 281 3.0 有 無 所長 

6 

北 浦 公 民 館 北浦町２１２８－６ 無 87 43 

和 室 鉄 骨 87 2.9 無 無 自治会長 

7 

宮 摺 公 民 館 宮摺町９６３ 無 62 31 

集 会 室 、 和 室 木 造 62 4.1 有 無 自治会長 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐57 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

茂 

木 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

8 

千々町自治会研修施設 千々町２６５－１ 無 77 38 

和 室 木 造 77 5.4 無 無 自治会長 

9 

田 手 原 公 民 館 田手原町４７５－２ 無 81 40 

集 会 室 木 造 81 251.9 有 無 自治会長 

10 

田 上 町 公 民 館 田上２丁目１６－５４ 無 108 54 

講堂、会議室、和室 木 造 108 183.5 有 無 連合自治会長 

11 

大崎びわ集出荷所 大崎町７３３－１ 無 483 241 

作 業 室 、 和 室 鉄 骨 483 90.9 無 無 自治会長 

(12) 

12 

玉 台 寺 茂木町２１４２ ８３６－００４８ 80 40 

庫 裡 木 造 80 9.2 無 有 住職 

土

井

首

地

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 

土 井 首 小 学 校 柳田町１９４ 
８７８－４３４７ 

Ｆ８７８－９０２９ 
580 290 

体 育 館 鉄 骨 580 18.3 有 無 学校長 

2 

南 陽 小 学 校 竿浦町１０６２ 
８７９－０２７６ 

Ｆ８７９－０２９１ 
638 319 

体 育 館 鉄 骨 638 15.6 有 無 学校長 

3 

土 井 首 中 学 校 江川町１ 
８７８－３６１１ 

Ｆ８７８－３６１２ 
905 452 

体 育 館 鉄 筋 905 10.0 無 無 学校長 

4 

土井首地区ふれあ

い セ ン タ ー 
柳田町４５－３ 

８７８－８８０９ 

Ｆ８７８－８８０９ 
282 141 

講 堂 、 研 修 室 

和 室 
鉄 筋 282 10.1 有 無 指定管理者 

5 

毛 井 首 町 公 民 館 毛井首町３６０－１ 無 25 12 

会 議 室 鉄 骨 25 2.6 有 無 自治会長 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐58 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

土 

井 

首 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

6 

南部市民センター 末石町１６２ ８３３－５０５０ 500 250 

多 目 的 ホ ー ル 鉄 筋 500 7.3 無 無 指定管理者 

7 

平 山 町 公 民 館 平山町１１１９－２ 無 150 75 

集 会 所 、 研 修 室 

和 室 
鉄 骨 150 44.3 有 無 自治会長 

8 

磯 道 町 公 民 館 磯道町８０－８２ 無 140 70 

研 修 室 、 和 室 木 造 140 20.1 有 無 自治会長 

 

(9) 
9 

平 山 台 集 会 所 平山台１丁目２０－１４ 無 159 79 

集 会 室 、 和 室 木 造 159 80.4 有 無 自治会長 

深
堀
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 

深 堀 中 学 校 深堀町１丁目６０４ 
８７１－３０３７ 

Ｆ８７１－０９２４ 
513 256 

体 育 館 鉄 筋 513 2.9 無 無 学校長 

2 

深堀地区ふれあい

セ ン タ ー 
深堀町５丁目１８２ 

８７１－２３８７ 

Ｆ８７１－２３８７ 
205 102 

大会議室  

研修室 和室 
鉄 筋 205 3.3 有 無 指定管理者 

(3) 

3 

深 堀 体 育 館 深堀町５丁目７１２ 無 891 445 
 体 育 館 鉄 筋 891 3.7 無 無 スポーツ振興課長 

小
ケ
倉
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 

小 ケ 倉 小 学 校 小ケ倉町１丁目４０８ 
８７８－４３５３ 

Ｆ８７８－９０２３ 
546 273 

体 育 館 鉄 骨 546 27.4 無 無 学校長 

2 

南 長 崎 小 学 校 ダイヤランド４丁目５－１ 
８７８－９００３ 

Ｆ８７８－１５６５ 
775 387 

体 育 館 鉄 筋 775 139.8 有 無 学校長 

3 

小 ケ 倉 中 学 校 ダイヤランド１丁目４０－１ 
８７９－４９１６ 

Ｆ８７９－４９１７ 
816 408 

体 育 館 鉄 筋 816 141.0 無 無 学校長 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐59 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

小 

ケ 

倉 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 

4 

ダイヤランドふれあ

い セ ン タ ー 
ダイヤランド４丁目１－１ 

８７９－４６０９ 

Ｆ８７９－４６０９ 
211 105 

研 修 室 鉄 筋 211 130.8 有 無 所 長 

5 

小ケ倉地区ふれあ

い セ ン タ ー 
小ケ倉町２丁目２１－２ 

８７８－３７９６ 

Ｆ８７８－３８２３ 
199 99 

講堂 研修室 

和室 
鉄 筋 199 4.0 有 無 所 長 

6 

大 山 公 民 館 大山町５６６－１ 無 85 42 

集 会 室 木 造 85 224.5 有 無 自治会長 

 

(7) 
7 

極 楽 寺 小ケ倉町１丁目１７０ ８７８－３０５４ 79 39 

集 会 室 木 造 79 7.3 無 無 住 職 

小 
 

榊 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 

小 榊 小 学 校 みなと坂１丁目３５－６ 
８６５－２１５１ 

Ｆ８６５－１１８８ 
830 415 

体 育 館 鉄 筋 830 102.6 有 無 学校長 

2 

木鉢地区ふれあい

セ ン タ ー 
木鉢町２丁目２２８－６ 

８６５－４１４３ 

Ｆ８６５－４１４３ 
190 95 

講 堂 、 和 室 鉄 筋 190 2.6 有 無 所 長 

3 

小 榊 会 館 小瀬戸町１０１５－７ 
８６５－０７４０ 

Ｆ８３４－４００２ 
173 86 

会 議 室 、 研 修 室 

和 室 
鉄 筋 173 3.0 有 無 

地域センター 

所長 

4 

木鉢１丁目公民館 木鉢町１丁目１０９－８ 無 73 36 

和 室 木 造 73 2.7 有 無 自治会長 

5 

神 ノ 島 公 民 館 神ノ島町１丁目３５１ 無 111 55 

集 会 室 鉄 骨 111 2.7 有 無 自治会長 

6 

神ノ島３丁目公民館 神ノ島町３丁目２４－４４ 無 71 35 

講 堂 、 会 議 室 鉄 筋 71 3.7 有 無 自治会長 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐60 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

小 

榊 

 (7) 
7 

神 ノ 島 町 2 丁 目 

公 民 館 
神ノ島町２丁目１３６－２ 無 53 26 

集 会 室 木 造 53 2.6 無 無 自治会長 

福 
 

田 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

1 

手 熊 小 学 校 手熊町１３８２－１ 
８４１－０１０４ 

Ｆ８４１－１２５１ 
374 187 

体 育 館 鉄 骨 374 11.9 無 無 学校長 

2 

福 田 小 学 校 福田本町１４９３－１ 
８６５－１３２７ 

Ｆ８６５－２１５２ 
546 273 

体 育 館 

多 目 的 室 
鉄 骨 546 7.4 有 無 学校長 

3 

福 田 中 学 校 福田本町１４３０－１ 
８６５－２１５８ 

Ｆ８６５－３８８２ 
604 302 

体 育 館 鉄 骨 604 5.7 無 無 学校長 

4 

小 江 原 中 学 校 柿泊町２３１６ 
８４５－６１２８ 

Ｆ８４５－６５８１ 
605 302 

体 育 館 鉄 骨 605 165.3 無 無 学校長 

5 

手 熊 地 区 

ふれあいセンター 
手熊町１２９１－１ 

８４１－１６６１ 

Ｆ８４１－１６７７ 
105 52 

研 修 室 、 和 室 鉄 筋 105 3.4 有 無 所 長 

6 

手 熊 町 公 民 館 手熊町３６０ 無 91 45 

集 会 室 、 和 室 木 造 91 4.9 有 無 自治会長 

7 

柿 泊 町 立 公 民 館 柿泊町７７２－１ 無 153 76 

集 会 室 、 和 室 鉄 骨 153 4.6 無 無 自治会長 

8 

小 江 小 浦 公 民 館 小江町１０８－１ 無 39 19 

集 会 室 木 造 39 3.6 有 無 自治会長 

9 

小 江 町 集 会 所 小江町２４８１ 無 120 60 

集 会 室 、 和 室 鉄 筋 120 4.4 無 無 自治会長 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐61 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

福 

田 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

 

(11) 

10 

大 浜 町 公 民 館 大浜町３１６－９ 無 100 50 

集 会 室 、 和 室 木 造 100 2.4 有 無 自治会長 

11 

小 浦 住 宅 集 会 所 小浦町４５３ 無 58 29 

集 会 室 、 和 室 鉄 筋 58 7.0 有 無 自治会長 

式

見

地

域

セ

ン

タ

ー 

1 

式 見 小 学 校 式見町６７８ 
８４１－０００５ 

Ｆ８４１－１２５２ 
619 309 

体 育 館 鉄 骨 619 23.8 無 無 学校長 

2 

旧 式 見 中 学 校 四杖町１２４５ ８２９－１１２７ 528 264 

体 育 館 
鉄 骨 

（一部鉄筋） 
528 37.9 無 無 資産経営課長 

3 

式見地区ふれあい

セ ン タ ー 
式見町３５７ 

８４１－１１１８ 

Ｆ８４１－１１３４ 
201 100 

講 堂 

和 室 
鉄 筋 201 6.1 有 無 所 長 

 

(4) 
4 

園 田 町 公 民 館 園田町４３９－２ 無 54 27 

和 室 木 造 54 127.8 有 無 自治会長 

三 

重 

地 

域 

セ 

ン 

タ 

ー 
1 

三 重 小 学 校 三重町１１２５ 
８５０－０９３０ 

Ｆ８５０－００２１ 
377 188 

体 育 館 鉄 骨 377 7.1 無 無 学校長 

2 

畝 刈 小 学 校 京泊１丁目３－１ 
８５０－００２４ 

Ｆ８５０－０９３１ 
816 408 

体 育 館 鉄 筋 816 32.2 有 無 学校長 

3 

鳴 見 台 小 学 校 鳴見台２丁目１－８ 
８５０－４４４７ 

Ｆ８５０－４４０５ 
775 387 

体 育 館 鉄 筋 775 109.0 無 無 学校長 

4 

三 重 中 学 校 三京町８１１－５ 
８５０－０００９ 

Ｆ８５０－０９３２ 
605 302 

体 育 館 鉄 骨 605 40.7 有 無 学校長 

 

－
 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐62 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

三 
 

重 
 

地 
 

域 
 

セ 
 

ン 
 

タ 
 

ー 

5 

三重地域センター 三重町１０９８－１ 
８５０－１１１１ 

Ｆ８４０－１００１ 
173 86 

和 室 、 会 議 室 鉄 筋 173 6.4 有 無 
地域センター 

所長 

6 

三 重 地 区 公 民 館 三重町１１４２－１ 
８５０－０１４２ 

Ｆ８５０－０１４２ 
366 182 

講 堂 ・ 会 議 室 、 

敬 老 室 、 講 義 室 
鉄 筋 366 8.1 有 無 

地域センター 

所長 

7 

三 重 田 公 民 館 三重田町１２１８ 無 69 34 

集 会 室 、 和 室 鉄 骨 69 14.9 有 無 自治会長 

8 

西 樫 山 公 民 館 樫山町１８５６ 無 57 28 

集 会 室 木 造 57 17.7 有 無 自治会長 

9 

東 樫 山 公 民 館 樫山町８８６－２ 無 124 62 

講 堂 、 和 室 木 造 124 27.9 有 無 自治会長 

10 

東 上 公 民 館 三重町１６６－１ 無 129 64 

集 会 室 、 和 室 鉄 骨 129 5.2 有 無 自治会長 

11 

京 泊 公 民 館 京泊３丁目２９－３４ 無 97 49 

集 会 室 、 和 室 木 造 97 3.9 有 無 自治会長 

 

(14) 
12 

三 重 地 区 市 民 

セ ン タ ー 
畝刈町２８番地７ ８１４－１５６１ 587 293 

多 目 的 ホ ー ル 

和 室 
鉄 筋 587 4.3 有 無 

北総合事務所 

地域福祉課長 

13 

多 以 良 町 公 民 館 多以良町３８９ 無 99 48 

集 会 室 、 和 室 鉄 骨 99 27.1 有 無 自治会長 

14 

沖 平 公 民 館 多以良町１８８９番地１ 無 79 39 

和 室 、 大 会 議 室 木 造 79 3.9 有 無 自治会長 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐63 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

香

焼

地

域

セ

ン

タ

ー

 

1 

香 焼 ひ ま わ り 香焼町１０７０番地４ 
８７１－４１１２ 

Ｆ８７１－４６６７ 
210 105 

大 広 間 等 鉄 筋 210 3.1 無 無 指定管理者 

2 

香 焼 小 学 校 香焼町４９３番地 
８７１－４２１６ 

Ｆ８７１－４０４９ 
632 316 

体 育 館 鉄 骨 632 3.0 無 無 学校長 

3 

香 焼 中 学 校 香焼町５６３番地１０ 
８７１－４０４４ 

Ｆ８７１－５８７３ 
937 468 

体 育 館 鉄 骨 937 2.8 無 無 学校長 

(4) 

4 

香 焼 公 民 館 香焼町５０１番地２ 
８７１－５２１３ 

Ｆ８７１－５２１３ 
728 364 

会 議 室 、 和 室 鉄 筋 728 16.2 有 無 
地域センター 

所長 

伊
王
島
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 

馬 込 生 活 館 伊王島町２丁目２０４７ 無 100 50 

集 会 室 鉄 筋 100 4.5 有 無 自治会長 

2 

塩 町 集 会 所 伊王島町２丁目８００ 無 140 70 

集 会 室 鉄 骨 140 3.5 有 無 自治会長 

 

(3) 
3 

開発総合センター 伊王島町１丁目甲３２７２ 
８９８－７８７０ 

Ｆ８９２－１１４０ 
500 250 

集 会 室 鉄 筋 500 3.9 有 無 
南総合事務所地

域福祉課長 

高
島
地
域 

セ
ン
タ
ー 

1 

高 島 ふ れ あ い 

セ ン タ ー 
高島町１７２８番地１ 

８９８－７８７０ 

Ｆ８９２－１１４

０ 

355 177 

1 Ｆ ホ ー ル 、 

2 Ｆ 講 座 室 
鉄 筋 355 6.0 無 無 

南総合事務所 

地域福祉課長 

野
母
崎
地
域
セ
ン
タ
ー

 

1 

高 浜 地 区 公 民 館 高浜町３２０３番地７３ 
８９４－２００１ 

Ｆ８９４－２２１９ 
300 150 

講 堂 、 和 室 鉄 筋 300 5.8 有 無 
地域センター 

所    長 

2 

野 母 地 区 公 民 館 野母町２２４４番地１ 
８９３－２６６３ 

Ｆ８９３－２６６３ 
204 102 

講 堂 、 和 室 鉄 筋 204 2.3 有 無 
地域センター 

所    長 

(1) 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐64 

 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

野

母

崎

地

域

セ

ン

タ

ー 

3 

野母崎地域センター 野母町１６６５番地 
８９３－１１１１ 

Ｆ８９３－０４０４ 
180 90 

会 議 室 鉄 筋 180 4.1 無 無 
地域センター 

所    長 

4 

野 母 崎 文 化 

セ ン タ ー 
野母町５５５番地 ８９３－２０２２ 456 228 

多目的ホール、 

視 聴 覚 室 
鉄 筋 456 6.9 無 無 指定管理者 

5 

脇 岬 地 区 

ふれあいセンター 
脇岬町３３０９番地 

８９３－０１３７ 

Ｆ８９３－１４７１ 
265 132 

講 堂 、 和 室 鉄 筋 265 4.9 有 無 指定管理者 

6 

野母崎樺島地区 

ふれあいセンター 
野母崎樺島町４５９番地２ ８９３－０５０１ 93 46 

集 会 室 ・ 和 室 鉄 筋 93 3.0 有 無 指定管理者 

(8) 

7 

木場自治会集会所 野母崎脇岬町４７６番地１ 8 2 9 - 1 1 2 7 123 61 

 集 会 室 ・ 和 室 鉄 骨 123 193.9 有 無 
自 治 会 長 

資産経営課長 

 

8 

黒 浜 町 公 民 館 黒浜町８２３番地１ 無 52 26 

 多 目 的 ホ ー ル 木 造 52 6.4 有 無 自 治 会 長 

外
海
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 

黒崎地区公民館 下黒崎町５１５７番地１ 
0959－25－0136 

Ｆ0959ｰ25ｰ0136 
229 114 

講堂、会議室、 

和 室 
鉄 筋 229 6.5 有 無 館  長 

2 

出津地区ふれあい

セ ン タ ー 
西出津町２７９４番地１ ８１４－３４００ 582 291 

和室、会議室、休憩

スペース、講堂 
鉄 筋 582 46.0 有 無 

北総合事務所 

地域福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐65 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

外

海

地

域

セ

ン

タ

ー 

3 

外海地域センター 神浦江川町６５７番地２ 
0959－24－0211 

Ｆ0959－24－0218 
53 26 

娯楽室 鉄 筋 53 3.8 有 無 
地域センター 

所    長 

4 

外 海 中 学 校 西出津町１６３３番地 0959-25-0025 857 428 

体 育 館 鉄 筋 857 12.4 無 有 学校長 

5 

外 海 公 民 館 神浦江川町２番地 
0959－24－0460 

Ｆ0959-24-0460 
296 148 

講 堂 、 和 室 、 

展示室、会議室 
鉄 筋 296 4.9 有 無 

地域センター 

所    長 

6 

長 崎 県 民 の 森 神浦北大中尾町６９３－２ 無 229 109 

森 の 交 流 館 鉄 筋 229 441.0 有 無 
県林政課、 

(一社)長崎県林業コンサルト 

 

7 

池 島 中 央 会 館 池島町１００９番地１ 0959－26－2030 1,288 644 

会 議 室 鉄 筋 1,288 61.0 有 無 
地域センター 

所    長 

（8） 

 
8 

池 島 荘 池島町２１番地２ 0959－26－1706 81 40 

 

集 会 室 木 造 81 8.0 有 無 指定管理者 

三

和

地

域

セ

ン

タ

ー 

1 

三 和 中 学 校 為石町２６００番地 ８９２－１１１９ 150 75 

武 道 場 鉄 筋 150 16.7 無 無 学校長 

2 

木場老人集会所 宮崎町１９２２番地１ 無 39 19 

集 会 室 木 造 39 124.3 有 無 自治会長 

3 

総 合 地 域 施 設 宮崎町１３９番地１ 無 100 50 

集 会 室 鉄 筋 100 4.6 有 無 自治会長 

4 

川原老人憩いの家 川原町２３７４番地１ ８９２－１１１１ 92 46 

集 会 室 等 木 造 92 5.7 有 無 
地域センター 

所    長 
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風水害‐66 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

三

和

地

域

セ

ン

タ

ー 

5 

上川自治公民館 川原町４６４番地３ 無 177 88 

集 会 室 鉄 骨 177 45.7 有 無 自治会長 

6 

藤田尾自治公民館 藤田尾町３８６番地 無 126 63 

集会室等 鉄 筋 126 35.0 有 無 自治会長 

7 

椿が丘自治公民館 椿が丘町２番地１ 無 151 75 

集 会 室 等 鉄 筋 151 31.8 有 無 自治会長 

8 

三和地域センター 布巻町１１１番地１ ８９２－１１１１ 78 39 

和 室 鉄 筋 78 21.0 有 無 
地域センター 

所長 

9 

布巻自治公民館 布巻町１０３８番地 無 131 65 

集 会 室 等 鉄 筋 131 29.6 有 無 自治会長 

10 

蚊焼地区ふれあい

セ ン タ ー 
蚊焼町３０２０番地１ ８９２－００５１ 215 107 

講 堂 

和 室 
鉄 筋 215 4.8 有 無 指定管理者 

11 

岳路自治公民館 蚊焼町４９８２番地３ 無 125 62 

集 会 室 鉄 筋 125 14.4 有 無 自治会長 

 

(12) 
12 

晴海台地区ふれあ

い セ ン タ ー 
晴海台町４１番地２ 

８９２－２１１１ 

Ｆ８９２－２１１１ 
121 60 

和 室 鉄 筋 121 60.8 有 無 指定管理者 

琴
海
地
域
セ
ン
タ
ー 

1 

社会福祉センター 長浦町３７７７番地１０ ８８５－２１４１ 282 141 

和     室 

デイサービス室 
鉄 筋 283 2.5 有 無 社会福祉協議会 

2 

琴海活性化センター

（四季彩館） 
長浦町５０番地５ ８４０－７７７７ 240 120 

和 室 、 研 修 室 鉄 骨 240 5.0 有 無 
北総合事務所 

地域福祉課長 
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風水害‐67 

管 

内 

別 

番 
 
  

号 

施  設  名 所  在  地 
電   話 

Ｆ＝ＦＡＸ 

収容可能人員  

一 時 収 容 

建 物 区 分 構 造 
収容面積

(㎡) 

  標高 

(ｍ) 
給食施設 居住者 

備 考 

（連絡先） 

琴

海

地

域

セ

ン

タ

ー 

3 

琴海南部総合センター

(琴海地域センター) 
琴海村松町７０３番地１４ 

８８４－２００１ 

Ｆ８８４－２００８ 
1,698 849 

和 室 、 会 議 室 

体 育 館 
鉄 筋 

1,698 
1.6 有 

和室、

会議室 

体育館 

地域センター 

所長 

4 

ペニンシュラオーナーズ 

ゴ ル フ ク ラ ブ 
琴海尾戸町１７４０番地 ８８６－３５３５ 300 150 

２階多目的ホール 鉄 骨 300  無 無 支配人 

5 

琴 海 北 部 研 修 

セ ン タ ー 
琴海大平町６３８番地１２ ８８６－３０６８ 776 388 

和 室 、 体 育 館 

研 修 室 
鉄 筋 777 2.1 有 無 

北総合事務所 

地域福祉課長 

6 

琴海さざなみ会館 琴海形上町１８４９番地４ ８８６－３８１３ 342 171 

和 室 、 ホ ー ル 鉄 骨 342 2.8 有 無 
北総合事務所 

地域福祉課長 

7 

西海コミュニティー

セ ン タ ー 
西海町１８５９番地１ ８８４－３１０５ 292 146 

和 室 、 体 育 館 鉄 骨 293 3.4 有 無 自治会長 

8 

琴海ニュータウン

公 民 館 
西海町１７６５番地１６２ 無 304 152 

和 室 、 ホ ー ル 

会 議 室 
鉄 筋 305 10.4 有 無 自治会長 

 

(10) 
9 

琴海南部しらさぎ

会 館 
西海町１５６０番地９ ８６０－３３１０ 579 289 

会議室、ホール 鉄 筋 579 3.3 有 無 
北総合事務所 

地域福祉課長 

10 

旭 ケ 丘 公 民 館 琴海大平町１７４３番地３９ 無 104 52 

休 憩 室 、 和 室 木 造 104 63.4 有 無 自治会長 

合計 265 
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風水害‐68 

３－７ 拠点避難所一覧表 

 

 

番号 中学校区 選定箇所数 選定施設 

１ 桜 馬 場 ２か所 桜馬場地区ふれあいセンター、中央公民館 

２ 片 淵 １か所 上長崎地区ふれあいセンター 

３ 長 崎 １か所 地域学校交流センター（桜町小学校） 

４ 小 島 １か所 小島地区ふれあいセンター 

５ 大 浦 １か所 仁田佐古地区ふれあいセンター 

６ 梅 香 崎 １か所 南公民館 

７ 戸 町 １か所 戸町小学校（暫定） 

８ 丸 尾 １か所 西公民館 

９ 淵 １か所 淵地区ふれあいセンター 

10 小 江 原 １か所 小江原地区ふれあいセンター 

11 緑 が 丘 １か所 緑が丘地区ふれあいセンター 

12 旧 江 平 １か所 浦上駅前ふれあいセンター 

13 山 里 １か所 山里地区ふれあいセンター 

14 西 浦 上 １か所 北公民館 

15 三 川 １か所 三川地区ふれあいセンター 

16 岩 屋 ２か所 西北・岩屋ふれあいセンター、滑石公民館 

17 滑 石 １か所 滑石地区ふれあいセンター 

18 横 尾 １か所 横尾地区ふれあいセンター 

19 
 

西 泊 １か所 小榊会館 

20 福 田 １か所 福田小学校 

21 小 ヶ 倉 １か所 ダイヤランドふれあいセンター 

22 日 吉 － 

茂木地区ふれあいセンター 23 茂 木 １か所 

24 旧 南 － 
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風水害‐69 

 

番号 中学校区 選定箇所数 選定施設 

25 東 長 崎 ２か所 東公民館、古賀地区市民センター 

26 橘 ２か所 橘地区ふれあいセンター、東公園コミュニティ体育館 

27 日 見 １か所 日見地区ふれあいセンター 

28 土 井 首 １か所 南部市民センター 

29 深 堀 １か所 深堀地区ふれあいセンター 

30 香 焼 １か所 香焼公民館 

31 伊 王 島 １か所 開発総合センター 

32 高 島 １か所 高島ふれあいセンター 

33 三 和 １か所 三和地域センター 

34 野 母 崎 １か所 野母崎文化センター 

35 三 重 １か所 三重地区市民センター 

36 外 海 １か所 外海公民館 

37 池 島 １か所 池島中央会館 

38 琴 海 ２か所 琴海さざなみ会館、南部総合センター 

39 旧 式 見 １か所 式見地区ふれあいセンター 

 計 ４２か所 



３-８ 土砂災害警戒区域等における避難所一覧表 
 

別表 ４      

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1 

若竹地区 
(若竹町) 

若竹 
長崎－(急)－860 

平成16年 
12月17日 
第1396号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市西北町 
13番13号 
西北・岩屋 

ふれあいセンター 
 

長崎市岩屋町 
37番１号 
岩屋中学校 

78 
 
 
 
 

432 

2 
若竹⑵ 

長崎－(急)－859 
○ ○ 

3 
若竹⑶ 

長崎－(急)－871 
○ ○ 

4 
若竹⑶ 

長崎－(急)－871－2 
○ ○ 

5 
若竹⑶ 

長崎－(急)－871－3 
○ ○ 

6 
若竹⑷ 

長崎－(急)－872 
○ ○ 

7 
若竹⑸ 

長崎－(急)－874 
○ ○ 

8 
若竹⑹ 

長崎－(急)－875 
○ ○ 

9 
若竹⑹ 

長崎－(急)－875－2 
○ ○ 

10 
若竹⑹ 

長崎－(急)－875－3 
○ － 

11 
若竹⑹ 

長崎－(急)－875－4 
○ － 

12 
若竹⑺ 

長崎－(急)－870 
○ ○ 

13 
若竹⑺ 

長崎－(急)－870－2 
○ － 

14 
若竹⑺ 

長崎－(急)－870－3 
○ － 

15 
若竹⑺ 

長崎－(急)－870－4 
○ － 

16 
若竹⑺ 

長崎－(急)－870－5 
○ － 

17 
若竹⑺ 

長崎－(急)－870－6 
○ － 

18 
若竹⑻ 

長崎－(急)－873 
○ ○ 

19 
若竹⑻ 

長崎－(急)－873－2 
○ ○ 

20 
若竹川(イ) 

長崎－(土)－117 
○ － 

21 
若竹川(ロ) 

長崎－(土)－118 
○ ○ 

22 
若竹川(ハ) 

長崎－(土)－119 
○ ○ 

23 
若竹川(ニ) 

長崎－(土)－120 
○ ○ 

 
 
 
 

風
水
害
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

24 

戸石地区 

(戸石町) 

戸石⑴ 

長崎－(急)－1889 

平成16年 

12月17日 

第1396号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな漁
業協同組合 

 
長崎市 

かき道２丁目 
45番20号 

橘地区ふれあい 
センター 

 
長崎市 

かき道４丁目 
１番１号 
橘中学校 

85 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 

414 
 

25 
戸石⑴ 

長崎－(急)－1889－2 
○ ○ 

26 
戸石⑵ 

長崎－(急)－1888 
○ ○ 

27 
戸石⑶ 

長崎－(急)－1887 
○ ○ 

28 
戸石⒀ 

長崎－(急)－1887－2 
○ ○ 

29 
戸石⑷ 

長崎－(急)－1884 
○ ○ 

30 
戸石⑸ 

長崎－(急)－1885 
○ ○ 

31 
戸石⑹ 

長崎－(急)－1883 
○ ○ 

32 
戸石⑹ 

長崎－(急)－1883－2 
○ ○ 

33 
戸石⑺ 

長崎－(急)－1881 
○ ○ 

34 
戸石⑺ 

長崎－(急)－1881－2 
○ ○ 

35 
戸石⑺ 

長崎－(急)－1881－3 
○ ○ 

36 
戸石⑻ 

長崎－(急)－1879 
○ ○ 

37 
戸石⑻ 

長崎－(急)－1879－2 
○ － 

38 
戸石⑻ 

長崎－(急)－1879－3 
○ － 

39 
戸石⑼ 

長崎－(急)－1877 
○ ○ 

40 
戸石⒀ 

長崎－(急)－1878 
○ ○ 

41 
戸石⑽ 

長崎－(急)－1878－2 
○ － 

42 
戸石⑾ 

長崎－(急)－1862 
○ ○ 

43 
戸石⑿ 

長崎－(急)－1863 
○ ○ 

44 
戸石⒀ 

長崎－(急)－1886 
○ ○ 

45 
戸石⒁ 

長崎－(急)－1882 
○ ○ 

46 
戸石⒂ 

長崎－(急)－1876 
○ ○ 

47 
戸石⒂ 

長崎－(急)－1876－2 
○ ○ 

48 
戸石⒃ 

長崎－(急)－1875 
○ ○ 

49 
戸石⒄ 

長崎－(急)－1874 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

50 

戸石地区 
(戸石町) 

戸石⒄ 
長崎－(急)－1874－2 

平成16年 
12月17日 
第1396号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな漁
業協同組合 

 
長崎市 

かき道２丁目 
45番20号 

橘地区ふれあい 
センター 

 
長崎市 

かき道４丁目 
１番１号 
橘中学校 

85 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 

414 
 

51 
戸石⒅ 

長崎－(急)－1873 
○ ○ 

52 
戸石⒆ 

長崎－(急)－1872 
○ ○ 

53 
戸石⒆ 

長崎－(急)－1872－2 
○ ○ 

54 
戸石⒆ 

長崎－(急)－1872－3 
○ ○ 

55 
戸石⒇ 

長崎－(急)－1871 
○ ○ 

56 
戸石⒇ 

長崎－(急)－1871－2 
○ ○ 

57 
戸石園田平⑴ 

長崎－(急)－1865 
○ ○ 

58 
戸石園田平⑵ 

長崎－(急)－1864 
○ ○ 

59 
戸石下満城⑶ 

長崎－(急)－1880 
○ ○ 

60 
戸石下満城⑶ 

長崎－(急)－1880－2 
○ ○ 

61 
戸石下満城⑶ 

長崎－(急)－1880－3 
○ ○ 

62 
尾崎川(イ) 

長崎－(土)－382 
○ ○ 

63 
尾崎川(ロ) 

長崎－(土)－381 
○ ○ 

64 
戸石川(イ) 

長崎－(土)－383 
○ ○ 

65 
船津川(イ) 

長崎－(土)－388 
○ ○ 

66 
船津川(ロ) 

長崎－(土)－389 
○ ○ 

67 
船津川(ハ) 

長崎－(土)－386 
○ ○ 

68 
船津川(ニ) 

長崎－(土)－384 
○ ○ 

69 
船津川(ホ) 

長崎－(土)－387 
○ ○ 

70 
船津川(ヘ) 

長崎－(土)－385 
○ ○ 

71 

平間地区 

平間⑴ 
長崎－(急)－658 

平成18年 
３月24日 
第425号 

○ ○ 長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 

12番12号 
矢上小学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 

72 
平間⑵ 

長崎－(急)－669 
○ ○ 

73 
平間⑵ 

長崎－(急)－669－２ 
○ ○ 

74 
平間⑵ 

長崎－(急)－669－３ 
○ ○ 

75 
平間⑶ 

長崎－(急)－684 
○ ○ 

風
水
害
‐

71
 



番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

76 

平間地区 

平間⑷ 
長崎－(急)－1126 

平成18年 
３月24日 
第425号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 

77 
平間⑸ 

長崎－(急)－1080 
○ ○ 

78 
平間⑸ 

長崎－(急)－1080－２ 
○ ○ 

79 
平間⑸ 

長崎－(急)－1080－３ 
○ ○ 

80 
平間⑹ 

長崎－(急)－1094 
○ ○ 

81 
平間⑹ 

長崎－(急)－1094－２ 
○ ○ 

82 
平間⑺ 

長崎－(急)－1132 
○ ○ 

83 
平間⑻ 

長崎－(急)－1535 
○ ○ 

84 
平間⑼ 

長崎－(急)－1131 
○ ○ 

85 
平間⑽ 

長崎－(急)－652 
○ ○ 

86 
平間⑾ 

長崎－(急)－1124 
○ ○ 

87 
平間⑾ 

長崎－(急)－1124－２ 
○ ○ 

88 
平間⑾ 

長崎－(急)－1124－３ 
○ ○ 

89 
平間⑿ 

長崎－(急)－1056 
○ ○ 

90 
平間⒀ 

長崎－(急)－668 
○ ○ 

91 
平間⒂ 

長崎－(急)－648 
○ ○ 

92 
平間⒃ 

長崎－(急)－649 
○ ○ 

93 
平間⒃ 

長崎－(急)－649－２ 
○ ○ 

94 
平間⒄ 

長崎－(急)－650 
○ ○ 

95 
平間⒅ 

長崎－(急)－651 
○ ○ 

96 
平間⒆ 

長崎－(急)－653 
○ ○ 

97 
平間⒇ 

長崎－(急)－654 
○ ○ 

98 
平間(21) 

長崎－(急)－655 
○ ○ 

99 
平間(22) 

長崎－(急)－656－２ 
○ ○ 

100 
平間(23) 

長崎－(急)－656－３ 
○ ○ 

101 
平間(23) 

長崎－(急)－656－３－２ 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

102 

平間地区 

平間(24) 
長崎－(急)－656 

平成18年 
３月24日 
第425号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 

12番12号 
矢上小学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 

103 
平間(25) 

長崎－(急)－656－４ 
○ ○ 

104 
平間(25)－１ 

長崎－(急)－656－５ 
○ ○ 

105 
平間(26) 

長崎－(急)－657 
○ ○ 

106 
平間(27) 

長崎－(急)－664 
○ ○ 

107 
平間(28) 

長崎－(急)－665 
○ ○ 

108 
平間(29) 

長崎－(急)－666 
○ ○ 

109 
平間(30) 

長崎－(急)－667 
○ ○ 

110 
平間(30) 

長崎－(急)－667－２ 
○ ○ 

111 
平間(31) 

長崎－(急)－670 
○ ○ 

112 
平間(32) 

長崎－(急)－671 
○ ○ 

113 
平間(32) 

長崎－(急)－671－２ 
○ ○ 

114 
平間(33) 

長崎－(急)－672 
○ ○ 

115 
平間(34) 

長崎－(急)－673 
○ ○ 

116 
平間(35) 

長崎－(急)－674 
○ ○ 

117 
平間(36) 

長崎－(急)－675 
○ ○ 

118 
平間(37) 

長崎－(急)－676 
○ ○ 

119 
平間(38) 

長崎－(急)－677 
○ ○ 

120 
平間(39) 

長崎－(急)－678 
○ ○ 

121 
平間(40) 

長崎－(急)－682 
○ ○ 

122 
平間(41) 

長崎－(急)－683 
○ ○ 

123 
平間(42) 

長崎－(急)－684－２ 
○ ○ 

124 
平間(43) 

長崎－(急)－1052 
○ ○ 

125 
平間(44) 

長崎－(急)－1053 
○ ○ 

126 
平間(45) 

長崎－(急)－1054 
○ ○ 

127 
平間(45) 

長崎－(急)－1054－２ 
○ ○ 

 

風
水
害
‐

72
 



番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収用人員） 

128 

平間地区 

平間(46) 
長崎－(急)－1055 

平成18年 
３月24日 
第425号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 

129 
平間(47) 

長崎－(急)－1057 
○ ○ 

130 
平間(48) 

長崎－(急)－1073 
○ ○ 

131 
平間(48) 

長崎－(急)－1073－２ 
○ ○ 

132 
平間(49) 

長崎－(急)－1074 
○ ○ 

133 
平間(50) 

長崎－(急)－1076 
○ ○ 

134 
平間(51) 

長崎－(急)－1077 
○ ○ 

135 
平間(52) 

長崎－(急)－1078 
○ ○ 

136 
平間(53) 

長崎－(急)－1079 
○ ○ 

137 
平間(57) 

長崎－(急)－1097 
○ ○ 

138 
平間(58) 

長崎－(急)－1098 
○ ○ 

139 
平間(59) 

長崎－(急)－1460 
○ ○ 

140 
平間(60) 

長崎－(急)－1463 
○ ○ 

141 
平間(61) 

長崎－(急)－1464 
○ ○ 

142 
平間(65) 

長崎－(急)－1499 
○ ○ 

143 
平間(66) 

長崎－(急)－1537 
○ ○ 

144 
平間(67) 

長崎－(急)－1542 
○ ○ 

145 
平間(67) 

長崎－(急)－1542－２ 
○ ○ 

146 
平間重川内 

長崎－(急)－1075 
○ ○ 

147 
平間唐梅 

長崎－(急)－1099 
○ ○ 

148 
平間唐梅 

長崎－(急)－1099－２ 
○ ○ 

149 
平間和田⑴ 

長崎－(急)－1462 
○ ○ 

150 
平間和田⑵ 

長崎－(急)－1461 
○ － 

151 
平間城平⑴ 

長崎－(急)－1534 
○ ○ 

152 
平間城平⑵ 

長崎－(急)－1538 
○ ○ 

153 
間ノ瀬 

長崎－(急)－681 
○ ○ 

154 
中山川(イ) 

長崎－(土)－78 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

155 

平間地区 

中山川(ロ)左支川 
長崎－(土)－76 

平成18年 
３月24日 
第425号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 

12番12号 
矢上小学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 

156 
中山川(ロ)右支川 
長崎－(土)－76－２ 

○ ○ 

157 
中山川(ハ) 

長崎－(土)－77 
○ ○ 

158 
中山川(ニ) 

長崎－(土)－79 
○ ○ 

159 
中山川(ホ) 

長崎－(土)－76－３ 
○ ○ 

160 
中山川(ヘ) 

長崎－(土)－76－４ 
○ ○ 

161 
中山川(ト) 

長崎－(土)－76－５ 
○ ○ 

162 
中山川(チ) 

長崎－(土)－78－２ 
○ ○ 

163 
間ノ瀬川(イ) 
長崎－(土)－80 

○ ○ 

164 
間ノ瀬川(ロ) 
長崎－(土)－81 

○ ○ 

165 
間ノ瀬川(ハ) 

長崎－(土)－80－２ 
○ ○ 

166 
間ノ瀬川(ニ) 

長崎－(土)－81－２ 
○ ○ 

167 
間ノ瀬川(ホ) 

長崎－(土)－81－３ 
○ ○ 

168 
中野川 

長崎－(土)－171 
○ ○ 

169 
中野川(ロ) 

長崎－(土)－171－２ 
○ ○ 

170 
中野川(ハ) 

長崎－(土)－171－３ 
○ ○ 

171 
中野川(ニ) 

長崎－(土)－171－４ 
○ ○ 

172 
中野川(ホ) 

長崎－(土)－171－５ 
○ ○ 

173 
千間田川 

長崎－(土)－172 
○ － 

174 
千間田川(ロ) 

長崎－(土)－172－２ 
○ ○ 

175 
千間田川(ハ) 

長崎－(土)－172－３ 
○ ○ 

176 
平間川(イ) 

長崎－(土)－178 
○ ○ 

177 
城平川(ロ) 

長崎－(土)－179 
○ ○ 

178 
城平川(ハ) 

長崎－(土)－180 
○ ○ 

179 
城平川(ニ) 

長崎－(土)－181 
○ ○ 

180 
城平川(リ) 

長崎－(土)－180－２ 
○ － 

181 
平野川(ロ) 

長崎－(土)－187 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

182 

東地区 

東町⑴ 
長崎－(急)－1560 

平成18年 
３月24日 
第425号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市矢上町 
41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

183 
東町⑶ 

長崎－(急)－1547 
○ ○ 

184 
東町⑷ 

長崎－(急)－1541 
○ ○ 

185 
東町⑸ 

長崎－(急)－1536 
○ ○ 

186 
東町⑹ 

長崎－(急)－1133 
○ ○ 

187 
東町⑺ 

長崎－(急)－1539－１ 
○ ○ 

188 
東町⑻ 

長崎－(急)－1134 
○ ○ 

189 
東町⑽ 

長崎－(急)－1141 
○ ○ 

190 
東町⑾ 

長崎－(急)－1551 
○ ○ 

191 
東町⑿ 

長崎－(急)－1136 
○ ○ 

192 
東町⒀ 

長崎－(急)－1130 
○ ○ 

193 
東町⒁ 

長崎－(急)－1135 
○ ○ 

194 
東町⒁ 

長崎－(急)－1135－２ 
○ － 

195 
東町⒂ 

長崎－(急)－1137 
○ ○ 

196 
東町⒃ 

長崎－(急)－1138 
○ ○ 

197 
東町⒄ 

長崎－(急)－1139 
○ ○ 

198 
東町⒅ 

長崎－(急)－1140 
○ ○ 

199 
東町⒆ 

長崎－(急)－1539－２ 
○ ○ 

200 
東町⒇ 

長崎－(急)－1540 
○ ○ 

201 
東町⒇ 

長崎－(急)－1540－２ 
○ ○ 

202 
東町⒇ 

長崎－(急)－1540－３ 
○ ○ 

203 
東町(21) 

長崎－(急)－1545 
○ ○ 

204 
東町(22) 

長崎－(急)－1546 
○ ○ 

205 
東町(23) 

長崎－(急)－1549 
○ ○ 

206 
東町(24) 

長崎－(急)－1550 
○ ○ 

207 
東町(25) 

長崎－(急)－1552 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

208 

東地区 

東町(26) 
長崎－(急)－1553 

平成18年 
３月24日 
第425号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市矢上町 
41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 

12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

209 
東町(27) 

長崎－(急)－1559 
○ ○ 

210 
東町(28) 

長崎－(急)－1563 
○ ○ 

211 
東町(29) 

長崎－(急)－1564 
○ ○ 

212 
東町(30) 

長崎－(急)－1565 
○ ○ 

213 
東町(31) 

長崎－(急)－1566 
○ ○ 

214 
東町(32) 

長崎－(急)－1568 
○ ○ 

215 
東町(32) 

長崎－(急)－1568－２ 
○ ○ 

216 
東町(33) 

長崎－(急)－1569 
○ ○ 

217 
東樋口⑸ 

長崎－(急)－1548 
○ － 

218 
かき道２丁目⑴ 
長崎－(急)－1567 

○ ○ 

219 
瀬古川(イ) 

長崎－(土)－193 
○ － 

220 
瀬古川(ロ) 

長崎－(土)－191 
○ ○ 

221 
瀬古川(ハ) 

長崎－(土)－194 
○ ○ 

222 
瀬古川(ニ) 

長崎－(土)－192 
○ ○ 

223 
瀬古川(ホ) 

長崎－(土)－191－２ 
○ ○ 

224 
瀬古川(ヘ) 

長崎－(土)－191－３ 
○ ○ 

225 
瀬古川(ト) 

長崎－(土)－191－４ 
○ ○ 

226 
東川(イ) 

長崎－(土)－277 
○ － 

227 
東川(ロ) 

長崎－(土)－273 
○ ○ 

228 
東川(ハ) 

長崎－(土)－272 
○ ○ 

229 
東川(ニ) 

長崎－(土)－271 
○ ○ 

230 
東川(ホ) 

長崎－(土)－270 
○ ○ 

231 
東川(ヘ) 

長崎－(土)－276－２ 
○ ○ 

232 
長龍寺川(イ) 

長崎－(土)－276 
○ ○ 

233 
長龍寺川(ロ) 

長崎－(土)－275 
○ － 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

234 

東地区 

長龍寺川(ハ) 
長崎－(土)－274 

平成18年 
３月24日 
第425号 

○ － 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市矢上町 
41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

235 
待石川(イ) 

長崎－(土)－279 
○ － 

236 
待石川(ロ) 

長崎－(土)－281 
○ － 

237 
待石川(ハ) 

長崎－(土)－280 
○ － 

238 
待石川(ニ) 

長崎－(土)－278 
○ ○ 

239 

矢上地区 

矢上⑶ 
長崎－(急)－1555 

○ ○ 

長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

165 
 
 
 

466 

240 
矢上⑷ 

長崎－(急)－1556 
○ ○ 

241 
矢上⑷ 

長崎－(急)－1556-2 
○ ○ 

242 
矢上⑸ 

長崎－(急)－1557 
○ ○ 

243 
矢上⑹ 

長崎－(急)－1558 
○ ○ 

244 
矢上⑹ 

長崎－(急)－1558－２ 
○ ○ 

245 
矢上⑺ 

長崎－(急)－1543 
○ ○ 

246 

中里地区 
(中里町) 

中里平木場⑴ 
長崎－(急)－414 

平成18年 
５月19日 
第603号 

○ ○ 

 
長崎市中里町 

462番地 
中里町中央公民館 

 
長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

58 
 
 
 

44 

247 
中里平木場⑷ 

長崎－(急)－411 
○ ○ 

248 
中里平木場⑸ 

長崎－(急)－410 
○ ○ 

249 
中里平木場⑹ 

長崎－(急)－410-2 
○ ○ 

250 
中里⑼ 

長崎－(急)－734 
○ ○ 

251 
中里⑻ 

長崎－(急)－735 
○ ○ 

252 
中里平木場⑾ 

長崎－(急)－746 
○ ○ 

253 
中里⑸ 

長崎－(急)－737 
○ ○ 

254 
中里⑸ 

長崎－(急)－737-2 
○ ○ 

255 
中里⒁ 

長崎－(急)－749 
○ ○ 

256 
中里⑾ 

長崎－(急)－740 
○ ○ 

257 
中里平木場⒁ 

長崎－(急)－751 
○ ○ 

258 
中里平木場⒂ 

長崎－(急)－752 
○ ○ 

259 
中里平木場⒀ 

長崎－(急)－754 
○ ○ 
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所在地 
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避難所（収容人員） 

260 

中里地区 
(中里町) 

中里中野⑴ 
長崎－(急)－706 

平成18年 
５月19日 
第603号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 
長崎市中里町 

462番地 
中里町中央公民館 

 
長崎市古賀町 

948番地1 
古賀地区市民 
センター 

58 
 
 
 

44 

261 
中里中野⑴ 

長崎－(急)－706-2 
○ ○ 

262 
中里中野⑵ 

長崎－(急)－709 
○ ○ 

263 
中里中野⑶ 

長崎－(急)－707 
○ ○ 

264 
中里中野⑸ 

長崎－(急)－710 
○ ○ 

265 
中里中野⑷ 

長崎－(急)－708 
○ ○ 

266 
古賀⑽ 

長崎－(急)－705 
○ ○ 

267 
中里中野⑻ 

長崎－(急)－729 
○ ○ 

268 
中里内郷地⑵ 

長崎－(急)－765 
○ ○ 

269 
中里中野⑼ 

長崎－(急)－730 
○ ○ 

270 
中里内郷地⑸ 

長崎－(急)－732 
○ ○ 

271 
中里内郷地⑷ 

長崎－(急)－733 
○ ○ 

272 
中里内郷地⑴ 

長崎－(急)－766 
○ ○ 

273 
中里⑷ 

長崎－(急)－1117 
○ ○ 

274 
中里⑹ 

長崎－(急)－1119 
○ ○ 

275 
中里⑺ 

長崎－(急)－1122 
○ ○ 

276 
中里大木場⑽ 

長崎－(急)－1144 
○ ○ 

277 
中里大木場⑶ 

長崎－(急)－1123 
○ ○ 

278 
中里大木場⑶ 

長崎－(急)－1123-2 
○ ○ 

279 
中里大木場⑼ 

長崎－(急)－1149 
○ ○ 

280 
中里大木場⑻ 

長崎－(急)－1150 
○ ○ 

281 
中里大木場⑸ 

長崎－(急)－1169 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

282 

中里地区 
(中里町) 

中里平木場⑵ 
長崎－(急)－413 

平成18年 
５月19日 
第603号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 
長崎市中里町 

462番地 
中里町中央公民館 

 
長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

58 
 
 
 

44 

283 
中里平木場⑶ 

長崎－(急)－412 
○ ○ 

284 
中里平木場⑺ 

長崎－(急)－742 
○ ○ 

285 
中里平木場⑻ 

長崎－(急)－743 
○ ○ 

286 
中里⑽ 

長崎－(急)－736 
○ ○ 

287 
中里平木場⑼ 

長崎－(急)－744 
○ ○ 

288 
中里平木場⑽ 

長崎－(急)－745 
○ ○ 

289 
中里⑿ 

長崎－(急)－738 
○ ○ 

290 
中里⑿ 

長崎－(急)－738-2 
○ ○ 

291 
中里⒀ 

長崎－(急)－739 
○ ○ 

292 
中里平木場⑿ 

長崎－(急)－750 
○ ○ 

293 
中里中野⑺ 

長崎－(急)－728 
○ ○ 

294 
中里大木場⑴ 

長崎－(急)－1118 
○ ○ 

295 
中里大木場⑵ 

長崎－(急)－1120 
○ ○ 

296 
中里大木場⑿ 

長崎－(急)－1142 
○ ○ 

297 
中里大木場⑾ 

長崎－(急)－1143 
○ ○ 

298 
中里大木場⑹ 

長崎－(急)－1171 
○ ○ 

299 
中里中野⑹ 

長崎－(急)－728-2 
○ ○ 

300 
中里内郷地⑶ 

長崎－(急)－733-2 
○ ○ 

301 
中里大木場⑷ 

長崎－(急)－1123-3 
○ ○ 

302 
中里大木場⑺ 

長崎－(急)－1171-2 
○ ○ 
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303 

船石地区 
(船石町) 

 
 
 
 
 
 

船石転石⑴ 
長崎－(急)－756 

平成18年 
５月19日 
第603号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 

304 
船石転石⑵ 

長崎－(急)－758 
○ ○ 

305 
船石転石⑶ 

長崎－(急)－760 
○ ○ 

306 
船石転石⑷ 

長崎－(急)－761 
○ ○ 

307 
船石転石⑸ 

長崎－(急)－762 
○ ○ 

308 
船石⑻ 

長崎－(急)－763 
○ ○ 

309 
船石茶ノ木⑶ 

長崎－(急)－768 
○ ○ 

310 
船石茶ノ木⑵ 

長崎－(急)－769 
○ ○ 

311 
船石⒅ 

長崎－(急)－771 
○ ○ 

312 
船石⒆ 

長崎－(急)－773 
○ ○ 

313 
船石茶ノ木⑴ 

長崎－(急)－772 
○ ○ 

314 
船石(21) 

長崎－(急)－774 
○ ○ 

315 
船石⑽ 

長崎－(急)－778 
○ ○ 

316 
船石(22) 

長崎－(急)－776 
○ ○ 

317 
船石転石⑽ 

長崎－(急)－779 
○ ○ 

318 
船石小屋敷⑷ 

長崎－(急)－780 
○ ○ 

319 
船石転石⑾ 

長崎－(急)－781 
○ ○ 

320 
船石小屋敷⑶ 

長崎－(急)－783 
○ ○ 

321 
船石小屋敷⑴ 

長崎－(急)－775 
○ ○ 

322 
船石中転石 

長崎－(急)－767 
○ ○ 

323 
船石小屋敷⑵ 

長崎－(急)－1152 
○ ○ 
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324 

船石地区 
(船石町) 

 

船石⑾ 
長崎－(急)－1154 

平成18年 
５月19日 
第603号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

44 

325 
船石⑾ 

長崎－(急)－1154-2 
○ ○ 

326 
船石小屋敷⑹ 

長崎－(急)－1161 
○ ○ 

327 
船石⑺ 

長崎－(急)－1153 
○ ○ 

328 
船石上座⑴ 

長崎－(急)－1167 
○ ○ 

329 
船石並松⑴ 

長崎－(急)－1162 
○ ○ 

330 
船石⒀ 

長崎－(急)－1155 
○ ○ 

331 
船石千束野⑵ 

長崎－(急)－1146 
○ ○ 

332 
船石千束野⑶ 

長崎－(急)－1147 
○ ○ 

333 
船石⒁ 

長崎－(急)－1148 
○ ○ 

334 
船石並松⑵ 

長崎－(急)－1164 
○ ○ 

335 
船石並松⑷ 

長崎－(急)－1165 
○ ○ 

336 
船石並松⑶ 

長崎－(急)－1166 
○ ○ 

337 
船石⒂ 

長崎－(急)－1151 
○ ○ 

338 
船石千束野⑷ 

長崎－(急)－1158 
○ ○ 

339 
船石上座⑶ 

長崎－(急)－1168 
○ ○ 

340 
船石並松⑸ 

長崎－(急)－1159 
○ ○ 

341 
船石⑹ 

長崎－(急)－1170 
○ ○ 

342 
船石⑹ 

長崎－(急)－1170-2 
○ ○ 

343 
船石⑹ 

長崎－(急)－1170-3 
○ ○ 

344 
船石上座⑷ 

長崎－(急)－1183 
○ ○ 

345 
船石千束野⑺ 

長崎－(急)－1174 
○ ○ 

346 
船石⒄ 

長崎－(急)－1175 
○ ○ 
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土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

347 

船石地区 
(船石町) 

 

船石⒃ 
長崎－(急)－1172 

平成18年 
５月19日 
第603号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

44 

348 
船石上座⑸ 

長崎－(急)－1179 
○ ○ 

349 
船石上座⑹ 

長崎－(急)－1180 
○ ○ 

350 
船石千束野⑿ 

長崎－(急)－1177 
○ ○ 

351 
船石上座⑺ 

長崎－(急)－1181 
○ ○ 

352 
船石千束野⑽ 

長崎－(急)－1178 
○ ○ 

353 
船石千束野⑾ 

長崎－(急)－1182 
○ ○ 

354 
船石転石⑹ 

長崎－(急)－755 
○ ○ 

355 
船石転石⑺ 

長崎－(急)－757 
○ ○ 

356 
船石⑷ 

長崎－(急)－770 
○ ○ 

357 
船石⑼ 

長崎－(急)－777 
○ ○ 

358 
船石転石⑿ 

長崎－(急)－782 
○ ○ 

359 
船石小屋敷⑺ 

長崎－(急)－1160 
○ ○ 

360 
船石千束野⑴ 

長崎－(急)－1145 
○ ○ 

361 
船石並松⑹ 

長崎－(急)－1156 
○ ○ 

362 
船石上座⑵ 

長崎－(急)－1163 
○ ○ 

363 
船石上座⑵ 

長崎－(急)－1163-2 
○ ○ 

364 
船石千束野⑸ 

長崎－(急)－1157 
○ ○ 

365 
船石千束野⑹ 

長崎－(急)－1173 
○ ○ 

366 
船石千束野⑼ 

長崎－(急)－1176 
○ ○ 

367 
船石転石⑻ 

長崎－(急)－757-2 
○ ○ 

368 
船石⒇ 

長崎－(急)－773-2 
○ ○ 

369 
船石転石⑼ 

長崎－(急)－778-2 
○ ○ 
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370 

船石地区 
(船石町) 

 

船石小屋敷⑸ 
長崎－(急)－1160-2 

平成18年 
５月19日 
第603号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

44 

371 
船石⑿ 

長崎－(急)－1154-3 
○ ○ 

372 
船石⑿ 

長崎－(急)－1154-4 
○ ○ 

373 
船石⑿ 

長崎－(急)－1154-5 
○ ○ 

374 
船石千束野⑻ 

長崎－(急)－1176-2 
○ ○ 

375 

中里地区 
(中里町) 

中里川（イ） 
長崎－(土)－86 

○ － 

長崎市中里町 
462番地 

中里町中央公民館 
 

長崎市古賀町 
48番地1 

古賀地区市民 
センター 

58 
 
 
 

44 

376 
上中野川 

長崎－(土)－85 
○ － 

377 
樽山川（イ） 
長崎－(土)－87 

○ － 

378 
樽山川（ロ） 
長崎－(土)－91 

○ ○ 

379 
中里川（ロ） 
長崎－(土)－92 

○ ○ 

380 
深谷川 

長崎－(土)－185 
○ － 

381 
大木場川（ロ） 
長崎－(土)－186 

○ ○ 

382 
大木場川（イ） 
長崎－(土)－190 

○ － 

383 
蔭平川（イ） 

長崎－(土)－197 
○ ○ 

384 
蔭平川（ロ） 

長崎－(土)－198 
○ ○ 

385 
蔭平川（ハ） 

長崎－(土)－199 
○ ○ 

386 
中里川（ハ） 

長崎－(土)－92-2 
○ ○ 

387 
平木場川（ハ） 
長崎－(土)－86-2 

○ ○ 

388 

 

二双舟川（チ） 
長崎－(土)－88 

○ － 

389 
二双舟川（ハ） 
長崎－(土)－90 

○ － 

390 
二双舟川（ト） 
長崎－(土)－93 

○ ○ 

391 
転石川（ロ） 
長崎－(土)－96 

○ － 

392 
転石川（ニ） 
長崎－(土)－97 

○ ○ 
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393 

船石地区 
(船石町) 

転石川（ハ） 
長崎－(土)－94 

平成18年 
５月19日 
第603号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市古賀町 
48番地1 

古賀地区市民 
センター 

44 

394 
転石川（イ） 
長崎－(土)－98 

○ ○ 

395 
二双舟川（イ） 
長崎－(土)－95 

○ － 

396 
転石川（ホ） 

長崎－(土)－100 
○ － 

397 
船石川（ハ） 
長崎－(土)－99 

○ ○ 

398 
船石川（ロ） 

長崎－(土)－195 
○ ○ 

399 
船石川（イ） 

長崎－(土)－196 
○ ○ 

400 
雀川 

長崎－(土)－203 
○ ○ 

401 
千束野川（ハ） 
長崎－(土)－201 

○ ○ 

402 
千束野川（ロ） 
長崎－(土)－200 

○ ○ 

403 
千束野川（ホ） 
長崎－(土)－202 

○ ○ 

404 
千束野川（ニ） 
長崎－(土)－204 

○ ○ 

405 
千束野川（ヘ） 
長崎－(土)－205 

○ ○ 

406 
千束野川（イ） 
長崎－(土)－207 

○ － 

407 
二双舟川（ロ） 
長崎－(土)－89 

○ ○ 

408 
上座川（イ） 

長崎－(土)－196-2 
○ ○ 

409 
船石川（ニ） 

長崎－(土)－99-2 
○ ○ 

410 
千束野川（ト） 

長崎－(土)－205-2 
○ ○ 

411 
船石川（ヘ） 

長崎－(土)－99-3 
○ ○ 

412 
船石川（ホ） 

長崎－(土)－99-4 
○ ○ 

413 
千束野川（チ） 

長崎－(土)－205-3 
○ ○ 

414 
上座川（ロ） 

長崎－(土)－196-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

415 

現川地区 
(現川町) 

現川⑹ 
長崎－(急)－1021 

平成19年 
9月14日 
第841号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

416 
現川⑺ 

長崎－(急)－1022 
○ ○ 

417 
現川⑻ 

長崎－(急)－1022-2 
○ ○ 

418 
現川⑼ 

長崎－(急)－1022-3 
○ ○ 

419 
現川⑽ 

長崎－(急)－1023 
○ ○ 

420 
現川⑾ 

長崎－(急)－1024 
○ ○ 

421 
現川⑿ 

長崎－(急)－1024-2 
○ ○ 

422 
現川⒀ 

長崎－(急)－1024-3 
○ ○ 

423 
現川⒁ 

長崎－(急)－1026 
○ ○ 

424 
現川⒂ 

長崎－(急)－1027 
○ ○ 

425 
現川⒃ 

長崎－(急)－1027-2 
○ ○ 

426 
現川⒄ 

長崎－(急)－1029 
○ ○ 

427 
現川⒅ 

長崎－(急)－1029-2 
○ ○ 

428 
現川⒆ 

長崎－(急)－1030 
○ ○ 

429 
現川⒇ 

長崎－(急)－1031 
○ ○ 

430 
現川(21) 

長崎－(急)－1032 
○ ○ 

431 
現川(22) 

長崎－(急)－1033 
○ ○ 

432 
現川(23) 

長崎－(急)－1033-2 
○ ○ 

433 
現川(24) 

長崎－(急)－1034 
○ ○ 

434 
現川(25) 

長崎－(急)－1035 
○ ○ 

435 
現川(26) 

長崎－(急)－1036 
○ ○ 

436 
現川(27) 

長崎－(急)－1036-2 
○ ○ 

437 
現川尾崎 

長崎－(急)－1037 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

438 

現川地区 
(現川町) 

現川(28) 
長崎－(急)－1037-2 

平成19年 
9月14日 
第841号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 

12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

439 
現川(29) 

長崎－(急)－1038 
○ ○ 

440 
現川(30) 

長崎－(急)－1038-2 
○ ○ 

441 
現川(31) 

長崎－(急)－1039 
○ ○ 

442 
現川(32) 

長崎－(急)－1039-2 
○ ○ 

443 
現川(33) 

長崎－(急)－1039-3 
○ ○ 

444 
現川(34) 

長崎－(急)－1039-4 
○ ○ 

445 
現川(35) 

長崎－(急)－1040 
○ ○ 

446 
現川(36) 

長崎－(急)－1041 
○ ○ 

447 
現川(37) 

長崎－(急)－1042 
○ ○ 

448 
現川(38) 

長崎－(急)－1043 
○ ○ 

449 
現川(39) 

長崎－(急)－1044 
○ ○ 

450 
現川(40) 

長崎－(急)－1045 
○ ○ 

451 
現川(41) 

長崎－(急)－1045-2 
○ ○ 

452 
現川(42) 

長崎－(急)－1048 
○ ○ 

453 
現川(43) 

長崎－(急)－1048-2 
○ ○ 

454 
現川(4) 

長崎－(急)－1049 
○ ○ 

455 
現川(3) 

長崎－(急)－1050 
○ ○ 

456 
現川(44) 

長崎－(急)－1051 
○ ○ 

457 
現川(45) 

長崎－(急)－1058 
○ ○ 

458 
現川(46) 

長崎－(急)－1059 
○ ○ 

459 
現川(1) 

長崎－(急)－1060 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

460 

現川地区 
(現川町) 

現川(47) 
長崎－(急)－1061 

平成19年 
9月14日 
第841号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

461 
現川(48) 

長崎－(急)－1062 
○ ○ 

462 
現川(49) 

長崎－(急)－1063 
○ ○ 

463 
現川(50) 

長崎－(急)－1063-2 
○ ○ 

464 
現川(5) 

長崎－(急)－1064 
○ ○ 

465 
現川(51) 

長崎－(急)－1065 
○ ○ 

466 
現川(52) 

長崎－(急)－1066 
○ ○ 

467 
現川(53) 

長崎－(急)－1069 
○ ○ 

468 
現川(54) 

長崎－(急)－1069-2 
○ ○ 

469 
現川(55) 

長崎－(急)－1070 
○ ○ 

470 
現川(56) 

長崎－(急)－1071 
○ ○ 

471 
現川(2) 

長崎－(急)－1072 
○ ○ 

472 
現川(57) 

長崎－(急)－1081 
○ ○ 

473 
現川(58) 

長崎－(急)－1082 
○ ○ 

474 
現川(59) 

長崎－(急)－1082-2 
○ ○ 

475 
現川(60) 

長崎－(急)－1083 
○ ○ 

476 
現川(61) 

長崎－(急)－1084 
○ ○ 

477 
現川(62) 

長崎－(急)－1085 
○ ○ 

478 
現川(63) 

長崎－(急)－1086 
○ ○ 

479 
現川(64) 

長崎－(急)－1087 
○ ○ 

480 
現川(65) 

長崎－(急)－1088 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

481 

現川地区 
(現川町) 

現川(66) 
長崎－(急)－1089 

平成19年 
9月14日 
第841号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 

12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

482 
現川(67) 

長崎－(急)－1090 
○ ○ 

483 
現川(68) 

長崎－(急)－1091 
○ ○ 

484 
現川(69) 

長崎－(急)－1092 
○ ○ 

485 
現川(70) 

長崎－(急)－1092-2 
○ ○ 

486 
現川(71) 

長崎－(急)－1092-3 
○ ○ 

487 
現川(72) 

長崎－(急)－1426 
○ ○ 

488 
現川(73) 

長崎－(急)－1427 
○ ○ 

489 
現川(74) 

長崎－(急)－1428 
○ ○ 

490 
現川(75) 

長崎－(急)－1428-2 
○ ○ 

491 
現川(76) 

長崎－(急)－1428-3 
○ ○ 

492 
現川(77) 

長崎－(急)－1428-4 
○ ○ 

493 
現川(78) 

長崎－(急)－1456 
○ ○ 

494 
現川(79) 

長崎－(急)－1457 
○ ○ 

495 
現川(80) 

長崎－(急)－1457-2 
○ ○ 

496 
現川(81) 

長崎－(急)－1457-3 
○ － 

497 
現川(82) 

長崎－(急)－1457-4 
○ ○ 

498 
現川(83) 

長崎－(急)－1458 
○ － 

499 
谷間の神川(ハ) 
長崎－(土)－150 

○ ○ 

500 
谷間の神川(ハ)右支川 
長崎－(土)－150-2 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

501 

現川地区 
(現川町) 

谷間の神川(ハ)左支川 
長崎－(土)－150-3 

平成19年 
9月14日 
第841号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

02 
払畑川（イ） 

長崎－(土)－151 
○ ○ 

503 
払畑川（ニ） 

長崎－(土)－151-2 
○ ○ 

504 
払畑川（ロ） 

長崎－(土)－152 
○ ○ 

505 
谷間の神川（ロ） 
長崎－(土)－153 

○ ○ 

506 
谷間の神川（ニ） 
長崎－(土)－154 

○ ○ 

507 
谷間の神川（イ） 
長崎－(土)－155 

○ ○ 

508 
山郷川（ハ） 

長崎－(土)－156 
○ ○ 

509 
払畑川（ハ） 

長崎－(土)－157 
○ ○ 

510 
払畑川（ホ） 

長崎－(土)－157-2 
○ ○ 

511 
加勢首川（ハ） 
長崎－(土)－158 

○ ○ 

512 
加勢首川（ト） 

長崎－(土)－158-2 
○ ○ 

513 
加勢首川（ニ） 
長崎－(土)－159 

○ ○ 

514 
加勢首川（ホ） 
長崎－(土)－160 

○ ○ 

515 
加勢首川（ヘ） 

長崎－(土)－160-2 
○ ○ 

516 
加勢首川（チ） 

長崎－(土)－160-3 
○ ○ 

517 
加勢首川（リ） 

長崎－(土)－160-4 
○ ○ 

518 
給人川内川 

長崎－(土)－161 
○ － 

519 
給人川内川右支川１ 
長崎－(土)－161-2 

○ ○ 

520 
給人川内川右支川２ 
長崎－(土)－161-3 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

521 

現川地区 
(現川町) 

給人川内川左支川 
長崎－(土)－161-4 

平成19年 
9月14日 
第841号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 

12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

522 
加勢首川（イ） 
長崎－(土)－162 

○ ○ 

523 
加勢首川（ヌ） 

長崎－(土)－162-2 
○ ○ 

524 
加勢首川（ル） 

長崎－(土)－162-3 
○ ○ 

525 
加勢首川（ロ） 
長崎－(土)－163 

○ ○ 

526 
加勢首川（ヲ） 

長崎－(土)－163-2 
○ ○ 

527 
山郷川（イ） 

長崎－(土)－164 
○ ○ 

528 
山郷川（ロ） 

長崎－(土)－165 
○ ○ 

529 
小藤川 

長崎－(土)－166 
○ － 

530 
白水川 

長崎－(土)－167 
○ － 

531 
大屋敷川（イ） 
長崎－(土)－168 

○ － 

532 
大屋敷川（ハ） 
長崎－(土)－169 

○ ○ 

533 
榎木川（ホ） 

長崎－(土)－170 
○ ○ 

534 
大屋敷川（ロ） 
長崎－(土)－173 

○ － 

535 
大屋敷川（ロ）支川 
長崎－(土)－173-2 

○ ○ 

536 
大屋敷川（ニ） 

長崎－(土)－173-3 
○ ○ 

537 
大屋敷川（ホ） 

長崎－(土)－173-4 
○ ○ 

538 
榎木川（ト） 

長崎－(土)－174 
○ ○ 

539 
榎木川（チ） 

長崎－(土)－174-2 
○ ○ 

540 
榎木川（リ） 

長崎－(土)－174-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

541 

現川地区 
(現川町) 

榎木川（ヌ） 
長崎－(土)－174-4 

平成19年 
9月14日 
第841号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市平間町 
373番2号 
平間公民館 

 
長崎市矢上町 

41番7号 
教宗寺 

 
長崎市矢上町 
12番12号 
矢上小学校 

 
長崎市矢上町 

8番6号 
東長崎中学校 

65 
 
 
 

134 
 
 
 

165 
 
 
 

466 

542 
榎木川（ニ） 

長崎－(土)－175 
○ ○ 

543 
榎木川（ヘ） 

長崎－(土)－175-2 
○ ○ 

544 
榎木川（ハ） 

長崎－(土)－176 
○ ○ 

545 
榎木川（ロ） 

長崎－(土)－177 
○ ○ 

546 
榎木川（イ） 

長崎－(土)－264 
○ ○ 

547 

上戸石地区 
(上戸石町) 

上戸石（7） 
長崎－(急)－1570 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ ○ 

長崎市かき道 
４丁目１番１号 

橘中学校 
 

長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな 
漁業協同組合 

 
長崎市かき道 
２丁目45番20号 
橘地区ふれあい 

センター 
 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

414 
 
 
 

85 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 

359 

548 
上戸石（7） 

長崎－(急)－1570-2 
○ ○ 

549 
上戸石(3) 

長崎－(急)－1571 
○ ○ 

550 
上戸石(3) 

長崎－(急)－1571-2 
○ ○ 

551 
上戸石（8） 

長崎－(急)－1572 
○ ○ 

552 
上戸石（8） 

長崎－(急)－1572-2 
○ ○ 

553 
上戸石 

長崎－(急)－1573 
○ ○ 

554 
上戸石（13） 

長崎－(急)－1574 
○ ○ 

555 
上戸石（14） 

長崎－(急)－1575 
○ ○ 

556 
上戸石（15） 

長崎－(急)－1576 
○ ○ 

557 
上戸石（16） 

長崎－(急)－1577 
○ ○ 

558 
上戸石（17） 

長崎－(急)－1578 
○ ○ 

559 
上戸石（12） 

長崎－(急)－1579 
○ ○ 

560 
上戸石（18） 

長崎－(急)－1580 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

561 

上戸石地区 
(上戸石町) 

上戸石（19） 
長崎－(急)－1580-2 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市かき道 
４丁目１番１号 

橘中学校 
 

長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな漁
業協同組合 

 
長崎市かき道 
２丁目45番20号 
橘地区ふれあい 

センター 
 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

414 
 
 
 

85 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 

359 

562 
上戸石（20） 

長崎－(急)－1581 
○ ○ 

563 
上戸石（21） 

長崎－(急)－1582 
○ ○ 

564 
上戸石（22） 

長崎－(急)－1582-2 
○ ○ 

565 
上戸石（23） 

長崎－(急)－1582-3 
○ ○ 

566 
上戸石（4） 

長崎－(急)－1583 
○ ○ 

567 
上戸石（24） 

長崎－(急)－1584 
○ ○ 

568 
上戸石（25） 

長崎－(急)－1585 
○ ○ 

569 
上戸石(26) 

長崎－(急)－1586 
○ ○ 

570 
上戸石(10) 

長崎－(急)－1587 
○ ○ 

571 
上戸石（27） 

長崎－(急)－1587-2 
○ ○ 

572 
上戸石（11） 

長崎－(急)－1588 
○ ○ 

573 
上戸石（9） 

長崎－(急)－1589 
○ ○ 

574 
上戸石（5） 

長崎－(急)－1590 
○ ○ 

575 
上戸石（28） 

長崎－(急)－1591 
○ ○ 

576 
上戸石（29） 

長崎－(急)－1592 
○ ○ 

577 
上戸石（30） 

長崎－(急)－1593 
○ ○ 

578 
上戸石（2） 

長崎－(急)－1594 
○ ○ 

579 
上戸石（6） 

長崎－(急)－1860 
○ ○ 

580 
陣の内川（ニ） 
長崎－(土)－283 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

581 

上戸石地区 
(上戸石町) 

陣の内川（ホ） 
長崎－(土)－283-2 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ － 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市かき道 
４丁目１番１号 

橘中学校 
 

長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな漁
業協同組合 

 
長崎市かき道 
２丁目45番20号 
橘地区ふれあい 

センター 
 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

414 
 
 
 

85 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 

359 

582 
陣の内川（ヘ） 

長崎－(土)－283-3 
○ － 

583 
陣の内川（ハ） 
長崎－(土)－284 

○ ○ 

584 
陣の内川（ロ） 
長崎－(土)－285 

○ ○ 

585 
陣の内川（イ） 
長崎－(土)－286 

○ － 

586 
大坂川（ロ） 

長崎－(土)－287 
○ ○ 

587 
大坂川（ハ） 

長崎－(土)－287-2 
○ ○ 

588 
大坂川（イ） 

長崎－(土)－288 
○ ○ 

589 
大坂川（ニ） 

長崎－(土)－288-2 
○ ○ 

590 
水頭川 

長崎－(土)－289 
○ ○ 

591 
上戸石川（イ） 
長崎－(土)－290 

○ ○ 

592 
上戸石川（ニ） 

長崎－(土)－290-2 
○ ○ 

593 
上戸石川（ロ） 
長崎－(土)－291 

○ ○ 

594 
上戸石川（ハ） 
長崎－(土)－292 

○ ○ 

595 
上戸石川（ホ） 

長崎－(土)－292-2 
○ ○ 

596 
陣の内川（チ） 
長崎－(土)－294 

○ ○ 

597 
陣の内川（リ） 
長崎－(土)－295 

○ ○ 

598 
社口川 

長崎－(土)－297 
○ ○ 

599 
社口川（ハ） 

長崎－(土)－297-2 
○ ○ 

600 
社口川（ロ） 

長崎－(土)－297-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

601 

川内地区 
(川内町) 

川内（7） 
長崎－(急)－1595 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 
長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな 
漁業協同組合 

 
 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

 
85 
 
 
 
 
 

359 

602 
川内（8） 

長崎－(急)－1595-2 
○ ○ 

603 
川内（9） 

長崎－(急)－1596 
○ ○ 

604 
川内（10） 

長崎－(急)－1596-2 
○ ○ 

605 
川内（11） 

長崎－(急)－1596-3 
○ ○ 

606 
川内（12） 

長崎－(急)－1597 
○ ○ 

607 
川内（13） 

長崎－(急)－1597-2 
○ ○ 

608 
川内（14） 

長崎－(急)－1597-3 
○ ○ 

609 
川内(15) 

長崎－(急)－1598 
○ ○ 

610 
川内(6) 

長崎－(急)－1599 
○ ○ 

611 
川内（3） 

長崎－(急)－1600 
○ ○ 

612 
川内（16） 

長崎－(急)－1601 
○ ○ 

613 
川内（17） 

長崎－(急)－1602 
○ ○ 

614 
川内（5） 

長崎－(急)－1603 
○ ○ 

615 
川内（18） 

長崎－(急)－1604 
○ ○ 

616 
川内（19） 

長崎－(急)－1604-2 
○ ○ 

617 
川内（20） 

長崎－(急)－1604-3 
○ ○ 

618 
川内（21） 

長崎－(急)－1604-4 
○ ○ 

619 
川内（22） 

長崎－(急)－1604-5 
○ ○ 

620 
川内（23） 

長崎－(急)－1605 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

621 

川内地区 
(川内町) 

川内（2） 
長崎－(急)－1606 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 
長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな 
漁業協同組合 

 
 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

 
85 
 
 
 
 
 

359 

622 
川内（24） 

長崎－(急)－1607 
○ ○ 

623 
川内（4） 

長崎－(急)－1608 
○ ○ 

624 
川内（25） 

長崎－(急)－1609 
○ ○ 

625 
川内（26） 

長崎－(急)－1609-2 
○ ○ 

626 
川内（26） 

長崎－(急)－1609-3 
○ ○ 

627 
川内 

長崎－(急)－1610 
○ ○ 

628 
川内 

長崎－(急)－1610-2 
○ ○ 

629 
川内(27) 

長崎－(急)－1610-3 
○ ○ 

630 
川内(28) 

長崎－(急)－1611 
○ ○ 

631 
川内（29） 

長崎－(急)－1612 
○ ○ 

632 
川内（30） 

長崎－(急)－1613 
○ ○ 

633 
川内（30） 

長崎－(急)－1613-2 
○ ○ 

634 
川内（31） 

長崎－(急)－1614 
○ ○ 

635 
川内（32） 

長崎－(急)－1615 
○ ○ 

636 
川内（33） 

長崎－(急)－1618 
○ ○ 

637 
川内（33） 

長崎－(急)－1618-2 
○ ○ 

638 
川内（34） 

長崎－(急)－1619 
○ ○ 

639 
川内（34） 

長崎－(急)－1619-2 
○ ○ 

640 
川内（35） 

長崎－(急)－1620 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

641 

川内地区 
(川内町) 

川内（35） 
長崎－(急)－1620-2 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 
長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな 
漁業協同組合 

 
 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

 
85 
 
 
 
 
 

359 

642 
川内（36） 

長崎－(急)－1621 
○ ○ 

643 
田ノ頭川 

長崎－(土)－298 
○ ○ 

644 
田ノ頭川（ロ） 

長崎－(土)－298-2 
○ ○ 

645 
田ノ頭川（ハ） 

長崎－(土)－298-3 
○ ○ 

646 
下川内川 

長崎－(土)－299 
○ ○ 

647 
下川内川（ロ） 

長崎－(土)－299-2 
○ ○ 

648 
上川内川（ロ） 
長崎－(土)－300 

○ － 

649 
上川内川（ハ） 
長崎－(土)－301 

○ ○ 

650 
上川内川（イ） 
長崎－(土)－302 

○ ○ 

651 
上川内川（ニ） 
長崎－(土)－303 

○ ○ 

652 
上川内川（ホ） 
長崎－(土)－304 

○ ○ 

653 
上川内川（ヘ） 
長崎－(土)－305 

○ ○ 

654 
上川内川（ト） 
長崎－(土)－306 

○ ○ 

655 
上川内川（チ） 
長崎－(土)－307 

○ ○ 

656 

戸石地区 
(戸石町) 

戸石化屋（1） 
長崎－(急)－1866 

○ ○ 長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな 
漁業協同組合 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

長崎市かき道 
４丁目１番１号 

橘中学校 

85 
 
 
 
 

359 
 
 
 

414 

657 
戸石（21） 

長崎－(急)－1867 
○ ○ 

658 
戸石（22） 

長崎－(急)－1868 
○ ○ 

659 
戸石（23） 

長崎－(急)－1869 
○ ○ 

660 
戸石（24） 

長崎－(急)－1870 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

661 

川内地区 
(川内町) 

戸石（25） 
長崎－(急)－1870-2 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 
長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな 
漁業協同組合 

 
 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

 
長崎市かき道 
４丁目１番１号 

橘中学校 

 
85 
 
 
 
 
 
 

359 
 
 
 

414 

662 
片峰川 

長崎－(土)－297-4 
○ ○ 

663 
尾崎川 

長崎－(土)－297-5 
○ ○ 

664 

牧島地区 
(牧島町) 

牧島（10） 
長崎－(急)－1890 

○ ○ 

665 
牧島（11） 

長崎－(急)－1891 
○ ○ 

666 
牧島（11） 

長崎－(急)－1891-2 
○ ○ 

667 
牧島（11） 

長崎－(急)－1891-3 
○ ○ 

668 
牧島（12） 

長崎－(急)－1892 
○ ○ 

669 
牧島(2) 

長崎－(急)－1893 
○ ○ 

670 
牧島(3) 

長崎－(急)－1894 
○ ○ 

671 
牧島（13） 

長崎－(急)－2135 
○ ○ 

672 
牧島（13） 

長崎－(急)－2135-2 
○ ○ 

673 
牧島（13） 

長崎－(急)－2135-3 
○ ○ 

674 
牧島（14） 

長崎－(急)－2136 
○ ○ 

675 
牧島（15） 

長崎－(急)－2137 
○ ○ 

676 
牧島（16） 

長崎－(急)－2138 
○ ○ 

677 
牧島（17） 

長崎－(急)－2139 
○ ○ 

678 
牧島（18） 

長崎－(急)－2140 
○ ○ 

679 
牧島（19） 

長崎－(急)－2141 
○ ○ 

680 
牧島（20） 

長崎－(急)－2142 
○ ○ 

 

 

 

第
３
章

 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

681 

牧島地区 
(牧島町) 

牧島（9） 
長崎－(急)－2143 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 
長崎市戸石町 
1519番地34 

長崎市たちばな 
漁業協同組合 

 
 

長崎市戸石町 
194番地 
東長崎 

コミュニティ 
体育館 

 
長崎市かき道 
４丁目１番１号 

橘中学校 

 
85 
 
 
 
 
 
 

359 
 
 
 

414 

682 
牧島（21） 

長崎－(急)－2144 
○ ○ 

683 
牧島（21） 

長崎－（急)－2144-2 
○ ○ 

684 
牧島（22） 

長崎－(急)－2144-3 
○ ○ 

685 
牧島（23） 

長崎－(急)－2145 
○ ○ 

686 
牧島（1） 

長崎－(急)－2146 
○ ○ 

687 
牧島（24） 

長崎－(急)－2147 
○ ○ 

688 
牧島（4） 

長崎－(急)－2148 
○ ○ 

689 
牧島(5) 

長崎－(急)－2149 
○ ○ 

690 
牧島(5) 

長崎－(急)－2150 
○ ○ 

691 
牧島（25） 

長崎－(急)－2151 
○ ○ 

692 
牧島（26） 

長崎－(急)－2152 
○ ○ 

693 
牧島（6） 

長崎－(急)－2153 
○ ○ 

694 
牧島（8） 

長崎－(急)－2154 
○ ○ 

695 
牧島（8） 

長崎－(急)－2154-2 
○ ○ 

696 
牧島（27） 

長崎－(急)－2154-3 
○ ○ 

697 
牧島（7） 

長崎－(急)－2155 
○ ○ 

698 
牧島（7） 

長崎－(急)－2155-2 
○ ○ 

699 
牧島（7） 

長崎－(急)－2155-3 
○ ○ 

700 
牧島（28） 

長崎－(急)－2156 
○ ○ 

 

 

 

風
水
害
‐

85
 



番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

701 

牧島地区 
(牧島町) 

牧島（29） 
長崎－(急)－2156-2 

平成19年 
9月14日 
第842号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸石町1519番地34 
長崎市たちばな漁業協同組合 

 
長崎市戸石町194番地 
東長崎コミュニティ体育館 

 
長崎市かき道４丁目１番１号 

橘中学校 

85 
 
 

359 
 
 

414 

702 
牧島（30） 

長崎－(急)－2157 
○ ○ 

703 
牧島（31） 

長崎－（急)－2158 
○ ○ 

704 
中ノ浦川 

長崎－(土)－462 
○ ○ 

705 

古賀地区 
(古賀町) 

古賀（12） 
長崎－(急)－366 

平成19年 
12月28日 
第1172号 

○ ○ 

長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

 
 

長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

 
 

長崎市古賀町 
1650番地1号 
正念公民館 

 
44 
 
 
 
 
 

349 
 
 
 
 
52 

706 
古賀（13） 

長崎－(急)－389 
○ ○ 

707 
古賀（20） 

長崎－(急)－390 
○ ○ 

708 
古賀（21） 

長崎－(急)－391 
○ ○ 

709 
古賀(22) 

長崎－(急)－391-2 
○ ○ 

710 
古賀(23) 

長崎－(急)－392 
○ ○ 

711 
古賀（24） 

長崎－(急)－393 
○ ○ 

712 
古賀（25） 

長崎－(急)－394 
○ ○ 

713 
古賀（26） 

長崎－(急)－395 
○ ○ 

714 
古賀（27） 

長崎－(急)－396 
○ ○ 

715 
正念 

長崎－(急)－397 
○ ○ 

716 
古賀（28） 

長崎－(急)－398 
○ ○ 

717 
古賀（29） 

長崎－(急)－399 
○ ○ 

718 
古賀（30） 

長崎－(急)－400 
○ ○ 

719 
古賀（31） 

長崎－(急)－401 
○ ○ 

720 
古賀（32） 

長崎－(急)－403 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

721 

古賀地区 
(古賀町) 

古賀（33） 
長崎－(急)－404 

平成19年 
12月28日 
第1172号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

 
 

長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

 
 

長崎市古賀町 
1650番地1号 
正念公民館 

 
44 
 
 
 
 
 

349 
 
 
 
 
52 

722 
古賀（34） 

長崎－(急)－405 
○ ○ 

723 
古賀（35） 

長崎－（急)－407 
○ ○ 

724 
古賀（36） 

長崎－(急)－407-2 
○ ○ 

725 
古賀（37） 

長崎－(急)－408 
○ ○ 

726 
古賀（38） 

長崎－(急)－409 
○ ○ 

727 
古賀（39） 

長崎－(急)－409-2 
○ ○ 

728 
古賀（40） 

長崎－(急)－409-3 
○ ○ 

729 
古賀（10） 

長崎－(急)－684 
○ ○ 

730 
古賀（41） 

長崎－(急)－689 
○ ○ 

731 
古賀（42） 

長崎－(急)－690 
○ ○ 

732 
古賀（43） 

長崎－(急)－691 
○ ○ 

733 
古賀（44） 

長崎－(急)－691-2 
○ ○ 

734 
古賀（45） 

長崎－(急)－691-3 
○ ○ 

735 
古賀（46） 

長崎－(急)－692 
○ ○ 

736 
古賀（47） 

長崎－(急)－692-2 
○ ○ 

737 
古賀（6） 

長崎－(急)－693 
○ ○ 

738 
古賀（5） 

長崎－(急)－695 
○ ○ 

739 
古賀（7） 

長崎－(急)－699 
○ ○ 

740 
古賀（48） 

長崎－(急)－699-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

741 

古賀地区 
(古賀町) 

古賀（49） 
長崎－(急)－699-3 

平成19年 
12月28日 
第1172号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

 
 

長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

 
 

長崎市古賀町 
1650番地1号 
正念公民館 

 
44 
 
 
 
 
 

349 
 
 
 
 
52 

742 
古賀（19） 

長崎－(急)－700 
○ ○ 

743 
古賀（50） 

長崎－（急)－701 
○ ○ 

744 
古賀（11） 

長崎－(急)－702 
○ ○ 

745 
古賀（4） 

長崎－(急)－703 
○ ○ 

746 
古賀（51） 

長崎－(急)－723 
○ ○ 

747 
古賀（17） 

長崎－(急)－724 
○ ○ 

748 
古賀（3） 

長崎－(急)－725 
○ ○ 

749 
古賀（2） 

長崎－(急)－726 
○ ○ 

750 
古賀（2） 

長崎－(急)－727 
○ ○ 

751 
古賀（18） 

長崎－(急)－1106 
○ ○ 

752 
古賀（1） 

長崎－(急)－1109 
○ ○ 

753 
古賀（8） 

長崎－(急)－1110 
○ － 

754 
古賀（52） 

長崎－(急)－1110-2 
○ － 

755 
古賀（53） 

長崎－(急)－1110-3 
○ ○ 

756 
古賀（9） 

長崎－(急)－1111 
○ － 

757 
中里（6） 

長崎－(急)－1112 
○ － 

758 
古賀片峯 

長崎－(急)－1113 
○ ○ 

759 
古賀（16） 

長崎－(急)－1114 
○ ○ 

760 
古賀（54） 

長崎－(急)－1115 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

761 

古賀地区 
(古賀町) 

古賀畑ヶ中 
長崎－(急)－1116 

平成19年 
12月28日 
第1172号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市古賀町 
948番地1 

古賀地区市民 
センター 

 
 

長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

 
 

長崎市古賀町 
1650番地1号 
正念公民館 

 
44 
 
 
 
 
 

349 
 
 
 
 
52 

762 
古賀（55） 

長崎－(急)－1125 
○ ○ 

763 
古賀（56） 

長崎－（急)－1126-2 
○ ○ 

764 
古賀洗平 

長崎－(急)－1127 
○ ○ 

765 
古賀（57） 

長崎－(急)－1127-2 
○ ○ 

766 
古賀（15） 

長崎－(急)－1128 
○ ○ 

767 
古賀（14） 

長崎－(急)－1129 
○ ○ 

768 
正念川 

長崎－(土)－82 
○ ○ 

769 
正念川（イ） 

長崎－(土)－82-2 
○ ○ 

770 
正念川（ロ） 

長崎－(土)－83-4 
○ ○ 

771 
古賀川 

長崎－(土)－84 
○ ○ 

772 
正念川（ハ） 

長崎－(土)－84-3 
○ ○ 

773 
清水山川（ロ） 
長崎－(土)－182 

○ － 

774 
清水山川（イ） 
長崎－(土)－183 

○ － 

775 
古賀川（ハ） 

長崎－(土)－184 
○ ○ 

776 
古賀川（ニ） 

長崎－(土)－184-2 
○ ○ 

777 
古賀川（ロ） 

長崎－(土)－188 
○ ○ 

778 
古賀川（イ） 

長崎－(土)－189 
○ ○ 

779 
松原地区 
(松原町) 

松原（1） 
長崎－(急)－659 

○ ○ 長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

349 

780 
松原（8） 

長崎－(急)－659-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

781 

松原地区 
(松原町) 

松原 
長崎－(急)－660 

平成19年 
12月28日 
第1172号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

349 

782 
松原（9） 

長崎－(急)－661 
○ ○ 

783 
松原（6） 

長崎－（急)－662 
○ ○ 

784 
松原（10） 

長崎－(急)－663 
○ ○ 

785 
松原（11） 

長崎－(急)－663-2 
○ ○ 

786 
松原（7） 

長崎－(急)－679 
○ ○ 

787 
松原（7） 

長崎－(急)－679-2 
○ ○ 

788 
松原（12） 

長崎－(急)－679-3 
○ － 

789 
松原（4） 

長崎－(急)－679-4 
○ － 

790 
松原（13） 

長崎－(急)－680 
○ ○ 

791 
松原（14） 

長崎－(急)－680-2 
○ ○ 

792 
松原（15） 

長崎－(急)－680-3 
○ － 

793 
松原（16） 

長崎－(急)－685 
○ ○ 

794 
松原（17） 

長崎－(急)－685-2 
○ ○ 

795 
松原（18） 

長崎－(急)－685-3 
○ ○ 

796 
松原（19） 

長崎－(急)－685-4 
○ ○ 

797 
松原（20） 

長崎－(急)－686 
○ ○ 

798 
松原（21） 

長崎－(急)－687 
○ ○ 

799 
松原（22） 

長崎－(急)－688 
○ ○ 

800 
松原（23） 

長崎－(急)－696 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

801 

松原地区 
(松原町) 

松原（24） 
長崎－(急)－697 

平成19年 
12月28日 
第1172号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

349 

802 
松原（25） 

長崎－(急)－697-2 
○ ○ 

803 
松原（26） 

長崎－（急)－698 
○ ○ 

804 
松原（27） 

長崎－(急)－698-2 
○ ○ 

805 
松原（28） 

長崎－(急)－698-3 
○ ○ 

806 
松原（29） 

長崎－(急)－698-4 
○ ○ 

807 
松原（30） 

長崎－(急)－713 
○ ○ 

808 
松原（31） 

長崎－(急)－713-2 
○ ○ 

809 
松原（32） 

長崎－(急)－713-3 
○ ○ 

810 
松原（33） 

長崎－(急)－714 
○ ○ 

811 
松原（34） 

長崎－(急)－715 
○ ○ 

812 
松原（2） 

長崎－(急)－716 
○ ○ 

813 
松原（35） 

長崎－(急)－716-2 
○ ○ 

814 
松原（36） 

長崎－(急)－717 
○ ○ 

815 
松原（37） 

長崎－(急)－717-2 
○ ○ 

816 
松原（38） 

長崎－(急)－717-3 
○ ○ 

817 
松原（39） 

長崎－(急)－717-4 
○ ○ 

818 
松原（40） 

長崎－(急)－717-5 
○ ○ 

819 
松原（41） 

長崎－(急)－718 
○ ○ 

820 
松原（42） 

長崎－(急)－718-2 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

821 

松原地区 
(松原町) 

松原（43） 
長崎－(急)－718-3 

平成19年 
12月28日 
第1172号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

349 

822 
松原（44） 

長崎－(急)－719 
○ ○ 

823 
松原（45） 

長崎－（急)－720 
○ ○ 

824 
松原（46） 

長崎－(急)－720-2 
○ ○ 

825 
松原（3） 

長崎－(急)－721 
○ － 

826 
松原（47） 

長崎－(急)－721-2 
○ ○ 

827 
松原（48） 

長崎－(急)－722 
○ ○ 

828 
松原（49） 

長崎－(急)－1100 
○ ○ 

829 
松原（50） 

長崎－(急)－1100-2 
○ ○ 

830 
松原（51） 

長崎－(急)－1101 
○ ○ 

831 
松原（52） 

長崎－(急)－1101-2 
○ ○ 

832 
松原（53） 

長崎－(急)－1101-3 
○ ○ 

833 
松原（54） 

長崎－(急)－1102 
○ ○ 

834 
松原（55） 

長崎－(急)－1104 
○ ○ 

835 
松原（56） 

長崎－(急)－1105 
○ ○ 

836 
松原（57） 

長崎－(急)－1105-2 
○ ○ 

837 
松原（58） 

長崎－(急)－1107 
○ ○ 

838 
松原（59） 

長崎－(急)－1107-2 
○ ○ 

839 
松原（5） 

長崎－(急)－1108 
○ ○ 

840 
松原（60） 

長崎－(急)－1108-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

841 

松原地区 
(松原町) 

上床川 
長崎－(土)－83 

平成19年 
12月28日 
第1172号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市松原町 
2462番地 
古賀小学校 

349 

842 
上床川（イ） 

長崎－(土)－83-2 
○ ○ 

843 
上床川（ロ） 

長崎－（土)－83-3 
○ ○ 

844 
松原川 

長崎－(土)－84-2 
○ ○ 

845 
境川（ロ） 

長崎－(土)－84-4 
○ ○ 

846 
境川（イ） 

長崎－(土)－84-5 
○ ○ 

847 
境川 

長崎－(土)－84-6 
○ ○ 

848 
境川（ハ） 

長崎－(土)－84-7 
○ ○ 

849 
鶴の尾地区 
(鶴の尾町) 

鶴の尾（1） 
長崎－(急)－1103 

○ ○ 

850 
鶴の尾（2） 

長崎－(急)－1103-2 
○ ○ 

851 

鳴滝１丁 
目地区 

鳴滝１丁目（1）（2） 
長崎－(急)－2019 

平成20年 
3月21日 
第365号 

○ ○ 

長崎市鳴滝 
１丁目４番１号 
県立鳴滝高等学校 

 
 

長崎市桜馬場 
２丁目２番１号 
桜馬場中学校 

601 
 
 
 
 

496 

852 
鳴滝 

長崎－(急)－2022 
○ ○ 

853 
鳴滝１丁目（3） 

長崎－(急)－2022-2 
○ ○ 

854 
鳴滝川（イ） 

長崎－(土)－421 
○ － 

855 

鳴滝２丁 
目地区 

鳴滝２丁目（4） 
長崎－(急)－2017 

○ ○ 

856 
鳴滝２丁目（3） 
長崎－(急)－2018 

○ ○ 

857 
鳴滝２丁目（1） 
長崎－(急)－2020 

○ ○ 

858 
鳴滝２丁目（2） 
長崎－(急)－2021 

○ ○ 

859 
鳴滝３丁 
目地区 

鳴滝３丁目（5） 
長崎－(急)－1763 

○ ○ 

860 
鳴滝３丁目（8） 
長崎－(急)－1764 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

861 

鳴滝３丁 
目地区 

鳴滝３丁目（1） 
長崎－(急)－1765 

平成20年 
3月21日 
第365号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市鳴滝 
１丁目４番１号 
県立鳴滝高等学校 

 
 

長崎市桜馬場 
２丁目２番１号 
桜馬場中学校 

601 
 
 
 
 

496 

862 
鳴滝３丁目（4） 
長崎－(急)－1766 

○ ○ 

863 
鳴滝３丁目（7） 

長崎－（急)－1766-2 
○ ○ 

864 
鳴滝３丁目（3） 
長崎－(急)－1767 

○ ○ 

865 
鳴滝３丁目（6） 
長崎－(急)－1768 

○ ○ 

866 
鳴滝３丁目（2） 
長崎－(急)－1769 

○ ○ 

867 
鳴滝３丁目（10） 
長崎－(急)－1769-2 

○ ○ 

868 
鳴滝３丁目（3） 
長崎－(急)－1770 

○ ○ 

869 
鳴滝３丁目（9） 

長崎－(急)－2019-2 
○ ○ 

870 
鳴滝川（ト） 

長崎－(土)－348 
○ ○ 

871 
鳴滝川（ヘ） 

長崎－(土)－349 
○ ○ 

872 
鳴滝川（ホ） 

長崎－(土)－351 
○ ○ 

873 
鳴滝川（ハ） 

長崎－(土)－352 
○ ○ 

874 
鳴滝川（ニ） 

長崎－(土)－353 
○ ○ 

875 
鳴滝川（ロ） 

長崎－(土)－354 
○ ○ 

876 

本河内１ 
丁目地区 

本河内（24） 
長崎－(急)－2023 

○ ○ 

長崎市本河内1丁目
13番17号 

本河内1丁目公民館 
24 

877 
本河内（51） 

長崎－(急)－2023-2 
○ ○ 

878 
本河内（23） 

長崎－(急)－2024 
○ ○ 

879 
本河内（26） 

長崎－(急)－2026 
○ ○ 

880 
本河内（1） 

長崎－(急)－2045 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

881 

本河内１ 
丁目地区 

本河内（33） 
長崎－(急)－2045-2 

平成20年 
3月21日 
第365号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市本河内2丁目
2番1号 

聖母の騎士教会 
91 

882 
本河内川（イ） 
長崎－(土)－422 

○ ○ 

883 
本河内川（ロ） 
長崎－（土)－423 

○ ○ 

884 
本河内川（ハ） 
長崎－(土)－424 

○ ○ 

885 
本河内川（ニ） 
長崎－(土)－425 

○ － 

886 

本河内２ 
丁目地区 

本河内（2） 
長崎－(急)－2046 

○ ○ 

887 
本河内（27） 

長崎－(急)－2047 
○ － 

888 
本河内（34） 

長崎－(急)－2047-2 
○ ○ 

889 
本河内（3） 

長崎－(急)－2049 
○ ○ 

890 
本河内（4） 

長崎－(急)－2057 
○ ○ 

891 
本河内（5） 

長崎－(急)－2058 
○ ○ 

892 
本河内（36） 

長崎－(急)－2060 
○ ○ 

893 
本河内川（ホ） 
長崎－(土)－431 

○ ○ 

894 
本河内川（ヘ） 
長崎－(土)－432 

○ － 

895 
本河内川（ト） 
長崎－(土)－433 

○ ○ 

896 

本河内３ 
丁目地区 

本河内（22） 
長崎－(急)－2050 

○ ○ 

897 
本河内（57） 

長崎－(急)－2050-2 
○ － 

898 
本河内カッケ谷 
長崎－(急)－2056 

○ ○ 

899 
本河内（28） 

長崎－(急)－2059 
○ ○ 

900 
本河内（35） 

長崎－(急)－2059-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

901 

本河内３ 
丁目地区 

本河内（56） 
長崎－(急)－2059-3 

平成20年 
3月21日 
第365号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市本河内3丁目
4番8号 

本河内3丁目公民館 
64 

902 
本河内（6） 

長崎－(急)－2061 
○ ○ 

903 
本河内（58） 

長崎－（急)－2061-2 
○ ○ 

904 
本河内（39） 

長崎－(急)－2062 
○ ○ 

905 
本河内（40） 

長崎－(急)－2063 
○ ○ 

906 
本河内（7） 

長崎－(急)－2064 
○ ○ 

907 
本河内（41） 

長崎－(急)－2065 
○ ○ 

908 
本河内（42） 

長崎－(急)－2066 
○ ○ 

909 
本河内（8） 

長崎－(急)－2067 
○ ○ 

910 
本河内（48） 

長崎－(急)－2068 
○ ○ 

911 
本河内（55） 

長崎－(急)－2068-2 
○ ○ 

912 
本河内（49） 

長崎－(急)－2069 
○ ○ 

913 
本河内（12） 

長崎－(急)－2070 
○ ○ 

914 
本河内（59） 

長崎－(急)－2070-2 
○ ○ 

915 
本河内（47） 

長崎－(急)－2071 
○ ○ 

916 
本河内（43） 

長崎－(急)－2072 
○ ○ 

917 
本河内（52） 

長崎－(急)－2072-2 
○ ○ 

918 
本河内（53） 

長崎－(急)－2072-3 
○ ○ 

919 
本河内（44） 

長崎－(急)－2073 
○ ○ 

920 
本河内（45） 

長崎－(急)－2074 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

921 

本河内３ 
丁目地区 

本河内（11） 
長崎－(急)－2075 

平成20年 
3月21日 
第365号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市本河内3丁目
4番8号 

本河内3丁目公民館 
64 

922 
本河内（10） 

長崎－(急)－2076 
○ ○ 

923 
本河内（46） 

長崎－（急)－2077 
○ ○ 

924 
本河内（15） 

長崎－(急)－2078 
○ ○ 

925 
本河内（50） 

長崎－(急)－2079 
○ ○ 

926 
本河内（30） 

長崎－(急)－2080 
○ ○ 

927 
本河内孟子小屋 
長崎－(急)－2081 

○ ○ 

928 
本河内（14） 

長崎－(急)－2082 
○ ○ 

929 
本河内（29） 

長崎－(急)－2083 
○ ○ 

930 
本河内（13） 

長崎－(急)－2084 
○ ○ 

931 
本河内（54） 

長崎－(急)－2084-2 
○ ○ 

932 
本河内（38） 

長崎－(急)－2373 
○ ○ 

933 
本河内（37） 

長崎－(急)－2374 
○ ○ 

934 
道光川（ロ） 

長崎－(土)－430 
○ ○ 

935 
本河内川（カ） 

長崎－(土)－433-2 
○ ○ 

936 
道光川（イ） 

長崎－(土)－434 
○ ○ 

937 
道光川（ハ） 

長崎－(土)－434-2 
○ ○ 

938 
本河内川（ル） 
長崎－(土)－435 

○ ○ 

939 
本河内川（ヲ） 
長崎－(土)－436 

○ ○ 

940 
本河内川（ワ） 
長崎－(土)－437 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

941 

本河内３ 
丁目地区 

御手水川（ロ） 
長崎－(土)－438 

平成20年 
3月21日 
第365号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市本河内3丁目
4番8号 

本河内3丁目公民館 
64 

942 
御手水川（イ） 
長崎－(土)－439 

○ － 

943 
御手水川（ハ） 
長崎－（土)－440 

○ ○ 

944 
御手水川（ニ） 
長崎－(土)－441 

○ ○ 

945 
本河内川（チ） 
長崎－(土)－442 

○ ○ 

946 
本河内川（リ） 
長崎－(土)－443 

○ ○ 

947 
本河内川（ヌ） 
長崎－(土)－444 

○ ○ 

948 
上林川 

長崎－(土)－445 
○ ○ 

949 

木場町 
地区 

木場（37） 
長崎－(急)－1410 

平成20年 
3月21日 
第366号 

○ ○ 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市西山４丁目 
７０２番地１ 
仁田木場集会所 

306 
 
 
 
 
13 

950 
木場（33） 

長崎－(急)－1412 
○ ○ 

951 
木場（31） 

長崎－(急)－1413 
○ ○ 

952 
木場（35） 

長崎－(急)－1415 
○ ○ 

953 
木場（36） 

長崎－(急)－1415-2 
○ － 

954 
木場（34） 

長崎－(急)－1416 
○ ○ 

955 
木場（38） 

長崎－(急)－1417 
○ ○ 

956 
木場（39） 

長崎－(急)－1418 
○ ○ 

957 
木場（40） 

長崎－(急)－1419 
○ ○ 

958 
木場（32） 

長崎－(急)－1420 
○ ○ 

959 
木場（50） 

長崎－(急)－1420-2 
○ ○ 

960 
木場（42） 

長崎－(急)－1421 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

961 

木場町 
地区 

木場（41） 
長崎－(急)－1422 

平成20年 
3月21日 
第366号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市西山４丁目 
７０２番地１ 
仁田木場集会所 

306 
 
 
 
 
13 

962 
木場（29） 

長崎－(急)－1423 
○ ○ 

963 
木場（30） 

長崎－（急)－1424 
○ ○ 

964 
木場（44） 

長崎－(急)－1429 
○ ○ 

965 
木場（45） 

長崎－(急)－1430 
○ ○ 

966 
木場（46） 

長崎－(急)－1431 
○ ○ 

967 
木場 

長崎－(急)－1437 
○ ○ 

968 
木場（6） 

長崎－(急)－1438 
○ ○ 

969 
木場（28） 

長崎－(急)－1438-2 
○ ○ 

970 
木場（43） 

長崎－(急)－1439 
○ ○ 

971 
木場（49） 

長崎－(急)－1439-2 
○ ○ 

972 
木場（27） 

長崎－(急)－1440 
○ ○ 

973 
木場（25） 

長崎－(急)－1440-2 
○ ○ 

974 
木場（26） 

長崎－(急)－1440-3 
○ ○ 

975 
木場（24） 

長崎－(急)－1441 
○ ○ 

976 
木場（22） 

長崎－(急)－1442 
○ ○ 

977 
木場（5） 

長崎－(急)－1443 
○ ○ 

978 
木場（23） 

長崎－(急)－1444 
○ ○ 

979 
木場（47） 

長崎－(急)－1445 
○ ○ 

980 
木場（19） 

長崎－(急)－1446 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

981 

木場町 
地区 

木場（21） 
長崎－(急)－1447 

平成20年 
3月21日 
第366号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市西山４丁目 
７０２番地１ 
仁田木場集会所 

306 
 
 
 
 
13 

982 
木場（20） 

長崎－(急)－1448 
○ ○ 

983 
木場（16） 

長崎－（急)－1449 
○ ○ 

984 
木場（17） 

長崎－(急)－1449-2 
○ ○ 

985 
木場（18） 

長崎－(急)－1449-3 
○ ○ 

986 
木場（8） 

長崎－(急)－1745 
○ ○ 

987 
木場（9） 

長崎－(急)－1746 
○ ○ 

988 
木場（12） 

長崎－(急)－1746-2 
○ ○ 

989 
木場（2） 

長崎－(急)－1747 
○ ○ 

990 
木場（2） 

長崎－(急)－1747-2 
○ ○ 

991 
木場（7） 

長崎－(急)－1748 
○ ○ 

992 
木場（48） 

長崎－(急)－1748-2 
○ ○ 

993 
木場（3） 

長崎－(急)－1749 
○ ○ 

994 
木場（11） 

長崎－(急)－1750 
○ ○ 

995 
木場（10） 

長崎－(急)－1750-2 
○ ○ 

996 
木場（13） 

長崎－(急)－1751 
○ ○ 

997 
木場（4） 

長崎－(急)－1771 
○ ○ 

998 
木場（14） 

長崎－(急)－1772 
○ ○ 

999 
木場（15） 

長崎－(急)－1773 
○ ○ 

1000 
西山木場川（ロ） 
長崎－(土)－250 

○ － 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1001 

木場町 
地区 

木場川（ホ） 
長崎－(土)－251 

平成20年 
3月21日 
第366号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市西山４丁目 
７０２番地１ 
仁田木場集会所 

306 
 
 
 
 
13 

1002 
木場川（ヌ） 

長崎－(土)－251-2 
○ ○ 

1003 
木場川（チ） 

長崎－(土)－252 
○ ○ 

1004 
木場川（ト） 

長崎－(土)－253 
○ ○ 

1005 
木場川（ニ） 

長崎－(土)－254 
○ ○ 

1006 
木場川（リ） 

長崎－(土)－254-2 
○ ○ 

1007 
倉谷川 

長崎－(土)－260 
○ ○ 

1008 
木場川（ヘ） 

長崎－(土)－345 
○ ○ 

1009 
木場川（ロ） 

長崎－(土)－346 
○ ○ 

1010 
木場川（ハ） 

長崎－(土)－347 
○ ○ 

1011 
木場川（イ） 

長崎－(土)－355 
○ － 

1012 
乱林川 

長崎－(土)－356 
○ ○ 

1013 
片淵２丁 
目地区 

片淵２丁目（1） 
長崎－(急)－2016 

○ ○ 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市片淵３丁目 
２２番２２号 
片淵中学校 

306 
 
 
 
 

439 

1014 

片淵３丁 
目地区 

片淵３丁目（5） 
長崎－(急)－1755-2 

○ － 

1015 
片淵３丁目（2） 
長崎－(急)－1759 

○ ○ 

1016 
片淵３丁目（3） 

長崎－(急)－1759-2 
○ ○ 

1017 
片淵 

長崎－(急)－1761 
○ ○ 

1018 
片淵 

長崎－(急)－1761-2 
○ ○ 

1019 
片淵３丁目 

長崎－(急)－1762 
○ ○ 

1020 
片淵３丁目（4） 
長崎－(急)－2015 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1021 

片淵４丁 
目地区 

片淵４丁目（2） 
長崎－(急)－1758 

平成20年 
3月21日 
第366号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市片淵３丁目 
２２番２２号 
片淵中学校 

 
 

長崎市片淵４丁目 
２０番２号 

片淵４・５丁目 
公民館 

306 
 
 
 
 

439 
 
 
 
 
51 

1022 
片淵４丁目（3） 

長崎－(急)－1758-2 
○ ○ 

1023 
片淵４丁目（4） 

長崎－(急)－1758-3 
○ ○ 

1024 
片淵４丁目 

長崎－(急)－1760 
○ ○ 

1025 

片淵５丁 
目地区 

片淵５丁目（4） 
長崎－(急)－1752 

○ ○ 

1026 
片淵５丁目（5） 
長崎－(急)－1753 

○ ○ 

1027 
片淵５丁目（6） 
長崎－(急)－1754 

○ ○ 

1028 
片淵５丁目（1） 
長崎－(急)－1755 

○ ○ 

1029 
片淵５丁目（3） 
長崎－(急)－1756 

○ ○ 

1030 
片淵５丁目（2） 
長崎－(急)－1757 

○ ○ 

1031 
片淵川（イ） 

長崎－(土)－345-2 
○ ○ 

1032 
片淵川（ロ） 

長崎－(土)－345-3 
○ ○ 

1033 

西山１丁目 

西山１丁目（5） 
長崎－(急)－1733 

○ ○ 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市立山５丁目 
１３番１号 
県立長崎東 
高等学校 

306 
 
 
 
 

1545 

1034 
西山１丁目 

長崎－(急)－1734 
○ ○ 

1035 
西山１丁目（6） 
長崎－(急)－1742 

○ ○ 

1036 
西山１丁目（7） 
長崎－(急)－1743 

○ ○ 

1037 
西山１丁目（8） 

長崎－(急)－1743-2 
○ ○ 

1038 
西山１丁目（9） 

長崎－(急)－1743-3 
○ ○ 

1039 

西山２丁目 

西山２丁目（1） 
長崎－(急)－1741 

○ ○ 

1040 
西山２丁目（3） 

長崎－(急)－1741-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1041 

西山２丁目 

西山２丁目（2） 
長崎－(急)－2014 

平成20年 
3月21日 
第366号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市立山５丁目 
１３番１号 
県立長崎東 
高等学校 

306 
 
 
 
 
 

1545 

1042 
西山２丁目（4） 

長崎－(急)－2014-2 
○ ○ 

1043 
西山２丁目（5） 

長崎－(急)－2014-3 
○ ○ 

1044 
西山川（ヘ） 

長崎－(土)－344 
○ ○ 

1045 

西山３丁目 

西山３丁目 
長崎－(急)－1738 

○ － 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市西山４丁目 
７０２番地１ 
仁田木場集会所 

306 
 
 
 
 
13 

1046 
西山３丁目（2） 
長崎－(急)－1739 

○ ○ 

1047 
西山３丁目（3） 
長崎－(急)－1740 

○ ○ 

1048 
西山３丁目（4） 

長崎－(急)－1740-2 
○ ○ 

1049 
西山川（ニ） 

長崎－(土)－342 
○ ○ 

1050 
西山川（ホ） 

長崎－(土)－343 
○ ○ 

1051 

西山４丁目 

西山４丁目（7） 
長崎－(急)－1390 

○ ○ 

1052 
西山４丁目（23） 
長崎－(急)－1391 

○ ○ 

1053 
西山４丁目（2） 
長崎－(急)－1392 

○ ○ 

1054 
西山４丁目（24） 
長崎－(急)－1392-3 

○ ○ 

1055 
西山４丁目（22） 
長崎－(急)－1393 

○ ○ 

1056 
西山４丁目（3） 
長崎－(急)－1394 

○ ○ 

1057 
西山４丁目（21） 
長崎－(急)－1396 

○ ○ 

1058 
西山４丁目（20） 
長崎－(急)－1397 

○ ○ 

1059 
西山４丁目（4） 
長崎－(急)－1399 

○ ○ 

1060 
西山４丁目（5） 
長崎－(急)－1400 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1061 

西山４丁目 

西山４丁目（18） 
長崎－(急)－1401 

平成20年 
3月21日 
第366号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下西山町 
９番１号 

上長崎小学校 
 
 

長崎市西山４丁目 
７０２番地１ 
仁田木場集会所 

306 
 
 
 
 
13 

1062 
西山４丁目（5） 
長崎－(急)－1402 

○ ○ 

1063 
西山４丁目（15） 
長崎－(急)－1403 

○ ○ 

1064 
西山４丁目（16） 
長崎－(急)－1403-2 

○ ○ 

1065 
西山４丁目（17） 
長崎－(急)－1403-3 

○ ○ 

1066 
西山４丁目（11） 
長崎－(急)－1404 

○ ○ 

1067 
西山４丁目（12） 
長崎－(急)－1404-2 

○ ○ 

1068 
西山４丁目（8） 
長崎－(急)－1405 

○ ○ 

1069 
西山４丁目（1） 
長崎－(急)－1406 

○ ○ 

1070 
西山４丁目（9） 
長崎－(急)－1407 

○ ○ 

1071 
西山４丁目（19） 
長崎－(急)－1408 

○ ○ 

1072 
西山４丁目（13） 
長崎－(急)－1409 

○ ○ 

1073 
西山４丁目（14） 
長崎－(急)－1411 

○ ○ 

1074 
西山４丁目（25） 
長崎－(急)－1411-2 

○ ○ 

1075 
西山４丁目（26） 
長崎－(急)－1411-3 

○ ○ 

1076 
西山４丁目（10） 
長崎－(急)－1736 

○ ○ 

1077 
西山４丁目（6） 
長崎－(急)－1737 

○ ○ 

1078 
西山川（ト） 

長崎－(土)－247 
○ ○ 

1079 
西山川（イ） 

長崎－(土)－248 
○ ○ 

1080 
西山川（ロ） 

長崎－(土)－249 
○ ○ 

1081 
西山川（ハ） 

長崎－(土)－341 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1082 

飯香浦 
地区 

（飯香浦
町） 

飯香浦（１） 
長崎－（急）－2312 

平成20年 
3月28日 
第387号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市飯香浦町
3478 

日吉小中学校 
225 

1083 
飯香浦（８） 

長崎－（急）－2312-2 
○ ○ 

1084 
飯香浦（１１） 

長崎－（急）－2313 
○ ○ 

1085 
飯香浦（１２） 

長崎－（急）－2312-2 
○ ○ 

1086 
飯香浦（１３） 

長崎－（急）－2313-3 
○ ○ 

1087 
飯香浦（１４） 

長崎－（急）－2314 
○ ○ 

1088 
飯香浦（１５） 

長崎－（急）－2315 
○ ○ 

1089 
飯香浦（１６） 

長崎－（急）－2315-2 
○ ○ 

1090 
飯香浦（８８） 

長崎－（急）－2315-3 
○ ○ 

1091 
飯香浦（５） 

長崎－（急）－2316 
○ ○ 

1092 
飯香浦（９６） 

長崎－（急）－2317-2 
○ ○ 

1093 
飯香浦（９７） 

長崎－（急）－2317-3 
○ ○ 

1094 
飯香浦（１７） 

長崎－（急）－2333 
○ ○ 

1095 
飯香浦（１８） 

長崎－（急）－2334 
○ ○ 

1096 
飯香浦（１９） 

長崎－（急）－2334-2 
○ ○ 

1097 
飯香浦（２０） 

長崎－（急）－2335 
○ ○ 

1098 
飯香浦（２１） 

長崎－（急）－2335-2 
○ ○ 

1099 
飯香浦（６） 

長崎－（急）－3166 
○ ○ 

1100 
飯香浦（２４） 

長崎－（急）－3166-2 
○ ○ 

1101 
飯香浦（２５） 

長崎－（急）－3187 
○ ○ 

1102 
飯香浦（２６） 

長崎－（急）－3187-2 
○ ○ 

1103 
飯香浦（２７） 

長崎－（急）－3188 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1104 

飯香浦 
地区 

（飯香浦
町） 

飯香浦（２８） 
長崎－（急）－3188-2 

平成20年 
3月28日 
第387号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市飯香浦町
3478 

日吉小中学校 
225 

1105 
飯香浦（２９） 

長崎－（急）－3188-3 
○ ○ 

1106 
飯香浦（３０） 

長崎－（急）－3189 
○ ○ 

1107 
飯香浦（３１） 

長崎－（急）－3190 
○ ○ 

1108 
飯香浦（３２） 

長崎－（急）－3191 
○ ○ 

1109 
飯香浦（３３） 

長崎－（急）－3192 
○ ○ 

1110 
飯香浦（３４） 

長崎－（急）－3193 
○ ○ 

1111 
飯香浦（３５） 

長崎－（急）－3194 
○ ○ 

1112 
飯香浦（９） 

長崎－（急）－3195 
○ ○ 

1113 
飯香浦（３６） 

長崎－（急）－3195-2 
○ ○ 

1114 
飯香浦（８９） 

長崎－（急）－3195-3 
○ ○ 

1115 
飯香浦（３７） 

長崎－（急）－3196 
○ ○ 

1116 
飯香浦（３８） 

長崎－（急）－3196-2 
○ ○ 

1117 
飯香浦（３） 

長崎－（急）－3197 
○ ― 

1118 
飯香浦（３９） 

長崎－（急）－3198 
○ ○ 

1119 
飯香浦（９０） 

長崎－（急）－3198-2 
○ ○ 

1120 
飯香浦（４０） 

長崎－（急）－3199 
○ ○ 

1121 
飯香浦（４１） 

長崎－（急）－3200 
○ ○ 

1122 
飯香浦（４２） 

長崎－（急）－3200-2 
○ ○ 

1123 
飯香浦（４３） 

長崎－（急）－3200-3 
○ ○ 

1124 
飯香浦（４７） 

長崎－（急）－3201 
○ ○ 

1125 
飯香浦（２） 

長崎－（急）－3202 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1126 

飯香浦 
地区 

（飯香浦
町） 

飯香浦（４９） 
長崎－（急）－3202-2 

平成20年 
3月28日 
第387号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市飯香浦町
3478 

日吉小中学校 
225 

1127 
飯香浦（５０） 

長崎－（急）－3202-3 
○ ○ 

1128 
飯香浦（５２） 

長崎－（急）－3202-5 
○ ○ 

1129 
飯香浦（５４） 

長崎－（急）－3206 
○ ○ 

1130 
飯香浦（５５） 

長崎－（急）－3207 
○ ○ 

1131 
飯香浦（５６） 

長崎－（急）－3209-2 
○ ○ 

1132 
飯香浦（５７） 

長崎－（急）－3209-3 
○ ○ 

1133 
飯香浦（７） 

長崎－（急）－3210 
○ ○ 

1134 
飯香浦（９８） 

長崎－（急）－3210-3 
○ ― 

1135 
飯香浦（４） 

長崎－（急）－3214 
○ ○ 

1136 
飯香浦（９１） 

長崎－（急）－3214-2 
○ ○ 

1137 
飯香浦（５９） 

長崎－（急）－3215 
○ ○ 

1138 
飯香浦（６０） 

長崎－（急）－3215-2 
○ ○ 

1139 
飯香浦（６１） 

長崎－（急）－3216 
○ ○ 

1140 
飯香浦（６２） 

長崎－（急）－3217 
○ ○ 

1141 
飯香浦（６３） 

長崎－（急）－3328 
○ ○ 

1142 
飯香浦（６４） 

長崎－（急）－3328-2 
○ ○ 

1143 
飯香浦（６５） 

長崎－（急）－3328-3 
○ ○ 

1144 
飯香浦（６６） 

長崎－（急）－3329 
○ ○ 

1145 
飯香浦（６７） 

長崎－（急）－3329-2 
○ ○ 

1146 
飯香浦（６８） 

長崎－（急）－3329-3 
○ ○ 

1147 
飯香浦（６９） 

長崎－（急）－3329-4 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1148 

飯香浦 
地区 

（飯香浦
町） 

飯香浦（７０） 
長崎－（急）－3329-5 

平成20年 
3月28日 
第387号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市飯香浦町
3478 

日吉小中学校 
225 

1149 
飯香浦（７１） 

長崎－（急）－3329-6 
○ ○ 

1150 
飯香浦（９２） 

長崎－（急）－3329-7 
○ ○ 

1151 
飯香浦（９３） 

長崎－（急）－3329-8 
○ ○ 

1152 
飯香浦（９４） 

長崎－（急）－3329-9 
○ ○ 

1153 
飯香浦（７２） 

長崎－（急）－3330 
○ ○ 

1154 
飯香浦（７３） 

長崎－（急）－3330-2 
○ ○ 

1155 
飯香浦（９５） 

長崎－（急）－3330-3 
○ ○ 

1156 
飯香浦（７４） 

長崎－（急）－3331 
○ ○ 

1157 
飯香浦（７５） 

長崎－（急）－3345 
○ ○ 

1158 
飯香浦（７６） 

長崎－（急）－3345-2 
○ ○ 

1159 
飯香浦（７７） 

長崎－（急）－3346 
○ ○ 

1160 
飯香浦（７８） 

長崎－（急）－3347 
○ ○ 

1161 
飯香浦（７９） 

長崎－（急）－3348 
○ ○ 

1162 
飯香浦（８０） 

長崎－（急）－3349 
○ ○ 

1163 
飯香浦（８１） 

長崎－（急）－3350 
○ ○ 

1164 
飯香浦（８２） 

長崎－（急）－3373-2 
○ ○ 

1165 
飯香浦（８３） 

長崎－（急）－3376 
○ ○ 

1166 
飯香浦（８４） 

長崎－（急）－3377 
○ ○ 

1167 
飯香浦（８５） 

長崎－（急）－3377-2 
○ ○ 

1168 
飯香浦（８６） 

長崎－（急）－3377-3 
○ ○ 

1169 
飯香浦（８７） 

長崎－（急）－3378 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1170 

飯香浦 
地区 

（飯香浦
町） 

上名川（イ） 
長崎－（土）－502 

平成20年 
3月28日 
第387号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市飯香浦町
3478 

日吉小中学校 
225 

1171 
上名川（ロ） 

長崎－（土）－502-2 
○ ○ 

1172 
上名川（ハ） 

長崎－（土）－502-3 
○ ○ 

1173 
上名川 

長崎－（土）－520 
○ ○ 

1174 
上名川（ニ） 

長崎－（土）－3025 
○ ○ 

1175 
上名川（ホ） 

長崎－（土）－3025-2 
○ ○ 

1176 
片峰川（イ） 

長崎－（土）－3034 
○ ○ 

1177 
片峰川（ロ） 

長崎－（土）－3034-2 
○ ○ 

1178 
片峰川（ハ） 

長崎－（土）－3034-3 
○ ○ 

1179 
片峰川（ニ） 

長崎－（土）－3034-4 
○ ○ 

1180 
片峰川 

長崎－（土）－3036 
○ ○ 

1181 
片峰川（ヘ） 

長崎－（土）－3091 
○ ○ 

1182 
片峰川（ト） 

長崎－（土）－3091-2 
○ ○ 

1183 
片峰川（チ） 

長崎－（土）－3092 
○ ○ 

1184 
片峰川（リ） 

長崎－（土）－3096 
○ ○ 

1185 

太田尾 
地区 

(太田尾
町) 

太田尾（１） 
長崎－（急）－2317 

○ ○ 

1186 
太田尾（５） 

長崎－（急）－2317-5 
○ ○ 

1187 
太田尾（６） 

長崎－（急）－2317-6 
○ ○ 

1188 
太田尾（７） 

長崎－（急）－2317-7 
○ ○ 

1189 
太田尾（９） 

長崎－（急）－2318 
○ ○ 

1190 
太田尾（１１） 

長崎－（急）－2321 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1191 

太田尾 

地区 

（太田尾

町） 

山川河内（２） 
長崎－（急）－2322 

平成20年 
3月28日 
第387号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市飯香浦町
3478 

日吉小中学校 
225 

1192 
太田尾（１２） 

長崎－（急）－2323 
○ ○ 

1193 
太田尾（１４） 

長崎－（急）－2324-2 
○ ○ 

1194 
太田尾（１５） 

長崎－（急）－2324-3 
○ ○ 

1195 
山川河内（１） 

長崎－（急）－2325 
○ ○ 

1196 
太田尾（１６） 

長崎－（急）－2326 
○ ○ 

1197 
太田尾（１７） 

長崎－（急）－2327 
○ ○ 

1198 
太田尾（１８） 

長崎－（急）－2328 
○ ○ 

1199 
太田尾（１９） 

長崎－（急）－2328-2 
○ ○ 

1200 
太田尾（２０） 

長崎－（急）－2328-3 
○ ○ 

1201 
太田尾（２１） 

長崎－（急）－2329 
○ ○ 

1202 
太田尾（２２） 

長崎－（急）－2330 
○ ○ 

1203 
太田尾（２３） 

長崎－（急）－2331 
○ ○ 

1204 
太田尾（２４） 

長崎－（急）－2331-2 
○ ○ 

1205 
太田尾（２５） 

長崎－（急）－2375 
○ ○ 

1206 
太田尾（２６） 

長崎－（急）－3204 
○ ○ 

1207 
太田尾（２８） 

長崎－（急）－3204-2 
○ ○ 

1208 
太田尾（２７） 

長崎－（急）－3205 
○ ○ 

1209 
山川河内川（イ） 
長崎－（土）－503 

○ ○ 

1210 
山川河内川（ニ） 
長崎－（土）－504 

○ ○ 

1211 
山川河内川（ホ） 
長崎－（土）－505 

○ ○ 

1212 
山川河内川（ハ） 
長崎－（土）－506 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1213 

太田尾地

区 

（太田尾

町） 

山川河内川（ロ） 
長崎－（土）－507 

平成20年 
3月28日 
第387号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市飯香浦町
3478 

日吉小中学校 
225 

1214 
逃底川 

長崎－（土）－508 
○ ― 

1215 
山川河内川（ヘ） 
長崎－（土）－509 

○ ○ 

1216 
山川河内川（ト） 

長崎－（土）－509-2 
○ ○ 

1217 
山川河内川（チ） 

長崎－（土）－509-3 
○ ○ 

1218 
山川河内川（リ） 
長崎－（土）－510 

○ ○ 

1219 
山川河内川（ヌ） 

長崎－（土）－510-2 
○ ○ 

1220 

土井首地

区 

（土井

首町） 

土井首 
長崎－（急）－3992-5 

平成21年 
3月13日 
第336号 

○ ― 

長崎市柳田町194 
土井首小学校 

 
 
 

長崎市柳田町45-3 
土井首地区ふれあ

いセンター 

290 

 

 

141 

1221 
土井首 

長崎－（急）－3992-11 
○ ○ 

1222 
土井首 

長崎－（急）－3992-12 
○ ○ 

1223 
土井首 

長崎－（急）－3992-13 
○ ― 

1224 
土井首 

長崎－（急）－3992-14 
○ ○ 

1225 

草住地区 

（草住町） 

草住（１） 
長崎－（急）－3397 

○ ○ 

1226 
草住（１） 

長崎－（急）－3397-2 
○ ○ 

1227 
草住（７） 

長崎－（急）－3402 
○ ○ 

1228 
草住（７） 

長崎－（急）－3402-2 
○ ○ 

1229 
草住（８） 

長崎－（急）－3503 
○ ○ 

1230 
草住（８） 

長崎－（急）－3503-2 
○ ○ 

1231 
草住（６） 

長崎－（急）－3504 
○ ○ 

1232 
草住（３） 

長崎－（急）－3505 
○ ○ 

1233 
草住（３） 

長崎－（急）－3505-2 
○ ○ 

1234 
草住（３） 

長崎－（急）－3505-3 
○ ○ 

1235 
草住（３） 

長崎－（急）－3505-4 
○ ○ 

1236 
草住（３） 

長崎－（急）－3505-5 
○ ○ 

1237 
草住（５） 

長崎－（急）－3513 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1238 

草住地区 

（草住町） 

草住（５） 
長崎－（急）－3513-2 

平成21年 
3月13日 
第336号 

 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市柳田町194 
土井首小学校 

 
長崎市柳田町45-3 
土井首地区ふれあ

いセンター 

290 

 

141 

1239 
草住（４） 

長崎－（急）－3514 
○ ○ 

1240 
草住（９） 

長崎－（急）－3515 
○ ○ 

1241 
草住川（ハ） 

長崎－（土）－3150 
○ ○ 

1242 
草住川（ロ） 

長崎－（土）－3151 
○ ○ 

1243 
草住川（イ） 

長崎－（土）－3152 
○ ○ 

1244 
柳田川（ロ） 

長崎－（土）－3154 
○ ○ 

1245 

三和地区

（三和町） 

土井首 

長崎－（急）－3392 
○ ○ 

1246 
土井首 

長崎－（急）－3392-2 
○ ○ 

1247 
土井首 

長崎－（急）－3392-3 
○ ○ 

1248 
土井首 

長崎－（急）－3392-4 
○ ― 

1249 
土井首 

長崎－（急）－3392-6 
○ ○ 

1250 
土井首 

長崎－（急）－3392-7 
○ ○ 

1251 
土井首 

長崎－（急）－3392-9 
○ ― 

1252 
土井首 

長崎－（急）－3392-10 
○ ― 

1253 
三和（３） 

長崎－（急）－3398 
○ ○ 

1254 
三和（２） 

長崎－（急）－3400 
○ ○ 

1255 
三和（２） 

長崎－（急）－3400-2 
○ ― 

1256 
三和（４） 

長崎－（急）－3401 
○ ○ 

1257 
三和（４） 

長崎－（急）－3401-2 
○ ○ 

1258 
三和（５） 

長崎－（急）－3403 
○ ○ 

1259 
三和（６） 

長崎－（急）－3404 
○ ○ 

1260 
三和（８） 

長崎－（急）－3405 
○ ○ 

1261 
三和（９） 

長崎－（急）－3408 
○ ○ 

1262 
三和川（ハ） 

長崎－（土）－3111 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1263 

三和地区 

（三和町） 

三和川（ロ） 

長崎－（土）－3112 

平成21年 
3月13日 
第336号 

 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市柳田町194 
土井首小学校 

 
長崎市柳田町45-3 
土井首地区ふれあ

いセンター 

290 

 

141 

1264 
三和川（イ） 

長崎－（土）－3113 
○ ○ 

1265 
鹿尾川（ハ） 

長崎－（土）－3115 
○ ○ 

1266 
三和川（ホ） 

長崎－（土）－3116 
○ ○ 

1267 
京太郎 

地区 

（京太郎

町） 

京太郎川 

長崎－（土）－3117 
○ ― 

1268 
京太郎 

長崎－（急）－3406 
○ ○ 

1269 
京太郎（２） 

長崎－（急）－3409 
○ ○ 

1270 

鹿尾地区 

（鹿尾町） 

鹿尾 

長崎－（急）－3410 
○ ○ 

1271 
鹿尾 

長崎－（急）－3410-2 
○ ○ 

1272 
鹿尾（３） 

長崎－（急）－3521 
○ ○ 

1273 
鹿尾川（イ） 

長崎－（土）－3120 
○ ○ 

1274 

竿浦地区

（竿浦町） 

竿ノ浦（９） 

長崎－（急）－3508 
○ ― 

長崎市江川町1 

土井首中学校 

 

長崎市竿浦町1062 

南陽小学校 

 

452 

 

 

319 

1275 
竿ノ浦（１０） 

長崎－（急）－3509 
○ ― 

1276 
竿ノ浦（１０） 

長崎－（急）－3509-2 
○ ○ 

1277 
竿ノ浦（１１） 

長崎－（急）－3546 
○ ○ 

1278 
竿ノ浦（１２） 

長崎－（急）－3547 
○ ○ 

1279 
竿ノ浦（１３） 

長崎－（急）－3564 
○ ○ 

1280 
竿ノ浦（１４） 

長崎－（急）－3565 
○ ○ 

1281 
竿ノ浦（２） 

長崎－（急）－3566 
○ ○ 

1282 
竿ノ浦（７） 

長崎－（急）－3575 
○ ○ 

1283 
竿ノ浦（７） 

長崎－（急）－3575-2 
○ ○ 

1284 
竿ノ浦（６） 

長崎－（急）－3576 
○ ○ 

1285 
竿ノ浦（５） 

長崎－（急）－3577 
○ ○ 

1286 
竿ノ浦（４） 

長崎－（急）－3578 
○ ○ 

1287 
竿ノ浦（３） 

長崎－（急）－3579 
○ ○ 
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避難所（収容人員） 

1288 

竿浦地区 

（竿浦町） 

竿ノ浦（１５） 

長崎－（急）－3580 

平成21年 

3月13日 

第336号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市江川町1 

土井首中学校 

 

長崎市竿浦町1062 

南陽小学校 

 

452 

 

 

319 

1289 
竿ノ浦（１６） 

長崎－（急）－3581 
○ ○ 

1290 
竿ノ浦川（ヘ） 

長崎－（土）－3176 
○ ○ 

1291 
竿ノ浦川（ホ） 

長崎－（土）－3177 
○ ○ 

1292 
竿ノ浦川（ニ） 

長崎－（土）－3178 
○ ○ 

1293 
竿ノ浦川（ハ） 

長崎－（土）－3179 
○ ○ 

1294 
竿ノ浦川（ロ） 

長崎－（土）－3180 
○ ○ 

1295 
竿ノ浦川（ル） 

長崎－（土）－3181 
○ ○ 

1296 
竿ノ浦川（ワ） 

長崎－（土）－3182 
○ ○ 

1297 
竿ノ浦川（カ） 

長崎－（土）－3183 
○ ○ 

1298 
竿ノ浦川（ヨ） 

長崎－（土）－3183-2 
○ ○ 

1299 
竿ノ浦川（ヌ） 

長崎－（土）－3184 
○ ○ 

1300 
竿ノ浦川（イ） 

長崎－（土）－3186 
○ ― 

1301 
竿ノ浦川（チ） 

長崎－（土）－3187 
○ ○ 

1302 
竿ノ浦川（ト） 

長崎－（土）－3188 
○ ○ 

1303 
竿ノ浦川（ヲ） 

長崎－（土）－3189 
○ ○ 

1304 
竿ノ浦川（タ） 

長崎－（土）－3190 
○ ○ 

1305 

平山地区 

（平山町） 

平山（４） 

長崎－（急）－3555 
○ ○ 

長崎市平山台 

1丁目20-14 

平山台集会所 

79 

1306 
平山（４） 

長崎－（急）－3555-2 
○ ○ 

1307 
平山（２） 

長崎－（急）－3557 
○ ○ 

1308 
平山（２） 

長崎－（急）－3557-2 
○ ○ 

1309 
平山（２） 

長崎－（急）－3557-3 
○ ○ 

1310 
平山（２） 

長崎－（急）－3557-4 
○ ○ 

1311 
平山（１） 

長崎－（急）－3558 
○ ○ 

1312 
平山（１） 

長崎－（急）－3558-2 
○ ○ 
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所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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避難所（収容人員） 

1313 

平山地区 

（平山町） 

平山（５） 

長崎－（急）－3559 

平成21年 

3月13日 

第336号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市平山台 

1丁目20-14 

平山台集会所 

79 

1314 
平山（５） 

長崎－（急）－3559-2 
○ ○ 

1315 
平山（６） 

長崎－（急）－3560 
○ ○ 

1316 
平山（７） 

長崎－（急）－3569 
○ ○ 

1317 
平山（７） 

長崎－（急）－3569-2 
○ ○ 

1318 
平山（７） 

長崎－（急）－3569-3 
○ ○ 

1319 
平山（８） 

長崎－（急）－3570 
○ ○ 

1320 
平山（８） 

長崎－（急）－3570-2 
○ ○ 

1321 
平山（９） 

長崎－（急）－3571 
○ ○ 

1322 
平山（１０） 

長崎－（急）－3572 
○ ○ 

1323 
平山（１１） 

長崎－（急）－3573 
○ ○ 

1324 
平山（１２） 

長崎－（急）－3574 
○ ○ 

1325 
平山（３） 

長崎－（急）－3582 
○ ○ 

1326 
平山（３） 

長崎－（急）－3582-2 
○ ○ 

1327 
平山（１３） 

長崎－（急）－3612 
○ ○ 

1328 
平山（１５） 

長崎－（急）－3612-2 
○ ○ 

1329 
平山（１３） 

長崎－（急）－3612-3 
○ ○ 

1330 
平山（１４） 

長崎－（急）－3613 
○ ○ 

1331 
平山川（チ） 

長崎－（土）－3167 
○ ○ 

1332 
平山川（ホ） 

長崎－（土）－3168 
○ ○ 

1333 
平山川（ト） 

長崎－（土）－3169 
○ ○ 

1334 
平山川（ニ） 

長崎－（土）－3170 
○ ○ 

1335 
平山川（ハ） 

長崎－（土）－3171 
○ ○ 

1336 
平山川（ロ） 

長崎－（土）－3172 
○ ○ 

1337 
平山川（ヘ） 

長崎－（土）－3173 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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1338 

平山地区 

（平山町） 

江川川 

長崎－（土）－3174 

平成21年 

3月13日 

第336号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市平山台 

1丁目20-14 

平山台集会所 

79 

1339 
平山川（イ） 

長崎－（土）－3175 
○ ○ 

1340 
平山川（ヌ） 

長崎－（土）－3191 
○ ○ 

1341 
平山川（ル） 

長崎－（土）－3192 
○ ○ 

1342 
平山川（ヲ） 

長崎－（土）－3193 
○ ○ 

1343 
大川 

長崎－（土）－3194 
○ ― 

1344 
平山川（ワ） 

長崎－（土）－3202 
○ ○ 

1345 

平山台 

１丁目 

（平山台

１丁目） 

平山台１丁目（１） 

長崎－（急）－3611 
○ ○ 

1346 
平山台 

２丁目 

（平山台

２丁目） 

平山台３丁目（３） 

長崎－（急）－3553 
○ ○ 

1347 
平山台２目（２） 

長崎－（急）－3554 
○ ○ 

1348 
平山台２目（２） 

長崎－（急）－3554-2 
○ ○ 

1349 

小瀬戸

地区 

（小瀬戸

町） 

小瀬戸（４） 

長崎－（急）－3003 
平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ○ 

長崎市みなと坂 

1丁目35-6 

小榊小学校 

 

 

長崎市小瀬戸町 

1015番地7 

小榊会館 

 

415 

 

 

 

 

86 

 

1350 
小瀬戸（５） 

長崎－（急）－3004 
○ ○ 

1351 
小瀬戸（６） 

長崎－（急）－3010 

平成30年10月2日

第655号 
○ ○ 

1352 
小瀬戸（４） 

長崎－（急）－3010-2 

平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ○ 

1353 
小瀬戸（６） 

長崎－（急）－3011 
○ ○ 

1354 
小瀬戸（３） 

長崎－（急）－3012 
○ ○ 

1355 
小瀬戸（２） 

長崎－（急）－3013 
○ ○ 

1356 
小瀬戸（２） 

長崎－（急）－3013-2 
○ ○ 

1357 
小瀬戸（２） 

長崎－（急）－3013-3 
○ ― 

1358 
小瀬戸（２） 

長崎－（急）－3013-5 
○ ― 

1359 
小瀬戸（１） 

長崎－（急）－3014 
○ ○ 

1360 
小瀬戸（１） 

長崎－（急）－3014-2 
○ ― 

1361 
小瀬戸（１） 

長崎－（急）－3014-3 
○ ― 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1362 

小瀬戸

地区 

（小瀬戸

町） 

小瀬戸町（７） 

長崎－（急）－3026 

平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市みなと坂 

1丁目35-6 

小榊小学校 

 

 

長崎市小瀬戸町 

1015番地7 

小榊会館 

 

415 

 

 

 

 

86 

 

1363 
小瀬戸町（８） 

長崎－（急）－3027 
○ ○ 

1364 
小瀬戸町（９） 

長崎－（急）－3027-2 
○ ○ 

1365 
網場脇川（ロ） 

長崎－（土）－3006 
○ ○ 

1366 
網場脇川（イ） 

長崎－（土）－3007 
○ ○ 

1367 
小瀬戸川 

長崎－（土）－3007-2 
○ ― 

1368 

神ノ島

町1丁目 

地区 

(神ノ島

町1丁

目) 

神ノ島１丁目（１） 

長崎－（急）－3008 
○ ○ 

長崎市神ノ島町 

1丁目351番地 

神ノ島公民館 

 

 

長崎市神ノ島町 

3丁目24-44 

神ノ島3丁目 

公民館 

 

55 

 

 

 

 

35 

 

 

1369 
神ノ島１丁目（１） 

長崎－（急）－3008-2 
○ ○ 

1370 
神ノ島１丁目（１） 

長崎－（急）－3008-3 
○ ― 

1371 
神ノ島１丁目（１） 

長崎－（急）－3008-4 
○ ○ 

1372 
神ノ島１丁目（１） 

長崎－（急）－3008-7 
○ ○ 

1373 
神ノ島１丁目（１） 

長崎－（急）－3008-8 
○ ○ 

1374 
神ノ島１丁目（１） 

長崎－（急）－3009 
○ ○ 

1375 
神ノ島１丁目（３） 

長崎－（急）－3024 
○ ○ 

1376 
神ノ島１丁目（４） 

長崎－（急）－3024-2 
○ ○ 

1377 
神ノ島１丁目（２） 

長崎－（急）－3025 
○ ○ 

1378 

神ノ島

町2丁目 

地区 

(神ノ島

町2丁

目) 

神ノ島 

長崎－（急）－3023 
○ ○ 

長崎市神ノ島町 

1丁目351番地 

神ノ島公民館 

 

 

長崎市神ノ島町 

3丁目24-44 

神ノ島3丁目 

公民館 

 

55 

 

 

 

 

35 

 

 

1379 
神ノ島 

長崎－（急）－3023-2 
○ ○ 

1380 
神ノ島 

長崎－（急）－3023-3 
○ ― 

1381 
神ノ島 

長崎－（急）－3023-4 
○ ― 

1382 
神ノ島 

長崎－（急）－3023-5 
○ ○ 

1383 
神ノ島 

長崎－（急）－3023-6 
○ ― 

1384 
神ノ島２丁目 

長崎－（急）－3218 
○ ― 

1385 
神ノ島町

3丁目 

地区 

(神ノ島

町3丁目) 

神ノ島３丁目（６） 

長崎－（急）－3008-5 
○ ○ 

1386 
神ノ島３丁目（８） 

長崎－（急）－3016 
○ ○ 
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1387 

神ノ島

町3丁目 

地区 

(神ノ島町

3丁目) 

神ノ島３丁目（９） 

長崎－（急）－3017 

平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市神ノ島町 

1丁目351番地 

神ノ島公民館 

 

 

長崎市神ノ島町 

3丁目24-44 

神ノ島3丁目 

公民館 

 

55 

 

 

 

 

35 

 

 

1388 
神ノ島３丁目（10） 

長崎－（急）－3017-2 
○ ○ 

1389 
神ノ島３丁目（５） 

長崎－（急）－3019 
○ ○ 

1390 
神ノ島３丁目（４） 

長崎－（急）－3019-2 
○ ○ 

1391 
神ノ島３丁目（11） 

長崎－（急）－3019-3 
○ ○ 

1392 
神ノ島３丁目 

長崎－（急）－3020 
○ ― 

1393 
神ノ島３丁目（２） 

長崎－（急）－3021 
○ ○ 

1394 
神ノ島３丁目（２） 

長崎－（急）－3021-2 
○ ○ 

1395 
神ノ島３丁目（３） 

長崎－（急）－3022 
○ ○ 

1396 

西泊地区 

(西泊町) 

木鉢２丁目（12） 

長崎－（急）－2369 
○ ○ 

長崎市西泊町 

8番24号 

西泊町公民館 

 

61 

 

1397 
西泊（４） 

長崎－（急）－3035 
○ ○ 

1398 
西泊（３） 

長崎－（急）－3036 
○ ○ 

1399 
西泊（３） 

長崎－（急）－3036-2 
○ ○ 

1400 
西泊（５） 

長崎－（急）－3037 
○ ○ 

1401 
西泊（５） 

長崎－（急）－3037-2 
○ ○ 

1402 
西泊（５） 

長崎－（急）－3037-3 
○ ― 

1403 
西泊（６） 

長崎－（急）－3038 
○ ○ 

1404 
西泊（２） 

長崎－（急）－3039 
○ ○ 

1405 
西泊（２） 

長崎－（急）－3039-2 
○ ○ 

1406 
西泊（１） 

長崎－（急）－3040 
○ ○ 

1407 
西泊（７） 

長崎－（急）－3041 
○ ○ 

1408 
西泊（７） 

長崎－（急）－3041-2 
○ ― 

1409 
西泊（７） 

長崎－（急）－3041-3 
○ ○ 

1410 
西泊（８） 

長崎－（急）－3042 
○ ○ 

1411 
西泊（10） 

長崎－（急）－3042-2 
○ ○ 
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1412 

西泊地区 

(西泊町) 

西泊（９） 

長崎－（急）－3048 

平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市西泊町 

8番24号 

西泊町公民館 

 

61 

 

1413 
西泊（９） 

長崎－（急）－3048-3 
○ ○ 

1414 
西泊（９） 

長崎－（急）－3048-4 
○ ○ 

1415 
西泊（９） 

長崎－（急）－3048-6 
○ ○ 

1416 
西泊（９） 

長崎－（急）－3048-7 
○ ○ 

1417 
西泊（９） 

長崎－（急）－3048-10 
○ ○ 

1418 
西泊（９） 

長崎－（急）－3048-11 
○ ○ 

1419 
西泊川（ニ） 

長崎－（土）－3002 
○ ○ 

1420 
西泊川（ハ） 

長崎－（土）－3003 
○ ○ 

1421 
西泊川（ロ） 

長崎－（土）－3004 
○ ○ 

1422 
西泊川（イ） 

長崎－（土）－3005 
○ ○ 

1423 

西立神 

地区 

(西立神

町) 

 

東立神（８） 

長崎－（急）－2199 
○ ○ 

長崎市西立神町 

11番1号 

旧立神小学校 

 

 

長崎市東立神町 

8番16号 

立神町立 

立神公会堂 

 

 

67 

 

 

 

 

80 

 

 

 

1424 
西立神（２） 

長崎－（急）－2200 
○ ○ 

1425 
西立神（３） 

長崎－（急）－2204 
○ ○ 

1426 
西立神（３） 

長崎－（急）－2204-2 
○ ○ 

1427 
西立神（３） 

長崎－（急）－2204-3 
○ ○ 

1428 
西立神（３） 

長崎－（急）－2204-4 
○ ― 

1429 
西立神（８） 

長崎－（急）－2228 
○ ― 

1430 
西立神（４） 

長崎－（急）－2229 
○ ○ 

1431 
西立神（９） 

長崎－（急）－2229-2 
○ ― 

1432 
西立神（10） 

長崎－（急）－2229-3 
○ ― 

1433 
西立神（11） 

長崎－（急）－2229-4 
○ ○ 

1434 
西立神（12） 

長崎－（急）－2229-5 
○ ○ 

1435 
西立神（13） 

長崎－（急）－2229-6 
○ ― 

1436 
西立神（17） 

長崎－（急）－2229-10 
○ ○ 
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所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1437 

西立神 

地区 

(西立神

町) 

 

西立神（18） 

長崎－（急）－2229-11 

平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市西立神町 

11番1号 

旧立神小学校 

 

 

長崎市東立神町 

8番16号 

立神町立 

立神公会堂 

 

 

67 

 

 

 

 

80 

 

 

 

1438 
西立神（20） 

長崎－（急）－2231 
○ ○ 

1439 
西立神（21） 

長崎－（急）－2232 
○ ○ 

1440 
西立神（６） 

長崎－（急）－2233-2 
○ ― 

1441 
西立神 

長崎－（急）－2234 
○ ○ 

1442 
西立神（５） 

長崎－（急）－2235-2 
○ ― 

1443 
立神川（ヘ） 

長崎－（土）－495 
○ ○ 

1444 
立神川（ハ） 

長崎－（土）－496 
○ ○ 

1445 
立神川（ニ） 

長崎－（土）－497 
○ ○ 

1446 

東立神 

地区 

(東立神

町) 

東立神（９） 

長崎－（急）－2196 
○ ○ 

1447 
東立神（10） 

長崎－（急）－2196-2 
○ ○ 

1448 
東立神（11） 

長崎－（急）－2197 
○ ― 

1449 
東立神（12） 

長崎－（急）－2197-2 
○ ○ 

1450 
東立神（４） 

長崎－（急）－2202 
○ ○ 

1451 
東立神（４） 

長崎－（急）－2202-2 
○ ○ 

1452 
東立神（５） 

長崎－（急）－2202-3 
○ ○ 

1453 
東立神（13） 

長崎－（急）－2202-4 
○ ○ 

1454 
東立神（５） 

長崎－（急）－2202-5 
○ ○ 

1455 
東立神（14） 

長崎－（急）－2202-10 
○ ○ 

1456 
東立神（２） 

長崎－（急）－2203 
○ ○ 

1457 
東立神（６） 

長崎－（急）－2222 
○ ― 

1458 
東立神（18） 

長崎－（急）－2222-5 
○ ― 

1459 
東立神（19） 

長崎－（急）－2222-6 
○ ― 

1460 
東立神（20） 

長崎－（急）－2222-7 
○ ― 

1461 
東立神（21） 

長崎－（急）－2223 
○ ― 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
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連絡責任者 
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1462 

東立神 

地区 

(東立神

町) 

東立神（23） 

長崎－（急）－2223-3 

平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市西立神町 

11番1号 

旧立神小学校 

 

 

長崎市東立神町 

8番16号 

立神町立 

立神公会堂 

 

 

67 

 

 

 

 

80 

 

 

 

1463 
東立神（24） 

長崎－（急）－2223-4 
○ ○ 

1464 

東立神籾谷辻（1）,

（2）,（6） 

長崎－（急）－2224 

○ ○ 

1465 

東立神籾谷辻（1）,

（2）,（6） 

長崎－（急）－2224-7 

○ ○ 

1466 

東立神籾谷辻（1）,

（2）,（6） 

長崎－（急）－2224-8 

○ ○ 

1467 

東立神籾谷辻（1）,

（2）,（6） 

長崎－（急）－2224-9 

○ ○ 

1468 
東立神（１） 

長崎－（急）－2225 
○ ○ 

1469 
東立神（25） 

長崎－（急）－2225-2 
○ ○ 

1470 
東立神中尾 

長崎－（急）－2226 
○ ○ 

1471 
東立神（３） 

長崎－（急）－2227 
○ ○ 

1472 
桜谷川（イ） 

長崎－（土）－490 
○ ○ 

1473 
桜谷川 

長崎－（土）－491 
○ ○ 

1474 
立神川（イ） 

長崎－（土）－492 
○ ○ 

1475 
立神川（ホ） 

長崎－（土）－493 
○ ○ 

1476 
立神川（ト） 

長崎－（土）－494 
○ ○ 

1477 
立神川（ロ） 

長崎－（土）－494-2 
○ ○ 

1478 
立神川（チ） 

長崎－（土）－494-3 
○ ○ 

1479 

木鉢町 

1丁目 

地区 

(木鉢町 

1丁目) 

木鉢１丁目 

長崎－（急）－3043 
○ ― 

長崎市木鉢町 

1丁目109番8 

木鉢1丁目公民館 

 

 

長崎市木鉢町 

2丁目228番6 

木鉢地区ふれあい

センター 

36 

 

 

 

 

95 

 

1480 
木鉢１丁目 

長崎－（急）－3043-2 
○ ○ 

1481 
木鉢１丁目 

長崎－（急）－3043-3 
○ ○ 

1482 
木鉢１丁目 

長崎－（急）－3043-4 
○ ― 

1483 
木鉢１丁目（３） 

長崎－（急）－3044 
○ ○ 

1484 
木鉢１丁目（３） 

長崎－（急）－3044-2 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1485 

木鉢町 

1丁目 

地区 

(木鉢町 

1丁目) 

木鉢１丁目（５） 

長崎－（急）－3045 

平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市木鉢町 

1丁目109番8 

木鉢1丁目公民館 

 

 

長崎市木鉢町 

2丁目228番6 

木鉢地区ふれあい

センター 

36 

 

 

 

 

95 

 

1486 
木鉢１丁目（６） 

長崎－（急）－3045-2 
○ ○ 

1487 
木鉢１丁目（７） 

長崎－（急）－3046 
○ ○ 

1488 
木鉢１丁目（８） 

長崎－（急）－3046-2 
○ ○ 

1489 
木鉢１丁目（４） 

長崎－（急）－3047 
○ ○ 

1490 
木鉢１丁目（11） 

長崎－（急）－3047-3 
○ ― 

1491 

木鉢町 

2丁目 

地区 

(木鉢町

2丁目) 

木鉢２丁目（14） 

長崎－（急）－2178 
○ ○ 

1492 
木鉢２丁目（15） 

長崎－（急）－2178-2 
○ ○ 

1493 
木鉢２丁目（16） 

長崎－（急）－2178-3 
○ ○ 

1494 
木鉢２丁目（17） 

長崎－（急）－2181 
○ ○ 

1495 
木鉢２丁目（19） 

長崎－（急）－2201 
○ ○ 

1496 
木鉢２丁目（20） 

長崎－（急）－2205 
○ ○ 

1497 
木鉢２丁目（６） 

長崎－（急）－2368 
○ ○ 

1498 
木鉢２丁目（９） 

長崎－（急）－3005 
○ ○ 

1499 
木鉢２丁目 

長崎－（急）－3007 
○ ○ 

1500 
木鉢２丁目 

長崎－（急）－3007-2 
○ ○ 

1501 
木鉢２丁目（11） 

長崎－（急）－3007-3 
○ ○ 

1502 
木鉢２丁目（７） 

長崎－（急）－3028 
○ ○ 

1503 
木鉢２丁目（５） 

長崎－（急）－3029 
○ ○ 

1504 
木鉢２丁目（４） 

長崎－（急）－3032-2 
○ ○ 

1505 
木鉢２丁目（24） 

長崎－（急）－3032-3 
○ ○ 

1506 
木鉢２丁目（25） 

長崎－（急）－3032-4 
○ ○ 

1507 
木鉢２丁目（26） 

長崎－（急）－3032-5 
○ ○ 

1508 
木鉢２丁目（３） 

長崎－（急）－3033-2 
○ ○ 

1509 
木鉢２丁目（３） 

長崎－（急）－3033-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1510 

木鉢町 

2丁目 

地区 

(木鉢町2

丁目) 

木鉢２丁目（27） 

長崎－（急）－3033-4 

平成21年 

4月10日 

第498号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市木鉢町 

2丁目228番6 

木鉢地区ふれあい

センター 

 

 

長崎市木鉢町 

1丁目109番8 

木鉢1丁目公民館 

 

95 

 

 

 

 

36 

 

1511 
木鉢２丁目（28） 

長崎－（急）－3033-5 
○ ― 

1512 
木鉢２丁目（29） 

長崎－（急）－3033-6 
○ ― 

1513 
木鉢２丁目（30） 

長崎－（急）－3033-7 
○ ○ 

1514 
木鉢２丁目（33） 

長崎－（急）－3034-3 
○ ― 

1515 
木鉢川（ロ） 

長崎－（土）－3001 
○ ○ 

1516 

界１丁目 

地  区 

(界1丁目) 

界（１） 

長崎-(急)-2102 

平成21年 

4月10日 

第497号 

○ ○ 

長崎市界 

2丁目15番1号 

日見中学校 

 

 

長崎市界 

2丁目1番19号 

日見地区ふれあい

センター 

 

243 

 

 

 

 

194 

 

1517 
界（４） 

長崎-(急)-2103 
○ ○ 

1518 
界（５） 

長崎-(急)-2104 
○ ○ 

1519 
界（６） 

長崎-(急)-2105 
○ ○ 

1520 
界（７） 

長崎-(急)-2106 
○ ○ 

1521 
牧野川（イ） 

長崎-(土)-0449 
○ ― 

1522 
牧野川（ロ） 

長崎-(土)-0450 
○ ― 

1523 
界川（イ） 

長崎-(土)-0451 
○ ○ 

1524 
界川（ロ） 

長崎-(土)-0452 
○ ○ 

1525 
界川（ハ） 

長崎-(土)-0453 
○ ○ 

1526 
界川（ホ） 

長崎-(土)-0454 
○ ○ 

1527 

界２丁目 

地  区 

(界2丁目) 

界（８） 

長崎-(急)-2109 
○ ○ 

1528 
界（９） 

長崎-(急)-2110 
○ ○ 

1529 
界（10） 

長崎-(急)-2110-2 
○ ○ 

1530 
界（11） 

長崎-(急)-2110-3 
○ ― 

1531 
界川（ニ） 

長崎-(土)-0455 
○ ○ 

1532 

宿町地区 

(宿町) 

宿町（12） 

長崎-(急)-1798 

 

○ ○ 

長崎市宿町 

616番地 

日見やすらぎ荘 

85 

1533 
宿町（13） 

長崎-(急)-1798-2 
○ ○ 

1534 
宿町（５） 

長崎-(急)-1800 
○ ○ 

1535 
宿町（14） 

長崎-(急)-1801 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1536 

宿町地区 
(宿町) 

宿町（15） 

長崎-(急)-1801-2 

平成21年 

4月10日 
第497号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市宿町 

616番地 
日見やすらぎ荘 

85 

1537 
宿町（８） 

長崎-(急)-1802 
○ ○ 

1538 
宿町（11） 

長崎-(急)-1803 
○ ○ 

1539 
宿町（６） 

長崎-(急)-1805 
○ ○ 

1540 
宿町 

長崎-(急)-1806 
○ ○ 

1541 
宿町（７） 

長崎-(急)-1807 
○ ○ 

1542 
宿町（３） 

長崎-(急)-1822 
○ ○ 

1543 
宿町（16） 

長崎-(急)-1822-2 
○ ○ 

1544 
宿町（17） 

長崎-(急)-1823 
○ ○ 

1545 
宿町（18） 

長崎-(急)-2087 
○ ○ 

1546 
宿町（19） 

長崎-(急)-2088 
○ ○ 

1547 
宿川（イ） 

長崎-(土)-0370 
○ ― 

1548 
宿川（ホ） 

長崎-(土)-0370-2 
○ ○ 

1549 
宿川（ロ） 

長崎-(土)-0371 
○ ○ 

1550 
黒木川 

長崎-(土)-0372 
○ ○ 

1551 
宿川（ハ） 

長崎-(土)-0373 
○ ○ 

1552 
宿川（ニ） 

長崎-(土)-0374 
○ ○ 

1553 
宿川（ヘ） 

長崎-(土)-0377 
○ ○ 

1554 

春 日 町 

地  区 
（春日町） 

春日（３） 

長崎-(急)-2126 
○ ― 

長崎市春日町 

343番地 
春日町公民館 

39 

1555 
春日（４） 

長崎-(急)-2127 
○ ○ 

1556 
春日（２） 

長崎-(急)-2129 
○ ○ 

1557 
春日 

長崎-(急)-2130 
○ ○ 

1558 
春日（５） 

長崎-(急)-2130-2 
○ ― 

1559 
春日（６） 

長崎-(急)-2131 
○ ○ 

1560 
春日（７） 

長崎-(急)-2132 
○ ○ 

1561 
春日（８） 

長崎-(急)-2132-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1562 

春 日 町 

地  区 
（春日町） 

春日（９） 

長崎-(急)-2133 

平成21年 

4月10日 

第497号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市春日町 

343番地 
春日町公民館 

39 

1563 
春日（10） 

長崎-(急)-2347 
○ ○ 

1564 
春日（11） 

長崎-(急)-2350 
○ ○ 

1565 
春日（12） 

長崎-(急)-2351 
○ ○ 

1566 
春日（13） 

長崎-(急)-2352 
○ ○ 

1567 
網場川（ハ） 

長崎-(土)-0460 
○ ○ 

1568 
春日川（イ） 

長崎-(土)-0461 
○ ○ 

1569 

潮 見 町 

地  区 
（潮見町） 

潮見（５） 

長崎-(急)-2336 
○ ○ 

長崎市潮見町 

882番地2 

潮見町公民館 

28 

1570 
潮見（３） 

長崎-(急)-2337 
○ ○ 

1571 
潮見（６） 

長崎-(急)-2339 
○ ○ 

1572 
潮見（４） 

長崎-(急)-2340 
○ ○ 

1573 
潮見（７） 

長崎-(急)-2340-2 
○ ○ 

1574 
潮見（１） 

長崎-(急)-2341 
○ ○ 

1575 
潮見（８） 

長崎-(急)-2341-2 
○ ○ 

1576 
潮見（９） 

長崎-(急)-2357 
○ ○ 

1577 
潮見川（イ） 

長崎-(土)-0511 
○ ○ 

1578 
潮見川（ハ） 

長崎-(土)-0512 
○ ○ 

1579 
潮見川（ロ） 

長崎-(土)-0513 
○ ○ 

1580 
潮見川（ニ） 

長崎-(土)-0514 
○ ○ 

1581 
潮見川（ホ） 

長崎-(土)-0515 
○ ○ 

1582 
潮見川（ヘ） 

長崎-(土)-0517 
○ ○ 

1583 

網 場 町 
地  区 
(網場町) 

網場（２） 

長崎-(急)-2111 
○ ○ 

1584 
網場（５） 

長崎-(急)-2112 
○ ○ 

1585 
網場（６） 

長崎-(急)-2114 
○ ○ 

1586 
網場（７） 

長崎-(急)-2115 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1587 

網 場 町 

地  区 
(網場町) 

網場（８） 

長崎-(急)-2116 

平成21年 

4月10日 
第497号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市網場町 

536番地 

長崎総合科学大学 

 

長崎市網場町 

451番地 

養国寺 

1,245 
 
 
 
 

40 

1588 
網場（９） 

長崎-(急)-2117 
○ ○ 

1589 
網場（10） 

長崎-(急)-2117-2 
○ ○ 

1590 
網場（11） 

長崎-(急)-2118 
○ ○ 

1591 
網場（12） 

長崎-(急)-2119 
○ ○ 

1592 
長網場（３） 

崎-(急)-2121 
○ ― 

1593 
網場（13） 

長崎-(急)-2123 
○ ○ 

1594 
網場（４） 

長崎-(急)-2124 
○ ○ 

1595 
網場（14） 

長崎-(急)-2125 
○ ○ 

1596 
網場川（イ） 

長崎-(土)-0456 
○ ○ 

1597 
立河原川（イ） 

長崎-(土)-0457 
○ ○ 

1598 
立河原川（ロ） 

長崎-(土)-0458 
○ ○ 

1599 
網場川（ロ） 

長崎-(土)-0459 
○ ○ 

1600 

芒 塚 町 

地  区 

（芒塚町） 

 

芒塚（３） 

長崎-(急)-2090 
○ ― 

長崎市芒塚町263-1 

坂下公民館 

 

 

長崎市芒塚町15-1 

芒塚公民館 

22 
 
 
 
 

74 

1601 
芒塚（５） 

長崎-(急)-2093 
○ ○ 

1602 
芒塚（６） 

長崎-(急)-2094 
○ ○ 

1603 
芒塚（７） 

長崎-(急)-2095 
○ ○ 

1604 
芒塚（８） 

長崎-(急)-2095-2 
○ ○ 

1605 
芒塚（９） 

長崎-(急)-2096 
○ ○ 

1606 
芒塚（10） 

長崎-(急)-2097 
○ ○ 

1607 
芒塚（12） 

長崎-(急)-2099 
○ ○ 

1608 
芒塚（13） 

長崎-(急)-2100 
○ ○ 

1609 
芒塚（14） 

長崎-(急)-2101 
○ ○ 

1610 
芒塚（15） 

長崎-(急)-2363 
○ ○ 

1611 
芒塚（16） 

長崎-(急)-2363-2 
○ ○ 

1612 
芒塚（17） 

長崎-(急)-2364 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1613 

芒 塚 町 

地  区 

（芒塚町） 

 

芒塚（18） 

長崎-(急)-2365 

平成21年 

4月10日 

第497号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市芒塚町263-1 

坂下公民館 

 

 

長崎市芒塚町15-1 

芒塚公民館 

22 
 
 
 
 

74 

1614 
芒塚（19） 

長崎-(急)-2365-2 
○ ○ 

1615 
芒塚川（ロ） 

長崎-(土)-0375 
○ ○ 

1616 
芒塚川（イ） 

長崎-(土)-0376 
○ ― 

1617 
大町川 

長崎-(土)-0446 
○ ― 

1618 
下瀬川 

長崎-(土)-0447 
○ ― 

1619 
芒塚川（ハ） 

長崎-(土)-0448 
○ ○ 

1620 
芒塚川（ニ） 

長崎-(土)-0448-2 
○ ○ 

1621 
芒塚川（ホ） 

長崎-(土)-0448-3 
○ ○ 

1622 

手 熊 町 

地  区 

（手熊町） 

手熊（５） 

長崎-(急)-1191 

平成22年 

3月26日 

第351号 
 

○ ○ 

長崎市手熊町 

1382番地1 

手熊小学校 

 

 

長崎市手熊町 

1291番地1 

手熊地区 

ふれあいセンター 

 

 

長崎市手熊町 

360番地 

手熊町公民館 

187 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 

45 

1623 
手熊（６） 

長崎-(急)-1192 
○ ○ 

1624 
手熊（７） 

長崎-(急)-1193 
○ ○ 

1625 
手熊（８） 

長崎-(急)-1194 
○ ○ 

1626 
手熊（９） 

長崎-(急)-1195 
○ ○ 

1627 
手熊（10） 

長崎-(急)-1196 
○ ○ 

1628 
手熊（２） 

長崎-(急)-1208 
○ ○ 

1629 
手熊（11） 

長崎-(急)-1209 
○ ○ 

1630 
手熊（３） 

長崎-(急)-1210 
○ ○ 

1631 
手熊（１） 

長崎-(急)-1211 
○ ○ 

1632 
手熊（４） 

長崎-(急)-1211-2 
○ ○ 

1633 
手熊（12） 

長崎-(急)-1213 
○ ○ 

1634 
手熊川 

長崎-(土)-215 
○ ○ 

1635 
手熊川（ロ） 

長崎-(土)-215-2 
○ ○ 

1636 上 浦 町 

地  区 
（上浦
町） 

上浦（22） 

長崎-(急)-839 
○ ○ 

1637 
上浦（１） 

長崎-(急)-1197 
○ ○ 

 

風
水
害
‐

106
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1638 

上 浦 町 

地  区 
（上浦町） 

上浦（５） 

長崎-(急)-1197-2 

平成22年 

3月26日 
第351号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市手熊町 

1382番地1 
手熊小学校 

187 

1639 
上浦（２） 

長崎-(急)-1198 
○ ○ 

1640 
上浦（６） 

長崎-(急)-1199 
○ ○ 

1641 
上浦（４） 

長崎-(急)-1200 
○ ○ 

1642 
上浦（７） 

長崎-(急)-1201 
○ ○ 

1643 
上浦（８） 

長崎-(急)-1202 
○ ○ 

1644 
上浦（９） 

長崎-(急)-1203 
○ ○ 

1645 
上浦（10） 

長崎-(急)-1204 
○ ○ 

1646 
上浦（11） 

長崎-(急)-1205 
○ ○ 

1647 
上浦（12） 

長崎-(急)-1206 
○ ○ 

1648 
上浦（13） 

長崎-(急)-1207 
○ ○ 

1649 
上浦（３） 

長崎-(急)-1214 
○ ○ 

1650 
上浦（14） 

長崎-(急)-1217 
○ ○ 

1651 
上浦（15） 

長崎-(急)-1218 
○ ○ 

1652 
上浦（16） 

長崎-(急)-1219 
○ ○ 

1653 
上浦（17） 

長崎-(急)-1220 
○ ○ 

1654 
上浦（18） 

長崎-(急)-1221 
○ ○ 

1655 
上浦（19） 

長崎-(急)-1224-2 
○ ○ 

1656 
上浦（20） 

長崎-(急)-1224-3 
○ ○ 

1657 
上浦（21） 

長崎-(急)-1224-4 
○ ○ 

1658 
上浦（23） 

長崎-(急)-1228 
○ ○ 

1659 
上浦川（イ） 

長崎-(土)-216 
○ ― 

1660 
上浦川（ニ） 

長崎-(土)-216-2 
○ ○ 

1661 
上浦川（ロ） 

長崎-(土)-217 
○ ― 

1662 
上浦川（ホ） 

長崎-(土)-217-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1663 

上 浦 町 

地  区 
（上浦町） 

上浦川（ヘ） 

長崎-(土)-217-3 

平成22年 

3月26日 
第351号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市手熊町 

1382番地1 

手熊小学校 

187 

1664 
上浦川（ト） 

長崎-(土)-217-4 
○ ○ 

1665 
上浦川（チ） 

長崎-(土)-217-5 
○ ○ 

1666 
上浦川（リ） 

長崎-(土)-217-6 
○ ○ 

1667 
上浦川（ヌ） 

長崎-(土)-217-7 
○ ○ 

1668 
上浦川（ハ） 

長崎-(土)-218 
○ ○ 

1669 
上浦川（ル） 

長崎-(土)-218-2 
○ ○ 

1670 

柿 泊 町 

地  区 
（柿泊町） 

柿泊（５） 

長崎-(急)-1215 
○ ○ 

長崎市柿泊町 

2316番地 

小江原中学校 

 

 

長崎市柿泊町 

772番地1 

柿泊町立公民館 

302 
 
 
 
 

76 

1671 
柿泊（５） 

長崎-(急)-1215-2 
○ ○ 

1672 
柿泊（４） 

長崎-(急)-1216 
○ ○ 

1673 
柿泊（７） 

長崎-(急)-1216-2 
○ ○ 

1674 
柿泊（８） 

長崎-(急)-1216-3 
○ ○ 

1675 
柿泊（９） 

長崎-(急)-1216-4 
○ ○ 

1676 
柿泊（10） 

長崎-(急)-1216-5 
○ ○ 

1677 
柿泊（11） 

長崎-(急)-1222 
○ ○ 

1678 
柿泊（12） 

長崎-(急)-1223 
○ ○ 

1679 
柿泊（13） 

長崎-(急)-1224 
○ ○ 

1680 
柿泊（14） 

長崎-(急)-1225 
○ ○ 

1681 
柿泊（15） 

長崎-(急)-1225-2 
○ ○ 

1682 
柿泊（16） 

長崎-(急)-1226 
○ ○ 

1683 
柿泊（17） 

長崎-(急)-1227 
○ ○ 

1684 
柿泊（２） 

長崎-(急)-1229 
○ ○ 

1685 
柿泊（18） 

長崎-(急)-1230 
○ ○ 

1686 
柿泊（19） 

長崎-(急)-1230-2 
○ ○ 

1687 
柿泊（20） 

長崎-(急)-1231 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1688 

柿 泊 町 

地  区 
（柿泊町） 

柿泊（21） 

長崎-(急)-1232 

平成22年 

3月26日 
第351号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市柿泊町 

2316番地 

小江原中学校 

 

 

長崎市柿泊町 

772番地1 
柿泊町立公民館 

302 
 
 
 
 

76 

1689 
柿泊（３） 

長崎-(急)-1233 
○ ○ 

1690 
柿泊（22） 

長崎-(急)-1234 
○ ○ 

1691 
柿泊（23） 

長崎-(急)-1235 
○ ○ 

1692 
柿泊（24） 

長崎-(急)-1237 
○ ○ 

1693 
柿泊（25） 

長崎-(急)-1238 
○ ○ 

1694 
柿泊（26） 

長崎-(急)-1239 
○ ○ 

1695 
柿泊（27） 

長崎-(急)-1240 
○ ○ 

1696 
柿泊（28） 

長崎-(急)-1241 
○ ○ 

1697 
柿泊（６） 

長崎-(急)-1622 
○ ○ 

1698 
柿泊（29） 

長崎-(急)-1624 
○ ○ 

1699 
柿泊（30） 

長崎-(急)-1624-2 
○ ○ 

1700 
柿泊（31） 

長崎-(急)-1625 
○ ○ 

1701 
柿泊（32） 

長崎-(急)-1626 
○ ○ 

1702 
柿泊（33） 

長崎-(急)-1638 
○ ○ 

1703 
中浦川（ト） 

長崎-(土)-218-3 
○ ○ 

1704 
中浦川（ヘ） 

長崎-(土)-218-4 
○ ○ 

1705 
中浦川（ホ） 

長崎-(土)-218-5 
○ ○ 

1706 
柿泊川 

長崎-(土)-219 
○ ○ 

1707 
柿泊川（ロ） 

長崎-(土)-219-2 
○ ○ 

1708 
中浦川（ロ） 

長崎-(土)-220 
○ ○ 

1709 
中浦川（イ） 

長崎-(土)-221 
○ ○ 

1710 
中浦川（ハ） 

長崎-(土)-221-2 
○ ○ 

711 
中浦川（ニ） 

長崎-(土)-221-3 
○ ○ 

1712 
柿泊川（ハ） 

長崎-(土)-312 
○ ○ 

 

 

第
３
章
 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1713 

柿 泊 町 
地  区 
（柿泊町 

柿泊川（ニ） 

長崎-(土)-313 
平成22年 

3月26日 
第351号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市柿泊町 
2316番地 

小江原中学校 
 

長崎市柿泊町 
772番地1 

柿泊町立公民館 

302 
 
 
76 

1714 
柿泊川（ホ） 

長崎-(土)-313-2 
○ ○ 

1715 
弁天白浜川 

長崎-(土)-314 
○ ○ 

1716 

北 浦 町 
地  区 
（北浦町） 

北浦（14） 

長崎-(急)-3153 

平成22年 

4月9日 
第394号 

○ ○ 

長崎市北浦町 

2018番地24 

茂木中学校 

 

 

長崎市北浦町 

2128番地6 
北浦公民館 

262 
 
 
 
 
 
43 

1717 
北浦（15） 

長崎-(急)-3155 
○ ○ 

1718 
北浦（16） 

長崎-(急)-3165 
○ ○ 

1719 
北浦（17） 

長崎-(急)-3165-2 
○ ○ 

1720 
北浦（18） 

長崎-(急)-3165-3 
○ ○ 

1721 
北浦（19） 

長崎-(急)-3165-4 
○ ○ 

1722 
北浦（20） 

長崎-(急)-3165-5 
○ ○ 

1723 
北浦（21） 

長崎-(急)-3165-6 
○ ○ 

1724 
北浦（22） 

長崎-(急)-3167 
○ ○ 

1725 
北浦（23） 

長崎-(急)-3168 
○ ○ 

1726 
北浦（24） 

長崎-(急)-3168-2 
○ ○ 

1727 
北浦（25） 

長崎-(急)-3169 
○ ○ 

1728 
北浦（26） 

長崎-(急)-3170 
○ ○ 

1729 
北浦（27） 

長崎-(急)-3171 
○ ○ 

1730 
北浦（28） 

長崎-(急)-3172 
○ ○ 

1731 
北浦（29） 

長崎-(急)-3174 
○ ○ 

1732 
北浦（30） 

長崎-(急)-3175 
○ ○ 

1733 
北浦（31） 

長崎-(急)-3176 
○ ○ 

1734 
北浦（32） 

長崎-(急)-3177 
○ ○ 

1735 
北浦（33） 

長崎-(急)-3178 
○ ○ 

1736 
北浦（34） 

長崎-(急)-3179 
○ ○ 

1737 
北浦（35） 

長崎-(急)-3180 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1738 

北 浦 町 
地  区 
（北浦町） 

北浦（36） 

長崎-(急)-3182 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市北浦町 

2018番地24 

茂木中学校 

 

 

長崎市北浦町 

2128番地6 

北浦公民館 

262 
 
 
 
 
 
43 

1739 
北浦（37） 

長崎-(急)-3182-2 
○ ○ 

1740 
北浦（38） 

長崎-(急)-3183 
○ ○ 

1741 
北浦（39） 

長崎-(急)-3184 
○ ○ 

1742 
北浦（40） 

長崎-(急)-3185 
○ ○ 

1743 
北浦（41） 

長崎-(急)-3186 
○ ○ 

1744 
北浦（８） 

長崎-(急)-3315 
○ ○ 

1745 
北浦（42） 

長崎-(急)-3316 
○ ○ 

1746 
北浦（43） 

長崎-(急)-3317 
○ ○ 

1747 
北浦（44） 

長崎-(急)-3317-2 
○ ○ 

1748 
北浦（45） 

長崎-(急)-3318 
○ ○ 

1749 
北浦（46） 

長崎-(急)-3318-2 
○ ○ 

1750 
北浦（２） 

長崎-(急)-3319 
○ ○ 

1751 
北浦（５） 

長崎-(急)-3320 
○ ― 

1752 
北浦（10） 

長崎-(急)-3321 
○ ○ 

1753 
北浦（47） 

長崎-(急)-3322 
○ ○ 

1754 
北浦（６） 

長崎-(急)-3323 
○ ○ 

1755 
北浦（３） 

長崎-(急)-3324 
○ ○ 

1756 
北浦（48） 

長崎-(急)-3325 
○ ○ 

1757 
北浦（49） 

長崎-(急)-3326 
○ ○ 

1758 
北浦（50） 

長崎-(急)-3327 
○ ○ 

1759 
北浦（51） 

長崎-(急)-3327-2 
○ ○ 

1760 
北浦（52） 

長崎-(急)-3327-3 
○ ○ 

1761 
北浦（53） 

長崎-(急)-3327-4 
○ ○ 

1762 
北浦 

長崎-(急)-3336 
○ ○ 

1763 
北浦（７） 

長崎-(急)-3338 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1764 

北 浦 町 
地  区 
（北浦町） 

北浦（４） 

長崎-(急)-3339 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市北浦町 

2018番地24 

茂木中学校 

 

 

長崎市北浦町 

2128番地6 

北浦公民館 

262 
 
 
 
 
 

43 
 

1765 
北浦（54） 

長崎-(急)-3339-2 
○ ○ 

1766 
北浦（13） 

長崎-(急)-3340 
○ ○ 

1767 
北浦（12） 

長崎-(急)-3340-2 
○ ○ 

1768 
北浦（９） 

長崎-(急)-3341 
○ ― 

1769 
北浦（55） 

長崎-(急)-3342 

平成26年4月15日 
第484号 ○ ○ 

1770 
北浦（56） 

長崎-(急)-3342-2 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

1771 
北浦（57） 

長崎-(急)-3343 
○ ○ 

1772 
北浦（58） 

長崎-(急)-3344 
○ ○ 

1773 
北浦（59） 

長崎-(急)-3344-2 
○ ○ 

1774 
北浦（60） 

長崎-(急)-3363 
○ ○ 

1775 
北浦（11） 

長崎-(急)-3363-2 
○ ○ 

1776 
北浦（61） 

長崎-(急)-3363-3 
○ ― 

1777 
北浦（62） 

長崎-(急)-3364 
○ ○ 

1778 
北浦（63） 

長崎-(急)-3365 
○ ○ 

1779 
北浦（64） 

長崎-(急)-3368 
○ ○ 

1780 
北浦（65） 

長崎-(急)-3369 
○ ○ 

1781 
北浦（66） 

長崎-(急)-3369-2 
○ ○ 

1782 
北浦（67） 

長崎-(急)-3370 
○ ○ 

1783 
北浦（68） 

長崎-(急)-3371 
○ ○ 

1784 
北浦（69） 

長崎-(急)-3372 
○ ○ 

1785 
北浦川（ニ） 

長崎-(土)-3032 
○ ○ 

1786 
北浦川（ホ） 

長崎-(土)-3032-2 
○ ○ 

1787 
北浦川（ヘ） 

長崎-(土)-3033 
○ ○ 

1788 
北浦川（ト） 

長崎-(土)-3033-2 
○ ○ 

1789 
北浦川（チ） 

長崎-(土)-3033-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1790 

北 浦 町 

地  区 
（北浦町） 

北浦川（リ） 

長崎-(土)-3033-4 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市北浦町 

2018番地24 

茂木中学校 

 

 

長崎市北浦町 

2128番地6 

北浦公民館 

262 
 
 
 
 
 

43 

1791 
北浦川（ヌ） 

長崎-(土)-3033-5 
○ ○ 

1792 
北浦川（ル） 

長崎-(土)-3033-6 
○ ○ 

1793 
北浦川（ヲ） 

長崎-(土)-3033-7 
○ ○ 

1794 
北浦川（ワ） 

長崎-(土)-3033-8 
○ ○ 

1795 
北浦川（カ） 

長崎-(土)-3087 
○ ○ 

1796 
北浦川（ロ） 

長崎-(土)-3088 
○ ○ 

1797 
北浦川（ヨ） 

長崎-(土)-3089 
○ ○ 

1798 
北浦川（イ） 

長崎-(土)-3090 
○ ○ 

1799 
北浦川（ハ） 

長崎-(土)-3090-2 
○ ○ 

1800 
座頭浜川 

長崎-(土)-3095 
○ ○ 

1801 
座頭浜川（ロ） 

長崎-(土)-3095-2 
○ ○ 

1802 
座頭浜川（ハ） 

長崎-(土)-3095-3 

平成26年4月15日 

第484号 
○ ○ 

1803 

宮 摺 町 

地  区 
（宮摺町） 

宮摺（３） 

長崎-(急)-3438 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

長崎市宮摺町 

963番地 

宮摺公民館 

31 

1804 
宮摺（４） 

長崎-(急)-3520 
○ ○ 

1805 
宮摺（５） 

長崎-(急)-3522 
○ ○ 

1806 
宮摺（６） 

長崎-(急)-3523 
○ ○ 

1807 
宮摺（７） 

長崎-(急)-3524 
○ ○ 

1808 
宮摺（８） 

長崎-(急)-3525 
○ ○ 

1809 
宮摺（９） 

長崎-(急)-3526 
○ ○ 

1810 
宮摺（10） 

長崎-(急)-3527 
○ ○ 

1811 
宮摺（11） 

長崎-(急)-3528 
○ ○ 

1812 
宮摺（２） 

長崎-(急)-3529 
○ ○ 

1813 
宮摺（12） 

長崎-(急)-3529-2 
○ ○ 

1814 
宮摺（13） 

長崎-(急)-3529-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1815 

宮 摺 町 

地  区 
（宮摺町） 

宮摺（14） 

長崎-(急)-3529-4 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市宮摺町 

963番地 

宮摺公民館 

31 

1816 
宮摺（15） 

長崎-(急)-3534 
○ ○ 

1817 
宮摺 

長崎-(急)-3536 
○ ○ 

1818 
宮摺 

長崎-(急)-3536-2 
○ ○ 

1819 
峠川（ト） 

長崎-(土)-3158 
○ ○ 

1820 
宮摺川（ロ） 

長崎-(土)-3159 
○ ― 

1821 
宮摺川（ハ） 

長崎-(土)-3160 
○ ○ 

1822 
宮摺川第一左支川 

長崎-(土)-3160-2 
○ ― 

1823 
宮摺川（ニ） 

長崎-(土)-3161 
○ ○ 

1824 
宮摺川 

長崎-(土)-3162 
○ ○ 

1825 
下ノ川 

長崎-(土)-3163 
○ ○ 

1826 
水無川 

長崎-(土)-3195 
○ ○ 

1827 

茂 木 町 

地  区 
（茂木町） 

茂木（19） 

長崎-(急)-3149 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市茂木町 

283番地2 

茂木小学校 

 

 

長崎市茂木町 

75番地10 

茂木地区 
ふれあいセンター 

 

長崎市茂木町 

2142番地 

玉台寺 

53 
 
 
 
 

139 
 
 
 
 

36 

1828 
茂木（20） 

長崎-(急)-3152 
○ ○ 

1829 
茂木（21） 

長崎-(急)-3279 
○ ○ 

1830 
茂木（22） 

長崎-(急)-3280 
○ ○ 

1831 
茂木（23） 

長崎-(急)-3281 
○ ○ 

1832 
茂木（24） 

長崎-(急)-3282 
○ ○ 

1833 
茂木（25） 

長崎-(急)-3282-2 
○ ○ 

1834 
茂木（26） 

長崎-(急)-3283 
○ ○ 

1835 
茂木（27） 

長崎-(急)-3284 
○ ○ 

1836 
茂木（28） 

長崎-(急)-3285 
○ ○ 

1837 
茂木（29） 

長崎-(急)-3286 
○ ○ 

1838 
茂木（30） 

長崎-(急)-3287 
○ ○ 

1839 
茂木（31） 

長崎-(急)-3288 
○ ○ 

1840 
茂木（32） 

長崎-(急)-3288-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1841 

茂 木 町 
地  区 
（茂木町） 

茂木（18） 

長崎-(急)-3290 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市茂木町 

283番地2 

茂木小学校 

 

 

長崎市茂木町 

75番地10 

茂木地区ふれあい
センター 

 
 

長崎市茂木町 

2142番地 
玉台寺 

53 
 
 
 
 

139 
 
 
 
 

36 

1842 
茂木（33） 

長崎-(急)-3291 
○ ○ 

1843 
茂木（34） 

長崎-(急)-3293 
○ ○ 

1844 
茂木（35） 

長崎-(急)-3294 
○ ○ 

1845 
茂木（36） 

長崎-(急)-3295 
○ ○ 

1846 
茂木（37） 

長崎-(急)-3296 
○ ○ 

1847 
茂木（38） 

長崎-(急)-3297 
○ ○ 

1848 
茂木（39） 

長崎-(急)-3298 
○ ○ 

1849 
茂木（40） 

長崎-(急)-3298-2 
○ ○ 

1850 
茂木（41） 

長崎-(急)-3299 
○ ○ 

1851 
茂木（42） 

長崎-(急)-3301 
○ ○ 

1852 
茂木（43） 

長崎-(急)-3302 
○ ○ 

1853 
茂木（44） 

長崎-(急)-3303 
○ ○ 

1854 
茂木（45） 

長崎-(急)-3304 
○ ○ 

1855 
茂木（46） 

長崎-(急)-3304-2 
○ ○ 

1856 
茂木（47） 

長崎-(急)-3304-3 
○ ○ 

1857 
茂木（48） 

長崎-(急)-3305 
○ ○ 

1858 
茂木（49） 

長崎-(急)-3305-2 
○ ○ 

1859 
茂木（50） 

長崎-(急)-3306 
○ ○ 

1860 
茂木（51） 

長崎-(急)-3307 
○ ○ 

1861 
茂木樫木田 

長崎-(急)-3308 
○ ○ 

1862 
茂木（52） 

長崎-(急)-3313 
○ ○ 

1863 
茂木（53） 

長崎-(急)-3314 
○ ○ 

1864 
茂木（54） 

長崎-(急)-3332 
○ ○ 

1865 
茂木（55） 

長崎-(急)-3333 
○ ○ 

1866 
茂木（56） 

長崎-(急)-3334 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1867 

茂 木 町 

地  区 
（茂木町） 

茂木（57） 

長崎-(急)-3335 

平成22年 

4月9日 

第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市茂木町 

283番地2 

茂木小学校 

 

 

長崎市茂木町 

75番地10 
茂木地区ふれあい

センター 
 
 

長崎市茂木町 

2142番地 

玉台寺 

53 
 
 
 
 

139 
 
 
 
 

36 

1868 
茂木（58） 

長崎-(急)-3335-2 
○ ○ 

1869 
茂木（17） 

長崎-(急)-3337 
○ ○ 

1870 
茂木（59） 

長崎-(急)-3351 
○ ○ 

1871 
茂木辻乙 

長崎-(急)-3353 
○ ○ 

1872 
茂木辻乙 

長崎-(急)-3353-2 
○ ○ 

1873 
茂木（10） 

長崎-(急)-3354 
○ ○ 

1874 
茂木（９） 

長崎-(急)-3355 
○ ○ 

1875 
茂木（８） 

長崎-(急)-3356 
○ ○ 

1876 
茂木（60） 

長崎-(急)-3357 
○ ○ 

1877 
茂木（61） 

長崎-(急)-3357-2 
○ ○ 

1878 
茂木（１） 

長崎-(急)-3358 
○ ○ 

1879 
茂木（２） 

長崎-(急)-3359 
○ ○ 

1880 
茂木（62） 

長崎-(急)-3360 
○ ○ 

1881 
茂木（６） 

長崎-(急)-3360-3 
○ ○ 

1882 
茂木（３） 

長崎-(急)-3361 
○ ○ 

1883 
茂木（５） 

長崎-(急)-3362 
○ ○ 

1884 
茂木（63） 

長崎-(急)-3366 
○ ○ 

1885 
茂木（64） 

長崎-(急)-3367 
○ ○ 

1886 
茂木（65） 

長崎-(急)-3440 
○ ○ 

1887 
茂木（66） 

長崎-(急)-3441 
○ ○ 

1888 
茂木（67） 

長崎-(急)-3442 
○ ○ 

1889 
茂木（68） 

長崎-(急)-3443 
○ ○ 

1890 
茂木（69） 

長崎-(急)-3443-2 
○ ○ 

1891 
茂木（70） 

長崎-(急)-3443-3 
○ ○ 

1892 
茂木（71） 

長崎-(急)-3444 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1893 

茂 木 町 
地  区 
（茂木町） 

茂木（72） 

長崎-(急)-3445 

平成22年 

4月9日 
第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市茂木町 

283番地2 

茂木小学校 

 

 

長崎市茂木町 

75番地10 

茂木地区ふれあい
センター 

 
 

長崎市茂木町 

2142番地 

玉台寺 

53 
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1894 
茂木（73） 

長崎-(急)-3445-2 
○ ○ 

1895 
茂木（74） 

長崎-(急)-3446 
○ ○ 

1896 
茂木（75） 

長崎-(急)-3447 
○ ○ 

1897 
茂木（76） 

長崎-(急)-3448 
○ ○ 

1898 
茂木（77） 

長崎-(急)-3449 
○ ○ 

1899 
茂木（78） 

長崎-(急)-3450 
○ ○ 

1900 
茂木（79） 

長崎-(急)-3451 
○ ○ 

1901 
茂木（80） 

長崎-(急)-3452 
○ ○ 

1902 
茂木（81） 

長崎-(急)-3453 
○ ○ 

1903 
茂木（82） 

長崎-(急)-3454 
○ ○ 

1904 
茂木（83） 

長崎-(急)-3455 
○ ○ 

1905 
茂木（84） 

長崎-(急)-3456 
○ ○ 

1906 
茂木（85） 

長崎-(急)-3458 
○ ○ 

1907 
茂木（16） 

長崎-(急)-3459 
○ ○ 

1908 
茂木（86） 

長崎-(急)-3460 
○ ○ 

1909 
茂木（87） 

長崎-(急)-3460-2 
○ ○ 

1910 
茂木（88） 

長崎-(急)-3462 
○ ○ 

1911 
茂木（89） 

長崎-(急)-3462-2 
○ ○ 

1912 
茂木（90） 

長崎-(急)-3463 
○ ○ 

1913 
茂木（91） 

長崎-(急)-3464 
○ ○ 

1914 
茂木（92） 

長崎-(急)-3465 
○ ○ 

1915 
茂木（93） 

長崎-(急)-3465-2 
○ ○ 

1916 
茂木（94） 

長崎-(急)-3465-3 
○ ○ 

1917 
茂木（95） 

長崎-(急)-3466 
○ ○ 

1918 
茂木（96） 

長崎-(急)-3467 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1919 

茂 木 町 
地  区 
（茂木町） 

茂木（97） 

長崎-(急)-3467-2 

平成22年 

4月9日 
第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市茂木町 

283番地2 

茂木小学校 

 

 

長崎市茂木町 

75番地10 

茂木地区ふれあい
センター 

 
 

長崎市茂木町 

2142番地 

玉台寺 

53 
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36 

1920 
茂木（11） 

長崎-(急)-3468 
○ ○ 

1921 
茂木（98） 

長崎-(急)-3469 
○ ○ 

1922 
茂木（99） 

長崎-(急)-3469-2 
○ ○ 

1923 
茂木（100） 

長崎-(急)-3469-3 
○ ○ 

1924 
茂木（12） 

長崎-(急)-3470 
○ ○ 

1925 
茂木（13） 

長崎-(急)-3471 
○ ○ 

1926 
茂木（14） 

長崎-(急)-3472 
○ ○ 

1927 
茂木（14） 

長崎-(急)-3472-2 
○ ○ 

1928 
茂木新田 

長崎-(急)-3473 
○ ○ 

1929 
茂木（101） 

長崎-(急)-3474 
○ ○ 

1930 
茂木（15） 

長崎-(急)-3475 
○ ○ 

1931 
茂木（102） 

長崎-(急)-3530 
○ ○ 

1932 
茂木（103） 

長崎-(急)-3531 
○ ○ 

1933 
茂木（104） 

長崎-(急)-3531-2 
○ ○ 

1934 
茂木（105） 

長崎-(急)-3532 
○ ― 

1935 
茂木（106） 

長崎-(急)-3533 
○ ○ 

1936 
川平川（ロ） 

長崎-(土)-3077 
○ ○ 

1937 
川平川 

長崎-(土)-3078 
○ ○ 

1938 
川平川（ハ） 

長崎-(土)-3079 
○ ○ 

1939 
川平川（ニ） 

長崎-(土)-3080 
○ ○ 

1940 
ナベリハエ川 

長崎-(土)-3081 
○ ○ 

1941 
ナベリハエ川（ロ） 

長崎-(土)-3081-2 
○ ○ 

1942 
若菜川 

長崎-(土)-3082 
○ ○ 

1943 
若菜川（ロ） 

長崎-(土)-3083 
○ ○ 

1944 
若菜川（ハ） 

長崎-(土)-3084 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1945 

茂 木 町 
地  区 
（茂木町） 

元木場川 

長崎-(土)-3085 

平成22年 

4月9日 
第394号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市茂木町 

283番地2 

茂木小学校 

 

 

長崎市茂木町 

75番地10 

茂木地区ふれあい
センター 

 
 

長崎市茂木町 

2142番地 

玉台寺 

53 
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36 

1946 
元木場川（ロ） 

長崎-(土)-3086 
○ ○ 

1947 
若菜川（ニ） 

長崎-(土)-3093 
○ ○ 

1948 
元木場川（ハ） 

長崎-(土)-3094 
○ ○ 

1949 
茂木川（イ） 

長崎-(土)-3099 
○ ○ 

1950 
河内川（イ） 

長崎-(土)-3126 
○ ○ 

1951 
峠川 

長崎-(土)-3127 
○ ○ 

1952 
河内川（ロ） 

長崎-(土)-3128 
○ ○ 

1953 
河内川（ハ） 

長崎-(土)-3128-2 
○ ○ 

1954 
玉台寺川 

長崎-(土)-3129 
○ ○ 

1955 
玉台寺川（ロ） 

長崎-(土)-3130 
○ ○ 

1956 
新田川（ロ） 

長崎-(土)-3131 
○ ○ 

1957 
新田川（イ） 

長崎-(土)-3132 
○ ○ 

1958 
立石川 

長崎-(土)-3133 
○ ○ 

1959 
峠川（ロ） 

長崎-(土)-3134 
○ ○ 

1960 
峠川（ハ） 

長崎-(土)-3135 
○ ○ 

1961 
峠川（ニ） 

長崎-(土)-3136 
○ ○ 

1962 
峠川（ホ） 

長崎-(土)-3136-2 
○ ○ 

1963 
峠川（ヘ） 

長崎-(土)-3137 
○ ○ 

1964 

小 江 町 
地  区 
（小江町） 

小江（８） 

長崎-(急)-1262 

平成22年 

4月16日 

第418号 

○ ○ 

長崎市小江町 

108番地1 

小江小浦公民館 
 
 

長崎市小江町 

2481番地 

小江町集会所 

19 
 
 
 
 

60 

1965 
小江（10） 

長崎-(急)-1265 
○ ○ 

1966 
小江（７） 

長崎-(急)-1268 
○ ○ 

1967 
小江（５） 

長崎-(急)-1269 
○ ○ 

1968 
小江（６） 

長崎-(急)-1269-2 
○ ○ 

1969 
小江（９） 

長崎-(急)-1270 
○ ○ 

1970 
小江（11） 

長崎-(急)-1628 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1971 

小 江 町 
地  区 
（小江町） 

小江（12） 

長崎-(急)-1630 

平成22年 

4月16日 
第418号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市小江町 

108番地1 

小江小浦公民館 
 
 

長崎市小江町 

2481番地 

小江町集会所 

19 
 
 
 
 

60 

1972 
小江（25） 

長崎-(急)-1631 
○ ○ 

1973 
小江（26） 

長崎-(急)-1631-2 
○ ○ 

1974 
小江（13） 

長崎-(急)-1632 
○ ○ 

1975 
小江（15） 

長崎-(急)-1633 
○ ○ 

1976 
小江（16） 

長崎-(急)-1633-2 
○ ○ 

1977 
小江（17） 

長崎-(急)-1633-3 
○ ○ 

1978 
小江（４） 

長崎-(急)-1634 
○ ○ 

1979 
小江（19） 

長崎-(急)-1635 
○ ○ 

1980 
小江（20） 

長崎-(急)-1636 
○ ○ 

1981 
小江（27） 

長崎-(急)-1637 
○ ○ 

1982 
小江（３） 

長崎-(急)-1639 
○ ○ 

1983 
小江（３） 

長崎-(急)-1639-2 
○ ○ 

1984 
小江（22） 

長崎-(急)-1640 
○ ○ 

1985 
小江（23） 

長崎-(急)-1641 
○ ○ 

1986 
小江（21） 

長崎-(急)-1642 
○ ○ 

1987 
小江（18） 

長崎-(急)-1643 
○ ○ 

1988 
小江（14） 

長崎-(急)-1647 
○ ○ 

1989 
小江（１） 

長崎-(急)-1895 
○ ○ 

1990 
小江（24） 

長崎-(急)-1895-2 
○ ― 

1991 
小江小浦川（ロ） 

長崎-(土)-0315 
○ ○ 

1992 
小江小浦川（ニ） 

長崎-(土)-0316 
○ ○ 

1993 
小江小浦川（ハ） 

長崎-(土)-0317 
○ ○ 

1994 
小江小浦川（チ） 

長崎-(土)-0317-2 
○ ○ 

1995 
小江小浦川（ホ） 

長崎-(土)-0318 
○ ○ 

1996 
小江小浦川（イ） 

長崎-(土)-0319 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

1997 

小 江 町 
地  区 

（小江町） 

小浦川 

長崎-(土)-0320 

平成22年 

4月16日 
第418号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市小江町 

108番地1 
小江小浦公民館 

 
 

長崎市小江町 

2481番地 
小江町集会所 

19 
 
 
 
 

60 

1998 
小江川（イ） 

長崎-(土)-0321 
○ ○ 

1999 
小江川（ハ） 

長崎-(土)-0322 
○ ○ 

2000 
小江川（ロ） 

長崎-(土)-0390 
○ ○ 

2001 

福田本町
地  区 
(福田本町) 

福田本町（10） 

長崎-(急)-1898 
○ ○ 

長崎市福田本町 

1493番地1 

福田小学校 

 

 

長崎市福田本町 

1430番地1 

福田中学校 

273 

 

 

 

 

302 

2002 
福田本町（３） 

長崎-(急)-1899 
○ ○ 

2003 
福田本町（11） 

長崎-(急)-1899-2 
○ ○ 

2004 
福田本町（13） 

長崎-(急)-1900 
○ ○ 

2005 
福田本町（14） 

長崎-(急)-1901 
○ ○ 

2006 
福田本町（８） 

長崎-(急)-1907 
○ ○ 

2007 
福田本町（２） 

長崎-(急)-1908 
○ ○ 

2008 
福田本町（９） 

長崎-(急)-1909 
○ ○ 

2009 
福田本町（１） 

長崎-(急)-1910 
○ ○ 

2010 
福田本町（12） 

長崎-(急)-1915 
○ ○ 

2011 
福田本町（15） 

長崎-(急)-2159 
○ ○ 

2012 
福田本町（７） 

長崎-(急)-2159-2 
○ ○ 

2013 
福田本町（５） 

長崎-(急)-2160 
○ ○ 

2014 
福田本町（４） 

長崎-(急)-2161 
○ ○ 

2015 
福田本町（17） 

長崎-(急)-2161-2 
○ ○ 

2016 
福田本町（16） 

長崎-(急)-2162 
○ ○ 

2017 
福田本町（６） 

長崎-(急)-2163 
○ ― 

2018 
福田川（ロ） 

長崎-(土)-0392 
○ ○ 

2019 
福田川（イ） 

長崎-(土)-0393 
○ ○ 

2020 
福田本川 

長崎-(土)-0466 
○ ○ 

2021 

小浦町 
地区 

（小浦町） 

小浦（６） 

長崎-(急)-1911 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2022 

小 浦 町 
地  区 
（小浦町） 

 

小浦（７） 

長崎-(急)-1912 

平成22年 

4月16日 

第418号 
 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市小浦町 

453番地 

小浦住宅集会所 

 

 

長崎市大浜町 

316番地9 

大浜町公民館 

29 
 
 
 
 

50 

2023 
小浦 

長崎-(急)-1913 
○ ○ 

2024 
小浦 

長崎-(急)-1913-2 
○ ― 

2025 
小浦（12） 

長崎-(急)-1914 
○ ― 

2026 
小浦（８） 

長崎-(急)-1914-2 
○ ○ 

2027 
小浦（５） 

長崎-(急)-1916 
○ ○ 

2028 
小浦（４） 

長崎-(急)-1917 
○ ○ 

2029 
小浦（９） 

長崎-(急)-1917-2 
○ ○ 

2030 
小浦（10） 

長崎-(急)-1918 
○ ○ 

2031 
小浦（３） 

長崎-(急)-1920 
○ ○ 

2032 
小浦（11） 

長崎-(急)-1921 
○ ○ 

2033 
小浦川（ト） 

長崎-(土)-0394 
○ ○ 

2034 
小浦川（ヘ） 

長崎-(土)-0395 
○ ○ 

2035 
小浦川（ホ） 

長崎-(土)-0396 
○ ○ 

2036 
小浦川（ニ） 

長崎-(土)-0397 
○ ○ 

2037 
小浦川（ハ） 

長崎-(土)-0398 
○ ○ 

2038 
小浦川（ロ） 

長崎-(土)-0399 
○ ○ 

2039 
小浦川（イ） 

長崎-(土)-0400 
○ ○ 

2040 

大 浜 町 
地  区 
（大浜町） 

 

福田 

長崎-(急)-1922 
○ ○ 

長崎市大浜町 

316番地9 

大浜町公民館 

50 

2041 
大浜（22） 

長崎-(急)-1922-2 
○ ○ 

2042 
大浜（19） 

長崎-(急)-1923 
○ ○ 

2043 
大浜（21） 

長崎-(急)-1923-2 
○ ○ 

2044 
大浜（18） 

長崎-(急)-1924 
○ ○ 

2045 
大浜（17） 

長崎-(急)-1925 
○ ○ 

2046 
大浜（20） 

長崎-(急)-1927 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2047 

大 浜 町 

地  区 
（大浜町） 

大浜（16） 

長崎-(急)-1928 

平成22年 

4月16日 

第418号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大浜町 

316番地9 

大浜町公民館 

50 

2048 
大浜（15） 

長崎-(急)-1929 
○ ○ 

2049 
大浜（14） 

長崎-(急)-1930 
○ ○ 

2050 
大浜（13） 

長崎-(急)-1931 
○ ○ 

2051 
大浜（12） 

長崎-(急)-1932 
○ ○ 

2052 
大浜 

長崎-(急)-1933 
○ ○ 

2053 
大浜（11） 

長崎-(急)-2166 
○ ○ 

2054 
大浜（２） 

長崎-(急)-2167 
○ ○ 

2055 
大浜（23） 

長崎-(急)-2168 
○ ○ 

2056 
大浜（10） 

長崎-(急)-2169 
○ ○ 

2057 
大浜（９） 

長崎-(急)-2170 
○ ○ 

2058 
大浜（４） 

長崎-(急)-2171 
○ ○ 

2059 
大浜（27） 

長崎-(急)-2172 
○ ○ 

2060 
大浜（29） 

長崎-(急)-2173 
○ ○ 

2061 
大浜（３） 

長崎-(急)-2174 
○ ○ 

2062 
大浜（28） 

長崎-(急)-2175 
○ ○ 

2063 
大浜（５） 

長崎-(急)-2176 
○ ○ 

2064 
大浜（32） 

長崎-(急)-2177 
○ ○ 

2065 
大浜（６） 

長崎-(急)-2178-4 
○ ○ 

2066 
大浜（30） 

長崎-(急)-2178-5 
○ ○ 

2067 
大浜（７） 

長崎-(急)-2179 
○ ○ 

2068 
大浜（８） 

長崎-(急)-2180 
○ ○ 

2069 
大浜（24） 

長崎-(急)-2194 
○ ○ 

2070 
大浜（25） 

長崎-(急)-2194-2 
○ ○ 

2071 
大浜（26） 

長崎-(急)-2194-3 
○ ○ 

2072 
大浜（31） 

長崎-(急)-2195 
○ ○ 
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2073 

大 浜 町 

地  区 
（大浜町） 

大浜川（ヲ） 

長崎-(土)-0401 

平成22年 

4月16日 

第418号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大浜町 

316番地9 

大浜町公民館 

50 

2074 
大浜川（ワ） 

長崎-(土)-0402 
○ － 

2075 
大浜川（リ） 

長崎-(土)-0403 
○ ○ 

2076 
大浜川（ヌ） 

長崎-(土)-0404 
○ ○ 

2077 
大浜川（カ） 

長崎-(土)-0404-2 
○ ○ 

2078 
大浜川（チ） 

長崎-(土)-0405 
○ ○ 

2079 
大浜川（ト） 

長崎-(土)-0406 
○ ○ 

2080 
大浜川（ヘ） 

長崎-(土)-0407 
○ ○ 

2081 
大浜川（タ） 

長崎-(土)-0468 
○ ○ 

2082 
大浜川（イ） 

長崎-(土)-0469 
○ ○ 

2083 
大浜川（ロ） 

長崎-(土)-0470 
○ ○ 

2084 
大浜川（ハ） 

長崎-(土)-0471 
○ ○ 

2085 
大浜川（ル） 

長崎-(土)-0476 
○ ○ 

2086 
大浜川（ホ） 

長崎-(土)-0477 
○ ○ 

2087 
大浜川（ニ） 

長崎-(土)-0478 
○ ○ 

2088 
大浜川（ヨ） 

長崎-(土)-0518 
○ ○ 

2089 

磯道地区 

（磯道町） 

磯道 

長崎-(急)-3384 

平成23年 
3月25日 
第374号 

○ ○ 

長崎市磯道町 

80番地82 

磯道町公民館 
 

70 
 

2090 
磯道 

長崎-(急)-3384-2 
○ ○ 

2091 
磯道 

長崎-(急)-3384-3 
○ － 

2092 
磯道 

長崎-(急)-3384-4 
○ ○ 

2093 
磯道(4) 

長崎-(急)-3385 
○ ○ 

2094 
磯道(4) 

長崎-(急)-3385-2 
○ ○ 

2095 
磯道(5) 

長崎-(急)-3386 
○ ○ 

2096 
磯道(8) 

長崎-(急)-3386-2 
○ ○ 

2097 
磯道(3) 

長崎-(急)-3387 
○ ○ 

2098 
磯道放生湾 

長崎-(急)-3399 
○ ○ 
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2099 

磯道地区 

（磯道町） 

磯道(6) 

長崎-(急)-3414 

平成23年 
3月25日 
第374号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市磯道町 

80番地82 

磯道町公民館 

70 

2100 
磯道(7) 

長崎-(急)-3414‐2 
○ ○ 

2101 
磯道川 

長崎-(土)-3105 
○ ○ 

2102 
古道地区 

（古道町） 

磯道放生湾 

長崎-(急)-3399-2 
○ ○ 

2103 
磯道放生湾 

長崎-(急)-3399‐3 
○ ○ 

2104 

土井首 

地区 
(土井首町) 

土井首(2) 

長崎-(急)-3380 
○ ○ 

長崎市毛井首町 

360番地1 

毛井首町公民館 

48 

2105 
土井首(2) 

長崎-(急)-3380-2 
○ ○ 

2106 
土井首(3) 

長崎-(急)-3390 
○ ○ 

2107 
土井首(5) 

長崎-(急)-3391 
○ ○ 

2108 
土井首 

長崎-(急)-3392-15 
○ ○ 

2109 
土井首川 

長崎-(土)-3107 
○ ○ 

2110 

毛井首 

地区 

(毛井首町) 

 

毛井首(1) 

長崎-(急)-3381 
○ ― 

2111 
毛井首(2) 

長崎-(急)-3381-2 
○ ○ 

2112 
毛井首(2) 

長崎-(急)-3381-3 
○ ○ 

2113 
毛井首(2) 

長崎-(急)-3381-4 
○ ○ 

2114 
毛井首(5) 

長崎-(急)-3392-16 
○ ○ 

2115 
毛井首(6) 

長崎-(急)-3392-17 
○ ○ 

2116 
毛井首(7) 

長崎-(急)-3392-18 
○ ○ 

2117 
毛井首(4) 

長崎-(急)-3393 
○ ○ 

2118 
毛井首平瀬 

長崎-(急)-3394 
○ ○ 

2119 
毛井首(3) 

長崎-(急)-3395 
○ ○ 

2120 
毛井首(8) 

長崎-(急)-3395-2 
○ ○ 

2121 
毛井首川(ロ) 

長崎-(土)-3108 
○ ○ 

2122 
毛井首川(イ) 

長崎-(土)-3109 
○ ○ 

2123 
平瀬地区 

（平瀬町） 

平瀬 

長崎-(急)-3510 
○ ○ 

2124 
平瀬 

長崎-(急)-3510-2 
○ ○ 
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2125 
鶴見台 

１丁目地区 
（鶴見台
１丁目） 

米山 

長崎-(急)-3396‐2 

平成23年 
3月25日 
第374号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市柳田町 

45番地3 

土井首地区ふれあ
いセンター 

141 

2126 
米山 

長崎-(急)-3396‐3 
○ ― 

2127 
米山 

長崎-(急)-3396 
○ ○ 

2128 
鶴見台 

２丁目地区 

（鶴見台
２丁目） 

鶴見台 2丁目 

長崎-(急)-3511 
○ ○ 

2129 
鶴見川 

長崎-(土)-3110 
○ ○ 

2130 

柳田地区 
（柳田町） 

柳田(1) 

長崎-(急)-3501 
○ ○ 

2131 
柳田(1) 

長崎-(急)-3501-2 
○ ○ 

2132 
柳田(2) 

長崎-(急)-3502 
○ ○ 

2133 
柳田(2) 

長崎-(急)-3502-2 
○ ○ 

2134 
柳田(2) 

長崎-(急)-3502-3 
○ ○ 

2135 
柳田(3) 

長崎-(急)-3512 
○ ○ 

2136 
柳田(3) 

長崎-(急)-3512-2 
○ ○ 

2137 
柳田(3) 

長崎-(急)-3512-3 
○ ○ 

2138 
柳田川(ニ) 

長崎-(土)-3149 
○ ○ 

2139 
柳田川(イ) 

長崎-(土)-3155 
○ ○ 

2140 
柳田川(ハ) 

長崎-(土)-3156 
○ ○ 

2141 

江川地区 

（江川町） 

江川(2) 

長崎-(急)-3500 
○ ○ 

長崎市江川町 

1番地 

土井首中学校 

452 

2142 
江川(5) 

長崎-(急)-3500-2 
○ ○ 

2143 
江川(6) 

長崎-(急)-3501-3 
○ ○ 

2144 
江川(1) 

長崎-(急)-3506 
○ ○ 

2145 
江川(1) 

長崎-(急)-3506-2 
○ ○ 

2146 
江川(7) 

長崎-(急)-3506-3 
○ ○ 

2147 
江川(8) 

長崎-(急)-3506-4 
○ ○ 

2148 
江川(9) 

長崎-(急)-3507 
○ ○ 

2149 
江川(3) 

長崎-(急)-3516 
○ ○ 

2150 
江川(3) 

長崎-(急)-3516-2 
○ ○ 
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2151 

江川地区 

（江川町） 

江川(3) 

長崎-(急)-3516-3 

平成23年 
3月25日 
第374号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市江川町 

1番地 

土井首中学校 

452 

2152 
江川(3) 

長崎-(急)-3516-4 
○ ○ 

2153 
江川(3) 

長崎-(急)-3516-5 
○ ○ 

2154 
江川(4) 

長崎-(急)-3517 
○ ○ 

2155 
江川(4) 

長崎-(急)-3517-2 
○ ○ 

2156 
江川(10) 

長崎-(急)-3517-3 
○ ○ 

2157 
江川川（イ） 

長崎-(土)-3157 
○ ○ 

2158 

末石地区 

（末石町） 

末石(1) 

長崎-(急)-3477 
○ ○ 

長崎市末石町 

162番地 

南部市民センター 

250 

2159 
末石(1) 

長崎-(急)-3477-2 
○ ○ 

2160 
末石(4) 

長崎-(急)-3478 
○ ○ 

2161 
末石(2) 

長崎-(急)-3489 
○ ○ 

2162 
末石(3) 

長崎-(急)-3490 
○ ○ 

2163 
竿ノ浦(1) 

長崎-(急)-3491 
○ ○ 

2164 
竿ノ浦(1) 

長崎-(急)-3491-2 
○ ○ 

2165 
末石川 

長崎-(土)-3147 
○ ○ 

2166 
末石川（ロ） 

長崎-(土)-3148 
○ ○ 

2167 
末石川（ハ） 

長崎-(土)-3148-2 
○ ○ 

2168 

深堀町 

１丁目地区 

（深堀町
１丁目） 

深堀 1丁目(5) 

長崎-(急)-3476 
○ ○ 

長崎市深堀町 

1丁目604番地 
深堀中学校 

256 

2169 
深堀 1丁目(5) 

長崎-(急)-3476-2 
○ ○ 

2170 
深堀 1丁目(3) 

長崎-(急)-3486 
○ ○ 

2171 
深堀 1丁目(4) 

長崎-(急)-3488 
○ ○ 

2172 
深堀 1丁目(4) 

長崎-(急)-3488-2 
○ ○ 

2173 
深堀 1丁目(4) 

長崎-(急)-3488-3 
○ ○ 

2174 
深堀 4丁目(1) 

長崎-(急)-3497-2 
○ ○ 

2175 
深堀 1丁目(1) 

長崎-(急)-3498 
○ ○ 

2176 
深堀 1丁目(2) 

長崎-(急)-3499 
○ ○ 
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2177 

深堀町 

１丁目地区 

（深堀町 
１丁目） 

深堀 1丁目(2) 

長崎－（急）－3499-2 

平成23年 
3月25日 
第374号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市深堀町 

1丁目604番地 
深堀中学校 

256 

2178 
深堀 1丁目(2) 

長崎－（急）－3499-3 
○ ○ 

2179 
深堀 1丁目(2) 

長崎－（急）－3499-4 
○ ○ 

2180 
深堀川(ヘ） 

長崎－（土）－3144 
○ ○ 

2181 
深堀川(ト） 

長崎－（土）－3145 
○ ○ 

2182 
深堀川(チ） 

長崎－（土）－3146 
○ ○ 

2183 深堀町 

２丁目地区 

（深堀町 

２丁目） 
 

深堀 2丁目(1) 

長崎－（急）－3495 
○ ― 

2184 
深堀 2丁目(3) 

長崎－（急）－3496 
○ ○ 

2185 
深堀 2丁目(2) 

長崎－（急）－3496-2 
○ ○ 

2186 

深堀町 

４丁目地区 

（深堀町 

４丁目） 

深堀 4丁目(2) 

長崎－（急）－3485 
○ ○ 

長崎市深堀町5丁目

712番地 

深堀体育館 
 

長崎市深堀町 

5丁目182番地 
深堀地区ふれあい

センター 

445 
 
 
 

102 

2187 
深堀 4丁目(3) 

長崎－（急）－3487 
○ ○ 

2188 
深堀 4丁目(1) 

長崎－（急）－3497 
○ ○ 

2189 
深堀川(ハ） 

長崎－（土）－3141 
○ ○ 

2190 

深堀町 

５丁目地区 
（深堀町
５丁目） 

深堀 5丁目(4) 

長崎－（急）－3484 
○ ○ 

2191 
深堀 5丁目(6) 

長崎－（急）－3484-2 
○ ○ 

2192 
深堀 5丁目(1) 

長崎－（急）－3492 
○ ○ 

2193 
深堀 5丁目(2) 

長崎－（急）－3493 
○ ○ 

2194 
深堀 5丁目(2) 

長崎－（急）－3493-2 
○ ○ 

2195 
深堀 5丁目(2) 

長崎－（急）－3493-3 
○ ○ 

2196 
深堀 5丁目(2) 

長崎－（急）－3493-4 
○ ○ 

2197 
深堀 5丁目(2) 

長崎－（急）－3493-5 
○ ○ 

2198 
深堀 5丁目(2) 

長崎－（急）－3493-6 
○ ○ 

2199 
深堀 5丁目(3) 

長崎－（急）－3494 
○ ○ 

2200 
深堀 5丁目(5) 

長崎－（急）－3494-2 
○ ○ 

2201 
深堀川(リ） 

長崎－（土）－3138 
○ ○ 

2202 
深堀川(イ） 

長崎－（土）－3139 
○ ○ 
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2203 

深堀町 

６丁目地区 
（深堀町
６丁目） 

深堀 6丁目(1) 

長崎－（急）－3479 

平成23年 
3月25日 
第374号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市深堀町5丁目

712番地 

深堀体育館 
 

長崎市深堀町 

5丁目182番地 

深堀地区ふれあい
センター 

445 
 
 
 

102 

2204 
深堀 6丁目(1) 

長崎－（急）－3479-2 
○ ○ 

2205 
深堀 6丁目(1) 

長崎－（急）－3479-3 
○ ○ 

2206 
深堀 6丁目(1) 

長崎－（急）－3479-4 
○ ○ 

2207 
深堀 6丁目(4) 

長崎－（急）－3480 
○ ○ 

2208 
深堀 6丁目(5) 

長崎－（急）－3480-2 
○ ○ 

2209 
深堀 6丁目(6) 

長崎－（急）－3481 
○ ○ 

2210 
深堀 6丁目(7) 

長崎－（急）－3482 
○ ○ 

2211 
深堀 6丁目(8) 

長崎－（急）－3482-2 
○ ○ 

2212 
深堀 6丁目(2) 

長崎－（急）－3483 
○ ○ 

2213 
深堀 6丁目(2) 

長崎－（急）－3483-2 
○ ○ 

2214 
深堀 6丁目(3) 

長崎－（急）－3483-3 
○ ○ 

2215 
深堀 6丁目(9) 

長崎－（急）－3483-4 
○ ○ 

2216 
深堀 6丁目(10) 

長崎－（急）－3483-5 
○ ○ 

2217 
深堀川(ヌ） 

長崎－（土）－3164 
○ ○ 

2218 

大籠地区 

（大籠町） 

大籠(5) 

長崎－（急）－3537 
○ ○ 

長崎市深堀町5丁目

712番地 

深堀体育館 
 

長崎市深堀町 

5丁目182番地 

深堀地区ふれあい
センター 

445 
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2219 
大籠(1) 

長崎－（急）－3539 
○ ○ 

2220 
大籠(6) 

長崎－（急）－3540 
○ ○ 

2221 
大籠(7) 

長崎－（急）－3540-2 
○ ○ 

2222 
大籠(8) 

長崎－（急）－3540-3 
○ ○ 

2223 
大籠(4) 

長崎－（急）－3541 
○ ○ 

2224 
大籠(9) 

長崎－（急）－3541-2 
○ ○ 

2225 
大籠(10) 

長崎－（急）－3541-3 
○ ○ 

2226 
大籠(11) 

長崎－（急）－3541-4 
○ ○ 

2227 
大籠(2) 

長崎－（急）－3542 
○ ○ 

2228 
大籠(2) 

長崎－（急）－3542-2 
○ ○ 

第
３
章
 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
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警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2229 

大籠地区 

（大籠町） 

大籠(2) 

長崎－（急）－3542-3 

平成23年 
3月25日 
第374号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市深堀町5丁目

712番地 

深堀体育館 
 

長崎市深堀町 

5丁目182番地 

深堀地区ふれあい
センター 

445 
 
 
 

102 

2230 
大籠(3) 

長崎－（急）－3543 
○ ○ 

2231 
大籠(12) 

長崎－（急）－3544 
○ ○ 

2232 
大籠(13) 

長崎－（急）－3545 
○ ○ 

2233 
大籠(14) 

長崎－（急）－3548 
○ ○ 

2234 
大籠(15) 

長崎－（急）－3548-2 
○ ○ 

2235 
大籠(16) 

長崎－（急）－3548-3 
○ ○ 

2236 
大籠(17) 

長崎－（急）－3549 
○ ○ 

2237 
大籠(18) 

長崎－（急）－3549-2 
○ ○ 

2238 
大籠(19) 

長崎－（急）－3549-3 
○ ○ 

2239 
大籠(20) 

長崎－（急）－3549-4 
○ ○ 

2240 
大籠(21) 

長崎－（急）－3551 
○ ○ 

2241 
大籠(22) 

長崎－（急）－3552 
○ ○ 

2242 
大籠(23) 

長崎－（急）－3562 
○ ○ 

2243 
大籠(24) 

長崎－（急）－3562-2 
○ ○ 

2244 
大籠(25) 

長崎－（急）－3563 
○ ○ 

2245 
大籠(26) 

長崎－（急）－3563-2 
○ ○ 

2246 
大籠(27) 

長崎－（急）－3568 
○ ○ 

2247 
大籠(28) 

長崎－（急）－3568-2 
○ ○ 

2248 
善長谷川 

長崎－（土）－3166 
○ ○ 

2249 
善長谷川（ロ） 

長崎－（土）－3166-2 
○ ○ 

2250 

小ヶ倉 

１丁目地区 

（小ヶ倉町 
１丁目） 

小ヶ倉 1丁目 

長崎－（急）－3220 

平成23年 
3月29日 
第391号 

○ ○ 
長崎市小ケ倉 
1丁目408番地 
小ケ倉小学校 

 
長崎市小ケ倉町 
2丁目21番地2 
小ケ倉地区 

ふれあいセンター 
 

長崎市小ケ倉 
1丁目170番地 

極楽寺 

273 
 
 
 

99 
 
 
 

39 

2251 
小ヶ倉 1丁目(5) 

長崎－（急）－3221 
○ ○ 

2252 
小ヶ倉 1丁目(9) 

長崎－（急）－3221-2 
○ ○ 

2253 
小ヶ倉 1丁目(7) 

長崎－（急）－3221-3 
○ ○ 

2254 
小ヶ倉 1丁目(6) 

長崎－（急）－3223 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2255 

小ヶ倉 

１丁目地区 
（小ヶ倉町 
１丁目） 

小ヶ倉 1丁目尾ノ上甲 

長崎－（急）－3223-2 

平成 23年 

3月 29日 
第391号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市小ケ倉 

1丁目408番地 

小ケ倉小学校 
 

長崎市小ケ倉町 

2丁目21番地2 
小ケ倉地区 

ふれあいセンター 
 

長崎市小ケ倉 

1丁目170番地 
極楽寺 

273 
 
 
 
 

99 
 
 
 
 

39 

2256 
小ヶ倉 1丁目(4) 

長崎－（急）－3223-3 
○ ○ 

2257 
小ヶ倉 2丁目(2) 

長崎－（急）－3223-4 
○ ○ 

2258 
小ヶ倉 1丁目尾ノ上乙 

長崎－（急）－3224 
○ ― 

2259 
小ヶ倉 1丁目(3) 

長崎－（急）－3225 
○ ○ 

2260 
小ヶ倉 1丁目(10) 

長崎－（急）－3225-2 
○ ― 

2261 
小ヶ倉 1丁目(11) 

長崎－（急）－3225-3 
○ ― 

2262 
小ヶ倉 1丁目(6) 

長崎－（急）－3228 
○ ○ 

2263 
小ヶ倉 1丁目(12) 

長崎－（急）－3229 
○ ○ 

2264 
小ヶ倉川(ニ) 

長崎－（土）－3043 
○ ○ 

2265 
小ヶ倉川(ハ) 

長崎－（土）－3044 
○ ○ 

2266 
小ヶ倉川(ロ) 

長崎－（土）－3045 
○ ○ 

2267 
小ヶ倉川(イ) 

長崎－（土）－3046 
○ ○ 

2268 

小ヶ倉 

２丁目地区 

（小ヶ倉町 
２丁目） 

小ヶ倉 2丁目(2) 

長崎－（急）－3223-5 
○ ○ 

長崎市小ケ倉 

1丁目408番地 

小ケ倉小学校 
 

長崎市小ケ倉町 

2丁目21番地2 

小ケ倉地区 

ふれあいセンター 

273 
 
 
 

99 

2269 
小ヶ倉 2丁目(3) 

長崎－（急）－3226 
○ ○ 

2270 
小ヶ倉 2丁目(4) 

長崎－（急）－3227 
○ ○ 

2271 
小ヶ倉 2丁目(5) 

長崎－（急）－3227-2 
○ ○ 

2272 
小ヶ倉 2丁目(6) 

長崎－（急）－3227-3 
○ ― 

2273 
小ヶ倉 2丁目(7) 

長崎－（急）－3227-4 
○ ○ 

2274 
小ヶ倉 3丁目(12) 

長崎－（急）－3383 
○ ○ 

2275 
小ヶ倉 2丁目(8) 

長崎－（急）－3383-2 
○ ○ 

2276 
小ヶ倉 2丁目(1) 

長崎－（急）－3417 
○ ○ 

2277 
小ヶ倉 2丁目(9) 

長崎－（急）－3417-2 
○ ○ 

2278 
小ヶ倉 2丁目(10) 

長崎－（急）－3417-3 
○ ○ 

2279 
小ヶ倉 2丁目(11) 

長崎－（急）－3417-4 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2280 

小ヶ倉 

３丁目地区 

（小ヶ倉町 
３丁目） 

小ヶ倉 3丁目(8) 

長崎－（急）－3382 

平成 23年 

3月 29日 
第391号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市小ケ倉 

1丁目408番地 

小ケ倉小学校 
 

長崎市小ケ倉町 

2丁目21番地2 

小ケ倉地区 

ふれあいセンター 

273 
 
 
 

99 

2281 
小ヶ倉 3丁目(7) 

長崎－（急）－3411 
○ ○ 

2282 
小ヶ倉 3丁目(6) 

長崎－（急）－3411-2 
○ ○ 

2283 
小ヶ倉 3丁目(3) 

長崎－（急）－3412 
○ ○ 

2284 
小ヶ倉 3丁目(2) 

長崎－（急）－3413 
○ ○ 

2285 
小ヶ倉 3丁目(4) 

長崎－（急）－3415 
○ ○ 

2286 
小ヶ倉 3丁目(9) 

長崎－（急）－3415-2 
○ ○ 

2287 
小ヶ倉 3丁目(5) 

長崎－（急）－3416 
○ ○ 

2288 
小ヶ倉 3丁目川 

長崎－（土）－3101 
○ ○ 

2289 
小ヶ倉 3丁目川(ロ) 

長崎－（土）－3102 
○ ○ 

2290 

新小ヶ倉 

１丁目地区 

（新小が倉 
１丁目） 

新小ヶ倉 1丁目(1) 

長崎－（急）－3222 
○ ○ 

長崎市小ケ倉 

1丁目408番地 

小ケ倉小学校 

273 

2291 
新小ヶ倉 1丁目(2) 

長崎－（急）－3222-2 
○ ○ 

2292 
小ヶ倉 2丁目(2) 

長崎－（急）－3223-6 
○ ○ 

2293 
新小ヶ倉 1丁目(3) 

長崎－（急）－3230 
○ ○ 

2294 
新小ヶ倉 1丁目(4) 

長崎－（急）－3230-2 
○ ○ 

2295 
新小ヶ倉 1丁目(5) 

長崎－（急）－3230-3 
○ ○ 

2296 
小ヶ倉 1丁目(2) 

長崎－（急）－3230-4 
○ ○ 

2297 
小ヶ倉 1丁目(2) 

長崎－（急）－3231 
○ ○ 

2298 
新小ヶ倉 1丁目(6) 

長崎－（急）－3231-2 
○ ○ 

2299 
新小ヶ倉 1丁目(7) 

長崎－（急）－3231-3 
○ ○ 

2300 
新小ヶ倉 1丁目(8) 

長崎－（急）－3231-4 
○ ○ 

2301 
小ヶ倉 1丁目(8) 

長崎－（急）－3263 
○ ○ 

2302 
塩屋川 

長崎－（土）－3047 
○ ○ 

2303 
ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 

１丁目地区 
（ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 
１丁目） 

ダイヤランド 1丁目(1) 

長崎－（急）－3278 
○ ○ 

長崎市ダイヤランド 

1丁目40番1号 
小ケ倉中学校 

408 2304 
ダイヤランド 1丁目(2) 

長崎－（急）－3278-2 
○ ○ 

2305 
小ヶ倉 3丁目(1) 

長崎－（急）－3428 
○ ○ 
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号 

所在地 
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2306 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 

１丁目地区 
（ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 
１丁目） 

小ヶ倉 3丁目(1) 

長崎－（急）－3428-2 

平成 23年 

3月 29日 

第391号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市ダイヤランド 

1丁目40番1号 

小ケ倉中学校 

408 

2307 
小ヶ倉 3丁目(1) 

長崎－（急）－3428-3 
○ ○ 

2308 

新戸町 

１丁目地区 

（新戸町
１丁目） 

新戸町(10) 

長崎－（急）－3236 
○ ○ 

長崎市戸町 

2丁目1-36 
戸町中学校 

 

長崎市新戸町 

2丁目7番30号 

新戸町公民館 

357 
 
 
 

72 

2309 
新戸町(10) 

長崎－（急）－3237 
○ ○ 

2310 
新戸町(10) 

長崎－（急）－3237-2 
○ ○ 

2311 
新戸町(9) 

長崎－（急）－3248 
○ ○ 

2312 
新戸町(11) 

長崎－（急）－3248-2 
○ ○ 

2313 
新戸町(14) 

長崎－（急）－3248-3 
○ ○ 

2314 
新戸町(7) 

長崎－（急）－3249 
○ ○ 

2315 
新戸町(7) 

長崎－（急）－3249-3 
○ ○ 

2316 
新戸町(7) 

長崎－（急）－3249-4 
○ ○ 

2317 
戸町 3丁目(15) 

長崎－（急）－3276 
○ ○ 

2318 
新戸町川(ハ) 

長崎－（土）－3048 
○ ○ 

2319 
新戸町川(ロ) 

長崎－（土）－3062 
○ ○ 

2320 
新戸町川(ニ) 

長崎－（土）－3063 
○ ○ 

2321 

新戸町 

３丁目地区 

（新戸町
３丁目） 

上戸町(2) 

長崎－（急）－3239 
○ ○ 

2322 
上戸町(2) 

長崎－（急）－3239-2 
○ ○ 

2323 
新戸町(6) 

長崎－（急）－3246 
○ ○ 

2324 
新戸町(8) 

長崎－（急）－3246-2 
○ ○ 

2325 
新戸町(16) 

長崎－（急）－3251 
○ ○ 

2326 
新戸町(1) 

長崎－（急）－3252 
○ ○ 

2327 
新戸町(1) 

長崎－（急）－3252-2 
○ ○ 

2328 
新戸町(13) 

長崎－（急）－3253 
○ ○ 

2329 
新戸町(4) 

長崎－（急）－3256 
○ ○ 

2330 
新戸町(3) 

長崎－（急）－3257 
○ ○ 

2331 
新戸町(3) 

長崎－（急）－3257-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2332 

新戸町 

３丁目地区 
（新戸町 
３丁目） 

新戸町(2) 

長崎－（急）－3258 

平成23年 

3月29日 

第391号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸町 

2丁目1-36 

戸町中学校 
 

長崎市新戸町 

2丁目7番30号 

新戸町公民館 

357 
 
 
 

72 

2333 
新戸町(18) 

長崎－（急）－3258-2 
○ ○ 

2334 
新戸町(19) 

長崎－（急）－3259 
○ ○ 

2335 
新戸町(20) 

長崎－（急）－3259-2 
○ ○ 

2336 
新戸町(21) 

長崎－（急）－3264 
○ ○ 

2338 
新戸町(23) 

長崎－（急）－3265 

平成23年 

3月29日 
第391号 

○ ○ 

2339 
新戸町(24) 

長崎－（急）－3265-2 
○ ○ 

2340 
新戸町(12) 

長崎－（急）－3266 
○ ○ 

2341 
新戸町(25) 

長崎－（急）－3266-2 
○ ○ 

2342 
新戸町(26) 

長崎－（急）－3266-3 
○ ○ 

2343 
新戸町(12) 

長崎－（急）－3266-4 
○ ○ 

2344 
新戸町(27) 

長崎－（急）－3267 
○ ○ 

2345 
新戸町(28) 

長崎－（急）－3267-2 
○ ― 

2346 
新戸町(29) 

長崎－（急）－3270 
○ ○ 

2347 
新戸町(30) 

長崎－（急）－3271 
○ ○ 

2348 
新戸町(31) 

長崎－（急）－3271-2 
○ ○ 

2349 
新戸町(32) 

長崎－（急）－3271-3 
○ ○ 

2350 
新戸町(33) 

長崎－（急）－3271-4 
○ ○ 

2351 
蓑上川 

長崎－（土）－3064 
○ ○ 

2352 
新戸町川(チ) 

長崎－（土）－3069 
○ ○ 

2353 
新戸町川(リ) 

長崎－（土）－3070 
○ ○ 

2354 
新戸町川(ヌ) 

長崎－（土）－3071 
○ ○ 

2355 
新戸町川(ホ) 

長崎－（土）－3065 
○ ○ 

2356 
大山地区 
（大山町） 

大山(3) 

長崎－（急）－3268 
○ ○ 長崎市大山町 

566番地1 
大山公民館 

42 

2357 
大山(4) 

長崎－（急）－3268-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2358 

大山地区 

（大山町） 

大山(5) 

長崎－（急）－3268-3 

平成23年 

3月29日 

第391号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大山町 

566番地1 

大山公民館 

42 

2359 
大山(6) 

長崎－（急）－3268-4 
○ ○ 

2360 
大山(7) 

長崎－（急）－3268-5 
○ ○ 

2361 
大山(8) 

長崎－（急）－3268-6 
○ ○ 

2362 
大山(9) 

長崎－（急）－3268-7 
○ ○ 

2363 
大山(10) 

長崎－（土）－3269 
○ ○ 

2364 
大山(11) 

長崎－（急）－3269-2 
○ ○ 

2365 
大山(1) 

長崎－（急）－3419 
○ ○ 

2366 
大山(1) 

長崎－（急）－3419-2 
○ ○ 

2367 
大山(12) 

長崎－（急）－3419-3 
○ ○ 

2368 
大山(2) 

長崎－（急）－3420 
○ ○ 

2369 
大山(13) 

長崎－（急）－3420-2 
○ ○ 

2370 
大山(14) 

長崎－（急）－3421 
○ ○ 

2371 
大山(15) 

長崎－（急）－3422 
○ ○ 

2372 
大山(16) 

長崎－（急）－3423 
○ ○ 

2373 
大山(17) 

長崎－（急）－3424 
○ ○ 

2374 
大山(18) 

長崎－（急）－3426 
○ ○ 

2375 
大山(19) 

長崎－（急）－3429 
○ ○ 

2376 
大山(20) 

長崎－（急）－3430 
○ ○ 

2377 
大山(21) 

長崎－（急）－3431 
○ ○ 

2378 
大山(22) 

長崎－（急）－3431-2 
○ ○ 

2379 
大山(23) 

長崎－（急）－3432 
○ ○ 

2380 
大山(24) 

長崎－（急）－3434 
○ ○ 

2381 
大山(25) 

長崎－（急）－3434-2 
○ ○ 

2382 
大山(26) 

長崎－（急）－3434-3 
○ ○ 

2383 
大山(27) 

長崎－（急）－3435 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2384 

大山地区 

（大山町） 

大山川(ロ) 

長崎－（土）－3073 

平成23年 

3月29日 
第391号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大山町 

566番地1 

大山公民館 

42 

2385 
大山川(ハ) 

長崎－（土）－3074 
○ ○ 

2386 
大山川(ニ) 

長崎－（土）－3118 
○ ○ 

2387 
大山川(ホ) 

長崎－（土）－3121 
○ ○ 

2388 
大山川(ヘ) 

長崎－（土）－3122 
○ ○ 

2389 
大山川(ト) 

長崎－（土）－3123 
○ ○ 

2390 
大山川(チ) 

長崎－（土）－3124 
○ ○ 

2391 
大山川(イ) 

長崎－（土）－3125 
○ ○ 

2392 

古道地区 
（古道町） 

古道(1) 

長崎－（急）－3388 
○ ○ 

長崎市ダイヤランド 

4丁目5番1号 
南長崎小学校 

 

387 

2393 
古道(3) 

長崎－（急）－3388-2 
○ ○ 

2394 
古道(2) 

長崎－（急）－3388-3 
○ ○ 

2395 
古道(2) 

長崎－（急）－3388-5 
○ ○ 

2396 
古道(2) 

長崎－（急）－3388-6 
○ ○ 

2397 
古道(4) 

長崎－（急）－3388-7 
○ ○ 

2398 
古道(5) 

長崎－（急）－3433 
○ ○ 

2399 

川平地区 
（川平町） 

川平(24) 

長崎－（急）－556 

平成23年 

5月27日 
第571号 

○ ○ 

長崎市川平町 

108番地 
旧川平小学校 

324 

2400 
川平(25) 

長崎－（急）－556-2 
○ ○ 

2401 
川平(26) 

長崎－（急）－558 
○ ○ 

2402 
川平(12) 

長崎－（急）－559 
○ ○ 

2403 
川平(27) 

長崎－（急）－560 
○ ○ 

2404 
川平(28) 

長崎－（急）－560-2 
○ ○ 

2405 
川平(13) 

長崎－（急）－561 
○ ○ 

2406 
川平(29) 

長崎－（急）－562 
○ ○ 

2407 
川平中原 

長崎－（急）－563 
○ ○ 

2408 
川平中原 

長崎－（急）－565 
○ ○ 

2409 
川平(30) 

長崎－（急）－566 
○ ○ 

風
水
害
‐

1
21

 



 
 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2410 

川平地区 

（川平町） 

川平(31) 

長崎－（急）－566-2 

平成23年 

5月27日 

第571号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市川平町 

108番地 

旧川平小学校 

324 

2411 
川平(11) 

長崎－（急）－567 
○ ○ 

2412 
川平(10) 

長崎－（急）－568 
○ ○ 

2413 
川平(23) 

長崎－（急）－569 
○ ○ 

2414 
川平(23) 

長崎－（急）－569-2 
○ ○ 

2415 
川平(32) 

長崎－（急）－581 
○ ○ 

2416 
川平(34) 

長崎－（急）－582-3 
○ ○ 

2417 
川平(35) 

長崎－（急）－582-4 
○ ○ 

2418 
川平(36) 

長崎－（急）－583 
○ ○ 

2419 
川平(7) 

長崎－（急）－584 
○ ○ 

2420 
川平(8) 

長崎－（急）－585 
○ ○ 

2421 
川平(37) 

長崎－（急）－586 
○ ○ 

2422 
川平(38) 

長崎－（急）－587 
○ ○ 

2423 
川平(9) 

長崎－（急）－588 
○ ○ 

2424 
川平(17) 

長崎－（急）－920 
○ ○ 

2425 
川平(17) 

長崎－（急）－947 
○ ○ 

2426 
川平(17) 

長崎－（急）－947-2 
○ ○ 

2427 
川平(40) 

長崎－（急）－947-3 
○ ○ 

2428 
川平(17) 

長崎－（急）－947-5 
○ ○ 

2429 
川平(1) 

長崎－（急）－948 
○ ○ 

2430 
川平(2) 

長崎－（急）－949 
○ ○ 

2431 
川平(42) 

長崎－（急）－949-2 
○ ○ 

2432 
川平(43) 

長崎－（急）－949-3 
○ ○ 

2433 
川平(44) 

長崎－（急）－949-4 
○ ○ 

2434 
川平(4) 

長崎－（急）－950 
○ ○ 

2435 
川平(45) 

長崎－（急）－950-2 
○ ○ 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2436 

川平地区 

（川平町） 

川平(46) 

長崎－（急）－952 

平成23年 

5月27日 

第571号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市川平町 

108番地 

旧川平小学校 

324 

2437 
川平(47) 

長崎－（急）－953 
○ ○ 

2438 
川平(48) 

長崎－（急）－966 
○ ○ 

2439 
川平(15) 

長崎－（急）－967 
○ ○ 

2440 
川平(49) 

長崎－（急）－967-2 
○ ○ 

2441 
川平(50) 

長崎－（急）－967-3 
○ ○ 

2442 
川平(14) 

長崎－（急）－968 
○ ○ 

2443 
川平(14) 

長崎－（急）－968-2 
○ ○ 

2444 
川平(22) 

長崎－（急）－969 
○ ○ 

2445 
川平(16) 

長崎－（急）－969-2 
○ ○ 

2446 
川平(51) 

長崎－（急）－970 
○ ○ 

2447 
川平(52) 

長崎－（急）－970-2 
○ ○ 

2448 
川平(53) 

長崎－（急）－971 
○ ○ 

2449 
川平(54) 

長崎－（急）－972 
○ ○ 

2450 
川平(55) 

長崎－（急）－973 
○ ○ 

2451 
川平(56) 

長崎－（急）－979 
○ ○ 

2452 
川平(6) 

長崎－（急）－980 
○ ○ 

2453 
川平(5) 

長崎－（急）－981 
○ ○ 

2454 
川平(21) 

長崎－（急）－983 
○ ― 

2455 
川平(57) 

長崎－（急）－984 
○ ○ 

2456 
川平(19) 

長崎－（急）－985 
○ ○ 

2457 
川平(20) 

長崎－（急）－986 
○ ○ 

2458 
川平(58) 

長崎－（急）－986-2 
○ ○ 

2459 
川平(59) 

長崎－（急）－988 
○ ○ 

2460 
三宝川(ロ) 

長崎－（土）－56 
○ ○ 

2461 
赤水平川(イ) 

長崎－（土）－57 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2462 

川平地区 
（川平町） 

赤水平川(ロ) 

長崎－（土）－58 

平成23年 

5月27日 

第571号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市川平町 

108番地 
旧川平小学校 

324 

2463 
三宝川(イ) 

長崎－（土）－59 
○ ○ 

2464 
女の都川(イ) 

長崎－（土）－60 
○ ○ 

2465 
千茶の木川(ロ) 

長崎－（土）－61 
○ ○ 

2466 
千茶の木川(イ) 

長崎－（土）－62 
○ ○ 

2467 
谷頭川(ロ) 

長崎－（土）－63 
○ ○ 

2468 
谷頭川(イ) 

長崎－（土）－64 
○ ○ 

2469 
女の都川(ロ) 

長崎－（土）－130 
○ ○ 

2470 
川平川(イ) 

長崎－（土）－134 
○ ○ 

2471 
伊良の迫川 

長崎－（土）－135 
○ ○ 

2472 
筒水平川(ロ) 

長崎－（土）－136 
○ ○ 

2473 
筒水平川(イ) 

長崎－（土）－137 
○ ○ 

2474 けやき台 

地区 
（けやき台 

町） 

けやき台(1) 

長崎－（急）－916 
○ ○ 長崎市大手 

1丁目14番3号 

西浦上小学校 

296 

2475 
けやき台(2) 

長崎－（急）－947-4 
○ ○ 

2476 

三ツ山地区

（三ツ山町） 

三ツ山(3) 

長崎－（急）－570 
○ ○ 

長崎市三ツ山町 

782番地1 
犬継公民館 

29 

2477 
三ツ山(4) 

長崎－（急）－570-2 
○ ○ 

2478 
三ツ山(2) 

長崎－（急）－571 
○ ○ 

2479 
三ツ山(5) 

長崎－（急）－572 
○ ○ 

2480 
三ツ山(6) 

長崎－（急）－573 
○ ○ 

2481 
三ツ山(7) 

長崎－（急）－574 
○ ○ 

2482 
三ツ山(8) 

長崎－（急）－575 
○ ○ 

2483 
三ツ山(9) 

長崎－（急）－575-2 
○ ○ 

2484 
三ツ山(10) 

長崎－（急）－576 
○ ○ 

2485 
三ツ山(11) 

長崎－（急）－577 
○ ○ 

2486 
六枚板(5) 

長崎－（急）－578 
○ ○ 

2487 
六枚板(6) 

長崎－（急）－589 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2488 

三ツ山地区

（三ツ山町） 

六枚板(7) 

長崎－（急）－590 

平成23年 

5月27日 

第571号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三ツ山町 

782番地1 

犬継公民館 

29 

2489 
六枚板(8) 

長崎－（急）－591 
○ ○ 

2490 
六枚板(9) 

長崎－（急）－592 
○ ○ 

2491 
六枚板(10) 

長崎－（急）－593 
○ ○ 

2492 
六枚板(11) 

長崎－（急）－593-2 
○ ○ 

2493 
六枚板(12) 

長崎－（急）－594 
○ ○ 

2494 
六枚板(13) 

長崎－（急）－595 
○ ○ 

2495 
六枚板(14) 

長崎－（急）－596 
○ ○ 

2496 
六枚板(1) 

長崎－（急）－597 
○ ○ 

2497 
六枚板(4) 

長崎－（急）－598 
○ ○ 

2498 
六枚板(3) 

長崎－（急）－599 
○ ○ 

2499 
六枚板(15) 

長崎－（急）－601 
○ ○ 

2500 
六枚板(16) 

長崎－（急）－602 
○ ○ 

2501 
六枚板(2) 

長崎－（急）－603 
○ ○ 

2502 
六枚板(2) 

長崎－（急）－603-2 
○ ○ 

2503 
三ツ山(12) 

長崎－（急）－605 
○ ○ 

2504 
三ツ山(13) 

長崎－（急）－606 
○ ○ 

2505 
三ツ山(14) 

長崎－（急）－607 
○ ○ 

2506 
三ツ山(15) 

長崎－（急）－608 
○ ○ 

2507 
三ツ山(16) 

長崎－（急）－617 
○ ○ 

2508 
三ツ山(17) 

長崎－（急）－618 
○ ○ 

2509 
三ツ山(18) 

長崎－（急）－618-2 
○ ○ 

2510 
三ツ山(19) 

長崎－（急）－619 
○ ○ 

2511 
三ツ山(20) 

長崎－（急）－619-2 
○ ○ 

2512 
三ツ山(21) 

長崎－（急）－620 
○ ○ 

2513 
三ツ山(22) 

長崎－（急）－621 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2514 

三ツ山地区
（三ツ山町） 

三ツ山(23) 

長崎－（急）－621-2 

平成23年 

5月27日 

第571号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三ツ山町 

782番地1 

犬継公民館 

29 

2515 
三ツ山(24) 

長崎－（急）－621-3 
○ ○ 

2516 
三ツ山(25) 

長崎－（急）－622 
○ ○ 

2517 
三ツ山(26) 

長崎－（急）－623 
○ ○ 

2518 
三ツ山(27) 

長崎－（急）－623-2 
○ ○ 

2519 
三ツ山(28) 

長崎－（急）－624 
○ ○ 

2520 
三ツ山(29) 

長崎－（急）－624-2 
○ ○ 

2521 
三ツ山(30) 

長崎－（急）－624-3 
○ ○ 

2522 
三ツ山(31) 

長崎－（急）－625 
○ ○ 

2523 
三ツ山(32) 

長崎－（急）－627 
○ ○ 

2524 
三ツ山(1) 

長崎－（急）－628 
○ ○ 

2525 
三ツ山(33) 

長崎－（急）－629 
○ ○ 

2526 
三ツ山(34) 

長崎－（急）－630 
○ ○ 

2527 
三ツ山(35) 

長崎－（急）－630-2 
○ ○ 

2528 
三ツ山(36) 

長崎－（急）－630-3 
○ ○ 

2529 
三ツ山(37) 

長崎－（急）－630-4 
○ ○ 

2530 
三ツ山(38) 

長崎－（急）－632 
○ ○ 

2531 
三ツ山(39) 

長崎－（急）－633 
○ ○ 

2532 
三ツ山(40) 

長崎－（急）－634 
○ ○ 

2533 
三ツ山(41) 

長崎－（急）－635 
○ ○ 

2534 
三ツ山(42) 

長崎－（急）－635-2 
○ ○ 

2535 
三ツ山(43) 

長崎－（急）－636 
○ ○ 

2536 
三ツ山(44) 

長崎－（急）－636-2 
○ ○ 

2537 
三ツ山(45) 

長崎－（急）－637 
○ ○ 

2538 
三ツ山(46) 

長崎－（急）－638 
○ ○ 

2539 
三ツ山(47) 

長崎－（急）－639 
○ ○ 
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所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
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告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2540 

三ツ山地区

（三ツ山町） 

三ツ山(48) 

長崎－（急）－639-2 

平成23年 

5月27日 

第571号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三ツ山町 

782番地1 

犬継公民館 

29 

2541 
三ツ山(49) 

長崎－（急）－640 
○ ○ 

2542 
三ツ山(50) 

長崎－（急）－641 
○ ○ 

2543 
三ツ山(51) 

長崎－（急）－642 
○ ○ 

2544 
六枚板(17) 

長崎－（急）－975 
○ ○ 

2545 
六枚板(18) 

長崎－（急）－976 
○ ○ 

2546 
六枚板(19) 

長崎－（急）－977 
○ ○ 

2547 
三ツ山(52) 

長崎－（急）－1016 
○ ○ 

2548 
三ツ山(53) 

長崎－（急）－1016-2 
○ ○ 

2549 
三ツ山(54) 

長崎－（急）－1017 
○ ○ 

2550 
三ツ山(55) 

長崎－（急）－1019 
○ ○ 

2551 
三ツ山(56) 

長崎－（急）－1020 
○ ○ 

2552 
六枚板川(ホ) 

長崎－（土）－65 
○ ○ 

2553 
六枚板川(ロ) 

長崎－（土）－66 
○ ○ 

2554 
六枚板川(ハ) 

長崎－（土）－67 
○ ○ 

2555 
六枚板川(ニ) 

長崎－（土）－68 
○ ○ 

2556 
三ツ山川 

長崎－（土）－69 
○ ○ 

2557 
犬継川(ロ) 

長崎－（土）－72 
○ ○ 

2558 
帆場川 

長崎－（土）－74 
○ ○ 

2559 
流合川 

長崎－（土）－75 
○ ○ 

2560 
六枚板川(ニ) 

長崎－（土）－132 
○ ○ 

2561 
六枚板川(イ) 

長崎－（土）－133 
○ ― 

2562 

畦別当地区 

（畦別当町） 

畦別当(4) 

長崎－（急）－374 
○ ○ 

長崎市畦別当町 

300番地 

畦別当町立公民館 

34 

2563 
畦別当(5) 

長崎－（急）－375 
○ ○ 

2564 
畦別当(24) 

長崎－（急）－375-2 
○ ○ 

2565 
畦別当(6) 

長崎－（急）－376 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2566 

畦別当地区

（畦別当町） 

畦別当(3) 

長崎－（急）－377 

平成23年 

5月27日 

第571号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市畦別当町 

300番地 

畦別当町立公民館 

34 

2567 
畦別当(7) 

長崎－（急）－379 
○ ○ 

2568 
畦別当 

長崎－（急）－380 
○ ○ 

2569 
畦別当 

長崎－（急）－380-2 
○ ○ 

2570 
畦別当(8) 

長崎－（急）－381 
○ ○ 

2571 
畦別当(9) 

長崎－（急）－382 
○ ○ 

2572 
畦別当(10) 

長崎－（急）－383 
○ ○ 

2573 
畦別当(25) 

長崎－（急）－383-2 
○ ― 

2574 
畦別当(11) 

長崎－（急）－384 
○ ○ 

2575 
畦別当(2) 

長崎－（急）－385 
○ ○ 

2576 
畦別当(12) 

長崎－（急）－609 
○ ○ 

2577 
畦別当(13) 

長崎－（急）－609-2 
○ ○ 

2578 
畦別当(14) 

長崎－（急）－610 
○ ○ 

2579 
畦別当(15) 

長崎－（急）－611 
○ ○ 

2580 
畦別当(16) 

長崎－（急）－612 
○ ○ 

2581 
畦別当(17) 

長崎－（急）－613 
○ ○ 

2582 
畦別当(18) 

長崎－（急）－614 
○ ○ 

2583 
畦別当(19) 

長崎－（急）－615 
○ ○ 

2584 
畦別当(20) 

長崎－（急）－615-2 
○ ○ 

2585 
畦別当(21) 

長崎－（急）－616 
○ ○ 

2586 
畦別当(22) 

長崎－（急）－616-2 
○ ○ 

2587 
畦別当(23) 

長崎－（急）－616-3 
○ ○ 

2588 
畦別当川(イ) 

長崎－（土）－70 
○ ○ 

2589 
畦別当川(ヘ) 

長崎－（土）－70-2 
○ ○ 

2590 
畦別当川(ト) 

長崎－（土）－70-3 
○ ― 

2591 
畦別当川(ホ) 

長崎－（土）－70-4 
○ ○ 



 
 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2592 

畦別当地区

（畦別当町） 

畦別当川(ロ) 

長崎－（土）－71 

平成23年 

5月27日 

第571号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市畦別当町 

300番地 

畦別当町立公民館 

34 

2593 
畦別当川(ニ) 

長崎－（土）－71-2 
○ ○ 

2594 
畦別当川(ハ) 

長崎－（土）－71-3 
○ ○ 

2595 
畦別当川(チ) 

長崎－（土）－71-4 
○ ○ 

2596 

東山手地区 

梅ヶ崎 

長崎－（急）－2240 

平成24年 

6月22日 

第622号 

○ ○ 

長崎市東山手町 

5番3号 

海星高等学校 
 
 

長崎市東山町 

5番1号 

大浦保育園 
 
 

長崎市大浦町 

5番26号 

梅香﨑中学校 
 
 

長崎市下町 

1番13号 

大浦地区ふれあい
センター 

 
 

長崎市浪の平町 

7番19号 

南公民館 
 
 

長崎市上田町 

13番1号 

大浦小学校 
 
 

長崎市高丘2丁目 

6番1号 

大浦中学校 
 
 

長崎市愛宕3丁目
10-2 

小島地区ふれあい
センター 

780 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 

375 
 
 
 
 

77 
 
 
 
 

117 
 
 
 
 

420 
 
 
 
 

394 
 
 
 
 
 

148 

2597 
梅ヶ崎 

長崎－（急）－2241 
○ ― 

2598 
東山手 

長崎－（急）－2243 
○ ○ 

2599 小曽根地区 
小曽根 

長崎－（急）－2245 
○ ○ 

2600 

元町地区 

元町(2) 

長崎－（急）－2246 
○ ― 

2601 
元町(3) 

長崎－（急）－2247-2 
○ ○ 

2602 
中小島 

2丁目地区 

 

中小島2丁目(2) 

長崎－（急）－2248 
○ ○ 

2603 大浦東地区 
大浦東 

長崎－（急）－2249 
○ ― 

2604 
上小島 

1丁目地区 

 

上小島1丁目 

長崎－（急）－2255 
○ ○ 

2605 
中小島 

2丁目地区 

中小島2丁目 

長崎－（急）－2256 
○ ○ 

2606 
上小島 

2丁目地区 

上小島2丁目(2) 

長崎－（急）－2257 
○ ○ 

2607 
上小島2丁目(3) 

長崎－（急）－2258 
○ ○ 

2608 
高丘 

2丁目地区 

 

高丘2丁目(2) 

長崎－（急）－2259 
○ ○ 

2609 
上小島 

3丁目地区 

 

上小島3丁目 

長崎－（急）－2260 
○ ○ 

2610 
上小島 

2丁目地区 

上小島2丁目 

長崎－（急）－2268 
○ ○ 

2611 
上小島2丁目(4) 

長崎－（急）－2268-2 
○ ○ 

2612 
東琴平 

1丁目地区 

東琴平 

長崎－（急）－3065 
○ ― 

2613 
東琴平1丁目(2) 

長崎－（急）－3066 
○ ○ 

2614 西琴平地区 
西琴平 

長崎－（急）－3067 
○ ○ 

2615 
東琴平 

2丁目地区 

東琴平2丁目 

長崎－（急）－3068 
○ ○ 

2616 
出雲2丁目地

区 

 

出雲2丁目 

長崎－（急）－3068-2 
○ ○ 

2617 上田地区 
上田 

長崎－（急）－3069 
○ ― 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2618 
出雲 

2丁目地区 

出雲2丁目(2) 

長崎－（急）－3070 

平成24年 

6月22日 

第622号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市上田町 

13番1号 

大浦小学校 

420 

2619 
出雲 

1丁目地区 

出雲1丁目 

長崎－（急）－3071 
○ ○ 

2620 

川上地区 

川上(1) 

長崎－（急）－3072 
○ ○ 

2621 
川上(2) 

長崎－（急）－3073 
○ ○ 

2622 
川上(2) 

長崎－（急）－3073-2 
○ ○ 

2623 
川上(4) 

長崎－（急）－3074 
○ ○ 

2624 
高丘 

2丁目地区 

高丘2丁目 

長崎－（急）－3076 
○ ○ 

2625 

川上地区 

川上(3) 

長崎－（急）－3077 
○ ○ 

2626 
川上(3) 

長崎－（急）－3077-2 
○ ○ 

2627 

椎の木地区 

椎ノ木(2) 

長崎－（急）－3078 
○ ○ 

2628 
椎ノ木(4) 

長崎－（急）－3078-2 
○ ○ 

2629 
出雲1丁目 

地区 

出雲1丁目(2) 

長崎－（急）－3085 
○ ○ 

2630 
出雲1丁目(3) 

長崎－（急）－3085-2 
○ ○ 

2631 
出雲3丁目 

地区 

出雲3丁目(2) 

長崎－（急）－3087 
○ ○ 

2632 
出雲3丁目(4) 

長崎－（急）－3088 
○ ○ 

2633 

川上地区 

川上(5) 

長崎－（急）－3089 
○ ○ 

2634 
川上(6) 

長崎－（急）－3089-2 
○ ○ 

2635 

椎の木地区 

椎ノ木(1) 

長崎－（急）－3090 
○ ○ 

2636 
星取(1) 

長崎－（急）－3091 
○ ○ 

2637 
星取(2) 

長崎－（急）－3091-2 
○ ○ 

2638 
星取1丁目地

区 

星取(5) 

長崎－（急）－3092 
○ ○ 長崎市星取1丁目 

9番4号 
星取町公民館 

23 

2639 
星取(4) 

長崎－（急）－3093 
○ ○ 

2640 上戸町地区 
上戸町 

長崎－（急）－3110 
○ ○ 

長崎市上田町 

13番1号 

大浦小学校 

420 

2641 
出雲3丁目 

地区 

出雲3丁目(5) 

長崎－（急）－3111 
○ ○ 

2642 
出雲3丁目(6) 

長崎－（急）－3111-2 
○ ○ 

2643 日の出地区 
日の出 

長崎－（急）－3115 
○ ○ 
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2644 日の出地区 
日の出(2) 

長崎－（急）－3115-2 

平成24年 

6月22日 

第622号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市上田町 

13番1号 

大浦小学校 

420 

2645 
星取1丁目地

区 

星取(6) 

長崎－（急）－3116 
○ ○ 長崎市星取1丁目 

9番4号 
星取町公民館 

23 

2646 
星取(8) 

長崎－（急）－3117 
○ ○ 

2647 
東琴平 

1丁目地区 

東琴平1丁目(1) 

長崎－（急）－3118 
○ ○ 

長崎市浪の平町 

7番19号 

南公民館 

117 2648 
東琴平1丁目(1) 

長崎－（急）－3118-2 
○ ○ 

2649 古河地区 
古河 

長崎－（急）－3118-3 
○ ― 

2650 椎の木地区 
椎ノ木(5) 

長崎－（急）－3119 
○ ○ 

長崎市星取1丁目 

9番4号 
星取町公民館 

 

長崎市田上2丁目 

16番54号 

田上町公民館 

23 
 
 
 
 

54 

2651 
星取2丁目地

区 

星取(9) 

長崎－（急）－3120 
○ ○ 

2652 
星取(10) 

長崎－（急）－3120-2 
○ ○ 

2653 八景地区 
八景 

長崎－（急）－3127 
○ ○ 

2654 
星取1丁目 

地区 

 

星取(3) 

長崎－（急）－3128 
○ ○ 

2655 
田上2丁目 

地区 

 

田上2丁目 

長崎－（急）－3129-2 
○ ○ 

2656 
田上1丁目地

区 

 

田上(3) 

長崎－（急）－3130 
○ ○ 

2657 
田上3丁目地

区 

 

田上(5) 

長崎－（急）－3131 
○ ○ 

2658 
田上1丁目地

区 

 

田上(6) 

長崎－（急）－3135 
○ ○ 

2659 
田上4丁目地

区 

 

田上4丁目 

長崎－（急）－3137 
○ ○ 

2660 
星取2丁目地

区 

 

星取(11) 

長崎－（急）－3138 
○ ○ 

2661 
星取2丁目 

地区 

星取(12) 

長崎－（急）－3138-2 
○ ○ 

2662 
星取(13) 

長崎－（急）－3139 
○ ○ 

2663 

田上3丁目地

区 

田上(4) 

長崎－（急）－3141 
○ ○ 

2664 
田上(4) 

長崎－（急）－3142 
○ ○ 

2665 
田上(4) 

長崎－（急）－3142-2 
○ ○ 

2666 
田上(4) 

長崎－（急）－3142-3 
○ ○ 

2667 

田上1丁目地

区 

田上(4) 

長崎－（急）－3142-4 
○ ○ 

2668 
田上(2) 

長崎－（急）－3143 
○ ○ 

2669 
田上(1) 

長崎－（急）－3144 
○ ○ 
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号 
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土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2670 

茂木地区 

茂木(107) 

長崎－（急）－3144-2 

平成24年 

6月22日 

第622号 
 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市星取1丁目 

9番4号 

星取町公民館 
 

長崎市田上2丁目 

16番54号 
田上町公民館 

23 
 
 
 
 

54 

2671 
茂木(108) 

長崎－（急）－3144-3 
○ ○ 

2672 
田上3丁目地

区 

 

田上(7) 

長崎－（急）－3146 
○ ○ 

2673 
田上1丁目地

区 

 

田上(8) 

長崎－（急）－3147 
○ ○ 

2674 
田上3丁目地

区 

 

田上(10) 

長崎－（急）－3148 
○ ○ 

2675 南が丘地区 
南ヶ丘 

長崎－（急）－3156 
○ ○ 

2676 
田上1丁目地

区 

 

田上(11) 

長崎－（急）－3159 
○ ○ 

2677 

星取2丁目 

地区 

 

星取(15) 

長崎－（急）－3310 
○ ○ 

2678 
星取(16) 

長崎－（急）－3310-2 
○ ○ 

2679 
星取(17) 

長崎－（急）－3311 
○ ○ 

2680 

田上3丁目 

地区 

田上川(1) 

長崎－（土）－3021 
○ ○ 

2681 
田上川(2) 

長崎－（土）－3022 
○ ○ 

2682 
田上川(3) 

長崎－（土）－3022-2 
○ ○ 

2683 
中川2丁目 

地区 

 

中川2丁目 

長崎－（急）－2025 

平成24年 
6月26日 
第634号 

○ ○ 

長崎市伊良林1丁目 

10番1号 

伊良林小学校 

360 

2684 

新中川地区 

伊良林2丁目 

長崎－（急）－2027 
○ ○ 

2685 
伊良林2丁目 

長崎－（急）－2027-2 
○ ○ 

2686 
伊良林 

2丁目地区 

伊良林2丁目(2) 

長崎－（急）－2028 
○ ○ 

2687 
伊良林2丁目(3) 

長崎－（急）－2029 
○ ○ 

2688 
伊良林 

3丁目地区 

伊良林3丁目 

長崎－（急）－2030 
○ ○ 

2689 
伊良林3丁目(2) 

長崎－（急）－2032 
○ ○ 

2690 

矢の平 

2丁目地区 

矢の平 

長崎－（急）－2034 
○ ○ 

2691 
矢の平 

長崎－（急）－2034-2 
○ ― 

2692 
矢の平2丁目(3) 

長崎－（急）－2035 
○ ○ 

2693 
矢の平2丁目(1) 

長崎－（急）－2036 
○ ○ 

2694 
矢の平2丁目(2) 

長崎－（急）－2037 
○ ○ 

2695 
矢の平2丁目(4) 

長崎－（急）－2038 
○ ○ 

第
３
章

 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 

番 

号 

所在地 
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2696 
矢の平 

2丁目地区 

矢の平2丁目(2) 

長崎－（急）－2039 

平成24年 
6月26日 
第634号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市伊良林1丁目 

10番1号 

伊良林小学校 

360 

2697 
矢の平2丁目(2) 

長崎－（急）－2040 
○ ○ 

2698 
矢の平 

3丁目地区 

 

矢の平3丁目 

長崎－（急）－2040-2 
○ ○ 

2699 
矢の平 

2丁目地区 

 

矢の平2丁目(2) 

長崎－（急）－2041 
○ ○ 

2700 

矢の平 

1丁目地区 

矢の平1丁目(1) 

長崎－（急）－2042 
○ ○ 

2701 
矢の平1丁目(4) 

長崎－（急）－2043 
○ ○ 

2702 
矢の平1丁目(3) 

長崎－（急）－2044 
○ ○ 

2703 

高平地区 

高平 

長崎－（急）－2252 
○ ○ 

長崎市愛宕1丁目 

4番16号 
小島小学校 

304 

2704 
高平(2) 

長崎－（急）－2253 
○ ○ 

2705 
高平(3) 

長崎－（急）－2253-2 
○ ○ 

2706 鍛冶屋地区 
鍛冶屋 

長崎－（急）－2253-3 
○ ○ 

2707 
矢の平 

4丁目地区 

矢の平4丁目(3) 

長崎－（急）－2261 
○ ○ 長崎市矢の平4丁目 

6番7号 
矢の平四丁目 

公民館 

27 

2708 
矢の平4丁目(4) 

長崎－（急）－2262 
○ ○ 

2709 
愛宕1丁目 

地区 

愛宕1丁目 

長崎－（急）－2264 
○ ○ 

長崎市愛宕1丁目 

4番16号 

小島小学校 

304 

2710 
愛宕1丁目(2) 

長崎－（急）－2265 
○ ○ 

2711 
愛宕2丁目地

区 

愛宕2丁目 

長崎－（急）－2266 
○ ○ 

2712 
愛宕2丁目(2) 

長崎－（急）－2267 
○ ― 

2713 
愛宕4丁目地

区 

 

愛宕4丁目(3) 

長崎－（急）－2270 
○ ○ 

長崎市白木町 

17番1号 
愛宕小学校 

320 

2714 八つ尾地区 
八つ尾(5) 

長崎－（急）－2270-2 
○ ― 

2715 
愛宕4丁目地

区 

 

愛宕4丁目(5) 

長崎－（急）－2270-3 
○ ○ 

2716 

八つ尾地区 

八つ尾(4) 

長崎－（急）－2271 
○ ○ 

2717 
八ツ尾(6) 

長崎－（急）－2272 
○ ○ 

2718 
八ツ尾(7) 

長崎－（急）－2273 
○ ○ 

2719 
愛宕4丁目 

地区 

愛宕4丁目(4) 

長崎－（急）－2274 
○ ○ 

2720 
愛宕4丁目(2) 

長崎－（急）－2275 
○ ○ 

2721 八つ尾地区 
八ツ尾(8) 

長崎－（急）－2276 
○ ○ 
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番 

号 
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土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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避難所（収容人員） 

2722 八つ尾地区 
八ツ尾(2) 

長崎－（急）－2277 

平成24年 
6月26日 
第634号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市白木町 

17番1号 

愛宕小学校 

320 2723 
愛宕4丁目地

区 

 

愛宕4丁目(1) 

長崎－（急）－2278 
○ ○ 

2724 弥生地区 
弥生(3) 

長崎－（急）－2278-2 
○ ○ 

2725 
矢の平 

3丁目地区 

矢の平3丁目(2) 

長崎－（急）－2279 
○ ○ 長崎市矢の平4丁目 

6番7号 

矢の平四丁目 
公民館 

27 

2726 
矢の平3丁目(3) 

長崎－（急）－2279-2 
○ ○ 

2727 

田手原地区 

田手原 

長崎－（急）－2280 
○ ○ 

長崎市田手原町 

475-2 

田手原公民館 

40 

2728 
田手原 

長崎－（急）－2280-2 
○ ○ 

2729 
田手原 

長崎－（急）－2280-3 
○ ○ 

2730 
田手原(2) 

長崎－（急）－2280-4 
○ ○ 

2731 
矢の平 

4丁目地区 

矢の平4丁目(1) 

長崎－（急）－2281 
○ ○ 長崎市矢の平4丁目 

6番7号 
矢の平四丁目 

公民館 

27 

2732 
矢の平4丁目(5) 

長崎－（急）－2281-2 
○ ○ 

2733 

白木地区 

白木(4) 

長崎－（急）－2282 
○ ○ 長崎市白木町 

17番1号 

愛宕小学校 

320 

2734 
白木(3) 

長崎－（急）－2283 
○ ○ 

2735 

田手原地区 

田手原(3) 

長崎－（急）－2284 
○ ○ 長崎市田手原町 

475-2 

田手原公民館 

40 

2736 
田手原(4) 

長崎－（急）－2285 
○ ○ 

2737 

白木地区 

白木(2) 

長崎－（急）－2286 
○ ○ 

長崎市白木町 

17番1号 

愛宕小学校 

320 

2738 
白木(1) 

長崎－（急）－2287 
○ ○ 

2739 
白木(1) 

長崎－（急）－2287-2 
○ ○ 

2740 
白木(1) 

長崎－（急）－2287-3 
○ ○ 

2741 

八つ尾地区 

八ツ尾(9) 

長崎－（急）－2289 
○ ○ 

2742 
八ツ尾(3) 

長崎－（急）－2290 
○ ○ 

2743 早坂地区 
早坂(4) 

長崎－（急）－2291 
○ ○ 

2744 

田手原地区 

田手原(5) 

長崎－（急）－2294 
○ ○ 

長崎市田手原町 

475-2 

田手原公民館 

40 

2745 
田手原(6) 

長崎－（急）－2295 
○ ○ 

2746 
田手原(7) 

長崎－（急）－2296 
○ ○ 

2747 
田手原(8) 

長崎－（急）－2296-2 
○ ○ 
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2748 

田手原地区 

田手原(9) 

長崎－（急）－2297 

平成24年 
6月26日 
第634号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市田手原町 

475-2 
田手原公民館 

40 

2749 
田手原(10) 

長崎－（急）－2298 
○ ○ 

2750 
田手原(11) 

長崎－（急）－2298-2 
○ ○ 

2751 
田手原(12) 

長崎－（急）－2299 
○ ○ 

2752 
田手原(13) 

長崎－（急）－2300 
○ ○ 

2753 
田手原(14) 

長崎－（急）－2301 
○ ○ 

2754 
田手原(15) 

長崎－（急）－2302 
○ ○ 

2755 
田手原(16) 

長崎－（急）－2303 
○ ○ 

2756 
田手原(17) 

長崎－（急）－2303-2 
○ ○ 

2757 
田手原(18) 

長崎－（急）－2304 
○ ○ 

2758 
田手原(19) 

長崎－（急）－2305 
○ ○ 

2759 
田手原(20) 

長崎－（急）－2306 
○ ○ 

2760 
田手原(21) 

長崎－（急）－2309 
○ ○ 

2761 
田手原(22) 

長崎－（急）－2310 
○ ― 

2762 
田手原(23) 

長崎－（急）－2310-2 
○ ○ 

2763 
田手原(24) 

長崎－（急）－2311 
○ ○ 

2764 

弥生地区 

弥生(1) 

長崎－（急）－3121 
○ ○ 

長崎市白木町 

17番1号 
愛宕小学校 

320 

2765 
弥生(2) 

長崎－（急）－3122 
○ ○ 

2766 

早坂地区 

早坂(5) 

長崎－（急）－3124 
○ ○ 

2767 
早坂(3) 

長崎－（急）－3125 
○ ○ 

2768 
早坂(2) 

長崎－（急）－3126 
○ ○ 

2769 三景台地区 
三景台(2) 

長崎－（急）－3132 
○ ○ 

2770 

早坂地区 

早坂(6) 

長崎－（急）－3134 
○ ○ 

2771 
早坂(7) 

長崎－（急）－3154 
○ ○ 

2772 
早坂(8) 

長崎－（急）－3154-2 
○ ○ 

2773 桜木地区 
桜木 

長崎－（急）－3158 
○ ○ 
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2774 

桜木地区 

桜木(2) 

長崎－（急）－3158-2 

平成24年 
6月26日 
第634号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市白木町 

17番1号 
愛宕小学校 

320 

2775 
桜木 

長崎－（急）－3158-3 
○ ○ 

2776 

早坂地区 

早坂(9) 

長崎－（急）－3160 
○ ○ 

2777 
早坂(10) 

長崎－（急）－3161 
○ ○ 

2778 
早坂(11) 

長崎－（急）－3162 
○ ○ 

2779 
早坂(12) 

長崎－（急）－3162-2 
○ ○ 

2780 
早坂(13) 

長崎－（急）－3163 
○ ○ 

2781 
早坂(14) 

長崎－（急）－3173 
○ ○ 

2782 
早坂(15) 

長崎－（急）－3173-2 
○ ○ 

2783 
早坂(16) 

長崎－（急）－3173-3 
○ ○ 

2784 
矢の平 

1丁目地区 

矢の平川 

長崎－（土）－498 
○ ○ 長崎市矢の平4丁目 

6番7号 
矢の平四丁目 

公民館 

27 

2785 
矢の平 

4丁目地区 

矢の平川（ロ） 

長崎－（土）－499 
○ ○ 

2786 田手原地区 
田手原川 

長崎－（土）－500 
○ ○ 

長崎市田手原町 

475-2 
田手原公民館 

40 

2787 

早坂地区 

上木場川（ハ） 

長崎－（土）－3017 
○ ○ 

長崎市白木町 

17番1号 
愛宕小学校 

320 

2788 
上木場川（イ） 

長崎－（土）－3018 
○ ○ 

2789 
上木場川（ホ） 

長崎－（土）－3019 
○ ○ 

2790 
上木場川（ヘ） 

長崎－（土）－3019-2 
○ ○ 

2791 
上木場川（ト） 

長崎－（土）－3024 
○ ○ 

2792 
上木場川（チ） 

長崎－（土）－3024-2 
○ ○ 

2793 
早坂川 

長崎－（土）－3026 
○ ○ 

2794 
早坂川(ロ) 

長崎－（土）－3027 
○ ○ 

2795 
大迫川 

長崎－（土）－3028 
○ ○ 

2796 
大迫川（ロ） 

長崎－（土）－3029 
○ ○ 

2797 
上木場川（ニ） 

長崎－（土）－3030 
○ ○ 

2798 
上木場川（ロ） 

長崎－（土）－3031 
○ ○ 
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号 

所在地 
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2799 

多以良地区 

多以良(3) 

長崎－（急）－206 

平成24年 
7月6日 
第664号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市多以良町 

389 

多以良町公民館 

 
48 

2800 
多以良(5) 

長崎－（急）－206-2 
○ ○ 

2801 
多以良(8) 

長崎－（急）－301 
○ ○ 

2802 
多以良 

長崎－（急）－303 
○ ○ 

2803 
多以良(9) 

長崎－（急）－304 
○ ○ 

2804 
多以良(10) 

長崎－（急）－304-2 
○ ○ 

2805 
多以良(11) 

長崎－（急）－304-3 
○ ○ 

2806 
多以良(12) 

長崎－（急）－305 
○ ○ 

2807 
多以良(13) 

長崎－（急）－306 
○ ○ 

2808 
多以良(14) 

長崎－（急）－307 
○ ○ 

2809 
多以良(15) 

長崎－（急）－308 
○ ○ 

2810 
多以良(16) 

長崎－（急）－309 
○ ○ 

2811 
多以良(17) 

長崎－（急）－309-2 
○ ○ 

2812 
多以良(19) 

長崎－（急）－310 
○ ○ 

2813 
多以良(20) 

長崎－（急）－310-2 
○ ○ 

2814 
多以良(21) 

長崎－（急）－311 
○ ○ 

2815 
多以良(22) 

長崎－（急）－311-2 
○ ○ 

2816 
多以良 

長崎－（急）－312 
○ ○ 

2817 
多以良 

長崎－（急）－312-2 
○ ○ 

2818 
多以良 

長崎－（急）－312-3 
○ ○ 

2819 
多以良 

長崎－（急）－312-4 
○ ○ 

2820 
多以良 

長崎－（急）－312-5 
○ ○ 

2821 
多以良 

長崎－（急）－312-6 
○ ○ 

2822 
多以良 

長崎－（急）－312-7 
○ ○ 

2823 
多以良 

長崎－（急）－312-8 
○ ○ 

2824 
多以良 

長崎－（急）－312-9 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2825 

多以良地区 

多以良(23) 

長崎－（急）－313 

平成24年 
7月6日 
第664号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市多以良町 

389 

多以良町公民館 

 
48 

2826 
多以良(6) 

長崎－（急）－314 
○ ○ 

2827 
多以良(24) 

長崎－（急）－315 
○ ○ 

2828 
多以良(25) 

長崎－（急）－316 
○ ○ 

2829 
多以良(26) 

長崎－（急）－316-2 
○ ○ 

2830 
多以良(27) 

長崎－（急）－316-3 
○ ○ 

2831 
多以良(28) 

長崎－（急）－317 
○ ○ 

2832 
多以良(29) 

長崎－（急）－317-2 
○ ○ 

2833 
多以良(30) 

長崎－（急）－317-3 
○ ○ 

2834 
多以良(31) 

長崎－（急）－318 
○ ○ 

2835 
多以良(62) 

長崎－（急）－318-3 
○ ○ 

2836 
多以良(4) 

長崎－（急）－319 
○ ○ 

2837 
多以良(4) 

長崎－（急）－319-2 
○ ○ 

2838 
多以良(33) 

長崎－（急）－320 
○ ○ 

2839 
多以良(34) 

長崎－（急）－321 
○ ○ 

2840 
多以良(35) 

長崎－（急）－322 
○ ○ 

2841 
多以良(36) 

長崎－（急）－323 
○ ○ 

2842 
田子ノ浦(3) 

長崎－（急）－324 
○ ○ 

2843 
田子ノ浦(4) 

長崎－（急）－324-2 
○ ○ 

2844 
田子ノ浦(5) 

長崎－（急）－325 
○ ○ 

2845 
田子ノ浦(6) 

長崎－（急）－325-2 
○ ○ 

2846 
田子ノ浦(7) 

長崎－（急）－325-3 
○ ○ 

2847 
田子ノ浦(8) 

長崎－（急）－325-4 
○ ○ 

2848 
田子ノ浦(9) 

長崎－（急）－326 
○ ○ 

2849 
田子ノ浦(2) 

長崎－（急）－327 
○ ○ 

2850 
田子ノ浦(2) 

長崎－（急）－327-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2851 

多以良地区 

多以良(37) 

長崎－（急）－328 

平成24年 
7月6日 
第664号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市多以良町 

389 

多以良町公民館 
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2852 
多以良(38) 

長崎－（急）－330 
○ ○ 

2853 
多以良(40) 

長崎－（急）－332 
○ ○ 

2854 
多以良(41) 

長崎－（急）－333 
○ ○ 

2855 
多以良(42) 

長崎－（急）－334 
○ ○ 

2856 
多以良(43) 

長崎－（急）－334-2 
○ ○ 

2857 
田子ノ浦(1) 

長崎－（急）－335 
○ ○ 

2858 
田子ノ浦(10) 

長崎－（急）－336 
○ ○ 

2859 
田子ノ浦(11) 

長崎－（急）－336-2 
○ ○ 

2860 
多以良(7) 

長崎－（急）－337 
○ ○ 

2861 
沖平 

長崎－（急）－338 
○ ○ 

2862 
沖平(2) 

長崎－（急）－339 
○ ○ 

2863 
古里(2) 

長崎－（急）－340 
○ ○ 

2864 
多以良(2) 

長崎－（急）－341 
○ ○ 

2865 
古里 

長崎－（急）－342 
○ ○ 

2866 
古里 

長崎－（急）－342-2 
○ ○ 

2867 
多以良(63) 

長崎－（急）－344 
○ ○ 

2868 
多以良(64) 

長崎－（急）－345 
○ ○ 

2869 
古里(3) 

長崎－（急）－417 
○ ○ 

2870 
多以良(45) 

長崎－（急）－418 
○ ○ 

2871 
多以良(46) 

長崎－（急）－418-2 
○ ○ 

2872 
多以良(47) 

長崎－（急）－418-3 
○ ○ 

2873 
多以良(48) 

長崎－（急）－419 
○ ○ 

2874 
多以良(49) 

長崎－（急）－420 
○ ○ 

2875 
多以良(50) 

長崎－（急）－421 
○ ○ 

2876 
多以良(51) 

長崎－（急）－422 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2877 

多以良地区 

多以良(53) 

長崎－（急）－423-2 

平成24年 
7月6日 
第664号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市多以良町 

389 

多以良町公民館 

 
48 

2878 
多以良(55) 

長崎－（急）－426 
○ ○ 

2879 
多以良(56) 

長崎－（急）－427 
○ ○ 

2880 
多以良(57) 

長崎－（急）－427-2 
○ ○ 

2881 
多以良(58) 

長崎－（急）－428 
○ ○ 

2882 
多以良(59) 

長崎－（急）－429 
○ ○ 

2883 
多以良(60) 

長崎－（急）－430 
○ ○ 

2884 
多以良(61) 

長崎－（急）－430-2 
○ ○ 

2885 

見崎地区 

見崎(3) 

長崎－（急）－432 
○ ○ 

長崎市式見町 

678 
式見小学校 

 
 

長崎市四杖町 

1245 
旧式見中学校 

 
 

長崎市式見町 

357 
式見地区 

ふれあいセンター 
 
 

長崎市園田町 

458 

消防団26分団3部 

309 
 
 
 
 

264 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

21 

2886 
見崎(5) 

長崎－（急）－432-3 
○ ○ 

2887 
見崎(6) 

長崎－（急）－433 
○ ○ 

2888 
見崎(8) 

長崎－（急）－434-2 
○ ○ 

2889 
見崎(9) 

長崎－（急）－435 
○ ○ 

2890 
見崎(10) 

長崎－（急）－435-2 
○ ○ 

2891 
見崎(11) 

長崎－（急）－436 
○ ○ 

2892 
見崎(12) 

長崎－（急）－437 
○ ○ 

2893 
見崎(13) 

長崎－（急）－438 
○ ○ 

2894 

相川地区 

相川(11) 

長崎－（急）－439 
○ ○ 

2895 
相川(12) 

長崎－（急）－441 
○ ○ 

2896 

園田地区 

園田（2） 

長崎－（急）－455 
○ ○ 

2897 
園田（3） 

長崎－（急）－455-2 
○ ○ 

2898 
園田（4） 

長崎－（急）－455-3 
○ ― 

2899 
園田（5） 

長崎－（急）－455-4 
○ ○ 

2900 
園田（6） 

長崎－（急）－455-5 
○ ○ 

2901 
園田（7） 

長崎－（急）－456 
○ ○ 

2902 
園田（8） 

長崎－（急）－456-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2903 

園田地区 

園田（9） 

長崎－（急）－457 

平成24年 
7月6日 
第664号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市式見町 

678 
式見小学校 

 
 

長崎市四杖町 

1245 
旧式見中学校 

 
 

長崎市式見町 

357 
式見地区 

ふれあいセンター 
 
 

長崎市園田町 

458 

消防団26分団3部 

309 
 
 
 
 

264 
 
 
 
 

100 
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2904 
園田（10） 

長崎－（急）－458 
○ ○ 

2905 
相川地区 

 

相川(14) 

長崎－（急）－786 
○ ○ 

2906 

見崎地区 

見崎(14) 

長崎－（急）－787 
○ ○ 

2907 
見崎(15) 

長崎－（急）－787-2 
○ ○ 

2908 
見崎(16) 

長崎－（急）－788 
○ ○ 

2909 四杖地区 
四杖(1) 

長崎－（急）－789 
○ ― 

2910 

見崎地区 

見崎 

長崎－（急）－790 
○ ○ 

2911 
見崎 

長崎－（急）－790-2 
○ ― 

2912 

相川地区 

相川(7) 

長崎－（急）－791 
○ ○ 

2913 
相川(7) 

長崎－（急）－791-2 
○ ○ 

2914 
相川(7) 

長崎－（急）－791-3 
○ ○ 

2915 
相川(6) 

長崎－（急）－792 
○ ○ 

2916 
相川(6) 

長崎－（急）－792-2 
○ ○ 

2917 
相川(9) 

長崎－（急）－793 
○ ○ 

2918 
相川(6) 

長崎－（急）－795 
○ ○ 

2919 
相川(6) 

長崎－（急）－795-2 
○ ○ 

2920 
四杖地区 

 

四杖(3) 

長崎－（急）－796 
○ ○ 

2921 
牧野地区 

 

牧野(1) 

長崎－（急）－797 
○ ○ 

2922 
四杖地区 

 

四杖(4) 

長崎－（急）－798 
○ ○ 

2923 
牧野地区 

 

牧野(2) 

長崎－（急）－800 
○ ○ 

2924 

相川地区 

 

相川(5) 

長崎－（急）－802 
○ ○ 

2925 
相川(5) 

長崎－（急）－802-2 
○ ○ 

2926 
相川(4) 

長崎－（急）－803 
○ ○ 

2927 
相川(8) 

長崎－（急）－804 
○ ○ 

2928 
相川(8) 

長崎－（急）－804-2 
○ ― 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2929 

相川地区 

相川(3) 

長崎－（急）－805 

平成24年 
7月6日 
第664号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市式見町 

678 

式見小学校 
 
 

長崎市四杖町 

1245 

旧式見中学校 
 
 

長崎市式見町 

357 

式見地区 
ふれあいセンター 

 
 

長崎市園田町 

458 

消防団26分団3部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

309 
 
 
 
 

264 
 
 
 
 

100 
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2930 
相川(3) 

長崎－（急）－805-2 
○ ○ 

2931 
相川(3) 

長崎－（急）－805-3 
○ ○ 

2932 
相川(1) 

長崎－（急）－807 
○ ○ 

2933 

式見地区 

相川(1) 

長崎－（急）－807-2 
○ ○ 

2934 
相川(1) 

長崎－（急）－807-3 
○ ○ 

2935 向地区 
向(10) 

長崎－（急）－809 
○ ○ 

2936 式見地区 
式見(1) 

長崎－（急）－810 
○ ○ 

2937 

向地区 

向(11) 

長崎－（急）－811 
○ ○ 

2938 
向(12) 

長崎－（急）－811-2 
○ ○ 

2939 
向(13) 

長崎－（急）－812 
○ ○ 

2940 

式見地区 

式見(3) 

長崎－（急）－813 
○ ○ 

2941 
式見(2) 

長崎－（急）－813-2 
○ ― 

2942 

向地区 

向(8) 

長崎－（急）－814 
○ ○ 

2943 
向(8) 

長崎－（急）－814-2 
○ ○ 

2944 
向(7) 

長崎－（急）－815 
○ ○ 

2945 

牧野地区 

牧野(3) 

長崎－（急）－816 
○ ○ 

2946 
牧野(4) 

長崎－（急）－816-2 
○ ○ 

2947 
牧野(5) 

長崎－（急）－817 
○ ○ 

2948 

園田地区 

園田（11） 

長崎－（急）－819 
○ ○ 

2949 
園田（12） 

長崎－（急）－820 
○ ○ 

2950 
園田 

長崎－（急）－821 
○ ○ 

2951 牧野地区 
牧野(7) 

長崎－（急）－828-2 
○ ○ 

2952 

園田地区 

園田（13） 
長崎－（急）－831 ○ ○ 

2953 
園田（14） 

長崎－（急）－831-2 ○ ○ 

2954 
園田（15） 

長崎－（急）－832 ○ ○ 

2955 
園田（16） 

長崎－（急）－833 ○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2956 

向地区 

 

向(1) 

長崎－（急）－1184 

 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市式見町 

678 
式見小学校 

 
 

長崎市四杖町 

1245 
旧式見中学校 

 
 

長崎市式見町 

357 
式見地区 

ふれあいセンター 
 
 

長崎市園田町 

458 

消防団26分団3部 

309 
 
 
 
 

264 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

21 

2957 
向(1) 

長崎－（急）－1184-3 
○ ○ 

2958 
向(2) 

長崎－（急）－1185 
○ ○ 

2959 
向(2) 

長崎－（急）－1185-2 
○ ○ 

2960 
向(3) 

長崎－（急）－1186 
○ ○ 

2961 
向(6) 

長崎－（急）－1187 
○ ○ 

2962 
向(6) 

長崎－（急）－1187-2 
○ ○ 

2963 
向(4) 

長崎－（急）－1188 
○ ○ 

2964 
向(5) 

長崎－（急）－1189 
○ ○ 

2965 
向(5) 

長崎－（急）－1189-2 
○ ○ 

2966 

多以良地区 

多以良川(ハ) 

長崎－（土）－21 

平成24年 
7月6日 
第664号 

○ ○ 

長崎市多以良町 

389 
多以良町公民館 
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2967 
多以良川(チ) 

長崎－（土）－22 
○ ○ 

2968 
多以良川(ニ) 

長崎－（土）－23 
○ ○ 

2969 
多以良川(イ) 

長崎－（土）－24 
○ ○ 

2970 
多以良川(ホ) 

長崎－（土）－24-2 
○ ○ 

2971 
田子ノ浦川 

長崎－（土）－26 
令和 4 年 9 月 9 日 

第 593 号 ○ ― 

2972 相川地区 
相川川(イ) 

長崎－（土）－101 

平成24年 
7月6日 

第 664号 

○ ○ 
長崎市式見町 

678 
式見小学校 

 
 

長崎市四杖町 

1245 
旧式見中学校 

 
 

長崎市式見町 

357 
式見地区 

ふれあいセンター 
 
 

長崎市園田町 

458 

消防団26分団3部 

309 
 
 
 
 

264 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

21 

2973 見崎地区 
相川川(ニ) 

長崎－（土）－101-2 
○ ○ 

2974 

牧野地区 

向川(ヌ) 

長崎－（土）－102 
○ ○ 

2975 
向川(リ) 

長崎－（土）－102-2 
○ ○ 

2976 相川地区 
相川川(ハ) 

長崎－（土）－103 
○ ○ 

2977 

向地区 

向川(ト) 

長崎－（土）－208 
○ ○ 

2978 
向川(チ) 

長崎－（土）－208-2 
○ ○ 

2979 
向川(ロ) 

長崎－（土）－210 
○ ○ 

2980 
向川(ハ) 

長崎－（土）－211 
○ ○ 

2981 
向川(ホ) 

長崎－（土）－213 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

2982 

国分地区 

国分(2) 

長崎－（急）－3050 
平成24年 
11月20日 
第974号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸町 

2丁目9－1 

戸町小学校 
 
 

長崎市新戸町 

2丁目1-36 

戸町中学校 
 
 

長崎市小菅町 
5－27 

小菅町公民館 
 

286 
 
 
 
 
 

357 
 
 
 
 

47 
 

2983 
国分(3) 

長崎－（急）－3050-2 
○ ○ 

2984 小菅地区 
小菅 

長崎－（急）－3051 

令和3年3月5日 

第 169号 
○ ○ 

2985 国分地区 
国分(4) 

長崎－（急）－3051-2 

平成24年 
11月20日 

第 974号 

○ ○ 

2986 

小菅地区 

小菅(2) 

長崎－（急）－3051-4 
○ ○ 

2987 
小菅(4) 

長崎－（急）－3051-6 
○ ○ 

2988 
小菅(5) 

長崎－（急）－3051-7 
○ ○ 

2989 
小菅(6) 

長崎－（急）－3051-8 
○ ― 

2990 
小菅(8) 

長崎－（急）－3051-10 
○ ― 

2991 
戸町1丁目地

区 

 

戸町1丁目 

長崎－（急）－3053 
○ ○ 

2992 
戸町2丁目地

区 

戸町1丁目 

長崎－（急）－3053-2 
○ ○ 

2993 
戸町1丁目 

長崎－（急）－3053-3 
○ ○ 

2994 

戸町5丁目地

区 

戸町5丁目 

長崎－（急）－3057 
○ ○ 

2995 
戸町5丁目(2) 

長崎－（急）－3057-2 
○ ○ 

2996 
戸町3丁目氏無 

長崎－（急）－3057-3 
○ ○ 

2997 
戸町3丁目(18) 

長崎－（急）－3057-4 
○ ― 

2998 
戸町3丁目氏無 

長崎－（急）－3057-5 
○ ○ 

2999 
戸町3丁目(18) 

長崎－（急）－3057-6 
○ ○ 

3000 

戸町4丁目地

区 

戸町3丁目鎌手 

長崎－（急）－3058 
○ ○ 

3001 
戸町3丁目(2) 

長崎－（急）－3058-2 
○ ○ 

3002 
戸町3丁目(1) 

長崎－（急）－3058-3 
○ ○ 

3003 
戸町3丁目(1) 

長崎－（急）－3058-4 
○ ○ 

3004 
戸町4丁目 

長崎－（急）－3059 
○ ○ 

3005 
戸町3丁目塔ノ平 

長崎－（急）－3060 
○ ○ 

3006 
戸町4丁目(2) 

長崎－（急）－3060-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3007 
戸町4丁目 

地区 

 

 

戸町3丁目戒ノ脇 

長崎－（急）－3062 

平成24年 
11月20日 
第974号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸町 

2丁目9－1 

戸町小学校 
 
 

長崎市新戸町 

2丁目1-36 

戸町中学校 
 
 

長崎市小菅町 
5－27 

小菅町公民館 
 

286 
 
 
 
 
 

357 
 
 
 
 

47 
 

3008 
戸町3丁目(9) 

長崎－（急）－3063 
○ ○ 

3009 
戸町4丁目(3) 

長崎－（急）－3064 
○ ○ 

3010 

小菅地区 

 

小菅(9) 

長崎－（急）－3079 
○ ○ 

3011 
小菅(10) 

長崎－（急）－3079-2 
○ ○ 

3012 
小菅(12) 

長崎－（急）－3081 
○ ○ 

3013 
小菅(13) 

長崎－（急）－3082 
○ ○ 

3014 
小菅(14) 

長崎－（急）－3083 
○ ○ 

3015 
小菅(15) 

長崎－（急）－3083-2 
○ ○ 

3016 
戸町2丁目地

区 

 

戸町2丁目(5) 

長崎－（急）－3084 
○ ○ 

3017 
小菅地区 

 

小菅(16) 

長崎－（急）－3084-3 
○ ○ 

3018 

戸町2丁目地

区 

 

戸町2丁目(7) 

長崎－（急）－3095 
○ ○ 

3019 
戸町2丁目(7) 

長崎－（急）－3095-2 
○ ○ 

3020 
戸町2丁目(6) 

長崎－（急）－3096 
○ ○ 

3021 
戸町2丁目(3) 

長崎－（急）－3097 
○ ○ 

3022 
戸町2丁目(4) 

長崎－（急）－3098 
○ ○ 

3023 

戸町4丁目地

区 

 

戸町3丁目(11) 

長崎－（急）－3099 
○ ○ 

3024 
戸町3丁目(11) 

長崎－（急）－3099-2 
○ ○ 

3025 
戸町3丁目(11) 

長崎－（急）－3099-3 
○ ○ 

3026 

戸町3丁目地

区 

 

戸町3丁目(19) 

長崎－（急）－3100 
○ ○ 

3027 
戸町3丁目(13) 

長崎－（急）－3101 
○ ○ 

3028 
戸町3丁目(14) 

長崎－（急）－3102 
○ ○ 

3029 
戸町3丁目(20) 

長崎－（急）－3103 
○ ○ 

3030 
戸町3丁目屋敷迫 

長崎－（急）－3103-2 
○ ― 

3031 
戸町3丁目屋敷迫 

長崎－（急）－3103-3 
○ ○ 

3032 
戸町2丁目(9) 

長崎－（急）－3104 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3033 

戸町2丁目地

区 

 

戸町2丁目(2) 

長崎－（急）－3105 

平成24年 
11月20日 
第974号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸町 

2丁目9－1 

戸町小学校 
 
 

長崎市新戸町 

2丁目1-36 

戸町中学校 
 
 

長崎市小菅町 
5－27 

小菅町公民館 
 

286 
 
 
 
 
 

357 
 
 
 
 

47 
 

3034 
戸町2丁目(1) 

長崎－（急）－3106 
○ ○ 

3035 
戸町2丁目(11) 

長崎－（急）－3106-2 
○ ○ 

3036 
戸町2丁目(12) 

長崎－（急）－3106-3 
○ ○ 

3037 
戸町2丁目(13) 

長崎－（急）－3106-4 
○ ○ 

3038 
上戸町 

4丁目地区 

 

戸町2丁目(14) 

長崎－（急）－3106-5 
○ ○ 

3039 
戸町2丁目地

区 

 

戸町2丁目(15) 

長崎－（急）－3106-6 
○ ○ 

3040 
上戸町 

1丁目地区 

 

 

上戸町(7) 

長崎－（急）－3107 
○ ○ 

3041 
上戸町(6) 

長崎－（急）－3108 
○ ○ 

3042 

上戸町 

4丁目地区 

 

上戸町(9) 

長崎－（急）－3109 
○ ― 

3043 
上戸町(9) 

長崎－（急）－3109-2 
○ ○ 

3044 
上戸町4丁目 

長崎－（急）－3109-3 
○ ○ 

3045 
上戸町4丁目(2) 

長崎－（急）－3109-4 
○ ○ 

3046 
上戸町4丁目(3) 

長崎－（急）－3112 
○ ○ 

3047 
上戸町4丁目(4) 

長崎－（急）－3112-2 
○ ○ 

3048 
上戸町(4) 

長崎－（急）－3113 
○ ― 

3049 
上戸町4丁目(5) 

長崎－（急）－3113-2 
○ ○ 

3050 
戸町4丁目地

区 

 

 

 

 

戸町4丁目(4) 

長崎－（急）－3233 
○ ○ 

3051 
戸町3丁目(4) 

長崎－（急）－3234 
○ ○ 

3052 
戸町3丁目(5) 

長崎－（急）－3235 
○ ○ 

3053 

上戸町 

1丁目地区 

 

上戸町(5) 

長崎－（急）－3238 
○ ○ 

3054 
上戸町(5) 

長崎－（急）－3238-2 
○ ○ 

3055 
上戸町(5) 

長崎－（急）－3238-3 
○ ○ 

3056 
上戸町(5) 

長崎－（急）－3238-4 
○ ○ 

3057 
上戸町(5) 

長崎－（急）－3238-5 
○ ○ 

3058 
上戸町(5) 

長崎－（急）－3238-6 
○ ○ 

第
３
章
 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 

 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3059 
上戸町 

1丁目地区 

上戸町(5) 

長崎－（急）－3238-7 

平成24年 
11月20日 
第974号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸町 

2丁目9－1 

戸町小学校 
 
 

長崎市新戸町 

2丁目1-36 

戸町中学校 
 
 

長崎市小菅町 
5－27 

小菅町公民館 
 

286 
 
 
 
 
 

357 
 
 
 
 

47 
 

3060 
上戸町(5) 

長崎－（急）－3238-8 
○ ○ 

3061 

上戸町4丁目

地区 

上戸町(1) 

長崎－（急）－3240 
○ ○ 

3062 
上戸町(2) 

長崎－（急）－3241 
○ ○ 

3063 
上戸町4丁目(6) 

長崎－（急）－3242 
○ ○ 

3064 
上戸町(3) 

長崎－（急）－3243 
○ ○ 

3065 
上戸町(8) 

長崎－（急）－3244 
○ ○ 

3066 
上戸町(8) 

長崎－（急）－3244-2 
○ ○ 

3067 
上戸町4丁目(7) 

長崎－（急）－3247 
○ ○ 

3068 
上戸町4丁目(8) 

長崎－（急）－3262 
○ ○ 

3069 
戸町4丁目地

区 

 

戸町3丁目(7) 

長崎－（急）－3274 
○ ○ 

3070 
戸町3丁目地

区 

 

 

 

戸町3丁目(12) 

長崎－（急）－3274-2 
○ ○ 

3071 
戸町3丁目(7) 

長崎－（急）－3274-3 
○ ○ 

3072 
戸町4丁目地

区 

 

 

戸町3丁目(6) 

長崎－（急）－3275 
○ ○ 

3073 
戸町3丁目(6) 

長崎－（急）－3275-2 
○ ○ 

3074 
戸町3丁目地

区 

 

戸町3丁目(15) 

長崎－（急）－3277 
○ ○ 

3075 
上戸町 

4丁目地区 

上戸町4丁目(9) 

長崎－（急）－3289 
○ ○ 

3076 
上戸町4丁目(10) 

長崎－（急）－3309 
○ ○ 

3077 
戸町2丁目地

区 

 

戸町川(ニ) 

長崎－（土）－3012 
○ ○ 

3078 
戸町3丁目地

区 

 

戸町川(ロ) 

長崎－（土）－3013 
○ ○ 

3079 
戸町3丁目地

区 

 

戸町川(イ) 

長崎－（土）－3014 
○ ○ 

3080 

上戸町 

4丁目地区 

上戸町川（ホ） 

長崎－（土）－3015 
○ ○ 

3081 
神ノ崎川 

長崎－（土）－3016 
○ ○ 

3082 
上戸町川（ヘ） 

長崎－（土）－3020 
○ ○ 

3083 
戸町5丁目 

地区 

女神川（イ） 

長崎－（土）－3037 
○ ○ 

3084 
大久保山川 

長崎－（土）－3038 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3085 

戸町4丁目 

地区 

戸町3丁目川(イ) 

長崎－（土）－3039 

平成24年 
11月20日 
第974号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市戸町 

2丁目9－1 

戸町小学校 
 
 

長崎市新戸町 

2丁目1-36 

戸町中学校 
 
 

長崎市小菅町 
5－27 

小菅町公民館 
 

286 
 
 
 
 
 

357 
 
 
 
 

47 
 

3086 
戸町3丁目川(ロ) 

長崎－（土）－3040 
○ ○ 

3087 
戸町3丁目川(ハ) 

長崎－（土）－3041 
○ ○ 

3088 

戸町3丁目地

区 

戸町川(ト) 

長崎－（土）－3050 
○ ○ 

3089 
戸町川(チ) 

長崎－（土）－3052 
○ ○ 

3090 
戸町川(ハ) 

長崎－（土）－3053 
○ ○ 

3091 

上戸町 

4丁目地区 

上戸町川（イ） 

長崎－（土）－3056 
○ ○ 

3092 
上戸町川（ロ） 

長崎－（土）－3057 
○ ○ 

3093 
神ノ崎川(ロ) 

長崎－（土）－3059 
○ ○ 

3094 
上戸町川（ニ） 

長崎－（土）－3060 
○ ○ 

3095 
上戸町川（ハ） 

長崎－（土）－3061 
○ ○ 

3096 
上戸町川（ト） 

長崎－（土）－3076 
○ ○ 

3097 

鳴見地区 

鳴見(75) 

長崎－（急）－199 

平成25年 
1月11日 
第26号 

○ ○ 

長崎市鳴見台 

2丁目1-8 

鳴見台小学校 

387 

3098 
鳴見(9) 

長崎－（急）－208 
○ ○ 

3099 
鳴見(66) 

長崎－（急）－209 
○ ○ 

3100 
鳴見(67) 

長崎－（急）－209-2 
○ ○ 

3101 
鳴見(10) 

長崎－（急）－210 
○ ○ 

3102 
鳴見(64) 

長崎－（急）－211 
○ ○ 

3103 
鳴見(65) 

長崎－（急）－211-2 
○ ○ 

3104 
鳴見(13) 

長崎－（急）－212-2 
○ ○ 

3105 
鳴見(62) 

長崎－（急）－213 
○ ○ 

3106 
鳴見(63) 

長崎－（急）－213-2 
○ ○ 

3107 
鳴見(78) 

長崎－（急）－215 
○ ○ 

3108 
鳴見(79) 

長崎－（急）－215-2 
○ ○ 

3109 
鳴見(80) 

長崎－（急）－215-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3110 

鳴見地区 

鳴見(14) 

長崎－（急）－219 

平成25年 
1月11日 
第26号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市鳴見台 

2丁目1-8 

鳴見台小学校 

387 

3111 
日当（2） 

長崎－（急）－222 
○ ○ 

3112 
日当（1） 

長崎－（急）－222-2 
○ ○ 

3113 
鳴見(15) 

長崎－（急）－222-3 
○ ○ 

3114 
鳴見(77) 

長崎－（急）－226 
○ ○ 

3115 
鳴見(73) 

長崎－（急）－227-2 
○ ○ 

3116 
鳴見(74) 

長崎－（急）－227-3 
○ ○ 

3117 
鳴見(76) 

長崎－（急）－228 
○ ○ 

3118 
鳴見(21) 

長崎－（急）－229 
○ ○ 

3119 
鳴見(22) 

長崎－（急）－229-2 
○ ○ 

3120 
鳴見(25) 

長崎－（急）－229-5 
○ ○ 

3121 
鳴見(84) 

長崎－（急）－230-2 
○ ○ 

3122 
鳴見(86) 

長崎－（急）－230-4 
○ ○ 

3123 
鳴見(81) 

長崎－（急）－233 
○ ○ 

3124 
鳴見(18) 

長崎－（急）－236 
○ ○ 

3125 
鳴見(19) 

長崎－（急）－237 
○ ○ 

3126 
鳴見(20) 

長崎－（急）－237-2 
○ ○ 

3127 
鳴見台 

2丁目地区 

鳴見台２丁目(1) 

長崎－（急）－346 
○ ○ 

3128 
鳴見台２丁目(2) 

長崎－（急）－346-2 
○ ○ 

3129 

鳴見地区 

鳴見(29) 

長崎－（急）－346-3 
○ ○ 

3130 
鳴見(26) 

長崎－（急）－347 
○ ○ 

3131 
鳴見(27) 

長崎－（急）－347-2 
○ ○ 

3132 
鳴見(28) 

長崎－（急）－347-3 
○ ○ 

3133 
鳴見台 

2丁目地区 

鳴見台２丁目(5) 

長崎－（急）－348 
○ ○ 

3134 
鳴見(32) 

長崎－（急）－349 
○ ○ 

3135 鳴見地区 
鳴見(5) 

長崎－（急）－350 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3136 

鳴見地区 

鳴見(5) 

長崎－（急）－350-2 

平成25年 
1月11日 
第26号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市鳴見台 

2丁目1-8 

鳴見台小学校 

387 

3137 
鳴見(5) 

長崎－（急）－350-3 
○ ○ 

3138 
鳴見(5) 

長崎－（急）－350-4 
○ ○ 

3139 
鳴見(5) 

長崎－（急）－350-5 
○ ○ 

3140 
鳴見(5) 

長崎－（急）－350-6 
○ ○ 

3141 
鳴見(31) 

長崎－（急）－350-8 
○ ○ 

3142 
鳴見台 

1丁目地区 

鳴見台１丁目(1) 

長崎－（急）－351 
○ ○ 

3143 
鳴見台１丁目(1) 

長崎－（急）－351-2 
○ ○ 

3144 

鳴見地区 

鳴見(30) 

長崎－（急）－352 
○ ○ 

3145 
鳴見(8) 

長崎－（急）－353 
○ ○ 

3146 
鳴見(87) 

長崎－（急）－353-2 
○ ○ 

3147 
鳴見(34) 

長崎－（急）－354 
○ ○ 

3148 
鳴見(35) 

長崎－（急）－354-2 
○ ○ 

3149 
鳴見(36) 

長崎－（急）－354-3 
○ ○ 

3150 
鳴見(38) 

長崎－（急）－354-5 
○ ○ 

3151 
鳴見(33) 

長崎－（急）－355 
○ ○ 

3152 
鳴見(7) 

長崎－（急）－356 
○ ○ 

3153 
鳴見(53) 

長崎－（急）－356-2 
○ ○ 

3154 
鳴見(55) 

長崎－（急）－356-4 
○ ○ 

3155 
鳴見(56) 

長崎－（急）－356-5 
○ ○ 

3156 
鳴見(58) 

長崎－（急）－356-7 
○ ○ 

3157 
鳴見(59) 

長崎－（急）－356-8 
○ ○ 

3158 
鳴見(60) 

長崎－（急）－356-9 
○ ○ 

3159 
鳴見(39) 

長崎－（急）－442 
○ ○ 

3160 
鳴見(40) 

長崎－（急）－442-2 
○ ○ 

3161 
鳴見(41) 

長崎－（急）－442-3 
○ ― 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3162 

鳴見地区 

鳴見(42) 

長崎－（急）－442-4 

平成25年 
1月11日 
第26号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市鳴見台 

2丁目1-8 

鳴見台小学校 

387 

3163 
鳴見(43) 

長崎－（急）－443 
○ ○ 

3164 
鳴見(44) 

長崎－（急）－443-2 
○ ― 

3165 
鳴見(88) 

長崎－（急）－444 
○ ○ 

3166 
鳴見(89) 

長崎－（急）－444-2 
○ ○ 

3167 
鳴見(90) 

長崎－（急）－444-3 
○ ○ 

3168 
鳴見(91) 

長崎－（急）－444-4 
○ ○ 

3169 
鳴見(8) 

長崎－（急）－444-5 
○ ○ 

3170 
鳴見(1) 

長崎－（急）－445 
○ ○ 

3171 
鳴見(1) 

長崎－（急）－445-2 
○ ○ 

3172 
鳴見(49) 

長崎－（急）－445-3 
○ ○ 

3173 
鳴見(6) 

長崎－（急）－446 
○ ○ 

3174 
鳴見(6) 

長崎－（急）－447 
○ ○ 

3175 
鳴見(45) 

長崎－（急）－447-2 
○ ○ 

3176 
鳴見(4) 

長崎－（急）－448 
○ ○ 

3177 
鳴見(46) 

長崎－（急）－448-2 
○ ○ 

3178 
鳴見(47) 

長崎－（急）－448-3 
○ ○ 

3179 
鳴見(48) 

長崎－（急）－448-4 
○ ○ 

3180 
鳴見(50) 

長崎－（急）－449 
○ ○ 

3181 
鳴見(3) 

長崎－（急）－450-2 
○ ○ 

3182 
鳴見(3) 

長崎－（急）－451 
○ ○ 

3183 
鳴見(2) 

長崎－（急）－452 
○ ○ 

3184 
鳴見(52) 

長崎－（急）－453 
○ ○ 

3185 

北陽地区 

北陽(7) 

長崎－（急）－459 
○ ○ 

長崎市滑石4丁目 

4-8 

北陽小学校 

 

長崎市北陽町17-6 

北陽自治会公民館 

360 
 
 
 

31 

3186 
北陽(8) 

長崎－（急）－459-2 
○ ○ 

3187 
北陽(9) 

長崎－（急）－459-3 
○ ○ 

風
水
害
‐

136
 



 
 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3188 

北陽地区 

 

北陽(11) 

長崎－（急）－459-5 

平成25年 
1月11日 
第26号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市滑石4丁目 

4-8 

北陽小学校 

 

 

 

長崎市北陽町 

17-6 

北陽自治会公民館 

360 
 
 
 
 
 

31 

3189 
北陽(21) 

長崎－（急）－459-6 
○ ○ 

3190 
北陽(2) 

長崎－（急）－460 
○ ○ 

3191 
北陽(4) 

長崎－（急）－460-2 
○ ― 

3192 
北陽(5) 

長崎－（急）－460-3 
○ ○ 

3193 
北陽(6) 

長崎－（急）－460-4 
○ ○ 

3194 
北陽(3) 

長崎－（急）－461 
○ ○ 

3195 
北陽(15) 

長崎－（急）－461-2 
○ ○ 

3196 
北陽(16) 

長崎－（急）－461-3 
○ ○ 

3197 
北陽(17) 

長崎－（急）－461-4 
○ ○ 

3198 
北陽 

長崎－（急）－463-2 
○ ○ 

3199 
北陽 

長崎－（急）－463-4 
○ ○ 

3200 
北陽 

長崎－（急）－463-5 
○ ○ 

3201 
北陽(12) 

長崎－（急）－463-6 
○ ○ 

3202 
北陽 

長崎－（急）－463-7 
○ ○ 

3203 
北陽 

長崎－（急）－463-8 
○ ○ 

3204 
北陽(13) 

長崎－（急）－463-9 
○ ○ 

3205 
滑石４丁目(1) 

長崎－（急）－464 
○ ○ 

3206 
滑石４丁目(1) 

長崎－（急）－464-2 
○ ○ 

3207 
北陽(20) 

長崎－（急）－464-3 
○ ○ 

3208 
滑石４丁目(1) 

長崎－（急）－464-4 
○ ○ 

3209 
滑石４丁目(1) 

長崎－（急）－464-5 
○ ○ 

3210 
滑石４丁目(1) 

長崎－（急）－464-6 
○ ○ 

3211 

滑石4丁目 

地区 

滑石４丁目(2) 

長崎－（急）－472 
○ ○ 

3212 
滑石４丁目(2) 

長崎－（急）－472-2 
○ ○ 

3213 
滑石４丁目(2) 

長崎－（急）－472-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3214 

滑石4丁目地

区 

滑石４丁目(2) 

長崎－（急）－472-4 

平成25年 
1月11日 
第26号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市滑石4丁目 

4-8 

北陽小学校 

 

 

 

長崎市北陽町 

17-6 

北陽自治会公民館 

360 
 
 
 
 
 

31 

3215 
滑石４丁目(1) 

長崎－（急）－472-5 
○ ○ 

3216 
滑石４丁目(8) 

長崎－（急）－472-6 
○ ○ 

3217 
滑石４丁目(9) 

長崎－（急）－472-7 
○ ○ 

3218 
滑石４丁目(10) 

長崎－（急）－472-8 
○ ○ 

3219 
滑石４丁目(5) 

長崎－（急）－473 
○ ○ 

3220 
滑石４丁目(6) 

長崎－（急）－474 
○ ○ 

3221 

北栄地区 

北栄(5) 

長崎－（急）－476 
○ ○ 

長崎市滑石6丁目 

１－59 

大園小学校 
 
 

長崎市大園町 

2-1 

滑石中学校 
 
 

長崎市滑石5丁目 

5-77 

滑石地区ふれあい 

センター 

360 
 
 
 
 
 

361 
 
 
 
 

309 

3222 
北栄(4) 

長崎－（急）－476-2 
○ ○ 

3223 
北栄(6) 

長崎－（急）－477 
○ ○ 

3224 

滑石5丁目 

地区 

滑石5丁目（3） 

長崎－（急）－478 
○ ○ 

3225 
滑石5丁目（4） 

長崎－（急）－478-2 
○ ○ 

3226 
滑石5丁目（8） 

長崎－（急）－478-3 
○ ○ 

3227 
滑石5丁目（1） 

長崎－（急）－479 
○ ○ 

3228 
滑石5丁目（2） 

長崎－（急）－480 
○ ○ 

3229 
滑石5丁目（6） 

長崎－（急）－481 
○ ○ 

3230 

滑石4丁目地

区 

 

滑石４丁目(16) 

長崎－（急）－485 
○ ○ 

長崎市滑石4丁目 

4-8 

北陽小学校 

 

 

 

長崎市北陽町 

17-6 
北陽自治会公民館 

360 
 
 
 
 
 

31 

3231 
滑石４丁目(17) 

長崎－（急）－485-2 
○ ○ 

3232 
滑石４丁目(3) 

長崎－（急）－487 
○ ○ 

3233 
滑石４丁目(12) 

長崎－（急）－488 
○ ○ 

3234 
滑石４丁目(7) 

長崎－（急）－488-2 
○ ○ 

3235 
滑石４丁目(13) 

長崎－（急）－488-3 
○ ○ 

3236 
滑石４丁目(15) 

長崎－（急）－488-5 
○ ○ 

3237 
滑石４丁目(4) 

長崎－（急）－489 
○ ○ 

3238 
滑石４丁目(11) 

長崎－（急）－489-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3239 

北栄地区 

北栄(1)、(2) 

長崎－（急）－490 

平成25年 
1月11日 
第26号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市滑石6丁目 

１－59 
大園小学校 

 
 

長崎市大園町 

2-1 
滑石中学校 

 
 

長崎市滑石5丁目 

5-77 

滑石地区ふれあい 
センター 

360 
 
 
 
 
 

361 
 
 
 
 

309 

3240 
北栄(10) 

長崎－（急）－490-2 
○ ○ 

3241 
北栄(11) 

長崎－（急）－490-3 
○ ○ 

3242 
北栄(12) 

長崎－（急）－490-4 
○ ○ 

3243 
北栄(7) 

長崎－（急）－491 
○ ○ 

3244 
北栄(14) 

長崎－（急）－491-2 
○ ― 

3245 
北栄(15) 

長崎－（急）－491-3 
○ ○ 

3246 
北栄(16) 

長崎－（急）－491-4 
○ ○ 

3247 
北栄(7) 

長崎－（急）－492 
○ ○ 

3248 
北栄(3) 

長崎－（急）－493 
○ ○ 

3249 
北栄(3) 

長崎－（急）－493-2 
○ ○ 

3250 
北栄(13) 

長崎－（急）－493-3 
○ ― 

3251 
北栄(8) 

長崎－（急）－493-4 
○ ○ 

3252 
滑石5丁目地

区 

 

滑石5丁目（7） 

長崎－（急）－494 
○ ○ 

3253 
北栄地区 

 

北栄(9) 

長崎－（急）－495 
○ ○ 

3254 
滑石6丁目地

区 

滑石6丁目（1） 

長崎－（急）－499 
○ ○ 

3255 
滑石6丁目（2） 

長崎－（急）－499-2 
○ ○ 

3256 
鳴見台 

1丁目地区 

鳴見川（ニ） 

長崎－（土）－27 
○ ○ 

長崎市鳴見台 

2丁目1-8 
鳴見台小学校 

387 

3257 

鳴見地区 

鳴見川（ヌ） 

長崎－（土）－27-2 
○ ― 

3258 
鳴見川（ル） 

長崎－（土）－27-3 
○ ○ 

3259 
鳴見川（ヲ） 

長崎－（土）－27-4 
○ ○ 

3260 
鳴見台 

1丁目地区 

鳴見川（ハ） 

長崎－（土）－28 
○ ― 

3261 
鳴見川（ロ） 

長崎－（土）－29 
○ ○ 

3262 鳴見地区 
木場川 

長崎－（土）－30 
○ ○ 

3263 

北陽地区 

堤平川（ロ） 

長崎－（土）－30-2 
○ ○ 

長崎市滑石4丁目4-8 

北陽小学校 

 

長崎市北陽町17-6 
北陽自治会公民館 

360 
 
 

31 3264 
堤平川（ハ） 

長崎－（土）－30-3 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3265 

鳴見地区 

多以良川（リ） 

長崎－（土）－30-4 

平成25年 
1月11日 
第26号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市鳴見台 

2丁目1-8 

鳴見台小学校 

387 

3266 
鳴見川（イ） 

長崎－（土）－31 
○ ○ 

3267 
鳴見川（リ） 

長崎－（土）－31-2 
○ ○ 

3268 
鳴見川（チ） 

長崎－（土）－35 
○ ○ 

3269 
多以良川（ト） 

長崎－（土）－36 
○ ○ 

3270 
多以良川（ヘ） 

長崎－（土）－37 
○ ○ 

3271 
多以良川（ヌ） 

長崎－（土）－37-2 
○ ○ 

3272 
多以良川（ホ） 

長崎－（土）－38 
○ ○ 

3273 
多以良川（ル） 

長崎－（土）－38-2 
○ ○ 

3274 
多以良川（ヲ） 

長崎－（土）－38-3 
○ ○ 

3275 
多以良川（ワ） 

長崎－（土）－38-4 
○ ○ 

3276 
多以良川（カ） 

長崎－（土）－38-5 
○ ○ 

3277 

滑石4丁目 

地区 

堤平川 

長崎－（土）－41 
○ ○ 長崎市滑石4丁目4-8 

北陽小学校 

 

長崎市北陽町17-6 
北陽自治会公民館 

360 
 
 

31 

3278 
堤平川（イ） 

長崎－（土）－41-2 
○ ○ 

3279 
大山川（イ） 

長崎－（土）－42 
○ ○ 

3280 

北栄地区 

大山川（ロ） 

長崎－（土）－43 
○ ○ 長崎市滑石6丁目 

１－59 

大園小学校 
 
 

長崎市大園町 

2-1 

滑石中学校 
 
 

長崎市滑石5丁目 

5-77 

滑石地区ふれあい 

センター 

360 
 
 
 
 
 

361 
 
 
 
 

309 

3281 
北栄川（ロ） 

長崎－（土）－45 
○ ○ 

3282 
北栄川（ハ） 

長崎－（土）－46 
○ ○ 

3283 
大宮川（ロ） 

長崎－（土）－47 
○ ○ 

3284 
北栄川（ニ） 

長崎－（土）－105 
○ ○ 

3285 
北栄川（ホ） 

長崎－（土）－106 
○ ○ 

3286 
大宮川（イ） 

長崎－（土）－107 
○ ― 

3287 

昭和3丁目 

地区 

昭和(16) 

長崎－（急）－537 

平成25年 
3月12日 
第284号 

○ ○ 長崎市大手1丁目 

14-3 

西浦上小学校 

 

長崎市文教町 

4-10 

西浦上中学校 

296 
 
 
 

445 

3288 
昭和(17) 

長崎－（急）－537-2 
○ ○ 

3289 
昭和(18) 

長崎－（急）－537-3 
○ ○ 

3290 
昭和(19) 

長崎－（急）－537-4 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3291 

昭和3丁目地

区 

 

 

昭和(20) 

長崎－（急）－537-5 

平成25年 
3月12日 
第284号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大手1丁目 

14-3 

西浦上小学校 

 

長崎市文教町 

4-10 
西浦上中学校 

296 
 
 
 

445 

3292 
昭和(21) 

長崎－（急）－538 
○ ○ 

3293 
下道ノ尾 

長崎－（急）－539 
○ ○ 

3294 
昭和(22) 

長崎－（急）－540 
○ ○ 

3295 
昭和(23) 

長崎－（急）－542 
○ ○ 

3296 
昭和(24) 

長崎－（急）－542-2 
○ ○ 

3297 
昭和(8) 

長崎－（急）－543 
○ ○ 

3298 
昭和(7) 

長崎－（急）－907 
○ ○ 

3299 
昭和(25) 

長崎－（急）－908 
○ ○ 

3300 
昭和(6) 

長崎－（急）－908-2 
○ ○ 

3301 
昭和(26) 

長崎－（急）－908-3 
○ ○ 

3302 
昭和(27) 

長崎－（急）－908-4 
○ ○ 

3303 
昭和(5) 

長崎－（急）－911 
○ ○ 

3304 
昭和(5) 

長崎－（急）－911-2 
○ ○ 

3305 
昭和(28) 

長崎－（急）－911-3 
○ ○ 

3306 
昭和(4) 

長崎－（急）－912 
○ ○ 

3307 
昭和(3) 

長崎－（急）－913 
○ ○ 

3308 
昭和(3) 

長崎－（急）－913-2 
○ ○ 

3309 

昭和2丁目地

区 

 

昭和(9) 

長崎－（急）－931 
○ ○ 

3310 
昭和(7) 

長崎－（急）－932 
○ ○ 

3311 
昭和(5) 

長崎－（急）－933 
○ ○ 

3312 
昭和(6) 

長崎－（急）－934 
○ ○ 

3313 
昭和(10) 

長崎－（急）－935 
○ ○ 

3314 
昭和(11) 

長崎－（急）－935-2 
○ ○ 

3315 
昭和(12) 

長崎－（急）－935-3 
○ ○ 

3316 
昭和(13) 

長崎－（急）－935-4 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3317 

昭和2丁目 

地区 

昭和(14) 

長崎－（急）－935-5 

平成25年 
3月12日 
第284号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大手1丁目 

14-3 

西浦上小学校 

 

長崎市文教町 

4-10 

西浦上中学校 

296 
 
 
 

445 

3318 
昭和(1) 

長崎－（急）－936 
○ ○ 

3319 
昭和(1) 

長崎－（急）－936-2 
○ ○ 

3320 
昭和(1) 

長崎－（急）－936-3 
○ ○ 

3321 
昭和(3) 

長崎－（急）－938 
○ ○ 

3322 

昭和3丁目 

地区 

昭和(2) 

長崎－（急）－939 
○ ○ 

3323 
昭和 

長崎－（急）－941 
○ ○ 

3324 
昭和 

長崎－（急）－941-2 
○ ○ 

3325 
昭和 

長崎－（急）－942 
○ ○ 

3326 
昭和 

長崎－（急）－944 
○ ○ 

3327 
大手3丁目 

地区 

大手(6) 

長崎－（急）－945 
○ ○ 長崎市大手3丁目 

11-1 

みのりが丘幼稚園 

290 

3328 
大手(3) 

長崎－（急）－954 
○ ○ 

3329 
昭和2丁目 

地区 

昭和(15) 

長崎－（急）－958-2 
○ ○ 

長崎市大手1丁目 

14-3 
西浦上小学校 

 
296 

3330 
大手1丁目 

地区 

大手(7) 

長崎－（急）－959 
○ ○ 

3331 石神地区 
石神(2) 

長崎－（急）－962 
○ ○ 

3332 辻地区 
辻(2) 

長崎－（急）－964 
○ ○ 

3333 

大手2丁目 

地区 

大手(2) 

長崎－（急）－965 
○ ○ 

3334 
大手(2) 

長崎－（急）－965-2 
○ ○ 

3335 
大手(2) 

長崎－（急）－965-3 
○ ○ 

3336 

三川地区 

 

三川(16) 

長崎－（急）－987 
○ ○ 長崎市三川町 

1018-1 
三川中学校 

 
 

長崎市三川町 

1221-70 

三川地区ふれあい 
センター 

 
 

長崎市三川町 
674-1 

三川町公民館 

408 
 
 
 
 

122 
 
 
 
 
 

54 

3337 
三川(16) 

長崎－（急）－987-2 
○ ○ 

3338 
三川(16) 

長崎－（急）－987-3 
○ ○ 

3339 
三川(21) 

長崎－（急）－990 
○ ○ 

3340 
三川(22) 

長崎－（急）－990-2 
○ ― 

3341 
三川(23) 

長崎－（急）－990-3 
○ ○ 

3342 
三川(24) 

長崎－（急）－991 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3343 

三川地区 

兵底 

長崎－（急）－992 

平成25年 
3月12日 
第284号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三川町 

1018-1 

三川中学校 
 
 

長崎市三川町 

1221-70 

三川地区ふれあい 

センター 
 
 

長崎市三川町 
674-1 

三川町公民館 

408 
 
 
 
 

122 
 
 
 
 
 

54 

3344 
三川(25) 

長崎－（急）－992-2 
○ ○ 

3345 
三川(26) 

長崎－（急）－993 
○ ○ 

3346 
三川(27) 

長崎－（急）－993-2 
○ ○ 

3347 
三川(2) 

長崎－（急）－994 
○ ○ 

3348 
三川(28) 

長崎－（急）－995 
○ ○ 

3349 
三川(20) 

長崎－（急）－996 
○ ○ 

3350 
三川(29) 

長崎－（急）－996-2 
○ ○ 

3351 
三川(30) 

長崎－（急）－996-3 
○ ○ 

3352 
三川(14) 

長崎－（急）－997 
○ ○ 

3353 
三川(31) 

長崎－（急）－997-2 
○ ○ 

3354 
三川(3) 

長崎－（急）－998 
○ ○ 

3355 
三川(15) 

長崎－（急）－999 
○ ○ 

3356 
三川(15) 

長崎－（急）－999-2 
○ ○ 

3357 
三川(15) 

長崎－（急）－999-3 
○ ○ 

3358 
三川(4) 

長崎－（急）－1000 
○ ○ 

3359 
三川(4) 

長崎－（急）－1000-2 
○ ○ 

3360 
三川(32) 

長崎－（急）－1000-3 
○ ○ 

3361 
三川下ノ角 

長崎－（急）－1001 
○ ○ 

3362 
三川下ノ角 

長崎－（急）－1001-2 
○ ○ 

3363 
三川(33) 

長崎－（急）－1002 
○ ○ 

3364 
三川上ノ角 

長崎－（急）－1003 
○ ○ 

3365 
三川上ノ角 

長崎－（急）－1004 
○ ○ 

3366 
三川上ノ角 

長崎－（急）－1004-2 
○ ○ 

3367 
三川上ノ角 

長崎－（急）－1004-3 
○ ○ 

3368 
三川(13) 

長崎－（急）－1005 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3369 

三川地区 

 

三川(11) 

長崎－（急）－1006 

平成25年 
3月12日 
第284号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三川町 

1018-1 

三川中学校 
 
 

長崎市三川町 

1221-70 

三川地区ふれあい 

センター 
 
 

長崎市三川町 
674-1 

三川町公民館 

408 
 
 
 
 

122 
 
 
 
 
 

54 

3370 
三川(11) 

長崎－（急）－1006-2 
○ ○ 

3371 
三川(11) 

長崎－（急）－1007 
○ ○ 

3372 
三川(34) 

長崎－（急）－1008 
○ ○ 

3373 
三川(12) 

長崎－（急）－1009 
○ ○ 

3374 
三川(10) 

長崎－（急）－1010 
○ ○ 

3375 
三川(35) 

長崎－（急）－1011 
○ ○ 

3376 
三川(36) 

長崎－（急）－1012 
○ ○ 

3377 
三川(37) 

長崎－（急）－1013 
○ ○ 

3378 
平尾 

長崎－（急）－1013-2 
○ ○ 

3379 
三川(37) 

長崎－（急）－1014 
○ ○ 

3380 
三川(38) 

長崎－（急）－1014-2 
○ ○ 

3381 
三川(17) 

長崎－（急）－1015 
○ ○ 

3382 
三川(9) 

長崎－（急）－1015-2 
○ ○ 

3383 
三川(9) 

長崎－（急）－1015-3 
○ ○ 

3384 
三川(9) 

長崎－（急）－1015-4 
○ ○ 

3385 扇地区 
扇 

長崎－（急）－1332 
○ ○ 

長崎市高尾町 

7-49 

高尾小学校 

350 

3386 
三原1丁目 

地区 

 

三原(11) 

長崎－（急）－1334 
○ ○ 

3387 辻地区 
辻 

長崎－（急）－1335 
○ ○ 

3388 
三原2丁目

地区 

三原(15) 

長崎－（急）－1336 
○ ○ 

3389 

三原1丁目 

地区 

三原(9) 

長崎－（急）－1337 
○ ○ 

3390 
三原(1) 

長崎－（急）－1338 
○ ○ 

3391 
三原(2) 

長崎－（急）－1339 
○ ○ 

3392 
三原(10) 

長崎－（急）－1343 
○ ○ 

3393 

高尾地区 

高尾 

長崎－（急）－1345 
○ ― 

3394 
高尾(3) 

長崎－（急）－1345-2 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3395 
三原1丁目 

地区 

三原(13) 

長崎－（急）－1348 

平成25年 
3月12日 
第284号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市高尾町 

7-49 

高尾小学校 

350 

3396 
三原(14) 

長崎－（急）－1348-2 
○ ○ 

3397 

高尾地区 

高尾(4) 

長崎－（急）－1349 
○ ○ 

3398 
高尾(5) 

長崎－（急）－1350 
○ ○ 

3399 
高尾(6) 

長崎－（急）－1350-2 
○ ○ 

3400 
高尾(7) 

長崎－（急）－1356 
○ ○ 

3401 三川地区 
三川(39) 

長崎－（急）－1361 
○ ○ 

長崎市三原2丁目 

16-45 

三原小学校 
 
 

長崎市三川町 

1221-70 

三川地区ふれあい 

センター 
 

270 
 
 
 
 

122 

3402 
三原2丁目 

地区 

三原(7) 

長崎－（急）－1363 
○ ○ 

3403 
三原(16) 

長崎－（急）－1363-2 
○ ○ 

3404 

三川地区 

三川(40) 

長崎－（急）－1364 
○ ○ 

3405 
三川(41) 

長崎－（急）－1364-2 
○ ― 

3406 

三原2丁目 

地区 

三原(6) 

長崎－（急）－1365 
○ ○ 

3407 
三原(17) 

長崎－（急）－1365-2 
○ ○ 

3408 
三原(18) 

長崎－（急）－1365-3 
○ ○ 

3409 
三原1丁目地

区 

 

三原(8) 

長崎－（急）－1366 
○ ○ 

3410 
三原2丁目地

区 

 

三原(5) 

長崎－（急）－1367 
○ ○ 

3411 
西山台1丁目

地区 

 

西山台(1) 

長崎－（急）－1368 
○ ○ 

長崎市三川町 

1018-1 

三川中学校 
 
 

長崎市三川町 

1221-70 

三川地区ふれあい 

センター 
 
 

長崎市三川町 
674-1 

三川町公民館 

408 
 
 
 
 

122 
 
 
 
 
 

54 

3412 

三川地区 

 

三川(42) 

長崎－（急）－1369 
○ ○ 

3413 
三川(6) 

長崎－（急）－1370 
○ ○ 

3414 
三川(43) 

長崎－（急）－1370-2 
○ ○ 

3415 
三川(44) 

長崎－（急）－1370-3 
○ ○ 

3416 
三川(7) 

長崎－（急）－1371 
○ ○ 

3417 
三川(7) 

長崎－（急）－1371-2 
○ ○ 

3418 
三川(8) 

長崎－（急）－1372 
○ ○ 

3419 
三川(45) 

長崎－（急）－1373-2 
○ ○ 

3420 
西山台 

1丁目地区 

西山台(2) 

長崎－（急）－1375 
○ ○ 
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3421 

三川地区 

三川(46) 

長崎－（急）－1375-2 

平成25年 
3月12日 
第284号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三川町 

1018-1 

三川中学校 
 
 

長崎市三川町 

1221-70 

三川地区ふれあい 

センター 
 
 

長崎市三川町 
674-1 

三川町公民館 

408 
 
 
 
 

122 
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3422 
三川 

長崎－（急）－1376 
○ ○ 

3423 
三川(16) 

長崎－（急）－1377 
○ ○ 

3424 
三川 

長崎－（急）－1378 
○ ○ 

3425 
三川(47) 

長崎－（急）－1379 
○ ○ 

3426 
三川(48) 

長崎－（急）－1379-2 
○ ○ 

3427 
三川(49) 

長崎－（急）－1380 
○ ○ 

3428 

西山台 

2丁目地区 

西山台(3) 

長崎－（急）－1381 
○ ○ 

3429 
西山台(4) 

長崎－（急）－1381-2 
○ ○ 

3430 
西山台 2丁目 

長崎－（急）－1381-3 
○ ― 

3431 

三川地区 

三川(50) 

長崎－（急）－1382 
○ ○ 

3432 
三川(51) 

長崎－（急）－1382-2 
○ ○ 

3433 
三川(52) 

長崎－（急）－1383 
○ ○ 

3434 
三川(53) 

長崎－（急）－1383-2 
○ ○ 

3435 
三川(54) 

長崎－（急）－1384 
○ ○ 

3436 
三川(55) 

長崎－（急）－1384-2 
○ ○ 

3437 
三川(56) 

長崎－（急）－1384-3 
○ ○ 

3438 

三原 3丁目

地区 

 

三原(19) 

長崎－（急）－1387 
○ ○ 

3439 
三原(4) 

長崎－（急）－1388 
○ ○ 

3440 
三原(12) 

長崎－（急）－1388-2 
○ ○ 

3441 西山台 

2丁目地区 

 

西山台(5) 

長崎－（急）－1395 
○ ○ 

3442 
西山台(6) 

長崎－（急）－1395-2 
○ ○ 

3443 

三川地区 

三川(57) 

長崎－（急）－1425 
○ ○ 

3444 
三川(58) 

長崎－（急）－1425-2 
○ ○ 

3445 
昭和 3丁目

地区 

昭和川(ト) 

長崎－（土）－128 
○ ○ 長崎市大手3丁目 

11-1 

みのりが丘幼稚園 

290 

3446 
大手 3丁目

地区 

大手川(イ) 

長崎－（土）－131 
○ ○ 
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3447 

三川地区 

兵底川(ハ) 

長崎－（土）－138 

平成25年 
3月12日 
第284号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市三川町 

1018-1 

三川中学校 
 
 

長崎市三川町 

1221-70 

三川地区ふれあい 

センター 
 
 

長崎市三川町 
674-1 

三川町公民館 

408 
 
 
 
 

122 
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3448 
兵底川(ロ) 

長崎－（土）－139 
○ ○ 

3449 
兵底川(イ) 

長崎－（土）－140 
○ ― 

3450 
兵底川(ホ) 

長崎－（土）－140-2 
○ ○ 

3451 
三川川(チ) 

長崎－（土）－141 
○ ○ 

3452 
三川川(ヌ) 

長崎－（土）－141-2 
○ ○ 

3453 
成和田川(イ) 

長崎－（土）－141-3 
○ ○ 

3454 
三川川(ト) 

長崎－（土）－142 
○ ○ 

3455 
三川川(ヘ) 

長崎－（土）－143 
○ ○ 

3456 
三川川(ホ) 

長崎－（土）－144 
○ ― 

3457 
三川川(ニ) 

長崎－（土）－144-2 
○ ○ 

3458 
大木場川 

長崎－（土）－146 
○ ○ 

3459 
兵底川(ニ) 

長崎－（土）－147 
○ ○ 

3460 
兵底川(イ) 

長崎－（土）－148 
○ ○ 

3461 
御手水川(イ) 

長崎－（土）－149 
○ ○ 

3462 
三原1丁目 

地区 

三原川(イ) 

長崎－（土）－237 
○ ○ 

3463 

三川地区 

三川川(ロ) 

長崎－（土）－242 
○ ○ 

3464 
三川川(ル) 

長崎－（土）－242-2 
○ ○ 

3465 
三川川(ハ) 

長崎－（土）－243 
○ ○ 

3466 
三川川(リ) 

長崎－（土）－243-2 
○ ○ 

3467 

三原 3丁目

地区 

棚荷尾川(イ) 

長崎－（土）－244 
○ ○ 

3468 
棚荷尾川(ロ) 

長崎－（土）－245 
○ ○ 

3469 
棚荷尾川(ハ) 

長崎－（土）－246 
○ ○ 

3470 三川地区 
平尾川(イ) 

長崎－（土）－987 
○ ○ 

3471 

横尾5丁目 

横尾5丁目(2) 

長崎-（急）-357 
平成25年 
6月28日 

第714号 

○ ○ 長崎市横尾5丁目 

3-1 

横尾中学校 

 

442 

3472 
横尾5丁目(1) 

長崎-（急）-358 
○ ○ 
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3473 

横尾5丁目 

横尾5丁目(7) 

長崎-（急）-358-2 

平成25年 
6月28日 
第714号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市横尾2丁目 

16-1 

横尾小学校 
 
 

長崎市横尾5丁目 

3-1 

横尾中学校 
 
 

長崎市横尾2丁目 

15-10 

横尾地区ふれあい

センター 

414 
 
 
 
 

442 
 
 
 
 
 

92 

3474 
横尾5丁目(8) 

長崎-（急）-358-3 
○ ○ 

3475 
横尾5丁目(9) 

長崎-（急）-359 
○ ○ 

3476 
横尾5丁目(10) 

長崎-（急）-359-2 
○ ○ 

3477 
横尾5丁目(4) 

長崎-（急）-361 
○ ○ 

3478 横尾4丁目 
横尾4丁目(1) 

長崎-（急）-363 
○ ○ 

3479 横尾 5丁目 
横尾５丁目(3) 

長崎-（急）-364 
○ ○ 

3480 横尾 2丁目 
横尾2丁目（1） 

長崎-（急）-365 
○ ○ 

3481 

横尾 5丁目 

横尾５丁目(6) 

長崎-（急）-367 
○ ○ 

3482 
横尾5丁目(11) 

長崎-（急）-367-2 
○ ○ 

3483 
横尾５丁目(5) 

長崎-（急）-367-3 
○ ○ 

3484 

横尾 2丁目 

横尾2丁目(2) 

長崎-（急）-368 
○ ○ 

3485 
横尾2丁目(3) 

長崎-（急）-368-2 
○ ○ 

3486 

横尾3丁目 

横尾３丁目(4) 

長崎-（急）-369 
○ ○ 

3487 
横尾３丁目(5) 

長崎-（急）-369-2 
○ ○ 

3488 
横尾３丁目(6) 

長崎-（急）-370 
○ ○ 

3489 
横尾３丁目(2) 

長崎-（急）-372 
○ ○ 

3490 
横尾３丁目(1) 

長崎-（急）-373 
○ ○ 

3491 

横尾 5丁目 

横尾5丁目(12) 

長崎-（急）-462 
○ ○ 

3492 
横尾5丁目(13) 

長崎-（急）-462-2 
○ ○ 

3493 

滑石 3丁目 

滑石３丁目(5) 

長崎-（急）-465 
○ ○ 

3494 
滑石３丁目(3) 

長崎-（急）-465-2 
○ ○ 

3495 横尾 2丁目 
横尾２丁目(4) 

長崎-（急）-465-3 
○ ○ 

3496 

滑石 3丁目 

滑石３丁目(9) 

長崎-（急）-465-4 
○ ○ 

3497 
滑石３丁目(6) 

長崎-（急）-466 
○ ○ 

3498 
滑石３丁目(4) 

長崎-（急）-467 
○ ○ 
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号 
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3499 滑石3丁目 
滑石３丁目(7) 

長崎-（急）-469 

平成25年 
6月28日 
第714号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市横尾2丁目 

16-1 

横尾小学校 
 

長崎市横尾5丁目 

3-1 
横尾中学校 

 

長崎市横尾2丁目 

15-10 

横尾地区ふれあい

センター 

414 
 
 
 

442 
 
 
 
92 
 

3500 横尾 1丁目 
横尾 

長崎-（急）-470 
○ ○ 

3501 

滑石 3丁目 

滑石３丁目松原 

長崎-（急）-471 
○ ○ 

3502 
滑石３丁目下揚 

長崎-（急）-471-2 
○ ○ 

3503 

滑石３丁目 

滑石３丁目(2) 

長崎-（急）-482 
○ ○ 

3504 滑石３丁目(1) 

長崎-（急）-483 
○ ○ 

3505 

大宮町 

大宮（１） 

長崎-（急）-496 
○ ○ 

長崎市滑石6丁目 

1-59 

大園小学校 
 

長崎市大園町 

2-1 

滑石中学校 

360 
 
 
 

361 

3506 大宮（５） 

長崎-（急）-496-2 
○ ○ 

3507 大宮（６） 

長崎-（急）-496-3 
○ ○ 

3508 大宮（２） 

長崎-（急）-497 
○ ○ 

3509 大宮（８） 

長崎-（急）-497-2 
○ ○ 

3510 大宮（９） 

長崎-（急）-497-3 
○ ○ 

3511 大宮（３） 

長崎-（急）-498 
○ ○ 

3512 

滑石２丁目 

滑石２丁目(3) 

長崎-（急）-500 
○ ○ 

長崎市滑石2丁目 
1-8 

滑石公民館 

 

 

長崎市葉山2丁目 
5-11 

葉山公民館 

88 

 

 

 

81 

3513 滑石２丁目(4) 

長崎-（急）-500-2 
○ ○ 

3514 

滑石１丁目 

滑石１丁目(3) 

長崎-（急）-501 
○ ○ 

3515 滑石１丁目(5) 

長崎-（急）-501-2 
○ ○ 

3516 

滑石２丁目 

滑石２丁目(1) 

長崎-（急）-502 
○ ○ 

3517 滑石２丁目(5) 

長崎-（急）-502-2 
○ ○ 

3518 滑石２丁目(6) 

長崎-（急）-502-3 
○ ○ 

3519 滑石２丁目(7) 

長崎-（急）-502-4 
○ ― 

3520 滑石２丁目(2) 

長崎-（急）-503 
○ ― 

3521 滑石２丁目(8) 

長崎-（急）-503-2 
○ ○ 

3522 葉山２丁目 
葉山２丁目(6) 

長崎-（急）-504 
○ ○ 

3523 滑石２丁目 
滑石２丁目(9) 

長崎-（急）-504-2 
○ ○ 

3524 大園町 
大園（２） 

長崎-（急）-504-3 
○ ○ 
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3525 葉山２丁目 葉山２丁目(5) 

長崎-（急）-505 

平成25年 
6月28日 
第714号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市滑石2丁目 

1-8 

滑石公民館 

 

 

長崎市葉山2丁目 

5-11 

葉山公民館 

 

 

長崎市虹が丘町 

11-26 

虹が丘町立公民館 

 

 

長崎市岩屋町 

37-1 

岩屋中学校 

 

 

長崎市岩屋町 

41-22 

県立長崎工業高校 

88 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

432 

 

 

 

 

615 

3526 滑石１丁目 滑石１丁目(6) 

長崎-（急）-506 
○ ○ 

3527 

滑石 1丁目 

滑石１丁目(7) 

長崎-（急）-507 
○ ○ 

3528 
滑石１丁目(2) 

長崎-（急）-508 
○ ○ 

3529 
滑石１丁目(1) 

長崎-（急）-510 
○ ○ 

3530 
滑石１丁目(4) 

長崎-（急）-511 
○ ○ 

3531 

大園町 

大園（１） 

長崎-（急）-512 
○ ○ 

3532 
大園（３） 

長崎-（急）-512-2 
○ ○ 

3533 
大園（４） 

長崎-（急）-512-3 
○ ○ 

3534 虹が丘町 
虹ヶ丘（６） 

長崎-（急）-512-4 
○ ○ 

3535 

葉山2丁目 

葉山２丁目(1) 

長崎-（急）-513 
○ ○ 

3536 
葉山２丁目(7) 

長崎-（急）-513-2 
○ ○ 

3537 虹が丘町 
虹ヶ丘（７） 

長崎-（急）-514 
○ ○ 

3538 
エミネント

葉山町 

ｴﾐﾈﾝﾄ葉山(1) 

長崎-（急）-514-2 
○ ○ 

3539 

葉山2丁目 

葉山２丁目(2) 

長崎-（急）-515 
○ ○ 

3540 
葉山２丁目(8) 

長崎-（急）-515-2 
○ ○ 

3541 
葉山２丁目(3) 

長崎-（急）-516 
○ ○ 

3542 
葉山２丁目(4) 

長崎-（急）-517 
○ ○ 

3543 葉山 1丁目 
葉山１丁目(3) 

長崎-（急）-518 
○ ― 

3544 岩屋町 
岩屋（５） 

長崎-（急）-519 
○ ○ 

3545 

赤迫 3丁目 

赤迫３丁目 

長崎-（急）-520 
○ ○ 

3546 
赤迫３丁目(2) 

長崎-（急）-521 
○ ○ 

3547 
赤迫３丁目(3) 

長崎-（急）-521-2 
○ ○ 

3548 

大宮町 

大宮（４） 

長崎-（急）-836 
○ ○ 

3549 
大宮（１０） 

長崎-（急）-836-2 
○ ○ 

3550 虹が丘町 
虹ヶ丘（２） 

長崎-（急）-837 
○ ○ 
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号 
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3551 

虹が丘町 

虹ヶ丘（３） 

長崎-（急）-838 

平成25年 
6月28日 
第714号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市葉山2丁目 

5-11 

葉山公民館 

 

 

長崎市虹が丘町 

11-26 

虹が丘町立公民館 

 

 

長崎市岩屋町 

37-1 

岩屋中学校 

 

 

長崎市岩屋町 

41-22 

県立長崎工業高校 

81 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

432 

 

 

 

 

615 

3552 
虹ヶ丘（５） 

長崎-（急）-840 
○ ○ 

3553 
虹ヶ丘（８） 

長崎-（急）-840-2 
○ ○ 

3554 
虹ヶ丘（９） 

長崎-（急）-840-3 
○ ○ 

3555 
虹ヶ丘（１） 

長崎-（急）-841 
○ ○ 

3556 
虹ヶ丘(10) 

長崎-（急）-841-2 
○ ○ 

3557 
虹ヶ丘(11) 

長崎-（急）-841-3 
○ ○ 

3558 
虹ヶ丘(12) 

長崎-（急）-841-4 
○ ○ 

3559 
虹ヶ丘(13) 

長崎-（急）-841-5 
○ ○ 

3560 
虹ヶ丘(14) 

長崎-（急）-841-6 
○ ○ 

3561 

岩屋町 

岩屋（６） 

長崎-（急）-842 
○ ○ 

3562 
岩屋（８） 

長崎-（急）-842-2 
○ ○ 

3563 
岩屋（９） 

長崎-（急）-843 
○ ○ 

3564 
岩屋（３） 

長崎-（急）-844 
○ ○ 

3565 
岩屋（１0） 

長崎-（急）-844-2 
○ ○ 

3566 
岩屋（４） 

長崎-（急）-845 
○ ― 

3567 
岩屋（１１） 

長崎-（急）-845-2 
○ ○ 

3568 
岩屋（１２） 

長崎-（急）-845-3 
○ ○ 

3569 虹が丘町 
虹ヶ丘（４） 

長崎-（急）-846 
○ ○ 

3570 

岩屋町 

岩屋（７） 

長崎-（急）-847 
○ ○ 

3571 
岩屋（１３） 

長崎-（急）-847-2 
○ ○ 

3572 
岩屋（１４） 

長崎-（急）-849 
○ ○ 

3573 

西北町 

西北（４） 

長崎-（急）-851 
○ ○ 

3574 
西北（５） 

長崎-（急）-852 
○ ○ 

3575 西北町 
西北（７） 

長崎-（急）-852-2 
○ ○ 

3576 岩屋町 
岩屋 

長崎-（急）-853 
○ ○ 
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3577 

岩屋町 

岩屋（１５） 

長崎-（急）-853-2 

平成25年 
6月28日 
第714号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市葉山2丁目 

5-11 

葉山公民館 

 

 

長崎市西北町 

13-13 

西北・岩屋 

ふれあいセンター 

 

 

長崎市岩屋町 

37-1 

岩屋中学校 

 

 

長崎市岩屋町 

41-22 

県立長崎工業高校 

81 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

432 

 

 

 

 

615 

3578 
岩屋（１６） 

長崎-（急）-853-3 
○ ○ 

3579 

赤迫 2丁目 

赤迫２丁目(1) 

長崎-（急）-854 
○ ○ 

3580 
赤迫２丁目(2) 

長崎-（急）-854-2 
○ ○ 

3581 

西北町 

西北（８） 

長崎-（急）-855-2 
○ ○ 

3582 
西北（９） 

長崎-（急）-855-3 
○ ○ 

3583 
西北（１０） 

長崎-（急）-855-4 
○ ― 

3584 
西北（２） 

長崎-（急）-856 
○ ― 

3585 
西北（６） 

長崎-（急）-858 
○ ○ 

3586 
西北（３） 

長崎-（急）-858-2 
○ ○ 

3587 
西北（１１） 

長崎-（急）-858-3 
○ ○ 

3588 赤迫 3丁目 
赤迫３丁目(5) 

長崎-（急）-862 
○ ○ 

3589 

赤迫2丁目 

赤迫２丁目(3) 

長崎-（急）-863 
○ ○ 

3590 
赤迫２丁目(4) 

長崎-（急）-864 
○ ○ 

3591 
赤迫２丁目(5) 

長崎-（急）-864-2 
○ ○ 

3592 
赤迫２丁目(6) 

長崎-（急）-864-3 
○ ― 

3593 
赤迫２丁目(7) 

長崎-（急）-864-4 
○ ○ 

3594 赤迫 1丁目 
赤迫１丁目(1) 

長崎-（急）-867 
○ ○ 

3595 

岩屋町 

岩屋（１７） 

長崎-（急）-868 
○ ○ 

3596 
岩屋（１８） 

長崎-（急）-868-2 
○ ○ 

3597 
岩屋（１９） 

長崎-（急）-868-3 
○ ○ 

3598 
岩屋（２） 

長崎-（急）-869 
○ ○ 

3599 

柳谷町 

柳谷（２） 

長崎-（急）-876 
○ ○ 

3600 
柳谷（３） 

長崎-（急）-876-2 
○ ○ 

3601 
柳谷（１） 

長崎-（急）-876-3 
○ ○ 

3602 赤迫 1丁目 
赤迫１丁目(2) 

長崎-（急）-880 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3603 赤迫1丁目 
赤迫１丁目(4) 

長崎-（急）-882 

平成25年 
6月28日 
第714号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市葉山2丁目 

5-11 

葉山公民館 

 

 

長崎市西北町 

13-13 

西北・岩屋 

ふれあいセンター 

 

 

長崎市岩屋町 

37-1 

岩屋中学校 

 

 

長崎市岩屋町 

41-22 

県立長崎工業高校 

81 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

432 

 

 

 

 

615 

3604 

横尾 5丁目 

横尾川（イ） 

長崎-（土）-32 
○ ○ 

3605 
横尾川（ロ） 

長崎-（土）-33 
○ ○ 

3606 横尾 2丁目 
横尾川（ニ） 

長崎-（土）-39 
○ ○ 

3607 横尾 1丁目 
下揚川 

長崎-（土）-40 
○ ○ 

3608 大宮町 
大宮川（ハ） 

長崎-（土）-48 
○ ○ 

3609 大園町 
大園川 

長崎-（土）-49 
○ ○ 

3610 葉山 2丁目 
葉山川 

長崎-（土）-50 
○ ○ 

3611 虹が丘町 
虹ヶ丘川（イ） 

長崎-（土）-51 
○ ○ 

3612 岩屋町 
岩屋川（ハ） 

長崎-（土）-113 
○ ― 

3613 

大宮町 

大宮川（ニ） 

長崎-（土）-108 
○ ○ 

3614 
大宮川（ホ） 

長崎-（土）-109 
○ ○ 

3615 

虹が丘町 

虹ヶ丘川（ハ） 

長崎-（土）-110 
○ ○ 

3616 
岩屋川（イ） 

長崎-（土）-111 
○ ○ 

3617 

岩屋町 

岩屋川（ロ） 

長崎-（土）-114 
○ ○ 

3618 
岩屋川（ニ） 

長崎-（土）-115 
○ ○ 

3619 虹が丘町 
虹ヶ丘川（ニ） 

長崎-（土）-116 
○ ○ 

3620 

梁川町 

梁川(5) 

長崎-(急)-1679 

平成25年 
9月6日 
第923号 

○ ○ 

長崎市梁川町 

21-5 

淵中学校 
 
 

長崎市淵町 

20-29 

淵町公民館 

 

405 
 
 
 
 

48 

 

3621 
梁川(1) 

長崎-(急)-1684 
○ ○ 

3622 
梁川(6) 

長崎-(急)-1684-2 
○ ○ 

3623 梁川町 
梁川(7) 

長崎-(急)-1684-3 
○ ○ 

3624 

淵町 

淵(4) 

長崎-(急)-1685 
○ ○ 

3625 
淵(5) 

長崎-(急)-1686 
○ ○ 

3626 
淵(2) 

長崎-(急)-1687 
○ ○ 

3627 
淵(6) 

長崎-(急)-1687-2 
○ ○ 

3628 
淵(7) 

長崎-(急)-1687-3 
○ ○ 
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3629 秋月町 
秋月(9) 

長崎-(急)-1937 

平成25年 
9月6日 
第923号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市飽の浦町 

17-1 

飽浦小学校 

 
56 

3630 

入船町 

入船(4) 

長崎-(急)-1938 
○ ○ 

3631 
入船(13) 

長崎-(急)-1938-2 
○ ○ 

3632 
入船(5) 

長崎-(急)-1939 
○ ○ 

3633 
入船(7) 

長崎-(急)-1940 
○ ○ 

3634 
入船(6) 

長崎-(急)-1940-2 
○ ○ 

3635 
入船(14) 

長崎-(急)-1940-3 
○ ○ 

3636 

淵町 

淵(1) 

長崎-(急)-1941 
○ ○ 

長崎市稲佐町 

11-1 

稲佐小学校 
 
 

長崎市曙町 
5-7 

稲佐地域コミュニ
ティ消防センター 

324 
 
 
 
 

84 

3637 
淵(3) 

長崎-(急)-1942 
○ ○ 

3638 

稲佐町 

稲佐(10) 

長崎-(急)-1942-2 
○ ○ 

3639 
稲佐(11) 

長崎-(急)-1943 
○ ○ 

3640 
稲佐(1) 

長崎-(急)-1944 
○ ○ 

3641 
稲佐(2) 

長崎-(急)-1945 
○ ○ 

3642 
稲佐(12) 

長崎-(急)-1945-2 
○ ○ 

3643 
稲佐(3) 

長崎-(急)-1946 
○ ○ 

3644 
稲佐(13) 

長崎-(急)-1946-2 
○ ○ 

3645 
稲佐(4) 

長崎-(急)-1947 
○ ○ 

3646 
稲佐(14) 

長崎-(急)-1948 
○ ○ 

3647 

稲佐町 

稲佐(5) 

長崎-(急)-1949 
○ ○ 

3648 
稲佐(6) 

長崎-(急)-1950 
○ ○ 

3649 
稲佐(15) 

長崎-(急)-1952 
○ ○ 

3650 
稲佐(7) 

長崎-(急)-1953 
○ ○ 

3651 
稲佐(8) 

長崎-(急)-1954 
○ ○ 

3652 

江の浦町 

江ノ浦(1) 

長崎-(急)-1955 
○ ○ 

3653 
江ノ浦(4) 

長崎-(急)-1956 
○ ○ 

3654 
江ノ浦(2) 

長崎-(急)-1957 
○ ○ 
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3655 江の浦町 
江ノ浦(5) 

長崎-(急)-1958 

平成25年 
9月6日 
第923号 

 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 
822－0480 

 

長崎市稲佐町 

11-1 

稲佐小学校 
 
 

長崎市曙町 
5-7 

稲佐地域コミュニ
ティ消防センター 

324 
 
 
 
 

84 

3656 曙町 
曙(1) 

長崎-(急)-1959 
○ ○ 

3657 

江の浦町 

江ノ浦(3) 

長崎-(急)-1960 
○ ○ 

3658 
江ノ浦(6) 

長崎-(急)-1960-2 
○ ○ 

3659 
水ノ浦(1) 

長崎-(急)-1961 
○ ― 

3660 

平戸小屋町 

平戸小屋(5) 

長崎-(急)-1962 
○ ○ 

長崎市平戸小屋町 

10-1 
朝日小学校 

 
 

長崎市大鳥町 
16-1 

丸尾中学校 

360 
 
 
 
 

346 

3661 
平戸小屋(6) 

長崎-(急)-1962-2 
○ ○ 

3662 
平戸小屋(4) 

長崎-(急)-1963 
○ ○ 

3663 
平戸小屋(1) 

長崎-(急)-1964 
○ ○ 

3664 
平戸小屋(2) 

長崎-(急)-1965 
○ ○ 

3665 

水の浦町 

水ノ浦(4) 

長崎-(急)-1966 
○ ○ 

3666 
水ノ浦(7) 

長崎-(急)-1966-2 
○ ○ 

3667 
水ノ浦(8) 

長崎-(急)-1966-3 
○ ○ 

3668 平戸小屋町 
平戸小屋(3) 

長崎-(急)-1966-5 
○ ○ 

3669 

大鳥町 

 

大鳥 

長崎-(急)-1967 
○ ○ 

3670 
大鳥（1） 

長崎-(急)-1967-2 
○ ○ 

3671 
大鳥（2） 

長崎-(急)-1967-3 
○ ― 

3672 
大鳥（3） 

長崎-(急)-1967-4 
○ ○ 

3673 
大鳥（4） 

長崎-(急)-1967-5 
○ ○ 

3674 
大鳥（5） 

長崎-(急)-1967-6 
○ ― 

3675 
大鳥（6） 

長崎-(急)-1968 
○ ― 

3676 

秋月町 

秋月(10) 

長崎-(急)-1969 
○ ○ 

3677 
秋月(2) 

長崎-(急)-1970 
○ ○ 

3678 
秋月(3) 

長崎-(急)-1971 
○ ○ 

3679 
秋月(1) 

長崎-(急)-1972 
○ ○ 

3680 大谷町 
大谷(1) 

長崎-(急)-1973 
○ ○ 

第
３
章
 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 
 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3681 

大谷町 

大谷(3) 

長崎-(急)-1974 

平成25年 
9月6日 
第923号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市飽の浦町 

17-1 

飽浦小学校 

 
56 

3682 
大谷(4) 

長崎-(急)-1974-2 
○ ○ 

3683 
大谷(5) 

長崎-(急)-1975 
○ ○ 

3684 
大谷(6) 

長崎-(急)-1975-2 
○ ― 

3685 
大谷(7) 

長崎-(急)-1975-3 
○ ○ 

3686 
大谷(8) 

長崎-(急)-1975-4 
○ ○ 

3687 
大谷(9) 

長崎-(急)-1975-5 
○ ○ 

3688 
大谷(10) 

長崎-(急)-1975-6 
○ ○ 

3689 
大谷(11) 

長崎-(急)-1975-7 
○ ― 

3690 
大谷(12) 

長崎-(急)-1975-8 
○ ○ 

3691 

水の浦町 

 

水ノ浦(3) 

長崎-(急)-1976 
○ ○ 

3692 
水ノ浦(10) 

長崎-(急)-1976-2 
○ ○ 

3693 
水ノ浦(2） 

長崎-(急)-1977 
○ ○ 

3694 
水ノ浦(5) 

長崎-(急)-1978 
○ ○ 

3695 
水ノ浦(12) 

長崎-(急)-1978-2 
○ ○ 

3696 
水ノ浦(6) 

長崎-(急)-1979 
○ ○ 

3697 
水ノ浦(11) 

長崎-(急)-1979-2 
○ ○ 

3698 稲佐町 
稲佐(9) 

長崎-(急)-1983 
○ ― 

3699 光町 
光 

長崎-(急)-1984 
○ ― 

3700 入船町 
入船(12) 

長崎-(急)-2183 
○ ○ 

3701 秋月町 
秋月(7) 

長崎-(急)-2184 
○ ○ 

3702 

入船町 

入船(8) 

長崎-(急)-2185 
○ ○ 

3703 
入船 

長崎-(急)-2186 
○ ○ 

3704 

秋月町 

秋月(8) 

長崎-(急)-2187 
○ ○ 

3705 
秋月（4） 

長崎-(急)-2188 
○ ○ 

3706 
秋月(6) 

長崎-(急)-2188-2 
○ ○ 
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3707 秋月町 
秋月(5) 

長崎-(急)-2189 

平成25年 
9月6日 
第923号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市飽の浦町 

17-1 
飽浦小学校 

 
56 

3708 

入船町 

入船(3) 

長崎-(急)-2190 
○ ○ 

3709 
入船(11) 

長崎-(急)-2191 
○ ○ 

3710 
入船(15) 

長崎-(急)-2191-2 
○ ○ 

3711 
入船(9) 

長崎-(急)-2192 
○ ○ 

3712 
入船(10) 

長崎-(急)-2193 
○ ○ 

3713 

大谷町 

大谷(13) 

長崎-(急)-2206 
○ ○ 

3714 
大谷(2) 

長崎-(急)-2206-2 
○ ○ 

3715 

飽ノ浦町 

飽ノ浦(5) 

長崎-(急)-2207 
○ ○ 

3716 
飽ノ浦(2) 

長崎-(急)-2208 
○ ○ 

3717 
飽ノ浦(4) 

長崎-(急)-2208-2 
○ ○ 

3718 秋月町 
秋月(11) 

長崎-(急)-2208-3 
○ ○ 

3719 

飽ノ浦町 

飽ノ浦(3) 

長崎-(急)-2209 
○ ― 

3720 
飽ノ浦 

長崎-(急)-2210 
○ ― 

3721 

塩浜町 

塩浜(2) 

長崎-(急)-2211 
○ ○ 

長崎市岩瀬道町 

8-1 

岩瀬道町公民館 

27 

3722 
塩浜(5) 

長崎-(急)-2211-2 
○ ○ 

3723 
塩浜(6) 

長崎-(急)-2211-3 
○ ○ 

3724 
塩浜(1) 

長崎-(急)-2212 
○ ○ 

3725 
塩浜(7) 

長崎-(急)-2213 
○ ○ 

3726 
塩浜(4) 

長崎-(急)-2215 
○ ○ 

3727 
塩浜(3) 

長崎-(急)-2215-2 
○ ○ 

3728 

岩瀬道町 

岩瀬道(1) 

長崎-(急)-2216 
○ ○ 

3729 
岩瀬道(3) 

長崎-(急)-2216-2 
○ ○ 

3730 
岩瀬道(4) 

長崎-(急)-2216-3 
○ ○ 

3731 
岩瀬道(5) 

長崎-(急)-2216-4 
○ ○ 

3732 
岩瀬道(6) 

長崎-(急)-2216-5 
○ ○ 
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3733 

岩瀬道町 

岩瀬道(7) 

長崎-(急)-2216-6 

平成25年 
9月6日 
第923号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市岩瀬道町 

8-1 

岩瀬道町公民館 

27 

3734 
岩瀬道(8) 

長崎-(急)-2217 
○ ○ 

3735 塩浜町 
塩浜(8) 

長崎-(急)-2219 
○ ○ 

3736 岩瀬道町 
岩瀬道(9) 

長崎-(急)-2220-2 
○ ○ 

3737 

淵町 

紅葉谷川（イ） 

長崎-(土)-335 
○ ○ 長崎市稲佐町 

11-1 

稲佐小学校 

 

 

長崎市曙町 

5-7 

稲佐地域コミュニテ

ィ消防センター 

324 

 

 

 

84 

3738 
紅葉谷川（ロ） 

長崎-(土)-336 
○ ○ 

3739 

稲佐町 

鶯谷川（イ） 

長崎-(土)-408 
○ ○ 

3740 
鶯谷川（ロ） 

長崎-(土)-409 
○ ○ 

3741 
鶯谷川（ハ） 

長崎-(土)-410 
○ ○ 

3742 
椿谷川 

長崎-(土)-412 
○ ○ 

長崎市平戸小屋町 

10-1 

朝日小学校 
 
 

長崎市大鳥町 
16-1 

丸尾中学校 

360 
 
 
 
 

346 

3743 

江の浦町 

江の浦川（イ） 

長崎-(土)-413 
○ ○ 

3744 
江の浦川（ハ） 

長崎-(土)-413-2 
○ ○ 

3745 

平戸小屋町 

江の浦川（ロ） 

長崎-(土)-414 
○ ○ 

3746 
江の浦川（ニ） 

長崎-(土)-414-2 
○ ○ 

3747 
江の浦川（ホ） 

長崎-(土)-414-3 
○ ○ 

3748 大谷町 
枇杷谷川 

長崎-(土)-415 
○ ○ 

3749 

秋月町 

秋月川（イ） 

長崎-(土)-416 
○ ○ 

3750 
秋月川（ロ） 

長崎-(土)-417 
○ ○ 

3751 
秋月川（ハ） 

長崎-(土)-418 
○ ○ 

3752 

入船町 

飽の浦川（イ） 

長崎-(土)-420 
○ ○ 

長崎市岩瀬道町 

8-1 
岩瀬道町公民館 

27 

3753 
入船川（イ） 

長崎-(土)-474 
○ ○ 

3754 
入船川（ロ） 

長崎-(土)-475 
○ ○ 

3755 
入船川（ハ） 

長崎-(土)-479 
○ ○ 

3756 
入船川（ホ） 

長崎-(土)-480 
○ ○ 

3757 

塩浜町 

入船川（ニ） 

長崎-(土)-481 
○ ○ 

3758 
塩浜川（イ） 

長崎-(土)-482 
○ ○ 
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3759 

塩浜町 

塩浜川（ロ） 

長崎-(土)-483 

平成25年 
9月6日 
第923号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市岩瀬道町 

8-1 

岩瀬道町公民館 

27 

3760 
塩浜川（ハ） 

長崎-(土)-484 
○ ○ 

3761 
塩浜川（ニ） 

長崎-(土)-485 
○ ○ 

3762 
塩浜川（ホ） 

長崎-(土)-486 
○ ○ 

3763 

岩瀬道町 

岩瀬道川（イ） 

長崎-(土)-487 
○ ○ 

3764 
岩瀬道川（ロ） 

長崎-(土)-488 
○ ○ 

3765 

松崎町 

松崎（1） 

長崎-(急)-2 

平成25年 
12月6日 

第 1082号 

○ ○ 

長崎市三重町 
166-1 

東上公民館 
64 

3766 
松崎（82） 

長崎-(急)-2-2 
○ ○ 

3767 
松崎（2） 

長崎-（急）-4 
○ ○ 

3768 
松崎（21） 

長崎-（急）-8 
○ ○ 

3769 
松崎（22） 

長崎-（急）-8-2 
○ ○ 

3770 
松崎（38） 

長崎-(急)-14 
○ ○ 

3771 
松崎（12） 

長崎-（急）-25 
○ ○ 

3772 
松崎（87） 

長崎-（急）-33-2 
○ ○ 

3773 
松崎（88） 

長崎-（急）-33-3 
○ ○ 

3774 
松崎（89） 

長崎-（急）-33-4 
○ ○ 

3775 
松崎（90） 

長崎-（急）-33-5 
○ ○ 

3776 
松崎（7） 

長崎-（急）-35 
○ ○ 

3777 
松崎（85） 

長崎-（急）-35-2 
○ ○ 

3778 
松崎（48） 

長崎-（急）-36 
○ ○ 

3779 
松崎（8） 

長崎-（急）-38 
○ ○ 

3780 
松崎（79） 

長崎-（急）-39 
○ ○ 

3781 
松崎（84） 

長崎-（急）-39-2 
○ ○ 

3782 
松崎（46） 

長崎-（急）-44 
○ ○ 

3783 
松崎（50） 

長崎-（急）-50 
○ ○ 

3784 
松崎（56） 

長崎-（急）-52 
○ ○ 
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3785 

松崎町 

松崎（10） 

長崎-（急）-53 

平成25年 
12月6日 
第1082号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三重町 
166-1 

東上公民館 
64 

3786 
松崎（57） 

長崎-（急）-54 
○ ○ 

3787 
松崎（59） 

長崎-（急）-55 
○ ○ 

3788 
松崎（61） 

長崎-（急）-56 
○ ○ 

3789 
松崎（91） 

長崎-（急）-56-2 
○ ○ 

3790 
松崎（62） 

長崎-（急）-57 
○ ○ 

3791 
松崎（55） 

長崎-（急）-58 
○ ○ 

3792 
松崎（9） 

長崎-（急）-61 
○ ○ 

3793 
松崎（81） 

長崎-（急）-63 
○ ○ 

3794 
松崎（63） 

長崎-（急）-64 
○ ○ 

3795 
松崎（92） 

長崎-（急）-64-2 
○ ○ 

3796 
松崎（64） 

長崎-（急）-65 
○ ○ 

3797 
松崎（65） 

長崎-（急）-66 
○ ○ 

3798 
松崎（66） 

長崎-（急）-67 
○ ○ 

3799 
松崎（71） 

長崎-（急）-68 
○ ○ 

3800 
松崎（11） 

長崎-（急）-69 
○ ○ 

3801 
松崎（68） 

長崎-（急）-70 
○ ○ 

3802 
松崎（70） 

長崎-（急）-72 
○ ○ 

3803 
松崎（72） 

長崎-（急）-73 
○ ○ 

3804 三重町 
三重（14） 

長崎-（急）-75 
○ ○ 

3805 

松崎町 

松崎（14） 

長崎-（急）-76 
○ ○ 

3806 
松崎（３） 

長崎-（急）-77 
○ ○ 

3807 
松崎（13） 

長崎-（急）-78 
○ ○ 

3808 
松崎（75） 

長崎-（急）-81 
○ ○ 

3809 
松崎（76） 

長崎-（急）-97 
○ ○ 

3810 
松崎（18） 

長崎-（急）-97-2 
○ ○ 
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3811 

松崎町 

松崎（86） 

長崎-（急）-97-4 

平成25年 
12月6日 
第1082号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市三重町 
166-1 

東上公民館 
64 

3812 
松崎（19） 

長崎-（急）-97-6 
○ ○ 

3813 

三重町 

日田尾 

長崎-（急）-115 
○ ○ 

3814 
三重（24） 

長崎-（急）-115-2 
○ ○ 

3815 
三重（1） 

長崎-（急）-116 
○ ○ 

3816 
三重（16） 

長崎-（急）-117 
○ ○ 

3817 松崎町 
松崎（78） 

長崎-（急）-118 
○ ○ 

3818 三重町 
三重（15） 

長崎-（急）-119 
○ ○ 

3819 松崎町 
松崎（5） 

長崎-（急）-120 
○ ○ 

3820 

三重町 

三重（17） 

長崎-（急）-121 
○ ○ 

3821 
三重（8） 

長崎-（急）-122 
○ ○ 

3822 
三重（18） 

長崎-（急）-123 
○ ○ 

3823 松崎町 
松崎（4） 

長崎-（急）-124 
○ ○ 

3824 

三重田町 

三重田（2） 

長崎-（急）-125 
○ ○ 

3825 
三重田（7） 

長崎-（急）-126 
○ ○ 

3826 
三重田（11） 

長崎-（急）-127 
○ ○ 

3827 三重町 
三重（9） 

長崎-（急）-128 
○ ○ 

3828 松崎町 
松崎（20） 

長崎-（急）-130 
○ ○ 

3829 

三重町 

三重（11） 

長崎-（急）-132 
○ ○ 

3830 
三重（26） 

長崎-（急）-132-2 
○ ○ 

3831 

松崎町 

松崎（15） 

長崎-（急）-140 
○ ○ 

3832 
松崎（80） 

長崎-（急）-141 
○ ○ 

3833 
松崎（16） 

長崎-（急）-143 
○ ○ 

3834 
松崎（17） 

長崎-（急）-153 
○ ○ 

3835 

三重田町 

三重田（3） 

長崎-（急）-238 
○ ○ 

3836 
三重田（4） 

長崎-（急）-238-2 
○ ○ 
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3837 

三重田町 

三重田（12） 

長崎-（急）-238-3 

平成25年 
12月6日 
第1082号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三重田町 
1218 

三重田公民館 
 
 

長崎市樫山町 
1856 

西樫山公民館 
 
 

長崎市樫山町 
886-2 

東樫山公民館 

34 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 

62 

3838 
三重田（1） 

長崎-（急）-239 
○ ○ 

3839 三重田町 
三重田（8） 

長崎-（急）-239-2 
○ ○ 

3840 

樫山町 

樫山（5） 

長崎-（急）-240 
○ ○ 

3841 
樫山（6） 

長崎-（急）-241 
○ ○ 

3842 

三重田町 

三重田（5） 

長崎-（急）-242 
○ ○ 

3843 
三重田（6） 

長崎-（急）-242-2 
○ ○ 

3844 

三重町 

三重（20） 

長崎-（急）-243 
○ ○ 

3845 
三重（10） 

長崎-（急）-244 
○ ○ 

3846 
三重 

長崎-（急）-245 
○ ○ 

3847 
三重（27） 

長崎-（急）-245-2 
○ ○ 

3848 
三重（3） 

長崎-（急）-246 
○ ○ 

3849 
三重（28） 

長崎-（急）-246-2 
○ ○ 

3850 
三重（2） 

長崎-（急）-249 
○ ○ 

3851 樫山町 
樫山（7） 

長崎-（急）-251 
○ ○ 

3852 

三重田町 

三重田（9） 

長崎-（急）-252 
○ ○ 

3853 
三重田（10） 

長崎-（急）-252-2 
○ ○ 

3854 三重町 
三重（21） 

長崎-（急）-254 
○ ○ 

3855 畦町 
畦（5） 

長崎-（急）-255 
○ ○ 

3856 

三重町 

三重（12） 

長崎-（急）-256 
○ ○ 

3857 
三重（4） 

長崎-（急）-257 
○ ○ 

3858 

畦町 

畦（1） 

長崎-（急）-258 
○ ○ 

3859 
畦（2） 

長崎-（急）-259 
○ ○ 

3860 
畦（4） 

長崎-（急）-259-2 
○ ○ 

3861 三重町 
三重（5） 

長崎-（急）-260 
○ ○ 

3862 樫山町 
樫山（2） 

長崎-（急）-261 
○ ○ 
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3863 

樫山町 

樫山（1） 

長崎-（急）-262 

平成25年 
12月6日 
第1082号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市三重田町 
1218 

三重田公民館 
 
 

長崎市樫山町 
1856 

西樫山公民館 
 
 

長崎市樫山町 
886-2 

東樫山公民館 

34 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 

62 

3864 
樫山（8） 

長崎-（急）-263 
○ ○ 

3865 
樫山（9） 

長崎-（急）-264 
○ ○ 

3866 畦町 
畦（3） 

長崎-（急）-265 
○ ○ 

3867 

樫山町 

樫山（4） 

長崎-（急）-415 
○ ○ 

3868 
樫山（3） 

長崎-（急）-416 
○ ○ 

3869 
東樫山川（イ） 

長崎-（土)-693 
○ ○ 

3870 
東樫山川（ハ） 

長崎-（土)-693-3 
○ ○ 

3871 三重町 
松崎川（ホ） 

長崎-（土)-696 
○ ○ 

3872 三重田町 
里川（イ） 

長崎-（土)-697 
○ ○ 

3873 三重町 
松崎川（ト） 

長崎-（土)-700 
○ ○ 

3874 

松崎町 

才木川（イ） 

長崎-（土)-702 
○ ○ 

3875 
才木川（ロ） 

長崎-（土)-703 
○ ○ 

3876 
松崎川（リ） 

長崎-（土)-704 
○ ○ 

3877 
松崎川（ワ） 

長崎-（土)-708 
○ ○ 

3878 三重田町 
里川（ハ） 

長崎-（土)-710 
○ ○ 

3879 

田中町 

田中（20） 

長崎-（急）-1433 

平成26年 
3月28日 

第441号 

○ ○ 

長崎市田中町 
3722 

中尾中央公民館 
76 

3880 
田中（17） 

長崎-（急）-1434 
○ ○ 

3881 
田川内（2） 

長崎-（急）-1435 
○ ○ 

3882 
田中（21） 

長崎-（急）-1450 
○ ○ 

3883 
田中（22） 

長崎-（急）-1451 
○ ○ 

3884 
田中（23） 

長崎-（急）-1452 
○ ○ 

3885 
田川内（3） 

長崎-（急）-1453 
○ ○ 

3886 
田川内（5） 

長崎-（急）-1455 
○ ○ 

3887 
田中（4） 

長崎-（急）-1465 
○ ○ 

3888 
田中（24） 

長崎-（急）-1466 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3889 

田中町 

田川内（1） 

長崎-（急）-1467 

平成26年 
3月28日 
第441号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市田中町 
3722 

中尾中央公民館 
76 

3890 
田川内（6） 

長崎-（急）-1468 
○ ○ 

3891 
田川内（7） 

長崎-（急）-1469 
○ ○ 

3892 
田川内（8） 

長崎-（急）-1470 
○ ○ 

3893 
田川内（9） 

長崎-（急）-1471 
○ ○ 

3894 
田中（25） 

長崎-（急）-1472 
○ ○ 

3895 
田中（5） 

長崎-（急）-1474 
○ ○ 

3896 
田中（27） 

長崎-（急）-1476 
○ ○ 

3897 
田中（28） 

長崎-（急）-1478 
○ ○ 

3898 
田中（31） 

長崎-（急）-1481 
○ ○ 

3899 
田中（32） 

長崎-（急）-1482 
○ ○ 

3900 
田中（34） 

長崎-（急）-1484 
○ ○ 

3901 
田中（35） 

長崎-（急）-1485 
○ ○ 

3902 
田中（36） 

長崎-（急）-1486 
○ ○ 

3903 
田中（37） 

長崎-（急）-1487 
○ ○ 

3904 
田中（38） 

長崎-（急）-1488 
○ ○ 

3905 
田中（39） 

長崎-（急）-1489 
○ ○ 

3906 
田中（40） 

長崎-（急）-1490 
○ ○ 

3907 
田中（41） 

長崎-（急）-1493 
○ ○ 

3908 
田中（42） 

長崎-（急）-1494 
○ ○ 

3909 
田中（43） 

長崎-（急）-1495 
○ ○ 

3910 
田中（44） 

長崎-（急）-1501 
○ ○ 

3911 
田中（45） 

長崎-（急）-1502 
○ ○ 

3912 
田中（46） 

長崎-（急）-1503 
○ ○ 

3913 
中尾（2） 

長崎-（急）-1504 
○ ○ 

3914 
中尾（3） 

長崎-（急）-1505 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

3915 

田中町 

中尾（4） 

長崎-（急）-1506 

平成26年 
3月28日 
第441号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市田中町 
3722 

中尾中央公民館 
76 

3916 
中尾（5） 

長崎-（急）-1507 
○ ○ 

3917 
中尾（6） 

長崎-（急）-1508 
○ ○ 

3918 
中尾（7） 

長崎-（急）-1509 
○ ○ 

3919 
田中（3） 

長崎-(急)-1509-2 
○ ○ 

3920 
中尾 

長崎-(急)-1510 
○ ○ 

3921 
中尾（8） 

長崎-（急）-1513 
○ ○ 

3922 
中尾（10） 

長崎-（急）-1515 
○ ○ 

3923 
田中（47） 

長崎-（急）-1518 
○ ○ 

3924 
田中（8） 

長崎-（急）-1518-2 
○ ○ 

3925 
田中（48） 

長崎-（急）-1519 
○ ○ 

3926 
田中（2） 

長崎-（急）-1520 
○ ○ 

3927 
田中（49） 

長崎-（急）-1521 
○ ○ 

3928 
田中（50） 

長崎-（急）-1522 
○ ○ 

3929 
田中（51） 

長崎-（急）-1523 
○ ○ 

3930 
田中（14） 

長崎-（急）-1523-2 
○ ○ 

3931 
田中（52） 

長崎-（急）-1524 
○ ○ 

3932 
田中（53） 

長崎-（急）-1525 
○ ○ 

3933 
田中（54） 

長崎-（急）-1526 
○ ○ 

3934 
田中（55） 

長崎-（急）-1528 
○ ○ 

3935 
田中赤松 

長崎-（急）-1529 
○ ○ 

3936 
田中（6） 

長崎-（急）-1531 
○ ○ 

3937 
田中館 

長崎-（急）-1532 
○ ○ 

3938 
田中（7） 

長崎-（急）-1533 
○ ○ 

3939 
田中（98） 

長崎-（急）-1533-2 
○ ○ 

3940 
かき道 

1丁目 

かき道1丁目(5) 

長崎-（急）-1561 
○ ○ 

長崎市かき道1丁目8-2 

かき道1丁目公民館 
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3941 
かき道 

1丁目 

かき道1丁目(4) 

長崎-（急）-1562 

平成26年 
3月28日 
第441号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市かき道1丁目8-2 

かき道1丁目公民館 

 
89 

3942 

田中町 

田中（65） 

長崎-（急）-1774 
○ ○ 

長崎市田中町 
3722 

中尾中央公民館 
76 

3943 
田中（66） 

長崎-（急）-1775 
○ ○ 

3944 
田中（67） 

長崎-（急）-1776 
○ ○ 

3945 
田中（97） 

長崎-（急）-1776-2 
○ ○ 

3946 
田中（68） 

長崎-（急）-1777 
○ ○ 

3947 
田中（69） 

長崎-（急）-1778 
○ ○ 

3948 
田中（70） 

長崎-（急）-1784 
○ ○ 

3949 
田中（71） 

長崎-（急）-1785 
○ ○ 

3950 
田中（72） 

長崎-（急）-1786 
○ ○ 

3951 
田中（74） 

長崎-（急）-1788 
○ ○ 

3952 
田中（75） 

長崎-（急）-1789 
○ ○ 

3953 
田中（76） 

長崎-（急）-1790 
○ ○ 

3954 
田中（77） 

長崎-（急）-1791 
○ ○ 

3955 
田中（78） 

長崎-（急）-1792 
○ ○ 

3956 
田中（79） 

長崎-（急）-1793 
○ ○ 

3957 
田中（80） 

長崎-（急）-1794 
○ ○ 

3958 
田中（82） 

長崎-（急）-1796 
○ ○ 

3959 
田中（85） 

長崎-（急）-1809 
○ ○ 

3960 
田中（86） 

長崎-（急）-1810 
○ ○ 

3961 
田中（87） 

長崎-（急）-1811 
○ ○ 

3962 
田中（89） 

長崎-（急）-1813 
○ ○ 

3963 
田中（90） 

長崎-（急）-1814 
○ ○ 

3964 
田中（98） 

長崎-（急）-1814-2 
○ ○ 

3965 
田中（91） 

長崎-（急）-1815 
○ ○ 

3966 
田中（92） 

長崎-（急）-1816 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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避難所（収容人員） 

3967 

田中町 

田中（93） 

長崎-（急）-1817 

平成26年 
3月28日 
第441号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市田中町 
3722 

中尾中央公民館 

 
76 

3968 
田中（94） 

長崎-（急）-1818 
○ ○ 

3969 
田中（96） 

長崎-（急）-1820 
○ ○ 

3970 
宿町（2） 

長崎-（急）-1821 
○ ○ 

3971 
田中（9） 

長崎-（急）-1825 
○ ○ 

3972 
田中辻ノ尾 

長崎-（急）-1828 
○ ― 

3973 
田中辻ノ尾(3) 

長崎-（急）-1829 
○ ― 

3974 
田中（10） 

長崎-（急）-1830 
○ ○ 

3975 
田中（11） 

長崎-（急）-1831 
○ ○ 

3976 
田中下塩塚(5) 

長崎-（急）-1832 
○ ○ 

3977 
田中下塩塚 

長崎-（急）-1832-2 
○ ○ 

3978 
田中甲頭（6） 

長崎-（急）-1833 
○ ○ 

3979 
田中甲頭 

長崎-（急）-1833-2 
○ ○ 

3980 
田中（60） 

長崎-（急）-1834 
○ ― 

3981 
田中（19） 

長崎-（急）-1835 
○ ○ 

3982 
田中（12） 

長崎-（急）-1836 
○ ○ 

3983 
田中（65） 

長崎-（急）-1836-2 
○ ○ 

3984 
田中（13） 

長崎-（急）-1837 
○ ○ 

3985 
田中（61） 

長崎-（急）-1838 
○ ○ 

3986 
田中（18） 

長崎-（急）-1838-2 
○ ○ 

3987 
田中（63） 

長崎-（急）-1840 
○ ○ 

3988 
田中（15） 

長崎-（急）-1842 
○ ○ 

3989 
かき道 

1丁目 

かき道1丁目(5) 

長崎-（急）-1843 
○ ○ 

長崎市かき道 
2丁目45-20 

橘地区ふれあい 
センター 

 
 

長崎市かき道 
1丁目8-2 

かき道1丁目公民館 

94 
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3990 
かき道 

2丁目 

かき道2丁目(3) 

長崎-（急）-1844 
○ ○ 

3991 
かき道 

1丁目 

かき道1丁目(3) 

長崎-（急）-1845 
○ ○ 

3992 
かき道1丁目(2) 

長崎-（急）-1846 
○ ○ 
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3993 

かき道 

1丁目 

かき道1丁目(7) 

長崎-（急）-1847 

平成26年 
3月28日 
第441号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市かき道 
4丁目1-1 
橘中学校 

 
 
 

長崎市かき道 
2丁目45-20 

橘地区ふれあい 
センター 

 
 
 

長崎市かき道 
1丁目8-2 

かき道1丁目公民館 

414 
 
 
 
. 
 

94 
 
 
 
 
 
 

89 

3994 
東（3） 

長崎-（急）-1848 
○ ○ 

3995 
東（13） 

長崎-（急）-1849 
○ ○ 

3996 
東上蛎道 

長崎-（急）-1850 
○ ○ 

3997 
東下蠣道（2） 

長崎-（急）-1851 
○ ○ 

3998 

かき道 

6丁目 

かき道5丁目(8) 

長崎-（急）-1852 
○ ○ 

3999 
かき道6丁目(5) 

長崎-（急）-1853 
○ ○ 

4000 
かき道6丁目(6) 

長崎-（急）-1854 
○ ○ 

4001 かき道 

3丁目 

かき道3丁目(3) 

長崎-（急）-1855 
○ ○ 

4002 
かき道3丁目(2) 

長崎-（急）-1856 
○ ○ 

4003 
かき道 

4丁目 

かき道4丁目(1) 

長崎-（急）-1857 
○ ○ 

4004 
かき道4丁目(2) 

長崎-（急）-1858 
○ ○ 

4005 
かき道 

6丁目 

かき道6丁目(1) 

長崎-（急）-1859 
○ ○ 

4006 

田中町 

師子川 

長崎-（土)-255 
○ ― 

長崎市田中町 
3722 

中尾中央公民館 
76 

4007 
師子川（ホ） 

長崎-（土)-255-2 
○ ○ 

4008 
猪師川（ロ） 

長崎-（土)-256 
○ ○ 

4009 
猪師川 

長崎-（土)-257 
○ ○ 

4010 
田川内川 

長崎-（土)-258 
○ ○ 

4011 
猪師川（ホ） 

長崎-（土)-258-2 
○ ○ 

4012 
田川内川（ロ） 

長崎-（土)-259 
○ ○ 

4013 
師子川（ロ） 

長崎-（土)-261 
○ ○ 

4014 
師子川（ハ） 

長崎-（土)-262 
○ ○ 

4015 
師子川（ニ） 

長崎-（土)-263 
○ ○ 

4016 
田川内川（ハ） 

長崎-（土)-265 
○ ○ 

4017 
田川内川（ニ） 

長崎-（土)-265-2 
○ ○ 

4018 
城戸岩川 

長崎-（土)-266 
○ ○ 
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4019 

田中町 

中尾川（ニ） 

長崎-（土)-266-2 

平成26年 
3月28日 
第441号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理 

室長 

822－0480 

長崎市田中町 
3722 

中尾中央公民館 
76 

4020 
中尾川（イ） 

長崎-（土)-266-3 
○ ○ 

4021 
赤松川（ロ） 

長崎-（土)-267 
○ ○ 

4022 
赤松川 

長崎-（土)-268 
○ ― 

4023 
船砂古川（イ） 

長崎-（土)-269-2 
○ ○ 

4024 
中尾川 

長崎-(土）-357 
○ ○ 

4025 
中尾川（ロ） 

長崎-(土）-358 
○ ○ 

4026 
中尾川（ハ） 

長崎-(土）-358-2 
○ ○ 

4027 
行合橋川 

長崎-(土）-367 
○ ○ 

4028 
行合橋川（イ） 

長崎-(土）-368 
○ ○ 

4029 
船砂古川（ロ） 

長崎-(土）-369 
○ ○ 

4030 
鳥合場川（イ） 

長崎-(土）-378 
○ ○ 

4031 
鳥合場川（ハ） 

長崎-(土）-380 
○ ○ 

4032 

三京町 

三京（7） 

長崎-(急）-87 

平成26年 
5月27日 

第574号 

○ ○ 

長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

 

 

長崎市三重町 

166-1 

東上公民館 

302 
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4033 
三京（8） 

長崎-(急）-87-2 
○ ○ 

4034 
三京（13） 

長崎-(急）-95 
○ ○ 

4035 
三京（14） 

長崎-(急）-96 
○ ○ 

4036 
三京（15） 

長崎-(急）-96-2 
○ ○ 

4037 
三京（65） 

長崎-(急）-97-7 
○ ○ 

4038 
三京（16） 

長崎-(急）-98 
○ ○ 

4039 
三京（17） 

長崎-(急）-99 
○ ○ 

4040 
三京（18） 

長崎-(急）-99-3 
○ ○ 

4041 
三京（19） 

長崎-(急）-99-4 
○ ○ 

4042 
三京（20） 

長崎-(急）-101 
○ ○ 

4043 
三京（21） 

長崎-(急）-101-2 
○ ○ 

4044 
三京（22） 

長崎-(急）-103 
○ ○ 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

4045 

三京町 

三京（5） 

長崎-(急）-106 

平成26年 
5月27日 
第574号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

 

 

長崎市三重町 

166-1 

東上公民館 

302 

 

 

 

64 

4046 
三京（25） 

長崎-(急）-109 
○ ○ 

4047 
三京（27） 

長崎-(急）-113 
○ ○ 

4048 
三京（28） 

長崎-(急）-134 
○ ○ 

4049 
三京（29） 

長崎-(急）-146 
○ ○ 

4050 
三京（30） 

長崎-(急）-146-2 
○ ○ 

4051 
三京（31） 

長崎-(急）-147 
○ ○ 

4052 
三京（32） 

長崎-(急）-148 
○ ○ 

4053 
三京（34） 

長崎-(急）-148-3 
○ ○ 

4054 
三京（35） 

長崎-(急）-148-4 
○ ○ 

4055 
三京（36） 

長崎-(急）-148-5 
○ ○ 

4056 
三京（37） 

長崎-(急）-152 
○ ○ 

4057 
三京（38） 

長崎-(急）-154 
○ ○ 

4058 
三京（39） 

長崎-(急）-154-2 
○ ○ 

4059 
三京（40） 

長崎-(急）-155 
○ ○ 

4060 
三京（41） 

長崎-(急）-156 
○ ○ 

4061 
三京（43） 

長崎-(急）-157-2 
○ ○ 

4062 
三京（44） 

長崎-(急）-163 
○ ○ 

4063 
三京（47） 

長崎-(急）-164 
○ ○ 

4064 
三京（48） 

長崎-(急）-164-2 
○ ○ 

4065 
三京（49） 

長崎-(急）-168 
○ ○ 

4066 

さくらの里 

１丁目 

さくらの里（１） 

長崎-(急）-170 
○ ○ 

長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

長崎市京泊 1丁目 

3-1 

畝刈小学校 

302 

 

408 

4067 
さくらの里（２） 

長崎-(急）-171 
○ ○ 

4068 
さくらの里（３） 

長崎-(急）-171-2 
○ ○ 

4069 

三京町 

三京（50） 

長崎-(急）-172 
○ ○ 

長崎市三京町 811-5 

三重中学校 

長崎市三重町 166-1 

東上公民館 

302 
 

 
64 4070 

三京（51） 

長崎-(急）-173 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
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特別 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

4071 

三京町 

三京（52） 

長崎-(急）-174 

平成26年 
5月27日 
第574号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

長崎市三重町 

166-1 

東上公民館 

302 

 

64 

4072 
三京（53） 

長崎-(急）-177 
○ ○ 

4073 
三京（54） 

長崎-(急）-178 
○ ○ 

4074 

京泊３丁目 

京泊（9） 

長崎-(急）-185 
○ ○ 

長崎市京泊 1丁目 

3-1 

畝刈小学校 

長崎市京泊 3丁目 

29-34 

京泊公民館 

長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

 

 

408 

 

 

49 

 

 

302 

 

4075 
京泊（5） 

長崎-(急）-186 
○ ― 

4076 
京泊（10） 

長崎-(急）-186-2 
○ ○ 

4077 
京泊（7） 

長崎-(急）-186-3 
○ ○ 

4078 
京泊（8） 

長崎-(急）-187 
○ ○ 

4079 

畝刈町 

畝刈（3） 

長崎-(急）-188 
○ ○ 

長崎市京泊 1丁目 

3-1 

畝刈小学校 

 

 

長崎市畝刈町 

28-7 

三重地区 

市民センター 

 

 

408 

 

 

 

293 

 

 

4080 
畝刈（4） 

長崎-(急）-188-2 
○ ○ 

4081 
畝刈（6） 

長崎-(急）-188-3 
○ ○ 

4082 
畝刈（8） 

長崎-(急）-193 
○ ○ 

4083 
畝刈（9） 

長崎-(急）-193-2 
○ ○ 

4084 
畝刈（10） 

長崎-(急）-193-3 
○ ○ 

4085 
畝刈（11） 

長崎-(急）-193-4 
○ ○ 

4086 
畝刈（12） 

長崎-(急）-193-5 
○ ○ 

4087 
畝刈（13） 

長崎-(急）-193-6 
○ ○ 

4088 
畝刈（14） 

長崎-(急）-193-7 
○ ○ 

4089 
畝刈（15） 

長崎-(急）-193-8 
○ ○ 

4090 
畝刈（16） 

長崎-(急）-195 
○ ○ 

4091 
畝刈（17） 

長崎-(急）-196 
○ ○ 

4092 
豊洋台 

１丁目 

豊洋台（1） 

長崎-(急）-197 
○ ○ 

長崎市畝刈町 

28-7 

三重地区 

市民センター 

長崎市多以良町 

389 

多以良町公民館 

長崎市京泊 1丁目 

3-1 

畝刈小学校 

293 

 

 

 

 

48 

 

408 

4093 
豊洋台（2） 

長崎-(急）-197-2 
○ ○ 

4094 畝刈町 
畝刈（18） 

長崎-(急）-197-3 
○ ○ 

4095 
豊洋台 

１丁目 

豊洋台（3） 

長崎-(急）-197-4 
○ ○ 

4096 
豊洋台（4） 

長崎-(急）-197-5 
○ ○ 
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4097 

畝刈町 

畝刈（2） 

長崎-(急）-200 

平成26年 
5月27日 
第574号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市京泊 1丁目 

3-1 

畝刈小学校 

 

 

長崎市畝刈町 

28-7 

三重地区 

市民センター 

 

 

408 

 

 

 

293 

 

 

4098 
畝刈（19） 

長崎-(急）-201 
○ ○ 

4099 
畝刈（20） 

長崎-(急）-201-2 
○ ○ 

4100 
畝刈（1） 

長崎-(急）-202 
○ ○ 

4101 
畝刈（21） 

長崎-(急）-202-2 
○ ○ 

4102 
畝刈（22） 

長崎-(急）-202-3 
○ ○ 

4103 
畝刈（23） 

長崎-(急）-202-4 
○ ○ 

4104 
畝刈（24） 

長崎-(急）-203-2 
○ ○ 

4105 
畝刈（5） 

長崎-(急）-204 
○ ○ 

4106 
畝刈（25） 

長崎-(急）-204-2 
○ ○ 

4107 

三京町 

三京 

長崎-(急）-248 
○ ○ 長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

長崎市三重町 

166-1 

東上公民館 

302 

 

64 

4108 
三京（66） 

長崎-(急）-248-2 
○ ○ 

4109 
三京（55） 

長崎-(急）-250 
○ ○ 

4110 
三京（56） 

長崎-(急）-267 
○ ○ 

長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

 

302 

 

4111 
三京（57） 

長崎-(急）-267-2 
○ ○ 

4112 

さくらの里 

３丁目 

さくらの里（4） 

長崎-(急）-268 
○ ○ 

4113 
さくらの里（5） 

長崎-(急）-268-2 
○ ○ 

4114 
さくらの里（6） 

長崎-(急）-270 
○ ○ 

4115 
さくらの里（7） 

長崎-(急）-271 
○ ○ 

4116 
さくらの里（8） 

長崎-(急）-272 
○ ○ 

4117 
さくらの里（9） 

長崎-(急）-273 
○ ○ 

4118 
さくらの里（10） 

長崎-(急）-273-2 
○ ○ 

4119 
さくらの里（11） 

長崎-(急）-274 
○ ○ 

4120 
さくらの里（12） 

長崎-(急）-275 
○ ○ 

4121 

三京町 

三京（58） 

長崎-(急）-276 
○ ○ 

長崎市三京町 811-5 
三重中学校 

長崎市三重町 166-1 
東上公民館 

302 

64 4122 
三京（60） 

長崎-(急）-278 
○ ○ 
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号 
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4123 三京町 
三京（61） 

長崎-(急）-279 

平成26年 
5月27日 
第574号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

 

長崎市三重町 

166-1 

東上公民館 

302 

 

 

64 

4124 
さくらの里 

３丁目 
さくらの里（13） 

長崎-(急）-280 
○ ○ 

4125 三京町 
三京（63） 

長崎-(急）-284 
○ ○ 

4126 
さくらの里 

３丁目 
さくらの里（14） 

長崎-(急）-285 
○ ○ 

4127 三京町 
三京（64） 

長崎-(急）-286 
○ ○ 

4128 
さくらの里 

３丁目 

さくらの里（15） 

長崎-(急）-287 
○ ○ 

4129 
さくらの里（16） 

長崎-(急）-287-2 
○ ○ 

4130 

京泊３丁目 

京泊（11） 

長崎-(急）-288 
○ ○ 

長崎市京泊 1丁目 

3-1 

畝刈小学校 

長崎市京泊 3丁目 

29-34 

京泊公民館 

長崎市三京町 

811-5 

三重中学校 

 

 

408 

 

 

49 

 

 

302 

 

4131 
京泊（12） 

長崎-(急）-289 
○ ○ 

4132 
京泊（13） 

長崎-(急）-291 
○ ○ 

4133 
京泊（14） 

長崎-(急）-291-2 
○ ○ 

4134 
京泊（15） 

長崎-(急）-292 
○ ○ 

4135 
京泊（18） 

長崎-(急）-295-2 
○ ○ 

4136 
京泊（19） 

長崎-(急）-296 
○ ○ 

4137 
京泊（1） 

長崎-(急）-297 
○ ○ 

4138 
京泊（2） 

長崎-(急）-297-2 
○ ― 

4139 
京泊（3） 

長崎-(急）-297-3 
○ ― 

4140 
京泊（3） 

長崎-(急）-297-4 
○ ― 

4141 
京泊（20） 

長崎-(急）-298 
○ ○ 

4142 
京泊（4） 

長崎-(急）-299 
○ ○ 

4143 畝刈町 
畝刈（27） 

長崎-(急）-302 
○ ○ 長崎市京泊 1丁目 3-1 

畝刈小学校 

長崎市畝刈町 28-7 

三重地区市民センター 

長崎市京泊 3丁目 29-34 

京泊公民館 

長崎市三京町 811-5 

三重中学校 

長崎市三重町 166-1 

東上公民館 

 

408 

 

293 

 

49 

 

302 

 

64 

 

4144 

三京町 

松崎川（ト） 

長崎-(土）-8 
○ ○ 

4145 
三京川（イ） 

長崎-(土）-10 
○ ○ 

4146 
三京川（ニ） 

長崎-(土）-10-2 
○ ○ 

4147 畝刈町 
久保川 

長崎-(土）-15 
○ ― 

4148 京泊３丁目 
京泊川 

長崎-(土）-16 
○ ― 
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4149 京泊３丁目 
京泊川（ロ） 

長崎-(土）-16-2 

平成26年 
5月27日 
第574号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市京泊 1丁目 3-1 

畝刈小学校 

長崎市畝刈町 28-7 

三重地区市民センター 

長崎市京泊 3丁目 29-34 

京泊公民館 

長崎市三京町 811-5 

三重中学校 

長崎市三重町 166-1 

東上公民館 

長崎市多以良町 389 

多以良町公民館 
 

 

408 

 

293 

 

49 

 

302 

 

64 

 

 

48 

 

4150 
さくらの里 

３丁目 

さくらの里川（イ） 

長崎-(土）-16-3 
○ ○ 

4151 
さくらの里川（ロ） 

長崎-(土）-16-4 
○ ○ 

4152 三京町 
野中川 

長崎-(土）-16-5 
○ ○ 

4153 

畝刈町 

畝刈川（ロ） 

長崎-(土）-17 
○ ○ 

4154 
畝刈川 

長崎-(土）-18 
○ ○ 

4155 
冨田川 

長崎-(土）-19 
○ ― 

4156 
豊洋台 
１丁目 

冨田川（ロ） 

長崎-(土）-19-2 
○ ○ 

4157 

大崎町 

大崎（3） 

長崎-(急）-3586 

平成26年 
7月11日 
第695号 

○ ○ 

長崎市大崎町 

733-1 

大崎びわ集出荷所 

 

241 

4158 
大崎（4） 

長崎-(急）-3586-2 
○ ○ 

4159 
大崎（5） 

長崎-(急）-3588 
○ ○ 

4160 
大崎（6） 

長崎-(急）-3588-2 
○ ○ 

4161 
大崎（2） 

長崎-(急）-3589 
○ ○ 

4162 
大崎（7） 

長崎-(急）-3590 
○ ○ 

4163 
大崎（8） 

長崎-(急）-3592 
○ ○ 

4164 
大崎（9） 

長崎-(急）-3594 
○ ○ 

4165 
大崎（10） 

長崎-(急）-3594-2 
○ ○ 

4166 
大崎森岳 

長崎-(急）-3594-3 
○ ― 

4167 
大崎 

長崎-(急）-3595 
○ ○ 

4168 
大崎（11） 

長崎-(急）-3595-2 
○ ○ 

4169 
大崎（12） 

長崎-(急）-3595-3 
○ ○ 

4170 
大崎（13） 

長崎-(急）-3595-4 
○ ○ 

4171 
大崎（14） 

長崎-(急）-3595-5 
○ ○ 

4172 
大崎（15） 

長崎-(急）-3595-6 
○ ○ 

4173 
大崎（16） 

長崎-(急）-3595-7 
○ ○ 

4174 
大崎里乙（1） 

長崎-(急）-3596 
○ ○ 

風
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4175 

大崎町 

大崎里乙（2） 

長崎-(急）-3596-2 

平成26年 
7月11日 
第695号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大崎町 

733-1 

大崎びわ集出荷所 

241 

4176 
大崎里乙（3） 

長崎-(急）-3596-3 
○ ○ 

4177 
大崎里乙（4） 

長崎-(急）-3596-4 
○ ○ 

4178 
大崎里乙（6） 

長崎-(急）-3596-6 
○ ○ 

4179 
大崎（17） 

長崎-(急）-3597 
○ ○ 

4180 
大崎（18） 

長崎-(急）-3597-4 
○ ○ 

4181 
大崎（19） 

長崎-(急）-3597-5 
○ ○ 

4182 
大崎（20） 

長崎-(急）-3597-6 
○ ○ 

4183 
大崎里甲（1） 

長崎-(急）-3598 
○ ― 

4184 
大崎里甲（2） 

長崎-(急）-3598-2 
○ ○ 

4185 
大崎（21） 

長崎-(急）-3598-3 
○ ○ 

4186 
大崎（22） 

長崎-(急）-3598-4 
○ ○ 

4187 
大崎（23） 

長崎-(急）-3599 
○ ○ 

4188 
大崎（24） 

長崎-(急）-3600 
○ ○ 

4189 
大崎（25） 

長崎-(急）-3601 
○ ○ 

4190 
大崎（26） 

長崎-(急）-3602-2 
○ ○ 

4191 
大崎（27） 

長崎-(急）-3603 
○ ○ 

4192 
大崎（28） 

長崎-(急）-3604 
○ ○ 

4193 
大崎（29） 

長崎-(急）-3605 
○ ○ 

4194 
大崎（30） 

長崎-(急）-3606 
○ ○ 

4195 
大崎（31） 

長崎-(急）-3606-2 
○ ○ 

4196 
大崎（32） 

長崎-(急）-3606-3 
○ ○ 

4197 
大崎（33） 

長崎-(急）-3607 
○ ○ 

4198 
大崎（34） 

長崎-(急）-3607-2 
○ ○ 

4199 
大崎（35） 

長崎-(急）-3607-3 
○ ○ 

4200 
大崎（36） 

長崎-(急）-3607-4 
○ ○ 

第
３
章
 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 
 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

4201 大崎町 
大崎（37） 

長崎-(急）-3607-5 

平成26年 
7月11日 
第695号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大崎町 733-1 

大崎びわ集出荷所 
241 

4202 

千々町 

千々（14） 

長崎-(急）-3615 
○ ○ 

長崎市千々町 

265-1 

千々町自治会 

研修施設 

 

 

 

長崎市千々町 

513 

旧南小学校 

 

 

 

38 

 

 

 

 

226 

 

 
 

4203 
千々（15） 

長崎-(急）-3615-2 
○ ○ 

4204 
千々（16） 

長崎-(急）-3616 
○ ○ 

4205 
千々（17） 

長崎-(急）-3616-2 
○ ○ 

4206 
千々（18） 

長崎-(急）-3616-3 
○ ― 

4207 
千々（19） 

長崎-(急）-3619 
○ ○ 

4208 
千々（20） 

長崎-(急）-3620 
○ ○ 

4209 
千々（21） 

長崎-(急）-3621 
○ ○ 

4210 
千々（22） 

長崎-(急）-3622 
○ ○ 

4211 
千々（23） 

長崎-(急）-3623 
○ ○ 

4212 
千々（24） 

長崎-(急）-3624 
○ ○ 

4213 
千々（25） 

長崎-(急）-3624-2 
○ ○ 

4214 
千々（26） 

長崎-(急）-3625 
○ ○ 

4215 
千々（27） 

長崎-(急）-3626 
○ ○ 

4216 
千々（28） 

長崎-(急）-3627 
○ ○ 

4217 
千々（29） 

長崎-(急）-3628 
○ ○ 

4218 
千々（5） 

長崎-(急）-3630 
○ ○ 

4219 
千々（9） 

長崎-(急）-3630-3 
○ ○ 

4220 
千々（30） 

長崎-(急）-3630-4 
○ ○ 

4221 
千々（31） 

長崎-(急）-3630-5 
○ ○ 

4222 
千々（1） 

長崎-(急）-3631 
○ ○ 

4223 
千々（32） 

長崎-(急）-3632 
○ ○ 

4224 
千々（33） 

長崎-(急）-3632-3 
○ ― 

4225 
千々（34） 

長崎-(急）-3632-4 
○ ○ 

4226 
千々（35） 

長崎-(急）-3632-5 
○ ○ 

風
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

4227 

千々町 

千々（36） 

長崎-(急）-3633 

平成26年 
7月11日 
第695号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市千々町 

265-1 

千々町自治会 

研修施設 

 

 

 

長崎市千々町 

513 

旧南小学校 

 

 

38 

 

 

 

 

 

226 

 

 
 

4228 
千々（37） 

長崎-(急）-3634 
○ ○ 

4229 
千々（38） 

長崎-(急）-3634-2 
○ ○ 

4230 
千々（39） 

長崎-(急）-3634-4 
○ ― 

4231 
千々（40） 

長崎-(急）-3634-5 
○ ○ 

4232 
千々（41） 

長崎-(急）-3634-6 
○ ○ 

4233 
千々（42） 

長崎-(急）-3635 
○ ○ 

4234 
千々（43） 

長崎-(急）-3635-2 
○ ○ 

4235 
千々（44） 

長崎-(急）-3636 
○ ○ 

4236 
千々（45） 

長崎-(急）-3636-2 
○ ○ 

4237 
千々（46） 

長崎-(急）-3637 
○ ○ 

4238 
千々（47） 

長崎-(急）-3638 
○ ○ 

4239 
千々（48） 

長崎-(急）-3638-2 
○ ○ 

4240 
千々（4） 

長崎-(急）-3639 
○ ○ 

4241 
千々（8） 

長崎-(急）-3639-3 
○ ○ 

4242 
千々（11） 

長崎-(急）-3640 
○ ○ 

4243 
千々（49） 

長崎-(急）-3640-2 
○ ○ 

4244 
千々（3） 

長崎-(急）-3640-3 
○ ○ 

4245 
千々（7） 

長崎-(急）-3640-4 
○ ○ 

4246 
千々（2） 

長崎-(急）-3641 
○ ○ 

4247 
千々（50） 

長崎-(急）-3642 
○ ○ 

4248 
千々（51） 

長崎-(急）-3643 
○ ○ 

4249 
千々（52） 

長崎-(急）-3643-2 
○ ○ 

4250 大崎町 
大崎（38） 

長崎-(急）-3646 
○ ○ 

長崎市大崎町 733-1 

大崎びわ集出荷所 
241 

4251 

千々町 

千々（53） 

長崎-(急）-3648 
○ ○ 

長崎市千々町 265-1 

千々町自治会研修施設 

長崎市千々町 513 

旧南小学校 

38 

 

226 4252 
千々（54） 

長崎-(急）-3649 
○ ○ 
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4253 千々町 
千々（55） 

長崎-(急）-3650 

平成26年 
7月11日 
第695号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市千々町513 

旧南小学校 
226 

4254 

大崎町 

大崎（39） 

長崎-(急）-3651 
○ ○ 

長崎市大崎町 

733-1 

大崎びわ集出荷所 

241 

4255 
大崎（40） 

長崎-(急）-3651-2 
○ ○ 

4256 
大崎（41） 

長崎-(急）-3652 
○ ○ 

4257 
大崎（42） 

長崎-(急）-3652-2 
○ ○ 

4258 
大崎（43） 

長崎-(急）-3652-3 
○ ― 

4259 
大崎（44） 

長崎-(急）-3653 
○ ○ 

4260 
大崎（45） 

長崎-(急）-3653-2 
○ ○ 

4261 
大崎（46） 

長崎-(急）-3654-2 
○ ○ 

4262 
大崎（47） 

長崎-(急）-3654-3 
○ ○ 

4263 

千々町 

千々（56） 

長崎-(急）-3655 
○ ○ 

長崎市千々町 

265-1 

千々町自治会 

研修施設 

 

長崎市千々町 

513 

旧南小学校 

 

 

38 

 

 

226 

4264 
千々（57） 

長崎-(急）-3656 
○ ○ 

4265 
千々（58） 

長崎-(急）-3657 
○ ○ 

4266 
千々（59） 

長崎-(急）-3657-2 
○ ○ 

4267 
千々（60） 

長崎-(急）-3657-3 
○ ○ 

4268 
千々（61） 

長崎-(急）-3658 
○ ○ 

4269 
千々（62） 

長崎-(急）-3658-2 
○ ○ 

4270 
千々（63） 

長崎-(急）-3658-3 
○ ○ 

4271 
千々（64） 

長崎-(急）-3659 
○ ○ 

4272 
千々（65） 

長崎-(急）-3660 
○ ○ 

4273 
千々（66） 

長崎-(急）-3661 
○ ○ 

4274 
千々（67） 

長崎-(急）-3661-2 
○ ○ 

4275 
千々（68） 

長崎-(急）-3661-3 
○ ○ 

4276 
千々（69） 

長崎-(急）-3662 
○ ○ 

4277 

大崎町 

大崎川（ロ） 

長崎-(土）-3196 
○ ○ 長崎市大崎町 

733-1 

大崎びわ集出荷所 

 

241 

 4278 
大崎川（ハ） 

長崎-(土）-3197 
○ ○ 

風
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号 
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土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

4279 

大崎町 

大崎川（ニ） 

長崎-(土）-3198 

平成26年 
7月11日 
第695号 

 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市大崎町 

733-1 

大崎びわ集出荷所 

 

241 

 

4280 
大崎川（ホ） 

長崎-(土）-3198-2 
○ ○ 

4281 
大崎川（へ） 

長崎-(土）-3198-3 
○ ○ 

4282 
大崎川（ト） 

長崎-(土）-3199 
○ ○ 

4283 
大崎川 

長崎-(土）-3200 
○ ― 

4284 
大崎川（チ） 

長崎-(土）-3201 
○ ○ 

4285 
大崎川（リ） 

長崎-(土）-3201-2 
○ ○ 

4286 

千々町 

千々川（ロ） 

長崎-(土）-3203 
○ ― 

長崎市千々町 

265-1 

千々町自治会 

研修施設 

 

長崎市千々町 

513 

旧南小学校 

 

38 

 

 

226 

4287 
千々川（ハ） 

長崎-(土）-3204 
○ ○ 

4288 
千々川（ニ） 

長崎-(土）-3204-2 
○ ○ 

4289 
千々川（ホ） 

長崎-(土）-3204-3 
○ ○ 

4290 
千々川（ヘ） 

長崎-(土）-3205 
○ ○ 

4291 
千々川（ト） 

長崎-(土）-3206 
○ ○ 

4292 
千々川 

長崎-(土）-3207 
○ ○ 

4293 

大崎町 

大崎川（ヌ） 

長崎-(土）-3208 
○ ○ 長崎市大崎町 

733-1 

大崎びわ集出荷所 

241 

 
4294 

大崎川（ル） 

長崎-(土）-3209 
○ ○ 

4295 

小江原 

5丁目 

小江原（7） 

長崎-(急）-1244 

平成26年 
7月18日 
第712号 

○ ○ 

長崎市柿泊町 

2316 

小江原中学校 

 

長崎市小江原 3丁目 

19-1 

桜が丘小学校 

 

長崎市小江原 1丁目 

1-1 

長崎北高等学校 

 

長崎市小江原 2丁目 

33-1 

小江原小学校 

 

 

 

302 

 

 

 

419 

 

 

 

704 

 

 

 

314 

 

 

4296 
小江原（8） 

長崎-(急）-1245 
○ ○ 

4297 
小江原（9） 

長崎-(急）-1246-2 
○ ○ 

4298 

小江原 

1丁目 

小江原（11） 

長崎-(急）-1247 
○ ― 

4299 
小江原（5） 

長崎-(急）-1248 
○ ○ 

4300 
小江原（12） 

長崎-(急）-1249 
○ ― 

4301 
小江原（3） 

長崎-(急）-1251 
○ ○ 

4302 
小江原（14） 

長崎-(急）-1252-2 
○ ○ 

4303 
小江原（15） 

長崎-(急）-1253 
○ ○ 

4304 
小江原 

5丁目 

小江原（16） 

長崎-(急）-1254 
○ ○ 
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4305 
小江原 

5丁目 

小江原（17） 

長崎-(急）-1254-2 

平成26年 
7月18日 
第712号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市柿泊町 

2316 

小江原中学校 

 

長崎市小江原 3丁目 

19-1 

桜が丘小学校 

 

長崎市小江原 1丁目 

1-1 

長崎北高等学校 

 

長崎市小江原 2丁目 

33-1 

小江原小学校 

 

長崎市小江原 3丁目 

20-10 

小江原地区ふれあい 

センター 

 

302 

 

 

 

419 

 

 

 

704 

 

 

 

314 

 

 

 

106 

 

 

4306 
小江原 

1丁目 
小江原（6） 

長崎-(急）-1255 
○ ○ 

4307 
小江原 

2丁目 
小江原（2） 

長崎-(急）-1256 
○ ○ 

4308 
小江原 

1丁目 
小江原（18） 

長崎-(急）-1256-2 
○ ○ 

4309 
小江原 

2丁目 

小江原（20） 

長崎-(急）-1256-4 
○ ○ 

4310 
小江原（22） 

長崎-(急）-1256-6 
○ ― 

4311 
小江原 

1丁目 
小江原（23） 

長崎-(急）-1256-7 
○ ― 

4312 
小江原 

2丁目 

小江原（24） 

長崎-(急）-1257 
○ ○ 

4313 
小江原（25） 

長崎-(急）-1258 
○ ○ 

4314 
小江原 

3丁目 

小江原（27） 

長崎-(急）-1258-3 
○ ○ 

4315 
小江原（29） 

長崎-(急）-1259-2 
○ ○ 

4316 

小江原 

2丁目 

小江原（30） 

長崎-(急）-1260 
○ ○ 

4317 
小江原（31） 

長崎-(急）-1261 
○ ○ 

4318 
小江原（32） 

長崎-(急）-1261-2 
○ ○ 

4319 

城山台 

2丁目 

城山台２丁目（3） 

長崎-(急）-1273 
○ ○ 

長崎市城山台 1丁目 

34-6 

城山台集会所 

 

78 

4320 
城山台２丁目（4） 

長崎-(急）-1274 
○ ○ 

4321 
城山台２丁目（1） 

長崎-(急）-1275 
○ ○ 

4322 
城山台２丁目（2） 

長崎-(急）-1276 
○ ○ 

4323 

青山町 

青山（1） 

長崎-(急）-1301 
○ ○ 

長崎市若草町 

6-5 

聖マリア学院 

531 

 

4324 
青山（2） 

長崎-(急）-1302 
○ ○ 

4325 
青山（7） 

長崎-(急）-1302-2 
○ ○ 

4326 
青山（8） 

長崎-(急）-1302-3 
○ ○ 

4327 

金堀町 

金堀（4） 

長崎-(急）-1311 
○ ○ 

長崎市金堀町 

23-1 

西城山小学校 

 

360 

 

4328 
金堀（3） 

長崎-(急）-1312 
○ ○ 

4329 
金堀（5） 

長崎-(急）-1313 
○ ― 

4330 
金堀（10） 

長崎-(急）-1313-2 
○ ○ 
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4331 

青山町 

青山（9） 

長崎-(急）-1314 

平成26年 
7月18日 
第712号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市若草町 

6-5 

聖マリア学院 

 

 

長崎市金堀町 

23-1 

西城山小学校 

 

531 

 

 

 

 

360 

 

4332 
青山（4） 

長崎-(急）-1315 
○ ○ 

4333 
青山（10） 

長崎-(急）-1315-2 
○ ○ 

4334 金堀町 
金堀（2） 

長崎-(急）-1316 
○ ○ 

4335 

青山町 

青山（5） 

長崎-(急）-1317 
○ ○ 

4336 
青山（11） 

長崎-(急）-1317-2 
○ ○ 

4337 金堀町 
金堀（11） 

長崎-(急）-1318 
○ ○ 

4338 

青山町 

青山（6） 

長崎-(急）-1319 
○ ○ 

4339 
青山（12） 

長崎-(急）-1319-2 
○ ○ 

4340 
青山（13） 

長崎-(急）-1319-3 
○ ○ 

4341 

金堀町 

金堀（1） 

長崎-(急）-1320 
○ ○ 

4342 
金堀（12） 

長崎-(急）-1320-2 
○ ○ 

4343 青山町 
青山（3） 

長崎-(急）-1321 
○ ○ 

4344 

若草町 

若草（1） 

長崎-(急）-1324 
○ ○ 長崎市若草町 

6-5 

聖マリア学院 

 

 

長崎市花園町 

4-3 

西城山校区 

西部自治会公民館 

 

531 

 

 

 

 

 

219 

 

4345 
若草（4） 

長崎-(急）-1324-2 
○ ○ 

4346 
若草（3） 

長崎-(急）-1325 
○ ○ 

4347 
若草（2） 

長崎-(急）-1327 
○ ○ 

4348 
若草（5） 

長崎-(急）-1327-2 
○ ○ 

4349 

金堀町 

金堀（6） 

長崎-(急）-1649 
○ ○ 

長崎市金堀町 

23-1 

西城山小学校 

 

 

長崎市城山台 1丁目 

34-6 

城山台集会所 

360 

 

 

 

 

 

78 

 

4350 
金堀（7） 

長崎-(急）-1650 
○ ○ 

4351 
城山台 
1丁目 

城山台 

長崎-(急）-1651 
○ ― 

4352 

金堀町 

金堀（13） 

長崎-(急）-1652 
○ ― 

4353 
金堀（14） 

長崎-(急）-1652-2 
○ ○ 

4354 
金堀（8） 

長崎-(急）-1652-3 
○ ○ 

4355 
金堀（9） 

長崎-(急）-1653 
○ ○ 

4356 立岩町 
立岩（6） 

長崎-(急）-1654 
○ ○ 

長崎市金堀町 23-1 
西城山小学校 

360 
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4357 

立岩町 

立岩（7） 

長崎-(急）-1655-2 

平成26年 
7月18日 
第712号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市金堀町 

23-1 

西城山小学校 

 

 

長崎市富士見町 

6-6 

淵地区ふれあい 

センター 

 

360 

 

 

 

 

106 

 

 

4358 
立岩（8） 

長崎-(急）-1655-3 
○ ○ 

4359 
立岩（9） 

長崎-(急）-1656 
○ ○ 

4360 
立岩（1） 

長崎-(急）-1657 
○ ○ 

4361 
立岩（2） 

長崎-(急）-1658 
○ ○ 

4362 
立岩（3） 

長崎-(急）-1659 
○ ○ 

4363 
立岩（10） 

長崎-(急）-1659-2 
○ ○ 

4364 
立岩（11） 

長崎-(急）-1659-3 
○ ○ 

4365 
立岩（12） 

長崎-(急）-1659-4 
○ ○ 

4366 
立岩（4） 

長崎-(急）-1660 
○ ○ 

4367 
立岩（13） 

長崎-(急）-1660-2 
○ ○ 

4368 
立岩（14） 

長崎-(急）-1660-3 
○ ○ 

4369 
立岩（5） 

長崎-(急）-1661 
○ ○ 

4370 
小江原 

1丁目 

小江原川（ロ） 

長崎-(土）-112 
○ ○ 

長崎市柿泊町 2316 

小江原中学校 

長崎市小江原 3丁目 19-1 

桜が丘小学校 

長崎市小江原 1丁目 1-1 

長崎北高等学校 

長崎市小江原 2丁目 33-1 

小江原小学校 

 

302 

 

419 

 

704 

 

314 

 

4371 

小江原 

5丁目 

小江原川（ヘ） 

長崎-(土）-222 
○ ○ 

4372 
小江原川（ト） 

長崎-(土）-223 
○ ○ 

4373 
小江原川（ホ） 

長崎-(土）-224 
○ ○ 

4374 
小江原 

1丁目 

小江原川（ハ） 

長崎-(土）-225 
○ ○ 

4375 
小江原川（ニ） 

長崎-(土）-226 
○ ○ 

4376 
城山台 

2丁目 

城山川（イ） 

長崎-(土）-228 
○ ○ 

長崎市城山台 1丁目 

34-6 

城山台集会所 

 

長崎市若草町 

6-5 

聖マリア学院 

 

長崎市金堀町 

23-1 

西城山小学校 

 

 

78 

 

 

531 

 

 

 

360 

 

4377 青山町 
青山川（イ） 

長崎-(土）-231 
○ ○ 

4378 

金堀町 

金堀川（ロ） 

長崎-(土）-232 
○ ○ 

4379 
金堀川（ホ） 

長崎-(土）-234 
○ ○ 

4380 
金堀川（イ） 

長崎-(土）-235 
○ ○ 

4381 青山町 
青山川（ロ） 

長崎-(土）-236 
○ ○ 

4382 
城山台 

2丁目 

城山川（ロ） 

長崎-(土）-323 
○ ○ 

風
水
害
‐

159
 



 

 

番 

号 

所在地 
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4383 

立岩町 

立岩川（ロ） 

長崎-(土）-324 

平成26年 
7月18日 
第712号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市金堀町 

23-1 

西城山小学校 

 
長崎市富士見町 

6-6 

淵地区ふれあい 

センター 

 

360 

 
 
 
 

106 
 

4384 
立岩川（ホ） 

長崎-(土）-324-2 
○ ○ 

4385 
立岩川（ヘ） 

長崎-(土）-324-3 
○ ○ 

4386 
立岩川（ハ） 

長崎-(土）-326 
○ ○ 

4387 

錦３丁目 

錦３丁目（1） 

長崎-(急）-877 

平成26年 
7月22日 
第723号 

○ ○ 

長崎市白鳥町 

8-1 

つつじ荘 

 

 

長崎市音無町 

9-34 

南山小学校 

 

 

長崎市西町 

2-1 

西町小学校 

 

31 

 

 

 

 

284 

 

 

 

 

267 

 

4388 
錦３丁目（2） 

長崎-(急）-877-2 
○ ○ 

4389 
錦３丁目（3） 

長崎-(急）-877-3 
○ ○ 

4390 
錦３丁目（4） 

長崎-(急）-877-4 
○ ○ 

4391 錦２丁目 
錦 

長崎-(急）-879 
○ ― 

4392 

錦３丁目 

錦３丁目（5） 

長崎-(急）-885 
○ ○ 

4393 
錦３丁目（6） 

長崎-(急）-885-2 
○ ○ 

4394 
錦３丁目（7） 

長崎-(急）-885-3 
○ ○ 

4395 

西町 

西町（10） 

長崎-(急）-886 
○ ○ 

4396 
西町（9） 

長崎-(急）-887 
○ ○ 

4397 
西町（2） 

長崎-(急）-888 
○ ○ 

4398 
西町（3） 

長崎-(急）-889 
○ ○ 

4399 

錦３丁目 

錦３丁目（8） 

長崎-(急）-890 
○ ○ 

4400 
錦３丁目（9） 

長崎-(急）-890-2 
○ ○ 

4401 
錦３丁目（10） 

長崎-(急）-891 
○ ○ 

4402 

錦２丁目 

錦２丁目（2） 

長崎-(急）-892 
○ ○ 

4403 
錦２丁目（3） 

長崎-(急）-893 
○ ○ 

4404 
錦２丁目（4） 

長崎-(急）-894 
○ ○ 

4405 西町 
西町（11） 

長崎-(急）-896-2 
○ ○ 

4406 

錦２丁目 

錦２丁目（5） 

長崎-(急）-897 
○ ○ 

4407 
錦２丁目（6） 

長崎-(急）-897-2 
○ ○ 

4408 
錦２丁目（7） 

長崎-(急）-897-3 
○ ○ 
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4409 

西町 

西町（1） 

長崎-(急）-898 

平成26年 
7月22日 
第723号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市白鳥町 

8-1 

つつじ荘 

 

長崎市音無町 

9-34 

南山小学校 

 

長崎市西町 

2-1 

西町小学校 

 

長崎市白鳥町 

3-9 

緑が丘地区ふれあい 

センター 

31 

 

 

 

284 

 

 

 

267 

 

 

 

112 

 

4410 
西町（4） 

長崎-(急）-899 
○ ○ 

4411 
西町（13） 

長崎-(急）-899-2 
○ ○ 

4412 音無町 
音無 

長崎-(急）-901 
○ ― 

4413 白鳥町 
白鳥 

長崎-(急）-903 
○ ○ 

4414 

清水町 

清水 

長崎-(急）-904 
○ ― 

4415 
清水（2） 

長崎-(急）-904-2 
○ ○ 

4416 
清水（4） 

長崎-(急）-904-4 
○ ○ 

4417 
清水（5） 

長崎-(急）-904-5 
○ ○ 

4418 

油木町 

油木（11） 

長崎-(急）-1278 
○ ○ 

長崎市小江原 1丁目 

1-1 

長崎北高等学校 

 

長崎市緑が丘 

10-1 

緑が丘中学校 

 

長崎市油木町 

7-1 

県立総合体育館 

 

長崎市白鳥町 

8-1 

つつじ荘 

 

長崎市西町 

2-1 

西町小学校 

 

 

704 

 

 

 

496 

 

 

 

632 

 

 

 

31 

 

 

 

267 

 

 

4419 
油木（7） 

長崎-(急）-1279 
○ ○ 

4420 
油木（12） 

長崎-(急）-1280-2 
○ ○ 

4421 西町 
西町（14） 

長崎-(急）-1282 
○ ○ 

4422 

油木町 

油木（6） 

長崎-(急）-1283 
○ ○ 

4423 
油木（13） 

長崎-(急）-1283-2 
○ ○ 

4424 
油木（5） 

長崎-(急）-1284 
○ ○ 

4425 
油木（4） 

長崎-(急）-1286 
○ ○ 

4426 
油木（14） 

長崎-(急）-1286-2 
○ ○ 

4427 

西町 

西町（5） 

長崎-(急）-1287 
○ ○ 

4428 
西町（15） 

長崎-(急）-1289 
○ ○ 

4429 
西町（7） 

長崎-(急）-1291 
○ ○ 

4430 
西町（16） 

長崎-(急）-1292 
○ ○ 

4431 
西町（17） 

長崎-(急）-1292-2 
○ ○ 

4432 
西町（18） 

長崎-(急）-1292-3 
○ ○ 

4433 
西町（19） 

長崎-(急）-1292-4 
○ ○ 

4434 
西町（20） 

長崎-(急）-1293 
○ ○ 
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号 
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4435 油木町 
油木（3） 

長崎-(急）-1294 

平成26年 
7月22日 
第723号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市小江原 1丁目 

1-1 

長崎北高等学校 

 

長崎市緑が丘 

10-1 

緑が丘中学校 

 

長崎市油木町 

7-1 

県立総合体育館 

 

長崎市西町 

2-1 

西町小学校 

 

長崎市白鳥町 

3-9 

緑が丘地区ふれあい 

センター 

 

 

704 

 

 

 

496 

 

 

 

632 

 

 

 

267 

 

 

 

112 

 

 

 

4436 

緑が丘町 

緑ヶ丘（3） 

長崎-(急）-1295-2 
○ ― 

4437 
緑ヶ丘（4） 

長崎-(急）-1295-3 
○ ○ 

4438 
緑ヶ丘（1） 

長崎-(急）-1296 
○ ○ 

4439 
緑ヶ丘（5） 

長崎-(急）-1296-2 
○ ○ 

4440 
緑ヶ丘（6） 

長崎-(急）-1296-3 
○ ○ 

4441 
緑ヶ丘（7） 

長崎-(急）-1296-4 
○ ― 

4442 
緑ヶ丘（9） 

長崎-(急）-1296-6 
○ ― 

4443 
緑ヶ丘（10） 

長崎-(急）-1296-7 
○ ○ 

4444 
緑ヶ丘（11） 

長崎-(急）-1296-8 
○ ― 

4445 
緑ヶ丘（12） 

長崎-(急）-1296-9 
○ ○ 

4446 
緑ヶ丘（13） 

長崎-(急）-1297 
○ ○ 

4447 
緑ヶ丘（14） 

長崎-(急）-1297-2 
○ ○ 

4448 

油木町 

油木（9） 

長崎-(急）-1298 
○ ○ 

4449 
油木（16） 

長崎-(急）-1298-2 
○ ○ 

4450 
油木 

長崎-(急）-1300 
○ ― 

4451 
油木（2） 

長崎-(急）-1303 
○ ○ 

4452 
油木（15） 

長崎-(急）-1303-2 
○ ○ 

4453 

江里町 

江里 

長崎-(急）-1306 
○ ○ 長崎市緑が丘 

10-1 

緑が丘中学校 

 

長崎市油木町 

7-1 

県立総合体育館 

 

 

496 

 

 

 

632 

 

 

4454 
江里（2） 

長崎-(急）-1306-2 
○ ○ 

4455 
江里（3） 

長崎-(急）-1307 
○ ○ 

4456 
江里（4） 

長崎-(急）-1307-2 
○ ○ 

4457 

錦３丁目 

錦川（ニ） 

長崎-(土）-121 
○ ○ 長崎市白鳥町 

8-1 

つつじ荘 

 

長崎市西町 

2-1 

西町小学校 

 

31 

 

 

 

267 

 

4458 
錦川（ハ） 

長崎-(土）-122 
○ ○ 

4459 
錦川（ホ） 

長崎-(土）-123 
○ ○ 

4460 西町 
西町川（ロ） 

長崎-(土）-127-1 
○ ○ 
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4461 錦３丁目 
錦川（ロ） 

長崎-(土）-127-2 
平成26年 
7月22日 
第723号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

 

長崎市白鳥町 8-1 

つつじ荘 

長崎市西町 2-1 

西町小学校 

長崎市小江原 1 丁目 1-1 

長崎北高等学校 

長崎市緑が丘 10-1 

緑が丘中学校 

長崎市油木町 7-1 

県立総合体育館 

 

31 

 

267 

 

704 

 

496 

 

632 

4462 

油木町 

油木川（イ） 

長崎-(土）-229 
○ ○ 

4463 
油木川（ニ） 

長崎-(土）-230 
○ ○ 

4464 

泉町 

泉（３） 

長崎-(急)-522 

平成28年 

3月25日 

第304号 

○ ○ 

長崎市泉町 

1125 

市立長崎商業高等学校 
672 

4465 
泉（４） 

長崎-(急)-523 
○ ○ 

4466 
泉（６） 

長崎-(急)-524-3 
○ ○ 

4467 
泉（７） 

長崎-(急)-525 
○ ○ 

4468 
泉（８） 

長崎-(急)-526 
○ ○ 

4469 
泉（９） 

長崎-(急)-526-2 
○ ○ 

4470 
泉（１６） 

長崎-(急)-527 
○ ○ 

4471 

女の都4丁目 

女の都4丁目(2) 

長崎-(急)-529-2 
○ ○ 

長崎市女の都４丁目 

7-１ 

女の都小学校 
48 

4472 
女の都4丁目(3) 

長崎-(急)-529-3 
○ ○ 

4473 
女の都4丁目(4) 

長崎-(急)-529-4 
○ ○ 

4474 
女の都4丁目(5) 

長崎-(急)-529-5 
○ ○ 

4475 
女の都4丁目(6) 

長崎-(急)-531 
○ ○ 

4476 

泉町 

泉（１０） 

長崎-(急)-533 
○ ○ 

長崎市泉町 

1125 

市立長崎商業高等学校 
672 

4477 
泉（１１） 

長崎-(急)-533-2 
○ ○ 

4478 
泉（１２） 

長崎-(急)-534 
○ ○ 

4479 
泉（１３） 

長崎-(急)-534-2 
○ ○ 

4480 
泉（１４） 

長崎-(急)-534-3 
○ ○ 

4481 
泉（１５） 

長崎-(急)-535 
○ ○ 

4482 
泉（１７） 

長崎-(急)-536-4 
○ ○ 

4483 

女の都4丁目 

女の都4丁目(7) 

長崎-(急)-541 
○ ○ 

長崎市女の都４丁目 

7-１ 

女の都小学校 
48 

4484 
女の都4丁目(8) 

長崎-(急)-541-2 
○ ○ 

4485 
女の都4丁目(9) 

長崎-(急)-544 
○ ○ 

4486 
女の都4丁目(10) 

長崎-(急)-544-2 
○ ○ 
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4487 女の都4丁目 
女の都4丁目(13) 

長崎-(急)-546-2 

平成28年 

3月25日 

第304号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市女の都４丁目 

7-１ 

女の都小学校 

 

 

長崎大手３丁目 

１１-１ 

みのりが丘幼稚園 

48 
 
 
 
 

290 

4488 女の都2丁目 
女ノ都2丁目(3) 

長崎-(急)-546-3 
○ ○ 

4489 女の都4丁目 
女の都4丁目(14) 

長崎-(急)-547 
○ ○ 

4490 女の都2丁目 
女ノ都2丁目(4) 

長崎-(急)-549 
○ ○ 

4491 女の都4丁目 
女の都4丁目(16) 

長崎-(急)-550 
○ ○ 

4492 

女の都1丁目 

女ノ都1丁目(5) 

長崎-(急)-551 
○ ○ 

4493 
女ノ都1丁目(6) 

長崎-(急)-551-2 
○ ○ 

4494 
女ノ都1丁目(8) 

長崎-(急)-551-3 
○ ○ 

4495 
女ノ都1丁目(9) 

長崎-(急)-551-4 
○ ○ 

4496 
女ノ都1丁目(10) 

長崎-(急)-551-5 
○ ○ 

4497 女の都2丁目 
女ノ都2丁目(2) 

長崎-(急)-552-4 
○ ○ 

4498 

女の都1丁目 

女ノ都1丁目(11) 

長崎-(急)-553 
○ ○ 

4499 
女ノ都1丁目(13) 

長崎-(急)-553-3 
○ ○ 

4500 
女ノ都1丁目(14) 

長崎-(急)-553-4 
○ ○ 

4501 女の都2丁目 
女ノ都2丁目(7) 

長崎-(急)-553-5 
○ ○ 

4502 女の都1丁目 
女ノ都1丁目(15) 

長崎-(急)-553-7 
○ ○ 

4503 

女の都2丁目 

女ノ都2丁目(8) 

長崎-(急)-579 
○ ○ 

4504 
女ノ都2丁目(9) 

長崎-(急)-579-4 
○ ○ 

4505 
女ノ都2丁目(10) 

長崎-(急)-580 
○ ○ 

4506 
女ノ都2丁目(11) 

長崎-(急)-582 
○ ○ 

4507 女の都1丁目 
女ノ都1丁目(16) 

長崎-(急)-582-3 
○ ○ 

4508 赤迫2丁目 
赤迫2丁目(1) 

長崎-(急)-866 
○ ○ 

長崎市西北町 13-13 

西北･岩屋ふれあいセンター 

 

78 

4509 

泉3丁目 

泉裏山 

長崎-(急)-866-2 
○ ○ 

長崎市西北町 13-13 

西北･岩屋ふれあいセンター 

長崎市千歳町 5-1 

北公民館 

78 

147 4510 
泉裏山（２） 

長崎-(急)-866-3 
○ ○ 

4511 赤迫 2丁目 
赤迫2丁目(2) 

長崎-(急)-866-7 
○ ○ 

長崎市西北町 13-13 

西北･岩屋ふれあいセンター 

 

78 

4512 泉３丁目 
泉３丁目（1） 

長崎-(急)-881 
○ ○ 

長崎市西北町 13-13 

西北･岩屋ふれあいセンター 

長崎市千歳町 5-1 

北公民館 

78 

147 

第
３
章
 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

4513 

住吉町 

住吉(4) 

長崎-(急)-882-2 

平成28年 

3月25日 

第304号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

 

長崎市千歳町 5-1 

北公民館 
147 

4514 
住吉(2) 

長崎-(急)-883 
○ ○ 

4515 住吉台町 
住吉台(1) 

長崎-(急)-884 
○ ○ 

長崎市西北町 13-13 

西北･岩屋ふれあいセンター 

 

78 

 

4516 

泉3丁目 

泉山裏 

長崎-(急)-884-3 
○ ― 

長崎市西北町 13-13 

西北･岩屋ふれあいセンター 

長崎市千歳町 5-1 

北公民館 

78 

147 
4517 

泉３丁目（２） 

長崎-(急)-905 
○ ○ 

4518 
泉３丁目（３） 

長崎-(急)-905-3 
○ ○ 

4519 

女の都1丁目 

女ノ都 

長崎-(急)-909 
○ ○ 

長崎市女の都４丁目 

7-１ 

女の都小学校 

 

 

 

 

長崎大手３丁目 

１１-１ 

みのりが丘幼稚園 

 

48 
 
 
 
 
 
 

290 
 

4520 
女の都2 

長崎-(急)-909-4 
○ ○ 

4521 
川平女ノ都 

長崎-(急)-910 
○ ○ 

4522 
女ノ都1丁目(17) 

長崎-(急)-910-2 
○ ○ 

4523 
女ノ都1丁目(7) 

長崎-(急)-910-4 
○ ○ 

4524 
女ノ都1丁目(17) 

長崎-(急)-915 
○ ○ 

4525 けやき台町 
けやき台(1) 

長崎-(急)-916-2 
○ ○ 

4526 

女の都1丁目 

女ノ都1丁目(3) 

長崎-(急)-919 
○ ○ 

4527 
女ノ都1丁目(18) 

長崎-(急)-919-2 
○ ○ 

4528 
女ノ都1丁目(18) 

長崎-(急)-919-3 
○ ○ 

4529 
女ノ都1丁目(20) 

長崎-(急)-919-4 
○ ○ 

4530 
女ノ都1丁目(21) 

長崎-(急)-919-6 
○ ○ 

4531 
女ノ都1丁目(22) 

長崎-(急)-919-7 
○ ○ 

4532 泉2丁目 
泉２丁目（２） 

長崎-(急)-922 
○ ○ 

長崎市千歳町 5-1 

北公民館 

 

長崎市文教町 4-10 

西浦上中学校 

147 

 

445 

4533 

泉1丁目 

泉1丁目（３） 

長崎-(急)-923 
○ ○ 

4534 
泉1丁目（１） 

長崎-(急)-923-2 
○ ○ 

4535 
泉1丁目（２） 

長崎-(急)-923-3 
○ ○ 

4536 
泉黒岩 

長崎-(急)-923-4 
○ ○ 

4537 

女の都1丁目 

下川平 

長崎-(急)-940 
○ ○ 

長崎市女の都４丁目 7-１ 

女の都小学校 

長崎大手３丁目１１-１ 

みのりが丘幼稚園 

48 

 

290 4538 
女ノ都1丁目(23) 

長崎-(急)-943-2 
○ ○ 
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4539 

女の都1丁目 

女ノ都1丁目(24) 

長崎-(急)-946 

平成28年 

3月25日 

第304号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

 

長崎市女の都４丁目 

7-１ 

女の都小学校 

長崎大手３丁目 

１１-１ 

みのりが丘幼稚園 

48 

 

 

 

290 

4540 
女ノ都1丁目(2) 

長崎-(急)-946-2 
○ ○ 

4541 
女ノ都1丁目(1) 

長崎-(急)-946-3 
○ ○ 

4542 けやき台町 
けやき台(3) 

長崎-(急)-946-4 
○ ○ 

4543 小峰町 
小峰(1) 

長崎-(急)-1342 
○ ○ 

長崎市高尾町 4-10 

山里地区ふれあいセンター 

長崎市高尾町 7-49 

高尾小学校 

63 

350 

4544 

本尾町 

本尾(2) 

長崎-(急)-1352 
○ ○ 

長崎市本尾町 2-15 

本尾町公民館 

長崎市高尾町 4-10 

山里地区ふれあいセンター 

35 

 

63 

4545 
本尾(1) 

長崎-(急)-1353 
○ ○ 

4546 
本尾(2) 

長崎-(急)-1354 
○ ○ 

4547 
本尾(3) 

長崎-(急)-1355 
○ ○ 

4548 江平1丁目 
江平(1) 

長崎-(急)-1358-3 
○ ○ 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 

長崎市江平１丁目８-4 

江平公民館 

352 

68 

4549 坂本1丁目 
坂本(8) 

長崎-(急)-1688 
○ ○ 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 
352 

4550 江平1丁目 
江平(2) 

長崎-(急)-1689 
○ ○ 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 

長崎市江平１丁目８-4 

江平公民館 

352 

68 

4551 江平２丁目 
江平２丁目（２） 

長崎-(急)-1690 
○ ○ 長崎市江平 3丁目 10-1 

旧江平中学校 

長崎市江平１丁目 8-4 

江平公民館 

349 

68 

4552 江平３丁目 
江平３丁目（１） 

長崎-(急)-1691 
○ ― 

4553 江平２丁目 
江平２丁目（１） 

長崎-(急)-1691-2 
○ ― 

4554 

江平１丁目 

江平1丁目（１） 

長崎-(急)-1693 
○ ○ 長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 

長崎市江平１丁目８-4 

江平公民館 

352 

68 
4555 

江平(4) 

長崎-(急)-1693-2 
○ ○ 

4556 

坂本３丁目 

坂本(7) 

長崎-(急)-1694 
○ ○ 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 
 

352 

4557 
坂本３丁目（１） 

長崎-(急)-1695 
○ ○ 

4558 
坂本３丁目（２） 

長崎-(急)-1695-2 
○ ○ 

4559 
坂本３丁目（３） 

長崎-(急)-1696-6 
○ ○ 

4560 
坂本３丁目（４） 

長崎-(急)-1697 
○ ○ 

4561 
坂本 

長崎-(急)-1697-2 
○ ―  

4562 
江平（３） 

長崎-(急)-1699 
○ ○ 

4563 
坂本３丁目（５） 

長崎-(急)-1699-3 
○ ○ 

4564 江平１丁目 
江平(3) 

長崎-(急)-1699-4 
○ ○ 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 

長崎市江平１丁目８-4 

江平公民館 

352 

68 
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4565 江平１丁目 
江平1丁目（２） 

長崎-(急)-1700 

平成28年 

3月25日 

第304号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 

長崎市江平１丁目８-4 

江平公民館 

352 

68 

4566 坂本２丁目 
坂本(6) 

長崎-(急)-1702 
○ ○ 

長崎市岩川町 7-1 

浦上駅前ふれあいセンター 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 

 

107 

352 

 
4567 坂本３丁目 

坂本３丁目（６） 

長崎-(急)-1703 
○ ○ 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 
352 

4568 

坂本２丁目 

坂本(3) 

長崎-(急)-1705 
○ ○ 

長崎市岩川町 7-1 

浦上駅前ふれあいセンター 

 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 

107 

 

352 

4569 
坂本(5) 

長崎-(急)-1706-2 
○ ○ 

4570 
坂本2丁目（１） 

長崎-(急)-1707 
○ ○ 

4571 坂本１丁目 
坂本(2) 

長崎-(急)-1709 
○ ○ 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 
352 

4572 坂本３丁目 
坂本３丁目（７） 

長崎-(急)-1709-2 
○ ○ 

4573 

江平３丁目 

江平川(ﾊ) 

長崎-(急)-241 
○ ○ 

長崎市江平 3丁目 10-1 

旧江平中学校 

長崎市江平１丁目 8-4 

江平公民館 

349 

68 4574 
江平川(ﾛ) 

長崎-(土)-337 
○ ○ 

4575 江平１丁目 
江平川(ｲ) 

長崎-(土)-338 
○ ○ 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 

長崎市江平１丁目８-4 

江平公民館 

352 

68 

4576 

坂本２丁目 

山川川(ﾛ) 

長崎-(土)-339 
○ ○ 

長崎市岩川町 7-1 

浦上駅前ふれあいセンター 

長崎市坂本３丁目３-１ 

坂本小学校 
 

107 

 

352 

 

4577 
山川川(ｲ) 

長崎-(土)-340 
○ ○ 

4578 

城栄町 

城栄(1) 

長崎-(急)-1304 

平成 29年 

8月 25日 

第608号 

○ ○ 

長崎市油木町 

7-1 

県立総合体育館 

632 4579 
城栄(2) 

長崎-(急)-1308-2 
○ ○ 

4580 
城栄(6) 

長崎-(急)-1308-3 
○ ○ 

4581 
城栄(5) 

長崎-(急)-1322 
○ ○ 

長崎市若草町 

6-5 

聖マリア学院 

531 4582 
城栄(7) 

長崎-(急)-1322-2 
○ ○ 

4583 
城栄(4) 

長崎-(急)-1322-3 
○ ○ 

4584 

城山町 

城山(3) 

長崎-(急)-1330 
○ ○ 

長崎市城山町 

23-1 

城山小学校 

290 4585 
城山(1) 

長崎-(急)-1330-2 
○ ○ 

4586 
城山(4) 

長崎-(急)-1330-5 
○ ○ 

4587 富士見町 
富士見 

長崎-(急)-1666 
○ ○ 

長崎市花園町4-3 

西城山校区 

西部自治会公民館 

219 

4588 

岩見町 

岩見(2) 

長崎-(急)-1667 
○ ○ 長崎市富士見町 

6-6 

淵地区ふれあい 

センター 

106 4589 
岩見(5) 

長崎-(急)-1668 
○ ○ 

4590 
岩見(6) 

長崎-(急)-1669-2 
○ ○ 
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番 

号 
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4591 

岩見町 

岩見(7) 

長崎-(急)-1669-3 

平成 29年 

8月 25日 
第 608号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市富士見町 

6-6 

淵地区ふれあい 

センター 

106 

4592 
岩見(8) 

長崎-(急)-1669-4 
○ ○ 

4593 
岩見(9) 

長崎-(急)-1670 
○ ○ 

4594 
岩見(3) 

長崎-(急)-1670-2 
○ ○ 

4595 
岩見(10) 

長崎-(急)-1670-4 
○ ○ 

4596 
岩見(4) 

長崎-(急)-1671-2 
○ ○ 

4597 

春木町 

春木(4) 

長崎-(急)-1672 
○ ○ 

長崎市竹の久保町

12-9 

県立長崎西 

高等学校 

1,636 

4598 
春木(5) 

長崎-(急)-1672-2 
○ ○ 

4599 岩見町 
岩見(11) 

長崎-(急)-1672-4 
○ ○ 

4600 

宝栄町 

宝栄(1) 

長崎-(急)-1674-3 
○ ○ 

4601 
宝栄(3) 

長崎-(急)-1674-7 

8月 25日 

第 608号 

○ ○ 

4602 
宝栄(4) 

長崎-(急)-1674-8 
○ ○ 

4603 城山町 
城山(5) 

長崎-(急)-1674-10 
○ ○ 

長崎市城山町 23-1 

城山小学校 290 

4604 

春木町 

春木(6) 

長崎-(急)-1680 
○ ○ 

長崎市梁川町 21-5 

淵中学校 
405 

4605 
春木(2) 

長崎-(急)-1681 
○ ○ 

4606 
春木(7) 

長崎-(急)-1681-4 
○ ○ 

4607 
春木(8) 

長崎-(急)-1681-5 
○ ○ 

4608 
春木(3) 

長崎-(急)-1682-2 
○ ○ 

4609 

上銭座町 

銭座(3) 

長崎-(急)-1711 
○ ○ 

長崎市岩川町 

7-1 

浦上駅前 

ふれあいセンター 

107 4610 
銭座(4) 

長崎-(急)-1712 
○ ○ 

4611 目覚町 
目覚(2) 

長崎-(急)-1715 
○ ○ 

4612 浜平 2丁目 
浜平(7) 

長崎-(急)-1719 
○ ○ 

長崎市浜平 2 丁目 12-7 

浜平町第 1 自治会公民館 27 

4613 

銭座町 

銭座(7) 

長崎-(急)-1720-3 
○ ○ 

長崎市銭座町 

1-16 

銭座小学校 

265 

4614 
銭座(8) 

長崎-(急)-1720-4 
○ ○ 

4615 

天神町 

天神(2) 

長崎-(急)-1721 
○ ○ 

4616 
天神(4) 

長崎-(急)-1721-3 
○ ○ 
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4617 浜平 2丁目 
浜平(6) 

長崎-(急)-1722-2 

平成 29年 

8月 25日 

第 608号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市浜平 2丁目 

12-7 

浜平町第 1自治会 

公民館 

27 

4618 

浜平 1丁目 

浜平(4) 

長崎-(急)-1723 
○ ○ 

4619 
浜平(2) 

長崎-(急)-1724 
○ ○ 

4620 御船蔵町 
御船蔵(11) 

長崎-(急)-1725 
○ ○ 

4621 浜平 2丁目 
浜平(8) 

長崎-(急)-1726 
○ ○ 

4622 立山 5丁目 
立山 5丁目(3) 

長崎-(急)-1727 
○ ○ 

長崎市立山 5 丁目 13-1 

県立長崎東高等学校 1,545 

4623 

浜平 2丁目 

浜平(9) 

長崎-(急)-1728-2 
○ ○ 

長崎市浜平 2丁目 

12-7 

浜平町第 1自治会 

公民館 

27 

4624 
浜平(10) 

長崎-(急)-1728-3 
○ ○ 

4625 
浜平(11) 

長崎-(急)-1728-4 
○ ○ 

4626 
浜平(1) 

長崎-(急)-1728-5 
○ ○ 

4627 西坂町 
西坂(1) 

長崎-(急)-1728-8 
○ ○ 

4628 浜平 2丁目 
浜平(12) 

長崎-(急)-1728-9 
○ ○ 

4629 立山 5丁目 
立山 5丁目(4) 

長崎-(急)-1731 
○ ○ 

長崎市立山 5 丁目 13-1 

県立長崎東高等学校 1,545 

4630 目覚町 
目覚 

長崎-(急)-1735 
○ ○ 

長崎市岩川町 7-1 
浦上駅前 

ふれあいセンター 
107 

4631 

天神町 

天神(5) 

長崎-(急)-1985 
○ ○ 長崎市銭座町 1-16 

銭座小学校 
 

長崎市御船蔵町 6-53 
西坂小学校 

265 

255 4632 
天神(1) 

長崎-(急)-1985-2 
○ ○ 

4633 

御船蔵町 

御船蔵(12) 

長崎-(急)-1987 
○ ○ 

長崎市御船蔵町 

6-53 

西坂小学校 

255 

4634 
御船蔵(4) 

長崎-(急)-1989 
○ ○ 

4635 
御船蔵(14) 

長崎-(急)-1989-3 
○ ○ 

4636 
御船蔵(15) 

長崎-(急)-1989-4 
○ ○ 

4637 
御船蔵(16) 

長崎-(急)-1989-5 
○ ○ 

4638 

浜平 1丁目 

浜平(13) 

長崎-(急)-1990 
○ ○ 

長崎市御船蔵町 

13-45 

御船蔵町上自治会 

公民館 

 

長崎市御船蔵町 

6-53 

西坂小学校 

40 

 

 

 

255 

4639 
浜平(14) 

長崎-(急)-1990-3 
○ ○ 

4640 浜平 2丁目 
浜平(15) 

長崎-(急)-1990-4 
○ ○ 

4641 

御船蔵町 

御船蔵(17) 

長崎-(急)-1991 
○ ○ 

4642 
御船蔵(3) 

長崎-(急)-1991-2 
○ ○ 
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4643 

御船蔵町 

御船蔵(18) 

長崎-(急)-1991-3 

平成 29年 

8月 25日 
第 608号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市御船蔵町 13-45 

御船蔵町上自治会公民館 

 

長崎市御船蔵町 6-53 

西坂小学校 

40 
 
 

255 4644 
御船蔵(19) 

長崎-(急)-1994-2 
○ ○ 

4645 
御船蔵(1) 

長崎-(急)-1995 
○ ○ 

長崎市御船蔵町 

6-53 

西坂小学校 

255 4646 
御船蔵(20) 

長崎-(急)-1995-3 
○ ○ 

4647 
御船蔵(21) 

長崎-(急)-1995-4 
○ ○ 

4648 立山 5丁目 
立山 5丁目(5) 

長崎-(急)-1999 
○ ○ 

長崎市立山 5丁目 

13-1 

県立長崎東高等学校 

1,545 

4649 

立山 2丁目 

立山 2丁目(2) 

長崎-(急)-2001 
○ ○ 

4650 
立山 2丁目(4) 

長崎-(急)-2001-2 
○ ○ 

4651 
立山 2丁目(3) 

長崎-(急)-2001-6 
○ ○ 

4652 
立山 2丁目(1) 

長崎-(急)-2001-7 
○ ○ 

4653 
立山 2丁目(5) 

長崎-(急)-2004 
○ ○ 

長崎市勝山町 30-1 
桜町小学校 

151 4654 
立山 2丁目(6) 

長崎-(急)-2004-3 
○ ○ 

4655 
立山 2丁目(7) 

長崎-(急)-2004-4 
○ ○ 

4656 

西山本町 

西山本(1) 

長崎-(急)-2008-3 
○ ○ 長崎市立山1丁目9-1 

長崎中学校 
337 

4657 
西山本(2) 

長崎-(急)-2008-5 
○ ○ 

4658 

上西山町 

上西山(2) 

長崎-(急)-2010 
○ ○ 

長崎市勝山町 30-1 

桜町小学校 
151 4659 

上西山(3) 

長崎-(急)-2010-2 
○ ○ 

4660 
上西山(4) 

長崎-(急)-2012-2 
○ ○ 

4661 

西山本町 

西山 1丁目(1) 

長崎-(急)-2013 
○ ○ 長崎市下西山町 9-1 

上長崎小学校 

 

長崎市立山 5丁目 13-1 

県立長崎東高等学校 

306 

 

 

1545 

4662 
西山本(3) 

長崎-(急)-2013-6 
○ ○ 

4663 西山 1丁目 
西山 1丁目(10) 

長崎-(急)-2013-7 
○ ○ 

4664 籠町 
籠町 

長崎-(急)-2237 
○ ○ 

長崎市稲田町 12-14 
仁田佐古地区 

ふれあいセンター 
 

長崎市西小島 1 丁目 7-25 
仁田佐古小学校 

96 

 

399 

 

 

 

 

4665 西小島 1丁目 
西小島 1丁目(1) 

長崎-(急)-2238 
○ ○ 

4666 伊良林 3丁目 
伊良林 3丁目 

長崎-(急)-2250-3 
○ ○ 

長崎市伊良林 1 丁目 10-1 

伊良林小学校 
360 

4667 寺町 
寺町(1) 

長崎-(急)-2250-4 
○ ○ 

長崎市諏訪町 7-13 
諏訪小学校 287 

4668 岩見町 
岩見川(ハ) 

長崎-(土)-328 
○ ○ 

長崎市富士見町 6-6 

淵地区ふれあいセンター 
106 
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4669 

岩見町 

岩見川(ロ) 

長崎-(土)-329 

平成 29年 

8月 25日 

第 608号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市富士見町 6-6 

淵地区ふれあいセンター 
106 

4670 
春木川(イ) 

長崎-(土)-332 
○ ○ 

長崎市梁川町 21-5 

淵中学校（体育館） 
405 4671 

春木町 

春木川(ハ) 

長崎-(土)-333 
○ ○ 

4672 
春木川(ニ) 

長崎-(土)-334 
○ ○ 

4673 
長与町高田郷 

（赤迫3丁目） 

稗木場 

長与-(急)-314 

平成 30年 

2月 6日 

第 83号 

*( )は長与町とま

たがって指定され

ている所在地 

○ ○ 
長崎市岩屋町 37-1 

岩屋中学校 432 

4674 
〃 

(女の都 4 丁目)

目） 

高田(52) 

長与-(急)-328-2 
○ ○ 

長崎市女の都 4 丁目 7-1 

女の都小学校 
48 

4675 
〃 

（昭和3丁目） 

高田(56) 

長与-(急)-341 
○ ○ 長崎市女の都 4 丁目 7-1 

女の都小学校 

長崎市泉町 1125 

市立長崎商業高等学校 

48 

 

672 

4676 
〃 

（ 〃 ） 

高田(57) 

長与-(急)-341-2 
○ ○ 

4677 
〃 

（泉町） 

森ノ木(2) 

長与-(急)-342-2 
○ ○ 

4678 
〃 

（ 〃 ） 

森ノ木(3) 

長与-(急)-342-3 
○ ○ 

長崎市泉町 1125 

市立長崎商業高等学校 
672 

4679 
長与町吉無田郷 

(女の都 3 丁目) 

山田 

長与-(急)-562-2 
○ ○ 

長崎市女の都 4 丁目 7-1 

女の都小学校 
48 

4680 
長与町高田郷 

(滑石 1丁目) 

高田(73) 

長与-(急)-609 
○ ○ 

長崎市滑石 2 丁目 1-8 

滑石公民館 
88 

4681 

晴海台町 

東国安 

長崎(三和)-(急)-002 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ○ 

長崎市晴海台町 41-2 

晴海台地区ふれあい

センター 

60 

4682 
晴海台(1) 

長崎(三和)-(急)-004 
○ ○ 

4683 
晴海台(2) 

長崎(三和)-(急)-007 
○ ○ 

4684 
赤道 

長崎(三和)-(急)-008 
○ ○ 

4685 布巻町 
布巻(1) 

長崎(三和)-(急)-009 
○ ○ 

4686 晴海台町 
海平(1) 

長崎(三和)-(急)-012 
○ ○ 

4687 

蚊焼町 

蚊焼(1) 

長崎(三和)-(急)-013 
○ ○ 

4688 
蚊焼(2) 

長崎(三和)-(急)-014 
○ ○ 

4689 
蚊焼(3) 

長崎(三和)-(急)-015 
○ ○ 

4690 
蚊焼(4) 

長崎(三和)-(急)-015-2 
○ ○ 

4691 
跡長瀬 

長崎(三和)-(急)-016 
○ ○ 

4692 

布巻町 

布巻(2) 

長崎(三和)-(急)-021 
○ ○ 

長崎市布巻町 1038 

布巻自治公民館 
65 4693 

布巻(3) 

長崎(三和)-(急)-022 
○ ○ 

4694 
布巻(4) 

長崎(三和)-(急)-024 
○ ○ 
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4695 

布巻町 

前田 

長崎(三和)-(急)-031 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市布巻町 1038 

布巻自治公民館 
65 4696 

布巻(5) 

長崎(三和)-(急)-032 
○ ○ 

4697 
布巻(6) 

長崎(三和)-(急)-033 
○ ○ 

4698 

蚊焼町 

蚊焼(5) 

長崎(三和)-(急)-040 
○ ○ 

長崎市晴海台町 41-2 

晴海台地区ふれあい

センター 

60 

4699 
北泊 

長崎(三和)-(急)-041 
○ ○ 

4700 
小家峠 

長崎(三和)-(急)-042 
○ ○ 

4701 
蚊焼(6) 

長崎(三和)-(急)-045 
○ ○ 

4702 
蚊焼(7) 

長崎(三和)-(急)-046 
○ ○ 

4703 
蚊焼(8) 

長崎(三和)-(急)-049 
○ ○ 

長崎市蚊焼町

3020-1 

蚊焼地区ふれあい

センター 

 

107 

4704 
北ノ脇(1) 

長崎(三和)-(急)-051 
○ ― 

4705 
北ノ脇(2) 

長崎(三和)-(急)-051-2 
○ ○ 

4706 
蚊焼(9) 

長崎(三和)-(急)-056 
○ ○ 

4707 
蚊焼(10) 

長崎(三和)-(急)-059 
○ ○ 

4708 
蚊焼(11) 

長崎(三和)-(急)-065 
○ ○ 

長崎市晴海台町 41-2 
晴海台地区ふれあいセンター 60 

4709 

布巻町 

布巻(7) 

長崎(三和)-(急)-071 
○ ○ 

長崎市布巻町 1038 

布巻自治公民館 
65 

4710 
布巻(8) 

長崎(三和)-(急)-072 
○ ○ 

4711 
布巻(9) 

長崎(三和)-(急)-075 
○ ○ 

4712 
布巻(10) 

長崎(三和)-(急)-076 
○ ○ 

4713 
布巻(11) 

長崎(三和)-(急)-077 
○ ○ 

4714 
千代譲 

長崎(三和)-(急)-080 
○ ○ 

4715 
布巻(12) 

長崎(三和)-(急)-081 
○ ○ 

4716 
布巻(13) 

長崎(三和)-(急)-082 
○ ○ 

4717 

蚊焼町 

蚊焼波戸 

長崎(三和)-(急)-085 
○ ○ 

長崎市蚊焼町

3020-1 

蚊焼地区ふれあい 

センター 

 

107 

4718 
浜津(1) 

長崎(三和)-(急)-086 
○ ○ 

4719 
浜津(2) 

長崎(三和)-(急)-086-2 
○ ○ 

4720 
元松尾 

長崎(三和)-(急)-091 
○ ○ 
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4721 

蚊焼町 

蚊焼(12) 

長崎(三和)-(急)-092 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市蚊焼町 3020-1 
蚊焼地区ふれあい 

センター 

 
107 

4722 
蚊焼(13) 

長崎(三和)-(急)-101 
○ ○ 

長崎市布巻町 111-1 

三和地域センター 
39 

4723 

布巻町 

布巻(14) 

長崎(三和)-(急)-105 
○ ○ 

4724 
布巻(15) 

長崎(三和)-(急)-107 
○ ○ 

4725 
布巻(16) 

長崎(三和)-(急)-108 
○ ○ 

4726 
布巻(17) 

長崎(三和)-(急)-109 
○ ○ 

4727 
布巻(18) 

長崎(三和)-(急)-112 
○ ○ 

長崎市布巻町 1038 
布巻自治公民館 65 

4728 

蚊焼町 

蚊焼(14) 

長崎(三和)-(急)-118 
○ ○ 

長崎市蚊焼町

3020-1 

蚊焼地区ふれあい
センター 

 

107 

4729 
蚊焼(15) 

長崎(三和)-(急)-119 
○ ○ 

4730 
蚊焼(16) 

長崎(三和)-(急)-122 
○ ○ 

4731 
蚊焼(17) 

長崎(三和)-(急)-123 
○ ○ 

4732 
蚊焼(18) 

長崎(三和)-(急)-125 
○ ○ 

4733 
蚊焼(19) 

長崎(三和)-(急)-127 
○ ○ 

4734 

布巻町 

布巻(19) 

長崎(三和)-(急)-138 
○ ○ 長崎市布巻町 111-1 

三和地域センター 
39 

4735 
布巻(20) 

長崎(三和)-(急)-140 
○ ○ 

4736 

蚊焼町 

蚊焼(20) 

長崎(三和)-(急)-148 
○ ○ 長崎市蚊焼町

3020-1 

蚊焼地区ふれあい 

センター 

 

107 
4737 

蚊焼(21) 

長崎(三和)-(急)-151 
○ ○ 

4738 
蚊焼(22) 

長崎(三和)-(急)-153 
○ ○ 

4739 

椿が丘町 

椿が丘(5) 

長崎(三和)-(急)-156 
○ ○ 

長崎市椿が丘町 2-1 

椿が丘自治公民館 
75 

4740 
椿が丘(2) 

長崎(三和)-(急)-176 
○ ○ 

4741 
椿が丘(6) 

長崎(三和)-(急)-177 
○ ○ 

4742 
椿が丘(7) 

長崎(三和)-(急)-177-2 

 

○ ○ 

4743 
椿が丘(3) 

長崎(三和)-(急)-178 
○ ○ 

4744 
椿が丘(4) 

長崎(三和)-(急)-178-2 

 

○ ○ 

4745 

為石町 

為石(1) 

長崎(三和)-(急)-180 
○ ○ 長崎市為石町 2600 

三和中学校 
 

長崎市椿が丘町 2-1 
椿が丘自治公民館 

75 

75 4746 
為石(2) 

長崎(三和)-(急)-181 
○ ○ 
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4747 

為石町 

為石(3) 

長崎(三和)-(急)-184 

平成 30年 

7月 31日 
第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市為石町 2600 
三和中学校 

75 

4748 
為石(4) 

長崎(三和)-(急)-185 
○ ○ 

4749 

蚊焼町 

桑木原 

長崎(三和)-(急)-207 
○ ○ 

長崎市蚊焼町

3020-1 

蚊焼地区ふれあい 

センター 

 

107 4750 
蚊焼(23) 

長崎(三和)-(急)-208 
○ ○ 

4751 川原町 
川原(1) 

長崎(三和)-(急)-213 
○ ○ 

長崎市川原町 464-3 
上川自治公民館 

88 

4752 

椿が丘町 

椿が丘(8) 

長崎(三和)-(急)-216 
○ ○ 

長崎市椿が丘町 2-1 

椿が丘自治公民館 
75 4753 

椿が丘(9) 

長崎(三和)-(急)-217 
○ ○ 

4754 
椿が丘(10) 

長崎(三和)-(急)-217-2 

 

○ ○ 

4755 

為石町 

為石(5) 

長崎(三和)-(急)-221 
○ ○ 

長崎市為石町 2600 

三和中学校 
75 

4756 
為石(6) 

長崎(三和)-(急)-221-2 

 

○ ○ 

4757 
為石(7) 

長崎(三和)-(急)-223 
○ ○ 

4758 
為石(8) 

長崎(三和)-(急)-225 
○ ○ 

4759 
為石(9) 

長崎(三和)-(急)-226 
○ ○ 

4760 
為石(10) 

長崎(三和)-(急)-227 
○ ○ 

4761 
為石(11) 

長崎(三和)-(急)-228 
○ ○ 

4762 
為石(12) 

長崎(三和)-(急)-229 
○ ○ 

4763 
為石(13) 

長崎(三和)-(急)-230 
○ ○ 

4764 
為石(14) 

長崎(三和)-(急)-231 
○ ○ 

4765 
為石(15) 

長崎(三和)-(急)-232 
○ ○ 

4766 
為石(16) 

長崎(三和)-(急)-233 
○ ○ 

4767 
為石(17) 

長崎(三和)-(急)-236 
○ ○ 

4768 

藤田尾町 

藤田尾(3) 

長崎(三和)-(急)-253 
○ ○ 

長崎市藤田尾町 386 

藤田尾自治公民館 
63 

4769 
藤田尾(4) 

長崎(三和)-(急)-265 
○ ○ 

4770 
藤田尾(2) 

長崎(三和)-(急)-266 
○ ○ 

4771 
藤田尾(5) 

長崎(三和)-(急)-268 
○ ○ 

4772 
藤田尾(6) 

長崎(三和)-(急)-269 
○ ○ 
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4773 藤田尾町 
藤田尾(1) 

長崎(三和)-(急)-271 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市藤田尾町 386 

藤田尾自治公民館 
63 

4774 

蚊焼町 

蚊焼(24) 

長崎(三和)-(急)-272 
○ ○ 

長崎市蚊焼町

4982-3 

岳路自治公民館 

62 

4775 
蚊焼(25) 

長崎(三和)-(急)-273 
○ ○ 

4776 
蚊焼(26) 

長崎(三和)-(急)-275 
○ ○ 

4777 
蚊焼(27) 

長崎(三和)-(急)-284 
○ ○ 

4778 

為石町 

為石(18) 

長崎(三和)-(急)-289 
○ ○ 

長崎市為石町 2600 

三和中学校 
75 

4779 
為石(19) 

長崎(三和)-(急)-290 
○ ○ 

4780 
為石(20) 

長崎(三和)-(急)-291 
○ ○ 

4781 
為石(21) 

長崎(三和)-(急)-292 
○ ○ 

4782 
為石(22) 

長崎(三和)-(急)-293 
○ ○ 

4783 
為石(23) 

長崎(三和)-(急)-294 
○ ○ 

4784 
為石(24) 

長崎(三和)-(急)-295 
○ ○ 

4785 
為石(25) 

長崎(三和)-(急)-300 
○ ○ 

4786 
為石(26) 

長崎(三和)-(急)-300-2 
○ ○ 

4787 
為石(27) 

長崎(三和)-(急)-301 
○ ○ 

4788 
為石(28) 

長崎(三和)-(急)-303 
○ ○ 

4789 
為石(29) 

長崎(三和)-(急)-310 
○ ○ 

4790 

蚊焼町 

蚊焼(28) 

長崎(三和)-(急)-323 
○ ○ 

長崎市蚊焼町

4982-3 

岳路自治公民館 

62 

4791 
横尾 

長崎(三和)-(急)-324 
○ ○ 

4792 
蚊焼(29) 

長崎(三和)-(急)-328 
○ ○ 

4793 
蚊焼(30) 

長崎(三和)-(急)-329-2 
○ ○ 

4794 
廣間 

長崎(三和)-(急)-331 
○ ○ 

4795 
蚊焼(31) 

長崎(三和)-(急)-336 
○ ○ 

4796 
蚊焼(32) 

長崎(三和)-(急)-338 
○ ○ 

4797 
蚊焼(33) 

長崎(三和)-(急)-339 
○ ○ 

4798 
蚊焼(34) 

長崎(三和)-(急)-341 
○ ○ 
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4799 

蚊焼町 

蚊焼(35) 

長崎(三和)-(急)-345 

平成 30年 

7月 31日 
第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市蚊焼町

4982-3 
岳路自治公民館 

62 

4800 
蚊焼(36) 

長崎(三和)-(急)-346 
○ ○ 

4801 
蚊焼(37) 

長崎(三和)-(急)-348 
○ ○ 

4802 
蚊焼(38) 

長崎(三和)-(急)-349 
○ ○ 

4803 
蚊焼(39) 

長崎(三和)-(急)-354 
○ ○ 

4804 
岳路(1) 

長崎(三和)-(急)-354-2 
○ ○ 

4805 
岳路(2) 

長崎(三和)-(急)-354-3 
○ ○ 

4806 
岳路(3) 

長崎(三和)-(急)-354-4 
○ ○ 

4807 
蚊焼(40) 

長崎(三和)-(急)-359 
○ ○ 

4808 
蚊焼(41) 

長崎(三和)-(急)-360 
○ ○ 

4809 
蚊焼(42) 

長崎(三和)-(急)-360-2 
○ ○ 

4810 
蚊焼(43) 

長崎(三和)-(急)-365 
○ ○ 

4811 
樫木原 

長崎(三和)-(急)-367 
○ ○ 

4812 川原町 
川原(2) 

長崎(三和)-(急)-389 
○ ○ 

長崎市川原町 464-3 

上川自治公民館 
88 

4813 為石町 
為石(30) 

長崎(三和)-(急)-397 
○ ○ 

4814 川原町 
川原(3) 

長崎(三和)-(急)-399 
○ ○ 

4815 

為石町 

為石(31) 

長崎(三和)-(急)-400 
○ ○ 

4816 
為石(32) 

長崎(三和)-(急)-401 
○ ○ 

4817 
為石(33) 

長崎(三和)-(急)-403 
○ ○ 

4818 

川原町 

川原(4) 

長崎(三和)-(急)-418 
○ ○ 

4819 
川原(5) 

長崎(三和)-(急)-421 
○ ○ 長崎市川原町 464-3 

上川自治公民館 

長崎市川原町 2374-1 

川原老人憩いの家 

88 

 

46 

4820 
川原(6) 

長崎(三和)-(急)-428 
○ ○ 

4821 
川原(7) 

長崎(三和)-(急)-433 
○ ○ 

4822 
川原(8) 

長崎(三和)-(急)-435 
○ ○ 

長崎市川原町 2374-1 

川原老人憩いの家 
46 4823 

川原(9) 

長崎(三和)-(急)-436 
○ ○ 

4824 
川原(10) 

長崎(三和)-(急)-440-2 
○ ○ 
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号 

所在地 
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4825 

宮崎町 

宮崎(3) 

長崎(三和)-(急)-485 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市宮崎町

139-1 

総合地域施設 

50 

4826 
宮崎(4) 

長崎(三和)-(急)-486 
○ ○ 

4827 
宮崎(2) 

長崎(三和)-(急)-491 
○ ○ 

4828 
宮崎(1) 

長崎(三和)-(急)-492 
○ ○ 

4829 
宮崎(5) 

長崎(三和)-(急)-506 
○ ○ 

4830 
宮崎(6) 

長崎(三和)-(急)-508 
○ ○ 

4831 
宮崎(7) 

長崎(三和)-(急)-522 
○ ○ 

長崎市脇岬町 476-1 
木場自治会集会所 

長崎市宮崎町 1922-1 
木場老人集会所 

61 

19 

4832 
宮崎(8) 

長崎(三和)-(急)-569 
○ ○ 

長崎市宮崎町 1922-1 

木場老人集会所 
19 

4833 
宮崎(9) 

長崎(三和)-(急)-571 
○ ○ 

4834 
宮崎(10) 

長崎(三和)-(急)-586 
○ ○ 

4835 
宮崎(11) 

長崎(三和)-(急)-589 
○ ○ 

4836 
宮崎(12) 

長崎(三和)-(急)-609 
○ ○ 

4837 
宮崎(13) 

長崎(三和)-(急)-610 
○ ○ 

4838 
宮崎(14) 

長崎(三和)-(急)-617 
○ ○ 

4839 
宮崎(15) 

長崎(三和)-(急)-619 
○ ○ 

4840 
宮崎(16) 

長崎(三和)-(急)-637 
○ ○ 

4841 宮崎町 
宮崎(17) 

長崎(三和)-(急)-638 
○ ○ 

4842 

南越町 

南越(2) 

長崎(野母崎)-(急)-149 
○ ○ 

長崎市野母町 555 

野母崎文化センター 
228 

4843 
南越(3) 

長崎(野母崎)-(急)-150 
○ ○ 

4844 
南越(4) 

長崎(野母崎)-(急)-151 
○ ○ 

4845 
南越(5) 

長崎(野母崎)-(急)-152 
○ ○ 

4846 
南越(6) 

長崎(野母崎)-(急)-153 
○ ○ 

4847 
南越(7) 

長崎(野母崎)-(急)-154 
○ ○ 

4848 
南越(8) 

長崎(野母崎)-(急)-155 
○ ○ 

4849 
南越(9) 

長崎(野母崎)-(急)-157 
○ ○ 長崎市高浜町 3203-73 

高浜地区公民館 
 

長崎市野母町 555 
野母崎文化センター 

150 

228 4850 
南越(10) 

長崎(野母崎)-(急)-160 
○ ○ 
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4851 南越町 
南越(11) 

長崎(野母崎)-(急)-161 

平成 30年 

7月 31日 
第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市高浜町 3203-73 
高浜地区公民館 
長崎市野母町 555 

野母崎文化センター 

150 
228 

4852 

脇岬町 

脇岬(1) 

長崎(野母崎)-(急)-270 
○ ○ 

長崎市脇岬町 476-1 
木場自治会集会所 

 

61 
4853 

脇岬(2) 

長崎(野母崎)-(急)-276 
○ ○ 

4854 
脇岬(3) 

長崎(野母崎)-(急)-279 
○ ○ 

4855 
脇岬(4) 

長崎(野母崎)-(急)-291 
○ ○ 

長崎市宮崎町 1922-1 
木場老人集会所 

長崎市脇岬町 476-1 
木場自治会集会所 

19 

61 

4856 
脇岬(5) 

長崎(野母崎)-(急)-302 
○ ○ 

長崎市脇岬町 476-1 

木場自治会集会所 

 

61 

4857 
脇岬(6) 

長崎(野母崎)-(急)-303 
○ ○ 

4858 
脇岬(7) 

長崎(野母崎)-(急)-305 
○ ○ 

4859 
脇岬(8) 

長崎(野母崎)-(急)-307 
○ ○ 

4860 
脇岬(9) 

長崎(野母崎)-(急)-319 
○ ○ 

4861 

野母町 

野母(2) 

長崎(野母崎)-(急)-329 
○ ○ 

長崎市野母町
2244-1 

野母地区公民館 
102 

4862 
上曲り 

長崎(野母崎)-(急)-330 
○ ○ 

4863 
野母(3) 

長崎(野母崎)-(急)-331 
○ ○ 

4864 
野母(4) 

長崎(野母崎)-(急)-331-2 
○ ○ 

4865 
野母(5) 

長崎(野母崎)-(急)-332 
○ ○ 

4866 
野母(6) 

長崎(野母崎)-(急)-332-2 
○ ○ 

4867 
野母(7) 

長崎(野母崎)-(急)-333 
○ ○ 

4868 
野母(8) 

長崎(野母崎)-(急)-334 
○ ○ 

4869 
野母(9) 

長崎(野母崎)-(急)-335 
○ ○ 

4870 
野母(10) 

長崎(野母崎)-(急)-336 
○ ○ 

4871 
野母(11) 

長崎(野母崎)-(急)-339 
○ ○ 

4872 
野母(12) 

長崎(野母崎)-(急)-345 
○ ○ 

4873 
野母(13) 

長崎(野母崎)-(急)-346 
○ ○ 

4874 
釜ヶ浦上 

長崎(野母崎)-(急)-348 
○ ○ 

4875 
野母(14) 

長崎(野母崎)-(急)-348-2 
○ ○ 

4876 
野母(15) 

長崎(野母崎)-(急)-352 
○ ○ 
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4877 

野母町 

野母(16) 

長崎(野母崎)-(急)-354 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市野母町

2244-1 

野母地区公民館 

102 
4878 

野母(17) 

長崎(野母崎)-(急)-355 
○ ○ 

4879 
野母(1) 

長崎(野母崎)-(急)-357 
○ ○ 

4880 
野母(18) 

長崎(野母崎)-(急)-358 
○ ○ 

4881 
野母東端 

長崎(野母崎)-(急)-362 
○ ○ 

長崎市野母町 1665 

野母崎地域センター 

 

長崎市野母町 2244-1 

野母地区公民館 

90 

102 4882 
新町 

長崎(野母崎)-(急)-363 
○ ○ 

4883 
池ノ頭(1) 

長崎(野母崎)-(急)-365 
○ ○ 

長崎市野母町

2244-1 

野母地区公民館 

102 

4884 
池ノ頭(2) 

長崎(野母崎)-(急)-366 
○ ○ 

4885 
野母(19) 

長崎(野母崎)-(急)-368 
○ ○ 

4886 
野母(20) 

長崎(野母崎)-(急)-371 
○ ○ 

4887 
西畦津(1) 

長崎(野母崎)-(急)-371-2 
○ ○ 

4888 
野母(21) 

長崎(野母崎)-(急)-372 
○ ○ 

4889 
野母(22) 

長崎(野母崎)-(急)-373 
○ ○ 

4890 
西畦津(2) 

長崎(野母崎)-(急)-375-2 
○ ○ 

4891 
野母(23) 

長崎(野母崎)-(急)-376 
○ ○ 

4892 
野母(24) 

長崎(野母崎)-(急)-379 
○ ○ 

4893 
堂ノ上 

長崎(野母崎)-(急)-381 
○ ○ 

長崎市野母町 1665 

野母崎地域センター 

 

長崎市野母町 2244-1 

野母地区公民館 

90 

 

 

102 

4894 
野母(25) 

長崎(野母崎)-(急)-385 
○ ○ 

4895 
野母(26) 

長崎(野母崎)-(急)-387 
○ ○ 

4896 
大畑(1) 

長崎(野母崎)-(急)-388 
○ ○ 

4897 
大畑(3) 

長崎(野母崎)-(急)-389 
○ ○ 

4898 
大畑(2) 

長崎(野母崎)-(急)-390 
○ ○ 

4899 
西ケゴシラ 

長崎(野母崎)-(急)-391 
○ ○ 

4900 
野母(27) 

長崎(野母崎)-(急)-392 
○ ○ 

長崎市野母町 1665 

野母崎地域センター 
90 4901 

野母(28) 

長崎(野母崎)-(急)-396 
○ ○ 

4902 
野母(29) 

長崎(野母崎)-(急)-397 
○ ○ 
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4903 

野母町 

野母(30) 

長崎(野母崎)-(急)-398 

平成 30年 

7月 31日 
第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市野母町 1665 

野母崎地域センター 
90 

4904 
本坊 

長崎(野母崎)-(急)-399 
○ ○ 

4905 
野母(31) 

長崎(野母崎)-(急)-400 
○ ○ 

4906 
野母(32) 

長崎(野母崎)-(急)-401 
○ ○ 

4907 
西深浦 

長崎(野母崎)-(急)-402 
○ ○ 

長崎市野母町 555 

野母崎文化センター 
228 

4908 
南風泊(1) 

長崎(野母崎)-(急)-403 
○ ○ 

4909 
南風泊(2) 

長崎(野母崎)-(急)-403-2 
○ ○ 

4910 
南風泊(3) 

長崎(野母崎)-(急)-403-3 
○ ○ 

4911 
東深浦(1) 

長崎(野母崎)-(急)-403-4 
○ ○ 

4912 
東深浦(2) 

長崎(野母崎)-(急)-403-5 
○ ○ 

4913 
野母(33) 

長崎(野母崎)-(急)-413 
○ ○ 

4914 
野母(34) 

長崎(野母崎)-(急)-417 
○ ○ 

1915 
野母(35) 

長崎(野母崎)-(急)-418 
○ ○ 

4916 
野母(36) 

長崎(野母崎)-(急)-419 
○ ○ 

4947 
野母(37) 

長崎(野母崎)-(急)-421 
○ ○ 

長崎市野母町 1665 

野母崎地域センター 
90 

4918 
野母(38) 

長崎(野母崎)-(急)-422 
○ ○ 

4919 
野母(39) 

長崎(野母崎)-(急)-423 
○ ○ 

4920 
野母(40) 

長崎(野母崎)-(急)-424 
○ ○ 

4921 
野母(41) 

長崎(野母崎)-(急)-425 
○ ○ 

4922 
野母(42) 

長崎(野母崎)-(急)-430 
○ ○ 

長崎市野母町 555 
野母崎文化センター 

 
長崎市野母町 1665 
野母崎地域センター 

228 
 
 

90 

4923 
野母(43) 

長崎(野母崎)-(急)-431 
○ ○ 

4924 
野母(44) 

長崎(野母崎)-(急)-432 
○ ○ 

4925 
野母(45) 

長崎(野母崎)-(急)-432-2 
○ ○ 

4926 
永田 

長崎(野母崎)-(急)-433 
○ ○ 

長崎市野母町 555 

野母崎文化センター 
228 4927 

野母(46) 

長崎(野母崎)-(急)-434 
○ ○ 

4928 
出口(1) 

長崎(野母崎)-(急)-435 
○ ○ 
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4929 野母町 
野母(47) 

長崎(野母崎)-(急)-436 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市野母町 555 

野母崎文化センター 
228 

4930 

南越町 

野母(48) 

長崎(野母崎)-(急)-439 
○ ○ 

4931 
出口(2) 

長崎(野母崎)-(急)-440 
○ ○ 

4932 
南越(12) 

長崎(野母崎)-(急)-442 
○ ○ 

4933 
南越(13) 

長崎(野母崎)-(急)-447 
○ ○ 

4934 
出口(3) 

長崎(野母崎)-(急)-449 
○ ○ 

4935 
南越(14) 

長崎(野母崎)-(急)-450 
○ ○ 

4936 
南越(15) 

長崎(野母崎)-(急)-456 
○ ○ 

4937 
南越(16) 

長崎(野母崎)-(急)-458 
○ ○ 

4938 
南越(17) 

長崎(野母崎)-(急)-459 
○ ○ 

4939 
南越(1) 

長崎(野母崎)-(急)-460 
○ ○ 

4940 
南越(18) 

長崎(野母崎)-(急)-463 
○ ○ 

4941 

脇岬町 

脇岬(10) 

長崎(野母崎)-(急)-469 
○ ○ 

長崎市脇岬町 3309 
脇岬地区ふれあい

センター 
132 

4942 
脇岬(11) 

長崎(野母崎)-(急)-470 
○ ○ 

4943 
脇岬(12) 

長崎(野母崎)-(急)-471 
○ ○ 

4944 
猪焼川 

長崎(野母崎)-(急)-472 
○ ○ 

4945 
脇岬(13) 

長崎(野母崎)-(急)-476 
○ ○ 

4946 
堂山(2) 

長崎(野母崎)-(急)-477 
○ ○ 

4947 
堂山(1) 

長崎(野母崎)-(急)-479 
○ ○ 

4948 
神ノ上 

長崎(野母崎)-(急)-482 
○ ○ 

4949 
脇岬(14) 

長崎(野母崎)-(急)-484 
○ ○ 

4950 
脇岬(15) 

長崎(野母崎)-(急)-485 
○ ○ 

4951 
脇岬(16) 

長崎(野母崎)-(急)-486 
○ ○ 

4952 
脇岬(17) 

長崎(野母崎)-(急)-490 
○ ○ 

4953 
脇岬(18) 

長崎(野母崎)-(急)-496 
○ ○ 

4954 
脇岬(19) 

長崎(野母崎)-(急)-500 
○ ○ 
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4955 

脇岬町 

脇岬(20) 

長崎(野母崎)-(急)-508 

平成 30年 

7月 31日 
第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市脇岬町 3309 
脇岬地区ふれあい

センター 
132 

4956 
諸町 

長崎(野母崎)-(急)-516 
○ ○ 

4957 
山下 

長崎(野母崎)-(急)-518 
○ ○ 

4958 
脇岬(21) 

長崎(野母崎)-(急)-519 
○ ○ 

4959 
脇岬松原 

長崎(野母崎)-(急)-520 
○ ○ 

4960 
脇岬(22) 

長崎(野母崎)-(急)-521 
○ ○ 

4961 

野母崎樺島町 

水崎(2) 

長崎(野母崎)-(急)-524 
○ ○ 

長崎市野母崎樺島町

459-2 

野母崎樺島地区 

ふれあいセンター 

 

 

46 

4962 
水崎(1) 

長崎(野母崎)-(急)-525 
○ ○ 

4963 
樺島(1) 

長崎(野母崎)-(急)-526 
○ ○ 

4964 
樺島(2) 

長崎(野母崎)-(急)-534 
○ ○ 

4965 
ヘボノキ(2) 

長崎(野母崎)-(急)-558 
○ ○ 

4966 
樺島(4) 

長崎(野母崎)-(急)-558-2 
○ ○ 

4967 
樺島(3) 

長崎(野母崎)-(急)-559 
○ ○ 

4968 
新町(2) 

長崎(野母崎)-(急)-561 
○ ○ 

4969 

蚊焼町 

宮川(イ) 

長崎(三和)-(土)-002 
○ ― 

長崎市蚊焼町

3020-1 

蚊焼地区ふれあい 

センター 

 

107 

4970 
宮川(ハ) 

長崎(三和)-(土)-002-2 
○ ― 

4971 
釈迦川 

長崎(三和)-(土)-004 
○ ○ 

4972 
蚊焼大川 

長崎(三和)-(土)-004-2 
○ ○ 

4973 

宮崎町 

熊川 

長崎(三和)-(土)-016 
○ ○ 

長崎市宮崎町 1922-1 
木場老人集会所 

19 

4974 
池田川 

長崎(三和)-(土)-019 
○ ○ 

長崎市宮崎町 139-1 

総合地域施設 
50 

4975 

川原町 

古小川 

長崎(三和)-(土)-025 
○ ○ 

長崎市宮崎町 139-1 
総合地域施設 

 
長崎市川原町 2374-1 
川原老人憩いの家 

50 

46 4976 
小崎川 

長崎(三和)-(土)-026 
○ ○ 

4977 

椿が丘町 

椿が丘川(ロ) 

長崎(三和)-(土)-031 
○ ○ 

長崎市椿が丘町 2-1 
椿が丘自治公民館 75 

4978 
椿が丘川(ハ) 

長崎(三和)-(土)-032 
○ ○ 

長崎市為石町 2600 
三和中学校 75 

4979 布巻町 
四太郎上川(ロ) 

長崎(三和)-(土)-034 
○ ○ 長崎市布巻町 111-1 

三和地域センター 
39 

4980 蚊焼町 
四太郎上川 

長崎(三和)-(土)-036 
○ ○ 
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4981 

蚊焼町 

西永神川(イ) 

長崎(三和)-(土)-037 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市布巻町 111-1 

三和地域センター 

39 

4982 
西永神川(ロ) 

長崎(三和)-(土)-039 
○ ○ 

4983 

布巻町 

小松堀川 

長崎(三和)-(土)-044 
○ ○ 

長崎市布巻町 1038 

布巻自治公民館 
65 

4984 
中ノ坂川 

長崎(三和)-(土)-045 
○ ― 

4985 
千代譲川(イ) 

長崎(三和)-(土)-047 
○ ― 

4986 
千代譲川(ホ) 

長崎(三和)-(土)-049 
○ ○ 

4987 
千代譲川(ハ) 

長崎(三和)-(土)-050 
○ ― 

4988 
千代譲川(ニ) 

長崎(三和)-(土)-051 
○ ― 

4989 
元宮川 

長崎(三和)-(土)-052 
○ ○ 

4990 

為石町 

坂口川 

長崎(三和)-(土)-053 
○ ○ 

長崎市椿が丘町 2-1 
椿が丘自治公民館 75 

4991 
松峰川 

長崎(三和)-(土)-055 

 

○ ― 長崎市為石町

2600 

三和中学校 

75 

4992 
浜川 

長崎(三和)-(土)-057 
○ ○ 

4993 

藤田尾町 

藤田尾川(イ) 

長崎(三和)-(土)-062 
○ ○ 

長崎市藤田尾町 386 

藤田尾自治公民館 
63 

4994 
藤田尾川(ロ) 

長崎(三和)-(土)-064 
○ ○ 

4995 

南越町 

ヤケ迫川(イ) 

長崎(野母崎)-(土)-038 
○ ○ 

長崎市野母町 555 

野母崎文化センター 
228 

4996 
ヤケ迫川(ロ) 

長崎(野母崎)-(土)-039 
○ ○ 

4997 
ヤケ迫川(ハ) 

長崎(野母崎)-(土)-040 
○ ○ 

4998 
下南越川 

長崎(野母崎)-(土)-041 
○ ○ 

4999 
出口川(イ) 

長崎(野母崎)-(土)-043 
○ ○ 

5000 

野母町 

深浦川(イ) 

長崎(野母崎)-(土)-048 
○ ○ 

5001 
大久保川 

長崎(野母崎)-(土)-051 
○ ○ 

長崎市野母町 2244-1 

野母地区公民館 
102 

5002 
迫川(イ) 

長崎(野母崎)-(土)-053 
○ ○ 

5003 
曲川(イ) 

長崎(野母崎)-(土)-057 
○ ○ 

5004 
積ノ嶽川 

長崎(野母崎)-(土)-058 
○ ○ 

5005 
曲川(ロ) 

長崎(野母崎)-(土)-060 
○ ○ 

5006 
上曲川 

長崎(野母崎)-(土)-062 
○ ○ 
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5007 

野母町 

下曲川 

長崎(野母崎)-(土)-063 

平成 30年 

7月 31日 

第 543号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市野母町
2244-1 

野母地区公民館 
102 

5008 
野母川 

長崎(野母崎)-(土)-065 
○ ○ 

5009 
佛清水川 

長崎(野母崎)-(土)-067 
○ ○ 

長崎市野母町 1665 
野母崎地域センター 

90 

5010 

脇岬町 

矢戸川(イ) 

長崎(野母崎)-(土)-068 
○ ○ 

長崎市脇岬町 3309 

脇岬地区ふれあいセ

ンター 

132 

5011 
矢戸川(ロ) 

長崎(野母崎)-(土)-069 
○ ○ 

5012 
矢戸川(ハ) 

長崎(野母崎)-(土)-069-2 
○ ○ 

5013 
堂山川 

長崎(野母崎)-(土)-070 
○ ○ 

5014 野母崎樺島町 
儀長浜川 

長崎(野母崎)-(土)-075 
○ ○ 

長崎市野母崎樺島町 459-2 
野母崎樺島地区 
ふれあいセンター 

46 

5015 

脇岬町 

小泊川(イ) 

長崎(野母崎)-(土)-077 
○ ○ 長崎市脇岬町 3309 

脇岬地区ふれあいセ

ンター 

132 

5016 
小泊川(ハ) 

長崎(野母崎)-(土)-078 
○ ○ 

5017 

野母崎樺島町 

真浦川(ロ) 

長崎(野母崎)-(土)-079 
○ ○ 

長崎市野母崎樺島町

459-2 

野母崎樺島地区 

ふれあいセンター 

 
46 

5018 
鰻川 

長崎(野母崎)-(土)-084 
○ ― 

5019 

脇岬町 

神ノ上川 

長崎(野母崎)-(土)-087 
○ ○ 

長崎市脇岬町 3309 
脇岬地区ふれあい

センター 
132 

5020 
中津羅川(ハ) 

長崎(野母崎)-(土)-088 
○ ○ 

5021 
中津羅川(ロ) 

長崎(野母崎)-(土)-090 

 

 

○ ○ 

5022 
中津羅川(イ) 

長崎(野母崎)-(土)-091 

 

○ ○ 

5023 
小泊川(ロ) 

長崎(野母崎)-(土)-092 

 

○ ○ 

5024 
井上川 

長崎(野母崎)-(土)-098 

 

○ ○ 

5025 

西海町東 

東-01 

長崎(琴海)-(急)-001 

平成 31年 

1月 18日 

第28号 

○ ○ 

長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

848 

 

 

146 

5026 
東-02 

長崎(琴海)-(急)-002 
○ ○ 

5027 
東-03 

長崎(琴海)-(急)-003 
○ ○ 

5028 
東-04 

長崎(琴海)-(急)-004 

 

○ ○ 

5029 
東-05 

長崎(琴海)-(急)-005 
○ ○ 

5030 
東-06 

長崎(琴海)-(急)-006 
○ ○ 

5031 
東-07 

長崎(琴海)-(急)-007 
○ ○ 

5032 
東-08 

長崎(琴海)-(急)-008 
○ ○ 
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5033 

西海町東 

東-09 

長崎(琴海)-(急)-009 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

848 

 

 

146 

5034 
東-10 

長崎(琴海)-(急)-010 
○ ○ 

5035 
東-11 

長崎(琴海)-(急)-011 
○ ○ 

5036 
東-12 

長崎(琴海)-(急)-012 
○ ○ 

5037 
東-13 

長崎(琴海)-(急)-013 
○ ○ 

5038 
東-14 

長崎(琴海)-(急)-014 
○ ○ 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

146 

5039 
東-15 

長崎(琴海)-(急)-015 
○ ○ 

5040 
東 

長崎(琴海)-(急)-016 
○ ○ 

5041 
東-16 

長崎(琴海)-(急)-017 
○ ○ 

5042 
東(2) 

長崎(琴海)-(急)-018 
○ ○ 

5043 
東-17 

長崎(琴海)-(急)-019 
○ ○ 

5044 
東-18 

長崎(琴海)-(急)-020 
○ ○ 

5045 
東-19 

長崎(琴海)-(急)-021 
○ ○ 

5046 
東-20 

長崎(琴海)-(急)-022 
○ ○ 

4057 
東-21 

長崎(琴海)-(急)-023 

第 28号 

○ ○ 

5048 
東-22 

長崎(琴海)-(急)-024 
○ ○ 

5049 
東-23 

長崎(琴海)-(急)-025 
○ ○ 

5050 
戸井掛(2) 

長崎(琴海)-(急)-026 
○ ○ 

5051 
東-24 

長崎(琴海)-(急)-027 
○ ○ 

5052 
東-25 

長崎(琴海)-(急)-028 
○ ○ 

5053 

西海町中川内 

戸井掛 

長崎(琴海)-(急)-030 
○ ○ 

5054 
中川内-01 

長崎(琴海)-(急)-031 
○ ○ 

5055 
寺山 

長崎(琴海)-(急)-032 
○ ○ 

5056 
中川内-02 

長崎(琴海)-(急)-033 
○ ○ 

5057 
中川内-03 

長崎(琴海)-(急)-034 
○ ○ 

5058 
中川内-04 

長崎(琴海)-(急)-035 
○ ○ 

風
水
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‐
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5059 

西海町中川内 

大岩谷 

長崎(琴海)-(急)-036 

平成 31年 

1月 18日 
第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 
センター 

146 

5060 
中川内-05 

長崎(琴海)-(急)-037 
○ ○ 

5061 
梶ノ迫 

長崎(琴海)-(急)-038 
○ ○ 

5062 
中川内-06 

長崎(琴海)-(急)-039 
○ ○ 

5063 
中川内-07 

長崎(琴海)-(急)-040 
○ ○ 

5064 
中川内-08 

長崎(琴海)-(急)-041 
○ ○ 

5065 
中川内-09 

長崎(琴海)-(急)-042 
○ ○ 

5066 
博石 

長崎(琴海)-(急)-043 
○ ○ 

5067 
中川内-10 

長崎(琴海)-(急)-044 
○ ○ 

5068 

西海町谷口 

谷口-01 

長崎(琴海)-(急)-045 
○ ○ 

5069 
戸井掛(2) 

長崎(琴海)-(急)-046 
○ ○ 

5070 
谷口-02 

長崎(琴海)-(急)-047 
○ ○ 

5071 
谷口-03 

長崎(琴海)-(急)-048 
○ ○ 

5072 
谷口-04 

長崎(琴海)-(急)-049 
○ ○ 

5073 
谷口-05 

長崎(琴海)-(急)-050 
○ ○ 

5074 
谷口-06 

長崎(琴海)-(急)-051 
○ ○ 

5075 
谷口-07 

長崎(琴海)-(急)-052 
○ ○ 

5076 
谷口-08 

長崎(琴海)-(急)-053 
○ ○ 

5077 
谷口-09 

長崎(琴海)-(急)-054 
○ ○ 

5078 
谷口-10 

長崎(琴海)-(急)-055 
○ ○ 

5079 
谷口-11 

長崎(琴海)-(急)-056 
○ ○ 

5080 
谷口-12 

長崎(琴海)-(急)-057 
○ ○ 

5081 
谷口-13 

長崎(琴海)-(急)-058 
○ ○ 

5082 
谷口-14 

長崎(琴海)-(急)-059 
○ ○ 

5083 
谷口-15 

長崎(琴海)-(急)-060 
○ ○ 長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティセンター 

 

長崎市畝刈町 28-7 
三重地区市民センター 

146 

293 5084 
谷口-16 

長崎(琴海)-(急)-061 
○ ○ 
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5085 

西海町谷口 

谷口-17 

長崎(琴海)-(急)-062 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 
 

長崎市畝刈町 28-7 

三重地区市民センター 

146 

 

293 

5086 
谷口-18 

長崎(琴海)-(急)-063 
○ ○ 

5087 
谷口-19 

長崎(琴海)-(急)-064 
○ ○ 

5088 
谷口-20 

長崎(琴海)-(急)-065 
○ ○ 

5089 
谷口-21 

長崎(琴海)-(急)-066 
○ ○ 

5090 
谷口-22 

長崎(琴海)-(急)-067 
○ ○ 

5091 
谷口-23 

長崎(琴海)-(急)-068 
○ ○ 

5092 
谷口-24 

長崎(琴海)-(急)-069 
○ ○ 

5093 
谷口-25 

長崎(琴海)-(急)-070 
○ ○ 

5094 

西海町松の迫 

松の迫-01 

長崎(琴海)-(急)-071 
○ ○ 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 

146 

 

289 

5095 
松の迫-02 

長崎(琴海)-(急)-072 
○ ○ 

5096 
松の迫-03 

長崎(琴海)-(急)-073 
○ ○ 

5097 
松の迫-04 

長崎(琴海)-(急)-074 
○ ○ 

5098 
松の迫-05 

長崎(琴海)-(急)-075 
○ ○ 

5099 
松迫 

長崎(琴海)-(急)-076 
○ ○ 

5100 
松の迫-06 

長崎(琴海)-(急)-077 
○ ○ 

5101 
松の迫-07 

長崎(琴海)-(急)-078 
○ ○ 

5102 
松の迫-08 

長崎(琴海)-(急)-079 
○ ○ 

5103 
松の迫-09 

長崎(琴海)-(急)-080 
○ ○ 

5104 
松の迫-10 

長崎(琴海)-(急)-081 
○ ○ 

5105 
松の迫-11 

長崎(琴海)-(急)-082 
○ ○ 

5106 
松の迫-12 

長崎(琴海)-(急)-083 
○ ○ 

5107 
松の迫-13 

長崎(琴海)-(急)-084 
○ ○ 

5108 
松の迫-14 

長崎(琴海)-(急)-085 
○ ○ 

5109 
松の迫-15 

長崎(琴海)-(急)-086 
○ ○ 

5110 
松の迫-16 

長崎(琴海)-(急)-087 
○ ○ 

風
水
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5111 

西海町松の迫 

松の迫-17 

長崎(琴海)-(急)-088 

平成 31年 

1月 18日 
第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町 1859-1 
西海コミュニティ 

センター 
 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 

146 
 
 

289 

5112 
大坪 

長崎(琴海)-(急)-089 
○ ○ 

5113 
松の迫-18 

長崎(琴海)-(急)-090 
○ ○ 

5114 
松の迫-19 

長崎(琴海)-(急)-091 
○ ○ 

5115 
松の迫-20 

長崎(琴海)-(急)-092 
○ ○ 

5116 
松の迫-21 

長崎(琴海)-(急)-093 
○ ○ 

5117 

西海町つくも 

つくも-01 

長崎(琴海)-(急)-094 
○ ○ 

5118 
つくも-02 

長崎(琴海)-(急)-095 
○ ○ 

5119 
つくも-03 

長崎(琴海)-(急)-096 
○ ○ 

5120 
つくも-04 

長崎(琴海)-(急)-097 
○ ○ 

5121 
つくも-05 

長崎(琴海)-(急)-098 
○ ○ 

5122 
つくも-06 

長崎(琴海)-(急)-099 
○ ○ 

5123 
つくも-07 

長崎(琴海)-(急)-100 
○ ○ 

5124 
つくも-08 

長崎(琴海)-(急)-101 
○ ○ 

5125 
つくも-09 

長崎(琴海)-(急)-102 
○ ○ 

5126 
つくも-10 

長崎(琴海)-(急)-103 
○ ○ 

5127 
つくも-11 

長崎(琴海)-(急)-104 
○ ○ 

5128 
つくも-12 

長崎(琴海)-(急)-105 
○ ○ 

5129 
つくも-13 

長崎(琴海)-(急)-106 
○ ○ 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

 

長崎市畝刈町 28-7 

三重地区市民センター 

146 

 

 

293 

5130 
つくも-14 

長崎(琴海)-(急)-107 
○ ○ 

5131 
つくも-15 

長崎(琴海)-(急)-108 
○ ○ 

5132 
つくも-16 

長崎(琴海)-(急)-109 
○ ○ 

5133 
つくも-17 

長崎(琴海)-(急)-110 
○ ○ 

5134 
つくも-18 

長崎(琴海)-(急)-111 
○ ○ 

5135 
つくも-19 

長崎(琴海)-(急)-112 
○ ○ 

5136 
つくも-20 

長崎(琴海)-(急)-113 
○ ○ 
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5137 

西海町つくも 

つくも-21 

長崎(琴海)-(急)-114 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

 

長崎市畝刈町 28-7 

三重地区市民センター 

146 

 

 

293 

5138 
つくも-22 

長崎(琴海)-(急)-115 
○ ○ 

5139 
つくも-23 

長崎(琴海)-(急)-116 
○ ○ 

5140 
つくも-24 

長崎(琴海)-(急)-117 
○ ○ 

5141 
つくも-25 

長崎(琴海)-(急)-118 
○ ○ 

5142 

西海町西海岳 

西海岳-01 

長崎(琴海)-(急)-119 
○ ○ 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 

146 

 

 

289 

5143 
西海岳-02 

長崎(琴海)-(急)-120 
○ ○ 

5144 
西海岳-03 

長崎(琴海)-(急)-121 
○ ○ 

5145 
西海岳-04 

長崎(琴海)-(急)-122 
○ ○ 

5146 
西海岳-05 

長崎(琴海)-(急)-123 
○ ○ 

5147 
西海岳-06 

長崎(琴海)-(急)-124 
○ ○ 

5148 
西海岳-07 

長崎(琴海)-(急)-125 
○ ○ 

5149 
西海岳-08 

長崎(琴海)-(急)-126 
○ ○ 

5150 

西海町谷門 

谷門-01 

長崎(琴海)-(急)-127 
○ ○ 

長崎市琴海村松町 703-14 
琴海地域センター 

長崎市西海町 1560-9 
琴海南部しらさぎ会館 

848 

289 

5151 
谷門-02 

長崎(琴海)-(急)-128 
○ ○ 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 
289 

5152 
谷門-03 

長崎(琴海)-(急)-129 
○ ○ 

5153 
谷門-04 

長崎(琴海)-(急)-130 
○ ○ 

5154 
谷門-05 

長崎(琴海)-(急)-131 
○ ○ 

5155 
谷門 

長崎(琴海)-(急)-132 
○ ○ 

5156 
谷門-06 

長崎(琴海)-(急)-133 
○ ○ 

5157 
谷門-07 

長崎(琴海)-(急)-134 
○ ○ 

5158 
谷門-08 

長崎(琴海)-(急)-135 
○ ○ 

5159 
谷門-09 

長崎(琴海)-(急)-136 
○ ○ 

5160 
谷門-10 

長崎(琴海)-(急)-137 
○ ○ 

5161 
谷門-11 

長崎(琴海)-(急)-138 
○ ○ 

5162 
谷門-12 

長崎(琴海)-(急)-139 
○ ○ 

風
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5163 西海町谷門 
谷門-13 

長崎(琴海)-(急)-140 

平成 31年 

1月 18日 
第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 
289 

5164 

西海町桂山 

桂山-01 

長崎(琴海)-(急)-141 
○ ○ 

5165 
桂山-02 

長崎(琴海)-(急)-142 
○ ○ 

5166 
桂山-03 

長崎(琴海)-(急)-143 
○ ○ 

5167 
桂山-18 

長崎(琴海)-(急)-144 
○ ○ 

5168 
桂山-04 

長崎(琴海)-(急)-145 
○ ○ 

5169 
桂山-05 

長崎(琴海)-(急)-146 
○ ○ 

5170 
桂山-06 

長崎(琴海)-(急)-147 
○ ○ 

5171 
桂山-07 

長崎(琴海)-(急)-148 
○ ○ 

5172 
桂山-08 

長崎(琴海)-(急)-149 
○ ○ 

5173 
桂山-09 

長崎(琴海)-(急)-150 
○ ○ 

5174 
桂山-10 

長崎(琴海)-(急)-151 
○ ○ 

5175 
桂山-11 

長崎(琴海)-(急)-152 
○ ○ 

5176 
桂山-12 

長崎(琴海)-(急)-153 
○ ○ 

5177 
桂山-13 

長崎(琴海)-(急)-154 
○ ○ 

5178 
桂山-14 

長崎(琴海)-(急)-155 
○ ○ 

5179 
桂山-15 

長崎(琴海)-(急)-156 
○ ○ 

5180 
桂山-16 

長崎(琴海)-(急)-157 
○ ○ 

5181 
桂山-17 

長崎(琴海)-(急)-158 
○ ○ 

5182 

西海町平床 

平床-01 

長崎(琴海)-(急)-159 
○ ○ 

5183 
後川内 

長崎(琴海)-(急)-160 
○ ○ 

5184 
後川内 

長崎(琴海)-(急)-161 
○ ○ 

5185 
平床-02 

長崎(琴海)-(急)-162 
○ ○ 

5186 
平床-03 

長崎(琴海)-(急)-163 
○ ○ 

5187 
平床-04 

長崎(琴海)-(急)-164 

 

○ ○ 

5188 
平床-05 

長崎(琴海)-(急)-165 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5189 

西海町平床 

平床-06 

長崎(琴海)-(急)-166 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 

長崎市西海町 1859-1 
西海コミュニティセンター 

289 

146 
5190 

平床-07 

長崎(琴海)-(急)-167 

68 

○ ○ 

5191 
平床-08 

長崎(琴海)-(急)-168 
○ ○ 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 
289 

5192 
平床-09 

長崎(琴海)-(急)-169 
○ ○ 

5193 
平床-10 

長崎(琴海)-(急)-170 
○ ○ 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 

 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

289 

 

 

146 

5194 
平床-11 

長崎(琴海)-(急)-171 
○ ○ 

5195 
平床-12 

長崎(琴海)-(急)-172 
○ ○ 

5196 
平床-13 

長崎(琴海)-(急)-173 

 

○ ○ 

5197 
平床-14 

長崎(琴海)-(急)-174 
○ ○ 

5198 
平床-15 

長崎(琴海)-(急)-175 
○ ○ 

5199 
平床-16 

長崎(琴海)-(急)-176 
○ ○ 

5200 
帯田 

長崎(琴海)-(急)-177 
○ ○ 

5201 
帯田 

長崎(琴海)-(急)-178 
○ ○ 

5202 
平床-17 

長崎(琴海)-(急)-179 
○ ○ 

5203 
平床-18 

長崎(琴海)-(急)-180 
○ ○ 

5204 
平床-19 

長崎(琴海)-(急)-181 
○ ○ 

5205 
曲松 

長崎(琴海)-(急)-182 
○ ○ 

5206 
平床-20 

長崎(琴海)-(急)-183 
○ ○ 

5207 
平床-21 

長崎(琴海)-(急)-184 
○ ○ 

5208 
平床-22 

長崎(琴海)-(急)-185 
○ ○ 

5209 
平床-23 

長崎(琴海)-(急)-186 
○ ○ 

5210 
平床-24 

長崎(琴海)-(急)-187 
○ ○ 

5211 
平床-25 

長崎(琴海)-(急)-188 
○ ○ 

5212 
平床-26 

長崎(琴海)-(急)-189 
○ ○ 

5213 
平床-27 

長崎(琴海)-(急)-190 
○ ○ 

5214 
平床-28 

長崎(琴海)-(急)-191 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
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特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5215 

西海町平床 

平床-29 

長崎(琴海)-(急)-192 

平成 31年 

1月 18日 
第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 

 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 
センター 

289 
 
 

146 

5216 
平床-30 

長崎(琴海)-(急)-193 
○ ○ 

5217 

西海町岩立 

岩立-01 

長崎(琴海)-(急)-194 
○ ○ 

5218 
岩立-02 

長崎(琴海)-(急)-195 
○ ○ 

5219 
岩立-03 

長崎(琴海)-(急)-196 
○ ○ 

5220 
岩立-04 

長崎(琴海)-(急)-197 
○ ○ 

5221 
岩立-05 

長崎(琴海)-(急)-198 
○ ○ 

5222 
岩立-06 

長崎(琴海)-(急)-199 
○ ○ 

5223 
岩立-07 

長崎(琴海)-(急)-200 
○ ○ 

5224 
岩立-08 

長崎(琴海)-(急)-201 
○ ○ 

5225 
岩立-09 

長崎(琴海)-(急)-202 
○ ○ 

5226 
岩立-10 

長崎(琴海)-(急)-203 
○ ○ 

5227 

西海町琴海 

ニュータウン 

 

琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-01 

長崎(琴海)-(急)-204 
○ ○ 

長崎市西海町

1765-162 

琴海ニュータウン
公民館 

152 

5228 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-02 

長崎(琴海)-(急)-205 
○ ○ 

5229 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-03 

長崎(琴海)-(急)-206 
○ ○ 

5230 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-04 

長崎(琴海)-(急)-207 
○ ○ 

5231 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-05 

長崎(琴海)-(急)-208 
○ ○ 

5232 
江保崎(2) 

長崎(琴海)-(急)-209 
○ ○ 

5233 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-06 

長崎(琴海)-(急)-210 
○ ○ 

長崎市西海町

1765-162 

琴海ニュータウン公

民館 

 

長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

152 

 

 

848 

5234 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-07 

長崎(琴海)-(急)-211 
○ ○ 

5235 
江崎(2) 

長崎(琴海)-(急)-212 
○ ○ 

5236 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-08 

長崎(琴海)-(急)-213 
○ ○ 

5237 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-09 

長崎(琴海)-(急)-214 
○ ○ 

5238 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-10 

長崎(琴海)-(急)-215 
○ ○ 

5239 
江崎(2) 

長崎(琴海)-(急)-216 
○ ○ 

5240 
江崎(2) 

長崎(琴海)-(急)-217 
○ ○ 
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所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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避難所（収容人員） 

5241 

西海町琴海 

ニュータウン 

琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-11 

長崎(琴海)-(急)-218 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町

1765-162 

琴海ニュータウン

公民館 

152 5242 
江保崎(1) 

長崎(琴海)-(急)-219 
○ ○ 

5243 
琴海ﾆｭｰﾀｳﾝ-12 

長崎(琴海)-(急)-220 
○ ○ 

5244 

琴海戸根町 

脇崎 

脇崎-01 

長崎(琴海)-(急)-221 
○ ○ 

長崎市長浦町

3777-10 

社会福祉センター 
141 

5245 
脇崎-02 

長崎(琴海)-(急)-222 
○ ○ 

5246 
脇崎-03 

長崎(琴海)-(急)-223 
○ ○ 

5247 
脇崎-04 

長崎(琴海)-(急)-224 
○ ○ 

5248 
脇崎-05 

長崎(琴海)-(急)-225 
○ ○ 

5249 
脇崎-06 

長崎(琴海)-(急)-226 
○ ○ 

5250 
脇崎-07 

長崎(琴海)-(急)-227 
○ ○ 

5251 
脇崎-08 

長崎(琴海)-(急)-228 
○ ○ 

5252 
脇崎-09 

長崎(琴海)-(急)-229 
○ ○ 

5253 
脇崎-10 

長崎(琴海)-(急)-230 
○ ○ 

5254 
脇崎-11 

長崎(琴海)-(急)-231 
○ ○ 

5255 
脇崎-12 

長崎(琴海)-(急)-232 
○ ○ 

5256 
脇崎-13 

長崎(琴海)-(急)-233 
○ ○ 

5257 
脇崎-14 

長崎(琴海)-(急)-234 
○ ○ 

5258 
裸嶋(1) 

長崎(琴海)-(急)-235 
○ ○ 

5259 
脇崎-15 

長崎(琴海)-(急)-236 
○ ○ 

5260 
裸嶋(2) 

長崎(琴海)-(急)-237 
○ ○ 

5261 
脇崎(1) 

長崎(琴海)-(急)-238 
○ ○ 

5262 
脇崎-16 

長崎(琴海)-(急)-239 
○ ○ 

5263 
脇崎-17 

長崎(琴海)-(急)-240 
○ ○ 

5264 
脇崎-18 

長崎(琴海)-(急)-241 
○ ○ 

5265 
脇崎(2) 

長崎(琴海)-(急)-242 
○ ○ 

5266 
脇崎-19 

長崎(琴海)-(急)-243 
○ ○ 

風
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5267 

琴海戸根町 

脇崎 

脇崎-20 

長崎(琴海)-(急)-244 

平成 31年 

1月 18日 
第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市長浦町

3777-10 

社会福祉センター 

141 

5268 
脇崎-21 

長崎(琴海)-(急)-245 
○ ○ 

5269 
脇崎-22 

長崎(琴海)-(急)-246 
○ ○ 

5270 
脇崎-23 

長崎(琴海)-(急)-247 
○ ○ 

5271 

琴海戸根町 

崎山 

崎山-01 

長崎(琴海)-(急)-248 
○ ○ 

5272 
崎山-02 

長崎(琴海)-(急)-249 
○ ○ 

5273 
崎山-03 

長崎(琴海)-(急)-250 
○ ○ 

5274 
崎山-04 

長崎(琴海)-(急)-251 
○ ○ 

5275 
江迎潟田 

長崎(琴海)-(急)-252 
○ ○ 

5276 
潟田 

長崎(琴海)-(急)-253 
○ ○ 

5277 
崎山-05 

長崎(琴海)-(急)-254 
○ ○ 

5278 
崎山-06 

長崎(琴海)-(急)-255 
○ ○ 

5279 
崎山-07 

長崎(琴海)-(急)-256 
○ ○ 

5280 
崎山-08 

長崎(琴海)-(急)-257 
○ ○ 

5281 
崎山-09 

長崎(琴海)-(急)-258 
○ ○ 

5282 
崎山-10 

長崎(琴海)-(急)-259 
○ ○ 

5283 
崎山-11 

長崎(琴海)-(急)-260 
○ ○ 

5284 
崎山-12 

長崎(琴海)-(急)-261 
○ ○ 

5285 
崎山-13 

長崎(琴海)-(急)-262 
○ ○ 

5286 
崎山-14 

長崎(琴海)-(急)-263 
○ ○ 

5287 
崎山-15 

長崎(琴海)-(急)-264 
○ ○ 

5288 
崎山-16 

長崎(琴海)-(急)-265 
○ ○ 

5289 
崎山-17 

長崎(琴海)-(急)-266 
○ ○ 

5290 
崎山-18 

長崎(琴海)-(急)-267 
○ ○ 

5291 
崎山-19 

長崎(琴海)-(急)-268 
○ ○ 

5292 
崎山-20 

長崎(琴海)-(急)-269 
○ ○ 
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5293 

琴海戸根町 

松山 

松山-01 

長崎(琴海)-(急)-270 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市長浦町

3777-10 

社会福祉センター 

141 

5294 
寺向 

長崎(琴海)-(急)-271 
○ ○ 

5295 
松山-02 

長崎(琴海)-(急)-272 
○ ○ 

5296 
松山-03 

長崎(琴海)-(急)-273 
○ ○ 

5297 
松山-04 

長崎(琴海)-(急)-274 
○ ○ 

5298 
松山-05 

長崎(琴海)-(急)-275 
○ ○ 

5299 
松山-06 

長崎(琴海)-(急)-276 
○ ○ 

5300 

琴海戸根町 

中ノ岳 

中ノ岳-01 

長崎(琴海)-(急)-277 
○ ○ 

5301 
中ノ岳-02 

長崎(琴海)-(急)-278 
○ ○ 

5302 
中ノ岳-03 

長崎(琴海)-(急)-279 
○ ○ 

5303 
中ノ岳-04 

長崎(琴海)-(急)-280 
○ ○ 

5304 
瓢箪尾 

長崎(琴海)-(急)-281 
○ ○ 

5305 
中ノ岳-05 

長崎(琴海)-(急)-282 
○ ○ 

5306 
平谷 

長崎(琴海)-(急)-283 
○ ○ 

5307 
中ノ岳-06 

長崎(琴海)-(急)-284 
○ ○ 

5308 
ハチノ迫 

長崎(琴海)-(急)-285 
○ ○ 

5309 
中ノ岳-07 

長崎(琴海)-(急)-286 
○ ○ 

5310 
中ノ岳-08 

長崎(琴海)-(急)-287 
○ ○ 

5311 
中ノ岳-09 

長崎(琴海)-(急)-288 
○ ○ 

5312 
中ノ岳-10 

長崎(琴海)-(急)-289 
○ ○ 

5313 
中ノ岳-11 

長崎(琴海)-(急)-290 
○ ○ 

5314 
中ノ岳-12 

長崎(琴海)-(急)-291 
○ ○ 

5315 
唐石 

長崎(琴海)-(急)-292 
○ ○ 

5316 
中ノ岳-13 

長崎(琴海)-(急)-293 
○ ○ 

5317 
琴海戸根町 

見上 

見上-01 

長崎(琴海)-(急)-294 
○ ○ 長崎市長浦町 3777-10 

社会福祉センター 
 

長崎市琴海村松町 703-14 
琴海地域センター 

141 

848 5318 
見上-02 

長崎(琴海)-(急)-295 
○ ○ 
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5319 

琴海戸根町 
見上 

見上-03 

長崎(琴海)-(急)-296 

平成 31年 

1月 18日 
第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市長浦町

3777-10 

社会福祉センター 

 

長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

 

141 
 
 
 

848 

5320 
見上-04 

長崎(琴海)-(急)-297 
○ ○ 

5321 
見上-05 

長崎(琴海)-(急)-298 
○ ○ 

5322 
見上-06 

長崎(琴海)-(急)-299 
○ ○ 

5323 
蕨尾 

長崎(琴海)-(急)-300 
○ ○ 

5324 
見上-07 

長崎(琴海)-(急)-301 
○ ○ 

5325 
見上-08 

長崎(琴海)-(急)-302 
○ ○ 

5326 
見上-09 

長崎(琴海)-(急)-303 
○ ○ 

5327 
見上-10 

長崎(琴海)-(急)-304 
○ ○ 

5328 
見上-11 

長崎(琴海)-(急)-305 
○ ○ 

5329 
見上-12 

長崎(琴海)-(急)-306 
○ ○ 

5330 
見上-13 

長崎(琴海)-(急)-307 
○ ○ 

5331 
見上-14 

長崎(琴海)-(急)-308 
○ ○ 

5332 
見上-15 

長崎(琴海)-(急)-309 
○ ○ 

長崎市長浦町

3777-10 

社会福祉センター 

141 

5333 
見上-16 

長崎(琴海)-(急)-310 
○ ○ 

5334 
見上-17 

長崎(琴海)-(急)-311 
○ ○ 

5335 
見上-18 

長崎(琴海)-(急)-312 
○ ○ 

5336 

琴海村松町 

大石 

大石-01 

長崎(琴海)-(急)-313 
○ ○ 

長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

848 

5337 
大石-02 

長崎(琴海)-(急)-314 
○ ○ 

5338 
大石-03 

長崎(琴海)-(急)-315 
○ ○ 

5339 
大石-04 

長崎(琴海)-(急)-316 
○ ○ 

5340 
大石-05 

長崎(琴海)-(急)-317 
○ ○ 

5341 
大石-06 

長崎(琴海)-(急)-318 
○ ○ 

5342 
大石-07 

長崎(琴海)-(急)-319 
○ ○ 

5343 
大石-08 

長崎(琴海)-(急)-320 
○ ○ 

5344 
大石-09 

長崎(琴海)-(急)-321 
○ ○ 
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土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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5345 

琴海村松町 

大石 

大石-10 

長崎(琴海)-(急)-322 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

848 

5346 
大石-11 

長崎(琴海)-(急)-323 
○ ○ 

5347 
大石-12 

長崎(琴海)-(急)-324 
○ ○ 

5348 
大石-13 

長崎(琴海)-(急)-325 
○ ○ 

5349 
後ノ谷 

長崎(琴海)-(急)-326 
○ ○ 

5350 
大石-14 

長崎(琴海)-(急)-327 
○ ○ 

5351 
大石-15 

長崎(琴海)-(急)-328 
○ ○ 

5352 
北小島 

長崎(琴海)-(急)-329 
○ ○ 

5353 
大石-16 

長崎(琴海)-(急)-330 
○ ○ 

5354 
大石-17 

長崎(琴海)-(急)-331 
○ ○ 

5355 
大石-18 

長崎(琴海)-(急)-332 
○ ○ 

5356 
大石-19 

長崎(琴海)-(急)-333 
○ ○ 

5357 
大石-20 

長崎(琴海)-(急)-334 
○ ○ 

5358 
大石-21 

長崎(琴海)-(急)-335 
○ ○ 

5359 
大石-22 

長崎(琴海)-(急)-336 
○ ○ 

5360 
大石-23 

長崎(琴海)-(急)-337 
○ ○ 

5361 
大石-24 

長崎(琴海)-(急)-338 
○ ○ 

5362 
大石-25 

長崎(琴海)-(急)-339 
○ ○ 

5363 
大石-26 

長崎(琴海)-(急)-340 
○ ○ 

5364 
大石-27 

長崎(琴海)-(急)-341 
○ ○ 

5365 
大石-28 

長崎(琴海)-(急)-342 
○ ○ 

5366 
大石-29 

長崎(琴海)-(急)-343 
○ ○ 

5367 
大石-30 

長崎(琴海)-(急)-344 
○ ○ 

5368 
大石-31 

長崎(琴海)-(急)-345 
○ ○ 

5369 
大石-32 

長崎(琴海)-(急)-346 
○ ○ 

5370 
大石-33 

長崎(琴海)-(急)-347 
○ ○ 
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土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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5371 
琴海村松町 

大石 
大石-34 

長崎(琴海)-(急)-348 

平成 31年 

1月 18日 
第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

848 

5372 

琴海村松町 

後手 

後手-01 

長崎(琴海)-(急)-349 
○ ○ 

5373 
後手-02 

長崎(琴海)-(急)-350 
○ ○ 

5374 
後手-03 

長崎(琴海)-(急)-351 
○ ○ 

5375 
後手-04 

長崎(琴海)-(急)-352 
○ ○ 

5376 
後手-05 

長崎(琴海)-(急)-353 
○ ○ 

5377 
後手-06 

長崎(琴海)-(急)-354 

 

○ ○ 

5378 
後手-07 

長崎(琴海)-(急)-355 
○ ○ 

5379 
後手-08 

長崎(琴海)-(急)-356 
○ ○ 

5380 
後手-09 

長崎(琴海)-(急)-357 
○ ○ 

5381 
後手-10 

長崎(琴海)-(急)-358 
○ ○ 

5382 
開釜 

長崎(琴海)-(急)-359 
○ ○ 

5383 
後手-11 

長崎(琴海)-(急)-360 
○ ○ 

5384 
後手-12 

長崎(琴海)-(急)-361 
○ ○ 

5385 
後手-13 

長崎(琴海)-(急)-362 
○ ○ 

5386 
後手-14 

長崎(琴海)-(急)-363 
○ ○ 

5387 
後手-15 

長崎(琴海)-(急)-364 
○ ○ 

5388 
後手-16 

長崎(琴海)-(急)-365 
○ ○ 

5389 
後手-17 

長崎(琴海)-(急)-366 
○ ○ 

5390 
後手-18 

長崎(琴海)-(急)-367 
○ ○ 

5391 
後手-19 

長崎(琴海)-(急)-368 
○ ○ 

5392 
後手-20 

長崎(琴海)-(急)-369 
○ ○ 

5393 

琴海村松町 
小島 

小島-01 

長崎(琴海)-(急)-370 
○ ○ 

5394 
小島-02 

長崎(琴海)-(急)-371 
○ ○ 

5395 
小島-03 

長崎(琴海)-(急)-372 
○ ○ 

5396 
小島-04 

長崎(琴海)-(急)-373 
○ ○ 
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5397 

琴海村松町 

小島 

小島-05 

長崎(琴海)-(急)-374 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

848 

5398 
小島-06 

長崎(琴海)-(急)-375 
○ ○ 

5399 
小島-07 

長崎(琴海)-(急)-376 
○ ○ 

5400 
小島-08 

長崎(琴海)-(急)-377 
○ ○ 

5401 
小島-09 

長崎(琴海)-(急)-378 
○ ○ 

5402 
小島-10 

長崎(琴海)-(急)-379 
○ ○ 

5403 
小島-11 

長崎(琴海)-(急)-380 
○ ○ 

5404 
小島-12 

長崎(琴海)-(急)-381 
○ ○ 

5405 
小島-13 

長崎(琴海)-(急)-382 
○ ○ 

5406 
小島-14 

長崎(琴海)-(急)-383 
○ ○ 

5407 

琴海村松町 
風明 

風明-01 

長崎(琴海)-(急)-384 
○ ○ 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 
289 

5408 
風明-02 

長崎(琴海)-(急)-385 
○ ○ 

5409 
風明-03 

長崎(琴海)-(急)-386 
○ ○ 

5410 
風明-04 

長崎(琴海)-(急)-387 
○ ○ 

5411 
風明-05 

長崎(琴海)-(急)-388 
○ ○ 

5412 

西海町東 

東(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-001 
○ ○ 

長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティ 

センター 

146 

5413 
御手水川(ﾊ) 

長崎(琴海)-(土)-002 
○ ○ 

5414 
御手水川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-003 
○ ○ 

5415 
御手水川(ﾛ) 

長崎(琴海)-(土)-004 
○ ○ 

5416 

西海町中川内 

大岩谷川 

長崎(琴海)-(土)-005 
○ ○ 

5417 
梶ノ迫川 

長崎(琴海)-(土)-006 
○ ○ 

5418 
中川内川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-007 
○ ○ 

5419 
中川内川 

長崎(琴海)-(土)-008 
○  

5420 
博石川 

長崎(琴海)-(土)-009 
○ ○ 

5421 西海町谷口 
谷口川(ﾛ) 

長崎(琴海)-(土)-010 

 

○ ○ 長崎市西海町 1560-9 
琴海南部しらさぎ会館 

 
長崎市西海町 1859-1 

西海コミュニティセンター 

289 

146 5422 西海町松の迫 
田ノ平川(ﾊ) 

長崎(琴海)-(土)-011 
○ ○ 

風
水
害
‐

179
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5423 西海町松の迫 
田ノ平川(ﾛ) 

長崎(琴海)-(土)-012 

平成 31年 

1月 18日 

第 28号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市西海町 1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 
289 

5424 西海町平床 
熊ヶ倉川(ﾊ) 

長崎(琴海)-(土)-013 
○ ○ 

5425 

西海町西海岳 

倉谷川 

長崎(琴海)-(土)-014 
○ ○ 

5426 
倉谷川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-015 
○ ○ 

5427 
樫ノ久保川 

長崎(琴海)-(土)-016 
○ ○ 

5428 
倉谷川 

長崎(琴海)-(土)-017 
○ ○ 

5429 

西海町平床 

才木道川 

長崎(琴海)-(土)-018 
○ ○ 

5430 
曲松川(ﾛ) 

長崎(琴海)-(土)-019 

 

○ ○ 

5431 
長佐古川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-020 
○ ○ 

5432 西海町谷門 
米山川 

長崎(琴海)-(土)-021 
○ ○ 

5433 
琴海村松町 

後手 
秤ノ尾川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-022 
○ ○ 長崎市琴海村松町

703-14 

琴海地域センター 

848 

5434 
琴海村松町 

小島 
村松川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-023 
○ ― 

5435 

琴海戸根町 
見上 

幕掛川 

長崎(琴海)-(土)-024 
○ ○ 

長崎市長浦町 3777-10 
社会福祉センター 

長崎市琴海村松町 703-14 
琴海地域センター 

141 
848 

5436 
城ノ谷川 

長崎(琴海)-(土)-025 
○ ○ 

長崎市長浦町

3777-10 

社会福祉センター 

141 

5437 
小寺川内川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-026 
○ ○ 

5438 
小寺川内川(ﾛ) 

長崎(琴海)-(土)-027 
○ ○ 

5439 

琴海戸根町 
中ノ岳 

平谷川(ﾛ) 

長崎(琴海)-(土)-028 
○ ○ 

5440 
黒似田川 

長崎(琴海)-(土)-029 
○ ○ 

5441 
黒似田川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-030 
○ ○ 

5442 
琴海戸根町 

松山 

野丸川 

長崎(琴海)-(土)-031 
○ ○ 

5443 
琴海戸根町 

脇崎 

脇崎川(ｲ) 

長崎(琴海)-(土)-032 
○ ○ 

5444 

黒浜町 

黒浜（1） 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

平成 31年 

3月 12日 
第 208号 

○ ○ 

長崎市黒浜町 823-1 

黒浜町公民館 
26 

5445 
黒浜（2） 

長崎(野母崎)-(急)-0003 
○ ○ 

5446 
日南平(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0008 
○ ○ 

5447 
日南平(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0009 
○ ○ 

5448 
南県(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0009-2 
○ ○ 
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5449 

黒浜町 

県浦 

長崎(野母崎)-(急)-0010 

平成 31年 

3月 12日 

第 208号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市黒浜町 823-1 

黒浜町公民館 

 

26 

5450 
南県(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0011 
○ ○ 

5451 
黒浜(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0012 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5452 
黒浜(4) 

長崎(野母崎)-(急)-0012-2 

 

 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5453 
黒浜(5) 

長崎(野母崎)-(急)-0017 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5454 
黒浜(6) 

長崎(野母崎)-(急)-0018 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5455 

以下宿町 

以下宿(8) 

長崎(野母崎)-(急)-0039 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5456 
以下宿(4) 

長崎(野母崎)-(急)-0040 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5457 
以下宿(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0042 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5458 
以下宿(7) 

長崎(野母崎)-(急)-0042-2 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5459 
以下宿(9) 

長崎(野母崎)-(急)-0044 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5460 
以下宿(10) 

長崎(野母崎)-(急)-0044-2 

長崎(野母崎)-(急)-0001 

○ ○ 

5461 
以下宿(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0045 
○ ○ 

5462 
以下宿(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0047 
○ ○ 

5463 
以下宿(5) 

長崎(野母崎)-(急)-0047-2 
○ ○ 

5464 
以下宿(6) 

長崎(野母崎)-(急)-0047-3 
○ ○ 

5465 
以下宿(11) 

長崎(野母崎)-(急)-0047-4 
○ ○ 

5466 
以下宿(12) 

長崎(野母崎)-(急)-0048 
○ ○ 

長崎市高浜町 
3203-73 

高浜地区公民館 
150 

5467 
北野々串 

長崎(野母崎)-(急)-0054 
○ ○ 

5468 
以下宿(13) 

長崎(野母崎)-(急)-0056 
○ ○ 

5469 
以下宿(14) 

長崎(野母崎)-(急)-0060 
○ ○ 

5470 
以下宿(15) 

長崎(野母崎)-(急)-0062 
○ ○ 

5471 

高浜町 

高浜(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0083 
○ ○ 

5472 
浜添(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0088 
○ ○ 

5473 
高浜(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0090 
○ ○ 

5474 
高浜(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0090-2 
○ ○ 
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5475 

高浜町 

北平 

長崎(野母崎)-(急)-0091 

平成 31年 

3月 12日 
第 208号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市高浜町 
3203-73 

高浜地区公民館 
150 

5476 
南野々串 

長崎(野母崎)-(急)-0092 
○ ○ 

5477 
南野々串(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0092-2 
○ ○ 

5478 
高浜(4) 

長崎(野母崎)-(急)-0093 
○ ○ 

5479 
高浜(5) 

長崎(野母崎)-(急)-0094 
○ ○ 

5480 
高浜(6) 

長崎(野母崎)-(急)-0095 
○ ○ 

5481 
高浜(7) 

長崎(野母崎)-(急)-0096 
○ ○ 

5482 
高浜(8) 

長崎(野母崎)-(急)-0098 
○ ○ 

5483 
高浜(9) 

長崎(野母崎)-(急)-0099 
○ ○ 

5484 
高浜(10) 

長崎(野母崎)-(急)-0100 
○ ○ 

5485 
大園 

長崎(野母崎)-(急)-0101 
○ ○ 

5486 
大園(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0101-2 
○ ○ 

5487 
高浜(11) 

長崎(野母崎)-(急)-0104 
○ ○ 

5488 
高浜(12) 

長崎(野母崎)-(急)-0106 
○ ○ 

5489 
高浜(13) 

長崎(野母崎)-(急)-0107 
○ ○ 

5490 
高浜(14) 

長崎(野母崎)-(急)-0108 
○ ○ 

5491 
高浜(15) 

長崎(野母崎)-(急)-0110 
○ ○ 

5492 
高浜(16) 

長崎(野母崎)-(急)-0111 
○ ○ 

5493 
高浜(17) 

長崎(野母崎)-(急)-0114 
○ ○ 

5494 
高浜(18) 

長崎(野母崎)-(急)-0117 
○ ○ 

5495 
高浜(19) 

長崎(野母崎)-(急)-0118 
○ ○ 

5496 
高浜(20) 

長崎(野母崎)-(急)-0120 
○ ○ 

5497 
高浜(21) 

長崎(野母崎)-(急)-0122 
○ ○ 

5498 
高浜(22) 

長崎(野母崎)-(急)-0123 
○ ○ 

5499 
高浜(23) 

長崎(野母崎)-(急)-0124 
○ ○ 

5500 
高浜(24) 

長崎(野母崎)-(急)-0128 
○ ○ 
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5501 

高浜町 

高浜(25) 

長崎(野母崎)-(急)-0129 

平成 31年 

3月 12日 

第 208号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市高浜町 
3203-73 

高浜地区公民館 

150 
5502 

高浜(26) 

長崎(野母崎)-(急)-0131 
○ ○ 

5503 
高浜(27) 

長崎(野母崎)-(急)-0136 
○ ○ 

5504 
高浜(28) 

長崎(野母崎)-(急)-0137 
○ ○ 

5505 
浜田 

長崎(野母崎)-(急)-0163 
○ ○ 

長崎市高浜町 
3203-73 

高浜地区公民館 

 

長崎市野母町 555 

野母崎文化センター 

150 

 

 

228 

5506 
高浜(29) 

長崎(野母崎)-(急)-0164 
○ ○ 

5507 
古里(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0165 
○ ○ 

5508 
墓野(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0167 
○ ○ 

5509 
墓野(4) 

長崎(野母崎)-(急)-0167-2 
○ ○ 

5510 
小古里(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0170 
○ ○ 

5511 
小古里(4) 

長崎(野母崎)-(急)-0170-2 
○ ○ 

5512 
高浜(30) 

長崎(野母崎)-(急)-0172 
○ ○ 

5513 
小古里(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0173 
○ ○ 

5514 
小古里(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0174 
○ ○ 

5515 
墓野(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0175 
○ ○ 

5516 
墓野(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0175-2 
○ ○ 

5517 
古里(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0176 
○ ○ 

5518 
古里 

長崎(野母崎)-(急)-0176-2 
○ ○ 

5519 
高浜(31) 

長崎(野母崎)-(急)-0178 
○ ○ 

長崎市高浜町 
3203-73 

高浜地区公民館 
150 

5520 
高浜(32) 

長崎(野母崎)-(急)-0183 
○ ○ 

5521 
高浜(33) 

長崎(野母崎)-(急)-0184 
○ ○ 

5522 
高浜(34) 

長崎(野母崎)-(急)-0184-2 
○ ○ 

5523 
高浜(35) 

長崎(野母崎)-(急)-0186 
○ ○ 

5524 
高平(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0187 
○ ○ 

5525 
カマフタ(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0187-2 
○ ○ 

5526 
高平(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0190 
○ ○ 
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5527 

高浜町 

高浜(36) 

長崎(野母崎)-(急)-0190-3 

平成 31年 

3月 12日 
第 208号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

 

長崎市高浜町 
3203-73 

高浜地区公民館 
150 

5528 
釜フタ(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0191 
○ ○ 

5529 
高浜(37) 

長崎(野母崎)-(急)-0191-2 
○ ○ 

5530 
宮ノ前(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0197 
○ ○ 

5531 
宮ノ前(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0203 
○ ○ 

5532 
高浜(38) 

長崎(野母崎)-(急)-0203-3 
○ ○ 

5533 
蔭平(2) 

長崎(野母崎)-(急)-0213 
○ ○ 

5534 
蔭平(1) 

長崎(野母崎)-(急)-0215 
○ ○ 

5535 
蔭平(3) 

長崎(野母崎)-(急)-0215-2 
○ ○ 

5536 
蔭平(4) 

長崎(野母崎)-(急)-0215-3 
○ ○ 

5537 
高浜(39) 

長崎(野母崎)-(急)-0216 
○ ○ 

5538 
高浜(40) 

長崎(野母崎)-(急)-0217 
○ ○ 

5539 
高浜(41) 

長崎(野母崎)-(急)-0218 
○ ○ 

5540 
高浜(42) 

長崎(野母崎)-(急)-0221 
○ ○ 

5541 
高浜(43) 

長崎(野母崎)-(急)-0223 
○ ○ 

5542 
高浜(44) 

長崎(野母崎)-(急)-0224 
○ ○ 

5543 
高浜(45) 

長崎(野母崎)-(急)-0228 
○ ○ 

5544 
高浜(46) 

長崎(野母崎)-(急)-0231 
○ ○ 

5545 
高浜(47) 

長崎(野母崎)-(急)-0233 
○ ○ 

5546 
高浜(48) 

長崎(野母崎)-(急)-0234 
○ ○ 

5547 
高浜井田 

長崎(野母崎)-(急)-0235 
○ ○ 

5548 
高浜(49) 

長崎(野母崎)-(急)-0238 
○ ○ 

5549 
浦迫 

長崎(野母崎)-(急)-0239 
○ ○ 

5550 
高浜(50) 

長崎(野母崎)-(急)-0241 
○ ○ 

5551 
高浜(51) 

長崎(野母崎)-(急)-0242 
○ ○ 

5552 
高浜(52) 

長崎(野母崎)-(急)-0242-2 
○ ○ 
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号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
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5553 

高浜町 

山明（2） 
長崎(野母崎)-(急)-0244 

平成 31年 

3月 12日 

第 208号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市高浜町 
3203-73 

高浜地区公民館 

150 

5554 
高浜(54) 

長崎(野母崎)-(急)-0246 ○ ○ 

5555 
高浜(55) 

長崎(野母崎)-(急)-0250 ○ ○ 

5556 
高浜(56) 

長崎(野母崎)-(急)-0250-2 ○ ○ 

5557 
高浜(57) 

長崎(野母崎)-(急)-0251 ○ ○ 

5558 
山明（1） 

長崎(野母崎)-(急)-0252 ○ ○ 

5559 
高浜(58) 

長崎(野母崎)-(急)-0254 
○ ○ 

5560 
高浜(59) 

長崎(野母崎)-(急)-0257 
○ ○ 

5561 
高浜(60) 

長崎(野母崎)-(急)-0265 
○ ○ 

長崎市脇岬町 476-1 

木場自治会集会所 

 

61 5562 
高浜(61) 

長崎(野母崎)-(急)-0300 
○ ○ 

5563 

黒浜町 

南県川 

長崎(野母崎)-(土)-0002 
○ ○ 

長崎市黒浜町
823-1 

黒浜町公民館 
26 

5564 
平素浦川 

長崎(野母崎)-(土)-0004 
○ ○ 

5565 
大道迫川 

長崎(野母崎)-(土)-0005 
○ ○ 

5566 

以下宿町 

以下宿川(ｲ) 

長崎(野母崎)-(土)-0008 
○ ― 

5567 
以下宿川(ﾊ) 

長崎(野母崎)-(土)-0010 
○ ○ 

5568 
以下宿川(ﾁ) 

長崎(野母崎)-(土)-0011 
○ ○ 

5569 
以下宿川(ﾆ) 

長崎(野母崎)-(土)-0012 
○ ― 

5570 
以下宿川(ﾎ) 

長崎(野母崎)-(土)-0013 
○ ― 

5571 

高浜町 

大野川 

長崎(野母崎)-(土)-0022 
○ ― 

長崎市高浜町 
3203-73 

高浜地区公民館 
150 5572 

山明川(ｲ)-1 

長崎(野母崎)-(土)-0024 
○ ○ 

5573 
山明川(ｲ)-2 

長崎(野母崎)-(土)-0025 
○ ○ 

5574 
杭長迫川(ﾊ) 

長崎(野母崎)-(土)-0032 
○ ○ 

長崎市高浜町 3203-73 
高浜地区公民館 

 
長崎市野母町 555 

野母崎文化センター 

150 

228 5575 
古里川 

長崎(野母崎)-(土)-0035 
○ ○ 

5576 香焼町 
辰ノ口（2） 

長崎(香焼)-(急)-0002 
令和元年 

9月 6日 

第 266号 

○ ○ 
長崎市香焼町 1070 番地 4 

香焼ひまわり 
 

長崎市香焼町 493 番地 
香焼小学校 

 
長崎市香焼町 493 番地 

香焼中学校 
 

長崎市香焼町 501 番地 2 
香焼公民館 

105 

316 

468 

364 

5577 〃 
辰ノ口 

長崎(香焼)-(急)-0004 
○ ○ 

5578 〃 
香焼（1） 

長崎(香焼)-(急)-0009 
○ ○ 
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5579 

香焼町 

香焼（2） 

長崎(香焼)-(急)-0010 

令和元年 

9月 6日 

第 266号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市香焼町 
1070番地 4 
香焼ひまわり 

 
 

長崎市香焼町 
493番地 

香焼小学校 
 
 

長崎市香焼町 
493番地 

香焼中学校 
 
 

長崎市香焼町 
501番地 2 
香焼公民館 

 
105 
 
 
 
 

316 
 
 
 
 

468 
 
 
 
 

364 
 

5580 
前田 

長崎(香焼)-(急)-0019 
○ ○ 

5581 
江里（3） 

長崎(香焼)-(急)-0024 
○ ○ 

5582 
安保（2） 

長崎(香焼)-(急)-0028 
○ ○ 

5583 
安保（4） 

長崎(香焼)-(急)-0028-2 
○ ○ 

5584 
香焼（3） 

長崎(香焼)-(急)-0028-4 
○ ○ 

5585 
香焼（4） 

長崎(香焼)-(急)-0032 
○ ○ 

5586 
安保（3） 

長崎(香焼)-(急)-0034 
○ ○ 

5587 
香焼（5） 

長崎(香焼)-(急)-0037 
○ ○ 

5588 
香焼（6） 

長崎(香焼)-(急)-0040 
○ ○ 

5589 
丹馬 

長崎(香焼)-(急)-0054 
○ ○ 

5590 
香焼（7） 

長崎(香焼)-(急)-0055 
○ ○ 

5591 
香焼（8） 

長崎(香焼)-(急)-0056 
○ ○ 

5592 
香焼（9） 

長崎(香焼)-(急)-0057 
○ ○ 

5593 
竹崎 

長崎(香焼)-(急)-0059 
○ ○ 

5594 
香焼（10） 

長崎(香焼)-(急)-0065 
○ ○ 

5595 
香焼（11） 

長崎(香焼)-(急)-0066 
○ ○ 

5596 
尾上（3） 

長崎(香焼)-(急)-0076 
○ ○ 

5597 
香焼（12） 

長崎(香焼)-(急)-0077 
○ ○ 

5598 
香焼（13） 

長崎(香焼)-(急)-0078 
○ ○ 

5599 
香焼（14） 

長崎(香焼)-(急)-0082 
○ ○ 

5600 
香焼（15） 

長崎(香焼)-(急)-0083 
○ ○ 

5601 
尾ノ上（2） 

長崎(香焼)-(急)-0085 
○ ○ 

5602 
尾ノ上（4） 

長崎（香焼）-（急）-0085-2 
○ ―  

5603 
浦（5） 

長崎(香焼)-(急)-0088 
○ ○ 

5604 
香焼（16） 

長崎(香)-(急)-0088-2 
○ ○ 
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5605 

香焼町 

香焼（17） 

長崎(香焼)-(急)-0088-3 

令和元年 

9月 6日 

第 266号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市香焼町 
1070番地 4 
香焼ひまわり 

 
 

長崎市香焼町 
493番地 

香焼小学校 
 
 

長崎市香焼町 
493番地 

香焼中学校 
 
 

長崎市香焼町 
501番地 2 
香焼公民館 

 
105 
 
 
 
 

316 
 
 
 
 

468 
 
 
 
 

364 
 

5606 
香焼（18） 

長崎（香焼）-（急）-0092-2 
○ ○ 

5607 
山中（1） 

長崎(香焼)-(急)-0094 
○ ○ 

5608 
香焼（19） 

長崎(香焼)-(急)-0097 
○ ○ 

5609 
香焼（20） 

長崎(香焼)-(急)-0098 
○ ○ 

5610 
尾ノ上（1） 

長崎(香焼)-(急)-0103 
○ ○ 

5611 
尾ノ上（5） 

長崎（香焼）-（急）-0103-2 
○ ○ 

5612 
香焼（21） 

長崎(香焼)-(急)-0104 
○ ○ 

5613 
香焼（22） 

長崎(香焼)-(急)-0105 
○ ○ 

5614 
香焼（23） 

長崎（香焼）-（急）-0105-2 
○ ○ 

5615 
香焼（24） 

長崎（香焼）-（急）-0105-3 
○ ○ 

5616 
香焼（26） 

長崎(香焼)-(急)-0111 
○ ○ 

5617 
浦上 

長崎(香焼)-(急)-0115 
○ ○ 

5618 
浦（4） 

長崎(香焼)-(急)-0118 
○ ○ 

5619 
香焼（27） 

長崎(香焼)-(急)-0121 
○ ○ 

5620 
香焼（28） 

長崎(香焼)-(急)-0123 
○ ○ 

5621 
浦（1） 

長崎(香焼)-(急)-0126 
○ ○ 

5622 
浦（7） 

長崎(香焼)-(急)-0127 
○ ○ 

5623 
浦（6） 

長崎(香焼)-(急)-0128 
○ ○ 

5624 
香焼（29） 

長崎(香焼)-(急)-0129 
○ ― 

5625 
香焼（30） 

長崎（香焼）-（急）-0129-2 
○ ― 

5626 
香焼（31） 

長崎（香焼）-（急）-0129-3 
○ ○ 

5627 
里 

長崎(香焼)-(急)-0135 
○ ― 

5628 
香焼（32） 

長崎（香焼）-（急）-0135-2 
○ ○ 

5629 
山中（2） 

長崎(香焼)-(急)-0137 
○ ○ 

5630 
香焼（33） 

長崎(香焼)-(急)-0138 
○ ○ 
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号 
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5631 

香焼町 

香焼（34） 

長崎(香焼)-(急)-0139 

令和元年 

9月6日 

第266号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市香焼町 
1070番地 4 
香焼ひまわり 

 
 

長崎市香焼町 
493番地 

香焼小学校 
 
 

長崎市香焼町 
493番地 

香焼中学校 
 
 

長崎市香焼町 
501番地 2 
香焼公民館 

 
105 
 
 
 
 

316 
 
 
 
 

468 
 
 
 
 

364 
 

5632 
香焼（35） 

長崎(香焼)-(急)-0142 
○ ○ 

5633 
香焼（36） 

長崎(香焼)-(急)-0145 
○ ○ 

5634 
香焼（37） 

長崎(香焼)-(急)-0146 
○ ○ 

5635 
香焼（38） 

長崎(香焼)-(急)-0147 
○ ○ 

5636 
香焼（39） 

長崎(香焼)-(急)-0148 
○ ○ 

5637 
浦下 

長崎(香焼)-(急)-0151 
○ ○ 

5638 
香焼（40） 

長崎(香焼)-(急)-0152 
○ ○ 

5639 
香焼（41） 

長崎（香焼）-（急）-0152-2 
○ ○ 

5640 
香焼（42） 

長崎(香焼)-(急)-0155 
○ ○ 

5641 
浦（3） 

長崎(香焼)-(急)-0156 
○ ○ 

5642 
浦（8） 

長崎（香焼）-（急）

-0156-2 

○ ― 

5643 
尼ケ崎 

長崎(香焼)-(急)-0157 
○ ○ 

5644 
尼ケ崎（1） 

長崎（香焼）-（急）-0157-2 
○ ○ 

5645 
香焼（43） 

長崎（香焼）-（急）-0157-3 
○ ○ 

5646 
香焼（44） 

長崎(香焼)-(急)-0161 
○ ○ 

5647 
香焼（45） 

長崎(香焼)-(急)-0164 
○ ○ 

5648 
香焼（46） 

長崎(香焼)-(急)-0165 
○ ○ 

5649 
田ノ浦（2） 

長崎(香焼)-(急)-0167 
○ ―  

5650 
香焼（47） 

長崎(香焼)-(急)-0171 
○ ○ 

5651 
香焼（48） 

長崎(香焼)-(急)-0172 
○ ○ 

5652 
田ノ浦（1） 

長崎(香焼)-(急)-0174 
○ ○ 

5653 
香焼（49） 

長崎(香焼)-(急)-0175 
○ ○ 

5654 
堀切 

長崎(香焼)-(急)-0178 
○ ○ 

5655 
香焼（50） 

長崎（香焼）-（急）-0178-2 
○ ○ 

5656 
香焼（51） 

長崎(香焼)-(急)-0181 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5657 

香焼町 

大山（2） 

長崎(香焼)-(急)-0184 

令和元年 

9月6日 

第266号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市香焼町 
1070番地 4 
香焼ひまわり 

 
長崎市香焼町 

493番地 
香焼小学校 

 
長崎市香焼町 

493番地 
香焼中学校 

 
長崎市香焼町 
501番地 2 
香焼公民館 

 
105 
 
 
 

316 
 
 
 

468 
 
 
 

364 
 

5658 
大山（1） 

長崎(香焼)-(急)-0185 
○ ○ 

5659 
大山（4） 

長崎（香焼）-（急）-0185-2 
○ ○ 

5660 
大山（5） 

長崎（香焼）-（急）-0185-3 
○ ○ 

5661 
鳶ノ巣（2） 

長崎(香焼)-(急)-0188 
○ ○ 

5662 
鳶ノ巣 

長崎(香焼)-(急)-0189 
○ ○ 

5663 
堀切川 

長崎(香焼)-(土)-0010 
○ ○ 

5664 戸石町 
戸石 

長崎-（地）-001 

令和2年 

9月18日 

第 629号 

○ ― 長崎市上戸石町 

1592 

上戸石町公民館 

 

長崎市戸石町 

1740-1 

戸石地区公民館 

64 

 

 

97 

5665 

川内町 

川内１ 

長崎-（地）-002 
○ ― 

5666 
川内２ 

長崎-（地）-003 
○ ― 

5667 下川内 

長崎-（地）-004 
○ ― 

5668 

東町 

東１ 

長崎-（地）-005 
○ ― 長崎市かき道 2丁目 

45-20 
橘地区ふれあいセンター 

94 

5669 
東２ 

長崎-（地）-006 
○ ― 

5670 船石町 
船石 

長崎-（地）-007 

 

○ ― 
船石町 761 

船石公民館 
65 

5671 

古賀町 

古賀１ 

長崎-（地）-008 

 

○ ― 

古賀町 1650-1 

正念公民館 
52 

5672 
古賀２ 

長崎-（地）-009 

 

○ ― 

5673 

松原町 

松原１ 

長崎-（地）-010 

 

○ ― 

5674 
松原２ 

長崎-（地）-011 

 

○ ― 

5675 
松原３ 

長崎-（地）-012 
○ ― 

5676 
松原４ 

長崎-（地）-013 
○ ― 

5677 平間町 
平間 

長崎-（地）-014 
○ ― 

長崎市平間町 373-2 
平間公民館 65 

5678 

田中町 

赤松 

長崎-（地）-015 
○ ― 

長崎市矢上町 12-12 
矢上小学校 

 
長崎市田中町 3722 
中尾中央公民館 

165 

 

76 

5679 
田中１ 

長崎-（地）-016 
○ ― 

5680 
田中２ 

長崎-（地）-017 
○ ― 

5681 春日町 
春日 

長崎-（地）-018 
○ ― 長崎市春日町 343 

春日公民館 
長崎市潮見町 882-2 

潮見町公民館 

78 

28 
5682 潮見町 

潮見 

長崎-（地）-019 
○ ― 

風
水
害
‐

184
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5683 太田尾町 
太田尾 

長崎-（地）-020 

令和2年 

9月18日 

第 629号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市飯香浦町 3478 

日吉小中学校 
225 

5684 田手原町 
田手原 

長崎-（地）-021 
○ ― 

長崎市田手原町 475-2 

田手原公民館 
40 

5685 

茂木町 

茂木２ 

長崎-（地）-022 
○ ― 長崎市田上 2丁目 

16-54 

田上町公民館 

 

長崎市茂木町

283-2 

茂木小学校 

 

長崎市茂木町 2142 

玉台寺 

54 

 

 

 

69 

 

 

36 

5686 
茂木１ 

長崎-（地）-023 
○ ― 

5687 
茂木３ 

長崎-（地）-024 
○ ― 

5688 
茂木４ 

長崎-（地）-025 
○ ― 

5689 
茂木５ 

長崎-（地）-026 
○ ― 

5690 

宮摺町 

宮摺１ 

長崎-（地）-027 
○ ― 

長崎市宮摺町963 

宮摺公民館 
31 

5691 
宮摺２ 

長崎-（地）-028 
○ ― 

5692 
宮摺３ 

長崎-（地）-029 
○ ― 

5693 
宮摺４ 

長崎-（地）-030 
○ ― 

5694 

大崎町 

大崎 

長崎-（地）-031 
○ ― 

長崎市大崎町 733-1 
大崎びわ出荷所 

241 

5695 
大崎２ 

長崎-（地）-032 
○ ― 

5696 平山町 
平山 

長崎-（地）-033 

 

○ ― 
長崎市平山町 1119-2 

平山町公民館 
75 

5697 大籠町 
大篭 

長崎-（地）-034 

 

○ ― 
長崎市平山台 1 丁目 20-14 

平山台集会所 

 

 

 

79 

 

 

 

5698 深堀町4丁目 
深堀１ 

長崎-（地）-035 

 

○ ― 長崎市深堀町1丁目 

604 

深堀中学校 

256 

5699 
深堀町 1丁目 

・4丁目 
深堀２ 

長崎-（地）-036 

 

○ ― 

5700 柳田町 
柳田 

長崎-（地）-037 

 

○ ― 
長崎市江川町 1 

土井首中学校 
452 

5701 土井首町 
土井首 

長崎-（地）-038 
○ ― 

長崎市毛井首町 360-1 

毛井首町公民館 
12 

5702 

鹿尾町 

鹿尾１ 

長崎-（地）-039 
○ ― 

長崎市柳田町 194 
土井首小学校 

290 
5703 

鹿尾２ 

長崎-（地）-040 

 

○ ― 

5704 
鹿尾３ 

長崎-（地）-041 

 

○ ― 

5705 
鹿尾４ 

長崎-（地）-042 

 

○ ― 

5706 

大山町 

大山１ 

長崎-（地）-043 

 

○ ― 

長崎市大山町 566-1 

大山公民館 
42 5707 

大山2 

長崎-（地）-044 

 

○ ― 

5708 
大山３ 

長崎-（地）-045 
○ ― 

第
３
章

 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5709 

大山町 

大山４ 

長崎-（地）-046 

令和2年 

9月18日 

第629号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市新戸町2丁目 

7-30 

新戸町公民館 

72 5710 
大山５ 

長崎-（地）-047 
○ ― 

5711 
大山６ 

長崎-（地）-048 
○ ― 

5712 古道町 
古道 

長崎-（地）-049 
○ ― 

長崎市ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 4 丁目 5-1 

南長崎小学校 387 

5713 
小ヶ倉町 

1丁目 

小ヶ倉１丁目 

長崎-（地）-050 
○ ― 

長崎市小ヶ倉町 1 丁目 170 

極楽寺 39 

5714 

木場町 

木場１ 

長崎-（地）-051 
○ ― 

長崎市西山 4丁目

702-1 

仁田木場集会所 

13 

5715 
木場２ 

長崎-（地）-052 
○ ― 

5716 
木場３ 

長崎-（地）-053 
○ ― 

5717 
木場４ 

長崎-（地）-054 
○ ― 

5718 

西山4丁目 

西山4丁目１ 

長崎-（地）-055 
○ ― 西山台 1丁目 

4-1 

西山台小学校 

296 

5719 
西山4丁目２ 

長崎-（地）-056 
○ ― 

5720 

三川町 

三川１ 

長崎-（地）-057 
○ ― 

長崎市三川町 1018-1 
三川中学校 

408 

5721 
三川２ 

長崎-（地）-058 
○ ― 

長崎市三川町 674-1 

三川町公民館 
54 

5722 滑石 1丁目 
滑石 

長崎-（地）-059 

 

○ ― 
長崎市滑石 2丁目 20-5 

滑石小学校 
273 

5723 北陽町 
北陽 

長崎-（地）-060 

 

○ ― 
長崎市北陽町 17-6 

北陽自治会公民館 
31 

5724 
小江原3丁目 

 ・5丁目 
小江原 

長崎-（地）-061 

 

○ ― 
長崎市小江原3丁目19-1 

桜が丘小学校 

 

長崎市小江原3丁目20-10 

小江原地区 

ふれあいセンター 

419 

 

106 

5725 柿泊町 
柿泊 

長崎-（地）-062 

 

○ ― 

5726 小江町 
小江 

長崎-（地）-063 

 

○ ― 

5727 手熊町 
手熊 

長崎-（地）-064 
○ ― 

長崎市手熊町 1291-1 
手熊地区 

ふれあいセンター 
52 

5728 

園田町 

園田１ 

長崎-（地）-065 
○ ― 長崎市園田町

439-2 
園田町公民館 

27 

5729 
園田２ 

長崎-（地）-066 

 

○ ― 

5730 

見崎町 

見崎１ 

長崎-（地）-067 

 

○ ― 
長崎市四杖町 1245 

旧式見中学校 
264 

5731 
見崎２ 

長崎-（地）-068 

 

○ ― 

5732 

鳴見町 

鳴見１ 

長崎-（地）-069 

 

○ ― 

長崎市鳴見台 2丁目 

1-8 

鳴見台小学校 

387 5733 
鳴見２ 

長崎-（地）-070 

 

○ ― 

5734 
鳴見３ 

長崎-（地）-071 
○ ― 

風
水
害
‐

185
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5735 

鳴見町 

鳴見４ 

長崎-（地）-072 

令和2年 

9月18日 

第629号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市鳴見台2丁目 

1-8 

鳴見台小学校 

387 

5736 
鳴見５ 

長崎-（地）-073 
○ ― 

5737 
鳴見６ 

長崎-（地）-074 
○ ― 

5738 
鳴見７ 

長崎-（地）-075 
○ ― 

5739 

多以良町 

多以良１ 

長崎-（地）-076 
○ ― 

長崎市京泊 1丁目 

3-1 

畝刈小学校 

408 

5740 
多以良２ 

長崎-（地）-077 
○ ― 

5741 

畝刈町 

畝刈１ 

長崎-（地）-078 
○ ― 

5742 
畝刈２ 

長崎-（地）-079 
○ ― 

5743 三京町 
三京 

長崎-（地）-080 
○ ― 

長崎市三京町 811-5 

三重中学校 
302 

5744 松崎町 
松崎 

長崎-（地）-081 
○ ― 長崎市三重町 1125 

三重小学校 

 

長崎市三重町 1098-1 

三重地域センター 

 

長崎市三重町 1142-1 

三重地区公民館 

188 

 

86 

 

182 

5745 

三重町 

三重１ 

長崎-（地）-082 
○ ― 

5746 
三重２ 

長崎-（地）-083 
○ ― 

5747 畦町 
畦 

長崎-（地）-084 
○ ― 

5748 

三重田町 

三重田１ 

長崎-（地）-085 

 

○ ― 
長崎市樫山町 1856 

西樫山公民館 
28 

5749 
三重田２ 

長崎-（地）-086 

 

○ ― 長崎市三重田町 

1218 

三重田公民館 

34 

5750 
三重田３ 

長崎-（地）-087 

 

○ ― 

5751 

香焼町 

香焼 

長崎（香焼）-（地）-001 
○ ― 

長崎市香焼町 563-10 
香焼中学校 

 
長崎市香焼町 501-2 

香焼公民館 
 

長崎市香焼町 493 
香焼小学校 

468 
 
 

364 
 
 

316 

5752 
丹馬 

長崎（香焼）-（地）-002 

 

 

○ ― 

5753 
恵理 

長崎（香焼）-（地）-003 
○ ― 

5754 
海老瀬 

長崎（香焼）-（地）-004 
○ ― 

5755 
尼ヶ崎 

長崎（香焼）-（地）-005 

 

○ ― 

5756 
田ノ浦 

長崎（香焼）-（地）-006 

 

 

○ ― 

5757 
尾ノ上 

長崎（香焼）-（地）-007 

 

 

○ ― 

5758 

高島町 

金堀 

長崎（高島）-（地）-001 

 

 

○ ― 
長崎市高島町 1728-1 

高島ふれあいセンター 
177 

5759 
尾浜 

長崎（高島）-（地）-002 

 

○ ― 

5760 高浜町 
曽段田 

長崎（野母崎）-（地）-001 
○ ― 

長崎市高浜町 3203-73 

高浜地区公民館 
150 
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号 
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土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 
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避難所（収容人員） 

5761 以下宿町 
以下宿 

長崎（野母崎）-（地）-002 

令和2年 

9月18日 

第629号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市高浜町3203-73 

高浜地区公民館 
150 

5762 

黒浜町 

打越 

長崎（野母崎）-（地）-003 
○ ― 

長崎市黒浜町823-1 

黒浜町公民館 
26 5763 

長尾 

長崎（野母崎）-（地）-004 
○ ― 

5764 
休馬 

長崎（野母崎）-（地）-005 
○ ― 

5765 

籐田尾町 

仁ヶ子迫 

長崎（三和）-（地）-001 

 

○ ― 

長崎市為石町 2600 

三和中学校 
75 5766 

大平 

長崎（三和）-（地）-002 

 

○ ― 

5767 
籐田尾 

長崎（三和）-（地）-003 

 

○ ― 

5768 為石町 
四太郎 

長崎（三和）-（地）-004 

 

○ ― 
長崎市布巻町111-1 

三和地域センター 
39 

5769 椿が丘町 
椿ヶ丘 

長崎（三和）-（地）-005 

 

○ ― 

5770 

為石町 

法戈 

長崎（三和）-（地）-006 

 

○ ― 
長崎市為石町 2600 

三和中学校 
75 

5771 
江向 

長崎（三和）-（地）-007 

 

○ ― 

5772 川原町 
川原 

長崎（三和）-（地）-008 

 

○ ― 

長崎市宮崎町 139-1 
総合地域施設 

50 5773 

宮崎町 

眠り 

長崎（三和）-（地）-009 

 

○ ― 

5774 
鷹ノ巣 

長崎（三和）-（地）-010 

 

○ ― 

5775 
夫婦岩 

長崎（三和）-（地）-011 

 

○ ― 
長崎市宮崎町 1922-1 

木場老人集会所 
19 

5776 

蚊焼町 

西道尾 

長崎（三和）-（地）-012 

 

○ ― 
長崎市晴海台町41-2 

晴海台地区 

ふれあいセンター 

 

長崎市布巻町111-1 

三和地域センター 

60 

 

 

39 

5777 
江尾 

長崎（三和）-（地）-013 

1 

○ ― 

5778 
古茶屋 

長崎（三和）-（地）-014 

 

 

○ ― 

5779 
大岩ノ元 

長崎（三和）-（地）-015 
○ ― 

5780 琴海形上町 
ニトコハ 

長崎（琴海）-（地）-001 
○ ― 

長崎市長浦町 50-5 
琴海活性化センター 

120 

5781 

長浦町 

岩屋の向 

長崎（琴海）-（地）-002 

 

○ ― 

長崎市長浦町 
3777-10 

社会福祉センター 
141 

5782 
山口 

長崎（琴海）-（地）-003 

 

 

○ ― 

5783 

琴海戸根町 

ハチノ迫 

長崎（琴海）-（地）-004 

 

 

○ ― 

5784 
ハチノ迫平 

長崎（琴海）-（地）-005 

 

 

○ ― 

5785 
平谷 

長崎（琴海）-（地）-006 

 

○ ― 

5786 
見上 

長崎（琴海）-（地）-007 
○ ― 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5787 琴海村松町 
村松 

長崎（琴海）-（地）-008 

令和2年 

9月18日 

第629号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市西海町 

1560-9 

琴海南部しらさぎ会館 

 

長崎市琴海村松町 

703-14 

琴海南部総合センター 

289 

 

 

849 

5788 西海町 
桂山 

長崎（琴海）-（地）-009 

 

○ ― 

5789 琴海村松町 
葉山 

長崎（琴海）-（地）-010 

 

○ ― 

5790 

西海町 

鷹ノ巣平 

長崎（琴海）-（地）-011

￥1 

 

○ ― 長崎市西海町

1560-9 
琴海南部しらさぎ会館 

289 
5791 

小早石 

長崎（琴海）-（地）-012 

 

○ ― 

5792 

伊王島町1丁目 

多尾 

長崎（伊王島）-（地）-001 

 

○ ― 

長崎市 

伊王島町 2丁目 800 

塩町集会所 

70 

5793 
大明寺 

長崎（伊王島）-（地）-002 

 

○ ― 

5794 
伊王島 

長崎（伊王島）-（地）-003 

 

○ ― 

5795 
納屋ノ上 

長崎（伊王島）-（地）-004 

 

○ ― 

5796 
鷲ノ巣 

長崎（伊王島）-（地）-005 

 

○ ― 

5797 伊王島町2丁目 
馬込 

長崎（伊王島）-（地）-006 

 

○ ― 

5798 神浦口福町,

神浦上道徳町,

神浦江川町 

上道徳 

長崎（外海）-（地）-001 

 

○ ― 

長崎市神浦江川町 
657-2 

外海地域センター 
 

長崎市神浦江川町 2 
外海公民館 

26 

 

148 

5799 
下道徳 

長崎（外海）-（地）-002 

 

○ ― 

5800 

神浦江川町 

上丸尾 

長崎（外海）-（地）-003 
○ ― 

5801 
江川１ 

長崎（外海）-（地）-004 

 

○ ― 

5802 
江川２ 

長崎（外海）-（地）-005 

 

○ ― 

5803 神浦北大中尾町 
北大中尾 

長崎（外海）-（地）-006 

1 

○ ― 

5804 

神浦上大中尾町 

神浦 

長崎（外海）-（地）-007 

 

 

○ ― 

5805 
上大中尾１ 

長崎（外海）-（地）-008 
○ ― 

5806 
上大中尾２ 

長崎（外海）-（地）-009 
○ ― 

5807 
上大中尾３ 

長崎（外海）-（地）-010 

 

○ ― 

5808 

神浦扇山町 

扇山１ 

長崎（外海）-（地）-011 

 

 

○ ― 

5809 
扇山２ 

長崎（外海）-（地）-012 

 

 

○ ― 

5810 
扇山３ 

長崎（外海）-（地）-013 

 

 

○ ― 

5811 神浦向町 
向 

長崎（外海）-（地）-014 

 

○ ― 

5812 神浦夏井町 
夏井１ 

長崎（外海）-（地）-015 
○ ― 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5813 神浦夏井町 
夏井２ 

長崎（外海）-（地）-016 

令和2年 

9月18日 

第629号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市神浦江川町657-2 

外海地域センター 
26 

5814 

西出津町 

西出津 

長崎（外海）-（地）-017 
○ ― 

長崎市西出津町 

1633 

外海中学校 

 

 

長崎市西出津町 

2794-1 

出津地区 

ふれあいセンター 

428 

 

 

 

 

291 

5815 
小田平 

長崎（外海）-（地）-018 

 

○ ― 

5816 
新屋敷 

長崎（外海）-（地）-019

￥1 

 

○ ― 

5817 
畑田杭 

長崎（外海）-（地）-020 

 

○ ― 

5818 

新牧野町 

矢戸 

長崎（外海）-（地）-021 

 

○ ― 

5819 
牧野１ 

長崎（外海）-（地）-022 

 

 

○ ― 

5820 
牧野２ 

長崎（外海）-（地）-023 

 

○ ― 

5821 
上里 

長崎（外海）-（地）-024 

 

○ ― 

5822 
牧野３ 

長崎（外海）-（地）-025 

 

○ ― 

5823 
牧野４ 

長崎（外海）-（地）-026 

 

○ ― 

5824 

東出津町 

野道 

長崎（外海）-（地）-027 

 

○ ― 

5825 
井手ノ上 

長崎（外海）-（地）-028 

 

○ ― 

5826 
高平 

長崎（外海）-（地）-029 
○ ― 

5827 
下出津 

長崎（外海）-（地）-030 

 

○ ― 

5828 

下黒崎町 

高尾 

長崎（外海）-（地）-031 

 

○ ― 

長崎市下黒崎町 

5157-1 

黒崎地区公民館 

156 

5829 
下黒崎 

長崎（外海）-（地）-032 

1 

○ ― 

5830 
湯穴 

長崎（外海）-（地）-033 

 

 

○ ― 

5831 

上黒崎町 

上黒崎１ 

長崎（外海）-（地）-034 
○ ― 

5832 
上黒崎２ 

長崎（外海）-（地）-035 
○ ― 

5833 下黒崎町 
松本 

長崎（外海）-（地）-036 

 

○ ― 

5834 永田町 
永田 

長崎（外海）-（地）-037 

 

 

○ ― 

5835 

城栄町 

城栄（３） 

長崎-（急）-1308 

 

 

令和3年 

3月15日 

第168号 

○ ○ 長崎市油木町 7-1-1 

県立総合体育館 
632 

5836 
城栄（３）-２ 

長崎-（急）-1308-4 

 

 

○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警戒避難体制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5837 

下黒崎町 

上黒崎（１） 

長崎（外海）-（急）-0098 

令和4年 

7月8日 

第468号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 

822－0480 

長崎市下黒崎町 
5157-1 

黒崎地区公民館 
114 5838 

上黒崎（２） 

長崎（外海）-（急）-0099 
○ ○ 

5839 
上黒崎（３） 

長崎（外海）-（急）-0100 
○ ○ 

5840 川平町 
川平（60） 

長崎-（急）-989 
○ ○ 

長崎市川平町108 
旧川平小学校 

324 

5841 

伊王島町2丁目 

馬込（３）馬込浜-1 

長崎（伊王島）-（急）-0001 

令和4年 

10月14日 

第663号 

○ ― 

長崎市 

伊王島町 2丁目 800 

塩町集会所 

 

 

長崎市 

伊王島町 2丁目 2047 
馬込生活館 

70 

 

 

50 

5842 
馬込（３）馬込浜-2 

長崎（伊王島）-（急）-0002 
○ ― 

5843 
馬込（３）馬込浜-3 

長崎（伊王島）-（急）-0003 
○ ○ 

5844 
馬込（３）馬込浜-4 

長崎（伊王島）-（急）-0004 
○ ― 

5845 
馬込（３）馬込浜-5 

長崎（伊王島）-（急）-0005 
○ ― 

5846 
馬込（１） 

長崎（伊王島）-（急）-0006 
○ ○ 

5847 
梶掛 

長崎（伊王島）-（急）-0007 
○ ― 

5848 
土井（１） 

長崎（伊王島）-（急）-0008 
○ ― 

5849 
土井（３） 

長崎（伊王島）-（急）-0009 
○ ― 

5850 
土井（２） 

長崎（伊王島）-（急）-0010 
○ ― 

5851 
馬込（２） 

長崎（伊王島）-（急）-0011 
○ ― 

5852 
沖島仲町 

長崎（伊王島）-（急）-0012 
○ ○ 

5853 
塩町 

長崎（伊王島）-（急）-0013 
○ ○ 

5854 
塩町-２ 

長崎（伊王島）-（急）-0014 
○ ○ 

5855 
渡-１ 

長崎（伊王島）-（急）-0015 
○ ― 

5856 
渡-２ 

長崎（伊王島）-（急）-0016 
○ ○ 

5857 
渡-４ 

長崎（伊王島）-（急）-0017 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5858 伊王島町2丁目 
渡-３ 

長崎（伊王島）-（急）-0018 

令和4年 

10月14日 

第 663号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市伊王島町 2 丁目 800 

塩町集会所 
70 

5859 

伊王島町1丁目 

県 

長崎（伊王島）-（急）-0019 
○ ― 

長崎市伊王島町 1丁目 

3272 

開発総合センター 

250 

5860 
西浦 

長崎（伊王島）-（急）-0020 
○ ― 

5861 
七軒町（３） 

長崎（伊王島）-（急）-0021 
○ ― 

5862 
七軒町（２） 

長崎（伊王島）-（急）-0022 
○ ― 

5863 
七軒町（１） 

長崎（伊王島）-（急）-0023 
○ ○ 

5864 
七軒町第２ 

長崎（伊王島）-（急）-0024 
○ ○ 

5865 
新組、仙崎 

長崎（伊王島）-（急）-0025 
○ ○ 

5866 
大明寺（３）（４） 

長崎（伊王島）-（急）-0026 
○ ○ 

5867 
大明寺（１） 

長崎（伊王島）-（急）-0027 

大明寺（１）-２ 

長崎（伊王島）-（急）-0028 

○ ○ 

5868 ○ ○ 

5869 
多尾 

長崎（伊王島）-（急）-0029 
○ ○ 

5870 

高島町 

金堀・中山 

長崎（高島）-（急）-0001 
○ ○ 

長崎市高島町 1728-1 

高島ふれあいセンター 
177 

5871 
金堀（１） 

長崎（高島）-（急）-0002 
○ ○ 

5872 
百万 

長崎（高島）-（急）-0003 
○ ○ 

5873 
谷（２） 

長崎（高島）-（急）-0004 
○ ○ 

5874 
谷（２）-１ 

長崎（高島）-（急）-0005 
○ ○ 

5875 
谷（１）-１ 

長崎（高島）-（急）-0006 
○ ○ 

5876 
谷（１） 

長崎（高島）-（急）-0007 
○ ○ 

5877 
蛎瀬 

長崎（高島）-（急）-0008 
○ ○ 

5878 
南風泊 

長崎（高島）-（急）-0009 
○ ○ 

5879 
先ノ谷 

長崎（高島）-（急）-0010 
○ ○ 

5880 
瀬 

長崎（高島）-（急）-0011 
○ ○ 

5881 
尾浜（１） 

長崎（高島）-（急）-0012 
○ ○ 

5882 
金堀（２）-１ 

長崎（高島）-（急）-0013 
○ ○ 

5883 
金堀（２）-２ 

長崎（高島）-（急）-0014 
○ ○ 

風
水
害
‐

188
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5884 

池島町 

長久保 

長崎（外海）-（急）-0091 

令和4年 

10月14日 

第663号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市池島町1009-1 

池島中央会館 

 

長崎市池島町21-2 

池島荘 

644 

 

40 

5885 
大久保 

長崎（外海）-（急）-0092 
○ ○ 

5886 
大久保（１） 

長崎（外海）-（急）-0093 

 

○ ○ 

5887 
川尻（１） 

長崎（外海）-（急）-0094 
○ ○ 

5888 
川尻（２） 

長崎（外海）-（急）-0095 
○ ○ 

5889 
川尻 

長崎（外海）-（急）-0096 
○ ○ 

5890 
太尾 

長崎（外海）-（急）-0097 

 

○ ○ 

5891 

永田町 

永田岡 

長崎（外海）-（急）-0001 

 

令和5年 

7月21日 

第508号 

○ ○ 

長崎市下黒崎町 

5157-1 

黒崎地区公民館 

114 

5892 
山ノ田（３） 

長崎（外海）-（急）-0002 

 

○ ○ 

5893 
山ノ田（４） 

長崎（外海）-（急）-0003 

 

○ ○ 

5894 
山ノ田（２） 

長崎（外海）-（急）-0004 

 

○ ○ 

5895 
山ノ田（１） 

長崎（外海）-（急）-0005 

 

○ ○ 

5896 
池角 

長崎（外海）-（急）-0006 

 

○ ○ 

5897 
江里（１） 

長崎（外海）-（急）-0007 

 

○ ○ 

5898 
野中（２） 

長崎（外海）-（急）-0008 

 

○ ○ 

5899 
野中（１） 

長崎（外海）-（急）-0009 

 

○ ○ 

5900 
池角（１） 

長崎（外海）-（急）-0010 

 

○ ○ 

5901 
永田町 
下黒崎町 

小島 

長崎（外海）-（急）-0011 

 

○ ○ 

5902 

下黒崎町 

城の平 

長崎（外海）-（急）-0012 

 

○ ○ 

5903 
城の平（１） 

長崎（外海）-（急）-0013 

 

○ ○ 

5904 
小島（１） 

長崎（外海）-（急）-0014 

 

○ ○ 

5905 
松本 

長崎（外海）-（急）-0015 

 

○ ○ 

5906 
松本後口（１） 

長崎（外海）-（急）-0016 

 

○ ○ 

5907 
松本後口 

長崎（外海）-（急）-0017 

 

○ ○ 

5908 
松本後口（２） 

長崎（外海）-（急）-0018 

 

○ ○ 

5909 
松本（３） 

長崎（外海）-（急）-0019 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5910 下黒崎町 
松本（４） 

長崎（外海）-（急）-0020 

令和5年 

7月21日 

第 508号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下黒崎町 

5157-1 

黒崎地区公民館 

114 

5911 永田町 
野中 

長崎（外海）-（急）-0021 
○ ○ 

5912 

下黒崎町 

高尾 

長崎（外海）-（急）-0022 
○ ○ 

5913 
迫崎 

長崎（外海）-（急）-0023 
○ ○ 

5914 
迫崎（１） 

長崎（外海）-（急）-0024 
○ ○ 

5915 

東出津町 

深入平（４） 

長崎（外海）-（急）-0025 
○ ○ 

長崎市西出津町 
2794-1 

出津地区ふれあいセンター 

 

長崎市西出津町 
1633 

外海中学校 

291 

 

428 

5916 
深入平（３） 

長崎（外海）-（急）-0026 
○ ○ 

5917 
深入平（２） 

長崎（外海）-（急）-0027 
○ ○ 

5918 
深入平（１） 

長崎（外海）-（急）-0028 
○ ○ 

5919 
松山 

長崎（外海）-（急）-0029 
○ ○ 長崎市下黒崎町 

5157-1 

黒崎地区公民館 

114 

5920 
東出津町 
下黒崎町 

松山（２） 

長崎（外海）-（急）-0030 
○ ○ 

5921 

東出津町 

高尾平（３） 

長崎（外海）-（急）-0031 
○ ○ 

長崎市西出津町 
2794-1 

出津地区ふれあいセンター 

 

長崎市西出津町 
1633 

外海中学校 

291 

 

428 

5922 
高尾平 

長崎（外海）-（急）-0032 
○ ○ 

5923 
高尾平（１） 

長崎（外海）-（急）-0033 
○ ○ 

5924 
高尾平（２） 

長崎（外海）-（急）-0034 
○ ○ 

5925 
下出津 

長崎（外海）-（急）-0035 
○ ○ 

5926 上黒崎町 
駄道 

長崎（外海）-（急）-0036 
○ ○ 長崎市下黒崎町 

5157-1 

黒崎地区公民館 

114 

5927 
下黒崎町 
上黒崎町 

駄道（２） 

長崎（外海）-（急）-0037 
○ ○ 

5928 西出津町 
三五谷、下出津 

長崎（外海）-（急）-0038 
○ ○ 

長崎市西出津町 
2794-1 

出津地区ふれあいセンター 

 

長崎市西出津町 
1633 

外海中学校 

291 

 

428 

5929 

東出津町 

高平（１） 

長崎（外海）-（急）-0039 
○ ○ 

5930 
高平 

長崎（外海）-（急）-0040 
○ ○ 

5931 

下黒崎町 

鏡ノ巣 

長崎（外海）-（急）-0041 
○ ○ 

長崎市下黒崎町 

5157-1 

黒崎地区公民館 

114 

5932 
河内（２） 

長崎（外海）-（急）-0042 
○ ○ 

5933 
河内 

長崎（外海）-（急）-0043 
○ ○ 

5934 
河内（１） 

長崎（外海）-（急）-0044 
○ ○ 

5935 
河内（３） 

長崎（外海）-（急）-0045 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5936 下黒崎町 
河内（４） 

長崎（外海）-（急）-0046 

令和5年 

7月21日 

第508号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下黒崎町5157-1 

黒崎地区公民館 
114 

5937 東出津町 
高平（２） 

長崎（外海）-（急）-0047 
○ ○ 

長崎市西出津町 
2794-1 

出津地区ふれあいセンター 

 

長崎市西出津町 
1633 

外海中学校 

291 

 

428 

5938 

西出津町 

小田平（１） 

長崎（外海）-（急）-0048 
○ ○ 

5939 
小浜（２） 

長崎（外海）-（急）-0049 
○ ○ 

5940 
小浜（１） 

長崎（外海）-（急）-0050 
○ ○ 

5941 
小田平（４） 

長崎（外海）-（急）-0051 
○ ○ 

5942 
長住 

長崎（外海）-（急）-0052 
○ ○ 

5943 
長住（１） 

長崎（外海）-（急）-0053 
○ ○ 

5944 
里道（２） 

長崎（外海）-（急）-0054 

 

○ ○ 

5945 
小田平（３） 

長崎（外海）-（急）-0055 

 

○ ○ 

5946 
小田平（５） 

長崎（外海）-（急）-0056 

 

○ ○ 

5947 
里道（３） 

長崎（外海）-（急）-0057 

 

○ ○ 

5948 
里道（１） 

長崎（外海）-（急）-0058 

 

○ ○ 

5949 
新屋敷平 

長崎（外海）-（急）-0059 

 

○ ○ 

5950 
草住（１） 

長崎（外海）-（急）-0060 

 

○ ○ 

5951 
新屋敷 

長崎（外海）-（急）-0061 

 

○ ○ 

5952 
新屋敷（２） 

長崎（外海）-（急）-0062 

 

○ ○ 

5953 
新屋敷（１） 

長崎（外海）-（急）-0063 

 

○ ○ 

5954 

新牧野町 

赤松（２） 

長崎（外海）-（急）-0064 

 

○ ○ 

5955 
赤松（１） 

長崎（外海）-（急）-0065 

 

○ ○ 

5956 赤首町 
南平 

長崎（外海）-（急）-0066 

 

○ ○ 

5957 新牧野町 
平石 

長崎（外海）-（急）-0067 

 

○ ○ 

5958 

下大野町 

カド 

長崎（外海）-（急）-0068 

 

○ ○ 

5959 
川ノ尾 

長崎（外海）-（急）-0069 

 

○ ○ 

5960 

上大野町 

上大野 

長崎（外海）-（急）-0070 

 

○ ○ 
長崎市神浦江川町 657-2 

外海地域センター 

長崎市神浦江川町 2 
外海公民館 

26 

148 5961 
上大野（１） 

長崎（外海）-（急）-0071 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5962 神浦夏井町 
夏井（１）,（２） 

長崎（外海）-（急）-0072 

令和5年 

7月21日 

第 508号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市神浦江川町 657-2 

外海地域センター 

 

長崎市神浦江川町 2 

外海公民館 

26 
 
 

148 

5963 
神浦向町 
神浦夏井町 

向山 

長崎（外海）-（急）-0073 
○ ○ 

5964 神浦夏井町 
大松野 

長崎（外海）-（急）-0074 
○ ○ 

5965 神浦丸尾町 
上丸尾 

長崎（外海）-（急）-0075 
○ ○ 

5966 神浦江川町 
城ノ庵 

長崎（外海）-（急）-0076

外海）-（急）-0076 

○ ○ 

5967 神浦丸尾町 
丸尾 

長崎（外海）-（急）-0077 
○ ○ 

5968 神浦江川町 
池田（２） 

長崎（外海）-（急）-0078 
○ ○ 

5969 
神浦江川町 

神浦上道徳町 

池田 

長崎（外海）-（急）-0079 
○ ○ 

5970 神浦下大中尾町 
中ノケシ 

長崎（外海）-（急）-0080 
○ ○ 

5971 
神浦下大中尾町 

神浦北大中尾町 

屋敷上 

長崎（外海）-（急）-0081 
○ ○ 

5972 神浦下大中尾町 
南川 

長崎（外海）-（急）-0082 
○ ○ 

5973 神浦上大中尾町 
大中尾 

長崎（外海）-（急）-0083 
○ ○ 

5974 神浦北大中尾町 
北大中尾 

長崎（外海）-（急）-0084 
○ ○ 

5975 

神浦扇山町 

カハツ木谷 

長崎（外海）-（急）-0085 
○ ○ 

長崎市神浦北大中尾町 

693-2 

長崎県民の森 
109 

5976 
釜ノ庭 

長崎（外海）-（急）-0086 
○ ○ 

5977 
七藏 

長崎（外海）-（急）-0087 
○ ○ 

5978 
赤エ似田 

長崎（外海）-（急）-0088 
○ ○ 

5979 
狐岩 

長崎（外海）-（急）-0089 
○ ○ 

5980 
輿 

長崎（外海）-（急）-0090 
○ ○ 

5981 神浦北大中尾町 
輿（１） 

長崎（外海）-（急）-0101 
○ ○ 

5982 

神浦口福町 

神浦口福 

長崎（外海）-（急）-0102 
○ ○ 

長崎市神浦江川町 657-2 

外海地域センター 

 

長崎市神浦江川町 2 

外海公民館 

26 

 

148 

5983 
神浦口福（１） 

長崎（外海）-（急）-0103 
○ ○ 

5984 
神浦口福（２） 

長崎（外海）-（急）-0104 
○ ○ 

5985 
神浦口福（３） 

長崎（外海）-（急）-0105 
○ ○ 

5986 

神浦扇山町 

輿（２） 

長崎（外海）-（急）-0106 
○ ○ 長崎市神浦北大中尾町 

693-2 

長崎県民の森 
109 

5987 
赤エ似田（１） 

長崎（外海）-（急）-0107 
○ ○ 

風
水
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 
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告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

5988 

神浦扇山町 

赤エ似田（２） 

長崎（外海）-（急）-0108 

令和5年 

7月21日 

第508号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市神浦北大中尾町 

693-2 

長崎県民の森 
109 

5989 
赤エ似田（３） 

長崎（外海）-（急）-0109 
○ ○ 

5990 神浦江川町 
丸尾（１） 

長崎（外海）-（急）-0110 
○ ○ 

長崎市神浦江川町 657-2 

外海地域センター 

 

長崎市神浦江川町 2 

外海公民館 

26 

 

148 

5991 神浦下大中尾町 
屋敷上（１） 

長崎（外海）-（急）-0111 
○ ○ 

5992 

神浦上大中尾町 

カハツ木谷（１） 

長崎（外海）-（急）-0112 
○ ○ 

5993 
カハツ木谷（２） 

長崎（外海）-（急）-0113 
○ ○ 

5994 

神浦扇山町 

七藏（１） 

長崎（外海）-（急）-0114 
○ ○ 

長崎市神浦北大中尾町 

693-2 

長崎県民の森 
109 

5995 
七藏（２） 

長崎（外海）-（急）-0115 
○ ○ 

5996 
カハツ木谷（３） 

長崎（外海）-（急）-0116 

 

○ ○ 

5997 
釜ノ庭（１） 

長崎（外海）-（急）-0117 

 

○ ○ 

5998 
釜ノ庭（２） 

長崎（外海）-（急）-0118 

 

○ ○ 

5999 

神浦上大中尾町 

カハツ木谷（４） 

長崎（外海）-（急）-0119 

 

○ ○ 

6000 
カハツ木谷（５） 

長崎（外海）-（急）-0120 

 

○ ○ 

6001 

神浦下大中尾町 

カハツ木谷（６） 

長崎（外海）-（急）-0121 

 

○ ○ 

6002 
カハツ木谷（７） 

長崎（外海）-（急）-0122 

 

○ ○ 

6003 
神浦扇山町 

神浦下大中尾町 

カハツ木谷（８） 

長崎（外海）-（急）-0123 

 

○ ○ 

6004 

神浦扇山町 

釜ノ庭（３） 

長崎（外海）-（急）-0124 

 

○ ○ 

6005 
釜ノ庭（４） 

長崎（外海）-（急）-0125 

 

○ ○ 

6006 神浦向町 
向山（１） 

長崎（外海）-（急）-0126 

 

○ ○ 

長崎市神浦江川町 657-2 

外海地域センター 

 

長崎市神浦江川町 2 
外海公民館 

26 

 

148 

6007 
上大野町 
神浦夏井町 

夏井（３） 

長崎（外海）-（急）-0127 

 

 

○ ○ 

6008 
夏井（４） 

長崎（外海）-（急）-0128 

 

○ ○ 

6009 神浦夏井町 
夏井（５） 

長崎（外海）-（急）-0129 

 

○ ○ 

6010 神浦北大中尾町 
屋敷上（２） 

長崎（外海）-（急）-0130 

 

○ ○ 

6011 下大野町 
川ノ尾（１） 

長崎（外海）-（急）-0131 

 

○ ○ 
長崎市西出津町 

2794-1 
出津地区ふれあいセンター 

 

長崎市西出津町 
1633 

外海中学校 

291 
 
 

428 

6012 

赤首町 

南平（１） 

長崎（外海）-（急）-0132 

 

○ ○ 

6013 
南平（２） 

長崎（外海）-（急）-0133 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6014 下大野町 
川ノ尾（２） 

長崎（外海）-（急）-0134 

令和5年 

7月21日 

第 508号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市西出津町 
2794-1 

出津地区ふれあいセンター 

 

長崎市西出津町 
1633 

外海中学校 

291 
 
 

428 

6015 

新牧野町 

平石（１） 

長崎（外海）-（急）-0135 
○ ○ 

6016 
平石（２） 

長崎（外海）-（急）-0136 
○ ○ 

6017 西出津町 
赤松（３） 

長崎（外海）-（急）-0137 
○ ○ 

6018 新牧野町 
赤松（４） 

長崎（外海）-（急）-0138 
○ ○ 

6019 

赤首町 

南平（３） 

長崎（外海）-（急）-0139 
○ ○ 

6020 
南平（４） 

長崎（外海）-（急）-0140 
○ ○ 

6021 
南平（５） 

長崎（外海）-（急）-0141 
○ ○ 

6022 
南平（６） 

長崎（外海）-（急）-0142 
○ ○ 

6023 

西出津町 

赤松（５） 

長崎（外海）-（急）-0143 
○ ○ 

6024 
赤松（６） 

長崎（外海）-（急）-0144 
○ ○ 

6025 
新屋敷（３） 

長崎（外海）-（急）-0145 
○ ○ 

6026 
新屋敷（４） 

長崎（外海）-（急）-0146 
○ ○ 

6027 赤首町 
赤首 

長崎（外海）-（急）-0147 
○ ○ 

6028 

西出津町 

里道（４） 

長崎（外海）-（急）-0148 
○ ○ 

6029 
里道（５） 

長崎（外海）-（急）-0149 
○ ○ 

6030 
小浜（３） 

長崎（外海）-（急）-0150 
○ ○ 

6031 
小田平（６） 

長崎（外海）-（急）-0151 
○ ○ 

6032 

東出津町 

高平（３） 

長崎（外海）-（急）-0152 
○ ○ 

6033 
高平（４） 

長崎（外海）-（急）-0153 
○ ○ 

6034 
高平（５） 

長崎（外海）-（急）-0154 
○ ○ 

6035 新牧野町 
新牧野 

長崎（外海）-（急）-0155 
○ ○ 

6036 

上黒崎町 

上黒崎（４） 

長崎（外海）-（急）-0156 
○ ○ 

長崎市下黒崎町5157-1 

黒崎地区公民館 
114 

6037 
上黒崎（５） 

長崎（外海）-（急）-0157 
○ ○ 

6038 

下黒崎町 

松山（３） 

長崎（外海）-（急）-0158 
○ ○ 

6039 
高尾（１） 

長崎（外海）-（急）-0159 
○ ○ 

風
水
害
‐
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6040 

下黒崎町 

高尾（２） 

長崎（外海）-（急）-0160 

令和5年 

7月21日 

第508号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市下黒崎町5157-1 

黒崎地区公民館 
114 

6041 
高尾（３） 

長崎（外海）-（急）-0161 
○ ○ 

6042 
高尾（４） 

長崎（外海）-（急）-0162 
○ ○ 

6043 
迫崎（２） 

長崎（外海）-（急）-0163 
○ ○ 

6044 
下黒崎町 
上黒崎町 

駄道（３） 

長崎（外海）-（急）-0164 
○ ○ 

6045 

下黒崎町 

迫崎（３） 

長崎（外海）-（急）-0165 
○ ○ 

6046 
小島（２） 

長崎（外海）-（急）-0166 
○ ○ 

6047 

永田町 

山ノ田（５） 

長崎（外海）-（急）-0167 
○ ○ 

6048 
永田岡（１） 

長崎（外海）-（急）-0168 

 

○ ○ 

6049 
永田岡（２） 

長崎（外海）-（急）-0169 

 

○ ○ 

6050 
永田岡（３） 

長崎（外海）-（急）-0170 

 

○ ○ 

6051 
永田岡（４） 

長崎（外海）-（急）-0171 

 

○ ○ 

6052 
永田岡（５） 

長崎（外海）-（急）-0172 

 

○ ○ 

6053 下黒崎町 
宮田川 

長崎（外海）-（土）-001 

 

○ ○ 

6054 
上黒崎町 

下黒崎町 

水持川 

長崎（外海）-（土）-002 

 

○ ○ 

6055 下黒崎町 
打越川 

長崎（外海）-（土）-003 
○ ○ 

6056 
赤首町 

西出津町 

池平川 

長崎（外海）-（土）-004 
○ ○ 

長崎市西出津町 2794-1 

出津地区ふれあいセンター 

 

291 

6057 上黒崎町 
通り山平川 

長崎（外海）-（土）-005 
○ ○ 

長崎市下黒崎町5157-1 

黒崎地区公民館 
114 

6058 
西出津町 
東出津町 

菖蒲田川 

長崎（外海）-（土）-006 
○ ○ 

長崎市西出津町 2794-1 

出津地区ふれあいセンター 

 

291 

6059 

上黒崎町 

上黒埼（２） 

長崎（外海）-（土）-007 
○ ○ 

長崎市下黒崎町5157-1 

黒崎地区公民館 
114 

6060 
黒崎川 

長崎（外海）-（土）-008 
○ ― 

6061 

赤首町 

中尾川（１） 

長崎（外海）-（土）-009 
○ ○ 

長崎市西出津町 
2794-1 

出津地区ふれあいセンター 

 

長崎市西出津町 
1633 

外海中学校 

291 

 

428 

6062 
中尾川（２） 

長崎（外海）-（土）-010 
○ ○ 

6063 

新牧野町 

大首川 

長崎（外海）-（土）-011 
○ ― 

6064 
出津川 

長崎（外海）-（土）-012 
○ ― 

6065 
穴水川（１） 

長崎（外海）-（土）-013 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6066 新牧野町 
穴水川（２） 

長崎（外海）-（土）-014 

令和5年 

7月21日 

第 508号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市神浦江川町 657-2 

外海地域センター 

 

長崎市神浦江川町 2 

外海公民館 

26 
 
 

148 

6067 
神浦夏井町 
上大野町 

夏井川 

長崎（外海）-（土）-015 
○ ○ 

6068 神浦向町 
神浦川（１） 

長崎（外海）-（土）-016 
○ ○ 

6069 神浦下大中尾町 
神浦川（イ） 

長崎（外海）-（土）-017 
○ ― 

6070 
神浦江川町 
神浦丸尾町 

江川川（７） 

長崎（外海）-（土）-018 
○ ○ 

6071 
神浦丸尾町 
神浦北大中尾町 

牛牧川（ニ） 

長崎（外海）-（土）-019 
○ ○ 

6072 
神浦口福町 
神浦下道徳町 

田ノ頭川（１） 

長崎（外海）-（土）-020 
○ ○ 

6073 
神浦扇山町 
神浦上大中尾町 

椎出川（２） 

長崎（外海）-（土）-021 
○ ○ 長崎市神浦北大中尾町 

693-2 

長崎県民の森 
109 

6074 神浦上大中尾町 
椎出川（１） 

長崎（外海）-（土）-022 
○ ○ 

6075 
神浦丸尾町 
神浦北大中尾町 

牛牧川（イ） 

長崎（外海）-（土）-023 
○ ― 長崎市神浦江川町 657-2 

外海地域センター 

 

長崎市神浦江川町 2 

外海公民館 

26 

 

 

148 

6076 

神浦北大中尾町 

牛牧川（ロ） 

長崎（外海）-（土）-024 
○ ○ 

6077 
牛牧川（ハ） 

長崎（外海）-（土）-025 
○ ○ 

6078 

琴海戸根原町 

土井ノ浦（１） 

長崎（琴海）-（急）-389 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市長浦町 3777-10 

社会福祉センター 
141 

6079 
梅園 

長崎（琴海）-（急）-390 

戸根原 

○ ○ 

6080 
戸根原 

長崎（琴海）-（急）-391 

 

○ ○ 

6081 
戸根原（１） 

長崎（琴海）-（急）-392 

 

○ ○ 

6082 

長浦町 

久保 

長崎（琴海）-（急）-393 

池田 

○ ○ 

長崎市長浦町 3777-10 

社会福祉センター 

 

長崎市長浦町 50-5 

琴海活性化センター 

141 

 

120 

6083 
池田 

長崎（琴海）-（急）-394 

 

○ ○ 

6084 
小堀（３） 

長崎（琴海）-（急）-395 

 

○ ○ 

6085 
小堀（４） 

長崎（琴海）-（急）-396 

 

○ ○ 

6086 
小堀（２） 

長崎（琴海）-（急）-397 

 

○ ○ 

6087 
小堀（１） 

長崎（琴海）-（急）-398 

 

○ ○ 

6088 
手崎（３） 

長崎（琴海）-（急）-399 

 

○ ○ 

6089 
手崎（２） 

長崎（琴海）-（急）-400 

 

○ ○ 

6090 
手崎 

長崎（琴海）-（急）-401 

白石川内 

○ ○ 

6091 
白石川内 

長崎（琴海）-（急）-402 
○ ○ 

風
水
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6092 

長浦町 

高野道 

長崎（琴海）-（急）-403 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市長浦町50-5 

琴海活性化センター 

 

長崎市長浦町3777-10 

社会福祉センター 

120 

 

141 

6093 
高野道（１） 

長崎（琴海）-（急）-404 

 

○ ○ 

6094 
山ノ木 

長崎（琴海）-（急）-405 

 

○ ○ 

6095 

琴海形上町 

平瀬山 

長崎（琴海）-（急）-406 

 

○ ○ 

長崎市長浦町50-5 

琴海活性化センター 
120 

6096 
平瀬山（１） 

長崎（琴海）-（急）-407 

 

○ ○ 

6097 
樫井河内 

長崎（琴海）-（急）-408 

 

○ ○ 

6098 
樫井河内（１） 

長崎（琴海）-（急）-409 

 

○ ○ 

6099 
ゴウナッカ 

長崎（琴海）-（急）-410 
○ ○ 

6100 
ゴウナッカ（１） 

長崎（琴海）-（急）-411 

 

○ ○ 

6101 
内山（１） 

長崎（琴海）-（急）-412 

 

○ ○ 

6102 
内山 

長崎（琴海）-（急）-413 

 

○ ○ 

6103 
スミヤノ河内 

長崎（琴海）-（急）-414 

 

○ ○ 

6104 
吉之浦 

長崎（琴海）-（急）-415 

 

○ ○ 
長崎市長浦町50-5 

琴海活性化センター 

 

長崎市琴海形上町 

1849-4 

琴海さざなみ会館 

120 

 

171 

6105 
吉之浦（１） 

長崎（琴海）-（急）-416 

 

○ ○ 

6106 
黒似田 

長崎（琴海）-（急）-417 
○ ○ 

6107 
清水口 

長崎（琴海）-（急）-418 

 

○ ○ 

6108 
泉口（１） 

長崎（琴海）-（急）-419 

 

○ ○ 

長崎市琴海形上町 

1849-4 

琴海さざなみ会館 

171 

6109 
泉口 

長崎（琴海）-（急）-420 

 

○ ○ 

6110 
コクタシ 

長崎（琴海）-（急）-421 

 

○ ○ 

6111 
田ノ平 

長崎（琴海）-（急）-422 

 

○ ○ 

6112 
田ノ平（１） 

長崎（琴海）-（急）-423 

 

○ ○ 

6113 
田ノ平（２） 

長崎（琴海）-（急）-424 

 

○ ○ 

6114 
平 

長崎（琴海）-（急）-425 

 

○ ○ 

6115 
小鳥（１） 

長崎（琴海）-（急）-426 

 

○ ○ 

6116 
小鳥 

長崎（琴海）-（急）-427 

 

○ ○ 

6117 琴海大平町 
大江 

長崎（琴海）-（急）-428 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6118 琴海大平町 
毛首 

長崎（琴海）-（急）-429 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海形上町 

1849-4 

琴海さざなみ会館 

171 

6119 

琴海形上町 

大江（２） 

長崎（琴海）-（急）-430 

 

○ ○ 

6120 
形上（４） 

長崎（琴海）-（急）-431 

 

○ ○ 

6121 
形上（１） 

長崎（琴海）-（急）-432 

 

○ ― 

6122 
形上（３） 

長崎（琴海）-（急）-433 

 

○ ― 

6123 
形上（５） 

長崎（琴海）-（急）-434 

 

 

○ ○ 

6124 琴海大平町 
泉谷 

長崎（琴海）-（急）-435 

 

 

○ ○ 

6125 

琴海形上町 

形上（２） 

長崎（琴海）-（急）-436 

 

 

○ ○ 

6126 
形上（６） 

長崎（琴海）-（急）-437 

 

 

○ ○ 

6127 琴海大平町 
潟頭 

長崎（琴海）-（急）-438 

 

 

○ ○ 

6128 

琴海形上町 

岩瀬戸（２） 

長崎（琴海）-（急）-439 

 

 

○ ○ 

6129 
郷ノ原 

長崎（琴海）-（急）-440 

 

○ ○ 

6130 
岩瀬戸（１） 

長崎（琴海）-（急）-441 
○ ○ 

6131 
岩瀬戸（３） 

長崎（琴海）-（急）-442 

おきお 

○ ○ 

6132 

琴海大平町 

沖ノ瀬（２） 

長崎（琴海）-（急）-443 

 

○ ○ 
長崎市琴海大平町

638-12 

琴海北部 

研修センター 

388 6133 
沖ノ瀬（１） 

長崎（琴海）-（急）-444 

 

○ ○ 

6134 
沖ノ瀬（３） 

長崎（琴海）-（急）-445 

 

○ ○ 

6135 

琴海尾戸町 

白頭（１） 

長崎（琴海）-（急）-446 

 

○ ○ 

長崎市琴海尾戸町 
1740 

ペニンシュラオー
ナーズゴルフクラ

ブ 

150 

6136 
白頭（２） 

長崎（琴海）-（急）-447 

 

○ ○ 

6137 
白頭（３） 

長崎（琴海）-（急）-448 

 

○ ○ 

6138 
白頭 

長崎（琴海）-（急）-449 

 

○ ○ 

6139 
尾戸（２） 

長崎（琴海）-（急）-450 

 

○ ― 

6140 
尾戸 

長崎（琴海）-（急）-451 

 

○ ○ 

6141 
尾戸（１） 

長崎（琴海）-（急）-452 

 

○ ○ 

6142 
小口（６） 

長崎（琴海）-（急）-453 

 

○ ― 

6143 
小口（１） 

長崎（琴海）-（急）-454 
○ ○ 

風
水
害
‐
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6144 

琴海尾戸町 

小口（５） 

長崎（琴海）-（急）-455 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海尾戸町 
1740 

ペニンシュラオーナ

ーズゴルフクラブ 

150 

6145 
小口（４） 

長崎（琴海）-（急）-456 

 

○ ○ 

6146 
小口（３） 

長崎（琴海）-（急）-457 

 

○ ○ 

6147 
小口（２） 

長崎（琴海）-（急）-458 

 

○ ○ 

6148 
上馬込 

長崎（琴海）-（急）-459 

 

○ ○ 

6149 
高倉梅（１） 

長崎（琴海）-（急）-460 

 

○ ○ 

6150 
高倉梅（３） 

長崎（琴海）-（急）-461 

 

○ ○ 

6151 
高倉梅（２） 

長崎（琴海）-（急）-462 
○ ○ 

6152 
氏無 

長崎（琴海）-（急）-463 

 

○ ○ 

6153 
網ヶ浦（２） 

長崎（琴海）-（急）-464 

 

○ ○ 

6154 
木折頭 

長崎（琴海）-（急）-465 

名口 

○ ○ 

6155 
名串（２） 

長崎（琴海）-（急）-466 

 

○ ○ 

6156 
瀬ノ浦 

長崎（琴海）-（急）-467 

 

○ ○ 

6157 
名串（１） 

長崎（琴海）-（急）-468 

 

○ ○ 

6158 
名串（３） 

長崎（琴海）-（急）-469 
○ ○ 

6159 
浦底平 

長崎（琴海）-（急）-470 

 

○ ○ 

6160 
浦底平（１） 

長崎（琴海）-（急）-471 

 

○ ○ 

6161 
大別当 

長崎（琴海）-（急）-472 

 

○ ○ 

6162 
張岳谷（５） 

長崎（琴海）-（急）-473 

 

○ ○ 

6163 
張岳谷（３） 

長崎（琴海）-（急）-474 

 

○ ○ 

6164 
張岳谷（２） 

長崎（琴海）-（急）-475 

 

○ ○ 

長崎市琴海大平町

638-12 

琴海北部 

研修センター 

388 

6165 
張岳谷（４） 

長崎（琴海）-（急）-476 

 

○ ○ 

6166 
張岳谷（１） 

長崎（琴海）-（急）-477 

 

○ ○ 

6167 
古泊 

長崎（琴海）-（急）-478 

 

○ ○ 

6168 
尾戸（３） 

長崎（琴海）-（急）-479 

 

○ ○ 
長崎市琴海尾戸町 

1740 

ペニンシュラオーナ

ーズゴルフクラブ 

150 

6169 
尾戸（４） 

長崎（琴海）-（急）-480 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6170 

琴海尾戸町 

尾戸（５） 

長崎（琴海）-（急）-481 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海大平町

638-12 

琴海北部 

研修センター 

388 

6171 
尾戸（６） 

長崎（琴海）-（急）-482 

 

○ ○ 

6172 
尾戸（７） 

長崎（琴海）-（急）-483 

 

○ ○ 

6173 
尾戸（８） 

長崎（琴海）-（急）-484 

 

○ ○ 

6174 
尾戸（９） 

長崎（琴海）-（急）-485 

 

○ ○ 

6175 
尾戸（１０） 

長崎（琴海）-（急）-486 

 

 

○ ○ 

6176 
尾戸（１１） 

長崎（琴海）-（急）-487 

 

 

○ ○ 

6177 
尾戸（１２） 

長崎（琴海）-（急）-488 

 

 

○ ○ 

6178 
尾戸（１３） 

長崎（琴海）-（急）-489 

 

 

○ ○ 

6179 
尾戸（１４） 

長崎（琴海）-（急）-490 

 

 

○ ○ 

6180 
尾戸（１５） 

長崎（琴海）-（急）-491 

 

 

○ ○ 

6181 
尾戸（１６） 

長崎（琴海）-（急）-492 

 

○ ○ 

6182 
尾戸（１７） 

長崎（琴海）-（急）-493 
○ ○ 

6183 
尾戸（１８） 

長崎（琴海）-（急）-494 

 

○ ○ 

6184 
尾戸（１９） 

長崎（琴海）-（急）-495 

 

○ ○ 

6185 
尾戸（２０） 

長崎（琴海）-（急）-496 

 

○ ○ 

6186 
尾戸（２１） 

長崎（琴海）-（急）-497 

 

○ ○ 

6187 
尾戸（２２） 

長崎（琴海）-（急）-498 

 

○ ○ 

6188 
尾戸（２３） 

長崎（琴海）-（急）-499 

 

○ ○ 

6189 
尾戸（２４） 

長崎（琴海）-（急）-500 

 

○ ○ 

6190 
尾戸（２５） 

長崎（琴海）-（急）-501 

 

○ ○ 

6191 
尾戸（２６） 

長崎（琴海）-（急）-502 

 

○ ○ 

6192 
尾戸（２７） 

長崎（琴海）-（急）-503 

 

○ ○ 

6193 
尾戸（２８） 

長崎（琴海）-（急）-504 

 

○ ○ 

6194 
尾戸（２９） 

長崎（琴海）-（急）-505 

 

○ ○ 

6195 
尾戸（３０） 

長崎（琴海）-（急）-506 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6196 

琴海尾戸町 

尾戸（３１） 

長崎（琴海）-（急）-507 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海大平町

638-12 

琴海北部 

研修センター 

388 

6197 
尾戸（３２） 

長崎（琴海）-（急）-508 

 

○ ○ 

6198 
尾戸（３３） 

長崎（琴海）-（急）-509 

 

○ ○ 

6199 
尾戸（３４） 

長崎（琴海）-（急）-510 

 

○ ○ 

6200 
尾戸（３５） 

長崎（琴海）-（急）-511 

 

○ ○ 

6201 
尾戸（３６） 

長崎（琴海）-（急）-512 

 

○ ○ 

6202 
尾戸（３７） 

長崎（琴海）-（急）-513 

 

○ ○ 

6203 
尾戸（３８） 

長崎（琴海）-（急）-514 
○ ○ 

6204 
尾戸（３９） 

長崎（琴海）-（急）-515 

 

○ ○ 

6205 
尾戸（４０） 

長崎（琴海）-（急）-516 

 

○ ○ 

6206 
尾戸（４１） 

長崎（琴海）-（急）-517 

 

○ ○ 

長崎市琴海尾戸町 
1740 

ペニンシュラオーナ

ーズゴルフクラブ 

150 

6207 
尾戸（４２） 

長崎（琴海）-（急）-518 

 

○ ○ 

6208 
尾戸（４３） 

長崎（琴海）-（急）-519 

 

○ ○ 

6209 
尾戸（４４） 

長崎（琴海）-（急）-520 

 

○ ○ 

6210 
尾戸（４５） 

長崎（琴海）-（急）-521 
○ ○ 

6211 
尾戸（４６） 

長崎（琴海）-（急）-522 

 

○ ○ 

6212 
尾戸（４７） 

長崎（琴海）-（急）-523 

 

○ ○ 

6213 
尾戸（４８） 

長崎（琴海）-（急）-524 

 

○ ○ 

6214 
尾戸（４９） 

長崎（琴海）-（急）-525 

 

○ ○ 
長崎市琴海大平町

638-12 

琴海北部 
研修センター 

388 

6215 
尾戸（５０） 

長崎（琴海）-（急）-526 

 

○ ○ 

6216 
尾戸（５１） 

長崎（琴海）-（急）-527 

 

○ ○ 

長崎市琴海尾戸町 
1740 

ペニンシュラオーナ

ーズゴルフクラブ 

150 

6217 
尾戸（５２） 

長崎（琴海）-（急）-528 

 

○ ○ 

6218 
尾戸（５３） 

長崎（琴海）-（急）-529 

 

○ ○ 

6219 
尾戸（５４） 

長崎（琴海）-（急）-530 

 

○ ○ 

6220 
尾戸（５５） 

長崎（琴海）-（急）-531 

 

○ ○ 

6221 
尾戸（５６） 

長崎（琴海）-（急）-532 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6222 

琴海尾戸町 

尾戸（５７） 

長崎（琴海）-（急）-533 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海尾戸町 
1740 

ペニンシュラオーナ

ーズゴルフクラブ 

150 

6223 
尾戸（５８） 

長崎（琴海）-（急）-534 

 

○ ○ 

6224 
尾戸（５９） 

長崎（琴海）-（急）-535 

 

○ ○ 

6225 
尾戸（６０） 

長崎（琴海）-（急）-536 

 

○ ○ 

6226 
尾戸（６１） 

長崎（琴海）-（急）-537 

 

○ ○ 

6227 
尾戸（６２） 

長崎（琴海）-（急）-538 

 

 

○ ○ 

6228 
尾戸（６３） 

長崎（琴海）-（急）-539 

 

 

○ ○ 

6229 
尾戸（６４） 

長崎（琴海）-（急）-540 

 

 

○ ○ 

6230 
尾戸（６５） 

長崎（琴海）-（急）-541 

 

 

○ ○ 

6231 
尾戸（６６） 

長崎（琴海）-（急）-542 

 

 

○ ○ 

6232 
尾戸（６７） 

長崎（琴海）-（急）-543 

 

 

○ ○ 

6233 
尾戸（６８） 

長崎（琴海）-（急）-544 

 

○ ○ 

6234 
尾戸（６９） 

長崎（琴海）-（急）-545 
○ ○ 

6235 
尾戸（７０） 

長崎（琴海）-（急）-546 

 

○ ○ 

6236 
尾戸（７１） 

長崎（琴海）-（急）-547 

 

○ ○ 

6237 
尾戸（７２） 

長崎（琴海）-（急）-548 

 

○ ○ 

6238 
尾戸（７３） 

長崎（琴海）-（急）-549 

 

○ ○ 

6239 
尾戸（７４） 

長崎（琴海）-（急）-550 

 

○ ○ 

6240 
尾戸（７５） 

長崎（琴海）-（急）-551 

 

○ ○ 

6241 
尾戸（７６） 

長崎（琴海）-（急）-552 

 

○ ○ 

6242 
尾戸（７７） 

長崎（琴海）-（急）-553 

 

○ ○ 

6243 
尾戸（７８） 

長崎（琴海）-（急）-554 

 

○ ○ 

6244 
尾戸（７９） 

長崎（琴海）-（急）-555 

 

○ ○ 

6245 
尾戸（８０） 

長崎（琴海）-（急）-556 

 

○ ○ 

6246 
尾戸（８１） 

長崎（琴海）-（急）-557 

 

○ ○ 

6247 
尾戸（８２） 

長崎（琴海）-（急）-558 
○ ○ 

風
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6248 

琴海尾戸町 

尾戸（８３） 

長崎（琴海）-（急）-559 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海尾戸町 
1740 

ペニンシュラオーナ

ーズゴルフクラブ 

150 

6249 
尾戸（８４） 

長崎（琴海）-（急）-560 

 

 

○ ○ 

6250 
尾戸（８５） 

長崎（琴海）-（急）-561 

 

○ ○ 

6251 
尾戸（８６） 

長崎（琴海）-（急）-562 

 

○ ○ 

6252 
尾戸（８７） 

長崎（琴海）-（急）-563 

 

○ ○ 

6253 
尾戸（８８） 

長崎（琴海）-（急）-564 

 

○ ○ 

6254 
尾戸（８９） 

長崎（琴海）-（急）-565 

 

○ ○ 

6255 
尾戸（９０） 

長崎（琴海）-（急）-566 
○ ○ 

6256 
尾戸（９１） 

長崎（琴海）-（急）-567 

 

○ ○ 

6257 
尾戸（９２） 

長崎（琴海）-（急）-568 

 

○ ○ 

6258 
尾戸（９３） 

長崎（琴海）-（急）-569 

 

○ ○ 

6259 
尾戸（９４） 

長崎（琴海）-（急）-570 

 

○ ○ 

6260 
尾戸（９５） 

長崎（琴海）-（急）-571 

 

○ ○ 

6261 
尾戸（９６） 

長崎（琴海）-（急）-572 

 

○ ○ 

6262 
尾戸（９７） 

長崎（琴海）-（急）-573 
○ ○ 

6263 
尾戸（９８） 

長崎（琴海）-（急）-574 

 

○ ○ 

6264 
尾戸（９９） 

長崎（琴海）-（急）-575 

 

○ ○ 

6265 
尾戸（１００） 

長崎（琴海）-（急）-576 

 

○ ○ 

6266 
尾戸（１０１） 

長崎（琴海）-（急）-577 

 

○ ○ 

6267 
尾戸（１０２） 

長崎（琴海）-（急）-578 

 

○ ○ 

6268 
尾戸（１０３） 

長崎（琴海）-（急）-579 

 

○ ○ 

6269 
尾戸（１０４） 

長崎（琴海）-（急）-580 

 

○ ○ 

6270 
尾戸（１０５） 

長崎（琴海）-（急）-581 

 

○ ○ 

6271 
尾戸（１０６） 

長崎（琴海）-（急）-582 

 

○ ○ 

6272 
尾戸（１０７） 

長崎（琴海）-（急）-583 

 

○ ○ 

6273 
尾戸（１０８） 

長崎（琴海）-（急）-584 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6274 

琴海尾戸町 

尾戸（１０９） 

長崎（琴海）-（急）-585 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海尾戸町 
1740 

ペニンシュラオーナ

ーズゴルフクラブ 

150 

6275 
尾戸（１１０） 

長崎（琴海）-（急）-586 

 

○ ○ 

6276 
尾戸（１１１） 

長崎（琴海）-（急）-587 

 

○ ○ 

6277 
尾戸（１１２） 

長崎（琴海）-（急）-588 

 

○ ○ 

6278 
尾戸（１１３） 

長崎（琴海）-（急）-589 

 

○ ○ 

6279 
尾戸（１１４） 

長崎（琴海）-（急）-590 

 

 

○ ○ 

6280 
尾戸（１１５） 

長崎（琴海）-（急）-591 

 

 

○ ○ 

6281 
尾戸（１１６） 

長崎（琴海）-（急）-592 

 

 

○ ○ 

6282 
尾戸（１１７） 

長崎（琴海）-（急）-593 

 

 

○ ○ 

6283 
尾戸（１１８） 

長崎（琴海）-（急）-594 

 

 

○ ○ 

6284 
尾戸（１１９） 

長崎（琴海）-（急）-595 

 

 

○ ○ 

6285 
尾戸（１２０） 

長崎（琴海）-（急）-596 

 

○ ○ 

6286 
尾戸（１２１） 

長崎（琴海）-（急）-597 
○ ○ 

6287 
尾戸（１２２） 

長崎（琴海）-（急）-598 

 

○ ○ 

6288 
尾戸（１２３） 

長崎（琴海）-（急）-599 

 

○ ○ 

6289 
尾戸（１２４） 

長崎（琴海）-（急）-600 

 

○ ○ 

6290 

琴海大平町 

大平（１） 

長崎（琴海）-（急）-601 

 

○ ○ 

長崎市琴海大平町 

1743-39 

旭ヶ丘公民館 

52 

6291 
大平（２） 

長崎（琴海）-（急）-602 

 

○ ○ 

6292 
大平（３） 

長崎（琴海）-（急）-603 

 

○ ○ 

6293 
大平（４） 

長崎（琴海）-（急）-604 

 

○ ○ 

6294 
大平（５） 

長崎（琴海）-（急）-605 

 

○ ○ 

6295 
大平（６） 

長崎（琴海）-（急）-606 

 

○ ○ 

6296 
大平（７） 

長崎（琴海）-（急）-607 

 

○ ○ 

6297 
大平（８） 

長崎（琴海）-（急）-608 

 

○ ○ 

6298 
大平（９） 

長崎（琴海）-（急）-609 

 

○ ○ 

6299 
大平（１０） 

長崎（琴海）-（急）-610 
○ ○ 

風
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6300 

琴海大平町 

大平（１１） 

長崎（琴海）-（急）-611 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海大平町 

1743-39 

旭ヶ丘公民館 

52 

6301 
大平（１２） 

長崎（琴海）-（急）-612 

 

 

○ ○ 

6302 
大平（１３） 

長崎（琴海）-（急）-613 

 

○ ○ 

6303 
大平（１４） 

長崎（琴海）-（急）-614 

 

○ ○ 

6304 
大平（１５） 

長崎（琴海）-（急）-615 

 

○ ○ 

6305 
大平（１６） 

長崎（琴海）-（急）-616 

 

○ ○ 

6306 
大平（１７） 

長崎（琴海）-（急）-617 

 

○ ○ 

6307 
大平（１８） 

長崎（琴海）-（急）-618 
○ ○ 

長崎市琴海大平町

638-12 

琴海北部 

研修センター 

388 

6308 
大平（１９） 

長崎（琴海）-（急）-619 

 

○ ○ 

6309 
大平（２０） 

長崎（琴海）-（急）-620 

 

○ ○ 

6310 
大平（２１） 

長崎（琴海）-（急）-621 

 

○ ○ 

6311 
大平（２２） 

長崎（琴海）-（急）-622 

 

○ ○ 

6312 
大平（２３） 

長崎（琴海）-（急）-623 

 

○ ○ 

6313 
大平（２４） 

長崎（琴海）-（急）-624 

 

○ ○ 

6314 
大平（２５） 

長崎（琴海）-（急）-625 
○ ○ 

6315 
大平（２６） 

長崎（琴海）-（急）-626 

 

○ ○ 

6316 
大平（２７） 

長崎（琴海）-（急）-627 

 

○ ○ 

6317 
大平（２８） 

長崎（琴海）-（急）-628 

 

○ ○ 

6318 
大平（２９） 

長崎（琴海）-（急）-629 

 

○ ○ 

6319 
大平（３０） 

長崎（琴海）-（急）-630 

 

○ ○ 

6320 
大平（３１） 

長崎（琴海）-（急）-631 

 

○ ○ 

6321 
大平（３２） 

長崎（琴海）-（急）-632 

 

○ ○ 

6322 
大平（３３） 

長崎（琴海）-（急）-633 

 

○ ○ 

6323 
大平（３４） 

長崎（琴海）-（急）-634 

 

○ ○ 

6324 
大平（３５） 

長崎（琴海）-（急）-635 

 

○ ○ 

6325 
大平（３６） 

長崎（琴海）-（急）-636 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6326 

琴海大平町 

大平（３７） 

長崎（琴海）-（急）-637 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海大平町

638-12 

琴海北部 

研修センター 

388 

6327 
大平（３８） 

長崎（琴海）-（急）-638 

 

○ ○ 

6328 
大平（３９） 

長崎（琴海）-（急）-639 

 

○ ○ 

6329 
大平（４０） 

長崎（琴海）-（急）-640 

 

○ ○ 

6330 
大平（４１） 

長崎（琴海）-（急）-641 

 

○ ○ 

6331 
大平（４２） 

長崎（琴海）-（急）-642 

 

 

○ ○ 

6332 
大平（４３） 

長崎（琴海）-（急）-643 

 

 

○ ○ 

6333 
大平（４４） 

長崎（琴海）-（急）-644 

 

 

○ ○ 

6334 
大平（４５） 

長崎（琴海）-（急）-645 

 

 

○ ○ 

6335 
大平（４６） 

長崎（琴海）-（急）-646 

 

 

○ ○ 

6336 
大平（４７） 

長崎（琴海）-（急）-647 

 

 

○ ○ 

6337 
大平（４８） 

長崎（琴海）-（急）-648 

 

○ ○ 

6338 
大平（４９） 

長崎（琴海）-（急）-649 
○ ○ 

6339 
大平（５０） 

長崎（琴海）-（急）-650 

 

○ ○ 

6340 
大平（５１） 

長崎（琴海）-（急）-651 

 

○ ○ 

6341 
大平（５２） 

長崎（琴海）-（急）-652 

 

○ ○ 

6342 
大平（５３） 

長崎（琴海）-（急）-653 

 

○ ○ 

6343 
大平（５４） 

長崎（琴海）-（急）-654 

 

○ ○ 

6344 
大平（５５） 

長崎（琴海）-（急）-655 

 

○ ○ 

6345 
大平（５６） 

長崎（琴海）-（急）-656 

 

○ ○ 

6346 
大平（５７） 

長崎（琴海）-（急）-657 

 

○ ○ 

6347 
大平（５８） 

長崎（琴海）-（急）-658 

 

○ ○ 

6348 
大平（５９） 

長崎（琴海）-（急）-659 

 

○ ○ 

6349 
大平（６０） 

長崎（琴海）-（急）-660 

 

○ ○ 

6350 

琴海形上町 

形上（７） 

長崎（琴海）-（急）-661 

 

○ ○ 長崎市琴海形上町 

1849-4 

琴海さざなみ会館 

171 

6351 
形上（８） 

長崎（琴海）-（急）-662 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6352 

琴海形上町 

形上（９） 

長崎（琴海）-（急）-663 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海形上町 

1849-4 

琴海さざなみ会館 

171 

6353 
形上（１０） 

長崎（琴海）-（急）-664 

 

 

○ ○ 

6354 
形上（１１） 

長崎（琴海）-（急）-665 

 

○ ○ 

6355 
形上（１２） 

長崎（琴海）-（急）-666 

 

○ ○ 

6356 
形上（１３） 

長崎（琴海）-（急）-667 

 

○ ○ 

6357 
形上（１４） 

長崎（琴海）-（急）-668 

 

○ ○ 

6358 
形上（１５） 

長崎（琴海）-（急）-669 

 

○ ○ 

6359 
形上（１６） 

長崎（琴海）-（急）-670 
○ ○ 

6360 
形上（１７） 

長崎（琴海）-（急）-671 

 

○ ○ 

6361 
形上（１８） 

長崎（琴海）-（急）-672 

 

○ ○ 

6362 
形上（１９） 

長崎（琴海）-（急）-673 

 

○ ○ 

6363 
形上（２０） 

長崎（琴海）-（急）-674 

 

○ ○ 

6364 
形上（２１） 

長崎（琴海）-（急）-675 

 

○ ○ 

6365 
形上（２２） 

長崎（琴海）-（急）-676 

 

○ ○ 

6366 
形上（２３） 

長崎（琴海）-（急）-677 
○ ○ 

6367 
形上（２４） 

長崎（琴海）-（急）-678 

 

○ ○ 

6368 
形上（２５） 

長崎（琴海）-（急）-679 

 

○ ○ 

6369 
形上（２６） 

長崎（琴海）-（急）-680 

 

○ ○ 

6370 
形上（２７） 

長崎（琴海）-（急）-681 

 

○ ○ 

6371 
形上（２８） 

長崎（琴海）-（急）-682 

 

○ ○ 

6372 
形上（２９） 

長崎（琴海）-（急）-683 

 

○ ○ 

6373 
形上（３０） 

長崎（琴海）-（急）-684 

 

○ ○ 

6374 
形上（３１） 

長崎（琴海）-（急）-685 

 

○ ○ 

6375 
形上（３２） 

長崎（琴海）-（急）-686 

 

○ ○ 

6376 
形上（３３） 

長崎（琴海）-（急）-687 

 

○ ○ 

6377 
形上（３４） 

長崎（琴海）-（急）-688 
○ ○ 

第
３
章
 
風
水
害
等
応
急
対
策
計
画

 
 



 

番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6378 

琴海形上町 

形上（３５） 

長崎（琴海）-（急）-689 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海形上町 

1849-4 

琴海さざなみ会館 

171 

6379 
形上（３６） 

長崎（琴海）-（急）-690 

 

○ ○ 

6380 
形上（３７） 

長崎（琴海）-（急）-691 

 

○ ○ 

6381 
形上（３８） 

長崎（琴海）-（急）-692 

 

○ ○ 

6382 
形上（３９） 

長崎（琴海）-（急）-693 

 

○ ○ 

6383 
形上（４０） 

長崎（琴海）-（急）-694 

 

 

○ ○ 

6384 
形上（４１） 

長崎（琴海）-（急）-695 

 

 

○ ○ 

6385 
形上（４２） 

長崎（琴海）-（急）-696 

 

 

○ ○ 

6386 
形上（４３） 

長崎（琴海）-（急）-697 

 

 

○ ○ 

6387 
形上（４４） 

長崎（琴海）-（急）-698 

 

 

○ ○ 

6388 
形上（４５） 

長崎（琴海）-（急）-699 

 

 

○ ○ 

6389 
形上（４６） 

長崎（琴海）-（急）-700 

 

○ ○ 

6390 
形上（４７） 

長崎（琴海）-（急）-701 
○ ○ 

6391 
形上（４８） 

長崎（琴海）-（急）-702 

 

○ ○ 

6392 
形上（４９） 

長崎（琴海）-（急）-703 

 

○ ○ 

6393 
形上（５０） 

長崎（琴海）-（急）-704 

 

○ ○ 

6394 
形上（５１） 

長崎（琴海）-（急）-705 

 

○ ○ 

6395 
形上（５２） 

長崎（琴海）-（急）-706 

 

○ ○ 

6396 
形上（５３） 

長崎（琴海）-（急）-707 

 

○ ― 

6397 
形上（５４） 

長崎（琴海）-（急）-708 

 

○ ○ 

6398 
形上（５５） 

長崎（琴海）-（急）-709 

 

○ ○ 

6399 
形上（５６） 

長崎（琴海）-（急）-710 

 

○ ○ 

6400 
形上（５７） 

長崎（琴海）-（急）-711 

 

○ ○ 

6401 
形上（５８） 

長崎（琴海）-（急）-712 

 

○ ○ 

6402 
形上（５９） 

長崎（琴海）-（急）-713 
○ ○ 

6403 
形上（６０） 

長崎（琴海）-（急）-714 
○ ○ 

風
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6404 

琴海形上町 

形上（６１） 

長崎（琴海）-（急）-715 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海形上町 

1849-4 

琴海さざなみ会館 

171 

6405 
形上（６２） 

長崎（琴海）-（急）-716 

 

 

○ ― 

6406 
形上（６３） 

長崎（琴海）-（急）-717 

 

○ ○ 

6407 
形上（６４） 

長崎（琴海）-（急）-718 

 

○ ○ 

6408 
形上（６５） 

長崎（琴海）-（急）-719 

 

○ ○ 

6409 
形上（６６） 

長崎（琴海）-（急）-720 

 

○ ○ 

6410 
形上（６７） 

長崎（琴海）-（急）-721 

 

○ ○ 

6411 
形上（６８） 

長崎（琴海）-（急）-722 
○ ○ 

6412 
形上（６９） 

長崎（琴海）-（急）-723 

 

○ ○ 

6413 
形上（７０） 

長崎（琴海）-（急）-724 

 

○ ○ 

6414 
形上（７１） 

長崎（琴海）-（急）-725 

 

○ ○ 

6415 
形上（７２） 

長崎（琴海）-（急）-726 

 

○ ○ 

6416 
形上（７３） 

長崎（琴海）-（急）-727 

 

 

○ ○ 

6417 
形上（７４） 

長崎（琴海）-（急）-728 

 

 

○ ○ 

6418 
形上（７５） 

長崎（琴海）-（急）-729 

 

○ ○ 

6419 
形上（７６） 

長崎（琴海）-（急）-730 

 

 

○ ○ 

6420 
形上（７７） 

長崎（琴海）-（急）-731 

 

○ ○ 

6421 
形上（７８） 

長崎（琴海）-（急）-732 

 

○ ○ 

6422 
形上（７９） 

長崎（琴海）-（急）-733 

 

○ ○ 

6423 
形上（８０） 

長崎（琴海）-（急）-734 

 

○ ○ 

6424 
形上（８１） 

長崎（琴海）-（急）-735 

 

 

○ ○ 

6425 
形上（８２） 

長崎（琴海）-（急）-736 

 

○ ○ 

6426 
形上（８３） 

長崎（琴海）-（急）-737 

 

○ ○ 

6427 
形上（８４） 

長崎（琴海）-（急）-738 

 

○ ○ 

6428 
形上（８５） 

長崎（琴海）-（急）-739 

 

○ ○ 

6429 
形上（８６） 

長崎（琴海）-（急）-740 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6430 

琴海形上町 

形上（８７） 

長崎（琴海）-（急）-741 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市琴海形上町 

1849-4 

琴海さざなみ会館 

171 

6431 
形上（８８） 

長崎（琴海）-（急）-742 

 

○ ○ 

6432 
形上（８９） 

長崎（琴海）-（急）-743 

 

○ ○ 

6433 
形上（９０） 

長崎（琴海）-（急）-744 

 

○ ○ 

6434 
形上（９１） 

長崎（琴海）-（急）-745 

 

○ ○ 

6435 
形上（９２） 

長崎（琴海）-（急）-746 

 

 

○ ○ 

6436 
形上（９３） 

長崎（琴海）-（急）-747 

 

 

○ ○ 

6437 
形上（９４） 

長崎（琴海）-（急）-748 

 

 

○ ○ 

6438 
形上（９５） 

長崎（琴海）-（急）-749 

 

 

○ ○ 

6439 
形上（９６） 

長崎（琴海）-（急）-750 

 

 

○ ○ 

6440 
形上（９７） 

長崎（琴海）-（急）-751 

 

 

○ ○ 

6441 
形上（９８） 

長崎（琴海）-（急）-752 

 

○ ○ 

6442 
形上（９９） 

長崎（琴海）-（急）-753 
○ ○ 

6443 
形上（１００） 

長崎（琴海）-（急）-754 

 

○ ○ 

6444 

琴海戸根原町 

戸根原（２） 

長崎（琴海）-（急）-755 

 

○ ○ 

長崎市長浦町3777-10 

社会福祉センター 
141 

6445 
戸根原（３） 

長崎（琴海）-（急）-756 

 

○ ○ 

6446 
戸根原（４） 

長崎（琴海）-（急）-757 

 

○ ○ 

6447 
戸根原（５） 

長崎（琴海）-（急）-758 

 

○ ○ 

6448 
戸根原（６） 

長崎（琴海）-（急）-759 

 

○ ○ 

6449 
戸根原（７） 

長崎（琴海）-（急）-760 

 

○ ○ 

6450 
戸根原（８） 

長崎（琴海）-（急）-761 

 

○ ○ 

6451 
戸根原（９） 

長崎（琴海）-（急）-762 

 

○ ○ 

6452 
戸根原（１０） 

長崎（琴海）-（急）-763 

 

○ ○ 

6453 
戸根原（１１） 

長崎（琴海）-（急）-764 

 

○ ○ 

6454 
戸根原（１２） 

長崎（琴海）-（急）-765 
○ ○ 

6455 
戸根原（１３） 

長崎（琴海）-（急）-766 
○ ○ 

風
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6456 

琴海戸根原町 

戸根原（１４） 

長崎（琴海）-（急）-767 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市長浦町3777-10 

社会福祉センター 
141 

6457 
戸根原（１５） 

長崎（琴海）-（急）-768 

 

 

○ ○ 

6458 
戸根原（１６） 

長崎（琴海）-（急）-769 

 

○ ○ 

6459 
戸根原（１７） 

長崎（琴海）-（急）-770 

 

○ ○ 

6460 
戸根原（１８） 

長崎（琴海）-（急）-771 

 

○ ○ 

6461 
戸根原（１９） 

長崎（琴海）-（急）-772 

 

○ ○ 

6462 
戸根原（２０） 

長崎（琴海）-（急）-773 

 

○ ○ 

6463 
戸根原（２１） 

長崎（琴海）-（急）-774 
○ ○ 

6464 
戸根原（２２） 

長崎（琴海）-（急）-775 

 

○ ○ 

6465 
戸根原（２３） 

長崎（琴海）-（急）-776 

 

○ ○ 

6466 
戸根原（２４） 

長崎（琴海）-（急）-777 

 

○ ○ 

6467 
戸根原（２５） 

長崎（琴海）-（急）-778 

 

○ ○ 

6468 
戸根原（２６） 

長崎（琴海）-（急）-779 

 

 

○ ○ 

6469 
戸根原（２７） 

長崎（琴海）-（急）-780 

 

 

○ ○ 

6470 
戸根原（２８） 

長崎（琴海）-（急）-781 

 

○ ○ 

6471 
戸根原（２９） 

長崎（琴海）-（急）-782 

 

 

○ ○ 

6472 

長浦町 

長浦（１） 

長崎（琴海）-（急）-783 

 

○ ○ 

6473 
長浦（２） 

長崎（琴海）-（急）-784 

 

○ ○ 

6474 
長浦（３） 

長崎（琴海）-（急）-785 

 

○ ○ 

6475 
長浦（４） 

長崎（琴海）-（急）-786 

 

○ ○ 

6476 
長浦（５） 

長崎（琴海）-（急）-787 

 

 

○ ○ 

6477 
長浦（６） 

長崎（琴海）-（急）-788 

 

○ ○ 

6478 
長浦（７） 

長崎（琴海）-（急）-789 

 

○ ○ 

6479 
長浦（８） 

長崎（琴海）-（急）-790 

 

○ ○ 

6480 
長浦（９） 

長崎（琴海）-（急）-791 

 

○ ○ 

6481 
長浦（１０） 

長崎（琴海）-（急）-792 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6482 

長浦町 

長浦（１１） 

長崎（琴海）-（急）-793 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市長浦町3777-10 

社会福祉センター 
141 

6483 
長浦（１２） 

長崎（琴海）-（急）-794 

 

○ ○ 

6484 
長浦（１３） 

長崎（琴海）-（急）-795 

 

○ ○ 

6485 
長浦（１４） 

長崎（琴海）-（急）-796 

 

○ ○ 

6486 
長浦（１５） 

長崎（琴海）-（急）-797 

 

○ ○ 

6487 
長浦（１６） 

長崎（琴海）-（急）-798 

 

 

○ ○ 

6488 
長浦（１７） 

長崎（琴海）-（急）-799 

 

 

○ ○ 

6489 
長浦（１８） 

長崎（琴海）-（急）-800 

 

 

○ ○ 

6490 
長浦（１９） 

長崎（琴海）-（急）-801 

 

 

○ ○ 

6491 
長浦（２０） 

長崎（琴海）-（急）-802 

 

 

○ ○ 

6492 
長浦（２１） 

長崎（琴海）-（急）-803 

 

 

○ ○ 

6493 
長浦（２２） 

長崎（琴海）-（急）-804 

 

○ ○ 

6494 
長浦（２３） 

長崎（琴海）-（急）-805 
○ ○ 

6495 
長浦（２４） 

長崎（琴海）-（急）-806 

 

○ ○ 

6496 
長浦（２５） 

長崎（琴海）-（急）-807 

 

○ ○ 

6497 
長浦（２６） 

長崎（琴海）-（急）-808 

 

○ ○ 

6498 
長浦（２７） 

長崎（琴海）-（急）-809 

 

○ ○ 

6499 
長浦（２８） 

長崎（琴海）-（急）-810 

 

○ ○ 

6500 
長浦（２９） 

長崎（琴海）-（急）-811 

 

○ ○ 

6501 
長浦（３０） 

長崎（琴海）-（急）-812 

 

○ ○ 

6502 
長浦（３１） 

長崎（琴海）-（急）-813 

 

○ ○ 

6503 
長浦（３２） 

長崎（琴海）-（急）-814 

 

○ ○ 

6504 
長浦（３３） 

長崎（琴海）-（急）-815 

 

○ ○ 

6505 
長浦（３４） 

長崎（琴海）-（急）-816 

 

○ ○ 

6506 
長浦（３５） 

長崎（琴海）-（急）-817 
○ ○ 

6507 
長浦（３６） 

長崎（琴海）-（急）-818 
○ ○ 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6508 

長浦町 

長浦（３７） 

長崎（琴海）-（急）-819 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市長浦町3777-10 

社会福祉センター 
141 

6509 
長浦（３８） 

長崎（琴海）-（急）-820 

 

 

○ ○ 

6510 
長浦（３９） 

長崎（琴海）-（急）-821 

 

○ ○ 

6511 
長浦（４０） 

長崎（琴海）-（急）-822 

 

○ ○ 

6512 
長浦（４１） 

長崎（琴海）-（急）-823 

 

○ ○ 

長崎市長浦町50-5 

琴海活性化センター 
120 

6513 
長浦（４２） 

長崎（琴海）-（急）-824 

 

○ ○ 

6514 
長浦（４３） 

長崎（琴海）-（急）-825 

 

○ ○ 

6515 
長浦（４４） 

長崎（琴海）-（急）-826 
○ ○ 

6516 
長浦（４５） 

長崎（琴海）-（急）-827 

 

○ ○ 

6517 
長浦（４６） 

長崎（琴海）-（急）-828 

 

○ ○ 

長崎市長浦町3777-10 

社会福祉センター 
141 

6518 
長浦（４７） 

長崎（琴海）-（急）-829 

 

○ ○ 

6519 
長浦（４８） 

長崎（琴海）-（急）-830 

 

○ ○ 

6520 
長浦（４９） 

長崎（琴海）-（急）-831 

 

 

○ ○ 

6521 
長浦（５０） 

長崎（琴海）-（急）-832 

 

 

○ ○ 

6522 
長浦（５１） 

長崎（琴海）-（急）-833 

 

○ ○ 

長崎市長浦町50-5 
琴海活性化センター 

120 

6523 
長浦（５２） 

長崎（琴海）-（急）-834 

 

 

○ ○ 

6524 
長浦（５３） 

長崎（琴海）-（急）-835 

 

○ ○ 

6525 
長浦（５４） 

長崎（琴海）-（急）-836 

 

○ ○ 

6526 
長浦（５５） 

長崎（琴海）-（急）-837 

 

○ ○ 

6527 
長浦（５６） 

長崎（琴海）-（急）-838 

 

○ ○ 

6528 
長浦（５７） 

長崎（琴海）-（急）-839 

 

 

○ ○ 

6529 
長浦（５８） 

長崎（琴海）-（急）-840 

 

○ ○ 

6530 
長浦（５９） 

長崎（琴海）-（急）-841 

 

○ ○ 

6531 
長浦（６０） 

長崎（琴海）-（急）-842 

 

○ ○ 

6532 
長浦（６１） 

長崎（琴海）-（急）-843 

 

○ ○ 

6533 琴海戸根原町 
野丸川 

長崎（琴海）-（土）-033 
○ ○ 

長崎市長浦町3777-10 

社会福祉センター 
141 
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6534 琴海戸根原町 
戸根原川 

長崎（琴海）-（土）-034 

令和5年 

8月29日 

第 562号 

○ ― 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市長浦町3777-10 

社会福祉センター 
141 

6535 

長浦町 

毛谷川（イ） 

長崎（琴海）-（土）-035 

 

○ ○ 

6536 
長浦川（ロ） 

長崎（琴海）-（土）-036 

 

○ ○ 

6537 
山ノ神頭川 

長崎（琴海）-（土）-037 

 

○ ○ 

6538 
長浦川 

長崎（琴海）-（土）-038 

 

○ ― 

6539 
毛谷川（ロ） 

長崎（琴海）-（土）-039 

 

 

○ ○ 

6540 
高尾下川 

長崎（琴海）-（土）-040 

 

 

○ ○ 

6541 
桜谷川 

長崎（琴海）-（土）-041 

 

 

○ ○ 

6542 
桜谷川（イ） 

長崎（琴海）-（土）-042 

 

 

○ ○ 

6543 
手崎川 

長崎（琴海）-（土）-043 

 

 

○ ― 

長崎市長浦町50-5 
琴海活性化センター 

120 6544 
藤ノ浦川 

長崎（琴海）-（土）-044 

 

 

○ ○ 

6545 

琴海形上町 

田ノ平川（ハ） 

長崎（琴海）-（土）-045 

 

○ ○ 

6546 
四戸ノ川 

長崎（琴海）-（土）-046 
○ ― 

長崎市琴海形上町 1849-4 

琴海さざなみ会館 
171 

6547 琴海尾戸町 
平床川（ロ） 

長崎（琴海）-（土）-047 

 

○ ○ 
長崎市琴海大平町 1743-39 

琴海北部研修センター 
388 

6548 

本河内４丁目 

本河内（６０） 

長崎-（急）-3663 
○ ○ 

長崎市本河内3丁目 

4-8 

本河内3丁目公民館 

64 

6549 
本河内（６１） 

長崎-（急）-3664 
○ ○ 

6550 
本河内（６２） 

長崎-（急）-3665 
○ ○ 

6551 
本河内（６３） 

長崎-（急）-3666 
○ ○ 

6552 
本河内（６４） 

長崎-（急）-3667 
○ ○ 

6553 
本河内（１７） 

長崎-（急）-3668 
○ ○ 

6554 
本河内（１８） 

長崎-（急）-3669 
○ ○ 

6555 
本河内（１９） 

長崎-（急）-3670 
○ ○ 

6556 
本河内奥山 

長崎-（急）-3671 
○ ○ 

6557 
本河内奥山 

長崎-（急）-3672 
○ ○ 

6558 
本河内（６５） 

長崎-（急）-3673 
○ ○ 

6559 
本河内奥山 

長崎-（急）-3674 
○ ○ 

風
水
害
‐
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番 

号 

所在地 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 警 戒 避 難 体 制 

箇  所  名 
箇 所 番 号 

告示年月日 
告 示 番 号 

警戒 
特別 
警戒 

行 政 機 関 
連絡責任者 

避難所（収容人員） 

6560 

本河内４丁目 

本河内（１６） 

長崎-（急）-3675 

令和5年 

8月29日 

第562号 

○ ○ 

長崎市 
防災危機管理

室長 
822－0480 

長崎市本河内3丁目 

4-8 

本河内3丁目公民館 

64 

6561 
本河内（６６） 

長崎-（急）-3676 
○ ○ 

6562 
奥山川（ル） 

長崎-（土）-800 
○ ○ 

6563 
妙相寺川 

長崎-（土）-801 
○ ○ 

6564 
奥山川（リ） 

長崎-（土）-802 
○ ○ 

6565 
奥山川（チ） 

長崎-（土）-803 
○ ○ 

6566 
奥山川（ト） 

長崎-（土）-804 
○ ○ 

6567 
奥山川（ヘ） 

長崎-（土）-805 
○ ○ 

6568 
奥山川（ホ） 

長崎-（土）-806 
○ ○ 

6569 
奥山川（ニ） 

長崎-（土）-807 
○ ○ 

6570 
奥山川（ハ） 

長崎-（土）-808 
○ ○ 

6571 
奥山川（ロ） 

長崎-（土）-809 
○ ○ 

6572 
奥山川（イ） 

長崎-（土）-810 
○ ○ 

6573 
奥山川（ヌ） 

長崎-（土）-811 
○ ○ 
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３-９ 長崎市内所在 港湾・漁港一覧 
別表 ５ 

（令和５年１２月現在） 

番号 港 名 主 な 指 定 状 況 管理者 避難港の摘要 備  考 

1 長 崎 港 特定港・地方重要港湾・開港検疫港 長崎県 港湾法避難港  

2 三 重 式 見 港 港則法適用港 長崎県   

3 脇 岬 港 港則法適用港・地方港湾 長崎県 港湾法避難港  

4 茂 木 港 港則法適用港・地方港湾 長崎県   

5 太 田 尾 港 地方港湾 長崎県   

6 伊 王 島 港 地方港湾 長崎県   

7 高 島 港 地方港湾 長崎県   

8 古 里 港 地方港湾 長崎県   

9 神 ノ 浦 港 地方港湾 長崎県   

10 池 島 港 地方港湾 長崎県   

11 小 口 港 地方港湾 長崎県   

12 東 望 港 港湾法56条港湾 長崎県   

13 長 崎 漁 港 特定第三種漁港 長崎県   

14 式 見 漁 港 第二種漁港 長崎県   

15 野 母 漁 港 第二種漁港 長崎県   

16 樺 島 漁 港 第二種漁港 長崎県   

17 相 川 漁 港 第一種漁港 長崎市   

18 かきどまり漁港 第一種漁港 長崎市   

19 深 堀 漁 港 第一種漁港 長崎市   

20 た ち ば な 漁 港 第一種漁港 長崎市   

21 沖 の 島 漁 港 第一種漁港 長崎市   

22 南 風 泊 漁 港 第一種漁港 長崎市   

23 蚊 焼 漁 港 第一種漁港 長崎市   

24 為 石 漁 港 第一種漁港 長崎市   

25 野 野 串 漁 港 第一種漁港 長崎市   

26 そ と め 漁 港 第一種漁港 長崎市   
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３-10 旅客船の事業所別保有数 
別表 １ 

（令和５年１２月現在） 

会 社 名 所在地 電 話 船  名 船質 
総トン数

（トン） 

旅客定員 

（人） 

速力 

(ﾉｯﾄ) 
備  考 

九 州 商 船 

株 式 会 社 

長崎市 

元船町 

16番12号 

822-9156 

椿 

万 葉 

ぺ が さ す 

ぺがさす２ 

シープリンセス 

シーエンジェル 

鋼 

〃 

軽合金 

〃 

〃 

〃 

1,599 

1,553 

 163 

 163 

123 

122 

 163 

482 

482 

257 

257 

140 

140 

19.4 

19.4 

43.0 

43.0 

30.0 

30.0 

 

五島産業汽船 

株 式 会 社 

長崎市 

元船町 

17番３号 

820-5588 

びっぐあーす 

 

Ｖアイランド 

軽合金 

 

〃 

 293 

 

58 

300 

 

79 

30.0 

 

29.0 

本社：南松浦郡新上五

島町鯛ノ浦郷209番地1 

（℡0959-42-3939） 

野 母 商 船

株 式 会 社 

長崎市 

元船町 

17番３号 

822-0121 

鷹 巣 

 

俊 寛 

アルミ

合金 

〃 

 124 

 

 124 

150 

 

140 

28.0 

 

28.0 

 

長崎ポート 

サ ー ビ ス 

株 式 会 社 

長崎市 

出島町 

２番13号 

826-0833 

う み と り 

や ま ど り 

い そ ど り 

お し ど り 

Ｆ.Ｒ.Ｐ. 

〃 

〃 

〃 

5トン未満 

〃 

〃 

〃 

36 

33 

33 

37 

13.0 

15.0 

13.0 

12.0 

 

やまさ海運 

株 式 会 社 

長崎市 

古町 

１番地 

822-5002 

 

マルベージャ 

マルベージャ3 

 

 

合金 

合金 

 

 

97 

96 

 

1.5h未満 225 

1.5h未満 224 

18.0 

18.0 

 
1.5h以上3h未満 220 
3.0h以上6h未満  92 
 
1.5h以上3h未満 221 
3.0h以上6h未満 172 

株 式 会 社

ユニバーサル 

ワーカーズ  

長崎市 

南山手町 

12番40号 

895-9300 J U P I T E R Ｆ.Ｒ.Ｐ 99 207 20.0  

株 式 会 社

シーマン商会 

長崎市 

丸尾町 

1番48号 

818-1105 
さ る く 号 

さるくⅡ号 

Ｆ.Ｒ.Ｐ. 

〃. 

17 

19 

47 

120 

16.0 

22.0 
 

有 限 会 社

高島海上交通 

長崎市 

高島町 

2706番 

895-8410 

ＢＬＡＣＫ 

ＤＩＡＭＯＮＤ 

竹 島 丸 

F R O N T I E R 

軽合金 

 

Ｆ.Ｒ.Ｐ 

軽合金. 

19 

 

19 

19 

196 

 

平水区域 59 

平水区域199 

23.0 

 

25.0 

25.0 

 

 

限定沿海区域  49 

限定沿海区域 158 
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３-11 取締船・巡視船等の船舶保有数 
別表 ２ 

（令和６年１２月現在） 

官 公 庁 名 所 在 地 電 話 船 名 船 質 
総トン数 

（トン） 
用 途 

馬力数 

（馬力） 

長 崎 県（水産部漁業取締室） 
長崎市多以良町 

1551－4 
860-1135 

お お と り 

か い お う 

は や ぶ さ 

な が さ き 

かいりゅう 

アルミ軽合金 

〃 

〃 

〃 

〃 

84 

 99 

 99 

 77 

 85 

漁業取締船 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

長崎県総合水産試験場 
長崎市多以良町

1551－4 
850-6293 鶴 丸 鋼 99 漁業調査船 1,300 

長 崎 市（消 防 局） 
長崎市興善町 

3－1 
822-0119 かくりゅう 鋼 19 消 防 艇 600×2 

長 崎 県 時 津 警 察 署 
西彼杵郡時津町

浦郷275－1 
881-0110 かみごとう 

アルミ 

合金 
19 警 備 艇 1106×2 

長 崎 税 関 
長崎市出島町 

1－36 
828-8611 さ い か い 

アルミ

軽合金 
65 監 視 艇  

長 崎 海 上 保 安 部 
長崎市松が枝町

7－29 
827-5134 

で じ ま 

ほ う お う 

こ う ば い 

の も か ぜ 

い き か ぜ 

鋼 

アルミ合金 

鋼 

〃 

〃 

1365.0 

231 

 26 

 26 

 26  

巡 視 船 

〃 

巡 視 艇 

〃 

〃 

 

長 崎 県（県立長崎鶴洋高等学校） 
長崎市末石町 

157－1 
871-5677 す い ら ん 

アルミ

軽合金 
19 漁業練習船 500×2 

長 崎 大 学 水 産 学 部 
長崎市文教町 

1－14 
819-2797 

長 崎 丸 

鶴 洋 丸 

鋼 

アルミ 

1,131 

155 

漁業練習及 

び 調 査 船 

1,000kw×2 

1,428×2 

長 崎 港 湾 漁 港 事 務 所 
長崎市万才町 

3－17 
822-1257 第三清海丸 鋼 15 海面清掃船 234×2 

国 立 研 究 開 発 法 人 

水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 

長崎市多以良町

1551－8 
860-1600 陽 光 丸 鋼 692 漁業調査船 2,500 

長 崎 市（水産センター） 
長崎市牧島町 

1619 
830-1131 

な が さ き 

あ じ さ い 

ま き し ま 

ＦＲＰ 

〃 

〃 

4.9 

1.7 

1.1 

作業･調査船 

〃 

〃 

80 

73kw 

20 
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３-12 漁業協同組合別漁船保有数 
別表 ３ 

（令和６年４月現在） 

漁  協  別 所  在  地 電 話 動力船 無動力 合 計 

新 三 重 漁 業 協 同 組 合 三重町348-7 850－2121 172 1 173 

み な と   〃 毛井首町１－158 878－5366 112 2 114 

茂  木   〃 茂木町2148－１ 836－0055 74 0 74 

たちばな   〃 戸石町1519－34 830－2236 285 0 285 

西彼南部   〃 伊王島町２丁目2047番地2 898-2825 127 5 132 

野母崎三和   〃 脇岬町3628－81 893－1131 346 1 347 

大 村 湾   〃 
（本所）時津町浦郷542－18

（長浦支所）長浦町2751-10 

882－2415 

885－2700 
768 0 768 

合                  計 1,884 9 1,893 

 

 

 

３-13 以西底曳漁船保有数 
別表 ４ 

（令和５年４月現在） 

会   社   名 所  在  地 電  話 保有隻数 

山 田 水 産 株 式 会 社 京泊町３丁目３－１ 850－4106 6 

長 運 水 産 株 式 会 社   〃 〃 4 

合                         計 10 
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３-14 特定非営利活動法人長崎県水難救済会長崎地区救助艇保有隻数 
別表 ５ 

（令和６年１２月現在） 

救 難 所 名 所   在   地 電  話 小型船 

三 重 救 難 所 京泊２丁目８－３ ８４１－０５６０ １３ 

稲 佐 救 難 所 旭町４－３ ８６１－３４０３ １８ 

小 菅 救 難 所 小菅町１ ８２２－３９８８ ３ 

毛 井 首 救 難 所 毛井首町５９ ８７８－９１３３ １１ 

野 母 崎 救 難 所 脇岬町３６２８－３７ ８９３－１３８８ １３ 

外 海 救 難 所 神浦江川町９３６・９４４合併番地 0959-24-0311 ３３ 
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３-15 福祉避難所一覧表 
別表 １ 

（令和６年12月15日現在） 

１ 特別養護老人ホーム 

番号 施 設 名 住  所 設置法人名 

1 なでしこ荘 西山台2丁目32-47 （福）長崎県済生会 

2 永寿園 以下宿町1912 （福）恵豊福祉会 

3 女の都山荘 女の都1丁目1597 （福）楽老会 

4 椿ケ丘荘 神浦丸尾町1553 （福）椿ケ丘 

5 長崎の家 小江原1丁目36-18 （福）崎陽会 

6 古賀の里 古賀町806-2 （福）恵仁会 

7 鶴舞苑 秋月町389-1 （福）長崎厚生福祉団 

8 びわの園 茂木町2222 （福）朋永会 

9 喜楽苑 竿浦町945 （福）清心会 

10 プライエム横尾 横尾3丁目26-1 （福）平成会 

11 サンハイツ 油木町65-14 （福）到遠会 

12 三和荘 布巻町792 （福）みのり会 

13 オレンジの丘 ダイヤランド3丁目31-8 （福）はづき会 

14 恵珠苑 田上2丁目15-12 （福）優輝会 

15 かたふち村 片淵3丁目500-2 （福）日輪会 

16 エルダーみずほ 岩屋町45-1 （福）実寿穂会 

17 いこいの園 牧野町2168-5 （福）神楽会 

18 牧島荘 牧島町9-1 （福）敬天会 

19 青葉苑 戸町4丁目7-17 （福）春風会 

20 ひこばえ 早坂町1180-7 （福）鳳彰会 

21 望星荘 岩屋町745-4 （福）新生会 

22 鶴舞苑Ⅱ 大谷町418-1 （福）長崎厚生福祉団 

23 橘の丘 春日町284-2 （福）日春会 

24 こえばる 小江原4丁目1-30 （福）秀峯会 

25 プレジールの丘 立山2丁目16-5 （福）樹陽会 

26 恵の丘(原爆） 三ツ山町139-5 （福）純心聖母会 

27 琴の浦荘 琴海戸根町743-47 （福）五蘊会 

28 もくれん 

 

戸石町1683 （福）春友会 

 

２ 養護老人ホーム 

番号 施 設 名 住  所 設置法人名 

1 恵の丘 三ツ山町139-2 （福）純心聖母会 

2 恵の丘（原爆） 三ツ山町139-5 （福）純心聖母会 

3 あいぎ荘 布巻町1490 （福）みのり会 

4 聖マルコ園 西出津町2235-3 （福）聖ヨハネ会 

5 日見やすらぎ荘 宿町616 （福）平成会 

6 なごみ荘 香焼町563-17 （福）幸和会 

7 ことのうみ 琴海村松町583-1 （福）豊寿会 
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３ 軽費老人ホーム 

番号 施 設 名 住  所 設置法人名 

1 ときわ荘 三ツ山町138-1 （福）純心聖母会 

2 老友荘 女の都1丁目1592 （福）楽老会 

3 日見微笑園 網場町492-15 （福）創生会 

4 ケアハウス横尾 横尾3丁目26-2 （福）平成会 

5 ケアハウスリエゾン長崎 江川町100-1 （福）春秋会 

6 ケアハウスさくらの里 三京町1532 （福）いわこ会 

7 ケアハウスひこばえの苑 早坂町1180-4 （福）鳳彰会 

8 ケアハウスかおり 三京町811-33 （福）カリタスの園 

9 ケアハウスみずほ 岩屋町45-1 （福）実寿穂会 

10 ケアハウス城山台ソラール 立岩町34-16 （福）長昌会 

11 ケアハウス稲佐の森 大谷町418-1 （福）長崎厚生福祉団 

12 ケアハウスびわの園 茂木町51-1 （福）朋永会 

 

４ 介護老人保健施設 

番号 施 設 名 住  所 設置法人名 

1 三原の園 三原1丁目8-35 （医）稲仁会 

2 シンフォニー稲佐の森 大谷町418-1 （福）長崎厚生福祉団 

3 エスポアールそとめ 上黒崎町2201-3 （福）日浦会 

4 ハーモニーガーデン 網場町492-13 （福）友誼会 

5 中の里 古賀町815-2 （医）和仁会 

6 ナーシングケア横尾 横尾3丁目26-2 （福）平成会 

7 サンブライト愛宕 愛宕4丁目14-2 （医）博和会 

8 みどりの里 布巻町165-1 （医）清潮会 

9 にしきの里 錦2丁目1-1 （医）友愛会 

10 東長崎ナーシングホーム 東町1893-5 （福）扶早会 

11 ダイヤランド崎望館 ダイヤランド3丁目31-3 （医）蘭佑会 

12 シンフォニー稲佐の森Ⅱ 大谷町418-1 （福）長崎厚生福祉団 

13 コスモスガーデン桜の里 さくらの里2丁目27-28 （医）秋桜会 

14 サンブライト愛宕Ⅱ 愛宕4丁目11-1 （医）博和会 

15 カリタス 新牧野町132－1 （宗）カトリック 

 

５ 障害者施設 

番号 施 設 名 住  所 設置法人名 

1 三和みのり園 布巻町1477 （福）みのり会 

2 サントピア学園 松原町728-2 （福）あいわ会 

3 サンビレッジ 田中町279-44 （福）ゆうわ会 

4 虹が丘学園 岩屋町746-5 （福）新生会 

5 潮見が丘学園 潮見町567-17 （福）橘会 

6 第二みのり園 布巻町1471-1 （福）みのり会 

7 ながさきワークビレッジ 西山4丁目610 （福）ゆうわ会 

8 長崎リハビリテーション 松崎町1491-1 （福）友愛会 

9 長崎市障害福祉センター 茂里町2-41 長崎市 
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６ 地域密着型特別養護老人ホーム 

番号 施 設 名 住  所 設置法人名 

1 日見あけぼの荘 宿町616-1 （福）平成会 

2 アスカ みなと坂1丁目5-1 （福）小榊アスカ福祉会 

3 みぎわほーむ 片淵1丁目13番地27 （福）白之会 

4 山の木 横尾5丁目9-18 （福）恵愛会 

5 こくら庵 興善町5-1 （福）照善会 

6 喜楽苑こもれ陽 竿浦町923-1 （福）清心会 

7 サンハイツ青山中央 青山町14-1 （福）致遠会 

8 サンク・ド・滑石 滑石5丁目5-5 （福）実寿穂会 

9 みえ愛の郷 三京町811-16 （福）長崎愛心会 

10 なの花 さくらの里2丁目27-22 （福）春幸会 

11 モン・サン・ノールながさき 豊洋台1丁目3-11 （福）啓正会 

12 南陽の丘 蚊焼町649-3 （福）南陽会 

13 寿限無 琴海村松町704-3 （福）せいひ会 

 

７ 有料老人ホーム 

番号 施 設 名 住  所 設置法人名 

1 介護付有料老人ホーム よつば 滑石5丁目9番51号 （福）クローバー 

 

８ デイサービスセンター 

番号 施 設 名 住  所 設置法人名 

1 デイサービスセンター平木場荘 中里町2289 （福）喜老会 

2 デイサービスセンター古賀山荘 古賀町806-2 （福）恵仁会 
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３-16 一時滞在施設一覧表 

 
表１ 

  番号 施  設  名 所  在  地 構造  

１ 長崎スタジアムシティ 長崎市幸町７番１号 鉄骨鉄筋コンクリート造 
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３-17 消防局災害対策本部の編成及び所掌事務 
別表１ 

 

 

 

 

班 名 班 長 所   掌   事   務 

消 防 

総 務 班 
総務課長 

⑴ 関係機関との連絡調整に関すること。 

⑵ 職員及び団員の救護に関すること。 

⑶ 各班の連絡調整に関すること。 

⑷ 緊急物資、資器材及び非常食の調達に関すること。 

⑸ 車両等の借上げ及び燃料調達に関すること。 

⑹ 公有財産の管理に関すること。 

本 

部 

長
（
消

防

局

長
） 

副
本
部
長
（
消
防
局
次
長
） 

  
予 防 

調 査 班 
予防課長 

⑴ 広報資料の収集に関すること。 

⑵ 火災等関係の広報に関すること。 

⑶ 被害情報の収集に関すること。 

⑷ 被害状況の集計及び記録の作成に関すること。 

⑸ 気象予報警報及び各種情報の受信伝達に関すること。 

⑹ 危険物又はその施設等の指導に関すること。 

⑺ 危険物災害の状況把握及びその対策に関すること。 

⑻ 消防署が行う火災調査の支援に関すること。 

⑼ 火災に係るり災証明の発行に関すること。 

⑽ 火災、その他の災害現場の情報に関すること。 

  

警 防 班 警防課長 

⑴ 総合的な火災等の対策の推進及び連絡調整に関すること。 

⑵ 職員、団員の非常招集及び配置に関すること。 

⑶ 消防隊の警戒配置に関すること。 

⑷ 火災等活動方針の決定に関すること。 

⑸ 対策本部の開設に関すること。 

⑹ 救急救助に関すること。 

⑺ 医療機関等との連絡調整に関すること。 

⑻ 長崎県防災航空隊等との連絡調整に関すること。 

⑼ 長崎県広域消防応援隊及び緊急消防援助隊に関すること。 

⑽ 機械器具の整備配置に関すること。 

⑾ 特殊作業車の配備に関すること。 

指 令 班 指令課長 
⑴ 消防隊の出動指令に関すること。 

⑵ 消防通信の運用及び統制に関すること。 
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３-18 消防署警備本部の編成及び所掌事務 
別表２ 

  隊 名 大 隊 長 担 当 所   掌   事   務 

  

消 防 大 隊 
警 防 １ 課 長 

警 防 ２ 課 長 

情報収集担当 

⑴ 火災等情報の収集及び連絡に関すること。 

⑵ 車両等の借上げに関すること。 

⑶ 火災等関係の広報に関すること。 

⑷ 広報資料の収集に関すること。 

本 

部 

長
・（
消 

防 

署 

長
） 

 

 

警 防 担 当 

⑴ 警備本部の統制的運用に関すること。 

⑵ 火災等の現場における関係機関との連絡調整に関

すること。 

⑶ 署員の非常招集及び配置に関すること。 

⑷ 警備本部の編成及び防ぎょ活動に関すること。 

⑸ 警戒区域の設定及びこれに基づく措置に関するこ

と。 

⑹ 人命救助に関すること。 

⑺ 避難の勧告若しくは指示又は誘導に関すること。 

⑻ 現場指揮本部の開設に関すること。 

⑼ 警備本部の運用に関すること。 

⑽ 火災の原因及び損害の調査に関すること。 

⑾ その他警防救急に関すること。 
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３-19 消防団隊の編成及び所掌事務 
別表３ 

 
 

 

方面隊及び担当長 地区及び担当長 団　　　名 所　　　掌　　　事　　　務

団　　本　　部 広域支援分団

東長崎地区

副団長

東方面隊 日見地区

方面隊長 副団長

茂木地区

副団長

稲佐地区 第18分団～第23分団

副団長 旭町水上分団

福田地区

副団長

式見地区

西方面隊 副団長

方面隊長 三重地区

副団長

外海地区

副団長

琴海地区

副団長

梅香崎地区 第12分団～第17分団

副団長 戸町水上分団

土井首地区 第36分団、第37分団

副団長 土井首水上分団

深堀地区

副団長

南方面隊 香焼地区

方面隊長 副団長

伊王島地区

副団長

高島地区

副団長

野母崎地区

副団長

三和地区

副団長

北方面隊 中央地区

方面隊長 副団長

(1)　団員の非常招集に関すること。
(2)　火災防ぎょ及び人命救助に関すること。
(3)　警戒区域の設定及び飛火警戒に関すること。
(4)　管内住民への情報の伝達、避難の勧告、若し
　　くは指示又は誘導に関すること。
(5)　管内の警戒巡回に関すること。

第28分団～第30分団

第31分団

第32分団～第35分団

消

防

団

長

第24分団、第25分団

第26分団、第27分団

第40分団～第42分団

第48分団～第52分団

第53分団～第55分団

第１分団～第11分団

第56分団～第60分団

第61分団～第66分団

第38分団、第39分団

第43分団～第45分団

第46分団

第47分団
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３-20 消防資機材等 
別 添 

 

令和6年12月現在 

 

 

１ 消防車両等の配置状況 

 

２ 消防自動車等の経過年数 

 

３ 特殊車両等の配置状況 

 

４ 化学消火薬剤等備蓄の状況 

 

５ 特殊機器の保有状況 

 

６ 消防水利の現況 
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１ 消防車両等の配置状況 

種  別 
 
 
 
 
 
 
 
所 属 別 

車

両

合

計 

 小

型

動

力

ポ

ン

プ 

ポ
ン
プ
車 

（
Ｃ
ＤⅠ

） 

水

槽

付

ポ

ン

プ

車 

は

し

ご

自

動

車 

化

学

消

防

車 

救

助

工

作

車 

指

揮

調

査

車 

救

急

自

動

車 

高

規

格

救

急

車 

消

防

艇 

査

察

広

報

車 

人

員

搬

送

車 

資

機

材

搬

送

車 

重
機
・
重
機
搬
送
車 

燃

料

補

給

車 
積

載

車 

そ

の

他 

合 計 225 57 3 4 1 4 8 1 18 1 7 1 2 1 1 111 5 111 

消 防 局 ・ 署 （ 計 ） 79 22 3 4 1 4 8 1 18 1 7 1 2 1 1  5  

消
防
局 

総 務 課 1      1            

予 防 課 3          2      1  

警 防 課 7          1 1 2 1 1  1  

中 

央 

消 

防 

署 

本 署 9  1 1  1 2  2  1      1  

松 が 枝 出 張 所 2 1       1          

飽 の 浦 出 張 所 2 1       1          

小 島 出 張 所 1 1                 

矢 上 出 張 所 3 1  1     1          

茂 木 出 張 所 1 1                 

北 
 
 

消 
 
 

防 
 
 

署 

本 署 9  1 1  1 2  2  1      1  

浦 上 出 張 所 1 1                 

滑 石 出 張 所 1 1                 

小 江 原 出 張 所 1 1                 

三 重 出 張 所 2 1       1          

浜 田 出 張 所 3 1       1  1        

琴 海 出 張 所 2 1       1          

式 見 派 出 所 1 1                 

神 浦 出 張 所 2 1       1          

池 島 派 出 所 1 1                 

南 

消 

防 

署 

本 署 9 1  1 1 1 2   1 1      1  

土 井 首 出 張 所 2 1       1          

三 和 出 張 所 2 1       1          

野 母 崎 出 張 所 2 1       1          

高 島 出 張 所 2 1      1           

非 常 用 車 両 （ 常  備 ） 10 3 1   1 1  4          

消 防 団 145 34              111  111 

非 常 用 車 両 （ 非 常 備 ） 1 1                 
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２ 消防車両等の経過状況  

 
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

未 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以

満 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上

15 15 20 17 15 17 18 20 27 23 16 13 21 6 5 6 6 2 8 10 11 13 6 9 10 7 336

ポンプ車(ＣＤ－Ⅰ) 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 19

水槽付ポンプ車 1 1 2

は し ご 自 動 車 1 1 1 1 4

化 学 消 防 車 1 1

救 助 工 作 車 1 1 1 3

指 揮 調 査 車 1 1 1 1 1 1 1 7

救 急 自 動 車 1 1

高 規 格 救 急 車 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 14

消 防 艇 1 1

査 察 広 報 車 1 1 1 1 1 1 1 7

人 員 搬 送 車 1 1

資 機 材 搬 送 車 1 1 2

重機・重機搬送
車

1 1

燃 料 補 給 車 1 1

そ の 他 1 1 1 1 1 5

2 2 5 4 3 5 5 3 4 6 7 4 4 0 2 3 2 1 0 0 2 0 0 1 3 1 69

非 常 用 車 両 1 1 2 1 1 3 1 10

ポンプ車(ＣＤ－Ⅰ) 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 34

積 載 車 5 6 6 6 6 5 6 7 10 5 3 3 7 1 1 1 1 2 3 3 5 2 7 6 4 111

7 7 8 7 6 7 7 9 12 9 5 5 9 3 1 1 1 1 2 5 4 7 3 7 7 5 145

非 常 用 車 両 1 1

6 6 6 6 6 5 6 7 11 8 4 4 6 2 2 2 3 6 5 5 5 111

0

合
　
　
　
計

合       　　 計

消

防

局

・

消

防

署

小 計

消
　
防
　
団

小 計

小型動力ポンプ

予備(小型動力ポンプ)

使用年数

車 種

使用年数

車 種

68 
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３ 特殊車両等の配置状況 

車両等別 配   置 社 名 年 式 登録年月日 
エンジン ポンプ 

備考 
種別 出力 社名 級別 

はしご自動車 
（３８ｍ級） 中央はしご小隊 日 野 H28 H28.9.26 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 

8.86 
ﾘｯﾄﾙ 

  ﾓﾘﾀ 

はしご自動車 
（３０ｍ級） 

北はしご小隊 日 野 H23 H23. 2.14 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8.86 
ﾘｯﾄﾙ 

  ﾓﾘﾀ 

はしご自動車 
（３０ｍ級） 南はしご小隊 日 野 H24 H24.10.25 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 

8.86 
ﾘｯﾄﾙ 

  ﾓﾘﾀ 

はしご自動車 
（３０ｍ級） 矢上はしご小隊 

ﾆｯｻﾝ 
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ H15 H15. 2. 6 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 

21.20 
ﾘｯﾄﾙ 

  日機 

化学消防車 
（ Ⅳ 型 ） 

南第１小隊 日 野 H21 H21. 1.19 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 8.86 
ﾘｯﾄﾙ 

モリタ A－1  

救助工作車 
（ Ⅲ 型 ） 高度救助隊 日 野 H24 H24. 2.23 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 

6.40 
ﾘｯﾄﾙ 

  ﾃｲｾﾝ 

救助工作車 
（ Ⅲ 型 ） 南特別救助小隊 日 野 H18 H18. 2.24 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 

6.40 
ﾘｯﾄﾙ 

  日機 

救助工作車 
（ Ⅲ 型 ） 

中央特別救助小隊 三 菱 H30 H30. 1.19 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 6.40 
ﾘｯﾄﾙ 

  ﾓﾘﾀ 

消防艇 南第１小隊 ― H 7 H 7. 2. 9 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 600ps 
×2 

浪速 6,500㍑ 
×2基/分 

長崎 
造船 

 
 
 

４ 化学消火薬剤等備蓄の状況 

 

種      別 消防局 中央署 北 署 南 署 合 計 

水成膜泡消火薬剤 0 ㍑ 0 ㍑ 0 ㍑ 700 ㍑ 700 ㍑ 

３％界面活性系泡消火薬剤 0 ㍑ 568 ㍑ 1,009 ㍑ 2,400 ㍑ 3,977 ㍑ 

油処理剤 0 ㍑ 32 ㍑ 283 ㍑ 162 ㍑ 769 ㍑ 

油吸着マット 0 枚 221 枚 292 枚 255 枚 768 枚 
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５ 特殊機器の保有状況 

分類 種        類 合 計 中央署 
北   署 

南 署 
市 内 受託町 

一般用救助器具 

か ぎ 付 き は し ご 11 6 4  1 

三 連 は し ご 22 7 8 1 6 

金属製折りたたみはしご又はワイヤーはしご 13 3 5  5 

空 気 式 救 助 マ ッ ト 3 1 1  1 

救 命 索 発 射 銃 3 1 1  1 

サバイバースリング又は救助用縛帯 17 6 5  6 

平 担 架 3 1 1  1 

重量物排除器具 

油 圧 ジ ャ ッ キ 5 2 2  1 

油 圧 ス プ レ ッ ダ ー 3 2 1   

可 搬 ウ イ ン チ 5 2 1  2 

マ ン ホ ー ル 救 助 器 具 4 2 1  1 

マ ッ ト 型 空 気 ジ ャ ッ キ 6 1 2 1 2 

大 型 油 圧 ス プ レ ッ ダ ー 8 1 3 1 3 

救 助 用 支 柱 器 具 2  1  1 

チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク 4 2 1  1 

切断用器具 

油 圧 切 断 機 3 1 1  1 

エ ン ジ ン カ ッ タ ー 27 9 11 1 6 

ガ ス 溶 断 機 0 0 0 0 0 

チ ェ ー ン ソ ー 24 8 10 1 5 

鉄 線 カ ッ タ ー 47 17 19 2 9 

空 気 鋸 5 2 2  1 

大 型 油 圧 切 断 機 8 1 3 1 3 

コンクリート・鉄筋切断機用チェーンソー  3 1 1  1 

破壊器具 

万 能 斧 50 18 17 2 13 

ハ ン マ ー 13 5 6 0 2 

携 帯 用 コ ン ク リ ー ト 破 壊 器 具 3 1 1 0 1 

削 岩 機 3 1 1 0 1 

ハ ン マ ド リ ル 5 2 2 0 1 

検知・測定器具 

生 物 剤 検 知 器 2 0 0 0 2 

可 燃 性 ガ ス 測 定 器 44 14 16 2 12 

有 毒 ガ ス 測 定 器 54 18 22 2 12 

酸 素 濃 度 測 定 器 42 13 15 2 12 

放 射 線 測 定 器 123 42 38 0 43 

呼吸保護用器具 

空 気 呼 吸 器 123 43 42 4 34 

酸 素 呼 吸 器 12 3 4  5 

簡 易 呼 吸 器 8 2 3  3 

防 塵 マ ス ク 400 153 148 18 81 

送 排 風 機 5 1 2  2 
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分類 種        類 合 計 中央署 
北   署 

南 署 
市 内 受託町 

隊員保護用器具 

耐 電 手 袋 23 10 8  5 

耐 電 衣 14 4 4  6 

耐 電 ズ ボ ン 14 4 4  6 

耐 電 長 靴 21 10 7  4 

携 帯 警 報 機 117 45 34 4 34 

化 学 防 護 服 56 9 14  33 

陽 圧 式 化 学 防 護 服 18 4 4  10 

放 射 線 防 護 服 8 2 2  4 

除染用器具 
除 染 シ ャ ワ ー 2    2 

除 染 剤 散 布 器 2    2 

水難救助用器具 

潜 水 器 具 8 8    

救 命 胴 衣 164 68 45 6 45 

水 中 投 光 器 6 6    

救 命 浮 環 49 18 19 2 10 

山岳救助用器具 
登 山 器 具 一 式      

バ ス ケ ッ ト 担 架 16 8 3  5 

検索用器具 簡 易 画 像 探 索 器 1 1 0   

高度救助用器具 

画 像 探 索 器 3  2  1 

地 中 音 響 探 索 機 1  1   

熱 画 像 直 視 装 置 6 2 2  2 

夜 間 用 暗 視 装 置 1 0 1   

地 震 警 報 器 1  1   

その他の器具 

投 光 器 一 式 37 15 14 1 7 

携 帯 投 光 器 71 31 23 7 10 

携 帯 拡 声 器 49 19 20 1 9 

携 帯 無 線 機 203 72 76 7 48 

車 両 移 動 器 具 3 1 1  1 

発 電 機 10 5 3  2 

救急器具 

自 動 体 外 式 除 細 動 器 35 13 13 2 7 

自 動 式 心 肺 蘇 生 装 置 14 5 5 1 3 

人 工 呼 吸 一 式 15 5 5 1 4 

患 者 監 視 装 置 15 5 5 1 4 

血 中 酸 素 飽 和 度 測 定 器 21 7 6 1 7 

ス ク ー プ ス ト レ ッ チ ャ ー 28 10 9 1 8 

バ ッ ク ボ ー ド 44 15 15 2 12 
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６ 消防水利の現況 

（１） 消火栓 

区        分 合      計 基準適合 基 準 外 

消 

火 

栓 

公 

設 

１５０mm以上  1,592  1,525  67  

１５０mm未満 2,302  794 1,508  

小         計 3,894  2,319  1,575  

私 

設 

１５０mm以上 7  7  0  

１５０mm未満 226  2  224  

小         計 233  9  224  

合               計 4,127  2,328  1,799  

 

（２） 防火水槽 

区        分 合      計 給水装置設置数 基準適合 基 準 外 

防 

火 

水 

槽 

公 

設 

１００t 以上 20 15  20  0  

４０t以上１００t未満 843 752  831  12  

２０ｔ以上４０t未満 434 395  370  64  

２０ｔ未満 20 17  64  16  

小        計 1,317 1,179  1,227  90  

私 

設 

１００t 以上 8 4  7  1  

４０t以上１００t未満 114 93  112  2  

２０ｔ以上４０t未満 75 59  55  20  

２０ｔ未満 1 0  0  1  

小        計 198 156  174  24  

合               計 1,515  1,335  1,401  114  

☆防火水槽のうちの二次製品防火水槽数 

種    別 合    計 公 設 私 設 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製 459  360  99  

鋼     製 28  25  3  

Ｆ Ｒ Ｐ 製 20  20  0  

合      計 507  405  102  

 

（３） その他の水利 

区    分 合    計 基準適合 基準外 

ﾌﾟｰﾙ(学校ﾌﾟｰﾙ含む） 94  62  32  

井           戸 4  0  4  

池  ･  泉  水 22  10  12  

堤 4  1  3  

そ の 他 22  3  19  

合            計 146  76  70  

 

（４） 令和2年度の消防水利整備状況  （ ）内は、開発行為による設置。 

区    分 新    設 撤    去 

消 火 栓 
公    設 4  ( 4) 公    設 7  

私    設 0 ( 0) 私    設 0  

防 火 水 槽 
公    設 6  ( 5) 公    設 0  

私    設 0  ( 0) 私    設 0  

合 計   10 (  9)   7  

※ 私設消防水利のうち指定消防水利は、７０箇所 

 ※ 消防水利の「基準適合」とは、取水可能水量が毎分１立方メートル以上、かつ連続４０分以上の取水能力を

有するものをいう。 
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３-21 長崎市消防局防災業務実施要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、長崎市地域防災計画に定める消防計画を円滑かつ効果的に実施するため、

長崎市消防局災害対策本部（以下「局災害対策本部」という。）及び消防署警備本部（以下

「署警備本部」という。）並びに消防団隊の配備体制、配備基準その他必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 （配備体制等） 

第２条 地震、台風、大雨、その他気象状況による災害（以下「自然災害」という。）の発生が

予想される場合又は発生した場合の配備体制及び配備基準は別表のとおりとする。 

 （非常招集） 

第３条 自然災害時における消防職員及び消防団員の非常招集は、地域防災計画及び長崎市消

防局警防業務規程（以下「警防業務規程」という。）に定めるもののほか、次のとおりとす

る。 

（1）局災害対策本部長（以下「対策本部長」という。）は、局災害対策本部第３配備の災害が

発生した場合、応急的な初期活動を行うため、消防署所の近隣に居住する職員を招集する

ものとする。 

（2）勤務以外の職員は、各配備体制をとることが予想されるときは、特別の事由がある場合

を除き、原則として自宅待機とし、自主的に局対策本部又は署警備本部へ連絡を行い情報

収集に努めるものとする。 

（3） 消防団員の招集は、対策本部長から消防団長への招集指示の後、局災害対策本部の指令

に基づき分団又は部ごとに行う。ただし、特に緊急を要する場合は、団長又は副団長（団

長又は副団長に連絡のいとまがない場合は分団長）が直接必要な団員を招集することがで

きることとし、この場合速やかに局災害対策本部へ報告しなければならない。 
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（通信連絡及び情報の収集） 

第４条 自然災害等により交通及び有線通信が途絶し、防災活動に支障が生じるおそれがある

場合は、地区の防災活動の確保を図るため、本部長が必要と認める警戒拠点に無線機その他

の必要機器を配備するとともに警戒要員を配置する。 

２ 次に掲げる場合、局災害対策本部との連絡調整を行うため、職員を派遣することとする。 

（1）長崎市災害対策本部が設置されたとき 

（2）長崎県に緊急消防援助隊の調整本部が設置されたとき 

（3）消防事務受託町に災害対策本部が設置されたとき 

(4) その他本部長が必要と認めるとき 

（出動隊の指定） 

第５条 局災害対策本部設置時における出動隊の指定は次のとおりとする。 

（1）火災、救助、救急出動は、警防業務規程に定める出動計画による。 

（2）前号を除く出動における出動隊の指定は、原則として指令班長が行う。 

（3）災害規模の拡大により、指令班長による出動隊の指定が困難であると判断されるときは、

対策本部長又は警防班長が決定する。 

（4）対策本部長は、災害の規模により必要と認めるときは、署隊の指定を管轄する警備本部

へ委任することができる。 

（5）長崎市災害対策本部からの出動要請に関するものは、警防班が受信し指令班へ送付する。 

 （解散） 

第６条 局災害対策本部及び署警備本部の解散は、災害及び気象の状況を勘案して、対策本部

長が指示する。 
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 （担当職員の指名） 

第７条 次の表の左欄に掲げる者は、地域防災計画に定める分掌事務を行うため、同表右欄に

掲げる職員をあらかじめ指名し、対策本部長へ報告しなければならない。これを変更したと

きも同様とする。 

 

指名者 業務 

局災害対策本部各班長 局災害対策本部の各業務要員   

消防総務班長及び予防調査班長 １１９受信要員（指令班を除く）  

警備本部長 警備本部、予備小隊及び第４条に定める警戒拠点要員  

（訓練） 

第８条 対策本部長は、自然災害発生に備え、局災害対策本部及び署警備本部各班の分掌事務

の確認及び運用の習熟を図るため、年１回以上訓練を行うこととする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年５月１０日から施行する。 

 （関係例規の廃止） 

２ 次に掲げる要領等は、廃止する。 

（1）長崎市消防局防災業務実施要綱細則（平成１１年９月２０日付 消警第２５１号） 

（2）長崎市消防局災害対策本部事務処理要領（平成８年５月１５日付 消警第８１号） 

（3）長崎市消防局災害対策本部事務処理要領の暫定運用（平成１９年２月２８日付 消警第

４４８号） 
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３-22 長崎市地域防災計画に定める要配慮者利用施設の選定方針 
 

１ 経緯及び基本的な考え方 

 平成 16 年 7 月新潟・福島豪雨をはじめ東日本大震災等、近年、要配慮者利用施設の被災が目立っている

ことから「水防法」、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以下土砂災害防

止法という）及び「津波防災地域づくりに関する法律」によって、浸水害や土砂災害などの警戒区域内に位

置する要配慮者利用施設で、利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設については、市町村地

域防災計画に名称及び所在地を定めることとされている。 

このため、長崎市においても該当する要配慮者利用施設を選定する必要があるが、選定にあたっては、予

想される浸水や施設の構造、利用状況等の地域の実情を踏まえて各市町村長等において個別具体的に判断し

ていくこととされていることから、次のとおり、選定方針を定めて該当する施設を選定するものとする。 

 

（１）要配慮者とは 

長崎市地域防災計画（第 3 章第 26 節）で、災害時において、すばやい情報入手や行動が困難な立場

にある人として、高齢者、障害者、難病者、妊産婦及び乳幼児、日本語が不慣れな外国人等と規定。 

（２）要配慮者利用施設とは 

水防法（第 15 条第 1 項第 4 号）及び土砂災害防止法（第 8 条第 1 項第 4 号）で、社会福祉施設、学

校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設と規定。 

 

２ 選定方針 

利用状況や想定される被害状況や施設の構造などの実情を踏まえて、対象の施設を選定するために、次の

「（１）利用者の区分」及び「（２）立地・階層・構造」２つの項目に該当する施設を選定する。 

 

（１）利用者の区分 

円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある利用者を次に挙げるものとし、主にその対象者に対して、

施設内でサービスを提供することを目的とした施設を対象施設とする。 

ア 長崎市地域防災計画で定める要配慮者 

高齢者、障害者、難病者、妊産婦、乳幼児及び日本語が不慣れな外国人等、すばやい情報入手や

行動が困難な立場にあるため 

イ 小中学校生 

教職員等の指示のもとに集団行動をとることになり、避難に時間がかかることが想定されるため 

ウ 加療を要するもの 

疾病や負傷により、すばやい避難行動ができないため 
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利用者の区分 対象となる施設 (例 示) 

高 齢 者 

介護老人保健施設 

有料老人ホーム 

老人デイサービスセンター 

介護医療院 

軽費老人ホーム 

老人福祉センター 

サービス付き高齢者向け住宅 

特別養護老人ホーム 

老人短期入所施設 

小規模多機能型居宅介護事業施設 

認知症対応型老人共同援助事業施設 

生活支援ハウス 

老人憩の家 

養護老人ホーム 

障 害 者 

共同生活援助施設 

就労移行支援施設 

障害児入所施設 

身体障害者福祉センター 

短期入所施設 

放課後等デイサービス施設 

児童発達支援施設 

就労継続支援施設 

自立訓練施設 

生活介護施設 

地域活動支援センター 

救護施設 

乳 幼 児 

小中学校生 

小学校 

児童自立支援施設 

母子生活支援施設 

児童厚生施設代替施設 

認可外保育所 

認定こども園 

放課後児童クラブ 

中学校 

児童養護施設 

児童厚生施設 

小規模保育施設 

認可保育所 

幼稚園 

 

難 病 者 

妊 産 婦 

加療を要するもの  

病院、診療所(歯科を除く)、助産所、助産施設 

日本語が不慣れな 

外 国 人 
国際ターミナル 
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（２） 立地・階層・構造 

津波・浸水・土砂の各種災害で想定される被害状況と施設の立地・階層・構造をもとに、実質的に

災害の影響を受ける施設を選定する。 

ア 津波による浸水害の場合 

国土交通省水管理・国土保全局「水害ハザードマップ作成の手引き」では、浸水の程度が３メー

トル未満の場合は、水位が２階まで到達しないとされていることから、１階の施設のみ対象とし、

２階以上にある施設は災害の影響が少ないため対象としない。 

ただし、長崎県地震等防災アセスメント調査報告書により、１メートル以上の津波による浸水の

場合は、木造の施設は部分破壊が起こるとされていることから、浸水の程度が１メートル以上の場

合には、木造の施設は、階層に関わらず全て対象とする。 

なお、長崎市では、３メートルを超える浸水想定区域は海岸部のみのため、該当する施設はない。 

イ 洪水による浸水害の場合 

国土交通省水管理・国土保全局「水害ハザードマップ作成の手引き」では、浸水の程度が３メー

トル未満の場合は、水位が２階まで到達しないとされていることから、１階の施設のみ対象とし、

２階以上にある施設は災害の影響が少ないため対象としない。 

浸水の程度が３メートル以上５メートル未満の場合は、２階の施設まで対象とし、３階以上にあ

る施設は対象としない。 

なお、長崎市では、５メートルを超える浸水想定区域は河川流域付近のみのため、該当する施設

はない。 

ウ 土砂災害の場合 

土砂災害においては、階層や構造に関わらず災害の影響があることから、警戒区域内にある施設

は、すべて対象とする。 

 

  【参考】対象施設数 令和６年 12 月現在  

 

津 波 洪 水 土 砂 

浸水の
程度 
(想定) 

材質 
構造 

指定する階層 
対象 
施設
数 

浸水の
程度 

(想定) 

材質 
構造 

指定する階層 
対象 
施設
数 

土砂災
害の規
定 

材質 
構造 

指定する階層 
対象 
施設
数 

1.00ｍ
未満 

木造・
非木造 

対象 １階 
47 
施設 

3.00ｍ
未満 

木造・
非木造 

対象 １階 
174 
施設 

土砂災
害警戒
区域 

木造・
非木造 

対象 
階層に
関わら
ず全て 

379 
施設 

1.00ｍ
以上 
～ 

3.00ｍ
未満 

木造 対象 
階層に
関わら
ず全て 

0 
施設 

3.00ｍ
～ 

5.00ｍ
未満 

木造・
非木造 

対象 
１階及
び２階 

3 
施設 

土砂災
害特別
警戒区
域 

木造・
非木造 

対象 
階層に
関わら
ず全て 

104 
施設 

非木造 対象 １階 
1 

施設 

合計施設数 
48 
施設 

合計施設数 
177 
施設 

合計施設数 
483 
施設 
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３-23 洪水浸水想定区域要配慮者利用施設対象一覧 
 

令和6年12月現在 

用途名称 施設名 所在地 

グループホーム グループホーム中川のより道 長崎市中川1丁目7番14号 

グループホーム グループホーム かわびら 長崎市川平町1199番地 

グループホーム 
グループホーム ＧＡＲＤＥＮ-ＨＯ

ＵＳＥ 
長崎市宝栄町4番19号 

就労継続支援 コリアンダーの家（出張所） 長崎市築町5番1号102号室 

就労継続支援 あいる・びぃ 長崎市大井手町21番地 

就労継続支援 
多機能型就労継続支援（Ｂ）型 ゆめ

ぶーけ 
長崎市城栄町2-8 

就労継続支援 フロンティアワークス 長崎市扇町13-12 

就労継続支援 障がい者就労支援センター ブリス 長崎市目覚町3番6号三愛ﾋﾞﾙ 

就労継続支援 
就労継続支援（B型）事業所 いちご

ハウス 
長崎市岩川町17-19白鳩ﾏﾝｼｮﾝ1階 

就労継続支援 トータル・ワークステーション長崎 長崎市田中町850 

就労継続支援 日中活動支援事業所フリーハウス 長崎市小江町2310番地 

小学校 諏訪小学校 長崎市諏訪町7-13 

小学校 伊良林小学校 長崎市伊良林1-10-1 

小学校 西浦上小学校 長崎市大手1丁目14番3号 

中学校 東長崎中学校 長崎市矢上町8-6 

小学校・中学校 長崎大学教育学部附属小学校・中学校 長崎市文教町4-23 

中学・高校 純心女子高等学校・中学校 長崎市文教町13-15 

診療所 諸熊医院 長崎市浜町4-20 

診療所 有高クリニック 長崎市万屋町4-19 

診療所 江口クリニック 長崎市今博多町45 

診療所 （医）佐藤眼科医院 長崎市本石灰町5-11 

診療所 （医）社団明星会サイクサ外科医院 長崎市新地町4-8 

診療所 （医）清栄会橋本耳鼻咽喉科医院 長崎市栄町3-12 

診療所 （医）社団博生会大久保医院 長崎市新地町4-15 

診療所 （医）陽蘭会広瀬クリニック 長崎市伊勢町2番31号 

診療所 
公益財団法人放射線影響研究所診療

室 
長崎市中川1丁目8-6 

診療所 長崎市夜間急患センター 長崎市栄町2番22号 

診療所 長崎市医師会医療センター診療所 長崎市栄町2番22号 
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用途名称 施設名 所在地 

診療所 松尾内科医院 長崎市栄町3番10号 

診療所 （医）樹花会松崎内科循環器科 
長崎市魚の町7番3号ｻﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ眼鏡橋1

階 

診療所 （医）たしろ耳鼻咽喉科 長崎市万屋町3番16号 

診療所 （医）社団 高村内科医院 長崎市万屋町2-10 

診療所 せとぐち外科クリニック 長崎市新地町8-14 

診療所 伯川皮膚科医院 長崎市下西山町1-2 

診療所 松元クリニック 長崎市新地町1-5  

診療所 （医）福曜会福田医院 長崎市鍛冶屋町6-6 

診療所 山口整形外科医院 長崎市中川1丁目8-3 

診療所 （医）小島耳鼻咽喉科クリニック 長崎市万屋町6-20 

診療所 井手外科･形成外科医院 長崎市丸山町7-2 

診療所 わたなべ皮ふ科 
長崎市古川町5番25号 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ鮫島

1階 

診療所 しもむら産婦人科 長崎市古川町8番11号 

診療所 （医）社団奥平外科医院 長崎市梁川町4-15 

診療所 石野皮膚科医院 長崎市目覚町3-2 

診療所 木下漢方内科クリニック 長崎市目覚町13番8号 

診療所 
（医）健真会 城本クリニック 長崎

院 
長崎市宝町2番26号 

診療所 （医）永尾内科医院 長崎市宝栄町1-1 

診療所 井手内科医院 長崎市平野町12-11 

診療所 （医）さかぐち泌尿器科医院 長崎市川口町7-20 

診療所 
（医）社団田島整形外科・外科・クリ

ニック 
長崎市目覚町4-15 

診療所 田中皮ふ科・アレルギー科医院 長崎市平野町12-11 

診療所 （医）哲翁内科医院 長崎市浜口町13-9 

診療所 朝永整形外科医院 長崎市城栄町13番5号 

診療所 （医）中浦皮膚科医院 長崎市中里町1030-2 

診療所 
医療法人社団 健生会 東長崎皮ふ科

泌尿器科医院 
長崎市田中町1027-13 

診療所 （医）社団堀皮膚科医院 長崎市大橋町16-7 

診療所 （医）社団三和会 本田内科医院 長崎市中里町20番地 

診療所 （医）諸岡整形外科医院 長崎市三芳町2-20 

診療所 渡辺整形外科医院 長崎市岩川町19-13 
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用途名称 施設名 所在地 

診療所 （医）福田ゆたか外科医院 長崎市浜口町3-5 

診療所 （医）鶴泉会牟田産婦人科 長崎市万屋町6番32号 

診療所 さくら内科 長崎市城栄町23番14号 

診療所 さかぐち耳鼻咽喉科 長崎市田中町338番地 

診療所 おがわクリニック 長崎市田中町1027番地48 

診療所 池田産科－YOU－婦人科医院 長崎市矢上町31番6号 

診療所 山根内科胃腸科医院 長崎市幸町6番20号  

診療所 
短期入所生活介護しょ～とすていひ

がなが医務室 
長崎市矢上町30番3号 

診療所 はらかわ内科クリニック 長崎市扇町13番3号 

診療所 いしまる耳鼻咽喉科 長崎市文教町7-11-102 

診療所 もとしま内科 長崎市矢上町25番1号 

認可保育所 伊良林保育所 長崎市中川1丁目11-17 

認可保育所 友愛八幡町保育園 長崎市八幡町3-5 

認可保育所 ほほえみ保育園 長崎市魚の町6-20-7  1F 

認可保育所 アルムの風保育園 長崎市魚の町1番23号107 

認可保育所 大手保育所 長崎市大手1丁目2-5 

認可保育所 おひさま保育園 長崎市東町1953番地4 

認可保育所 TONTON輝保育園 長崎市平間町694番3号 

認可保育所 文教おんがく保育園・凛 長崎市大橋町10番30号 

認定こども園 長崎市立認定こども園長崎幼稚園 長崎市魚の町1-16 

認定こども園 ざぼんちゃん浜町認定こども園 長崎市築町4-17 

認定こども園 ざぼんちゃん浦上認定こども園 長崎市川口町2-14 

認定こども園 
幼保連携型認定こども園 長崎純心

大学附属純心幼稚園 
長崎市文教町13番15号 

認定こども園 結宅こども園 長崎市矢上町34-7 

認可外保育所 よろずやまち保育園 長崎市万屋町1-4 

病院 出島病院 長崎市出島町12-23 

病院 
（医） 後藤会 ながさき内科・リウマ

チ科病院 
長崎市油屋町1-21 

病院 
（一社）是真会 長崎リハビリテーシ

ョン病院 
長崎市銀屋町4-11 

病院 （医）健正会  大久保病院 長崎市戸石町1470-1 

診療所  高原中央医院 長崎市諏訪町6-24 

病院 (医)誠仁会 千綿病院 長崎市矢上町9番12号 
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用途名称 施設名 所在地 

病院 社会（医） 春回会 井上病院 長崎市宝町6番12号 

病院 （医）清潮会 三和中央病院 長崎市布巻町165番地1 

放課後児童クラブ ゆうかり児童クラブ 
長崎市伊良林1丁目10番1号 伊良林小

学校内 

放課後児童クラブ 友愛八幡町センター 
長崎市八幡町3番5号 ｷﾘｽﾄ教友愛社会

館敷地内 

放課後児童クラブ サンサンクラブ 長崎市東町1953番地2 

放課後児童クラブ 学童保育ひばり  長崎市大手1丁目14番3号 

放課後児童クラブ 城栄学童クラブ 長崎市城栄町15番14号 

放課後児童クラブ 平和学童クラブ 長崎市城栄町2-17 

放課後児童クラブ すまいる・きっず 長崎市式見町621番地 

放課後児童クラブ にじっこクラブ 長崎市神浦向町103番地1 

有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム はまゆう 長崎市田中町845-1 

有料老人ホーム ケアホーム 王樹 長崎市古賀町993-1 

有料老人ホーム 集いの家きんかい 長崎市琴海村松町743-3 

老人デイサービスセンター 油屋町デイサービス ぬくもり 長崎市油屋町5番2号ﾅｶﾑﾗﾋﾞﾙ1F 

老人デイサービスセンター 八坂町デイサービスぬくもり 長崎市油屋町2番15号雄貴ﾋﾞﾙ1F 

老人デイサービスセンター 魚の町デイサービスセンター 長崎市魚の町3番27号 

老人デイサービスセンター 
医療法人社団 博生会 大久保医院 

出島デイサービスセンター 
長崎市新地町4番15号 

老人デイサービスセンター デイサービスらぶゆ西浜 長崎市銅座町4番13号LIBRAﾋﾞﾙ1階 

老人デイサービスセンター こころねデイサービス 長崎市文教町5番23号田崎ﾋﾞﾙ1階 

老人デイサービスセンター デイサービス はまゆう 長崎市田中町845番地1 

老人デイサービスセンター デイサービス 暖らんリビング 長崎市川平町1199番地 

老人デイサービスセンター 
デイサービス クローバー・ガーデン 

矢上 
長崎市矢上町23番11号 

老人デイサービスセンター 
短時間型介護予防センターサンハイ

ツ銭座 
長崎市銭座町2番6号 

老人デイサービスセンター デイサービス 裕庵。。 長崎市松原町2535番地2 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンター 元気の里 

東長崎館 
長崎市松原町2679番地1 

短期入所生活介護 
短期入所生活介護 しょ～とすてい 

ひがなが 
長崎市矢上町30番3号 

短期入所生活介護 ショートステイ 王樹 長崎市古賀町993番地3 

短期入所生活介護 特別養護老人ホーム 琴の浦荘 長崎市琴海戸根町743番地47 

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホーム 王樹 長崎市古賀町994番地6 



第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐233 

 

用途名称 施設名 所在地 

小規模多機能型居宅介護 
医療法人社団 健昌会 小規模多機

能ホーム新里大橋 
長崎市江里町2番6号 

放課後デイサービス チャイルドＳＰ浦上 長崎市目覚町3-13 

放課後デイサービス 
こどもトレーニングひろば やなが

わ 
長崎市梁川町2-3 

放課後デイサービス 
放課後等デイサービス あじさい浜

町3 
長崎市浜町1番10号 

共同生活援助 ショートステイ 遊歩の家 長崎市中里町465番地1 

共同生活援助 グループホーム ほたる 長崎市布巻町624番地1 

共同生活援助 フォーリーフ油木 長崎市油木町11-8 

就労移行支援 
多機能型就労支援事業所 ゆめぶー

け 
長崎市城栄町2-8 

就労移行支援 障がい者就労支援センター ブリス 長崎市目覚町3番6号三愛ﾋﾞﾙ 

生活介護 生活介護 菫舎 長崎市田中町907 

短期入所 グループホーム 遊歩の家 長崎市中里町465番地1 

地域活動支援センター  のぞみ共同作業所 長崎市大橋町3-2 

生活介護 生活介護アラタバ 長崎市田中町911番地 

サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅SOURIRE 長崎市宝栄町4番19号 

高齢者優良賃貸住宅 サンビレッジ岩川 長崎市岩川町19番15号 

小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能介護センター オーシ

ャン 
長崎市式見町461番7 

老人憩の家 老人憩の家式見荘 長崎市式見町200-26 

共同生活援助 
グループホーム・ケアホーム小浦の里

「ひまわり」 
長崎市向町2378番地 

共同生活援助 
グループホーム・ケアホーム小浦の里

「第２ひまわり」 
長崎市向町2376番地 

共同生活援助 
グループホーム・ケアホーム小浦の里

「第３ひまわり」 
長崎市向町2377番地1 

短期入所 
グループホーム・ケアホーム小浦の里

「ひまわり」 
長崎市向町2378番地 

放課後デイサービス ドリームキッズ 長崎市宝町12番2号 

診療所 白ひげ整形外科医院 長崎市桶屋町47 

診療所 三島内科医院 長崎市上戸町2丁目8-16 

認可保育所 式見保育園 長崎市式見町621 

認可保育所 星座保育園 長崎市江戸町7-6 

小学校 神浦小学校 長崎市神浦向町103 

診療所 中村内科医院 長崎市上戸町3丁目4番21号 
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用途名称 施設名 所在地 

認定こども園 高浜保育園 長崎市高浜町3427 

中学校 戸町中学校 長崎市新戸町2-1-36 

診療所 ひろせ内科 長崎市滑石1丁目2-5 

診療所 おのクリニック 
長崎市桶屋町29番1号 ﾈｸｻｽｺﾈｸﾄ桶屋

町3階A 

母子生活支援施設 長崎市立白菊寮 長崎市大手1丁目2−5 

放課後児童クラブ 若草学童クラブ 長崎市花園町15番9号 

共同生活援助 フォーリーフ油木 長崎市油木町11-8 

児童発達支援 クローバーキッズ矢上 長崎市矢上町23-9 

児童発達支援 児童デイサービス グリーンズ 
長崎市川平町1207番地5ほっとﾒｿﾞﾝ川

平1階 

児童発達支援 児童デイサービスめぶき 長崎市伊勢町2番26号 

診療所 （医）高野眼科医院 長崎市平野町11番13号 宮村ﾋﾞﾙ2F 

放課後等デイサービス 
放課後等デイサービス コネクトわ

かば 
長崎市若葉町1-23中村ﾋﾞﾙ2階 

放課後等デイサービス 児童デイサービス グリーンズ 
長崎市川平町1207番地5ほっとﾒｿﾞﾝ川

平1階 

放課後等デイサービス クローバーキッズ矢上 長崎市矢上町23-9 

放課後等デイサービス 放課後等デイサービスサンフラワー 長崎市魚の町2-16華成ﾋﾞﾙ6階 

放課後等デイサービス 児童デイサービスめぶき 長崎市伊勢町2番26号 

診療所 （医）成美会うらべ耳鼻咽喉科医院 長崎市滑石3丁目19－6 

診療所 （医）おおみや小児科医院 長崎市上野町2番1号 

診療所 とよしま皮ふ科医院 長崎市滑石3丁目8－1 

診療所 （医）平田クリニック 長崎市上野町1-5 

診療所 （医）まえだ整形外科クリニック 長崎市文教町5番27号 

診療所 (医)みやむら女性のクリニック 長崎市川口町1番1-108 

診療所 大坪整形外科 長崎市川口町1番1-107号 

診療所 羽野内科 長崎市上黒崎町20 

診療所 （医）秀友会すぎやま内科クリニック 長崎市琴海村松町729番地1 

診療所 （医）社団あき山皮ふ科医院 長崎市滑石１丁目2－6 

診療所 西谷クリニック 長崎市西海町1694番地6 

診療所 （医）さいのお耳鼻咽喉科医院 長崎市大橋町10番23号 

診療所 かせ耳鼻咽喉科 長崎市矢上町3-24 
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用途名称 施設名 所在地 

診療所 山の手東長崎クリニック 長崎市矢上町2番2号 

診療所 
地域密着型特別養護老人ホーム 寿

限無医務室 
長崎市琴海村松町704番地3 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 寿限無 長崎市琴海村松町704番地3 

短期入所生活介護 特別養護老人ホーム 寿限無 長崎市琴海村松町704番地3 

老人デイサービスセンター デイサービス 寿限無 長崎市琴海村松町704番地3 
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３-24 津波防災要配慮者利用施設対象一覧 
 

令和6年12月現在 

用途名称 施設名 所在地 

児童厚生施設 長崎市立大浦児童センター 長崎市大浦町7-2 

就労継続支援 そよ風の里プラスワン 
長崎市大黒町3番1号長崎交通産業ﾋﾞﾙ

地階 

診療所 （医）社団奥平外科医院 長崎市梁川町4-15 

診療所 石野皮膚科医院 長崎市目覚町3-2 

診療所 木下漢方内科クリニック 長崎市目覚町13番8号 

診療所 医療法人 あそう眼科 長崎市宝町5番5号 

診療所 （医）ふくしまクリニック 長崎市宝町5-21 

診療所 
（医）健真会 城本クリニック 長崎

院 
長崎市宝町2番26号 

診療所 （医）永尾内科医院 長崎市宝栄町1-1 

診療所 諸熊医院 長崎市浜町4-20 

診療所 木谷医院 長崎市大浦町8-16 

診療所 どうつ耳鼻咽喉科クリニック 長崎市大浦町3番27-101号 

診療所 （医）社団明星会サイクサ外科医院 長崎市新地町4-8 

診療所 （医）社団博生会大久保医院 長崎市新地町4-15 

診療所 有冨内科 長崎市江の浦町1-12 

診療所 せとぐち外科クリニック 長崎市新地町8-14 

診療所 あいウーマンズクリニック 
長崎市五島町5番38号 五島町中村ﾋﾞﾙ

1階 

診療所 松元クリニック 長崎市新地町1-5  

診療所 （医）石川内科医院 長崎市五島町3-17 ﾄｰｶﾝ五島町103 

診療所 長崎市小口診療所 長崎市琴海尾戸町400番地2 

診療所 井手外科医院 長崎市樺島町4-1 

診療所 長崎血管外科クリニック 長崎市樺島町1-2 

生活介護 生活介護センター あじさい 長崎市茂木町1805番地25 

短期入所 ショートステイホームうみかぜ 長崎市為石町2509番地1 

認可外保育所 Kids Club“みずべの森” 長崎市常盤町1-1 

認定こども園 ざぼんちゃん浦上認定こども園 長崎市川口町2-14 

認定こども園 認定こども園いなさ幼稚園 長崎市江の浦町1番20号 

病院 出島病院 長崎市出島町12-23 

病院 長崎掖済会病院 長崎市樺島町5-16 
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用途名称 施設名 所在地 

病院 重工記念長崎病院 長崎市丸尾町6番17号 

放課後デイサービス 放課後等デイサービス あじさい 長崎市茂木町1805番地25 

放課後デイサービス 
こどもトレーニングひろば やなが

わ 
長崎市梁川町2-3 

老人デイサービスセンター 生活総合支援センターおたくさ 長崎市毛井首町1番87号 

老人デイサービスセンター 
医療法人 社団 春秋会 大浦十三

番館デイサービス 
長崎市大浦町3番21号 

老人デイサービスセンター 
医療法人社団 博生会 大久保医院 

出島デイサービスセンター 
長崎市新地町4番15号 

老人デイサービスセンター デイサービスらぶゆ西浜 長崎市銅座町4番13号LIBRAﾋﾞﾙ1階 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンターサンハイツ淵

町 
長崎市淵町2番30号1F 

老人憩の家 老人憩の家香焼ひまわり 長崎市香焼町1070番地4 

老人憩の家 老人憩の家ひまわり荘 長崎市丸尾町5-5 

サービス付き高齢者向け住宅 
サービス付き高齢者向け住宅 ひま

わり 
長崎市木鉢町1丁目4番地6 

児童発達支援 放課後等デイサービス あじさい 長崎市茂木町1805-25 

国際ターミナル 長崎港松が枝国際ターミナル 長崎市松が枝町7−16 

共同生活援助 グループホームきんかい 長崎市西海町1714番地1 

共同生活援助 グループホームみなと 長崎市為石町２５０９番地１ 

診療所 
Ｔ・Ｉクリニック長崎 乳腺外科・婦

人科 

長崎市八千代町1番8号 ﾛﾌｨｽ長崎駅東

通り1-2F 

特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 エルダーみずほ 長崎市岩屋町45番1号 

短期入所生活介護 介護老人福祉施設 エルダーみずほ 長崎市岩屋町45番1号 

診療所 （特養）エルダーみずほ 長崎市岩屋町45番1号 
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３-25 土砂災害要配慮者利用施設対象一覧 
 

令和6年12月現在 

用途名称 施設名 所在地 

グループホーム グループホーム 桜坂・長崎 長崎市本河内 2丁目 14-2 

グループホーム グループホーム坂の上の紫陽花 長崎市本河内 2丁目 14-15 

グループホーム グループホーム ありすの家 長崎市椎の木町 25番 19号 

グループホーム グループホーム ありすの家２Ｆ 長崎市椎の木町 25番 19号 

グループホーム 
医療法人社団健昌会 ぐるーぷほー

む新里小江原 
長崎市小江原 1丁目 35番 13号 

グループホーム グループホーム花椿 長崎市竿浦町 37番地 2 

グループホーム グループホームサンハイツ青山 長崎市青山町 2番 36号 

グループホーム グループホームサンハイツ夢が丘 長崎市小江原 5丁目 25番 10号 

グループホーム グループホーム陽光の家 長崎市三川町 924番 5号 

グループホーム グループホーム 風の郷 長崎市三京町 1962番地 

グループホーム グループホーム 四季の春 長崎市女の都 2丁目 18番 22号 

グループホーム 
特定非営利活動法人 白岳福祉サービ

ス グループホームしらゆり園 

長崎市住吉台町 4 番 11 号 ﾋﾙｻｲﾄﾞ泉

台 

グループホーム グループホーム 夕陽が丘 長崎市大浜町 543番地 5 

グループホーム グループホーム 秋桜 長崎市滑石 6丁目 4番 3号 

グループホーム グループホーム・滑石 長崎市滑石 6丁目 5番 72号 

グループホーム グループホーム モン・サン琴海 長崎市琴海戸根町 713番地 

サービス付き高齢者向け住宅 クラージュ風  長崎市多以良町 1551番 102  

サービス付き高齢者向け住宅 ラピナスの園 長崎市布巻町 534番地 1 

サービス付き高齢者向け住宅 
サービス付き高齢者向け住宅マザリ

ーホーム光風台 
長崎市鳴見台 2丁目 45番 20号 

サービス付き高齢者向け住宅 
たおやかに・サービス付き高齢者向け

住宅 
長崎市上黒崎町 777番地 

サービス付き高齢者向け住宅 
長崎ケアハートガーデンサービス付

き高齢者向け住宅 南長崎 
長崎市竿浦町 754番 1 

サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅一心 長崎市三重町 461番地 4 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンター モン・サン琴

海村松 
長崎市琴海村松町 399番地 

サービス付き高齢者向け住宅 れいんぼうハウス滑石 長崎市滑石 5丁目 9-18 

サービス付き高齢者向け住宅 
サービス付き高齢者向け住宅 グリ

ーンピース 
長崎市東町 1873番地 8 

介護老人保健施設 
介護老人保健施設 シンフォニー稲

佐の森 
長崎市大谷町 418-1 
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用途名称 施設名 所在地 

介護老人保健施設 介護老人保健施設 三原の園 長崎市三原 1丁目 8番 35号 

介護老人保健施設 
介護老人保健施設 東長崎ナーシン

グホーム 
長崎市東町 1893番地 5 

介護老人保健施設 
介護老人保健施設 シンフォニー稲

佐の森Ⅱ 
長崎市大谷町 418-1 

介護老人保健施設 介護老人保健施設みどりの里 長崎市布巻町 165番地 1 

共同生活援助 グループホーム岩屋 長崎市岩屋町 30-13 

共同生活援助 明心寮 長崎市布巻町 1098 

共同生活援助 鹿追の里 長崎市京太郎町 69番地 

短期入所 ＨＯＭＥ ながさき 長崎市鳴見台 2丁目 22番 22号 

共同生活援助 共同生活事業所フリーハウス 長崎市小江町 2593番地 1 

共同生活援助 シーズン 長崎市現川町 1094番地 1 

共同生活援助 グループホーム まどか（まどか園） 長崎市布巻町 1477番地 

共同生活援助 
社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成

会 ケアホーム三京 
長崎市三京町 708番地 1 

共同生活援助 ケアホームさくら 長崎市三京町 708番地 1 

共同生活援助 グッデイ油木 長崎市油木町 50番地 16 

共同生活援助 グループホーム ミルキーウェイ 長崎市西海町 4666番地 8 

軽費老人ホーム ケアハウスひこばえの苑 長崎市早坂町 1180番地 4 

軽費老人ホーム ケアハウス城山台ソラ－ル 長崎市立岩町 34番 16号 

軽費老人ホーム ケアハウス稲佐の森 長崎市大谷町 418-1 

軽費老人ホーム ケアハウスびわの園 長崎市茂木町 51番地 1 

軽費老人ホーム 老友荘 長崎市女の都 1丁目 1592番地 

軽費老人ホーム ケアハウス大浜 長崎市大浜町 934番地 1 

児童発達支援 
多機能型事業所 カミングホームう

つつがわ 
長崎市現川町 2751 

児童発達支援 児童デイサービス ぽにぃ 長崎市片淵5丁目8-6片渕丸尾ﾋﾞﾙ201 

児童発達支援 みのりっ子クラブ 長崎市平山町 1232番地 2 

児童発達支援 ハッピーデイズさおのうら 長崎市竿浦町 74番地 3 

児童発達支援 子どもデイサービス あおい 長崎市滑石 2丁目 32番 9号 

児童発達支援 多機能型事業所 なめし 長崎市滑石 4丁目 7-13 

児童発達支援 多機能型事業所 ほくよう 長崎市滑石 5丁目 11-36 

自立訓練 三和みのり園 長崎市布巻町 1477番地 

自立訓練 

（自立訓練施設）ＮＰＯちゅーりっぷ

会 長崎ダルク ふぁにーふぁくと

りー 

長崎市目覚町 14番 15号浜ﾋﾞﾙ 2F 



第３章 風水害等応急対策計画 

風水害‐240 

 

用途名称 施設名 所在地 

就労移行支援 つくもの里 長崎市西海町 2348-12 

就労移行支援 平山友愛園 長崎市平山町 1258番 2 

就労継続支援 コリアンダーの家 長崎市現川町 1110番地 1 

就労継続支援 平山友愛園 長崎市平山町 1258番 2 

就労継続支援 華かご 長崎市籠町 8番 40号 

就労継続支援 就労継続支援事業所 厨 長崎市竹の久保町 8番 4号 

就労継続支援 
就労継続支援 B 型事業所ひよしクラ

ブ 
長崎市飯香浦町 3720-3 

就労継続支援 ファーマーズきんかい 長崎市琴海村松町 319番地 

就労継続支援 つくもの里 長崎市西海町 2348-12 

助産所 千代の幸助産院 長崎市三和町 218番地 44 

小学校 滑石小学校 長崎市滑石 2-20-5 

小学校 日見小学校 長崎市界 2-14-1 

小学校 日吉小学校 長崎市飯香浦町 3478 

小学校 茂木小学校 長崎市茂木町 283-2 

小学校 戸町小学校 長崎市戸町 2丁目 9番 1号 

小学校 小ヶ倉小学校 長崎市小ヶ倉町 1-408 

小学校 土井首小学校 長崎市柳田町 194 

小学校 手熊小学校 長崎市手熊町 1382-1 

小学校 飽浦小学校 長崎市飽の浦町 17番 1号 

小学校 西北小学校 長崎市西北町 13-1 

小学校 北陽小学校 長崎市滑石 4丁目 4番 8号 

小学校 女の都小学校 長崎市女の都 4丁目 7番 1号 

小学校 横尾小学校 長崎市横尾 2丁目 16番 1号 

小学校 虹が丘小学校 長崎市虹が丘町 2432 

小学校 蚊焼小学校 長崎市蚊焼町 1778番地 

小学校 為石小学校 長崎市為石町 2119番地 

小学校 朝日小学校 長崎市平戸小屋町 10番 1号 

小学校 福田小学校 長崎市福田本町 1493番地 1 

小学校 晴海台小学校 長崎市晴海台町 1番地 7 

小学校 西浦上小学校 長崎市大手 1丁目 14番 3号 

小学校 坂本小学校 長崎市坂本 3丁目 3-1 

小学校 西町小学校 長崎市西町 2番 1号 

小学校 大園小学校 長崎市滑石 6丁目 1番 59号 
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小学校・中学校 長崎精道小学校・中学校 長崎市三原二丁目 23番 33号 

中学校 香焼中学校 長崎市香焼町 563-10 

小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護 サンブラ

イト上小島 
長崎市上小島 3丁目 1番 5号 

小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護事業所 ほ

っとハウス北陽 
長崎市滑石 5丁目 5-23 

小規模多機能型居宅介護 ハートステーション夕陽が丘 長崎市住吉町 21番 7号 

小規模多機能型居宅介護 
長崎ケアハートガーデン 小規模多

機能ホーム深堀 
長崎市深堀町Ⅰ丁目 445番地 

小規模多機能型居宅介護 介護ハウス かたらんね 長崎市北陽町 27番 6号 

小規模多機能型居宅介護 介護ハウス花椿１号館 長崎市為石町 3199-5 

小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護事業所 牧

島荘 
長崎市牧島町 9番地 1 

小規模多機能型居宅介護 クローバーハウス赤迫 長崎市赤迫 2丁目 8番 3号 

小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護事業所 ふ

るさとⅡ 
長崎市高島町 2706番地 4 

障害者支援施設 障害者支援施設 サントピア学園 長崎市松原町 728 ｰ 2 

障害者支援施設 第二みのり園 長崎市布巻町 1471-1 

障害者支援施設 三和みのり園 長崎市布巻町 1477番地 

診療所 (医)しらはま整形外科クリニック 長崎市けやき台町 1番 12号 

診療所 
（社）楽老会軽費老人ホーム老友荘医

務室 
長崎市女の都 1丁目 1592番地 

診療所 天野内科 長崎市小江原 2丁目 35-16 

診療所 （医）岩永整形外科医院 長崎市柳田町 2 

診療所 おおの整形外科 長崎市大園町 7番 22号 

診療所 賀来医院 長崎市三重町 629-1 

診療所 川本内科医院 長崎市宿町 27番地 3 

診療所 
（社）恵仁会特別養護老人ホーム古賀

の里医務室 
長崎市古賀町 806-2 

診療所 （医）大輪会愛育小児科医院 長崎市新戸町 3丁目 17-27 中山ﾋﾞﾙ 1F 

診療所 つつみ内科クリニック 長崎市富士見町 1-4 

診療所 （医）中嶋クリニック 長崎市三原 2丁目 11番 50号 

診療所 （医）はやし小児科 長崎市かき道 1丁目 33番 12号 

診療所 はやしだ内科 長崎市新戸町 2丁目 12-8 

診療所 （医）原口医院 長崎市鶴見台 1丁目 14番 15号 

診療所 藤井外科医院 長崎市茂木町 2172-13 
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診療所 （医）星子医院 長崎市新戸町 1丁目 18-1 

診療所 （医）前川医院 長崎市大園町 5-3 

診療所 井石内科医院 長崎市滑石 2丁目 5番 17号 

診療所 （医）照和会松本循環器科内科医院 長崎市柳田町 57-1 

診療所 右田医院 長崎市界 1丁目 1-5 

診療所 
特別養護老人ホーム女の都山荘医務

室 
長崎市女の都 1丁目 1597番地 

診療所 （医）やない小児科医院 長崎市岩見町 5-13 

診療所 山崎医院 長崎市四杖町 1738番地 3 

診療所 横田医院 長崎市大園町 10-12 

診療所 （医）宝マタニティクリニック 長崎市東町 1732-1 

診療所 （医）良幸会南長崎ツダ眼科 長崎市柳田町 1-10 

診療所 牧医院 長崎市東立神町 8-13 

診療所 稲佐の森診療所 長崎市大谷町 418-1 

診療所 
（社福）みのり会養護老人ホームあい

ぎ荘医務室 
長崎市布巻町 1490 

診療所 （養護）日見やすらぎ荘医務室 長崎市宿町 616番地 

診療所 鳴見台山中クリニック 長崎市鳴見台 1丁目 28番地 5 

診療所 まつもと内科・麻酔科クリニック 長崎市平山町 828番地 1 

診療所 谷口外科整形外科医院 長崎市新戸町 3丁目 3-22 

診療所 （特養）もくれん医務室 長崎市戸石町 1683 

診療所 （医）楓 塚崎整形クリニック 長崎市東町 1918-1 

診療所 
医療法人 琉櫻会 櫻川循環器内科

クリニック 
長崎市東町 1918-2 

診療所 
（社福）みのり会救護施設あいこう園

医務室 
長崎市布巻町 1448-1 

診療所 サトウ眼科医院 長崎市滑石 3丁目 25-32 

診療所 （医）植松整形外科医院 長崎市田中町 266番地 2 

診療所 （医）わたなべ小児科医院 長崎市滑石 3丁目 7-4 

診療所 特別養護老人ホーム喜楽苑医務室 長崎市竿浦町 945番地 

診療所 髙尾産婦人科医院 長崎市滑石 4丁目 3-36 

診療所 松村医院 長崎市滑石 4丁目 3-39 

診療所 滑石まごころクリニック岩永内科 長崎市滑石 5丁目 5番 24号 

診療所 おおつかこども医院 長崎市滑石 6丁目 3番 1号 
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診療所 
多機能福祉施設ユァライフ滑石ショ

ートステイ滑石医務 
長崎市滑石 6丁目 4番 3号 

診療所 社会医療法人健友会香焼民主診療所 長崎市香焼町 501 

診療所 
（社福）恵豊福祉会（特養）永寿園医

務室 
長崎市以下宿町 1912 

診療所 はらだ内科医院 長崎市赤迫 1丁目 2-12 

診療所 ますみクリニック 
長崎市戸町 2 丁目 20-57 ﾍﾞｱﾋﾞﾙ 101

号 

生活介護 生活介護センター あじさい 長崎市茂木町 1805番地 25 

生活介護 生活介護事業所すがお 長崎市松原町 728-2 

生活介護 

社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育

成会 障害福祉サービス事業「あじさ

いの家」 

長崎市三京町 787番地 1 

生活介護 障害者支援施設 サントピア学園 長崎市松原町 728 ｰ 2 

生活介護 第二みのり園 長崎市布巻町 1471-1 

生活介護 三和みのり園 長崎市布巻町 1477番地 

生活介護 生活介護 菫舎 長崎市田中町 907 

生活介護 

社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育

成会 障害福祉サービス事業「陽香里

工房」 

長崎市香焼町 482番 4 

生活介護 生活介護アラタバ 長崎市田中町 911番地 

短期入所 短期入所生活介護事業所 牧島荘 長崎市牧島町 9番地 1 

短期入所 短期入所 サントピア学園 長崎市松原町 728 ｰ 2 

短期入所 第二みのり園 長崎市布巻町 1471-1 

短期入所 三和みのり園 長崎市布巻町 1477番地 

短期入所 シーズン 長崎市現川町 1094番地 1 

短期入所 
社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成

会 ケアホーム三京 
長崎市三京町 708番地 1 

短期入所 
ショートステイホームおひさまハウ

ス 
長崎市為石町 1964番地 

短期入所生活介護 社会福祉法人 恵豊福祉会 長崎市以下宿町 1912 

中学校 日見中学校 長崎市界 2-15-1 

中学校 日吉中学校 長崎市飯香浦町 3478 

中学校 戸町中学校 長崎市新戸町 2-1-36 

中学校 土井首中学校 長崎市江川町 1 

中学校 深堀中学校 長崎市深堀町 1-604 

中学校 西泊中学校 長崎市西泊町 13-1 
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中学校 滑石中学校 長崎市大園町 2-1 

中学校 横尾中学校 長崎市横尾 5-3-1 

中学校 三川中学校 長崎市三川町 1018-1 

特別支援学校 長崎大学教育学部附属特別支援学校 長崎市柳谷町 42番 1号 

特別支援学校 長崎県立長崎特別支援学校 長崎市桜木町 6番 41号 

特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 女の都山荘 長崎市女の都 1丁目 1597番地 

特別養護老人ホーム 
社会福祉法人恵仁会 介護老人福祉

施設 古賀の里 
長崎市古賀町 806-2 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームもくれん 長崎市戸石町 1683番地 

特別養護老人ホーム 
地域密着型介護老人福祉施設・日見あ

けぼの荘 
長崎市宿町 616番地 1 

特別養護老人ホーム 
地域密着型介護老人福祉施設 喜楽

苑こもれ陽 
長崎市竿浦町 923番地 1 

特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 喜楽苑 長崎市竿浦町 945番地 

特別養護老人ホーム 
地域密着型介護老人福祉施設 サン

ク・ド・滑石 
長崎市滑石 5丁目 5番 5号 

特別養護老人ホーム 指定介護老人福祉施設 永寿園 長崎市以下宿町 1912 

認可外保育所 スカイ インターナショナル  長崎市滑石 5丁目 1-22 

認可外保育所 マリンキッズ 長崎市新地町 6番 39号 

認可外保育所 光風台病院（やまびこ保育園） 長崎市鳴見台 2丁目 45-20 

認可外保育所 
長崎ヤクルト（株）滑石サービスセン

ター託児室 
長崎市滑石 5丁目 9-1 

認可外保育所 
長崎ヤクルト（株）東長崎サービスセ

ンター託児室 
長崎市田中町 368-1 

認可外保育所 
長崎ヤクルト（株）長崎南部サービス

センター託児室 
長崎市上戸町 4-13-20 

認可外保育所 稲佐の森保育園 長崎市大谷町 418-1 

認可外保育所 育ちの家保育園 長崎市立山 2丁目 16番 1号 

認可保育所 戸石保育園 長崎市戸石町 1263番地 2 

認可保育所 さくら保育園 長崎市三原 1丁目 4-16 

認可保育所 神ノ島愛児園 長崎市神ﾉ島町 2丁目 131 

認可保育所 木鉢双葉園 長崎市木鉢町 2丁目 53 

認可保育所 鶴見台保育園 長崎市鶴見台 1丁目 15-12 

認可保育所 長崎北保育園 長崎市滑石 3丁目 32番 6号 

認可保育所 唯念寺保育園 長崎市磯道町 568 

認可保育所 ロザリオ保育園 長崎市新戸町 3丁目 14-2 
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認可保育所 おひさま保育園 長崎市東町 1953番地 4 

幼保連携型認定こども園 小ヶ倉こども園 長崎市小ヶ倉町 2丁目 390 

認可保育所 ししの子保育園 長崎市昭和 3丁目 221-3 

認可保育所 ピッパラ保育園 長崎市滑石 4丁目 1396番地 42 

幼保連携型認定こども園 滑石保育園 長崎市滑石 5丁目 2-31 

認定こども園 認定こども園 高浜保育園 長崎市高浜町 3427 

認可保育所 琴海保育園 長崎市琴海村松町 709-4 

認可保育所 にしうみ保育園 長崎市西海町 1981-1 

認可保育所 TONTON輝保育園 長崎市平間町 694番 3号 

認可保育所 森の風保育園（分園） 長崎市深堀町 1丁目 11-6 

認可保育所 森の風保育園 長崎市末石町 159-3 

認定こども園 あぜかりこども園 長崎市畝刈町 1005 

認定こども園 
幼保連携型認定こども園くるみ幼稚

園 
長崎市片淵 3丁目 11番 7号 

認定こども園 女の都こども園 長崎市女の都 3丁目 2番 4号 

認定こども園 
幼保連携型認定こども園三京えのき

こども園 
長崎市三京町 805 

認定こども園 聖アントニオ幼稚園 長崎市三原 2丁目 23番 12号 

認定こども園 
認定こども園 天童幼稚園・天童保育

園 
長崎市古賀町 1520-4 

認定こども園 
認定こども園 長崎小鳩幼稚園長崎

小鳩保育園 
長崎市京泊 1丁目 4番 11号 

認定こども園 認定こども園 聖母の騎士幼稚園 長崎市本河内 2丁目 2番 2号 

認定こども園 
幼保連携型認定こども園 とまちこ

ども園 
長崎市戸町 3丁目 15番 1号 

認定こども園 
幼保連携型認定こども園 第二ひか

り幼稚園 
長崎市小江原 2丁目 36番 28号 

認定こども園 
幼保連携型認定こども園 椿が丘こ

ども園 
長崎市椿が丘町 9-3 

認定こども園 認定こども園大浦信愛幼稚園 長崎市小菅町 27番 2号 

認定こども園 バンビーノこども園 長崎市大園町 10-11 

病院 （医）光仁会  光仁会病院 長崎市三原 3丁目 643番地 

病院 社会医療法人健友会  上戸町病院 長崎市上戸町 4丁目 2-20 

病院 （医）恵会  光風台病院 長崎市鳴見台 2丁目 45-20 

病院 
（地独）長崎市立病院機構 長崎みな

とメディカルセンター 
長崎市新地町 6-39 

病院 （医）昭和会  昭和会病院 長崎市東山手町 6-51 
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病院 日見中央病院 長崎市芒塚町 22-3 

病院 重工記念長崎病院 長崎市丸尾町 6番 17号 

放課後デイサービス 放課後等デイサービス あじさい 長崎市茂木町 1805番地 25 

放課後デイサービス 
多機能型事業所 カミングホームう

つつがわ 
長崎市現川町 2751 

放課後デイサービス みのりっ子クラブ 長崎市平山町 1232番地 2 

放課後デイサービス 児童デイサービス ぽにぃルーム 長崎市片淵5丁目8-6片渕丸尾ﾋﾞﾙ201 

放課後デイサービス ハッピーデイズさおのうら 長崎市竿浦町 74番地 3 

放課後デイサービス 
放課後等デイサービス のいちごの

いえ 
長崎市竿浦町 7番地 

放課後デイサービス 子どもデイサービス あおい 長崎市滑石 2丁目 32番 9号 

放課後デイサービス 多機能型事業所 なめし 長崎市滑石 4丁目 7-13 

放課後デイサービス 多機能型事業所 ほくよう 長崎市滑石 5丁目 11-36 

放課後デイサービス 風輪クラブ 長崎市為石町 4650番地 6 

放課後デイサービス 
放課後等デイサービス あじさい滑

石２ 
長崎市滑石 5丁目 1番 22号 

放課後デイサービス 
放課後等デイサービス ぽにぃすま

いる 

長崎市片淵五丁目 8-6 片淵丸尾ﾋﾞﾙ

302号 

放課後デイサービス 
指定障害児通所支援事業所 こども

てらす光風会 
長崎市鳴見台 2丁目 45-20 

放課後デイサービス Ｈｕｇ・Ｈｕｇ 長崎市かき道 6丁目 2番 11号 

放課後デイサービス 放課後等デイサービス やすらぎ 2 長崎市北陽町 22-14 

放課後デイサービス 
fun place for kids あいびぃ おお

ぞの 
長崎市大園町 8番 25号 

放課後児童クラブ 古賀キッズクラブ 長崎市古賀町 948番地 1 

放課後児童クラブ 戸石いちごクラブ  長崎市戸石町 1281 

放課後児童クラブ とんねるクラブ 長崎市宿町 613番地 2 

放課後児童クラブ サンサンクラブ 長崎市東町 1953番地 2 

放課後児童クラブ 城山学童クラブ 長崎市城山町 23番 1号 

放課後児童クラブ なかよしハウス 長崎市飽の浦町 17番 1号 

放課後児童クラブ あさひっこクラブ 長崎市平戸小屋町 10番 1号 

放課後児童クラブ 福田学童クラブ 長崎市福田本町 1493番地 1 

放課後児童クラブ 手熊学童クラブ・てぐまっこ 長崎市手熊町 1291番地 1 

放課後児童クラブ 夕やけキッズクラブ 長崎市上黒崎町 32番地 

放課後児童クラブ にじっこクラブ 長崎市神浦向町 103番地 1 

放課後児童クラブ わかなキッズクラブ 長崎市茂木町 283番地 
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放課後児童クラブ たけのこクラブ 長崎市戸町 2丁目 9番 1号 

放課後児童クラブ とまちクラブ 長崎市戸町 2丁目 9番 1号 

放課後児童クラブ おれんじキッズ 長崎市小ヶ倉町 2丁目 700番地 5 

放課後児童クラブ みょうじょう 長崎市草住町 297番地 

放課後児童クラブ 菜の花学童クラブ 長崎市竿浦町 913番地 

放課後児童クラブ ちびっ子ハウス 長崎市深堀町 5丁目 148番地 

放課後児童クラブ 三和学童クラブ ガリバー 長崎市蚊焼町 1778番地 

放課後児童クラブ 野母崎児童クラブ 長崎市野母町 1番地 

放課後児童クラブ 為石児童クラブ 長崎市為石町 2119番地 

放課後児童クラブ 三和学童クラブ晴海台 長崎市晴海台町 1番地 7 

放課後児童クラブ ピノキオクラブ 長崎市女の都 4丁目 7番 1号 

放課後児童クラブ どんぐりクラブ 長崎市白鳥町 8番 1号 

放課後児童クラブ にしきたキッズ 長崎市西北町 29番 21号 

放課後児童クラブ くれよんクラブ 長崎市虹が丘町 2432番地 

放課後児童クラブ 学童保育なめしクラブ 長崎市滑石 2丁目 20番 5号 

放課後児童クラブ 滑石学童クラブひまわり(オレンジ) 長崎市滑石 6丁目 1番 59号  

放課後児童クラブ 長崎北児童クラブ 長崎市滑石 3丁目 32番 8号 

放課後児童クラブ むつみ学童クラブ 長崎市三重町 57番地 1 

放課後児童クラブ 
滑石学童クラブひまわり(イエロー・

グリーン) 
長崎市滑石 5丁目 2-31 

放課後児童クラブ 長崎北陽児童クラブ 
長崎市滑石 4 丁目 4 番 8 号 北陽小学

校内 

有料老人ホーム 有料老人ホーム ほっとハウス滑石 長崎市滑石 5丁目 5-23 

有料老人ホーム アシストリビング有明の園 長崎市界 2丁目 4番 15号 

有料老人ホーム 東長崎コスモマンション 長崎市かき道 6丁目 1番 1号 

有料老人ホーム 有料老人ホーム 風の宿 長崎市三京町 1962 

有料老人ホーム 有料老人ホーム 翌檜館 長崎市小ヶ倉 2丁目 667-19 

有料老人ホーム 有料老人ホーム 厚生ライフ鳴見台 長崎市鳴見台 1丁目 28-11 

有料老人ホーム 有料老人ホーム 嬉色 長崎市東町 1154-2 

有料老人ホーム 有料老人ホームもものはな 長崎市北陽町 17-11 

有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 道しるべ 長崎市平間町 1322番地 2 

有料老人ホーム 
有料老人ホーム ハートステーショ

ン夕陽が丘 
長崎市住吉町 21番 7号 

有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 金木犀 長崎市末石町 154番地 1 

有料老人ホーム 有料老人ホーム花椿 矢の平館 長崎市矢の平 4丁目 9番 22号 
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有料老人ホーム 
住宅型有料老人ホーム スマイルラ

イフ 
長崎市宿町 729番地 1 

有料老人ホーム 有料老人ホーム あづまや。。 長崎市東町 1732-1 2F 

有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム よつば 長崎市滑石 5丁目 9番 51号 

有料老人ホーム 有料老人ホーム マロニエ 長崎市小ヶ倉町 2丁目 355 

有料老人ホーム 
有料老人ホーム マリンビュー長崎

館 

長崎市福田本町 185番地 2 

 

認定こども園 
幼保連携認定こども園くるみ西幼稚

園 
長崎市大浜町 298番地 

幼稚園 小ヶ倉幼稚園 長崎市小ヶ倉町 1丁目 570番地 1 

幼稚園 おおとり幼稚園 長崎市深堀町 1丁目 293番地 5 

幼稚園 滑石中央幼稚園 長崎市滑石 4丁目 1396番地 42 

幼稚園 大園幼稚園 長崎市滑石 6丁目 13番 7号 

養護老人ホーム 日見やすらぎ荘 長崎市宿町 616番地 

養護老人ホーム あいぎ荘 長崎市布巻町 1490 

老人デイサービスセンター デイサービスしらはま けやき台 長崎市けやき台町 1番 12号 

老人デイサービスセンター 喜楽苑通所介護事業所 長崎市竿浦町 923番地 1 

老人デイサービスセンター 
ディサービス クローバーガーデン

福田 
長崎市大浜町 846 小曽根ﾋﾞﾙ 1階 

老人デイサービスセンター 
長崎スカイホテル 稲佐山湯ったり

クラブ デイサービスセンター 
長崎市江の浦町 18番 1号 

老人デイサービスセンター 中嶋クリニック デイサービス 長崎市三原 2丁目 11番 50号 

老人デイサービスセンター ツクイ東長崎 長崎市平間町 691-4 

老人デイサービスセンター デイサービスセンター本河内 長崎市本河内 2丁目 21番 11号 

老人デイサービスセンター 
ホテル長崎 立山 湯ったりクラブ 

デイサービスセンター 
長崎市立山 2丁目 16番 1号 

老人デイサービスセンター 指定通所介護事業所 コスモ 長崎市かき道 6丁目 1番 1号 

老人デイサービスセンター ディサービス フルリール 長崎市小ｹ倉町 2丁目 355番地 

老人デイサービスセンター 
社会福祉法人 楽老会 通所介護事業

所 女の都 
長崎市女の都 1丁目 1592番地 7 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンターサンハイツ夢

が丘 
長崎市小江原 5丁目 25番 10号 

老人デイサービスセンター 有明の園デイサービスセンター 長崎市界 2丁目 4番 15号 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンター 日見やすら

ぎ荘 
長崎市宿町 616番地 

老人デイサービスセンター 通所介護事業所れもん 長崎市小ｹ倉町 2丁目 667-19 

老人デイサービスセンター デイサービス 虹 長崎市鳴見台 2丁目 34番 23号 
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老人デイサービスセンター デイサービスセンターアスカ立神 長崎市東立神町 16番 22号 

老人デイサービスセンター デイサービスセンター 風の丘 長崎市三京町 1962番地 

老人デイサービスセンター 通所介護事業所 すまいるはぁと 長崎市平瀬町 76番 4 

老人デイサービスセンター 
社会福祉法人グリーンコープデイサ

ービスセンターありすの家 
長崎市鶴見台 2丁目 28番 16号 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンター グリーンピ

ース EAST 
長崎市東町 1873番地 8 

老人デイサービスセンター 地域デイサービスにじのいろ 長崎市戸石町 2540番地 6 

老人デイサービスセンター デイサービスセンター しらゆり 長崎市三重町 461番地 4 

老人デイサービスセンター 
長崎ケアハートガーデン デイサー

ビス南長崎 
長崎市竿浦町 754番地 1 

老人デイサービスセンター ミニデイサービスあけぼの 長崎市三原 3丁目 569番地 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンター サンハイツ

大浜 
長崎市大浜町 1053番地 1 

老人デイサービスセンター デイサービスセンター 福陽の里 長崎市大浜町 934番地 1 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンターほっと ２号

館 
長崎市滑石 5丁目 5番 23号 

老人デイサービスセンター 通所介護滑石 長崎市滑石 6丁目 4番 3号 

老人デイサービスセンター 
デイサービスセンター ぴーすけあ・

滑石 
長崎市滑石 5丁目 1番 22号 2F 

老人デイサービスセンター 
デイサービス クローバー・ガーデン

滑石 
長崎市滑石町 6丁目 5-33 

サービス付き高齢者向け住宅 モン・サン琴海村松 長崎市琴海村松町 399番地 

老人デイサービスセンター デイサービスあづまや。。 長崎市東町 1732番地 1 1F 

老人デイサービスセンター デイサービスセンターフラワー 長崎市琴海村松町 1591番地 

老人デイサービスセンター デイサービス りらいふ 長崎市琴海戸根町 2925番地 

老人デイサービスセンター 短時間型デイサービス まごころ 長崎市布巻町 88番地 3 

老人デイサービスセンター デイサービスセンター すまいる 長崎市宿町 729-1 

老人デイサービスセンター デイサービス花椿 矢の平 長崎市矢の平 4丁目 9番 22号 

老人憩の家 老人憩の家舞の浜荘 長崎市三京町 720 

老人憩の家 老人憩の家舞岳荘 長崎市手熊町 1291-4 

老人憩の家 老人憩の家香焼ひまわり 長崎市香焼町 1070番地 4 

短期入所生活介護 
喜楽苑こもれ陽 短期入所生活介護

事業所 
長崎市竿浦町 923番地 1 

短期入所生活介護 
社会福祉法人 恵仁会 （介護予防）

短期入所生活介護事業所 古賀の里 
長崎市古賀町 806-2 

短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所 牧島荘 長崎市牧島町 9番地 1 
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用途名称 施設名 所在地 

短期入所生活介護 
短期入所生活介護 厚生ライフ鳴見

台 
長崎市鳴見台 1丁目 28番 11号 

短期入所生活介護 短期入所生活介護もくれん 長崎市戸石町 1683番地 

短期入所生活介護 短期入所生活介護・日見あけぼの荘 長崎市宿町 616番地 1 

短期入所生活介護 
短期入所生活介護事業者 女の都山

荘 
長崎市女の都 1丁目 1597番地 

短期入所生活介護 喜楽苑短期入所生活介護事業所 長崎市竿浦町 945番地 

短期入所生活介護 
サンク・ド・滑石 短期入所生活介護

事業所 
長崎市滑石 5丁目 5番 5号 

短期入所生活介護 ショートステイ滑石 長崎市滑石 6丁目 4番 3号 

老人福祉センター 老人福祉センタ―しらゆり荘 長崎市鶴見台 1丁目 4-4 

老人福祉センター 老人福祉センタ―あじさい荘 長崎市上銭座町 1-11 

老人福祉センター 老人福祉センタ―わかな荘 長崎市茂木町 38 

就労継続支援 ブラッシュアップ 長崎市江の浦町 18番 1号 

短期入所生活介護 ショートステイ よつば 長崎市滑石 5丁目 9番 51号 

介護医療院 介護医療院カリタス 長崎市新牧野町 132番地 1 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム なでしこ壮 長崎市西山台 2丁目 32番 47号 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム かたふち村 長崎市片淵 3丁目 500番地 2 

特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 エルダーみずほ 長崎市岩屋町 45番 1号 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム ひこばえ 長崎市早坂町 1180番地 7 

短期入所生活介護 なでしこ荘 短期入所生活介護事業所 長崎市西山台 2丁目 32番 47号 

短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所 かたふち村 長崎市片淵 3丁目 500番地 2 

短期入所生活介護 介護老人福祉施設 エルダーみずほ 長崎市岩屋町 45番 1号 

短期入所生活介護 ショートステイセンター鶴舞苑Ⅱ 長崎市大谷町 418番地 1 

短期入所生活介護 短期入所生活介護カリタス 長崎市新牧野町 132番地 1 

短期入所生活介護 老人短期入所事業ひこばえ 長崎市早坂町 1180番地 7 

短期入所生活介護 老人短期入所事業ユニットひこばえ 長崎市早坂町 1180番地 7 

短期入所生活介護 
特別養護老人ホームなでしこ荘 空

床利用型短期入所生活介護事業所 
長崎市西山台 2丁目 32番 47号 

老人デイサービスセンター 
社会福祉法人 実寿穂会 デイサービ

スセンターみずほ 
長崎市岩屋町 45番 1号 

老人デイサービスセンター デイサービスセンター なでしこ荘 長崎市西山台 2-32-47 

老人デイサービスセンター 通所介護事業所 かたふち村 長崎市片淵 3丁目 500番地 2 

老人デイサービスセンター デイサービスセンター鶴舞苑Ⅱ 長崎市大谷町 418番地 1 

老人デイサービスセンター 
長崎市社会福祉協議会さんわデイサ

ービスセンター 
長崎市布巻町 67番地 1 
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用途名称 施設名 所在地 

老人デイサービスセンター デイサービス 花いちもんめ 長崎市布巻町 534番地 1 

老人デイサービスセンター 
グループホームひこばえ 通所介護

事業所 
長崎市早坂町 1180番地 7 

グループホーム グループホーム ひこばえ 長崎市早坂町 1180番地 7 

グループホーム グループホーム 鶴舞苑Ⅱ 長崎市大谷町 418番地 1 

グループホーム グループホーム くろさき 長崎市上黒崎町 665番地 1 

軽費老人ホーム ケアハウスみずほ 長崎市岩屋町 45番地 1 

養護老人ホーム ことのうみ 長崎市琴海村松町 583番地 1 

共同生活援助 ＨＯＭＥながさき（夢希ホーム） 長崎市鳴見台 2丁目 22番 22号 

共同生活援助 すみれ棟 長崎市布巻町 1484番地 

共同生活援助 グループホーム ほたる 長崎市布巻町 624番地 1 

共同生活援助 グループホーム太陽 長崎市古賀町 1463番地 4 

就労継続支援 ワークセンターほたる 長崎市古賀町 1503番地 1 

就労継続支援 三和ゆめランド 長崎市宮崎町 893番地 

就労継続支援 ワークハウスつばき 長崎市多以良町 1551番地 94 

就労継続支援 就労支援事業所 my job 白鳥 長崎市白鳥町 8番 4号 

短期入所 グループホーム太陽 長崎市古賀町 1463番地 4 

診療所 
特別養護老人ホームかたふち村医務

室 
長崎市片淵 3丁目 500-2 

診療所 
特別養護老人ホームなでしこ荘医務

室 
長崎市西山台 2-32-47 

診療所 （特養）エルダーみずほ医務室 長崎市岩屋町 45番 1号 

診療所 カリタス診療所 長崎市西出津町 67-5 

診療所 （養護）ことのうみ医務室 長崎市琴海村松町 583番 1 

病院 小江原中央病院 長崎市小江原 2丁目 1-20 

病院 (社福) 十善会  十善会病院 長崎市淵町 20番 5号 

病院 （医）協治会 杠葉病院 長崎市三和町 413 

病院 長崎友愛病院 長崎市蚊焼町 2314番地 1 

児童厚生施設 長崎市立滑石児童館 長崎市滑石 2丁目 1-8 

小規模保育事業所 伊王島共生幼児園 ふるさと 長崎市伊王島町 2丁目 513番地 

認可外保育所 こもれび nursery 長崎市平間町 398(矢上幼稚園内) 

認定こども園 赤迫こども園 長崎市住吉台町 11-1 

認可保育所 茂木保育園 長崎市茂木町 75-9 

認定こども園 認定こども園かがやき 長崎市野母町 1820-2 

認定こども園 深堀こころこども園 長崎市深堀町 3丁目 68 
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用途名称 施設名 所在地 

幼稚園 深堀純心幼稚園 長崎市深堀町 5丁目 291番地 

幼稚園 くるみ北幼稚園 長崎市横尾 4丁目 1番 30号 

認定こども園 矢上幼稚園・こもれび nursery 長崎市平間町 412番地 23 

幼稚園 みやま幼稚園 長崎市滑石 3丁目 19番 50号 

小学校 戸石小学校 長崎市戸石町 1281 

小学校 古賀小学校 長崎市松原町 2462 

小学校 矢上小学校 長崎市矢上町 12-12 

小学校 深堀小学校 長崎市深堀町 5-148 

小学校 式見小学校 長崎市式見町 678 

小学校 城山小学校 長崎市城山町 23-1 

小学校 西城山小学校 長崎市金堀町 23-1 

小学校 南陽小学校 長崎市竿浦町 1062 

小学校 鳴見台小学校 長崎市鳴見台 2-1-8 

小学校 野母崎小学校 長崎市野母町 1 

小学校 神浦小学校 長崎市神浦向町 103 

小学校 川原小学校 長崎市宮崎町 127 

中学校 淵中学校 長崎市長崎市梁川町 21-5 

中学校 緑が丘中学校 長崎市緑が丘町 10-1 

中学校 小江原中学校 長崎市柿泊町 2316 

中学校 伊王島小中学校 長崎市伊王島町 1丁目甲 3273 

中学校 野母崎中学校 長崎市野母町 1 

中学校 三和中学校 長崎市為石町 2600 

共同生活援助 グループホームつばき 長崎市多以良町 1551番地 94 

共同生活援助 共同生活援助 ハピネス 長崎市界 1丁目 16-9 

老人デイサービスセンター たおやかに・デイサービスセンター 長崎市上黒崎町 777番地 

中学校 外海中学校 長崎市西出津町 1633番地 

サービス付き高齢者向け住宅 フラワーコート琴海 長崎市琴海村松町 1591 

認可保育所 鶴見台保育園（分園） 長崎市柳田町 58-1 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム なでしこ荘 長崎市西山台 2丁目 32番 47号 

小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護サンブライ

ト茂木 
長崎市茂木町 148番地 18 

看護小規模多機能型居宅介護 かんたき花椿 長崎市矢の平 4丁目 9番 18号 

看護小規模多機能型居宅介護 クローバーハウス住吉 長崎市泉 3丁目 2番 38号 

放課後児童クラブ 学童保育ひまわりクラブ 長崎市滑石 5丁目 18番 5号 
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共同生活援助 ショートステイ 遊歩の家 長崎市中里町 465番地 1 

就労継続支援 
社会福祉法人 クローバー ライフ・

ワーク小浦 
長崎市小江町 2734番地 108 

就労継続支援 タック マツバラ 長崎市松原町 2633番地 2 

短期入所 ショートステイホーム ホヌ 長崎市為石町 4650番地 8 

短期入所 グループホーム 遊歩の家 長崎市中里町 465番地 1 

病院 （医）琴生会 大石共立病院 長崎市琴海村松町 246 

診療所 
（医）秀友会 すぎやま内科クリニッ

ク 

長崎市琴海村松町 729番地 1 

診療所 （特養）琴の浦荘 医務室 長崎市琴海戸根町 743-47 

放課後児童クラブ 学童保育とまちにこにこクラブ 長崎市戸町 2丁目 2番 12号 

放課後児童クラブ にしきたファイブ 長崎市西北町 30番 11号  

グループホーム グループホーム いこいの園 長崎市四杖町 1738番地 3 

老人デイサービスセンター デイサービス南越 長崎市南越町 685番地 

老人デイサービスセンター リハビリテーション ラシクル 長崎市ｴﾐﾈﾝﾄ葉山町 4番 6号 

老人デイサービスセンター ひばり苑デイサービス戸町 長崎市上戸町 2丁目 17番 11号 

老人デイサービスセンター 
長崎ケアハートガーデン デイサー

ビス南山手 

長崎市小曽根町 1 番 33 号ﾏﾙﾀﾔ南山手

ｸﾗﾌﾞ 1階 

小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護事業所サン

ハイツ青山 
長崎市青山町 2番 36号 

共同生活援助 あかりホーム 長崎市鳴見町 50-5 

共同生活援助 わおん長崎北部 長崎市昭和 2丁目 20番 7号 

共同生活援助 わおん大手町 長崎市大手 1丁目 7番 10号 

児童発達支援 児童デイサービス グリーンズ 
長崎市川平町 1207 番地 5 ほっとﾒｿﾞﾝ

川平 1階 

宿泊型自立訓練 リンクアップ 長崎市江の浦町 18-1 

自立訓練（生活訓練） リンクアップ 長崎市江の浦町 18-1 

短期入所 リンクアップ 長崎市江の浦町 18-1 

放課後等デイサービス 児童デイサービス グリーンズ 
長崎市川平町 1207 番地 5 ほっとﾒｿﾞﾝ

川平 1階 

診療所 深沢眼科 長崎市矢上町４番１１号 

診療所 （医）古市外科胃腸科医院 長崎市緑が丘町２－１ 

診療所 長崎市伊王島国民健康保険診療所 長崎市伊王島国民健康保険診療所 

診療所 長崎市高島国民健康保険診療所 長崎市高島町 1727番地 1 

診療所 （社福）椿ヶ丘診療所 長崎市神浦丸尾町 1553番地 
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病院 （医）外海弘仁会 日浦病院 長崎市下黒崎町１４０２番地 

病院 （医）清潮会 三和中央病院 長崎市布巻町１６５番地１ 

認可保育所 出津愛児園 長崎市西出津町 2151 

認可保育所 尾戸保育園 長崎市琴海尾戸町 1735-3 

認可保育所 虹が丘まめの木保育園 長崎市虹が丘町 2405-1 

小学校 高島小学校 長崎市高島町 1947-2 

小学校 外海黒崎小学校 長崎市下黒崎町 1428 

中学校 高島中学校 長崎市高島町 1947-2 

診療所 
（福）聖ヨハネ会 養護老人ホーム 

聖マルコ園 診療所 
長崎市西出津町 2235-3 

診療所 特別養護老人ホームよつば医務室 長崎市滑石 5丁目 9番 38号 

診療所 デイサービスあすなろ 
長崎市西山 4 丁目 474 番地 6 アラシ

ン 7 

有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 明色 長崎市戸石町 1491 
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４-１ 地震時の広報内容事例 
別表１ 

 

          こちらは、長崎市災害対策本部です。 

1-1 ・本日、午前○時○分頃、○○○を震源地とする強い地震が発生しました。 

2-1 

2-2 

 

・あわてて外に飛び出すのは危険です。 

・丈夫なテーブルや机などの下に身をかくし、しばらく様子をみましょう。強い揺れはせいぜい１分程度です。 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

・火が出たら隣近所に声をかけて助けを求めましょう。 

・地震が収まってもガスが漏れている恐れがあります。 

・プロパンガスは元栓を閉めましょう。 

・煙草に火を付けたり、電気を使うのは危険です。しばらく見合わせてください。 

4-1 

4-2 

4-3 

・戸や窓を開けて出口を確保してください。 

・百貨店、劇場、地下街など大勢の人がいる場所では、係員の指示に従って一人ひとりが落ちついて行動しましょう。 

・あわてて出口や階段に殺到しないようにしましょう。 

5-1 

5-2 

 

・落下物に注意し、ブロック塀などから急いで離れましょう。 

・繁華街やビルの側は看板やガラスが落ちてきて危険です。頭を保護し、広い公園か最寄りの丈夫な建物に避難しま

しょう。 

う。 
6-1 

6-2 

6-3 

・台所や風呂場に火の気はありませんか。 

・もう一度、火の元、ガスの元栓を確かめてください。 

・プロパンガスはボンベの元栓をしめましょう。 

7-1 

7-2 

・テレビ、ラジオの正しい地震情報を聞いて落ちついて行動しましょう。 

・地震の時は特に事実とくい違った情報に気をつけましょう。 

8-1 ・今後も余震が続くと思われますが、隣近所と助け合い、安全な場所へ避難してください。 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 

・避難は徒歩で行い、持ち物は最小限にしてください。 

・運転中の皆さんにお願いします。車は左側に寄せて停車してください。しばらく様子をみましょう。 

・地震のための交通規制が行われますので、カーラジオの情報や現場の警察官の指示に従いましょう。 

・避難は火災の拡大や危険物の爆発の危険がなければ、必要ありません。正確な情報をつかみましょう。 

・避難するときは、ヘルメットなどで頭を保護しましょう。 

・避難は車や自転車を使わずに歩いて行きましょう。 

・持ち物は最小限で身軽にして履き慣れた靴を履きましょう。 

・避難の時は、お年寄りや病人を近所で助け合いましょう。 

・ビルの側、ブロック塀の側、切れたり垂れ下がっている電線は危険です。注意しましょう。 

10-1 

10-2 

10-3 

・現在、○○地区は火災が、発生し、（○○方向に向け）延焼中です。この地区に避難指示が出されました。 

・現場の警察官や消防職員、市役所職員の誘導に従って（○○方面へ）避難してください。 

・避難には絶対車を使わないようにしましょう。持ち物は非常持ち出しの最低限にしましょう。 

11-1 

 

11-2 

・現在、○○地区海岸一帯は地震による津波のおそれがあるため避難指示が出されました。安全な高台へ避難してく

ださい。 

・現場の警察官や消防職員、市役所職員の誘導に従って（○○方面へ）避難しましょう。 

12-1 

12-2 

12-3 

13-1 

・現在、○○地区は崖崩れのため避難指示が出されました。 

・安全な場所へ避難してください。 

・現場の警察官や消防職員、市役所職員の誘導に従って（○○方面へ）避難しましょう。 

13-1 ・長崎市では、全職員を以て災害対策本部を設置します。 
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第６章 災害復旧計画 

復旧－1 

 

６-１ 住宅災害報告書 
様式１ 

 

住 宅 災 害 報 告 書 

 

作成年月日  平成   年   月   日 

市 町 村 名 

作 成 者 名      部（局）     課 

  １災害の概要   

 

災害名  発生年月日  

概

況

と

特
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の 
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の
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第６章 震災応急対策計画 

復旧－2 

 

２ 住宅の被害状況 

都道府県  

市 町 村 名 
合 併

年月日 

住宅現

在戸数 

滅 失 損  傷 

床上

浸水 

  災害救助法施行令第１条 

  該当災害関係 

備考 

全壊 全流出 全焼 

半 壊 

半流出 

半 焼 

一部 

損傷 

適 用 

 

年月日 

根拠条文 

市町村別 

 

人  口 

○○市          
第○条 

第○号 
  

 

○○市 

 旧○○町 

 〃○○町 

 〃○○町 

            

○○郡○○町             

 

○○郡○○町 

 旧○○村 

 〃○○村 

            

○○郡○○町             

             

県 合 計             
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復旧－3 

 

【記載上の注意】 

○「災害の概況と特徴」には被害地の特徴（住居密集地区、農村地区、山間地区等）をあわせて

明記する。 

○「公営住宅」については（  ）書で内書とし、備考欄に建設年度別、種別、構造別の戸数を

記入すること。 

○「災害区分」について 

被  害  別 被    害    程    度 

滅 失 

全 壊 

全 流 出 

全 焼 

住家が滅失したもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流

出した部分の床面積がその住宅の延床面積の70％以上に達したもの

又は住家の主要構造部の被害額がその住家時価の50％以上に達した

程度のものをいう。 

損 傷 

半 壊 

半 流 出 

半 焼 

住家の損害が甚だしいが、補修すれば元どおりに使用できる程度の

もので、具体的には損壊部分がその住家の延面積の20％以上70％未満

のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20％以上

50％未満のものをいう。 

一 部 

損 傷 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする

程度のものをいう。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さな

ものは除く。 

床 上 浸 水 

住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが土

砂竹木等のたい積により一時的に居住することができないものをい

う。 

○合併前の旧市町村の記載については、合併前の旧市町村（合併後５年以内のものに限る。）の

区域内の滅失戸数が、当該旧市町村の区域内の総戸数の１割以上に及ぶ区域がある場合は、各

旧市町村別に内訳を朱書きする。 

○単位は戸とし、戸数の認定が困難な場合は棟数及び世帯数で報告する。 

○住宅現在戸数の欄は、滅失した住宅の戸数が１市町村の区域内の住宅戸数の１割以上あるとき

記載する。 

○災害救助法適用年月日の欄は、災害救助法施行令第１条の適用基準には該当するが救助を行わ

ないこととした場合には、「適用せず」と記載すること。 
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１ 長崎市防災会議条例 

 

地防資料‐1 

１ 長崎市防災会議条例 
昭和３８年７月１５日 

条 例 第 ３ ４ 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号、以下「法」という。）第１６条第６項の規定に

基づき、長崎市防災会議(以下「防災会議」という｡)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

⑴ 長崎市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

⑵ 本市の水防計画その他水防に関する重要な事項の調査審議に関すること。 

⑶ 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

⑷ 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員５５人以内で組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 指定地方行政機関（法第２条第４号に規定するものをいう。以下同じ。）の職員のうち、市長が定める職にあ

る者 

⑵ 陸上自衛隊の自衛官のうち、市長が定める職にある者 

⑶ 長崎県の知事の部内の職員のうち、市長が定める職にある者 

⑷ 長崎県警察の警察官のうち、市長が定める職にある者 

⑸ 市長の部内の職員のうち、市長が定める職にある者 

⑹ 本市の教育委員会の教育長 

⑺ 本市の消防本部の消防長 

⑻ 本市の消防団長 

⑼ 指定公共機関（法第２条第５号に規定するものをいう。以下同じ。）及び指定地方公共機関（法第２条第６号

に規定するものをいう。以下同じ。）の職員 

⑽ 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 

⑾ 前各号に掲げる者のほか、防災行政を推進する上で市長が必要と認める者 

６ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。 

７ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 第５項第１号から第１０号までに掲げる者（同号に規定する自主防災組織を構成する者に限る。）のうちから委

嘱され、又は任命された委員が、それぞれ同項の相当規定に該当する者でなくなったときは、前２項に定める任

期中であつても、当該委員の委嘱又は任命は解かれたものとする。 

（専門委員会） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員は、指定地方行政機関の職員、長崎県の職員、本市の職員、指定公共機関の職員、指定地方公共機関

の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項は、会長が防災

会議に諮って定める。 

  附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和３８年１０月１１日 条例第４７号） 

（改正附則省略） 

(委員の任期の特例) 

3 この条例の施行の日前に委嘱され、又は任命された次の各号に掲げる委員の任期は、市長が別に定める。 

(1) 略 

(2) 第６条の規定による改正前の長崎市防災会議条例第３条第５項第１号から第８号までに掲げる者のうちか

ら委嘱され、又は任命された委員 

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/JobunPrint?outputid=1463494951683&memoWin=true&_=1463494966274
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/JobunPrint?outputid=1463494951683&memoWin=true&_=1463494966274
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/JobunPrint?outputid=1463494951683&memoWin=true&_=1463494966274


２ 長崎市防災会議委員名簿 
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２ 長崎市防災会議委員名簿 
（令和5年11月1日現在） 

 会長 長崎市長   鈴木 史朗 

 

条例第３条第５項第１号該当委員 

 （指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

九州農政局長崎県拠点 

九州運輸局長崎運輸支局 

長崎海上保安部 

長崎地方気象台 

九州地方整備局 

長崎河川国道事務所 

総括農政推進官 

首席運輸企画専門官 

部 長 

次 長 

所 長 

松 瀨 孝 洋 

中 村  翔 

本 野 勝 則 

篠 﨑  覚 

大 場 慎 治 

岩川町16－16 

松が枝町7－29 

松が枝町7－29 

南山手町11－51 

宿町316－1 

845－7121 

822－0010 

827－5133 

811－4863 

 839－9211 

 

 

条例第３条第５項第２号該当委員 

 （陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

陸上自衛隊第 1 6普通科連隊 第 ２ 中 隊 長 近 藤 裕 一 大村市西乾馬場町416 0957-52-2131 

 

条例第３条第５項第３号該当委員 

 （長崎県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

長 崎 県 

〃 

〃 

危機管理 課長 

長崎振興局長  

砂 防 課 長

長  

 

飛 永 琢 也 

 田 中 庄 司 

小 川 秀 文 

尾上町3－1 

大橋町11－１ 

尾上町3－1 

 

824－1111 

844－2181 

824－1111 

  

条例第３条第５項第４号該当委員 

 （長崎県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

長 崎 警 察 署 

大 浦 警 察 署 

浦 上 警 察 署 

時 津 警 察 署 

 

署 長 

署 長 

署 長 

署 長 

 

平 戸 雄 一 

江 口 正 広 

永 尾 俊 之 

門 脇 隆 仁 

   

尾上町5－26 

松が枝町7－25 

大橋町26－４ 

西彼杵郡時津町浦郷 

275番地1 

822－0110 

829－0110 

842－0110 

881－0110 
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条例第３条第５項第５号該当委員 

 （市長がその部内の職員のうちから任命する者） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

長 崎 市 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

副 市 長 

〃 

危 機 管 理 監 

市民生活部長 

総 務 部 長 

福 祉 部 長 

市民健康部長 

土 木 部 長 

建 築 部 長 

中央総合事務所長 

上下水道局長 

柴 原 慎 一 

㓛 刀 岳 秀 

松 尾 裕 彦 

宮 﨑 忠 彦 

水 蘆   崇 

山 口 伸 一 

島 村 昭 太 

松 浦 文 昭 

山 北   守 

濵 田 貴 博 

野 瀬 弘 志 

魚の町4－1 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

822－8888 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 

条例第３条第５項第６号該当委員 

 （本市の教育委員会の教育長） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

長 崎 市 教 育 委 員 会 教 育 長 橋 田 慶 信 魚の町4－1 822－8888 

 

条例第３条第５項第７号該当委員 

 （本市の消防本部の消防長） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

長 崎 市 消 防 局 消 防 局 長 北 村  正 興善町3－1 
822－0414(局長) 

822－0441(総務課) 

 

条例第３条第５項第８号該当委員 

 （本市の消防団長） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

長 崎 市 消 防 団 団 長 鉄 川 惠 一 興善町3－1 822－0461 

 

条例第３条第５項第９号該当委員 

 （指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者）  

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

九州旅客鉄道株式会社長崎支社 

西日本電信電話株式会社長崎支店 

日 本 赤 十 字 社 長 崎 県 支 部 

工 務 課 長 

支 店 長 

事 務 局 長 

源 城   望 

瀬 戸 口  浩 

園 田 俊 輔 

尾上町8－6 

出島町11－13 

茂里町3－15 

823－0108 

893－8059 

846－0680 
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機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

日 本 放 送 協 会 長 崎 放 送 局 

西日本高速道路株式会社九州支社 

九州電力送配電株式会社長崎配電事業所 

株式会社NTTドコモ九州支社長崎支店 

西部ガス株式会社長崎供給部 

長 崎 県 バ ス 協 会 

長 崎 放 送 株 式 会 社 

株 式 会 社 テ レ ビ 長 崎 

長 崎 文 化 放 送 株 式 会 社 

株 式 会 社 長 崎 国 際 テ レ ビ 

株 式 会 社 エ フ エ ム 長 崎 

株 式 会 社 長 崎 新 聞 社 

長崎県トラック協会長崎支部 

長崎県ＬＰガス協会長崎支部 

長 崎 県 看 護 協 会 県 南 支 部 

コンテンツセンター長 

長崎高速道路事務所長

所 長 

支 店 長 

長崎供給部長 

専 務 理 事 

執行役員報道メディア局長 

報 道 局 長 

報 道 ス ポ ー ツ 部 長 

取 締 役 報 道 制 作 局 長 

放 送 部 長 

編集局報道部報道部次長  

副 支 部 長 

支 部 長 

運 営 委 員 

真 野 裕 也 

桑 原 和 之 

堀 切 一 郎 

福 留 貴 光 

石 橋 忠 信 

峯   比呂志 

下 田 智 行 

城 谷 英 知 

大 嶋 真由子 

吉 塚 育 史 

西 川   徹 

向 井 真 樹 

井 石 八千代 

永 田   巌 

清 水 香保里 

西坂町1－1 

諫早市貝津町1008 

城山町3－19 

尾上町1－1 ｵﾌｨｽ515 

尾上町6－20 

興善町4－6 

上町1－35 

金屋町1－7 

茂里町3－2 

出島町11－1 

栄町5－5 

茂里町3－1 

松原町2651－3 

中町1－26－7階 

魚の町3－28 

821－1115 

0957-26-0011 

0800-777-9424 

850－0058 

827－8808 

822－9018 

824－3111 

827－2111 

843－1000 

820－3000 

828－2020 

844－2111 

838－4202 

824－3770 

820－3033 

 

条例第３条第５項第１０号該当委員 

 （自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者） 

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

長 崎 市 社 会 福 祉 協 議 会 

長崎市婦人防火クラブ連絡協議会 

長 崎 市 保 健 環 境 自 治 連 合 会 

国 立 大 学 法 人 長 崎 大 学 

 

会 長 

会 長 

常 任 理 事 

長崎大学病院

災害医療支援室 准教授 

馬 場 豊 子 

松 本 スミ子 

石 谷 忠 善 

山 下 和 範 

 

上町1－33 

興善町3－1 

魚の町4－1 

魚の町4－1 

 

828－1281 

822－0119 

829－1134 

829－1134 

 

 

条例第３条第５項第１１号該当委員 

 （防災行政を推進する上で市長が必要と認めて委嘱する者）  

機   関   名 職    名 氏    名 機  関  所  在  地 

長 崎 市 医 師 会 

長 崎 市 歯 科 医 師 会 

長 崎 市 薬 剤 師 会 

長 崎 市 立 病 院 機 構 

長 崎 電 気 軌 道 株 式 会 社 

長 崎 旅 客 船 協 会 

理 事 

総 務 理 事 

常 務 理 事 

事 務 部 長 

常 務 取 締 役 

会 長 

土 屋 知 洋 

古 豊 育太朗 

水 野 和 美 

草 野 孝 昭 

松 阪   勲 

村 木 昭一郎 

栄町2－22 

茂里町3－19 

茂里町3－18 

新地町6－39 

大橋町4－5 

元船町16－12－3階 

818－5511 

846－1717 

845－5228 

822－3251 

845－4111 

822－1300 
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３ 長崎市災害対策本部条例 
 

昭和３８年７月１５日 

条 例 第 ３ ５ 号 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２第８項の規定に基づき、長崎市

災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総理し、災害対策本部員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部の設置） 

第３条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長

災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部の運営について必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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４ 長崎市災害対策本部規程 
 

昭和３８年８月１日 

災害対策本部規程第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、長崎市災害対策本部条例（昭和38年長崎市条例第35号。以下「条例」という。）第３条及び第

５条の規定に基づき、長崎市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の運営について、必要な事項を定め

るものとする。 

（災害対策副本部長） 

第２条 災害対策副本部長は、副市長をもって充てる。 

（災害対策本部長及び災害対策副本部長の職務代理者） 

第３条 災害対策本部長に事故があるときは、市長の職務を代理する第１順位の副市長、市長の職務を代理する第

２順位の副市長の順序により災害対策副本部長がその職務を代理する。 

２ 災害対策本部長及び災害対策副本部長にともに事故があるときは、災害対策本部長があらかじめ指名する災害

対策本部員がその職務を代理する。 

（部及び班並びにその分掌事務） 

第４条 災害対策本部長は、災害予防及び災害応急対策を推進するため、必要に応じ、別表（注）の第１欄及び第

２欄に掲げる部及び班の全部又は一部を設置することができる。 

２ 前項の規程により設置される部及び班の分掌事務は、おおむね別表（注）の第４欄に掲げるとおりとする。 

（職制） 

第５条 班に班長を置く。 

２ 部に副部長を置くことができる。 

（部長及び班長の職務代理） 

第６条 部長及び班長に事故があるときは、災害対策本部長が定める順序により、災害対策本部員がその職務を代

理する。 

（本部会議） 

第７条 災害対策本部に本部会議を置く。 

２ 本部会議は、災害対策本部長、災害対策副本部長、災害対策本部の各部長、その他災害対策本部長が必要と認

める者をもって組織し、災害予防、災害応急対策等重要な事項について協議する。 

３ 本部会議は、必要のつど、災害対策本部長が招集する。 

（現地災害対策本部） 

第８条 現地災害対策本部の組織その他必要な事項は、そのつど、災害対策本部長が定める。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、災害対策本部について必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和３９年８月６日災害対策本部規程第１号） 

（注）別表（第４条関係）は基本編に記載 
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５ 長崎県防災ヘリコプター運航管理要綱・同緊急運航要領 

 

(１) 長崎県防災ヘリコプター運航管理要綱 

           目        次 

     第１章  総    則（第１条～第５条） 

     第２章  運 航 管 理（第６条～第17条） 

     第３章  安 全 管 理（第18条～第19条） 

     第４章  教 育 訓 練（第20条～第21条） 

     第５章  事故防止対策（第22条～第25条） 

     第６章  雑    則（第26条～第27条） 

   第 １ 章  総    則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長崎県防災ヘリコプター（以下「航空機」という。）の安全かつ効果的な運用を図るため、航空機の運航管理等につ

いて必要な事項を定める。 

（他の法令との関係） 

第２条 航空機の運航管理については、航空関係法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（防災航空センターの設置） 

第３条 航空機を利用して行う消防防災業務を円滑に遂行するため、危機管理防災課に防災航空センター（以下「センター」という。）を

置く。 

２ センターの位置は、大村市今津町201（長崎空港Ａ地区内）とする。 

（センター所長） 

第４条 センターに所長を置く。 

２ 所長は、危機管理課長の命を受け、センターの事務を統括する。 

（長崎県防災航空隊） 

第５条 センターに長崎県防災航空隊を置く。 

２ 長崎県防災航空隊については、別に定める「長崎県防災航空隊編成及び運用要領」によるほか、この要綱の定めるところによる。 

   第 ２ 章  運航管理 

（総括管理者） 

第６条 総括管理者は防災危機管理監をもって充てる。 

２ 総括管理者は、航空機に関するすべてを総括する。 

（運航総括責任者） 

第７条 運航総括責任者は危機管理課長をもって充てる。 

２ 運航総括責任者は、航空機の運航に関する事務を掌理する。 

（運航責任者） 

第８条 運航総括責任者は、運航責任者としてセンター所長を指名する。 

２ 運航責任者は、航空機の出発の承認、航空消防活動の中止の指示、その他の航空機の運航の管理に関する事務を掌理する。 

（運航指揮者） 

第９条 運航責任者は、航空機を運航する場合には、運航指揮者を指名する。 

２ 運航指揮者は、航空機に搭乗中、航空法（昭和27年法律第231号。以下「法」という。）第７３条の規定により機長が行うこととされて

いる業務を除き、乗組員を指揮監督して業務の万全を期さなければならない。 
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（運航計画） 

第10条 運航総括責任者は、消防防災業務を適正かつ円滑に行うため航空機の運航計画を定める。 

２ 運航計画は、年間運航計画（様式第１号）及び月間運航計画（様式第２号）とする。 

（運航範囲） 

第11条 航空機は、次の各号に掲げる活動で、その特性を十分に活用することができ、かつ、その必要性が認められる場合に運航する。 

⑴ 災害応急対策活動 

⑵ 救急活動 

⑶ 救助活動 

⑷ 火災防御活動 

⑸ 広域航空消防防災活動 

⑹ 災害予防活動 

⑺ 消防防災訓練活動 

⑻ 一般行政活動 

⑼ その他統括管理者（防災危機管理監）が必要と認める活動 

２ 航空機の運航は、原則として9時00分から17時45分までとする。 

  ただし、第12条に規定する緊急運航の場合は、この限りではない。 

（緊急運航） 

第12条 前条第１項第１号から第５号までの規定に係わる運航（以下「緊急運航」という。）は、第８条に規定する運航計画に基づく運航

（以下「通常運航」という。）に優先する。 

２ 運航責任者は、航空機の通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合は、直ちに運航指揮者に緊急運航に移行する旨を指示するも

のとする。 

３ 緊急運航に関して必要な事項は、「長崎県防災ヘリコプター緊急運航要領」に定める。 

（使用予定表） 

第13条 航空機の使用（緊急運航に係わるものを除く・以下次条において同じ。）を予定する者（以下「使用予定者」という。）は、翌年度

の予定にあっては航空機使用年間予定表（様式第３号）により毎年２月末日まで、毎月の使用にあっては航空機使用月間予定表（様式第

４号）により使用予定の月の前々月の末日までに統括管理者に提出するものとする。 

（航空機の使用） 

第14条 使用予定者は、航空機使用申請書（様式第５号）に使用する15日前までに、統括管理者に申請するものとする。 

（航空機の使用承認） 

第15条 統括管理者は、前条の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査のうえ適当と認められるときは、承認する。 

２ 統括管理者は、前項の規定により承認した場合は、航空機使用承認書（様式第６号）を交付する。 

（航空機の使用報告） 

第16条 航空機を使用した者は、航空機使用報告書（様式第７号）により、使用した日から７日以内に統括管理者に報告するものとする。 

（飛行場外離着陸場） 

第17条 運航責任者は、飛行場外離着陸場を調査選定し、必要な書類等を整備するとともに、その実態を常に把握しておかなければならな

い。 

２ 飛行場外離着陸に際し必要な準備等は、運航責任者の指示により、使用予定者が実施するものとする。 

   第 ３ 章  安全管理 

（安全管理） 

第18条 総括管理者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める航空機の運用限界等指定書に基づく、消防防災業務の適正な執行体制及び
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航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期さなければならない。 

（航空機等の管理） 

第19条 総括管理者は、法第19条第１項の規定に基づいて、一定の資格を有する技術者が航空機の安全性が確保されていることについて確

認をしなければ、航空機を航空の用に供してはならない。 

２ 運航総括責任者及び運航責任者は、航空機、格納庫、事務所、装備品等を適正に管理し、常に航空機等の性能を最大限発揮できる状態

にしておかなければならない。 

第 ４ 章  教育訓練 

（航空隊員等の教育訓練） 

第20条 統括管理者は、次に掲げる教育訓練を行う。 

⑴ 操縦士の操縦技能の取得維持に必要な飛行訓練及びシュミレーターを用いた緊急操作訓練 

⑵ 航空消防活動従事者の安全確保に資する訓練 

２ 総括管理者は、前項に定める教育訓練を実施するに当たっては、「教育訓練等基本計画」を別に定める。 

  教育訓練等基本計画は次に掲げる事項を含むものとする。 

⑴ 教育訓練等の目標及び内容並びにその実施方法 

⑵ 教育訓練等に係る安全管理対策 

⑶ 教育訓練等に必要な施設設備の整備計画 

⑷ 教育訓練等に当たる指導者の確保及び養成のための方策 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、教育訓練等を効果的かつ安全に実施するために必要な事項 

  ３ 教育訓練等基本計画は、必要に応じて見直し検討及び修正を行うものとする。 

  ４ 運航総括責任者は、飛行訓練及びシュミレーターを用いた緊急操作訓練の結果を把握するなどにより操縦士の操縦技能確認を行うもの

とする。 

（教育訓練の実施） 

第21条 統括管理者は、航空隊員等の教育訓練を実施するために必要な訓練体制並びに施設、設備及び教材の整備を図り、隊員等の資質の

向上に努めなければならない。 

２ 運航総括責任者は、教育訓練等基本計画に基づき「教育訓練等実施計画」を別に定める。 

  教育訓練等基本計画は次に掲げる事項を含むものとする。 

⑴ 年間の教育訓練等の目標及び内容並びにその実施方法 

⑵ 年間の教育訓練等の対象者 

⑶ 年間の教育訓練等の時間数及び実施時期 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、年間の教育訓練等を円滑に実施するために必要な事項 

（他機関との連携） 

第22条 運航総括責任者は、消防防災業務を効率的に行うため、市町、消防機関その他の関係機関と連携のうえ、必要な訓練を実施するも

のとする。 

   第 ５ 章  事故防止対策等 

（捜索及び救難体制の確立） 

第23条 総括管理者は、航空事故が発生するおそれ若しくは発生した疑いのある場合又は航空事故が発生した場合の捜索救難等の初動体

制及びその後の処理に関して必要な事項は「長崎県防災ヘリコプター緊急対策処理規程」に定める。 

（航空事故発生時の措置） 

第24条 運航指揮者は、航空機の運航中、航空機の故障、気象の急変等により航空事故が発生するおそれがあるときは、人命、財産に対す

る危難の防止に最善の手段を尽くすなど、万全の措置を講じるとともに、その状況等を運航責任者に報告しなければならない。 
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第25条 運航責任者は、前項の報告を受け又は前項に関する情報を入手した場合は、直ちに関係機関に通報し、捜索救難活動を依頼すると

ともに、その旨を運航総括責任者に報告しなければならない。 

（事故報告） 

第26条 総括管理者は、法第76条第１項に規定する事故が発生した場合は、国土交通大臣に報告するとともに、直ちに原因、損害等につい

て調査し、その結果を知事に報告しなければならない。 

 

   第 ６ 章  雑     則 

（記録及び保存） 

第27条 運航総括責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、消防防災業務に関する記録を保存しておかなければならない。 

（その他） 

第28条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 この要綱は、平成５年３月２５日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和 ２年４月１日から施行する。                           （注 様式省略） 
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(２)長崎県防災ヘリコプター緊急運航要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、長崎県防災ヘリコプター運航管理要綱（以下「要綱」という。）第10条第３項の規定に基づき、長崎県防災

ヘリコプターの緊急運航（以下「緊急運航」という。）に関して必要な事項を定める。 

（他の規定との関係） 

第２ 緊急運航については、要綱に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

（緊急運航基準） 

第３ 緊急運航は、市町村長及び消防機関、その他関係機関からの災害派遣要請に基づくものとする。（但し、救急活動につい

ては市町村長からの災害派遣要請とする。） 

第４ 緊急運航は、次に定めるところによる。 

１ 災害応急対策活動 

⑴ 被災状況等の偵察、情報収集活動 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で広範囲にわたる偵察、情報収集活動を行う必要があると認められる場

合 

⑵ 救援物資、人員、資機材等の搬送 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に緊急に救援物資、人員、資機材等を搬送する必要があると認められる

場合 

⑶ その他 

 災害応急対策上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

２ 救急活動 

⑴ 交通遠隔地からの傷病者搬送 

 離島、山村等の交通遠隔地から真に生命が危険な傷病者の搬送を緊急に行う必要がある場合で、他に搬送の手段がなく、

かつ、原則として医師が搭乗できる場合 

⑵ その他 

 救急活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められ、かつ、医師等の専門知識を有する者が搭乗できる場合 

３ 救助活動 

⑴ 高層ビル等火災における救助 

⑵ 水難事故及び山岳遭難等における捜索・救助 

⑶ 高速自動車道及び自動車専用道路上の事故救助 

⑷ その他 

 救助活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

４ 火災防御活動 

⑴ 偵察、情報収集活動 

 大規模火災、爆発事故等が発生し、又は延焼拡大のおそれがあると認められ、偵察、情報収集活動を行う必要があると

認められる場合 

⑵ 林野火災における空中消火 

 地上における消火活動では、消火が困難であり、ヘリコプターによる消火の必要があると認められる場合 
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⑶ 資機材等の搬送 

 大規模林野火災等において、他に人員、資機材等の搬送手段がない場合又はヘリコプターによる搬送が有効と認められ

る場合 

⑷ その他 

 火災防御活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

５ 広域航空消防防災活動 

 広域航空消防防災活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

（緊急運航の要請） 

第５ 緊急運航の要請は、危機管理防災課に行う。 

２ 前項の要請は、様式第１号又は２号のメール又はファックス送信及び口頭により行い、事後速やかに様式第３号又は４号

を文書にて提出するものとする。 

（緊急運航の決定） 

第６ 運航責任者は、前条の要請があった場合には、災害の状況及び現場の気象状況等を確認の上、運航指揮者に運航命令の

指示をし、運航責任者の回答をもって、要請者にその旨を回答する。 

（受入態勢） 

第７ 緊急運航を要請した者は、運航責任者と緊密な連絡を図るとともに、次の受入態勢を整えるものとする。 

１ 離着陸場所を確保するとともに安全を確保するためヘリポートに警戒員を配置 

２ 傷病者等の搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配 

３ その他必要な事項 

（報告） 

第８ 運航責任者は、緊急運航を終了した場合には、速やかに活動の内容を運航総括者に報告するものとする。 

２ 緊急運航を要請した者は、災害等が収束した場合、災害状況報告書（様式第５号）により、速やかに運航総括責任者に報

告するものとする。（但し、第４の２による場合は除く。） 

 

（附則） 

この要領は、平成５年３月２５日から施行する。 

この要領は、令和２年４月 １日から施工する。 

（注 様式省略） 
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６ 災害相互応援協定書 
 

 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条に基づく市町村地域防災計画に定める防災業務を遂行し、地域

住民の生命、財産の確保と福祉の増進に寄与するため同法第67条の規定により長崎市（以下「甲」という。）と諫早市（以下「乙」

という。）は、相互応援に関し、次のとおり必要な事項を定め協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の行政区域において非常災害が発生した場合、災害の応急対策及び復旧対策の応援について必

要な事項を定めることを目的とする。 

（応援出動） 

第２条 応援出動は、災害の発生に対し、甲、乙はそれぞれの要請に基づき相互に行うものとする。ただし、緊急の場合はそ

の要請を待たず自主的に応援出動することができる。 

（応援要請の方法） 

第３条 応援の要請は、電話その他の方法により次の事項を明確にして行い、事後において速やかに文書を提出するものとす

る。 

⑴ 災害発生等の種類、日時及び場所 

⑵ 応援を必要とする人員、機械器具等の種別及び数量 

⑶ 応援隊の到着希望日時及び場所 

⑷ その他必要事項 

（応援隊の派遣） 

第４条 前条の規定により応援を受けた甲又は乙は、それぞれの行政区域の防災対策上支障のない範囲で応援隊を派遣するも

のとする。 

２ 応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具数量、到着予定時刻、応援隊の長の氏名等を文書により提出す

るものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず応援の要請を受けた甲又は乙が、応援要請に応ずることが困難な場合においては、応援隊を派

遣しないことができる。その場合は、遅滞なくその旨を相手方に通報するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第５条 応援隊の指揮は、受援地の現場最高指揮者が応援隊の長に対して行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、

直接応援隊の隊員に対して行うことができる。 

（報告） 

第６条 応援隊の長は、現場到着、引き揚げ及び防災業務の状況を現場最高指揮者に報告するものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、平成１７年３月１日から平成１８年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の２箇月間前に、甲又は乙いずれの側からもこの協定改定の意志表示がないときは、更に１年間有効期間

を延長するものとし、以後この例による。 

３ 甲又は乙は、この協定の有効期間中であっても双方協議してこの協定を改定することができる。 

（協議） 

第８条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は甲、乙協議して定める。 

 この協定の締結を証するため協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各自１通を保有する。 



６ 災害相互応援協定書 

地防資料‐14 

平成１７年３月１日 

 

甲 長崎市桜町２番２２号 

       長崎市長 

          伊 藤 一 長 
 

乙 諫早市東小路町７番１号 

       諫早市長職務執行者 

          松 原 英 郎 
 

 

※ 同文で協定している町 

１ 時津町 昭和５９年１月１日 

２ 長与町 昭和５９年４月１日 
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７ 災害に関する対策のための放送要請に関する協定 
 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第５７条に規定する放送に関して、長崎市と

日本放送協会長崎放送局とは、災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）第２２条の規定に基づき協議

し、災害に関する対策のための放送要請に関する手続きについて次のとおり協定する。 

第１条 長崎市（以下「甲」という。）が法第５７条の規定に基づき、日本放送協会長崎放送局（以下「乙」という。）

に、放送を要請するときの手続きは、この協定の定めるところによって行う。 

第２条 甲が乙に放送を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもって要請するものと

する。 

⑴ 放送を要請しようとする理由 

⑵ 放送事項 

⑶ 放送を行う日時及び放送系統 

⑷ その他必要な事項 

２ 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。 

第３条 乙は、甲からの放送の要請をうけたときは、その内容を検討し、法第５７条の規定に適合するときは、放

送の形式、内容、時刻及び放送系統等をその都度決定し、速やかに放送するものとする。 

第４条 要請手続きの円滑を図るため、長崎市危機管理監及び日本放送協会長崎放送局放送部長を連絡責任者とす

る。 

第５条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

   昭和５８年７月１日 

 

      甲    長崎市 

           代表者 

             長崎市長   本 島  等 

 

      乙    日本放送協会長崎放送局 

           代表者 

             局  長   宇 野 英 男 

※ 同文で協定している放送局 

１ 長 崎 放 送 ㈱ 昭和５８年６月２０日 

２ ㈱ テ レ ビ 長 崎 昭和５８年６月２０日 

３ ㈱ エ フ エ ム 長 崎 昭和５８年６月２０日 

４ 長 崎 文 化 放 送 ㈱ 平 成 ２ 年 ７ 月 ３ 日 

５ ㈱長崎国際テレビ 平成３年５月２３日 

６ 長崎ケーブルテレビジョン㈱ 平成９年１１月１２日 

７ ㈱長崎シティＦＭ 平成２０年２月１９日 
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放  送  要  請  書 

項    目 内          容 

放 送 要 請 の 理 由 （○○災害による通知・連絡・指示・勧告） 

放 送 事 項  

放 送 日 時 （  月  日   随時・   即時・   ） 

系 統 

（市   内   一   円） 

（○ ○ 地 区 を 主 体） 

（テ レ ビ ・ ラ ジ オ） 

そ の 他  

 

上記のとおり要請します。 

 

  平成   年   月   日 

               

 長崎市長 

                

          様 

 

放  送  報  告  書 

項    目 内          容 

放 送 日 時 
（○○時・ ○○時 

          回数 ） 

系 統  

放 送 事 項  

そ の 他  

 

上記のとおり報告します。 

  平成  年  月  日 

 

 長 崎 市 長 様 
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８ 長崎市及び尼崎市災害時相互応援に関する協定・同実施細目 
 

(１) 長崎市及び尼崎市災害時相互応援に関する協定 

 

 長崎市及び尼崎市（以下「協定市」という。）は、協定市の区域内において災害が発生し、災害を受けた市が独自では十分な

応急措置が実施できない場合に、災害を受けた都市に対する応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を

締結する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

⑶ 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供 

⑷ 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続き） 

第２条 応援を要請しようとする市（以下「応援要請都市」という。）は、次の事項を明らかにし、第５条に定める連絡担当部

局を通じて、電話、又は電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

⑴ 被害の状況 

⑵ 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

⑶ 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

⑷ 応援場所 

⑸ 応援の期間 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

（応援の実施） 

第３条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、極力これに応じ、応援活動に努めるものとする。 

２ 前条の規定にかかわらず、協定市の市域において、地震等の大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、自らの判断

により、自主応援活動を実施するものとする。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、協定市が別に協議するところにより応援要請市又は応援市が負担するものとする。 

（連絡担当部局） 

第５条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局をそれぞれ定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互

に交換するものとする。 

（資料の交換） 

第６条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するも

のとする。 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるものとする。 

第８条 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、協定市は記名押印のうえ、各１通を保有する。 

   附 則 

 この協定は、平成８年７月１１日から施行する。 

   平成８年７月１１日 

長崎市 

代表者   長崎市長   伊 藤 一 長 

尼崎市 

代表者   尼崎市長   宮 田 良 雄 
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(２) 長崎市及び尼崎市災害相互応援に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、平成８年７月１１日付けで長崎市と尼崎市（以下「協定市」という。）との間で締結した災害時相互

応援に関する協定（以下「協定」という。）第７条の規定に基づき協定の実施に必要な事項を定めるものとする。 

（救援物資等の経費の負担等） 

第２条 協定第１条第１号から第３号までに掲げる応援業務に要する経費のうち、次に掲げる経費は、応援を要請した市（以

下「応援要請市」という。）の負担とし、その他の経費は、応援をした市（以下「応援市」という。）の負担とする。 

⑴ 協定第１条第１号及び第２号の応援に要する経費については、購入費及び輸送費 

⑵ 協定第１条第３号の応援に要する経費については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

（応援職員の派遣等に要する経費の負担） 

第３条 協定第１条第４号に掲げる応援業務（以下「応援業務」という。）に要する経費の負担については次のとおりとする。 

⑴ 応援要請市が負担する経費の額は、応援業務に従事した職員（以下「応援職員」という。）について応援市の職員に関す

る法令の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする 

⑵ 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり又は死亡した場合における公務災害補償に要する

経費は、応援市の負担とする 

⑶ 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援

要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものについては応援市が賠償の責めに任ずる 

⑷ 前３号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議して定める。 

２ 応援職員は、応援市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

４ 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 

（経費の請求） 

第４条 前２条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書（関係書類添付）により、連絡担当部局を経由して応援

要請市の市長に対して行うものとする。 

（自主応援活動に要する経費の負担及び請求） 

第５条 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、第２条から前条までの規定を準用する。 

（連絡担当部局） 

第６条 協定第５条の規定により、協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理者の職氏名、電

話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。 

（その他） 

第７条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。第８条 こ

の実施細目の締結を証するため、本書２通を作成し、協定市は記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

   附 則 

 この協定は、平成８年７月１１日から施行する。 

 

   平成８年７月１１日 

長崎市 

代表者   長崎市長   伊 藤 一 長 

 

尼崎市 

代表者   尼崎市長   宮 田 良 雄 
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９ 長崎土木事務所管内災害時防災相互応援協定 
 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第67条の趣旨に基づき、市町の区域に係

る災害が発生し、当該市町独自では十分な応急措置が実施できない場合において、市町が相互の防災力を活用して、災害に

よる被害の防止又は軽減を図るため、市町相互の応援について必要な事項を定めるものとする。 

（協定の適用区域） 

第２条 この協定の適用区域は、協定を締結した市町（以下「協定市町という。）の全域とする。 

（応援の対象となる災害） 

第３条 この協定による応援の対象となる災害は、法第２条第１号に規定する災害が発生した協定市町（以下「発災市町」と

いう。）独自の防災力を超える災害で、発災市町以外の協定市町の応援を必要とするものとする。 

（応援項目） 

第４条 応援項目は次のとおりとする。 

⑴ 災害応急措置に必要な職員の派遣 

⑵ 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

⑶ 避難・収容施設及び住宅の提供 

⑷ 医療、防疫、ごみ、遺体処理等の応援 

⑸ 災害応急措置に必要な車両及び資機材の提供 

⑹ その他災害応急措置の応援のため必要な事項 

（協定の運用体制） 

第５条 本協定の円滑な運用を図るため、協定市町の中から幹事市町１市町及び副幹事市町２市町を選出する。 

２ 幹事市町は、本協定の定めるところにより、協定運用の総合調整に当たる。 

３ 幹事市町が被災等によりその事務を遂行できないときは、副幹事市町がその事務を代行する。 

４ 前項の規定による幹事市町の事務を代行する副幹事市町の順序はあらかじめ定めておくものとする。 

５ 幹事市町及び副幹事市町の任期は、２年とする。 

６ 協定市町の長は、次条の規定による応援要請手続き等が確実かつ円滑に行われるよう防災担当部所の長を連絡責任者とし

て指定するとともに、災害が発生したときは、当該連絡責任者を通じ、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。 

７ 幹事市町の長は、少なくとも年１回、前項の連絡責任者で構成する会議を開催し、応援の実施のため必要な情報の交換、

防災に関する研修の実施等を行うものとする。 

（応援要請手続き等） 

第６条 応援を要請しようとする発災市町（以下「要請市町」という。）の長は、災害の状況及び必要とする応援項目を明かに

して、直ちに電話、ファクシミリ等により他の協定市町に対して応援を要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

２ 前項の応援を要請された市町（以下「応援市町」という。）の長は、実施しようとする応援項目を要請市町の長に通知する

ものとする。 

３ 要請市町の長は、第１項の規定により他の協定市町の長に対して個別に応援要請をするいとまがないときは、幹事市町の

長に対して応援を要請できるものとする。 

４ 幹事市町の長は、前項の規定による応援要請を受けたときは、速やかに要請市町以外の協定市町の長に対しその旨を通報

し、実施しようとする応援内容を取りまとめ、要請市町の長に通知するものとする。 

５ 発災市町以外の協定市町の長は、災害の実態に照らし特に緊急を要し、発災市町が第１項又は第３項の要請ができない状

況にあると判断されるときは、同項の要請を待たないで、幹事市町の長の調整の下に必要な応援を行うことができる。この

場合には、同項の要請があったものとみなす。 

（県の指導及び調整） 

第７条 発災市町の長は、前条の規定による応援の要請後直ちに長崎土木事務所に対して災害の状況等について通報し、必要

な指導及び調整を求めるものとする。 
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２ 第５条第３項の規定により副幹事市町が幹事市町の事務を代行する場合において、副幹事市町がいずれも被災等によりそ

の事務を遂行できないときは、県消防防災課又は長崎土木事務所に対し、その事務の代行を求めるものとする。 

（応援市町の指揮等） 

第８条 応援市町は、応急措置の実施については、要請市町の指揮の下に行動するものとする。 

２ 要請市町が指揮不能の場合は、応援市町は、幹事市町の調整の下に行動するものとする。 

（報告） 

第９条 応援市町の長は、応援の結果を応援活動終了後速やかに要請市町の長及び長崎土木事務所長に報告するものとする。 

２ 要請市町の長は、災害の概要を前項の報告を受けた後速やかに応援市町の長及び長崎土木事務所長に報告するものとする。 

（経費の負担） 

第10条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた要請市町の負担とする。 

２ 応援を受けた要請市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた要請市町から要請があった場

合には、応援市町は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

（平常時の幹事市町の任務） 

第11条 幹事市町は、他の条項において定めるもののほか、次に掲げる事務を行う。 

⑴ 各協定市町における防災担当部所の連絡先及び応援能力等応援要請時に必要となる資料をとりまとめて保管すること。 

⑵ 消防その他の広域防災応援協定の幹事担当部所との情報交換等を行うこと。 

⑶ 前２号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要な事務 

（他の相互応援協定との関係） 

第12条 この協定は、協定市町の相互間において個別に締結される防災の相互応援に関する協定を排除するものではない。 

（その他） 

第13条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市町が協議して定める。 

（適用） 

第14条 この協定は、平成８年７月３１日から適用する。 

 この協定の成立を証するため、本書10通を作成し、協定市町が記名押印の上、各自1通を保有する。 

 

 

    平成８年７月３１日 

 

長崎市長   伊 藤 一 長 

長与町長   吉 田 安 親 

時津町長   塩 見 治 光 
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10 災害非常無線通信の協力に関する協定 
 

 長崎市（以下「甲」という。）と日本赤十字社長崎県支部無線奉仕団（以下「乙」という。）は、電波法（昭和２

５年法律第１３１号）第５２条第４項及び電波法施行規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１４号）第３７条第

６号に規定する通信（以下「災害非常無線通信」という。）の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（協力の要請） 

第１条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し災害非常無線通信の協力を要請するものとする。 

（協力の受諾） 

第２条 乙は、前条の規定により甲から協力の要請を受けた場合は、法令の範囲内において災害非常無線通信に協

力することを受諾するものとする。 

（協力の方法） 

第３条 乙が災害非常無線通信に協力するときは、甲が協力を要請する長崎市役所アマチュア無線クラブ無線局（呼

出符号ＪＨ６ＹＺＳ）をとおして交信を行うものとする。 

２ 前項の交信を行う場合における両局の連絡設定周波数は、社団法人日本アマチュア無線連盟が制定する非常通

信周波数のうち、原則として433.00MHzＦ３Ｅ波を使用し、必要に応じて433.12MHz等を使用するものとする。 

（報告） 

第４条 乙は、甲に対し、毎年１回以上日本赤十字社長崎県支部無線奉仕団に所属するアマチュア無線局の名簿を

提出するものとする。 

（協議） 

第５条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、甲と乙とが協議して別に定める。 

 

 この協定を証するため、本協定書を２通作成し、甲と乙とがそれぞれ１通保有する。 

  昭和５９年１２月２７日 

 

甲  長崎市桜町２番２２号 

   長崎市 

   代表者 長崎市長  本 島  等 

 

 

乙  長崎市魚の町３番２８号 

   日本赤十字社長崎県支部無線奉仕団 

   代表者 委員長  伊 吹 雷 乗 
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11 災害時における食糧等物資の供給協力に関する協定書 
 

 長崎市（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）は大規模な地震、風水害、火災その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、又は発生のおそれがある場合において、甲の応急対策のため、乙が緊急に食糧等物資（以下「物資」

という。）の供給の協力をすることについて、次のとおり協定を締結する。 

（協力要請） 

第１条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、乙に対し物資の供給について協力を要請することができる。 

２ 甲は、必要に応じて乙に対して、輸送業務等について協力を要請することができる。 

（要請手続き） 

第２条 前条の要請は、原則として文書（別紙様式）により行うものとする。ただし、緊急やむをえない場合は口頭によるも

のとし、事後文書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、可能なかぎり保有商品の優先供給及び輸送業務等に対する協力に積極

的に努めるものとする。 

（物資等の価格） 

第４条 乙が提供した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格とする。 

（輸送） 

第５条 物資の輸送にあたっては、甲は乙が実施する輸送が円滑なものとなるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（物資等の授受） 

第６条 物資の引き渡しの場所は、甲が指定するものとし、甲は当該場所に職員を派遣し乙の供給する物資の出荷納品書を確

認のうえ、これを引き取るものとする。 

（費用の請求及び支払い） 

第７条 乙は、物資の引き渡しが完了したときは、甲が定める請求書により甲に請求するものとする。 

２ 甲は前項の請求書を受理したときは内容を確認し、遅滞なく費用の支払を行うものとする。 

（損害の負担等） 

第８条 協定に基づく輸送業務により生じた損害の賠償及びその業務に従事した者が、その業務に従事したことにより死亡、

負傷した場合の補償については、甲と乙は誠意をもって協議するものとする。 

（報告） 

第９条 この協定の万全な実施をはかるため、甲は、乙に対してその在庫品目、数量等について報告を求めることができる 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

   附 則 

 この協定は、平成９年５月３０日及び平成９年６月３０日から施行する。 

   附 則 

 この協定は、平成２０年３月１７日から施行する。 

   附 則 

 この協定は、平成２６年１２月１１日から施行する。 

 この協定の締結を証するため、協定書を２通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

   平成○○年○○月○○日 

甲  長崎市桜町２番２２号 

   長崎市長  田 上 富 久 

乙  ○○○○ 

   ○○○   ○ ○ ○ ○  
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合同会社 西  友        平成９年 ６月３０日 

※ 当初協定内容から下線文内容を追加し、協定を再締結した業者 

１ 株式会社 浜屋百貨店       平成２０年 ３月１７日 

２ 株式会社 東  美        平成２０年 ３月１７日 

３ イオン九州株式会社        平成２０年 ３月１７日 

４ 生活協同組合コープながさき    平成２０年 ３月１７日 

５ グリーンコープ生活協同組合    平成２０年 ３月１７日 

※ 同文で協定締結した業者 

  株式会社ジョイフルサン      平成２６年１２月１１日 

  株式会社イズミ          令和６年１２月３日 

 

（様式） 

第  号 

年  月  日 

          様 

長 崎 市 長 

 

災害時における食糧等物資の供給協力要請書 
 

次のとおり、食糧等物資の供給協力を要請します。 

 

品    目 規格・単位 数  量 場  所 納   期 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

 

担当  長崎市災害対策本部 

       部  班 

       部  班 

    担当者              印 
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12 地震等災害時の相互応援に関する協定 
 

 国際特別都市建設連盟に加盟する市町間において、地震等による災害時の相互応援について次のとおり協定を締

結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、国際特別都市建設連盟（以下「連盟」という。）加盟都市相互の友好の精神に基づき、地震若

しくはその他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、連盟に加盟する市町間の相互応援に関する基本的

な事項について定めるものとする。 

（相互応援の内容） 

第２条 相互応援の内容は、次のとおりとする。 

⑴ 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

⑶ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

⑷ 救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣 

⑸ 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

（応援の要請等） 

第３条 応援の要請は、応援を必要とする市又は町が次の事項を明らかにし、口頭又は文書により応援を要請する

ものとする。 

⑴ 被害の状況 

⑵ 前条第１号から第３号までに掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

⑶ 前条第４号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

⑷ 応援を必要とする場所 

⑸ 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 前項の場合において口頭により応援を要請した場合は、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

３ 協定市又は町は、前項の応援の要請の有無にかかわらず、協定市又は町において大規模な災害が発生したこと

が明らかな場合は、自主的な状況の判断に基づき応援を開始することができる。 

（指揮） 

第４条 応援の業務に従事する者は、応援要請市町長の指揮の下に行動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、法令その他特別に定めのある場合を除き、原則として応援を受けた市又は町の負担

とする。 

（連盟事務局の職務） 

第６条 連盟事務局は、応援の要請に対する情報の収集に努め、円滑な相互応援を図るものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、関係市町が協議してこれを定めるものとする。 

２ この協定書の内容に疑義が生じた場合も前項と同様とする。 

   附 則 

 この協定は、平成９年８月２４日から実施する。 
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 この協定の締結を証するため、本書１２通を作成し、各市町長記名押印のうえ、各自その１通を保有するものと

する。 

 

   平成９年８月２４日 

 

別 府 市 長   井 上 信 幸 

伊 東 市 長   鈴 木 藤一郎 

熱 海 市 長   川 口 市 雄 

奈 良 市 長   大 川 靖 則 

京 都 市 長   柳 本 頼 兼 

松 江 市 長   宮 岡 寿 雄 

芦 屋 市 長   北 村 春 江 

松 山 市 長   田 中 誠 一 

軽井沢町長   松 葉 邦 男 

日 光 市 長   小 平 英 哉 

鳥 羽 市 長   井 村   均 

長崎市長    伊 藤 一 長 
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13 中核市災害相互応援協定・同実施細目 
 

(１) 中核市災害相互応援協定 

 

 中核市各市（以下「協定市」という。）は、いずれかの市域において災害が発生し、被害を受けた都市（以下「被

災市」という。）が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市の要請にこたえ、当該災害により被害を

受けていない市が友愛的精神に基づき、相互に応援協力し、被災市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、

次のとおり協定を締結する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

⑶ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

⑷ 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続き） 

第２条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第５条に定める連絡担当部局を通じて、電話

又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を記載した文書を後日、速や

かに協定市に送付しなければならない。 

⑴ 被害の状況 

⑵ 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

⑶ 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並びに業務内容 

⑷ 応援場所及び応援場所への経路 

⑸ 応援の期間 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援の実施） 

第３条 応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ応援活動に努

めるものとする。 

２ 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、被災市以外の協定市相互が連

絡調整し、自主応援活動を行うことができる。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、協定市が協議して別に定める。 

（連絡担当部局） 

第５条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相

互に交換するものとする。 

（資料の交換） 

第６条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料を相互に

交換するものとする。 
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（会議） 

第７条 この協定の運用体制を整備し、併せて協定市の防災体制の整備に資するため、中核市市長会事務担当者会

議の補助機関として中核市市長会防災担当者会議を置く。 

（事務局） 

第８条 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、中核市市長会防災担当者会議の会長の属する市に事務局を

設置する。 

（雑則） 

第９条 この協定の締結後、新たに中核市への移行によりこの協定への参加希望がある場合は、特段の事情のない

限り、協定市はこれを受け入れるものとする。 

（その他） 

第10条 この協定は、協定市及び協定市の各機関が消防組織法（昭和22年法律第226号）第３９条第２項の規定によ

り別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定等に基づく応援を排除するもので

はない。 

第11条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるも

のとする。 

（協定の発効） 

第12条 この協定は、平成２３年７月１日から効力を発生するものとする。 

  平成２１年９月１日 

 

高 崎 市 高 崎 市 長      富 岡 賢 治 

函 館 市 函 館 市 長   工 藤 壽 樹 

旭 川 市 旭 川 市 長   西 川 将 人 

青 森 市  青 森 市 長   鹿 内   博 

秋 田 市 秋 田 市 長   穂 積   志 

郡 山 市 郡 山 市 長   原   正 夫 

いわき市 いわき市長   渡 辺 敬 夫 

盛 岡 市 盛 岡 市 長   谷 藤 裕 明 

宇都宮市 宇都宮市長   佐 藤 栄 一 

川 越 市 川 越 市 長   川 合 善 明 

船 橋 市 船 橋 市 長   藤 代 孝 七 

横須賀市 横須賀市長   吉 田 雄 人 

柏  市 柏 市 長   秋 山 浩 保 

前 橋 市 前 橋 市 長   高 木 政 夫 

富 山 市 富 山 市 長   森   雅 志 
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地防資料‐28 

金 沢 市 金 沢 市 長   小 野 之 義 

長 野 市 長 野 市 長   鷲 澤 正 一 

豊 橋 市 豊 橋 市 長   佐 原 光 一 

岡 崎 市 岡 崎 市 長   柴 田 紘 一 

豊 田 市 豊 田 市 長   鈴 木 公 平 

高 槻 市 高 槻 市 長   濱 田 剛 史 

東大阪市 東大阪市長   野 田 義 和 

姫 路 市 姫 路 市 長   石 見 利 勝 

奈 良 市 奈 良 市 長   仲 川 元 庸 

和歌山市 和歌山市長   大 橋 建 一 

大 津 市 大 津 市 長   目 片   信 

西 宮 市 西 宮 市 長   河 野 昌 弘 

尼 崎 市 尼 崎 市 長   稲 村 和 美 

倉 敷 市 倉 敷 市 長   伊 東 香 織 

福 山 市 福 山 市 長   羽 田   皓 

下 関 市 下 関 市 長   中 尾 友 昭 

高 松 市 高 松 市 長   大 西 秀 人 

松 山 市 松 山 市 長   野 志 克 仁 

高 知 市 高 知 市 長   岡 﨑 誠 也 

長 崎 市 長崎市長    田 上 富 久 

熊 本 市 熊 本 市 長   幸 山 政 史 

大 分 市 大 分 市 長   釘 宮   磐 

宮 崎 市 宮 崎 市 長   戸 敷   正 

鹿児島市 鹿児島市長   森   博 幸 

久留米市 久留米市長   楢 原 利 則 

 

協定締結権者 

岐 阜 市 岐 阜 市 長   細 江 茂 光 
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(２) 中核市災害相互応援協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 中核市災害相互応援協定第11条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（経費等の負担） 

第２条 協定第１条第１号から第３号までの規定の応援に要する経費のうち、次に掲げる経費は応援を要請した市

（以下「応援要請市」という。）の負担とし、その他の経費は応援をした市（以下「応援市」という。）の負担と

する。 

⑴ 協定第１条第１号及び第２号に掲げる食糧等の購入費及び輸送費 

⑵ 協定第１条第３号の車両等の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

２ 協定第１条第４号の応援（以下「応援業務」という。）に要する経費の負担については、次のとおりとする。 

⑴ 応援業務に従事した職員（以下「応援職員」という。）の旅費及び諸手当は、応援市の条例等の規定により算

定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内において、応援要請市の負担とする。 

⑵ 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における公務災害

補償に要する経費は、応援市の負担とする。 

⑶ 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものに係

る賠償については応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものに係る賠償については応援市

の負担とする。 

⑷ 前３号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議して定め

る。 

３ 応援職員は、応援市名を表示した腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

４ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携帯するものとする。 

５ 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。 

（経費の請求） 

第３条 前条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書（関係書類添付）により、連絡担当部局を経由

して応援要請市の長に宛てて行うものとする。 

２ 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、前条及び前項の規定を準用する。 

（連絡担当部局） 

第４条 協定第５条の規定により協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理者の職

氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。 

（その他） 

第５条 この実施細目により難い事項及び実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。 

（実施細目の発効） 

第６条 この実施細目は、平成２３年７月１日から効力を発生するものとする。 
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   平成２３年５月２日 

 

高 崎 市 高 崎 市 長   富 岡 賢 治 

 

函 館 市 函 館 市 長   工 藤 壽 樹 

旭 川 市 旭 川 市 長   西 川 将 人 

青 森 市  青 森 市 長   鹿 内   博 

秋 田 市 秋 田 市 長   穂 積   志 

郡 山 市 郡 山 市 長   原   正 夫 

いわき市 いわき市長   渡 辺 敬 夫 

盛 岡 市 盛 岡 市 長   谷 藤 裕 明 

宇都宮市 宇都宮市長   佐 藤 栄 一 

川 越 市 川 越 市 長   川 合 善 明 

船 橋 市 船 橋 市 長   藤 代 孝 七 

横須賀市 横須賀市長   吉 田 雄 人 

柏  市 柏 市 長   秋 山 浩 保 

前 橋 市 前 橋 市 長   高 木 政 夫 

富 山 市 富 山 市 長   森   雅 志 

金 沢 市 金 沢 市 長   山 野 之 義 

長 野 市 長 野 市 長   鷲 澤 正 一 

豊 橋 市 豊 橋 市 長   佐 原 光 一 

岡 崎 市 岡 崎 市 長   柴 田 紘 一 

豊 田 市 豊 田 市 長   鈴 木 公 平 

高 槻 市 高 槻 市 長   濱 田 剛 史 

東大阪市 東大阪市長   野 田 義 和 

姫 路 市 姫 路 市 長   石 見 利 勝 

奈 良 市 奈 良 市 長   仲 川 元 庸 

和歌山市 和歌山市長   大 橋 建 一 

大 津 市 大 津 市 長   目 片   信 

西 宮 市 西 宮 市 長   河 野 昌 弘 

尼 崎 市 尼 崎 市 長   稲 村 和 美 
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倉 敷 市 倉 敷 市 長   伊 東 香 織 

福 山 市 福 山 市 長   羽 田   皓 

下 関 市 下 関 市 長   中 尾 友 昭 

高 松 市 高 松 市 長   大 西 秀 人 

松 山 市 松 山 市 長   野 志 克 仁 

高 知 市 高 知 市 長   岡 﨑 誠 也 

長 崎 市 長崎市長    田 上 富 久 

熊 本 市 熊 本 市 長   幸 山 政 史 

大 分 市 大 分 市 長   釘 宮   磐 

宮 崎 市 宮 崎 市 長   戸 敷   正 

鹿児島市 鹿児島市長   森   博 幸 

久留米市 久留米市長   楢 原 利 則 

 

     協定締結権者 

岐 阜 市 岐 阜 市 長   細 江 茂 光 

 



14 災害情報の提供等に関する協定 

地防資料‐32 

14 災害情報の提供等に関する協定 
 

 長崎市（以下「甲」という。）及び長崎市タクシー協会（以下「乙」という。）の間に、災害情報の提供等に関す

る協定を次のとおり締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市において地震、風水害、大火災その他の災害が発生した場合に、甲の災害に関する情

報収集体制を支援するため、乙が、その入手した災害に関する情報の提供及び伝達を行うことについて、必要な

事項を定めるものとする。 

（協力要請等） 

第２条 甲は、前条に規定する災害が発生した場合に、災害に関する情報収集体制を強化するため、乙の協力が必

要であると認めるときは、乙に対し、その協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに、乙に所属する会員に連絡するとともに、甲に対し、乙又は乙に

所属する会員が入手した災害に関する情報の提供及び伝達を行うよう努めるものとする。この場合において、当

該情報の提供及び伝達は、乙に所属する会員が、直接、甲に対して行うことができる。 

（経費の負担等） 

第３条 前条第２項の規定による災害に関する情報の提供及び伝達に要する経費は、原則として乙又は乙の所属す

る会員が負担するものとする。 

（協議） 

第４条 この協定に関して疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲及び乙が協

議して定めるものとする。 

（その他） 

第５条 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各１通を保有する。 

  附 則 

この協定は、平成８年１２月２７日から施行する。 

  平成８年１２月２７日 

 

 

甲 長崎市 

  長崎市長  伊 藤 一 長 

 

 

乙 長崎市タクシー協会 

  会  長  筒 井 敬 一 
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15 災害発生時における長崎市と長崎市内郵便局の協力に関する協定 
 

 長崎県長崎市(以下「甲」という。)及び長崎市内の郵便局（別表第１に掲げる郵便局（以下「乙」という。）及び

別表第２に掲げる郵便局（以下「丙」という。）は、長崎市内に発生した地震その他による災害時において、甲、乙

及び丙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定する。 

（定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第２条第１号に定める被害

をいう。 

（協力要請） 

第２条 甲、乙及び丙は、長崎市内に災害が発生し、次の各号に掲げる事項について必要が生じた場合は、それぞ

れに協力を要請することができる。 

(1) 緊急車両等としての車両の提供 (車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。) 

(2) 甲、乙及び丙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報

の相互提供 

(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動 

(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除  

ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除  

工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

(5) 乙及び丙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供 

(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実

に行うための必要な事項(注) 

(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

(8)  前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項  

(注) 避難者情報確認シート (避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。 

（協力の実施） 

第３条 甲、乙及び丙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内に

おいて協力するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあ

るものを除くほか、要請した者が負担する。 

２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙丙協議の上、決定するもの

とする。 

（災害情報連絡体制の整備） 

第５条 甲、乙及び丙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

（情報の交換） 

第６条 甲、乙及び丙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。 
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（連絡責任者） 

第７条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 

    甲 長崎市 防災危機管理室 室長  

乙 日本郵便株式会社 深堀郵便局長   

丙 日本郵便株式会社 長崎中央郵便局 総務部長 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙で協議し決定する。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、平成２７年１０月２８日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、甲、乙

又は丙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も効力を有するも

のとし、以降も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙それぞれが記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

   平成２７年１０月２８日 

 

 

甲 代表 長 崎 市 長  田 上 富 久 

 

長崎市内郵便局（別表のとおり） 

乙 代表 深 堀 郵 便 局 長  村 上 俊 幸 

丙 代表 長崎中央郵便局長  盛 島 伸 介 
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（地方公共団体用ひな形） 

 

災害発生時における長崎市と長崎市内郵便局の協力に関する協定

〒

◎　郵便物の配達について（いずれかを○でお囲みください）

・ご自宅への配達

・現在避難している場所

〒

・その他への配達　⇒　郵便局へ転居届を提出してください。

（姓） （名）

（姓） （名）

（姓）

フリガナ

事業所名

氏名⑤

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

氏名②

氏名①

氏名④

（名）

避難者情報確認シート（避難先届）

　　　　年　　月　　日現在

フリガナ

◇ご氏名等
世

帯

主

様

（名）

　　　－

◇　これまでのご住所（アパート等集合住宅の場合は部屋番号までご記入ください）

　　　－

ご

家

族

・

同

居

人

様

（名）

届出者氏名

氏名

（名）

（姓）

氏名③
（姓）

（姓）

№

※ ご記入いただきました個人情報に関しては、当役所の業務のみに使用し、厳正に
管理します。ただし、下記にご承諾をいただいた場合は、郵便配達業務のために郵便局
に開示 します。

□ 本紙に記載した情報の郵便局への開示を承諾します。

（※承諾の場合は、□内に「レ」を付してください。）

【お問合せ先】 長崎市役所 電話： － －
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（郵便局用ひな形） 

 

災害発生時における長崎市と長崎市内郵便局の協力に関する協定

〒

◎　郵便物の配達について（いずれかを○でお囲みください）

・ご自宅への配達

・現在避難している場所

〒

・その他への配達　⇒　一般のとおり転居届の提出をお願いします。

避難者情報確認シート（避難先届）

　　　　年　　月　　日現在

届出者氏名

◇　これまでのご住所（アパート等集合住宅の場合は部屋番号までご記入ください）

　　　－

　　　－

◇ご氏名等
世

帯

主

様

フリガナ

氏名
（姓） （名）

ご

家

族

・

同

居

人

様

フリガナ

氏名①
（姓） （名）

フリガナ

氏名②
（姓） （名）

氏名③
（姓） （名）

フリガナ

フリガナ

氏名④
（姓） （名）

事業所名

フリガナ

氏名⑤
（姓） （名）

№

※ ご記入いただきました個人情報に関しては、日本郵便において厳正に管理し、
配達業務以外の目的には使用いたしません。ただし、下記にご承諾をいただいた
場合は、行政機関からの開示要請を受けて開示します。

□ 本紙に記載した情報の行政機関への開示を承諾します。

（※承諾の場合は、□内に「レ」を付してください。）

【お問合せ先】 長崎中央郵便局 電話：０９５－８２０－８９８９
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別表1

代表局名 局名 備考

長崎万屋 850 - 0852 長崎市 万屋町6-29
長崎小江原 851 - 1132 長崎市 小江原3-2-8
式見 851 - 1199 長崎市 式見町200-1
三重 851 - 2299 長崎市 三重町1096-7
深堀 851 - 0399 長崎市 深堀町2-230-1
長崎漁港 851 - 2211 長崎市 京泊町3-10-2
茂木 851 - 0299 長崎市 茂木町76-16
長崎銅座町 850 - 0841 長崎市 銅座町4-14
長崎飽ノ浦 850 - 0063 長崎市 飽の浦町4-1
長崎大浦 850 - 0916 長崎市 大浦東町1-28
長崎稲佐 852 - 8001 長崎市 光町16-24
長崎新大工町 850 - 0017 長崎市 新大工町1-7
長崎県庁内 850 - 0861 長崎市 江戸町2-13
長崎小曽根 850 - 0937 長崎市 小曽根町1-32
長崎麹屋 850 - 0871 長崎市 麹屋町6-2
長崎戸町 850 - 0952 長崎市 戸町2-11-1
長崎思案橋 850 - 0832 長崎市 油屋町1-14
福田 850 - 0068 長崎市 福田本町210-1
長崎立神 850 - 0073 長崎市 東立神町18-3
長崎戸石 851 - 0113 長崎市 戸石町1754-1
日見 851 - 0121 長崎市 宿町27-2
土井首 850 - 0917 長崎市 磯道町575-1
古賀 851 - 0101 長崎市 古賀町897-3
長崎中川 850 - 0013 長崎市 中川2-1-9
長崎岩屋 852 - 8052 長崎市 岩屋町23-3
長崎片淵 850 - 0003 長崎市 片淵2-8-5
長崎丸尾 852 - 8004 長崎市 丸尾町1-45
長崎小榊 850 - 0077 長崎市 小瀬戸町82-2
長崎桜町 850 - 0031 長崎市 桜町5-3
長崎梅香崎 850 - 0909 長崎市 梅香崎町1-3
長崎住吉 852 - 8135 長崎市 千歳町5-1
長崎文教 852 - 8131 長崎市 文教町8-1
長崎松山 852 - 8118 長崎市 松山町6-8
長崎大橋 852 - 8134 長崎市 大橋町7-21
長崎富士見 852 - 8022 長崎市 富士見町3-24
長崎天神 850 - 0044 長崎市 天神町3-5
長崎本原 852 - 8133 長崎市 本原町1-24
長崎愛宕 850 - 0822 長崎市 愛宕3-10-3
長崎油木 852 - 8035 長崎市 油木町11-7
長崎白鳥 852 - 8042 長崎市 白鳥町5-12
長崎梁川 852 - 8013 長崎市 梁川町5-21
長崎滑石 852 - 8061 長崎市 滑石5-1-60
長崎白木 850 - 0812 長崎市 白木町5-6
長崎小ヶ倉 850 - 0961 長崎市 小ヶ倉町2-211
長崎若竹 852 - 8047 長崎市 若竹町15-15
長崎花園 852 - 8024 長崎市 花園町5-2
長崎末石 850 - 0991 長崎市 末石町297-9
長崎三原 852 - 8123 長崎市 三原1-27-1
長崎横尾 852 - 8065 長崎市 横尾1-12-17
長崎田上 851 - 0251 長崎市 田上2-6-6
長崎平山 850 - 0995 長崎市 平山町816
長崎中園 852 - 8155 長崎市 中園町10-4
長崎ダイヤランド 850 - 0963 長崎市 ダイヤランド4-7-1
長崎矢上団地 851 - 0115 長崎市 かき道3-1-11
長崎大学病院内 852 - 8102 長崎市 坂本1-7-1
長崎大園 852 - 8061 長崎市 滑石5-3-5-101
長浦 851 - 3212 長崎市 長浦町2722-1
村松 851 - 3199 長崎市 琴海村松町703-7
神浦 851 - 2499 長崎市 神浦夏井町408-6
黒崎 851 - 2399 長崎市 下黒崎町1335
野母崎 851 - 0599 長崎市 野母町2151-14
高島 851 - 1315 長崎市 高島町2706-36
伊王島 851 - 1201 長崎市 伊王島町3277-2
三和 851 - 0499 長崎市 蚊焼町3026
香焼 851 - 0310 長崎市 香焼町1070-4
樺島 851 - 0507 長崎市 野母崎樺島町1729-4
為石 851 - 0405 長崎市 為石町3213-4
脇岬 851 - 0506 長崎市 脇岬町3314
長浜 851 - 0310 長崎市 香焼町381-5
高浜 851 - 0503 長崎市 高浜町3265-7
形上 852 - 3213 長崎市 琴海形上町1862-12

別表２

代表局名 局名 備考

長崎中央 850 - 8799 長崎市 恵美須町1-1

長崎北 852 - 8799 長崎市 川口町9-20

長崎東 851 - 0199 長崎市 かき道1-39-1

西彼杵 851 ‐ 2199 西彼杵郡 時津町浜田郷465‐1

郵便番号 住所

長崎中央郵便局（丙）

長崎市内郵便局一覧表

長崎市内郵便局一覧表

郵便番号 住所

深堀郵便局（乙）
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16 災害時における応急対策用賃貸機材の確保協力に関する協定書 
 

 長崎市（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、大規模な地震、風水害、火災その他の災害

（以下「災害」という。）が発生し、又は発生のおそれがある場合において、乙が甲に対し、仮設トイレ等の賃貸機

材（以下「機材」という。）の供給の協力をすることについて、次のとおり協定を締結する。 

（目  的） 

第１条 この協定は、災害時に乙が甲に対し機材の供給を行うことにより、甲が実施する応急対策活動を円滑に行

うとともに、市民生活の安定を図ることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時における機材の確保を図るため、乙に対し、機材の供給について要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が乙に供給を要請する機材は、別表に掲げる機材とする。 

（要請手続き） 

第４条 前条の要請は、原則として文書（別紙様式）により行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場

合は口頭によるものとし、事後に文書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第５条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、機材の優先供給に係る協力に積極的に努めるものとする。 

（物資の運搬） 

第６条 機材の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は必要に応じ乙に対して運搬の協力を求めることがで

きる。 

（物資等の価格） 

第７条 乙が提供した機材の賃貸価格及び運搬等の費用は、災害発生直前における適正な価格とする。 

（費用負担） 

第８条 甲が供給を受けた機材及びその運搬に要する費用は、甲が負担する。 

（費用の請求） 

第９条 乙は、機材の供給が完了したときは、甲が定める請求書により甲に請求するものとする。 

（報  告） 

第10条 この協定の万全な実施を図るため、甲は、乙に対してその在庫品目、数量等について報告を求めることが

できる。 

（有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は、平成○○年○月○○日から平成○○年○月○○日までとする。ただし、期間満了

の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定を改訂する意思表示がないときは、さらに１年間有効期間を延長す

るものとし、以後この例による。 

（協  議） 

第12条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

 この協定の締結を証するため、協定書を２通作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その１通を保有する。 

  平成○○年○月○○日 

 



16 災害時における応急対策用賃貸機材の確保協力に関する協定書 

地防資料‐39 

甲 長崎市桜町2番22号 

  長崎市長 田 上 富 久 

乙 ○○○○○○ 

  ○○○○○○ 

  ○○○○○○ 

 

※ 同意文で協定している締結業者 

１ 一般財団法人 クリーンながさき      平成２４年４月１日 

２ 株式会社 レンタルのニッケン長崎営業所  平成１７年５月１９日 

３ 株式会社 ニシレン            平成１７年５月１９日 

 

別 表 

 機   材   名 備       考 

1 仮設トイレ  
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（様式） 

第  号 

年 月 日 

                  様 

                                     長 崎 市 長 

 

 

災害時における応急対策用賃貸機材の確保協力要請書 
 

 

次のとおり、応急対策用賃貸機材の確保協力を要請します。 

品    目 規格・単位 数量 場    所 納   期 備 考 

      

      

      

      

      

      

 

 

担当  長崎市災害対策本部 

         部       班 

         部       班 

  担当者              印 
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17 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定 
 

（目的） 

第１条 この協定は、全国中央卸売市場協会に加盟する中央卸売市場を開設する都市で次に掲げる災害が発生し、

災害を受けた都市（以下「被災都市」という。）の中央卸売市場開設者（以下「甲」という。）が独自では生鮮食

料品を被災都市の住民に十分供給できない場合において、災害を受けていない都市の中央卸売市場開設者（以下

「乙」という。）が友愛的精神に基づき、相互に救援協力し、緊急・応急措置として、被災都市における生鮮食料

品の確保及び市場機能の復旧対策を図るため、必要な事項を定めるものとする。 

⑴ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第2条第1号に定める災害 

⑵ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）に定める武力

攻撃災害又は緊急対処事態における災害 

⑶ その他災害で、被災都市への応援が必要とされる場合 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供 

⑵ 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送 

２ 前項に定める応援のほか、次に掲げる応援の実現に努めることとする。 

（1）被災都市の市場事業の継続のために必要な資機材、物資等のあっせん又は提供 

（2）前各号に掲げるもののほか、特に要請があったもの 

（応援要請と情報収集） 

第３条 甲は、次に掲げる事項を明らかにして、第７条に定める連絡担当部局を通じ、電話、ファクシミリまたは

電子メール等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

（1）被害の状況 

(2）前条第１項第１号に掲げる応援を要請する場合においては、その品名及び数量 

(3) 前条第１項第２号に掲げる応援を要請する場合においては、被害の状況に応じた有効な搬送手段 

(4) 前条第２項第１号に掲げる応援を要請する場合においては、資機材、物資等の品名、数量等 

(5) 応援を要する中央卸売市場の特定及び当該市場への経路 

(6) 応援の期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 前項の規定に関わらず、乙は円滑な相互応援の実施に資するため、甲の被害の状況、交通状況等に関する情報

収集に努めるものとする。 

（協定の遵守） 

第４条 乙は、極力要請に応じ、その応援活動に努めるものとする。 

（生鮮食料品の応援供給の方法） 

第５条 乙は、第２条第１項第１号及び第２号に掲げる応援の要請を受けた場合においては、甲との連絡調整のも

と、それぞれが開設する中央卸売市場の事業者間による応援供給の実現に努める。ただし、特別な理由により開

設者自らが応援供給の相手方となることを妨げない。 

（応援経費の負担） 

第６条 第２条第１項第１号及び第２号に掲げる応援に要した経費は、当該事業者間の決済により精算するものと

する。ただし、特別な事由により甲が負担すること、または甲と乙による決済で精算することを妨げない。 

２ 第２条第２項第１号及び第２号に掲げる応援に要した経費は、甲の負担とする。ただし、乙の自主的な応援に

伴う経費は、乙の負担とする。 
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（連絡担当部局） 

第７条 この協定を締結する中央卸売市場の開設者は、相互応援のための連絡担当部局をあらかじめ定め、災害が

発生した時は、速やかに相互に連絡をとるものとする。 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項は別に定める。また、この協定に定めない事項は、この協定を締結する

中央卸売市場の開設者が協議して決定する。 

（協定の効力） 

第９条 この協定は、全国中央卸売市場協会に加盟する会員都市を前提に締結するものである。よって、会員から

脱退したときは、協定の効力は当然に失うものとする。 

 

上記協定締結の証として本協定書を作成し、全国中央卸売市場協会会長及び各支部の支部長が記名押印し、全国

中央卸売市場協会で保有するとともに、各中央卸売市場の開設者に対しその写しを交付するものとする。 

 

 

附 則 

この協定は、平成２４年９月１日から効力を生ずる。 

平成２０年９月１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

平成２４年９月１日       

全国中央卸売市場協会          会長   塚本 直之 

全国中央卸売市場協会北海道・東北支部  支部長  元木 朗 

全国中央卸売市場協会関東支部      支部長  塚本 直之 

全国中央卸売市場協会東海・北陸支部   支部長  千田 博之 

全国中央卸売市場協会近畿支部      支部長  小倉 健宏 

全国中央卸売市場協会中国・四国支部   支部長  中川 剛彦 

全国中央卸売市場協会九州支部      支部長  戸超 剛 
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18 災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 
 

 長崎市（以下「甲」という。）と社団法人長崎県産業廃棄物協会（以下「乙」という。）は、災害の発生時におけ

る災害廃棄物の処理等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣  旨） 

第１条 この協定は、長崎市内において、台風、地震等による大規模災害が発生した場合に、甲が乙に対し、災害

廃棄物の撤去、収集及び運搬並びに処分等の協力を要請する場合における手続その他必要な事項を定めるものと

する。 

（定  義） 

第２条 この協定において、「災害廃棄物」とは、台風、地震等の災害によって、損壊した建物の撤去等に伴って発

生するコンクリートがら、廃木材等のがれき類等をいう。 

（協力要請） 

第３条 甲は、次に掲げる業務（以下「災害廃棄物の処理等」という。）の実施について、乙に対し、その協力を要

請するものとする。 

 ⑴ 災害廃棄物の撤去 

 ⑵ 災害廃棄物の収集及び運搬 

 ⑶ 災害廃棄物の処分 

 ⑷ 前３号に定める業務の実施に伴い必要となる業務 

（協力要請の手続） 

第４条 甲は、協力の要請に当たっては、当該協力の内容、方法等について、文書により、乙に通知するものとす

る、ただし、文書による要請の時間がないときは、口頭により要請し、後日、速やかに文書で通知するものとす

る。 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第５条 乙は、甲からの要請があったときは、乙の会員の中から必要な人員、車両及び資機材を調達し、甲が実施

する災害廃棄物の処理等に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮するものとする。 

３ 乙は、その協力の内容、方法等について、甲と協議を行い、甲の指示に基づいて、当該協力を行うものとする。 

（情報の提供） 

第６条 甲は、災害時において、円滑な協力が得られるよう、乙に対し、被災及び復旧の状況等必要な情報を提供

するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に関し、その協力が可能な会員の状況を、甲に対し、報告するものとする。 

（実施の報告） 

第７条 乙は、災害廃棄物の処理等を実施したときは、当該実施の内容等を文書により、甲に対し、報告するもの

とする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第３条の要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に要した費用について、甲が負担するものとし、

その価額は、甲と乙が協議のうえ、定めるものとする。 
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（災害補償） 

第９条 乙が第３条の要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に従事した者が、負傷、疾病、又は死亡した場合

の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令等による。 

（連絡窓口） 

第１０条 この協定に関する相談窓口は、甲においては長崎市環境部廃棄物対策課とし、乙においては長崎県産業

廃棄物協会長崎支部事務局とする。 

（協議事項） 

第１１条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都

度、甲と乙が協議のうえ、定めるものとする。 

（適  用） 

第１２条 この協定は、平成２０年６月９日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、甲と乙が記名押印のうえ、それぞれ１通を保有するも

のとする。 

 

  平成２０年６月９日 

甲  長崎市桜町２番２２号 

   長崎市 

   代表者 長崎市長 田上 富久 

 

 

乙  長崎市大村市東三城町６番１号 

   社団法人長崎県産業廃棄物協会 

   会 長 矢敷 和男 
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19 災害発生時等における支援活動に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と長崎板金工業協同組合（以下「乙」という。）は、大規模な地震、風水害、火災

その他の災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生のおそれがある場合において、甲が行う防災活動及び応

急対策（以下「防災活動等」という。）に対する乙の組織的な支援活動の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目  的） 

第１条 この協定は、災害時に乙が社会貢献活動の一環として組織的な支援活動を行うことにより、甲が実施する

防災活動等を円滑に行うとともに、市民生活の安定を図ることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時の支援を得るため、乙に対し、次の要請を行うことができる。 

⑴ 甲が所有する公共施設の復旧活動 

⑵ その他必要な事項 

（要請手続き） 

第３条 前条の要請は、原則として災害支援業務要請書兼報告書（様式１）（以下「文書」という。）により行なう

ものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は口頭によるものとし、事後に文書を提出するものとする。 

２ 乙は、甲の要請に基づく支援活動を完了したときは、速やかに文書により、甲に報告するものとする。 

（乙の支援内容） 

第４条 乙は、次の支援活動を行うものとする。 

⑴ 組合員からの被災状況報告を収集整理し、被災状況報告書（様式２）により甲に提供すること。 

⑵ 甲の要請に基づき、甲が所有する公共施設の緊急な復旧作業に関すること。 

⑶ 復旧活動等において、新たな被害を発見した場合は、速やかに関係機関に通報し、その指示に従うこと。 

⑷ 被災家屋に対しては、優先的に必要最低限度の補修を行うこと。 

⑸ その他必要な事項 

（支援体制の整備） 

第５条 乙は、甲からの支援要請に迅速かつ的確に対応するため、組織的な支援体制を整備し、会員等の連絡網を

整備するとともに、定期的に支援活動訓練等を行うものとする。なお、会員等の連絡網は事前に甲に提出するも

のとする。 

（費用の負担） 

第６条 乙が、甲の要請により行う支援活動に要した経費については、甲、乙協議のうえ決定し、甲が負担するも

のとする。なお、資材、人工等の価格は適正な価格とする。 

（労災補償） 

第７条 甲からの要請に応じて業務に従事した者が、死亡、負傷、疾病、又は身体障害等を被った場合の災害補償

については、業務従事者の使用者の責任において行なうものとする。 

（協定期間） 

第８条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度末日までとする。ただし、期間満了の１月前までに、甲乙

いずれからもこの協定を改定する意思表示がない場合は、同一内容により、期間満了日の翌日から１年間更新す

るものとし、以後この例による。 

（協  議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

 この協定の締結を証するため、協定書を２通作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その１通を保有する。 

 

  平成２２年２月９日 

 

 

 

甲 長崎市 

  代表者 長崎市長 田上 富久 

 

 

乙 長崎板金工業協同組合 

                         代表者 理事長  折式田 信寛 
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（様式１） 

災 害 支 援 業 務 要 請 書 兼 報 告 書  
平成  年  月  日 

長崎板金工業協同組合長 様 

長崎市長 田上富久   

災害発生時等における支援活動に関する協定書第２条により、次のとおり支援活動を要請します。 

なお、作業の安全管理には十分留意し、もし二次災害のおそれが予見される時は、速やかに活動を中止し、撤退

してください。 

要請課（室） 担当 長崎市災害対策本部 

         部       班         課 

  担当者              印 

電話            ＦＡＸ 

要請する支援業務の

内容 

長崎市       町 

その他必要事項   

 

支援活動が完了したので、災害発生時等における支援活動に関する協定書第３条により、次のとおり報告します。 

平成  年  月  日 

長崎市長 様 

長崎板金工業協同組合長   

支援活動実施社 会社名 

担当者            

電話            ＦＡＸ 

従事期間 着手：平成  年  月  日  時  分 

完了：平成  年  月  日  時  分 

実施した支援活動の

内容 

長崎市       町 

その他必要事項   
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（様式２） 

被災状況報告書 
平成  年  月  日 

 

長崎市長 様 

 

長崎板金工業協同組合理事長 

 

災害発生時等における支援活動に関する協定書第４条により、次のとおり被災状況を報告します。 

（№      ） 

現認報告者 

（組合員） 

（会社名                       ） 

（担当        ）（電話      Fax       ） 

長 崎 市 

処 理 欄 

被災施設等 道路   河川   その他（                  ） 情 報 確 認 

被災箇所       町 

現認月日時 平成    年    月    日    時    分 

被災状況    本 部 報 告 

対 応 

指 示 

    対 応 確 認 

 

組   合   員   ⇒   長崎板金工業用同組合 

  （  月  日  時  分）  （  月  日  時  分） 
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20 災害時等における上下水道の復旧支援協力に関する協定書 
 

長崎市上下水道局（以下「甲」という。）と長崎市管工業協同組合（以下「乙」という。）とは、地震、風水害そ

の他の災害時及び寒波等の異常気象時（以下「災害時等」という。）における組織的な復旧支援活動の実施に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、市民のライフラインである上下水道事業の役割と責任の重大性の共通認識に立ち、災害時等

における上下水道管の破損等の被害を早期に復旧することを目指し、甲の要請により、乙及び乙に所属する会員

等からの組織的な支援活動により、甲における迅速な被災状況の把握及び円滑かつ的確な災害対策を図ることを

目的とする。 

 

（甲の支援要請） 

第２条 甲は、災害の発生状況により、災害対策に乙の支援が必要であると認めたときは、乙に対し、次の支援を

要請することができる。 

 (1) 被災状況についての情報提供の要請 

 (2) 災害対策のための現地調査、作業等を実施する出動要請 

２ 甲は、前項第２号の要請をする場合は、乙に対し、緊急出動要請書兼緊急作業完了届（別紙様式２、以下「要

請書」という）により行う。ただし、要請書によることができない場合は、口頭により行い、その後遅滞なく要

請書を送付するものとする。 

３ 第１項各号の要請について、通信不能時、特に緊急を要するとき又は特別な指示を要する場合は、甲は、乙が

指名するブロックの幹事、副幹事及び会員に直接要請することができるものとする。 

 

（乙の支援体制） 

第３条 乙は、甲からの支援要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ次の体制等を整備し、その内容を甲

に連絡するものとし、内容に変更が生じた場合は、その都度、速やかに連絡するものとする。 

 (1) ブロック毎の連絡網等組織的な支援体制や給排水設備の相談窓口等の従事体制 

 (2) 緊急出動等が可能な資材、機材及び技術者等や乙に所属する会員等内部の指揮系統図等 

 

（乙の支援内容） 

第４条 乙は、甲の災害対応を組織的に支援するため、次の業務を行う。 

 (1) 第２条第１項第１号の要請に基づき、乙に所属する会員等からの被災状況報告を収集整理し、甲に被災状況

報告書（別紙様式１）により情報提供すること 

 (2) 第２条第１項第２号の要請に基づき、組織的な支援体制を基本に現地調査、作業等を実施し、作業等終了後、

速やかに緊急作業出動要請書兼緊急作業完了届（別紙様式２）により甲に報告すること 

 

（費用の負担） 

第５条 乙及び乙の会員等が第２条第１項第１号の支援活動に要した経費は、無償を基本とする。 

２ 乙及び乙の会員等が第２条第１項第２号の支援活動に要した経費は、宅地内給水装置の復旧等、所有者の負担

に帰すべき費用を除いて甲が負担するものとする。 

３ 前２項の経費は、乙が支援活動に参加した乙の会員等を集約の上、一括して請求事務を執り行うものとする。 

 

（個人情報の保護）  

第６条 乙は、この協定において知り得た個人情報等その他情報を目的外に使用してはならない。  

 

（労災補償） 

第７条 甲からの支援要請により乙又は乙の会員等の従業員が死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は身体障害等を

被った場合は、乙の労働者災害補償保険法の適用により補償するものとする。 

 

（他都市への応援） 

第８条 他都市に災害が発生した場合において、他都市へ応援するときは、甲乙協議のうえこの協定とは別に定め

るところにより実施するものとする。 

 

（協定期間） 

第９条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度末日までとする。ただし、期間満了の３０日以前までに甲

又は乙から特段の意思表示がない場合は、同一内容により、期間満了日の翌日から１年間更新するものとし、以

後もまた同様とする。 
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（協定解除）  

第10条 甲もしくは乙において、協定を継続できない事情が発生したときは、甲、乙協議の上、協定を解約できる

ものとする。 

 

（その他） 

第11条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙協議して定めるものとす

る。 

 

この協定の締結の証として本書２通を作成し、甲、乙が記名捺印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和２年２月１２日  

  

  

  

甲   長崎市桜町６番３号  

長崎市上下水道局  

長崎市上下水道事業管理者  

  

  

乙   長崎市古町５４番地  

長崎市管工業協同組合  

理事長     
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（様式１） 

被 災 状 況 報 告 書（   年  月  日） 

【災害内容：                 】  

  

長崎市上下水道事業管理者 様  

  長崎市管工業協同組合理事長     

  

災害時等における上下水道の復旧支援協力に関する協定書第４条第１項第１号の規定により、次のとおり被

災状況を報告します。  

（Ｎｏ．  ）  

現認報告書  

（幹事・会員）  

ブロック １・２・３・４（会社名）         

（担当者名）  

（TEL）         （FAX）  

（E-mail）  

長崎市上下水道局

処理欄  

被災施設等    情報確認  

  

  
被災箇所    

受付日時  
    年  月  日 午前・午後  時分  

被災状況  

  本部報告  

  

対 応  

  

指 示  

  

所  見  

    

  

会  員   幹事   長崎市管工業協同組合  
  

( 月 日 時 分)  ( 月 日 時 分)  ( 月 日 時 分)  
 

 

受 長崎市上下水道局  

( 月 日 時 分)  
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（様式２） 

緊急作業出動要請書兼緊急作業完了届 

  年  月  日 

長崎市管工業協同組合理事長 様  

長崎市上下水道事業管理者      

  

災害時等における上下水道の復旧支援協力に関する協定書第２条第１項第２号の規定により、次のとおり緊

急作業の出動を要請します。なお、作業の安全管理には十分注意し、二次災害の発生が予見されるときは、速や

かに作業を中止し撤退してください。  

要請者  長崎市上下水道局    部     課 担当者名  

TEL            FAX  

E-mail              

被災施設等   

現地調査・作業箇所   

現地調査・作業内容   

 長 崎 市 上 下 水 道 局   長 崎 市 管 工 業 協 同 組 合  受 幹事・会員  

 

  年  月  日 

長崎市上下水道事業管理者 様  

長崎市管工業協同組合理事長      

 

災害時等における上下水道の復旧支援協力に関する協定書第４条第１項第２号の規定により、次のとおり緊

急作業が完了したので報告します。  

現地調査・作業実施者  

（幹事・会員）  

ブロック １・２・３・４ 

（会社名）      （担当者名） 

（TEL）         （FAX）  

（E-mail）  

   

被災施設等        

現地調査・作業箇所            

現地調査・作業期間    年   月   日  時  分～  年   月   日  時  分  

現地調査・作業内容  

（付記事項）  

  

  

    

 会  員   幹事   長崎市管工業協同組合  

( 月 日 時 分)  ( 月 日 時 分)  ( 月 日 時 分)  

 

受 長崎市上下水道局  

( 月 日 時 分)

 ( 月 日  時  分)   ( 月 日 時 分)  ( 月 日 時 分)  
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21 災害時におけるＬＰガスの供給に関する協定 
 
 長崎市（以下「甲」という。）と社団法人長崎県ＬＰガス協会長崎支部（以下「乙」という。）は、地震、風水害、

その他の原因による大規模な災害が長崎市内で発生した場合（以下「災害時」という。）に、ＬＰガスの円滑な供給

を図るため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、災害時に、甲と乙が相互に協力し、被災した市民等に対して行うＬＰガスの供給に関する

協力事項を定め、迅速かつ的確な支援活動を遂行することで市民生活の安定を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「ＬＰガス供給」とは、災害時における公共施設などの避難所等に、ＬＰガスを供給す

るために必要な器具類（燃焼器具、調整器、高・低圧ホース等）及び配管並びに容器等（以下「ＬＰガス設備」

という。）を運搬、設置及び点検してＬＰガスを供給することをいう。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、災害時において避難所等へのＬＰガスの供給を必要と認めるときは、乙に対し、ＬＰガス供給につ

いて協力を要請することができる。 

２ 前項に規定する要請は、原則として文書（別紙１）によるものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で

要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。 

 

（協力実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、速やかにＬＰガス供給ができるよう積極的に協力す

るものとする。 

 

（ＬＰガス設備の運搬、設置及び点検） 

第５条 ＬＰガス設備の運搬、設置及び点検は、乙又は乙の指定するもの（以下「乙等」という。）が行うものとす

る。また、乙は必要に応じて甲に対して設置及び点検についての協力を求めることができるものとする。 

 

（設置の確認等） 

第６条 乙は、甲が指定した場所において、ＬＰガス設備の運搬、設置及び点検が終了したときは、速やかに文書

（別紙２）により甲へ報告するものとする。 

２ 甲は設置場所に職員を派遣し、ＬＰガス設備の運搬、設置及び点検結果を確認する。ただし、甲が設置場所に

職員を派遣できない場合は、甲が指定する者が確認するものとする。 

 

（費用等の負担） 

第７条 第５条の規定によるＬＰガス供給に要する費用の負担区分は、原則として次表のとおりとする。 

 

２ 前項の規定により甲が負担すべき費用の価格は、適正な価格を基準として甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（労災補償） 

第８条 甲からの協力要請により乙等の従業員が死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は身体障害等を被った場合は、

乙等の労働者災害補償保険法の適用により補償するものとする。 

 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定は、協定締結の日から効力を発し、甲乙いずれかからこの協定を終了する旨の申し出がない限

り持続するものとする。 

甲が負担するもの （１） ＬＰガス設備の運搬、設置及び点検に係る燃料費 

（２） ＬＰガス費 

乙が負担するもの （１） ＬＰガス設備費 

（２） ＬＰガス設備の設置工具、点検器具費 

（３） ＬＰガス設備の設置・撤去に係る人件費 
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 この協定を証するため本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２３年９月６日 

 

               甲 長 崎 市 

               長崎市桜町２番２２号 

 

長崎市長 田上 富久 

 
           乙 社団法人 長崎県ＬＰガス協会長崎支部 

               長崎市中町１番２６号 

                

               長崎支部長 荒木 健治 
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22 九州新幹線西九州ルート沿線５市災害応援協定 
 

（趣旨） 

第1条 この協定は、九州新幹線西九州ルートの沿線に所在する武雄市、嬉野市、大村市、諫早市及び長崎市（以下

「協定市」という。）において、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害その他の大規模な災害が発生した

場合において、被害を受けた協定市（以下「被災市」という。）独自では被災者の救援、災害応急対応等が困難

なときに協定市相互間において迅速な応援を遂行するため、必要な事項について定めるものとする。 

 

（応援） 

第２条 協定市間において行う応援は、次のとおりとする。 

（１）食料、飲料水その他の生活に必要な物資及びその供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫等に必要な物資及び資機材の提供 

（３）救助、応急対応等にかかる職員の派遣 

（４）避難者の受け入れ及び住宅のあっせん 

（５) ボランティアのあっせん 

（６）前各号に掲げるもののほか特に必要とする事項 

 

（応援の要請） 

第３条 被災市は、電話その他の方法により次の事項を明らかにして要請を行い、事後において速やかに文書を提

出するものとする。 

（１）被害の状況及び応援を要請する理由 

（２）物資等の種類、品名、数量及び受領場所その他物資等の提供に必要な事項 

（３）職員の職種及び人員等の派遣に必要な事項 

  （４）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

（応援の実施） 

第４条 応援を要請された協定市は、可能な限り応援するように努めるものとする。 

 

（協議） 

第５条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各協定市が協議して定めるものとす

る。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を５通作成し、各協定市は記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

 

 

平成２３年１１月２０日 

 

 

      佐賀県 武雄市長  樋渡 啓祐            
 

      佐賀県 嬉野市長  谷口 太一郎             
 

      長崎県 大村市長  松本 崇             
 

      長崎県 諫早市長  宮本 昭雄            
 

      長崎県 長崎市長  田上 富久            
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23 災害時における相互応援に関する協定書 
 

長崎市と福島市（以下「協定市」という。）は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号)第６７条の規定に

基づき、災害時における相互応援について、次のとおり協定を締結する。 

(目的) 

第１条 この協定は、協定市の行政区域において、大規模な災害が発生した場合に、相互に応援を行い、災害応急

対策、災害復旧及び災害からの円滑な復興を図るために必要な事項を定めることを目的とする。 

  (応援の内容) 

第２条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (１) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 

 (２) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等及び災害からの復興に必要な資機材及び物資の提供 

 (３)  救援活動に必要な車両等の提供 

 (４) 救助、応急復旧及び災害からの復興に必要な職員の派遣 

 (５)  被災者の一時収容のための施設の提供と被災者の受け入れ 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めて要請があった事項 

(応援要請の手続) 

第３条 応援を要請しようとする市（以下「応援要請市」という。）は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話

その他の手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。 

 (１) 被害の状況及び要請理由 

 (２) 必要とする資機材の品名並びに数量 

 (３) 前条第４号の応援を要請する場合は、必要とする職員の職種、人員、業務内容及び派遣期間 

 (４) 応援場所及び応援場所への経路 

 (５) 応援の期間 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

(応援の実施) 

第４条 応援を要請された市（以下｢応援市｣という。）は、極力これに応じ、応援活動に努めるものとする。 

２ 前条の規定にかかわらず、協定市の行政区域において、大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、自ら

の判断により、自主応援活動を行うことができる。 

(経費の負担) 

第５条 応援に要した費用は、原則として応援要請市の負担とする。 

２ 応援要請市が前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合、応援市は、当該費用を一時立替支援するもの

とする。 

３ 前２項の規定により難い場合には、別途協議する。 

(情報の交換) 

第６条 協定市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、この協定に基づく応援が円滑に行われるよ

う必要に応じ、相互に情報交換を行うものとする。 

(有効期間) 

第７条 この協定の有効期間は、平成２５年２月６日から平成２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の３箇月前に、協定市いずれの側からもこの協定改定の意思表示がないときは、更に１年間有

効期間を延長するものとし、以後この例による。 

３ 協定市は、この協定の有効期間中であっても双方協議してこの協定を改定することができる。 

(協議) 

第８条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、協定市が協議して定める。 

 

この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、協定市は記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

平成２５年２月６日 

 

長崎市桜町２番２２号 

長崎市長   田 上 富 久 

 

福島市五老内町３番１号 

福島市長   瀬 戸 孝 則
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24 長崎市における大規模な災害時の応援に関する協定書 
 

国土交通省九州地方整備局長（以下「局長」という。）と長崎市長（以下「市長」という。）は、災害対策基本法

（昭和３６年法律第２３３号）第７７条に関して、国土交通省所管施設（直轄施設を除く。以下「所管施設」とい

う。）に大規模な災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等による社会的な影響が大きい重大な自

然災害をいう。以下同じ。）が発生し、又は発生するおそれがある場合の応援に関する内容等を定め、もって被害の

拡大を防ぎ、及び二次災害を防止することを目的として、次のとおり協定を締結する。 

 

（応援内容） 

第１条 応援内容は、次の事項の実施に係る資機材及び職員の応援に関するものとする。 

 （１）所管施設の被害状況の把握 

 （２）情報連絡網の構築 

 （３）現地情報連絡員（リエゾン）の派遣 

 （４）災害応急措置 

 （５）その他必要と認められる事項 

 

 （被災状況の連絡及び現地情報連絡員の派遣） 

第２条 長崎市内の所管施設に大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、九州地方整備局と長崎

市は相互に連絡するものとする。なお、市長の応援要請があった場合又は局長が必要と判断した場合は、局長は、

現地情報連絡員を長崎市に派遣し情報交換を行うものとする。この場合において、市長は、現地情報連絡員の活

動場所を災害対策本部等に確保するものとする。 

 

 （応援の実施） 

第３条 局長は、市長からの応援要請に対して、必要性について判断のうえ、応援を行うものとする。 

 

 （応援要請の手続） 

第４条 市長は、長崎市内の所管施設に大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、九州地方

整備局の応援を必要とするときは、別表１に示す災害の内容に応じて電話等により応援要請を伝え、応援内容を

相互に確認したうえで、別紙１の文書にて応援要請を提出するものとする。 

 

２ 局長（局長からの指示を受けた九州地方整備局の職員を含む。）は、前項の応援要請を受け、応援を行うときは、

市長（市長からの指示を受けた長崎市の職員を含む。）に電話等により応援する旨を伝え、速やかに別紙２の文書

により応援内容を通知する。 

 （応援要請の手続ができない場合の応援） 

第５条 長崎市内の所管施設に大規模な災害が発生し、被災による相互の連絡不能などにより応援要請の手続が速

やかにできない場合において、特に緊急を要する場合、かつ、応援要請に時間を要するときは、局長が独自の判

断により応援できるものとする。この場合において、局長は、あらかじめ別紙３の文書により応援内容を市長に

通知するものとする。ただし、連絡網が寸断されている等のため、連絡を取ることが困難である場合は、事前に

連絡することを要しない。 

 

 （経費の負担） 

第６条 第１条に規定する応援を行った場合の経費の負担については、次のとおりとする。 

 （１）災害初動時に第１条第１号から第３号までに掲げる応援を行う場合 

    九州地方整備局の負担とする。なお、災害初動時とは、原則として九州地方整備局が災害等支援本部を設

置している期間とする。 

 （２）第１条第４号及び第５号に掲げる応援を行う場合 

    原則として長崎市の負担とするが、第１条第４号の応援を行う場合で、次のア、イ、ウ及びエの全てに該

当するときは、原則として九州地方整備局の負担とする。 

 ア 大規模な災害と認められる場合 

 イ 国土交通本省が非常災害対策本部若しくは緊急災害対策本部を設置し、又は非常体制を発令している

場合 

 ウ 被害拡大又は二次災害の防止のための必要最低限の緊急対応である場合（施設復旧を含まない。） 

 エ 広域災害等であって、本来緊急対応を実施すべき者が明確でない場合、又は関係者間で連絡不能や連

絡に時間を要する場合で、応急措置又は災害復旧事業の主体、分担等が決定されるまでの間である場合 

 

 （平常時の連絡） 

第７条 九州地方整備局企画部防災課と長崎市防災危機管理室は、平常時から防災に関する情報や資料の交換を

行い、応援の円滑な実施を図るものとする。 
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（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、局長と市長が協議して定めるものとす

る。 

２ この協定に関する実務責任者は、九州地方整備局においては企画部防災課長、長崎市においては防災危機管

理室長とする。 

 

 （運用） 

第９条 この協定書は平成２５年６月２７日から適用する。 

 

 

  平成２５年６月２７日 

 

        福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 

           国土交通省九州地方整備局長 

                     吉 崎    収 

 

 

 

        長崎県長崎市桜町２番２２号 

           長  崎  市  長 

                     田 上  富 久 

 



24 長崎市における大規模な災害時の応援に関する協定書 

地防資料‐58 

別表１ 

 

 応援要請の連絡先 

 

災 害 の 内 容 九州地方整備局の出先機関 連 絡 先 

大規模な土砂災害・噴火災害 長崎河川国道事務所 長崎河川国道事務所長 

大規模な港湾施設、空港施設に関わる災害 長崎港湾・空港整備事務所 長崎港湾・空港整備事務所長 

その他の大規模な災害 長崎河川国道事務所 長崎河川国道事務所長 
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25 災害時におけるし尿等の収集運搬の協力に関する協定書 
 

 長崎市（以下「甲」という。）と長崎市環境整備事業協同組合（以下「乙」という。）は、災害の発生時における

し尿等の収集運搬に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市内において、台風、地震等による災害が発生した場合に、甲が乙に対し、し尿等の収

集運搬の協力を要請する場合における手続その他必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において「し尿等」とは、台風、地震等の災害に伴い発生するし尿、浄化槽汚泥をいう。 

（協力要請） 

第３条 災害時において、甲が協力を要請する必要があると判断したときは、乙に対して実施可能な範囲において、

協力を要請することができるものとする。 

（協力要請の手続） 

第４条 甲は、協力の要請に当たっては、当該協力の内容、方法等について、文書により、乙に通知するものとす

る。ただし、文書による要請の時間がないときは、口頭により要請し、後日、速やかに文書で通知するものとす

る。 

（し尿等の収集運搬の実施） 

第５条 乙は、第３条の規定により甲からの要請があったときは、乙の組合員の中から必要な人員、車両及び資機

材を調達し、甲が実施するし尿等の収集運搬に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮するものとする。 

３ 乙は、その協力の内容、方法等について、甲と協議を行い、甲の指示に基づいて、当該協力を行うものとする。 

（情報の提供） 

第６条 甲は、災害時において、円滑な協力が得られるよう、乙に対し、被災及び復旧の状況等必要な情報を提供

するものとする。 

２ 乙は、し尿等の収集運搬に関し、その協力が可能な組合員の状況を、甲に対し、報告するものとする。 

（実施の報告） 

第７条 乙は、し尿等の収集運搬を実施したときは、当該実施の内容等を文書により、甲に対し、報告するものと

する。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第３条の要請に基づき実施したし尿等の収集運搬に要した費用については、甲が負担するものとす

る。 

 

２  前項に規定する費用は、災害発生直前におけるし尿等の収集運搬に係る適正価格を基準とし、甲と乙が協議の

うえ決定するものとする。 

（災害補償及び損害賠償） 

第９条 乙が第３条の要請に基づき実施したし尿等の収集運搬に従事した者が、負傷、疾病、又は死亡した場合の

災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令等の規定によるものとする。 

２  乙は、甲の責に帰さない事由により、要請業務の実施に伴って第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を

負うものとする。 

（連絡窓口） 

第１０条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては長崎市市民局環境部廃棄物対策課とし、乙においては長崎

市環境整備事業協同組合事務局とする。 

（協議事項） 

第１１条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都

度、甲と乙が協議のうえ定めるものとする。 

（適用） 

第１２条 この協定は、平成２５年８月２３日から適用するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効力は持続するものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲と乙が記名押印のうえ、それぞれ１通を保有するものとする。 

 

 

 

平成２５年８月２３日 

 

甲  長崎市桜町２番２２号 

     長崎市 

代表者 長崎市長 田上 富久  

 

乙  長崎市鳴見町８７番地 

 長崎市環境整備事業協同組合   

代表理事 向井 秀樹 
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26 大規模災害発生時における復興支援に関する協定書 
 

(１) 大規模災害発生時における復興支援に関する協定書 

 長崎市（以下「甲」という。）と長崎県土地家屋調査士会（以下「乙」という。）とは、地震、風水害その他大規

模な災害が発生した場合（以下「大規模災害」という。）における、甲の災害復興に対する乙の組織的な支援活動の

実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎市内に大規模災害が発生した場合において、甲が乙の協力を得て、迅速かつ的確に災害

復興を図るため、必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に定めるも

ののほか、甲が乙の協力を必要であると認めたものをいう。 

（協力要請の窓口） 

第３条 甲及び乙は、あらかじめ支援活動に関する連絡担当者を定め、必要な情報を相互に連絡するものとする。 

（支援協定の内容） 

第４条 甲は、長崎市内で第２条に定める災害が発生した場合、乙に要請する 

本協定書の支援内容は次のとおりとする。 

（１）甲の要請に基づいて行う家屋被害認定調査に関する事項 

（２）不動産登記及び境界問題等の相談所開設に関する事項 

（協力要請の方法） 

第５条 甲は、乙に支援の要請を行うに当たっては、必要事項を明らかにして、家屋被害認定調査等要請書（別紙

様式１）（以下「要請書」という。）により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等の通信手段又は

口頭により行い、その後速やかに要請書を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により要請を受けたときは、速やかに家屋被害認定調査等受諾書（別紙様式２）（以下「受諾

書」という。）により派遣者の氏名等を甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等の通信手段

又は口頭により受諾できるものとし、事後、甲に対し速やかに受諾書を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 第４条に定める支援活動は、無償とする。 

２ 甲は、家屋被害認定調査に必要な資機材の費用を負担するものとする。 

 

（研修会への参加） 

第7条 甲は、必要に応じて、家屋被害認定調査等に関する研修会等を開催するものとし、乙の会員は当該研修会等

に参加することができる。 

（秘密の保持） 

第８条 乙及び乙の会員は、家屋被害認定調査の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本協定

に基づく調査が終了した後においても、同様とする。 

（労務補償） 

第９条 この協定に基づく支援活動に従事した者が、本活動を起因として負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死

亡した場合の災害補償については、当該従事者の所属する乙の責任において行うものとする。 

（資料の提供） 

第１０条 甲及び乙は、この協定に基づく支援活動が円滑及び的確に行えるよう、必要に応じ資料を提供するもの

とする。 

（有効期限） 

第１１条 この協定書の有効期限は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月前までに甲乙い

ずれからも申し出を行わなかった場合は、同一の内容をもって期間満了日の翌日から１年間更新するものとし、以

後もまた同様とする。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた場合、さらに、特に必要を要する案件が生じた場合は、そ

の都度、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
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                  平成２６年３月２７日 

 

          甲     長崎市長    田  上  富  久 

 

 

          乙     長崎県土地家屋調査士会 

 

                会  長    針  本  久  則 
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(２) 大規模災害発生時における復興支援に関する協定書実施細目 
 

（趣旨） 

第1条 この実施細目は、大規模災害発生時における復興支援に関する協定書（以下「協定」という。）の実施に必

要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請の窓口） 

第２条 協定第３条に掲げる連絡担当部局については、長崎市（以下「甲」という。）においては災害対策本部調査

班とし、長崎県土地家屋調査士会（以下「乙」という。）においては土地家屋調査士会事務局とする。 

２ この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年度当初に、担当責任者及び同代理者の職氏名、電話番号そ

の他連絡に必要な事項を相互に情報交換するものとする。 

 

（資料の提供） 

第３条 協定第１０条に掲げる資料とは、地図、災害調査要領等とする。 

 

 

 

この実施細目の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 平成２６年３月２７日 

 

          甲     長崎市長    田  上  富  久 

 

 

 

          乙     長崎県土地家屋調査士会 

                会  長    針  本  久  則 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 長崎市防災行政無線局管理運用規程 

地防資料‐64 

27 長崎市防災行政無線局管理運用規程 
 

昭和６１年月４日２８日 

訓 令 第 ３ 号 

           目        次 

     第１章  総則（第１条・第２条） 

     第２章  組織（第３条～第５条） 

     第３章  運用（第６条～第１１条） 

     第４章  管理（第１２条・第１３条） 

     第５章  同報系無線局の受信設備（第１４条～第１８条） 

     第６章  雑則（第１９条～第２３条） 

     附 則 

 

   第１章 総     則 

（趣  旨） 

第１条 この規程は、市民の安全と福祉の増進に寄与することを目的として設置する長崎市防災行政無線の管理及

び運用について、電波法（昭和２５年法律第１３１号。「法」という。）その他の法令に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（定  義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 無線局 法第２条第５号に規定するものをいう。 

⑵ 同報系 同報通信方式により親局からの情報を戸別受信機及び拡声受信局を通じて一斉に伝達する通信系統

をいう。 

⑶ 移動系 単信方式により親局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。 

⑷ 親 局 同報系及び移動系の通信の運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局をいう。 

⑸ 戸別受信機 同報系の無線受信設備で屋内に設置するものをいう。 

⑹ 拡声受信局 同報系の無線送受設置で拡声装置を有し、屋外に設置するものをいう。 

⑺ 陸上移動系 移動系の無線送受装置設備で可搬型、車載型及び携帯型のものをいう。 

⑻ 中継局 通信の中継を行う通信設備をいう。 

⑼ 遠隔制御器 親局と有線で接続された送受信設備で機能を分掌するものをいう。 

 

   第２章 組     織 

（総括管理者） 

第３条 すべての無線局を総括管理し、次条に規定する管理責任者を指揮監督するため、総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は、危機管理監をもって充てる。 

（管理責任者） 

第４条 第２条第４号から第９号までに定める設備（以下「親局等」という。）を管理し、次条に規定する通信担当

者及び無線従事者を指揮監督するため、管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、別表に定めるとおりとする。 

（通信担当者等） 

第５条 無線局（戸別受信機及び拡声受信局を除く。）に通信担当者及び無線従事者（以下「通信担当者等」という。）

を置く。 

２ 通信担当者等は、管理責任者が指名するものとし、管理責任者は指名後速やかに通信担当者等指名届により、

総括管理者に通知しなければならない。 

３ 第１項に規定する通信担当者等のうち、親局の通信担当者等は、法第40条第１項に定める資格を有する者でな

ければならない。 

 

   第３章 運     用 

（運用時間） 

第６条 無線の運用は、常時行うものとする。 

（通信及び通報の種類） 

第７条 同報系及び移動系において行う通信の種類は、次の各号に掲げるとおりにする。 

⑴ 普通通信 平常時に行う通信をいう。 

⑵ 緊急通信 非常災害時の緊急時に行う通信をいう。 

⑶ 一斉通信 戸別受信機又は拡声受信局又は陸上移動局に対し、同時に同一内容の通報を行う通信をいう。 

⑷ 試験通信 無線設備の試験のために行う通信をいう。 

（通信統制） 

第８条 総括管理者は、非常災害等の緊急時に通信が輻輳したときは、緊急通信を最優先させるため、無線局に対



27 長崎市防災行政無線局管理運用規程 

 

地防資料‐65 

して割込通信を行い、又は通信の中止を命ずることができる。 

（放送の優先順位等） 

第９条 同報系の無線局の通信による放送（以下「放送」という。）は、次の各号に掲げる順序により優先順位をつ

け放送するものとする。 

⑴ 風水害、火災、地震等の非常事態に関する放送 

⑵ 人命救助その他特に緊急重要な放送 

⑶ 本市行政に係る周知連絡に関する放送 

２ 放送は、定時放送と一般放送とし、このうち一般放送は必要に応じ随時行うものとする。 

（放送の申請） 

第10条 前条第１項第３号の放送を申請しようとする課等の長は、放送希望日の２日前の正午までに、広報無線放

送申請書を総括責任者に提出しなければならない。ただし、長崎市役所支所設置条例（昭和２４年長崎市条例第

５５号）第２条の表に定める各行政センターの所管区域内に限る放送を申請しようとするときは、それぞれの行

政センター所長に対し広報無線放送申請書を提出しなければならない。 

２ 管理責任者は、前項による申請があった場合は、申請内容にそって放送するものとする。ただし、申請中の放

送内容が放送必要がないと認められる時は、その旨を申請者に通知するものとする。 

（避難通報等の処理） 

第11条 通信担当者は、避難通報及び警戒通報を受信したときは、速やかに長崎県知事に通報するとともに、長崎

市地域防災計画に定める手続きにより速やかに処理しなければならない。 

 

   第４章 管     理 

（運用状況報告） 

第12条 管理責任者は、その管理に属する親局等を常に点検するとともに、その点検結果及び運用状況を把握し、

毎月の運用状況等を無線局運用状況報告書により、翌月10日までに総括管理者に報告しなければならない。 

２ 管理責任者は、親局等の故障等の管理上の支障が生じたときは、前項にかかわらず、速やかにその旨を総括管

理者に報告し、その指示を受けなければならない。 

（回線の調査等） 

第13条 通信担当者等は、管理責任者の指示により通信を行うとともに、適宜感度等について回線の調査を行い、

無線業務日誌に記入し、管理責任者に報告しなければならない。 

２ 前項の回線の調査を行うための試験電波の発射は、通信が閑散なときに行わなければならない。 

 

   第５章 同報系無線局の受信設備 

（戸別受信機） 

第14条 戸別受信機は、貸与を希望する自治会長又は自主防災組織の代表者等に貸与することができるものとする。 

２ 戸別受信機は無償で貸与する。 

３ 第１項により貸与を希望する者は、防災行政無線戸別受信機貸与申請書を提出し、市長の承認を得なければな

らない。 

（拡声装置） 

第15条 拡声受信局の設備の一部である拡声装置は、本市が無線放送等の用に供するほか、設置された町の自治会

長又は自主防災組織の役員並びに消防団員が、地域住民の安全及び福祉のために使用することができるものとす

る。 

（受信設備の保全） 

第16条 戸別受信機又は拡声装置（以下この条及び次の条において「受信設備」という。）を使用する者は、受信設

備に異常を発見したときは、直ちに市長にその状況を届出なければならない。 

（損害の賠償） 

第17条 市長は、受信設備の亡失、き損又は故障が使用者の過失に起因する場合は、その実費を当該使用者に負担

させるものとする。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。 

（貸与の取消等） 

第18条 戸別受信機の使用者が次の各号の一に該当するときは、市長は貸与を取り消し、又は戸別受信機を返還さ

せることができる。 

⑴ この規程に違反したとき。 

⑵ 送信又は受信を妨害したとき。 

⑶ 設備を故意にき損したとき。 

 

   第６章 雑     則 

（保守点検） 

第19条 無線設備の正常な通信機能を維持するため、次のとおり保守点検を行うものとする。 

⑴ 日点検 使用の都度実施する。 

⑵ 月点検 月１回実施する。 

⑶ 半年点検 半年に１回実施する。 
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（通信訓練） 

第20条 総括管理者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練

を行う。 

⑴ 総合防災訓練時の総合通信訓練 毎年１回以上 

⑵ 定期通信訓練 ３月に１回以上 

２ 前項の訓練の内容としては、住民への警報通報等の伝達訓練並びに移動系無線局による情報収集並びに伝達訓

練等を主なものとする。 

（研  修） 

第21条 総括管理者は、毎年１回以上、通信担当者等に対し法及び関係法令、無線機の取扱要領等について研修を

行うものとする。 

（様  式） 

第22条 この規程により使用する書類の様式は、総括責任者が別に定める。 

（委  任） 

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が別に定める。 
 

附  則 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和６１年５月１日から施行する。 

（長崎市防災行政無線局管理運用規程の廃止） 

２ 長崎市防災行政無線局管理運用規程（伺定めによる現行の規定）は廃止する。 

（香焼町、伊王島、高島町、野母崎町、外海町及び三和町の編入に伴う経過措置） 

３ 平成１７年１月３日までに旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町及び旧三和町の長から貸

与された戸別受信機については、当分の間、第14第３項の規定による市長の承認を得て貸与されたものとみなす。 

(平１６訓令１２・追加) 

(琴海町の編入に伴う経過措置) 

４ 平成１８年１月３日までに旧琴海町の長から貸与された戸別受信機については、当分の間、第１４条第３項の

規定による市長の承認を得て貸与されたものとみなす。 

(平１７訓令１０・追加) 
附  則 (平成元年５月８日訓令第６号 ) 

この規程は、公布の日から施行する。  
附  則 (平成３年７月３０日訓令第５号 )抄  

(施行期日 ) 
１  この規程は、平成３年８月１日から施行する。  

附  則 (平成６年３月３１日訓令第８号 )抄  
(施行期日 ) 

１  この規程は、平成６年４月１日から施行する。  
附  則 (平成８年３月２９日訓令第４号 ) 

この規程は、平成８年４月１日から施行する。  
附  則 (平成１２年３月３１日訓令第１７号 ) 

この規程は、公布の日から施行する。  
附  則 (平成１６年１２月６日訓令第１２号 ) 

この規程は、平成 17年 1月 4日から施行する。  
附  則 (平成１７年１２月１３日訓令第１０号 ) 

この規程は、平成１８年１月４日から施行する。  
附  則 (平成２０年３月３１日訓令第８号 ) 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。  
附  則 (平成２３年７月２９日訓令第１１号 ) 

この規程は、平成２３年８月１日から施行する。  
 

別表 (第４条関係 ) 

(平１６訓令１２・追加、平２０訓令８・一部改正 ) 

１  親局、中継局及び遠隔制御器  

区分  管理責任者  

各行政センターの所管区域以外の区域に設置するもの  防災危機管理室長  

各行政センターの所管区域内に設置するもの  各行政センター所長  

２  拡声受信局及び戸別受信機  

区分  管理責任者  

各支所及び各行政センターの所管区域以外の区域に設置するもの  防災危機管理室長  

各支所の所管区域内に設置するもの  各支所長  

各行政センターの所管区域内に設置するもの  各行政センター所長  

３  陸上移動局  

設置する課の課長、支所長、行政センター所長及び防災危機管理室長 

http://svss2300/reiki/reiki_word/20133001042004021.doc


28 長崎市災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

地防資料‐67 

28 長崎市災害弔慰金の支給等に関する条例 
昭和４９年月６日２９日 

条 例 第 ２ １ 号 

           目        次 

     第１章  総則（第１条・第２条） 

     第２章  災害弔慰金の支給（第３条～第８条） 

     第３章  災害障害見舞金の支給（第９条～第１１条） 

     第４章  災害援護資金の貸付け（第１２条～第１５条） 

     第５章  雑則（第１６条） 

     附 則 

 

   第１章  総    則 
 （目的） 
第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号。以下「法」という。）及び災害
弔慰金の支給に関する法律施行令（昭和48年政令第374号。以下「令」という。）の規定に準拠し、暴風、豪雨等
の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を
受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金
の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

 （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。 
⑴ 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。 
⑵ 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。 

 
   第２章  災害弔慰金の支給 
 （災害弔慰金の支給） 
第３条 本市は、市民が、令第１条に規定する災害（以下この章及び次章において「災害」という。）により死亡し
たときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

 （災害弔慰金を支給する遺族） 
第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおり
とする。 
⑴ 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を（兄弟姉妹を除く。以下この
項において同じ。）先にし、その他の遺族を後にする。 

⑵ 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 
ア 配偶者 
イ 子 
ウ 父母 
エ 孫 
オ 祖父母 

⑶ 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて、死亡者の死亡当時にそ
の者と同居し、又は生計を同じくする兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹に対して災害弔慰金の支給をする
ものとする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、
養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により前２項の規定により難しいときは、前２項の規定にかかわらず、
第１項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、その１人に対してした
支給は、全員に対してなされたものとみなす。 

（災害弔慰金の額） 
第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災
害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては５００万円とし、そ
の他の場合にあっては２５０万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害
障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とす
る。 

（死亡の推定） 
第６条 災害の際現にその場にいあわせた者の死亡の推定については、法第４条の規定によるものとする。 
（支給の制限） 
第７条 災害弔慰金は、次の各号に該当する場合は支給しない。 
⑴ 当該死亡した者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 
⑵ 令第２条に規定する場合 

（支給の手続） 
第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行う
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ものとする。 
２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。 
 
   第３章  災害障害見舞金の支給 
 （災害障害見舞金の支給） 
第９条 本市は、市民が、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合（その症状が固定した場合を含む。）
において法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民（以下「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金
の支給を行うものとする。 

（災害障害見舞金の額） 
第10条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時にお
いてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては２５０万円とし、その他の場合にあっては１
２５万円とする。 

（準用規定） 
第11条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 
 
   第４章  災害援護資金の貸付け 
（災害援護資金の貸付け） 
第12条 本市は、令第３条に掲げる災害により、法第１０条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世
帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第１０条第１項に規定する要件に該当するものでなければならない。 
（災害援護資金の限度額等） 
第13条 災害援護資金の１災害における１世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度
に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 
⑴ 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」という。）があり、かつ、
次のいずれかに該当する場合 
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損害（以下「家財の損害」とい
う。）及び住居の損害がない場合           １５０万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合   ２５０万円 
ウ 住居が半壊した場合      ２７０万円 
エ 住居が全壊した場合      ３５０万円 

⑵ 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合   １５０万円 
イ 住居が半壊した場合      １７０万円 
ウ 住居が全壊した場合      ２５０万円 
エ 住居の全体が滅失又は流失した場合     ３５０万円 

⑶ 第１号ウ又は前号イ若しくはウに該当する場合において、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存
部分を取り壊さざるを得ない等特別の事情があると認める場合には、「２７０万円」とあるのは、「３５０万円」
と、「１７０万円」とあるのは「２５０万円」と、「２５０万円」とあるのは「３５０万円」と読み替えるもの
とする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、１０年とし、そのうち据置期間は、３年（規則で定める場合は、５年）とする。 
 （利率及び保証人） 
第14条 災害援護資金は、延滞の場合を除き無利子とする。 
２ 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。 
３ 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令
第９条の違約金を包含するものとする。 

（償還等） 
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 
２ 災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。 
３ 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第１項及び令第８条から第11条まで
の規定によるものとする。 

 
  第５章  雑     則 
（委任） 
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
   附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 改正後の長崎市弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第３項の規定は、この条例の施行の日後に生じ
た災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害に
より被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 
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災害弔慰金等一覧 

災 
 

害 
 

弔 
 

慰 
 

金 

対 

象 

災 

害 

自然災害 

住家が５世帯以上滅失した災害 

本市を含み県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

上記と同等と認められる特別の事情がある場合の災害 

支 

給 

額 

① 生 計 維 持 者 

② そ の 他 の 者 

５００万円 

２５０万円 

遺 族 の 範 囲 配偶者、 子、 父母、 孫、 祖父母           

災 
 
 

害 
 
 

障 
 
 

害 
 
 

見 
 
 

舞 
 
 

金 

対 

象 

災 

害 

自然災害 

住家が５世帯以上滅失した災害 

本市を含み県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

上記と同等と認められる特別の事情がある場合の災害 

支 

給 

額 

① 生 計 維 持 者 

② そ の 他 の 者 

２５０万円 

１２５万円 

障 
 
 

害 
 
 

の 
 
 

程 
 
 

度 

① 両眼が失明したもの 

② 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 

③ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 

⑥ 両上肢の用を全廃したもの 

⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 

⑧ 両下肢の用を全廃したもの 

⑨ 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以

上と認められるもの 
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災 
 
 
 
 

害 
 
 
 
 

援 
 
 
 
 

護 
 
 
 
 

資 
 
 
 
 

金 

対
象
災
害 

自然災害  本市を含み県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

貸 
 

付 
 

限 
 

度 
 

額 

① 世帯主の１月以上の負傷 

② 家財の１／３以上の損害 

③ 住居の半壊 

④ 住居の全壊 

⑤ 住居の全体が滅失若しくは流失 

 

  特別の事情がある場合は 

  （   ）内の額 

150万円 
        250万円 
150万円           270万円 
              （350）    350万円 
170万円（250） 
 
250万円（350） 
 
350万円 
 
 
 
 
 
 

貸 
 
 
 

付 
 
 
 

条 
 
 
 

件 

所得制限 

※その世帯の住居が滅失した場合に

あっては、1,270万円とする。 

（世帯人員） （市町村民税における総所得金額） 

１人 220万円 

２人 430万円 

３人 620万円 

４人 730万円 

５人以上 １人増すごとに730万円に30万円を加えた額 

利 率 無利子 

償 還 期 間 １０年（据置期間を含む） 

据 置 期 間 ３年（特別の事情のある場合は５年） 

償 還 方 法 年賦又は半年賦又は月賦 

 

（備 考）住家が滅失した世帯の数の算定に当っては、次の方式による。 

     （全壊・全焼・流失）＋（半壊・半焼）×
1

2
＋（床上浸水等）×

1

3
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29 長崎市小災害見舞金等支給要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の区域内において発生した災害のり災者に対する見舞金及び弔慰金（以下「見舞金等」

という。）の支給について、必要な事項を定めるものとする。 

 （災害） 

第２条 この要綱において、災害とは、本市の区域内で起こった火災、風水害その他予測できない天災地変等によ

る災害で、その程度が災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に定めるものに至らない災害をいう。 

 （り災者） 

第３条 この要綱において、り災者とは、本市の区域内において発生した災害により、次の各号のいずれかの被害

を受けた者をいう。 

 ⑴ 常時居住に使用している住家（以下「住家」という。）の全焼、全壊又は全流出 

 ⑵ 住家の半焼、半壊 

 ⑶ 重傷又は死亡（いずれも本市の区域内に住所を有する者の被害に限る。） 

 （被害状態の認定） 

第４条 前条の被害の程度及び対象資格の認定は、市長が実情に即してこれを行うものとする。 

 （見舞金等の支給対象） 

第５条 見舞金は、り災者の世帯の世帯主又はこれに準ずる者に、弔慰金は、り災者の遺族に、別表に掲げる額を 

支給するものとする。ただし、弔慰金については、長崎市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年長崎市 

条例第２１号。以下「条例」という。）に基づき、災害弔慰金の支給を受ける遺族には、支給しない。 

２ 前項に規定する遺族の範囲及び順位については、条例第４条の規定を準用する。 

 （支給の制限） 

第６条 市長は、り災の原因が、り災者の故意又は重大な過失によるものであると認める場合は、見舞金等を支給 

しない。 

 

別表（第５条関係） 

見舞金等の種類 被 害 区 分 
見 舞 金 等 の 額 

１人 １人増すごとに 

見 舞 金 

住家全壊（全焼・全流

出） 

円 

30,000 

円 

5,000 

住家半壊（半焼） 20,000 5,000 

重傷  １人につき         5,000円 

弔 慰 金 死亡 
 生計維持者       140,000円 

 その他の者        70,000円 

 備考 

１ 住家全壊（全焼・全流出）とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が

倒壊、流出、埋没若しくは焼失したもの、又は、住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが

困難なもので、具体的には住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延面積の７０％以上に

達した程度のもの、又は、住家の主要な構成要素の損害割合が、その住家全体の５０％以上に達した程度のもの

をいう。 

２ 住家半壊（半焼）とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が

甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の２０％

以上７０％未満のもの、又は、住家の主要な構成要素の損害割合が、その住家全体の２０％以上５０％未満のも

のをいう。 

３ 重傷とは、災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもののうち１月以上の治療を要する

と見込まれるものをいう。  

４ 弔慰金と見舞金を併せて支給する場合、見舞金については、死亡者を除く世帯員数に応じて支給するものとす

る。 

  附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。



30 雨量計設置場所 

 

地防資料‐72 

30 雨量計設置場所 
 

設 置 場 所 
雨量計の種
別 

所    在    地 管理者(所属) 電 話 番 号 

深 堀 地 域 
セ ン タ ー 

自 記 長崎市深堀町５丁目１８２番地 深堀地域センター所長 ８７１－３１０１ 

指 令 課 
気象情報収
集 装 置 

 〃 興善町３番１号 指 令 課 長 ８２２－０４６１ 

浦上浄水場 自 記  〃 昭和３丁目１９６番地 上 下 水 道 局 長 ８４４－１７８５ 

道 の 尾  〃  〃 西彼杵郡長与町高田郷３８番地 〃 ８５６－００４４ 

手  熊 〃  〃 長崎市手熊町２７７番地 〃 ８４１－０１９３ 

本 河 内  〃  〃  〃 本河内３丁目４番３６号 〃 ８２３－２８１７ 

小 ヶ 倉  〃  〃  〃 上戸町４丁目８番１号 〃 ８７９－２８０１ 

三  重 〃  〃  〃 三京町１５４５番地２ 〃 ８５０－１８５０ 

東 長 崎  〃  〃  〃 田中町６０８番地７ 〃 ８３８－３２７９ 

為石浄水場 気象観測盤  〃 為石町３０３５番地１ 上 下 水 道 局 長 ８９２－００３４ 

金堀管理棟 気象観測盤  〃 高島町２６３２番地 〃 ８９６－３１１０ 

三 和 地 域 
セ ン タ ー 

気象観測盤  〃 布巻町１１１番地１ 三和地域センター所長 ８２９－１１１１ 
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31 避難所勤務要員の心得 
 

（避難所の開設） 

１ 避難所勤務要員（以下「要員」という。）は、長崎市災害対策本部又は長崎市災害警戒本部

（以下「本部」という。）から避難所開設の指示があったとき又は当該施設の管理責任者等

から開設要望があったときは、直ちに避難所を開設すること。 

（避難者への指示） 

２ 要員は、避難者に対し、次の事項を指示しておくこと。 

  なお、避難所になった施設において別段の遵守事項があれば、その事項もあわせて指示し

ておくこと。 

 ⑴ 火気の取扱いには特に注意し、喫煙は所定の場所ですること。 

 ⑵ 便所、水飲み場等は所定の場所に限るとともに汚さないようにすること。 

 ⑶ 指定された場所以外には立ち入らないこと。 

 ⑷ 施設の器具等を勝手に使用しないこと。 

 ⑸ 避難者が外出するときは、必ず要員に連絡すること。 

（異常事態に対する措置） 

３ 避難所及び避難者に異常が生じたとき、又は異常が生じる恐れがあるときは、迅速に適切

な措置を行い、必要に応じ、本部及び現場の消防職員、消防団員、警察官等に連絡をとるな

ど万全の体制をとること。 

（報告書の記録） 

４ 避難者については、避難所状況報告書及び避難者名簿に必要事項を記録すること。 

（本部への報告） 

５ 避難者の人数及び現場の概要等については、開設後避難の状況をみながら速やかに本部に

電子メール（端末を保有していない等で電子メールでの報告ができない場合は電話）で報告

し、その後は状況の変化に伴い、１時間おきに報告すること。 

（避難所の閉鎖） 

６ 避難所を閉鎖しようとする場合は、必ず本部の指示を受けること。 

  なお、閉鎖する際は、当該施設の清掃、整頓を行い、元の状態に戻し、火気の後始末には

特に注意すること。 

（報告書の提出） 

７ 避難所状況報告書及び避難者名簿は、遅滞なく人事課に提出すること。 

（貸与物品） 

８ ⑴ 要員に貸与される物品（懐中電灯、雨ガッパ、笛、腕章、ヘルメット、ナップサック）

は各自責任を持って保管し、破損等が生じた場合は、人事課に申し出て交換すること。 

  ⑵ 要員でなくなったときは、直ちに貸与物品を人事課に返却すること。 
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（ 年 月 日 ）

月 日 月 日

時 分 時 分

月 日 月 日

時 分 時 分

枚
数

従事時間

従事時間

従事時間

従事時間

時 分 　世帯 人 人 人

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

※ 個人名については、別紙の避難者名簿に記載すること。

所　属

氏　名

　　　日　　　時　　　分　　～　　　　日　　　時　　　分

　　　日　　　時　　　分　　～　　　　日　　　時　　　分

　　　日　　　時　　　分　　～　　　　日　　　時　　　分

　　　日　　　時　　　分　　～　　　　日　　　時　　　分

所　属

氏　名

所　属

管理者へ
の報告日
時

　□使用可　　　　□使用不可　　　　□不明
　□使用可　　　　□使用不可　　　　□不明
　□使用可　　　　□使用不可　　　　□不明
　□使用可　　　　□使用不可　　　　□不明
　□使用可　　　　□使用不可　　　　□不明

毛布の使
用枚数及
び保管場
所

保
管
場
所

　　　　　枚

開
設

閉
鎖

男 計
現 在 の 概 況 等

女
避難者数

施設（避難所）の
状況

電　気
水　道
ガ　ス
ﾄ ｲ ﾚ
電　話

氏　名

時　　刻 世 帯 数

要員名及び

所　属

氏　名

従事時間

避 難 所 状 況 報 告 書

避 難 所 名
開設

閉鎖

避 難 所

開閉日時
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（裏面）

【問い合わせ先】

◆避難者から体調不良等の相談に関すること（要援護者の支援）
　⇒支援班（福祉総務課）095-829-1161

◆避難所の施設に関すること
　⇒防災危機管理室℡095-822-0480

◆災害に関する市民相談
　⇒厚生相談班（自治振興課）℡095-829-1134
　　　　　　　　　　（安全安心課）℡095-829-1231

◆被災者の住宅相談に関すること
　⇒住宅班（住宅課）℡095-829-1185

◆その他⇒遺体収容班（生活福祉1・２課）℡095-829-1144

建築総務課 



 

 

3
1
 
避
難
所
勤
務
要
員
の
心
得
 

地
防
資
料
‐

7
6 

（避難所名：         ）               避 難 者 名 簿 

 

 
 

番号
避難者氏名

（ひらがな表記）
性別

（該当に○）
生年月日 電話番号

情報公開
の可否

（該当に○）
入所日時 退所日時 退所事由

（該当に○）

移　送　先
（電話番号も記載）

備　　考
避難者について特筆すべきこと
があれば記載をお願いします。

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

可 　　　月　　日 　　　月　　日

否 　　　時　　分 　　　時　　分

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

□要介護者 □乳幼児 □妊婦 □その他(                 )

男 性
女 性
不 明

　M
　T
　S
　H

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

　M
　T
　S
　H
　M
　T
　S
　H

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

一時帰宅
帰宅・移送

男 性
女 性
不 明

男 性
女 性
不 明

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

　M
　T
　S
　H
　M
　T
　S
　H

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

男 性
女 性
不 明

一時帰宅
帰宅・移送

　M
　T
　S
　H

一時帰宅
帰宅・移送

一時帰宅
帰宅・移送

　M
　T
　S
　H
　M
　T
　S
　H
　M
　T
　S
　H
　M
　T
　S
　H
　M
　T
　S
　H
　M
　T
　S
　H

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・
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32 気象解説資料 
 

１ 風の強さと吹き方 
 
 
平均風速 

(m/s) 
 

風の強さ 

(予報用語) 

 
おおよそ 

の時速 

 
速さの目安 

 
人への影響 

 
屋外・樹木の様子 

 

 
走行中の車 

 
建造物 おおよその 

瞬間風速 

(m/s) 
 
 

10以上 

15未満 

 

 
やや強い風 

 

 
～50km 

 
 
 
 

一般道路 

の自動車 

 
 
風に向かって歩きにくく 

なる。 

 
 
樹木全体が揺れ始 

める。 

電線が揺れ始める。 

 
道路の吹流しの角度 

が水平になり、高速 

運転中では横風に流さ

れる感覚を受ける。 

 
 
樋（とい）が揺れ始め 

る。 

 
 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 

50 
 
 

60 

 
 

15以上 

20未満 

 

 
 

強い風 

 

 
 

～70km 

 
風に向かって歩けなくな 

り、転倒する人も出る。 高

所での作業はきわめて危

険。 

 
 
電線が鳴り始める。 看

板やトタン板が外 れ

始める。 

 
 
高速運転中では、横 

風に流される感覚が 

大きくなる。 

 

 
屋根瓦・屋根葺材が 

はがれるものがある。 

雨戸やシャッターが揺 

れる。  
 
 
 

高速道路 

の自動車 

 
20以上 

25未満 

 

 
 
 
非常に強い風 

 
～90km 

 
何かにつかまっていな 

いと立っていられない。 

飛来物によって負傷する

おそれがある。 

 
 
 
細い木の幹が折れた

り、根の張っていな

い木が倒れ始める。 

看板が落下・飛散す 

る。道路標識が傾く

。 

 
 
通常の速度で運転 

するのが困難にな 

る。 

屋根瓦・屋根葺材が 

飛散するものがある。 

固定されていないプレ 

ハブ小屋が移動、転倒

する。 

ピ二ールハウスのフィ 

ルム（被覆材）が広範 
囲に破れる。 

 
25以上 

30未満 

 
～110km 

 
 
 
 
 
 

特急電車 

 
 
 
 
 
 

屋外での行動は極め

て危険。 

 

 
 
 
 
 
走行中のトラックが 
横転する。 

 
固定の不十分な金属 

屋根の葺材がめくれ 

る。 

養生の不十分な仮設

足場が崩落する。 

 

30以上 

35未満 

 
 
 
 
 

猛烈な風 

 
～125km 

 
35以上 

40未満 

 
～140km 

 

 
多くの樹木が倒れ る

。 電柱や街灯で倒

れ るものがある。 

ブロック壁で倒壊す 

るものがある。 

外装材が広範囲にわたっ

て飛散し、下地材が露出

するものがある。 

 
40以上 

 
140km～ 

住家で倒壊するものが

ある。 

 

鉄骨構造物で変形す

るものがある。 
※予報用語とは、警報・注意報・気象情報等に使用する用語のことです。 

 
 

（注 1） 平均風速は 10 分間の平均 、瞬間風速は 3 秒間の平均です。風の吹き方は絶えず強弱の 

変動があり、瞬間風速は 平均風速の 1.5 倍程度になることが多いですが、大気の状態が不 

安定な場合等は 3 倍以上になることがあります。 

（注 2） この表を使用される際は、以下の点にご注意下さい 。 

 

1.風速は地形や廻りの建物などに影響されますので、その場所での風速は近くにある

観測所の値と大きく異なることがあります。 

2.風速が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や風の吹き方によって被害

が異なる場合があります。この表では、ある風速が観測された際に、通常発生する現

象や被害を 記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被

害にとどまる場合もあります。 

3.人や物への影響は日本風工学会の「瞬間風速と人や街の様子との関係 」を参考に作成

しています。今後、表現など実状と合わなくなった場合には内容を変更することがあり

ます 。 
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1時間 

雨量 

（ｍｍ） 

 

予報用語 ※ 
 

人の受ける イ

メージ 

 
人 への 影響 屋内 

（木造住宅を想定） 
 

屋 外の 様子 
 
車に乗っていて 

 

 
 
10 以上～ 

20 未満 

 
 
 
やや強い 雨 

 
 
 
ザー ザーと 降 る

。  

 
 
 
地 面 か ら の 跳ね  

返りで足元がぬれ

る。 

 
 
 
雨の音で話し声が良  

く聞き取れない 。 

 

 
 
 
 
地 面一面 に水 た まり が

できる。 

 

20 以上～ 

30 未満 

 

強い雨 
 
どしゃ降り。  

 
 
 
 
傘をさしていても

ぬれる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
寝ている人の半数く  

らいが雨に気がつく。  

ワ イパ ーを 速く 

し て も見 づら い。 

 

 
30 以上～ 

50 未満 

 

 
 
 
激しい雨 

 
 
バケ ツをひ っく

り 返した よう に

降る。 

 
 
道 路が川 のよ う になる

。  

高 速走 行時 、車 輪

と路 面の 間に 水

膜が 生じ ブレ ー

キが 効か なく な

る（ ハイ ド口 プ レ

ー ニン グ現 象）。 

 

 
50 以上～ 

80 未満 

 

 

 
 

非常に  激

しい雨 

 

 
滝 の よう に 降 る

（ ゴーゴ ーと降り

続 く ）。 

 

 
 
 
 
 
傘は全く役に立た

なくなる。  

 

 
 
 
 
水 しぶき であ た り一 

面 が白っ ぽく な り 、 視

界が悪 くなる 。 

 

 
 
 
 
 
車  の  運 転  は 
危 険。  

 
 
80 以 上～ 

 
 
猛烈な雨 

 
息苦 しくな るよう

な圧迫 感 があ る。

恐 怖を感ず る。 

 

２ 雨の強さと降り方 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※予報用語とは、警報・注意報 ・気象情報等に使用する用語のことです。 
 
 

 (注1) 大雨によって災害が起こるおそれのあるときは大雨注意報や洪水注意報を、重大な

災害が起こるおそれのあるときは大雨警報や洪水警報を、さらに重大な災害が起こるおそ

れが著しく大きいときは大雨特別警報を発表して警戒や注意を呼びかけます。なお、警報

や注意報の基準は地域によって異なります。 

(注2) 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測・解析したときには記録

的短時間大雨情報を発表します。この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂

災害や浸水害、中小河川の洪水害の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意

味しています。なお、情報の基準は地域によって異なります。 
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強さ 最大風速 
(表現しない) およそ17m/s以上～33m/s未満 

強い 33m/s以上～44m/s未満 
非常に強い 44m/s以上～54m/s未満 
猛烈な 54m/s以上 

 

予報円 台風の中心が到達すると予想される範囲(台風の中心が予報円に入る確率はおよそ70%) 

暴風域 台風の周辺で、平均風速が25m/s以上の風が吹いているか、地形の影響などがない場合に、 
吹く可能性のある領域 

強風域 台風の周辺で、平均風速が15m/s以上の風が吹いているか、地形の影響などがない場合に、 
吹く可能性のある領域 

暴風警戒域 台風の中心が予報円内に進んだ時に、暴風域に入るおそれのある領域 
 

３  台風 

⑴  台風の大きさと強さ 

気象庁は台風のおおよその勢力を示す目安として，下表のように風速（10分間平均）をもとに台風の「大 

きさ」と「強さ」を表現します。「大きさ」は「強風域（風速15m/s以上の強い風が吹いているか，地形の影響な 

どがない場合に吹く可能性のある範囲）」の半径で，「強さ」は「最大風速」で区分しています。 
 

大きさ 強さ 
 

階級 風速15m/s以上の半径 
(表現しない) 500㎞未満 
大型(大きい) 500㎞以上～800㎞未満 
超大型(非常に大きい) 800㎞以上 

 
 

⑵  台風進路予報 

 
実況や予報の内容 
内容 発表時間 予報時間 発表要素 

実況  

0時、3時、6時、9時、12時、
15時、18時、21時の約50分後
[注釈3] 無し  中心位置、進行方向・速度、中心気圧

、最大風速、最大瞬間風速、暴風域、
強風域  

毎正時の約50分後[注釈1,3] 

1時間後推
定[注釈1]  

毎正時の約50分後[注釈1]  無し  

1日（24時間
）予報  

0時、3時、6時、9時、12時、
15時、18時、21時の約50分後
[注釈3] 

12時間先[注
釈2]、24時間
先  

予報円の中心・半径、進行方向・速度
、中心気圧、最大風速、最大瞬間風速
、暴風警戒域  

24時間先まで
３時間毎[注
釈1]  

5日（120時
間）予報  

3時、9時、15時、21時の約50
分後[注釈3] 

5日先まで24
時間毎  

 
注釈1 台風が日本に接近し、影響のおそれがある場合に発表 

  注釈2 台風の動きが遅い場合は省略 
  注釈3 発達する熱帯低気圧や台風が複数存在するときは約70～90分後になることがある 
 
 
   暴風域に入る確率の内容 

内容 発表時間 発表要素 

分布表示/地域ご
との時間変化 

3時、9時、15時、21時の約
60分後[注釈1] 

5日（120時間）先までの3時間ごと及び24・48・72
・96・120時間先までの確率 

  注釈1 発達する熱帯低気圧や台風が複数存在するときは約70～110分後になることがある 
 

⑶  台風情報で用いる用語の解説 
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33 龍馬の絆で結ぶ災害時相互応援に関する協定 
 

「龍馬の絆で結ぶ都市間交流宣言」の宣言市区（以下「宣言市区」という。）は、宣言市区のいずれかにおいて災害

が発生し、被害を受けた市区（以下「被災市区」という。）独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被害を

受けていない市区（以下「応援市区」という。）が、龍馬の「絆」に基づき、被災市区に対して速やかに応援隊（以

下「龍馬救援隊」という。）の派遣等を行うため、次のとおり協定を締結する。 

 

（龍馬救援隊が行う応援の種類） 

第１条 龍馬救援隊が行う応援の種類は、次のとおりとする。 

（1）食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供 

（2）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

（3）救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等の職員の派遣 

（4）その他被災市区が特に要請した措置 

 

（龍馬救援隊の派遣要請） 

第２条 龍馬救援隊の派遣要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにし、第６条に定める

連絡担当部局を通じて行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、

当該事項を省略することができる。 

（1）被害の状況 

（2）前条第１号及び第２号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の名称及び数量 

（3）前条第３号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数 

（4）龍馬救援隊の派遣期間 

（5）その他龍馬救援隊の派遣に当たって必要な事項 

２ 被災市区は、前項の規定に基づく派遣要請を口頭で行った場合は、後日、速やかにその旨を応援市区に文書にて

提出するものとする。 

 

（龍馬救援隊の派遣実施） 

第３条 龍馬救援隊の派遣要請を受けた応援市区は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応

じ派遣に努めるものとする。 

２ 応援市区は、通信の途絶等により、被災市区との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要があると認め

られるときは、自主的な判断により、龍馬救援隊の派遣等を行うことができるものとする。この場合、応援市区は

応援内容等を被災市区に速やかに連絡するとともに、自律的な活動に努めるものとする。 

 

（龍馬救援隊の派遣に係る経費の負担） 

第４条 龍馬救援隊の派遣に要した経費の負担は、次に掲げるとおりとする。 

（1）龍馬救援隊の派遣に要した経費については、原則として被災市区の負担とする。 

（2）前条第２項に定める派遣に要した経費の負担は、応援市区と被災市区が協議して定める。 

（3）前２号の規定によりがたいときは、その都度関係する宣言市区間で協議するものとする。 

 

（平常時の協力） 

第５条 宣言市区は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。 

（1）防災関連計画に係る情報交換や調査研究に関する業務 

（2）情報伝達訓練など防災訓練に関する業務 

（3）その他龍馬救援隊の円滑な運用に関する業務 

 

（連絡担当部局） 

第６条 宣言市区は、龍馬救援隊の速やかな派遣を行うため、それぞれこの協定に関する連絡担当部局を置くもの

とする。 

２ 連絡担当部局は、平常時における本協定の円滑な運用に関する事務を行うとともに、災害発生時には速やかに

情報交換を行い、龍馬救援隊の派遣準備を整えるものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、宣言市区が別に締結する災害時相互応援に関する協定を妨げるものではない。 

 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、宣言市区が協議して定めるものとす

る。 
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この協定の成立を証するため、本書８通を作成し、各市区記名押印のうえ、各市区その１通を所持する。 

 

 

平成２６年１１月１５日 

 

鹿児島市長               福山市長 

    

  森 博幸                羽田 皓 

 

霧島市長                京都市長 

  

  前田 終止               門川 大作 

 

長崎市長                品川区長 

  

  田上 富久               濱野 健 

 

下関市長                高知市長  

 

  中尾 友昭               岡﨑 誠也 
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34 災害時における特設公衆電話の設置・利用に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と西日本電信電話株式会社 長崎支店（以下「乙」という。）は、大規模災害等が発

生した際に乙の提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」という。）の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり

協定書を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 本協定に規定する「災害の発生」とは、強度の地震等の発生により都道府県が災害救助法を適用する地域

において、広域停電が発生していること、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。 

２ 本協定に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子

を施設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ通信の提供を可能とするものをいう。 

（通信機器の管理） 

第３条 甲は、本協定書にもとづき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管

の上、管理することとする。 

（屋内設備の管理及び破損） 

第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備（電話機、端子盤、配管、引込柱等）を設置し、乙が設置する屋

内配線（モジュラージャックを含む。以下同じ。）とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持

に努めることとする。 

２ 屋内配線や保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に速

やかに書面をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用の支払については、原則、甲が負担す

るものとする。 

（特設公衆電話の設置） 

第５条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所

等の必要な情報は甲乙互いに保管するものとする。 

  なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙１に定める様式をもって相互

に通知することとする。 

（特設公衆電話の移転、廃止等） 

第６条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を

乙に書面をもって報告しなければならない。 

  また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することに努めるものとする。 

（定期試験の実施） 

第７条 甲および乙は、年に１回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙２に

定める接続試験を実施することとする。 

（故障発見時の扱い） 

第８条 甲および乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに

相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 

（特設公衆電話の開設） 

第９条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災

者もしくは帰宅困難者等の通信確保に努めるものとする。 

  ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲と乙が連絡が取れない場合は、甲の判断に

より、利用を開始することができるものとする。 

（特設公衆電話の利用） 

第10条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努

めるものとする。 

（特設公衆電話の利用の終了） 

第11条 特設公衆電話の利用の終了については、甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速や

かに撤去するものとする。 

  ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに特設公衆電話を撤

去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。 

（設置場所の公開） 

第12条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所について、甲と合意した場合、乙のホームペ

ージ上で公開するものとする。 

（目的外利用の禁止） 

第13条 甲は、第７条に規定する定期試験及び第９条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用を禁止するもの
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とする。 

２ 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 

３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その

旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。 

４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとす

る。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等は、甲が負担す

るものとする。 

（情報の管理） 

第14条 乙は、甲から提示された情報については、他の者へ提示してはならない。 

（協議事項） 

第15条 本協定書に定めのない事項又は本協定書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定め

るものとする。 

 

 

本協定書を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自がその１通を保有する。 

 

 

   平成２７年１月１９日 

 

 

 

                    甲  長崎市桜町２－２２ 

                       長崎市 

                       長崎市長 田上 富久       印 

 

 

 

 

 

                     乙 長崎市出島町11番13号 NTT出島ビル別館 

                       西日本電信電話株式会社 長崎支店  

                       支店長 小林 茂樹        印 
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35 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第(1)号に定める災害時にお

いて、乙が、乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結

する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。 

(1) 甲の区域内で災害対策基本法第２条第１号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が

災害対策基本法第23条の２に基づく災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置したときの、乙の地図製

品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。 

(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成

を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。 

 

（定 義） 

第２条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 

(1) 「住宅地図」とは、長崎市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 

(2) 「広域図」とは、長崎市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。 

(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。 

(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。 

(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。 

 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給する

ものとする。 

２ 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」という。）を乙に提出す

るものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに

要請書を提出するものとする。 

３ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。 

４ 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。 

(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。 

(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 乙は、第３条第１項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方

法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対

価については無償とする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意

義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲

が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し

替えることができるものとする。 

３ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認するこ

とができるものとする。 

 

 

（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は、第１条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資

料として、第３条又は第４条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行う

ことができるものとする。 

(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧 

(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製 

２ 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。

また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。 

３ 甲は、第１項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括

する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図

を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN

利用約款に記載の条件に従うものとする。 
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（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備え

るものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から１年間とする。但し、当該有効期間満了の３ヶ月前ま

でに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に１年間同一条件にて更新

されるものとし、以後も同様とする。 

 

（協 議） 

第８条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決

に努めるものとする。 

 

 

以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

 

平成２９年７月１９日 

 

甲）長崎県長崎市桜町2-22              乙）福岡県福岡市博多区祇園町1-1 

長崎市                       株式会社ゼンリン 

長崎市長 田上 富久                九州第一エリア統括部 

部長  和田 滋 
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36 災害時における救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協定書 
 

 長崎市（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、次のとおり、災害時における救援物資の荷

捌き及び輸送等に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎市において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、甲

が乙の協力を得て、災害応急対策に必要な生活必需品や資機材等の荷捌き及び輸送業務が迅速かつ円滑に実施でき

るようにすることを目的とする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、第４条に掲げる業務を遂行するため必要があるときは、乙に対し協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、業務依頼書（第１号様式）により業務の内容を指定して行う。ただし、業務依頼書

で要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに業務依頼書を送付するものとする。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、可能な限り速やかに

協力を行うものとする。 

２ 乙は、前項の業務を完了した場合は、業務報告書（第２号様式）により、その業務内容を甲に報告するものと

する。 

 

（協力の内容） 

第４条 本協定により、甲が乙に対し、協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）甲が指定する物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に関する荷役の提供と緊急支援物資の荷捌き業務等

を総括する指導者の派遣 

（２）甲が指定する物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に必要となる機器（ロールボックス、平パレット、

フォークリフト等）の貸与とその操作者の派遣 

（３）甲が指定する物資の集積拠点と各避難所間の物資の輸送 

（４）物資集積拠点としての営業所等の活用 

（５）その他、甲が必要と認める事項 

 

（車両の運行への配慮） 

第５条 甲は、乙が前条の業務を行う際には、車両を優先車両として、通行できるように配慮するものとする。 

２ 甲は、車両の運行に支障をきたさないよう、関係機関と連携して安全確保に努め、必要に応じて乙へ指示する

ものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 第３条第１項の規定により、乙が実施した業務に要した経費は、甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害救助法等の定めのあるものを除くほかは、災害時における緊急支援物資の荷捌き及び輸送

にかかる合理的な範囲内で、甲乙間で協議の上、決定するものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第７条 乙は、前条の費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により請求があったときは、内容を確認し、甲の規定に基づき、その費用を乙に支払うものとする。 

 

（従事者の損害補償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、または疾病

にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。 

 

（体制の整備） 

第９条 甲及び乙は、災害時の緊急輸送に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に

努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、協定期間が満了する１ヶ月前ま

でに、甲乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは、１年間延長されたものとみなし、以降もまた同様と

する。 
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（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について、疑義が生じた場合は、誠意をもって甲乙協議の

上、決定する。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１部を保有する。 

 

平成２９年 ７月２８日 

 

甲 長崎市桜町２番２２号 

長崎市 

長崎市長 田上 富久 

 

 

乙 ○○○○ 

  ○○○○ 

  ○○○○  

 

※同文で協定を締結した業者 

１ 長崎市岩川町６番５号 

  日本通運株式会社 長崎支店 

  支店長 後藤 文雄 

 

２ 大村市今津町３１５番地 

  ヤマト運輸株式会社 長崎主管支店 

  主管支店長 藤岡 勝也 

 

３ 福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１２番５号 

  佐川急便株式会社 九州支店 

  支店長 森 裕一郎 
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37 災害時における物資供給に関する協定書 
 

 

 長崎市（以下「甲」という。）とNPO法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は、災害時における物資

の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」とい

う。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。 

（協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、  乙に対して要請を

行ったときをもって発動する。 

 （供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可  能な物資の供給を要

請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。 

(1) 別表に掲げる物資 

(2) その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。た

だし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるも  のとする。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するも

のとする。 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。

ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、  甲が負担するものと

する。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協  議の上速やかに決定す

る。 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 

（損害の負担等） 

第10条 この協定にもとづく運搬業務により生じた損害の賠償、及びその業務に従事した者が、その業務に従事し

たことにより死亡、負傷した場合の補償については、甲と乙は誠意をもって協議するものとする。 

（情報交換） 

第11条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を  行い、災害時に備える

ものとする。 

 （協議） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上  決定するものとする。 

 （有効期間） 

第13条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない

限り、その効力を有するものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

      平成２９年８月１４日 

 

              甲   長崎市桜町２番２２号 

                  長崎市 

                  長崎市長 田 上  富 久 



37 災害時における物資供給に関する協定書 

 

地防資料‐89 

 

              乙   新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 

                  NPO法人 コメリ災害対策センター 

                  理事長  捧   雄 一 郎 

 

 

 

 

別表        

 災害時における緊急対応可能な物資    

               

  大分類     主な品種      

作業関係   作業シート、標識ロープ、   

     ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、  

     長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、   

     雨具、土のう袋、ガラ袋、   

     スコップ、ホースリール   

          

日用品等   毛布、タオル、    

     割箸、使い捨て食器、    

     ポリ袋、ホイル、ラップ、   

     ウェットティシュ、マスク、衛生用ポリ手袋（使い捨て） 

     バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、  

     簡易ライター、使い捨てカイロ   

          

          

水関係   飲料水（ペットボトル）、生活用水用ポリタンク 

          

冷暖房機器等   大型石油ストーブ、木炭､木炭コンロ  

          

電気用品等   投光器、懐中電灯、乾電池、   

     カセットコンロ、カセットボンベ   

          

トイレ関係等   救急ミニトイレ    
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38 災害時における無人航空機による協力に関する協定書 
 

長崎市（ 以下「甲」という。）と株式会社ＮＢＣソシア（以下「乙」という。）は、地震災害、風水害その他の災害

（以下「災害」という。）が発生した場合において、早期に災害現場の状況を把握し被害の軽減を図るため、次のと

おり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条  この協定は、災害が発生した場合に、無人航空機による被災状況等の情報収集に関し、甲が乙に協力を要

請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請の手続） 

第２条  甲は、災害時において、必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、協力活動の内容、期間等を明らかにし、協力要請書（別記様式第１号）により行う

ものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請を行うものとし、後日速やかに当該要請書を

提出するものとする。 

（協力の内容） 

第３条 協力の内容は、無人航空機を利用して、被災状況等の情報収集を行うこと（以下「協力活動」という。）と

する。 

（活動の実施） 

第4条  乙は、第２条第１項に規定する協力要請を受けたときは、直ちに、協力活動に必要な無人航空機及び人員

を出場させ、甲が指定する現場指揮者の指示に従い活動を実施するものとする。 

（活動報告） 

第5条  乙は、協力活動を実施したときは、当該活動の完了後速やかに、その実施した活動内容等を甲に報告する

ものとする。 

（費用の負担） 

第6条 協力活動に要した費用については、当該災害等の発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議のう

え決定し、甲が負担するものとする。 

（保険加入等） 

第7条 乙は、協力活動にあたり、必要な保険（損害賠償等） に加入している無人航空機を使用するものとする。 

2 乙の保有する無人航空機が協力活動中に破損、紛失した等の損害が生じた場合は、乙の加入する機体保険等によ

り対応することとする。 

（事故発生時の責任負担） 

第8条  この協定に基づく協力活動における一切の責任は乙が負い、乙の名において誠実に処理しなければならな

い。 

（平常時の準備） 

第8条  乙が協力活動を円滑に行うための平常時に行う準備の内容は、次のとおりとする。 

(1) 災害応援に関する調査票（別記様式第2号） を毎年度初めおよび変更がある場合に甲へ提出すること。 

(2) 乙の構成員に対する本協定の周知に努めること。 

(3) 災害時等に使用する無人航空機の準備および習熟に努めること。 

（個人情報の保護） 

第9条 甲及び乙の構成員は、この協定の実施にあたり、個人情報の保護に配慮するとともに、協力活動上知り得た

情報を外部に漏らしてはならない。甲及び乙の構成員でなくなった後も、また同様とする。 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、有効期間満了の日の1か月前までに甲又は乙からこの協定を更新しない旨の文書によ

る通知がない場合は、有効期間は更に1年間更新されるものとし、以後同様とする。 

（協議） 

第11条 この協定に疑義が生じた事項又は定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自その1通を保有する。 

 

令和３年８月１０日 

 

甲 長崎市桜町２番２２号 

  長崎市 

長崎市長 田上 富久 

 

乙 長崎県長崎市１番３５号 

  株式会社ＮＢＣソシア 

  代表取締役社長 藤井 潤
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39 九州市長会における災害時相互支援プラン【令和2年5月19日改正】 
 

 

 １ プランの目的 

  このプランは、平成２８年熊本地震への対応を教訓に、災害時における相互支援の体制をさらに効果的なもの

とし、九州圏内の各市が連携を図り、九州市長会として一体となって被災地支援に取り組むための必要な事項に

ついて定めることを目的とする。 

 

 ２ プランの適用 

  このプランは、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(以下「九州内」という。)

で以下の災害が発生した場合に適用する。 

  ① 震度６弱以上の地震が発生したとき 

  ② 震度６弱以上の地震に相当する災害が発生した場合で、九州市長会会長(以下「会長」という。)が九州市

長会としての支援が必要と認めるとき 

   九州市長会防災部会会長(以下「部会長」という。)は、このプランが適用された場合、速やかに九州市長会防

災部会本部(以下「防災部会本部」という。)を設置し、各市の市長にプランの適用を通知するとともに、被災地の

状況を把握する。 

 

  ３ 防災部会本部 

   ① 防災部会本部の本部長(以下「本部長」という。)は、部会長が務める。 

   ② 防災部会本部は、原則として九州市長会防災部会事務局(以下「事務局」という。)に置き、事務局及び本

部長市の職員により構成する。 

   ③ 防災部会本部の役割は、下記のとおりとする。 

    ア 被災地情報の集約及び会長との連絡調整 

    イ 被災県、国の災害対策本部、関係省庁、九州地方知事会、全国市長会及び指定都市市長会等との連絡 

調整 

    ウ 九州内の各市との連絡調整 

    エ 支援先市町村の選定や即応支援班及び災害廃棄物処理支援班（以下「即応支援班等」という。）の派遣に

関する調整 

    オ 報道機関等への情報提供 

 

  ４ リエゾン(情報連絡員)隊の派遣 

   このプランが適用された場合、速やかにリエゾン隊を被災県庁等へ派遣する。 

   リエゾン隊の役割については、被災地の情報収集及び関係機関との連絡調整とする。 

 

  ５ 支援の決定 

   九州市長会による即応支援班を派遣する市(以下「即応支援班派遣市」という。)及び派遣先市町村については、

被災県庁等に派遣したリエゾン隊等からの報告をもとに、本部長が即応支援班派遣市の市長と調整を行い、決定

する。 

 

  ６ 即応支援班の派遣 

   ① 本部長は、九州市長会構成市全市に即応支援班派遣の決定内容を報告するとともに、即応支援班派遣市に

対して即応支援班等の派遣を要請する。 

   ② 即応支援班支援内容は、下記のとおりとする。 

    ア 即応支援班の支援内容は、物資搬送を中心とした避難所支援、被災地の情報収集とする。 

    イ 災害廃棄物処理支援班の支援内容は、仮置場の設置・運営などの災害廃棄物処理に関するマネジメント

支援等とする。 

   ③ 派遣する即応支援班等の半数については、災害規模に応じて本部長が決定する。 

   ④ 即応支援班等は、被災地の状況等について防災部会本部に報告するものとする。 

 

  ７ 広域支援への移行 

   九州地方知事会や指定都市市長会等による広域支援の本格化に伴い、本部長は九州地方知事会会長や指定都市

市長会会長等と調整し、各市においては九州地方知事会や指定都市市長会等の支援の枠組みの中で、円滑な支援

の実施に努めるものとする。 
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  ８ 防災部会本部の解散 

   被災地の復旧状況や他の広域的な支援の状況に応じ、会長は本部長と協議の上、当該本部の解散を決定し、本

部長は各市の市長に通知する。なお、当該決定後に各市が独自の支援を継続することを妨げない。 

 

９ 事務局が被災した場合の対応 

   部会長は、事務局が被災し、事務局に防災部会本部の設置ができない場合は、会長に報告するものとする。会

長は、部会長と協議の上、防災部会構成市の中から事務局に代わって防災部会本部を設置する市を決定するもの

とする。なお、その際の本部長は防災部会本部設置市の市長が務めるものとする。 

 

  10 他の災害支援の枠組みとの関係 

   ① このプランに基づく支援に当たっては、国の広域支援や九州地方知事会及び指定都市市長会等の支援の枠

組みと積極的かつ柔軟に連携・協力しながら行うものとする。 

   ② このプランは、各市の定める個別の災害時の応援協定等による各市の支援の実施を妨げない。 

 

  11 経費負担 

    各市が被災市町村に対して実施した支援の経費の負担は、法令の定めによるほか、派遣される職員の人件費を除

き、原則として被災市町村の負担とし、支援市と支援先市町村との協議により定めるものとする。ただし、４の

規定によるリエゾン隊の旅費は、九州市長会の負担とする。 

 

  12 公務災害補償 

   ① このプランに基づき各市から派遣された職員が、公務上負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における

公務災害補償については、派遣した市が行う。通勤にかかる災害についても同様とする。 

   ② このプランに基づき各市から派遣された職員が、公務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が

公務中に生じたものについては、派遣した市が賠償する。 

 

  13 平時からの連携強化 

   ① 各市は、あらかじめこのプランの実施に関する連絡担当部局を定め、事務局に報告するものとする。連絡

担当部局を変更したときも同様とする。 

   ② 事務局は、前項による報告を受けた場合は、その状況をとりまとめ、速やかに各市に通知するものとする。 

   ③ 事務局は、九州市長会構成市の備蓄リストを集約するものとする。 

   ④ 事務局は、このプランによる支援の実効性を高めるため、平時から九州地方知事会、指定都市市長会等と

情報交換や必要な調整を行うなど、連携関係の構築に努めるものとする。 

    

  14 研修、訓練等の実施及び受援計画策定の推進 

   九州市長会は、発災時におけるこのプランによる円滑な支援を確保するため、必要に応じて研修や情報伝達訓

練等を実施するとともに、各市における受援計画の策定など発災時における支援の円滑な受入れに資する取組の

促進に努めるものとする。 

 

  15 委任 

   このプランの実施に関し必要な事項でプランに定めのない事項については、部会長が別に定める。 
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40 災害時における被災建築物等の解体撤去等の協力に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と一般社団法人長崎県建造物解体工業会（以下「乙」という。）は、災害時にお

ける被災建築物等の解体撤去等に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市内において災害が発生した場合に、甲が乙に対し、被災建築物等の解体撤去等の協力

を要請する場合における手続きその他必要な事項を定めるものとする。  

 

（定義） 

第２条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する暴風、

竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規

模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害

をいう。 

２ この協定において、「被災建築物等」とは、災害応急活動、消火活動、救助活動、その他危険要因を除去する活

動に際し、支障となる建築物その他の工作物をいう。 

３ この協定において「廃棄物等」とは、被災建築物等の除去、解体及び撤去に伴って発生する木くず、金属くず、

がれき類等の不要物及びこれらの混合物であって、処理を要するものをいう。 

 

（協力業務） 

第３条 甲は、次の各号に掲げる業務（以下「解体撤去等」という。）について、乙に協力を要請することができる

ものとする。 

(1) 被災建築物等の除去、解体及び撤去に関する業務 

(2) 廃棄物等の収集・運搬、処分に関する業務 
(3) その他前各号の業務に伴う必要な業務 

 

（協力要請の手続き） 

第４条 甲は、協力の要請に当たっては、次に掲げる事項について、文書により乙に通知するものとする。ただし、

文書による要請の時間がないときは、口頭により要請し、その後速やかに文書で通知するものとする。 

(1) 事案の発生場所及び状況 

(2) 要請する業務内容 

(3) 集合場所及び連絡責任者、連絡先 

(4) その他必要な事項 

 

（解体撤去等の実施） 

第５条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車両、資機材等を調達し、甲が実施する解体撤去等に可

能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、甲から要請があったときは、直ちに指定された集合場所に解体撤去等を実施する乙の会員（以下「業務

従事者」という。）を派遣するものとし、業務従事者のうちから選出された責任者（以下「業務責任者」という。）

は、甲の現場責任者の指示を受け、業務従事者は、業務責任者を通じて事案の発生場所において解体撤去等の業

務に従事するものとする。 

３ 甲は、乙の活動が円滑に実施されるよう建物所有者に解体撤去の同意等必要な措置を講ずるものとする。 

４ 甲は、解体撤去等で発生する廃棄物等の移動及び処理にあたっては、業務責任者に対し必要な指示を行うもの

とする。 

５ 乙、業務責任者及び業務従事者は、解体撤去等の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するものと

する。 

(1) 周囲の生活環境を損なわないよう十分配慮すること。 

(2) 廃棄物等の分別の徹底等に努め、可能な限り再利用、再資源化すること。 

 

（情報の提供） 

第６条  甲は、乙、業務責任者又は業務従事者による解体撤去等が円滑に行われるように、事案の発生場所の状況

その他必要な情報を乙に提供するものとする。 
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（実施報告） 

第７条 乙は、解体撤去等を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に速やかに報告するものとする。 

(1) 解体撤去等の実施内容 

(2) 派遣した人員、車両、資機材等 

(3) その他必要な事項 

 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条の規定による要請に基づき実施した解体撤去等に要した費用は、甲が負担するものとし、その

額については、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

（災害補償） 

第９条  第４条の規定による要請に基づき解体撤去等に従事した者が、当該解体撤去等に起因して死亡し、負傷し、

又は疾病にかかった場合の災害補償については、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）その他の法令の

規定によるものとする。 

 

（担当者等） 

第10条  この協定に係る事務等の担当は、甲においては長崎市環境部廃棄物対策課とし、乙においては一般社団法

人長崎県建造物解体工業会事務局とする。 

 

（会員の状況等の報告） 

第11条  乙は、乙の会員の状況等を毎年５月３１日までに甲に報告するものとする。ただし、甲は、必要と認める

場合は、乙に随時報告を求めることができるものとする。 

 

（平常時における協力） 

第12条 乙は、次の各号に掲げる甲が実施する平時の防災活動に関し、協力することに努めるものとする。 

(1) 解体物件で防災訓練等に活用できると認めるものについて、その情報を提供すること。 

(2) 甲から防災訓練等への参加又は支援について要請があった場合、可能な限り協力すること。 

(3) 甲から防災担当職員等の研修等に関し、指導者の派遣や資料の提供等の要請があった場合、可能な限り協力

すること。 

(4) その他この協定の実施に関して必要な事項について、乙が対応できる範囲で協力すること。 

 

（協議） 

第13条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが文書をもっ

て協定の終了を通知しない限り、その効力が継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 

 

令和元年１１月２７日 

 

甲 長崎市桜町２番２２号 

 

長崎市長 田上 富久     

 

乙 長崎市出島町５番１９号３Ｂ 

 

一般社団法人長崎県建造物解体工業会 

 

会長理事 池田 正喜 
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41 災害時における葬祭用資器材の提供及び遺体の安置・搬送に関する協定 

 

長崎市（以下「甲」という。）と一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（以下「乙」という。）は災害時における支

援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲において地震、風水害その他災害の発生により、甲に災害対策本部が設置される災害時（以

下「災害時」という。）に多数の死者が発生した場合の迅速かつ円滑な応急対策を行なうため、必要な手続き等に

ついて定めるものとする。 

 

（協力） 

第２条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認めるときは、次に掲げる事項について乙に要請し、乙はやむを得ない

事由がある場合を除き、乙のできうる範囲において、甲の指示に従い、通常業務に優先して協力するものとする。 

(1) 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに作業等の役務の提供 

(2) 遺体を安置する施設（葬儀式場等）の提供 

(3) 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送 

(4) その他甲の要請により乙が応じられる事項 

 

（要請） 

第３条 前条の要請は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行なうものとする。ただし、やむを得ない事態が

発生したときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに災害時協力要請書（第１号様式）を乙に送付 

するものとする。 

(1) 要請を行なった者の職名及び氏名 

(2) 要請の理由 

(3) 要請の内容 

(4) 協力を要請する期間 

(5) その他要請に必要な事項 

 

（報告） 

第４条 乙は、第２条各号の協力をしたときは、次に掲げる事項について災害時要請業務実施報告書（第２号様式）

をもって甲に報告するものとする。 

(1) 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事した者の所属及び氏名 

(2) 遺体を安置した施設（葬儀式場等）の使用した部屋の数及び使用した日数 

(3) その他甲が乙に要請した事項のうち、実施した業務内容 

  

（経費の負担） 

第５条 甲は、前条による乙の報告があった場合、甲の要請に相違ないことを確認の上、乙が要した経費について、

甲が負担するものとする。 

２ 前項の規定により甲が負担する経費の額は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の基準額を限度として、

甲、乙協議して決定するものとする。 

 

（経費の請求） 

第６条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。 

２ 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行なった場合、その経費は甲に対して請求でき

ない。 

（経費の支払） 

第７条 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合には、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。 

 

（支援体制の整備） 

第８条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備

に努めるものとする。 

 

（連絡責任者） 

第９条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれ連絡責任者を置き、甲にあっては長崎市中央総合事務

所生活福祉１課長の職にあたる者を、乙にあっては乙の会員である株式会社メモリード総務部長の職にあたる者

を当該責任者とする。災害時には、速やかに相互に連絡をとるものとする。 
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（災害時の情報提供） 

第10条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。 

 

（守秘義務） 

第11条 乙は、支援を行なう場合において知り得た災害に係わる情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。ただ

し、甲の許可を得た場合については、この限りではない。 

 

（通知） 

第12条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員名簿を毎年3月末まで

に、甲に通知するものとする。 

 

（協議） 

第13条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

（効力） 

第14条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、令和２年３月３１日までとする。ただし、期間満了

の2ヶ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお、1年間効力を有するものとし、以

降も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。 

 

 

 令和２年２月５日 

 

甲 長崎市桜町２番２２号         

                        長崎市 

                        長崎市長 田上 富久  

                     

 

                      乙 東京都港区西新橋１丁目１８番１２号 

                        ＣＯＭＳ虎ノ門６階 

                        一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 

                         会  長 山下 裕史 
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42 災害時の歯科医療救護活動に関する協定書 
 

 長崎市（以下「甲」という。）と一般社団法人長崎市歯科医師会（以下「乙」という。）とは、地震、風水害その

他の災害の発生時における応急的な歯科医療救護活動を迅速に実施するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（歯科医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し歯科医療救護班の派遣を要請するもの

とする。 

２ 派遣の要請は、次の各号に掲げる事項を明らかにした文書又は口頭により行うものとする。この場合において、

口頭による要請を行ったときは、事後速やかに当該文書を送付するものとする。 

（１）  災害発生の日時及び場所 

（２）  災害の原因及び状況 

（３）  派遣を要する場所 

（４）  派遣の期間 

（５）  その他必要な事項 

３ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに歯科医療救護班を編成し、派遣するものとする。 

４ 歯科医療救護班は歯科医師、歯科衛生士及びその他の補助要員等により構成されるものとする。 

５ 乙は、第２項の規定により歯科医療救護班を派遣したときは、速やかにその旨を甲に報告するものとする。 

 

（歯科医療救護班員の身分） 

第３条 前条の規定による要請に基づき歯科医療救護活動に従事する歯科医療救護班員は、災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）第８４条第１項の規定に基づく長崎市消防団員等公務災害補償条例（昭和３２年条例第

６号）第１条に規定する応急措置従事者とする。 

 

 

（歯科医療救護計画） 

第４条 乙は、歯科医療救護活動等の円滑な実施を図るため、歯科医療救護計画を策定し、甲に提出する。 

２ 前項の歯科医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定める。 

（１） 歯科医療救護班の編成 

（２） 指揮連絡系統 

（３） その他必要な事項 

３ 乙は、歯科医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の歯科医療救護計画を甲に提出する。 

 

（歯科医療救護班の業務） 

第５条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲が避難所等に設置する救護所において歯科医療救護活動を行うことを

原則とする。 

２ 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１） 歯科負傷者に対する応急処置の実施 

（２） 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（３） 被災住民に対する歯科医療及び口腔ケアの実施 

（４） その他状況に応じた処置 

 

（歯科医療救護班に対する指揮） 

第６条 歯科医療救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動に係る連絡調整は、あらかじめ甲乙で協議の上、

決定した者が行う。 

 

（歯科医療救護班の輸送） 

第７条 甲は、通常の交通手段の確保が困難な場合は、歯科医療救護班の輸送について必要な措置を講ずるものと

する。 

 

（医薬品等の供給） 

第８条 乙が派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品等は、原則として当該歯科医療救護班が携行するものとす

る。 
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（医療費） 

第９条 歯科医療救護活動に係る医療費等の取扱いは、次のとおりとする。 

（１） 救護所等における歯科傷病者の医療費は、無料とする。 

（２） 医療機関に転送収容された場合の医療費は、医療保険を適用する。 

 

（費用負担） 

第１０条 この協定に基づき乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担する。 

（１） 歯科医療救護活動の従事者に対する費用 

（２） 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

 

（費用負担の額及び請求） 

第１１条 前条に規定する費用負担の額については、あらかじめ甲乙で協議の上、決定することとし、その請求は

別に甲の定める請求書により、各歯科医療救護班ごとの歯科医療救護班活動報告書（様式第１号）、歯科医療救護

班診療記録書（様式第２号）及び医薬品等使用報告書（様式第３号）を添えて請求する。 

 

（災害補償） 

第１２条 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、長崎市消防団員等公務災害補償条例（昭和３２年条例第

６号）を適用し、甲が災害補償を行うものとする。 

 

（災害救助法との関係） 

第１３条 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）による適用を受けた場合は、適用日より災害救助法の定める

ところによる。 

 

（医事紛争発生時の措置） 

第１４条 この協定に基づき歯科医療救護班が実施した歯科医療救護活動に関し、傷病者との間に医事紛争が生じ

た場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。 

２ 前項の医事紛争が生じた場合、乙は、医事紛争報告書（様式第４号）により甲に報告するものとする。 

 

（協定期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間

満了の日の1月前までに、甲乙いずれかから何ら意思表示がないときは、さらに期間満了の日の翌日から１年間こ

の協定を更新するものとし、以後この例による。 

 

 

 

（協議） 

第１６条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して決定する

ものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

令和2年4月6日 

             

 

  長崎市桜町2番22号 

甲  長崎市 

  代表者 長崎市長 田上 富久           印 

 

 

 

  住 所  長崎市茂里町3番19号 

乙  氏 名  一般社団法人 長崎市歯科医師会 

               会長 小川 豊久         印 
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計 名

歯科技工士 名

事務職他 名

歯科医師 名

内容 歯科衛生士 名

計 名

日時 月 日

歯科技工士 名

事務職他 名

歯科医師 名

内容 歯科衛生士 名

計 名

日時 月 日

歯科技工士 名

事務職他 名

歯科医師 名

内容 歯科衛生士 名

計 名

日時 月 日

歯科技工士 名

事務職他 名

歯科医師 名

様式第１号（第１１条関係）

歯科医療救護班活動報告書

班　　名

災害発生現場

内容 歯科衛生士 名

歯科医療救護活動場所

活　動　状　況 歯科医療班活動人数

日時 月 日
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団体名　　　　　　　　　　　　　　

様式第１号（２）（第１１条関係）

歯科医療救護班員名簿

班　名 職　種 氏　　名 所　　属 従事期間

団体名　　　　　　　　　　　　　　

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

備考

男・女

ＮＯ 月/日 氏名 性別 年齢 処置概要

様式第２号（第１１条関係）

歯科医療救護班診療記録書

班名 責任者
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様式第３号（第１１条関係）

合　計

単価（円）
②

金額（円）
①×②

医薬品等使用報告書

班名 責任者

品　　名

使用量 薬価基準の購入価格

備考

単位 数量①
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相手方氏名 住所

【内容】（発生場所、状況、経過等）

班　名 紛争発生日

当事者氏名 職種

　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日までにおける災害時医療救護活動において、下記のとお
り医事紛争が発生したので報告します。

様式第４号（第１４条関係）

医事紛争報告書

　　　　　年　　　月　　　日

長　崎　市　長　　　様

　一般社団法人　長崎市歯科医師会

　　　　会長　　　　　　　　　　     　　　印
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災害時の歯科医療救護活動に関する協定書第11条に基づく「協議による決定事項」 

 

歯科医療救護活動を実施した場合に要する費用負担の額は下表のとおりとする。 

（１）歯科医療救護活動の従事者に対する費用 

区 分 日当 超過勤務手当 旅 費 

歯科医師 長崎県災害救助法施行細則別

表第２に定める額 
職種ごとに日当額を

基礎とし、長崎市の常

勤職員との均衡を考

慮して算定した額以

内とする。 

職種ごとに日当額を基礎

とし、長崎市の常勤職員と

の均衡を考慮して、長崎市

職員等の旅費に関する条

例（昭和29年条例第29号）

において定める額以内と

する。 

歯科衛生士 

歯科技工士 

長崎県災害救助法施行細則別

表第２に定める歯科衛生士の

額に準じた額 

事務職他その他甲が 

必要と認める者 

長崎県災害救助法施行細則別

表第１の１３を基準とした額 

 

（２）歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法（平成６年厚生省告示第５４号）に基づく使用薬剤

の購入価格（薬価基準） 

 

 

令和2年4月6日 

             

 

  長崎市桜町2番22号 

甲  長崎市 

代表者 長崎市長 田上 富久           印 

 

 

 

  住 所  長崎市茂里町3番19号 

乙  氏 名  一般社団法人 長崎市歯科医師会 

会長 小川 豊久         印
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43 長崎市災害復旧に関する協定 

 

長崎市（以下「甲」という）と九州電力送配電株式会社 長崎配電事業所（以下「乙」という）は、災害復旧

に関して次のとおり協定を締結する。 

 

１ 目  的 

甲と乙は、台風、風雪、洪水、地震、塩害等による非常災害発生時には、被災情報の収集・提供等、情報

連絡を密にするとともに、ライフラインの早期復旧を目的とした倒木等の道路啓開作業など、双方の対策

本部（対策部）が緊密な連携を保ち、対応にあたるものとする。 

 

 

２ 連絡体制 

甲  乙 

長崎市防災危機管理室  停電状況等 

(情報窓口) 

復旧 

（電力復旧） 

情報連絡係 

TEL 095-822-0480(直通) 

   095-822-8888(代表) 

 TEL 095-864-1842(直通) 

   0800-777-9424(代表) 

FAX 095-820-0108 FAX 095-864-1878 

長崎市中央総合事務所地域整備１課 

           地域整備２課 

 復旧 

（道路啓開） 
復旧班（運営担当） 

TEL １課：095-829-1164(直通) 

   ２課：095-829-1184(直通) 
TEL 095-864-1966 

FAX １課：095-829-1165 

２課：095-829-1165 

FAX 095-864-1878 

   （注）・電話番号は災害時用のため関係者以外公表しない。 

      ・情報連絡チームの直通電話は非常災害時のみ開設 

      ・甲の配備体制状況によって連絡先が異なるため、地域整備１課が不通の場合は地域整備２課へ電話連

絡すること。 

 

３ 提供する情報 

 長崎市 → 九電送配 九電送配→ 長崎市 

台 風 襲 来 前 ・道路状況（交通規制他） ・対策部の設置状況 

台 風 通 過 中 ・道路状況（通行止め等） ・停電状況 

台 風 通 過 後 

地 震 発 生 後 

・道路状況（崖崩れ、道路決壊等） 

・家屋等被害状況（浸水、倒壊他） 

・電柱倒壊、電線断線等電力設備の被害状況 

現場員、パトロール者等で判る範囲

とする 

・停電状況 

・被害状況（倒木等による復旧支障箇所） 

・復旧状況 

復 旧 時 
・道路状況（通行止め及び道路啓開計画に関

する情報） 

・停電状況（適宜） 

・被害状況 

・復旧見込み 

（注）情報連絡は電話又はファックスにより行う。 
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４ 道路啓開 

 (1)倒木等発生時の道路啓開 

  ・甲が管轄する道路において、倒木等により乙の復旧に支障が生じる場合、乙は甲へ速やかに連絡し、甲によ

り道路啓開を行う。 

  ・ただし、乙の電線等設備への掛かり木がある場合は、乙により電気的安全対策を施した上で処理する。 

  ・やむを得ず、乙にて処理する場合は、ライフライン復旧に必要最低限の処理とし、処理後の樹木は道路脇へ

残置する。残置した樹木は後日甲により処理する。 

  

(2)電柱倒壊および電線垂れ下がり時の道路啓開 

・乙の設備により甲が管轄する道路の交通支障が発生又は発生する恐れがある場合、甲は速やかに乙へ連絡し、

乙により道路啓開を行う。 

・ただし、津波等により、大規模な被害が発生し、乙の設備が付近一帯の瓦礫と同等程度となった場合、甲は

乙へ了解なく道路啓開に必要な排除をできるものとする。 

 

５ 復旧作業 

(1) 電力復旧の考え方 

・緊急かつ直接的に人命に関わる施設、国・自治体による災害復旧活動上の重要施設、経済社会の基幹的機能

を有する施設への送電を優先して復旧する。 

 

(2) 高圧（低圧）発電機車設置についての事前調整 

・配電設備の復旧に長時間を要する場合で、甲の要請により発電機車による緊急送電の必要がある場合は、設

置箇所および優先順位について甲と乙で協議する。 

 

(3) 電力設備復旧作業の考え方 

・災害時の復旧作業は早期送電を図るため、全て応急復旧工法とする。復旧完了後可能な限り速やかに本復旧

を行う。 

 

６ 災害発生時における復旧応援者用の施設借用 

(1) 駐車場および宿泊場所としての施設の借用 

乙は復旧応援者の待機及び宿泊場所として一般宿泊施設を確保するが、大規模災害で多くの車両、復旧応援

者を動員した場合は、甲に対し駐車場および宿泊場所としての施設の借用を依頼することができる。 

 

(2) 復旧資機材置場の借用 

乙は復旧資機材置場として乙の敷地を使用するが、大規模災害で多くの復旧資機材確保が必要な場合は、甲

に対し復旧資機材置場としての敷地の借用を依頼することができる。 

 

(3) 復旧応援者および資材運搬の確保 

乙は大規模災害により乙が復旧応援者や復旧資機材（配電復旧車両含む）等の運搬もしくは電力設備巡視の

ためにヘリコプターを使用する場合は、甲に対しヘリコプター発着場として施設の借用を依頼することができ

る。 

 
(4) 利用可能範囲及び立入禁止区域 

乙は施設利用にあたっては、利用可能範囲を予め明確にし、甲の指定する立入禁止区域には立ち入らない。 

 

(5) 指示事項の遵守 

乙は施設利用に係る甲からの指示事項は、確実にそれを遵守する。 

 

(6) 補修 

乙が甲の施設利用中に設備に損傷を与えた場合は、乙にて補修する。 

 

(7) 什器類の設置 

乙が施設利用に際して、臨時電話、ファックス等必要什器類を施設内に設置する場合は事前に甲に通知し、協

議するものとする。 

 

(8) 費用負担 

乙の施設利用に伴う費用については乙の負担とする。 
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７ 広報 

(1) 広報文の掲載依頼 

乙は、災害による電線断線、電柱倒壊等による公衆感電事故を未然に防止するため、災害シーズン前に甲の広

報紙等に広報文の掲載を依頼することができる。 

 

(2) 防災行政無線による広報依頼 

乙は台風が接近し災害が発生、または発生が予測される場合は、防災行政無線による次の広報を甲に対し依

頼することができる。 

・切れた電線を触ることによる感電事故の防止 

・停電の発生状況（大規模かつ長期間の停電の場合） 

・復旧見込み等（大規模かつ長期間の停電の場合 

 

８ 協力の範囲について 

・各項に記された甲により実施する内容は、甲の災害時の実情を考慮した実施可能な範囲での協力とする。 

 

９ そ の 他 

・この協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲・乙協議の上決定するものとする。 

・この協定締結後に甲乙双方の締結者に変更があっても、特段の申し入れがない限り本協定は自動継続するもの

とする。 

・この協定の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上各自１通を保有する。 

 

 

 

 

令和６年７月４日 

 

 

 

甲  長 崎 県 長 崎 市 魚の 町 ４ 番 １ 号               

 長崎市長 鈴木 史朗                        

 

 

 

乙  長 崎 県 長 崎 市 城 山 町 3 番 1 9 号              

 九州電力送配電株式会社 長崎配電事業所長 堀切 一郎     
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44 災害に係る情報発信等に関する協定 

 

長崎市（以下「甲」という。）およびヤフー株式会社（以下「乙」という。）は、災害に係る情報発信等に関し、次

のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

第1条（本協定の目的） 

本協定は、長崎市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が長崎市民に対して必要

な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを

行うことを目的とする。 

 

第2条（本協定における取組み） 

1. 本協定における取組みの内容は次のとおりとする。 

(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営するホームペー

ジのキャッシュサイトを乙のサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。 

(2) 甲が、長崎市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時から乙のサービス上に

掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(3) 甲が、長崎市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を乙のサービス上

に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

2. 甲および乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手

方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。 

3. 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲および乙は、両者で適宜協議を行い、決

定した取組みを随時実施するものとする。 

 

第3条（費用） 

前条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅

費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 

第4条（情報の周知） 

乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙

が適切と判断する方法（提携先への提供、乙のサービス以外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に

広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

 

第5条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、その時期、方法および内容について、

両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

第6条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し

期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更

新されるものとし、以後も同様とする。 

 

第7条（協議） 

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠実に協議して

解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、甲と乙両者記名押印のうえ各1通を保有する。 

 

令和２年８月３１日 

 

甲：長崎県長崎市桜町2番22号 

    長崎市 

    長崎市長 田 上 富 久 

     

乙：東京都千代田区紀尾井町1番3号 

ヤフー株式会社 

代表取締役 川 邊 健 太 郎
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45 災害時等における物資の無償提供に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と株式会社たらみ（以下「乙」という。）は、乙が甲に対し、乙の製造する「たら

みのどっさりゼリー」及び「くだもの屋さんゼリー」（以下「本件ゼリー」という。）を無償提供することについて、

次とおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、津波、台風その他の災害発生時や総合防災訓練など防災啓発活動時において、甲と乙

が互いに協力して市民に本件ゼリーの提供を迅速かつ円滑に行うことを目的とする。 

 

（提供内容） 

第２条 乙が甲に対して無償で提供する本件ゼリーの年間目安数量は、１５，０００個とする。 

なお、具体的な数量及び引渡方法については、甲及び乙間で別途協議する。 

２ 甲は、前項の要請を行う場合、協力要請書（第１号様式）を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する

ときは、電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出する。 

 

（引渡し） 

第３条 本件ゼリーの提供に係る引渡場所については、甲が指定するものとし、甲は、当該本件ゼリーを確認の上、

引渡を受けるものとする。 

 

（処分） 

第４条 甲は、第２条に基づき無償提供された本件ゼリーについて、自己の費用と責任において処分し、乙は一切

責任を負担しない。 

 

（乙の免責） 

第５条 第２条及び第３条に規定する物資の無償提供を行った場合の乙の免責については、次のとおりとする。 

１ 乙は、甲に対し、本件ゼリーについて、賞味期限を経過した日以降の品質を保証するものではなく、また、瑕

疵担保責任その他一切の責任を負わないものとする。 

２ 甲は、賞味期限を経過した本件ゼリーに関して、甲と第三者との間で紛争になった場合、自己の費用と責任に

おいて対応するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。 

３ 甲は、乙が、賞味期限を経過した本件ゼリーに関して、第三者に対して損害賠償債務等何らかの金銭債務を負

う場合には、当該金銭債務を補償するものとする。 

 

（有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３０日前までに、甲乙いず

れかからこの協定を終了する旨の申し出がなされない限り、この協定はさらに１年間自動的に更新されるもの

とし、以降も同様とする。 

 

（協議事項） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容について疑義が生じた場合には、甲及び乙間で誠実に協議

の上、これを解決する。 

 

 

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 

 

 

令和２年１１月１６日 

 

甲   長崎県長崎市桜町２番２２号 

    長崎市 

    長崎市長 田 上 富 久       印 

   

 

乙   長崎県長崎市中里町２１７８番地 

          株式会社たらみ 

代表取締役社長 和 田 富     印 
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第１号様式 

 

長 防 危 第 号 

年 月 日 

 

株式会社たらみ  

代表取締役社長 様 

 

長 崎 市 長  

 

 協 力 要 請 書  

 

「災害時等における物資の無償提供に関する協定書」に基づき、次のとおりゼリーの 

供給を要請します。 

 

 

ゼリーの種類 数量 引渡場所 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

（長崎市）                        （たらみ） 

担当者  

連絡先  

担当者  

連絡先  



45 災害時における物資の無償提供に関する協定書 

地防資料‐110 

46 災害時避難施設に係る情報の提供に関する協定書 

 
長崎市（以下「甲」という。）、長与町（以下「乙」という。）、時津町（以下「丙」という。）及び株式会社バカン

（以下「丁」という。）は、災害に係る情報提供等に関し、次のとおり、協定（以下「本協定」という）を締結す

る。 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲、乙及び丙（以下「１市２町」という。）の災害に備え、１市２町が住民に対して必要な情

報を提供する手段を充実させるため、１市２町と丁が互いに協力することを目的とする。 

 

（本協定の実施内容） 

第２条 前条の目的を達成するため、本協定で実施する協力内容は、次のとおりとする。 

(1) 甲は、長崎市の避難所の開設等に係る情報を丁に提供すること。 

(2) 乙は、長与町の避難所の開設等に係る情報を丁に提供すること。 

(3) 丙は、時津町の避難所の開設等に係る情報を丁に提供すること。 

(4) 丁は、提供された情報を自社サービス上に掲載するなどし、住民に対し周知すること。 

 

（費用の負担） 

第３条 前条に基づく１市２町及び丁それぞれの作業については、別段の合意がない限り無償で行われるものと

し、その一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 

（２次利用） 

第４条 丁は、本協定で得た情報を、第三者に提供する場合は、あらかじめ各々に報告しなければならない。 

 

（本協定の有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和７年３月３１日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の２か月前に、１市２町又は丁から何ら意思表示がないときは、協定

期間は更に１年延長するものとし、その後もこの例による。 

 

（疑義等の決定） 

第６条 この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙丙丁協議の上、これ

を定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和３年１月１９日 

 

甲 長崎県長崎市桜町２番２２号 

                       

長崎市 

長崎市長 田 上 富 久 

 

乙 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷６５９番地１ 

 

                          長与町 

                          長与町長 吉 田 愼 一 

  

                         丙 長崎県西彼杵郡時津町浦郷２７４番地１ 

 

                          時津町 

                          時津町長 吉 田 義 德 

 

                        丁 東京都千代田区永田町二丁目１７番地３ 

住友不動産永田町ビル２階 

株式会社バカン 

代表取締役 河 野 剛 進
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47 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

 

長崎市（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）は、災害時におけるレンタル機材の

供給に関し、次の通り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）に、甲の要請に応じ、

乙が保有するレンタル機材を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時においてレンタル機材を必要とするときは、乙に対し、乙の保有する仮設トイレ、発電機、

その他レンタル機材（以下「保有機材」という。）の優先的な提供を要請するものとする。 

２ 甲は、前項の要請を行う場合、災害時における協力要請書（第１号様式）を乙に提出するものとする。ただし、

緊急を要するときは、電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出する。 

 

（保有機材の範囲） 

第３条 甲が乙に供給を要請する保有機材は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 供給要請対象保有機材一覧（別紙１）に掲げる保有機材 

（２） その他甲が指定する保有機材 

 

（保有機材の引渡し） 

第４条 保有機材の提供に係る引渡場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該引渡場所に職員を派遣し、当該保

有機材を確認の上、引渡を受けるものとする。 

２ 乙は、前項で引渡した保有機材の設置まで行うものとする。 

 

（連絡責任者） 

第５条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては長崎市防災危機管理室長、乙においては株式会社アクティ

オ長崎営業所長とする。 

 長崎市防災危機管理室：095-822-0480  

株式会社アクティオ 長崎営業所：095-813-3015 

２ 前項の甲及び乙の連絡責任者に変更があった場合は、速やかに文書にて相互に連絡を行 

うものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 甲は、保有機材の提供に係る費用を負担するものとし、当該費用は災害発生時直前における適正な価格を

基準とし、甲及び乙が協議のうえ決定するものとする。 

 

（費用の支払い） 

第７条 甲及び乙は、甲が保有機材の提供を受けた後、支払いの時期を甲乙協議の上決定す 

る。 

 

（円滑な運用） 

第８条 甲及び乙は、この協定が、円滑に運用されるよう、平常時から相互の連絡体制及び保有機材の供給等につ

いての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期限は、締結の日から１年間とする。ただし、この期間満了の１箇 

月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに１年間延長するもの 

とし、その後においても同様とする。 

 

（協議事項） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙双 

方が誠意をもって協議し、決定するものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和３年１月２７日 

 

 

              甲   長崎県長崎市桜町2番22号 

 

長崎市 

長崎市長 田 上 富 久        印 

 

              乙   福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 

 

                  株式会社アクティオ 九州支店 

                  常務執行役員九州支店長 橋 爪 正 一 印 
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第１号様式 

 

長 防 危 第 号 

年 月 日 

 

株式会社アクティオ 

長崎営業所長 様 

 

長 崎 市 長  

 

災 害 時 に お け る 協 力 要 請 書  

 

「災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書」に基づき、次のとおり 

機材の供給を要請します。 

 

 

資機材の種類 数量 供給希望日 
搬入場所 

（設置場所） 
設置期間 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

（長崎市）                         （アクティオ） 

担当者  

連絡先  

 

 

 

担当者  

連絡先  
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別紙１ 

 

供 給 要 請 対 象 保 有 機 材 一 覧 

 

分類 主な品種 

水中ポンプ・水処理機械 

水中ポンプ 

タンク 

洗浄機 

水処理機械（砂ろ過装置等） 

バキューム機械 

発電・溶接・照明機器 

発電機（インバータ搭載発電機等） 

溶接機 

照明機器（LEDライト、蛍光灯投光器等） 

コンプレッサ・エア機械 

コンプレッサ 

道路メンテナンス（防音パネル等） 

送風機・ブロア 

エア関連機器（ジェットミストファン等） 

集塵機・集煙機 

ハウス・備品 

ハウス・備品（ユニットハウス、簡易水洗トイレ等） 

シーズン品（エアコン、移動式クーラー、スポットエアコン、熱風ヒータ

ー、ストーブ等） 

イベント用品（エアーテント、デジタルサイネージ等） 

通信計測機器 

通信機器（無線機等） 

計測・測量機器 

環境機器（酸素濃度計等） 

環境関連機器 環境関連機器（濁水処理装置等） 

掘削・運搬・解体・林業 

堀削機械（バックホー等） 

運搬機械（ベルトコンベア等） 

解体機械（解体ロングバックホー、バッテリー式運搬車、解体用散水機等） 

林業機械（グラップル、フォワーダ等） 

道路・整地・保安・鉄道 

道路機械（道路カッター等） 

整地機械（ブルドーザ等） 

保安用品（カラーコーン、コーンバー、バリケード、フェンス、ゴムマッ

ト等） 

鉄道工事用機械（軌陸ダンプ等） 
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分類 主な品種 

レンタカー・車両機械 
レンタカー（2～4ｔダンプ、軽バン等） 

車両関連機器（トラックスケール等） 

高所作業車・作業足場 

・建築機器 

高所作業車 

作業足場 

荷取構台・吊り治具 

荷役・揚重機械 

小型揚重機 

ジャッキ 

荷役・運搬機械 

自走式クレーン 

タワークレーン 

吊荷旋回制御装置 

コンクリート機器 

高周波バイブレータ 

軽便バイブレータ・振動モータ 

バケット・ミキサー 

モルタルポンプ・流量計 

汎用機器 

掃除機 

工具類（電気・振動ドリル、草刈機等） 

鉄筋加工機 

油圧工具（油圧ハンドブレーカー等） 

プラグ・コネクタボディ 

プラント関連機器 
プラント関連機器（手動パイプカッター、手動ねじ切器等） 

検査・テスト機器・防爆機器（電動高圧コンプレッサ等） 

基礎・地盤改良機 
杭打抜機（バイブロハンマー等） 

地盤改良機（ボーリングマシン等） 

シールド・推進機械 シールド・推進機械（土砂圧送ポンプ、スネーク式伸縮管等） 
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48 防災・減災対策の連携に関する協定書 

 

長崎市（以下「甲」という。）とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（以下「乙」という。）は、防災・減災対

策の連携に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地域防災力の向上を始めとする防災・減災対策の推進を図るため、甲の要請により乙が行う連

携の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携事項等） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。 

(１)地域防災力向上に関すること 

(２)防災・減災対策に関すること 

(３)その他、防災に関する必要な事項 

２ 前項各号に定める事項を効果的に実施するため、甲は長崎市防災危機管理室を、乙はあいおいニッセイ同和損

害保険株式会社 長崎支店長崎支社を窓口とし、実施事項について、甲及び乙の協議の上、決定するものとする。 

３ 乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。 

 

（費用の負担） 

第３条 乙は、協力の実施に要した費用を負担するものとする。ただし、これにより難いときは、甲及び乙の協議

の上、決定するものとする。 

 

（協定内容の変更） 

第４条 甲及び乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものと

する。 

 

（有効期間） 

第５条 本協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する１か月前ま

でに、甲及び乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から１年間この協定は更新

され、その後も同様とする。 

 

（協議） 

第６条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、これを定めるも

のとする。 

 

（守秘義務） 

第７条 甲及び乙はこの協定に基づく事業の実施において知り得た秘密事項を、第三者に開示又は漏洩せず、また

本協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その１通を所持する。 

 

令和３年２月１６日 

 

甲 長崎県長崎市桜町２番２２号 

 

長崎市 

                                       長崎市長 田 上 富 久 

 

 

乙 長崎県長崎市元船町８番１２号 

 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

長崎支店長 志 村 智 久
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49 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

 

長崎市（以下「甲」という。）と長崎三菱自動車販売株式会社（以下「乙」という。）及び三菱自動車工業株式会

社（以下「丙」という。）とは、災害時における電動車両等の支援に関し次の条項により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市内において災害（異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。）の発生時に、甲、乙及

び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項

を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く市民に知らしめ、甲、乙及び

丙が共に理解醸成に努めるものとする。 

 

（電動車両等の種類） 

第２条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。 

（１）電気自動車 

（２）プラグインハイブリッド車 

（３）前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器 

 

（貸与の要請） 

第３条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等（第２条に規定する電動車両等を

いう。以下同じ。)の貸与を必要とする場合は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。こ

の場合において、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整のうえ、当

該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。 

２ 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について要請書（様式第１号）により要

請するものとする。ただし、書面により難いときは電話等で行うことができるものとし、その場合は要請後速や

かに書面を提出する。 

３ 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙が保有す

る電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。 

４ 丙は、第２項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等を貸与

することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。 

 

（電動車両等の引渡し等） 

第４条 乙は、前条第２項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬

し、電動車両等の種類・数量について甲又は甲の指定する者と確認のうえ、引渡しを行うものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、

併せて甲に対して報告書（様式第２号）を提出するものとする。 

 

（貸与期間） 

第５条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して１週間程度とする。ただし、貸与期間を変

更する必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議のうえ、決定するものとする。 

 

（電動車両等の返却） 

第６条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議のうえ、決定するもの

とする。 

 

（費用負担） 

第７条 本協定に基づく第２条に記載の電動車両等の貸与については、無償とする。ただし、貸与期間中の電動車

両等に係る費用（電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。）については、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議のうえ、決定するものとする。 

 

（補償） 

第８条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。 

（１）甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的又は人的被害、もしくは電動車両等に生じた損害につ

いては、甲が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議の上、

その賠償に当たるものとする。 

（２）自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。 

 

 



49 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

地防資料‐118 

（保険） 

第９条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は、貸

与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものと

する。 

２ 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分（保険加入者負担分）が発生した場合は、原則甲が負担するもの

とする。 

 

（費用の支払） 

第10条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対

してこれを支払うものとする。 

 

（使用上の留意事項） 

第11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。 

（１）乙又は丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。 

（２）原則として、長崎市内で使用する。 

（３）故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、 第13条第３項の規定により、乙に速

やかに連絡する。 

 

（電動車両等の管理） 

第12条 甲は、第4条に定める引渡しから第6条に定める返却時まで、貸与された電動車両等の 

使用者、使用場所、使用状況の把握に努めるものとする。 

 

（連絡責任者） 

第13条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書（様式第３号）により相互に報告す

るものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。 

 

（電動車両等の情報提供） 

第14条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するもの

とする。 

２ 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び丙に提供す

るものとする。 

３ 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、

速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。 

 

（平時の取組） 

第15条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く市民に知らしめ、理解を醸成し

ていくことに努めるものとする。 

２ 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加す

るものとする。 

３ 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。 

 

（不可抗力免責） 

第16条 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労 

働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の被災その他当事者の責めに帰すことのできない

不可抗力による協定の全部または一部の履行延滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を

負わないものとする。 

 

（有効期間） 

第17条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。 ただし、この協定の有効期間満了の日

の２月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による通知がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算し

て更に１年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第18条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議のうえ、定めるもの

とする。 

 

 

 



49 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

地防資料‐119 

この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。 

 

 

令和３年３月１６日 

 

甲 長崎県長崎市桜町２番２２号 

 

                 長崎市 

長崎市長 田 上 富 久 

 

 

 

乙 長崎県長崎市梁川町１番１４号 

 

長崎三菱自動車販売株式会社 

代表取締役社長 髙 田 和 美 

 

 

 

丙 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

 

三菱自動車工業株式会社 

取締役 代表執行役ＣＥＯ 加 藤 隆 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

地防資料‐120 

(様式第1号) 

令和 年 月 日 

 

災害時における電動車両等の貸与要請書 

 

 

長崎三菱自動車販売株式会社 

代表取締役社長      様 

 

 

長崎市長       

 

 

長崎市と長崎三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社が締結した災害時における電動車両等の支援

に関する協定第３条第２項の規定により、次のとおり要請します。 

 

担当者 

部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

口頭、電話等による要請の日時 令和 年 月 日  時 分 

貸与を要請する理由 

 

 

 

 

 

貸与を必要とする電動車両等の種類、 

規格及び数量 

種類 

規格 

数量 

貸与を必要とする場所 

 

住所 

 

貸与を必要とする期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

  



49 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

地防資料‐121 

(様式第2号) 

令和 年 月 日 

 

災害時における電動車両等の貸与報告書 

 

長崎市長      様 

 

 

長崎三菱自動車販売株式会社 

代表取締役社長       

 

 

長崎市と長崎三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社が締結した災害時における電動車両等の支援

に関する協定第４条第２項の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

担当者 

部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

貸与した電動車両等の種類、規格及び数量 

種類 

規格 

数量 

貸与場所 

 

住所 

 

貸与期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

その他必要な事項 

 

 

 

 

 

  



49 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

地防資料‐122 

（様式第3号） 

令和 年 月 日 

 

連絡責任者報告書 

 

（相手方） 

        様 

 

（報告者） 

 

 

 

長崎市と長崎三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社が締結した災害時における電動車両等の支援

に関する協定第12条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

（令和 年 月 日現在） 

第一順位 部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

 

第二順位 部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

 

第三順位 部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

 

※電話番号は携帯電話番号など災害時にも繋がるものが望ましい



50 災害時における物資供給に関する協定 

地防資料‐123 

50 災害時における物資供給に関する協定書 

 

長崎市（以下「甲」という。）と株式会社ナフコ（以下「乙」という。）とは、災害発生時等における災害救助に

必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」と 

いう。）に、甲の要請に応じ、乙が保有する物資を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。  

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、乙に対し、乙の保有する物資の優先的な提供を要請する

ものとする。 

２ 甲は、前項の要請を行う場合、災害時における協力要請書（第１号様式）を乙に提出するものとする。ただし、

緊急を要するときは、電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出する。 

 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が乙に供給を要請する物資は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）供給要請対象物資一覧（別紙１）に掲げる物資 

（２）その他甲が指定する物資 

 

（物資の引渡し） 

第４条 物資の提供に係る引渡場所は、甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、当該物資を確

認の上、引渡を受けるものとする。 

 

（連絡責任者） 

第５条 甲と乙は、本協定における連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報告書」（第２号様式）により相

手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 甲は、物資の提供に係る費用を負担するものとし、当該費用は災害発生時直前における適正な価格を基準

とし、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（費用の支払い） 

第７条 甲及び乙は、甲が物資の提供を受けた後、支払いの時期を甲乙協議のうえ決定する。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、この期間満了の１箇月前までに甲乙いずれか

らも協定解除の申し出がないときは、さらに１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、

決定するものとする。 

 

   この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  令和３年３月３０日 

 

                甲  長崎県長崎市桜町２番２２号 

 

                   長崎市 

                   長崎市長 田 上 富 久      印 

 

                乙  福岡県北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号 

 

                   株式会社ナフコ 

                 代表取締役 石 田 卓 巳     印 



50 災害時における物資供給に関する協定 

地防資料‐124 

第１号様式 

 

長 防 危 第 号 

年 月 日 

 

株式会社ナフコ 

代表取締役  様 

 

長 崎 市 長  

 

災 害 時 に お け る 協 力 要 請 書  

 

「災害時における物資供給に関する協定」に基づき、 

次のとおり物資の供給を要請します。 

 

 

物資の種類 数量 供給希望日 搬入場所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

（長崎市）                         （株式会社ナフコ） 

担当者  

連絡先  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者  

連絡先  



50 災害時における物資供給に関する協定 

地防資料‐125 

 

第２号様式 

令和 年 月 日 

                                

連絡責任者報告書 

 

団体名【             】 

 

１ 連絡責任者 

 担当部署  

 役職・氏名  

    ＴＥＬ  

    ＦＡＸ  

       

２ 時間外及び休日の連絡先 

〈第１連絡先〉 

役職・氏名  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

携帯電話番号  

〈第２連絡先〉 

役職・氏名  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

携帯電話番号  

〈第３連絡先〉 

役職・氏名  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

携帯電話番号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 災害時避難所等生活支援機器・システムの開発・実証・実用化に関する協定書 

地防資料‐126 

51 長崎市、国立大学法人長崎大学情報データ科学部、国立大学法人東

京大学大学院工学系研究科、長崎災害リハビリテーション推進協議会、

一般社団法人是真会、株式会社長崎ケーブルメディア及びサイントル株

式会社の災害時避難所等生活支援機器・システムの開発・実証・実用化 

に関する協定書 

 

長崎市、国立大学法人長崎大学情報データ科学部、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科、長崎災害リハビリ

テーション推進協議会、一般社団法人是真会、株式会社長崎ケーブルメディア及びサイントル株式会社（以下「７

者」という。）は、地域包括ケア時代を見据えて、災害時における日常生活機能の突然の破綻による活動不活発病お

よび災害関連死を予防し、避難所等生活の早期自立、早期復興を目指すためにリハビリテーション支援の観点から

効率的且つ効果的で有効な機器やシステムの開発・実証そして実用化に関する連携・協力について、以下のとおり

協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第1条 本協定は、７者が有する資源や技術・機能等の効果的な活用を図りながら超高齢社会における災害時避難

所等の安心・安全な生活の構築を支援するために相互に連携・協力し、レジリエンスな地域づくりに寄与

することを目的とする。 

 

（連携協力事項） 

第2条 ７者は、前条の目的を達成するため、災害時避難所等における効率的・効果的な生活支援に関する研究開

発・機器開発・システム構築・事業創出及び目的を達成するための必要事項に関して連携・協力をする。 

2   1項の推進・発展を図るため、７者は定期的に長崎において情報交換を行い、取組の改善や見直しを行う。 

 

（有効期間） 

第3条 本協定の有効期間は、本協定締結の日より令和４年３月３１日までとする。ただし、本協定の有効期間が満

了する1カ月前までに、いずれの当事者からも更新しない旨の書面による通知がない場合には、本協定は1

年間更新されるものとし、その後も同様とする。 

 

（守秘義務） 

第4条 ７者は、本協定に基づく活動により知り得た情報については、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問

わず、その一切について守秘義務があることを確認する。ただし、事前に情報開示者の承諾を得た場合は、

この限りではない。 

 

（知的財産の取り扱い） 

第5条 7者は、第2条第1項で規定する事項について連携・協力することにより発生する知的財産の取り扱いについ

て7者で別途協議の上、決定する。 

（新規参入について） 

第6条 本企画に賛同し、協定に新規参入を希望する場合、７者で協議の結果、全者了承の上、参入を求める。 

 

（その他） 

第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、７者が協議の上 

解決を図るものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、本協定7通を作成し記名押印の上、各者1通を保有する。 

 

 

 

 令和３年６月１９日 

 

 

 

 



51 災害時避難所等生活支援機器・システムの開発・実証・実用化に関する協定書 

地防資料‐127 

長崎市 

長崎市長  田 上 富 久 

 

国立大学法人長崎大学情報データ科学部 

学 部 長  西 井 龍 映 

 

国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 

研究科長  染 谷 隆 夫 

 

長崎災害リハビリテーション推進協議会 

代  表  松 坂 誠 應 

 

一般社団法人是真会 

理 事 長  栗 原 正 紀 

 

株式会社長崎ケーブルメディア 

代表取締役社長  峰  利 克 

 

サイントル株式会社 

代表取締役 佐 藤  泉



52 災害時における廃棄物の処理等の協力に関する協定書 

地防資料‐128 

52 災害時における廃棄物の処理等の協力に関する協定書 

 
（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市内において、災害対策基本法第２条第1号に規定する暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、

土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等が発生した

場合における廃棄物の撤去及び収集・運搬等に関して、長崎市（以下「甲」という。）と長崎県環境保全協会（以

下「乙」という。）及び長崎県環境整備事業協同組合（以下「丙」という。）に協力を要請する場合における手続

きその他必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「災害廃棄物」とは、災害に伴い発生するし尿、浄化槽汚泥、避難所における生活ごみ、

倒壊した建物等の片づけ、撤去等に伴って発生する廃棄物をいう。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、次に掲げる業務（以下「災害廃棄物の処理等」という。）の実施について、乙及び丙に協力を要請す

ることができる。 

（１） 災害廃棄物の撤去 

（２） 災害時における災害廃棄物その他一般廃棄物の収集・運搬 

（３） 避難所等への仮設トイレの設置 

（４） その他前各号の実施に伴い甲が必要と認める業務 

 

（協力要請の手続き） 

第４条 甲は、協力の要請にあたっては、当該協力の内容、方法等について、文書により乙及び丙に通知するもの

とする。ただし、文書により要請する時間がないときは口頭により要請し、後日速やかに文書で通知するものと

する。 

 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第５条 乙及び丙は、甲から要請があったときは、乙及び丙の会員の中から必要な人員、車輌及び資機材を調達し、

甲が実施する災害廃棄物の処理等に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙及び丙は、災害廃棄物の処理等において、周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮するとともに、従事

者における各種感染症の拡大防止に努めるものとする。 

３ 乙及び丙は、協力の内容、方法等について、甲と協議を行い、甲の指示に基づいて当該協力を行うものとする。 

 

（情報の提供） 

第６条 甲は、乙及び丙が協力を行うときは、円滑な協力が得られるよう、乙及び丙に対し、災害及び復旧の状況

等必要な情報を提供するものとする。 

２ 乙及び丙は、協力を行うときは、災害廃棄物の処理等に係る会員の状況を、甲に報告するものとする。 

 

（実施の報告） 

第７条 乙及び丙は、災害廃棄物の処理等を実施したときは、当該実施の内容等を文書により、甲に対し報告する

ものとする。 

 

（費用の負担） 

第８条 乙及び丙が要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に要した費用については、甲が負担するものとし、

その価額は、甲と乙及び丙が協議のうえ定めるものとする。 

 

（災害補償） 

第９条 乙及び丙が要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に従事した者が、負傷、疾病、又は死亡した場合の

災害補償については、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）その他の法令の規定による。 

 

（連絡窓口） 

第10条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては長崎市環境部廃棄物対策課とし、乙及び丙においては長崎県

環境整備事業協同組合事務局とする。 
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（協議事項） 

第11条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度、

甲と乙及び丙が協議のうえ定めるものとする。 

 

（適用） 

第12条 この協定は令和3年7月8日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書を３通作成し、甲と乙及び丙が記名押印のう 

え、それぞれ１通を保有するものとする。 

 

令和3年7月8日 

 

       甲  長崎県長崎市桜町2番22号 

          長崎市長 田 上 富 久 

 

 

 

       乙  長崎県佐世保市干尽町３番地47 

          長崎県環境保全協会 

          会  長 西 川 勝 則 

 

 

 

       丙  長崎県大村市雄ヶ原町1298番地29 

          長崎県環境整備事業協同組合 

          代表理事 山 口 康 児



53 電気自動車等を活用した災害連携協定 

地防資料‐130 

53 電気自動車等を活用した災害連携協定 

 
長崎市（以下「甲」という。）と西九州トヨタ自動車株式会社、長崎トヨペット株式会社、トヨタカローラ長崎株式

会社、ネッツトヨタ長崎株式会社、株式会社トヨタレンタリース長崎、トヨタモビリティパーツ株式会社長崎支社

（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市内において甲、乙が相互に連携して災害に備えるとともに、災害が発生した際に円滑

な災害応急対策を実施することを目的として、長崎市内の避難所において外部給電可能な車両からの電力供給の

協力について必要な事項を定める。 

 

（外部給電可能な車両の種類） 

第２条 甲が乙に対して要請する外部給電可能な車両は、次に掲げるものとする。 

（１）燃料電池自動車(※長崎県内に水素ステーション設置後から) 

（２）電気自動車 

（３）プラグイン・ハイブリッド自動車 

（４）ハイブリッド自動車 

（５）その他、自動車からの外部給電に必要な機器 

 

（協力の要請と協力内容） 

第３条 甲および乙は、平時より連携協力して災害に備えるべく、乙は甲もしくは甲が後援する各種団体等による

防災意識啓発の取組みや訓練に積極的に協力するものとする。 

２ 甲は、災害時における応急対策のため、乙が保有する外部給電可能な車両を必要とする場合は、乙の連絡責任

者に対し提供協力要請書（様式第１号）で要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請し、

事後速やかに書面を提出するものとする。 

３ 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、可能な範囲で保有する外部給電可能な車両を

貸与するよう努めるものとする。 

４ 乙は、災害による停電の発生時、避難所や販売店店舗等において、近隣住民への給電協力に努めるものとする。 

５ 甲および乙は、市民の取組みによる減災を促進するため、外部給電が可能な車両の活用や周知活動などを通じ

て、その認知度の向上に協力して取り組むものとする。 

 

（外部給電可能な車両の引渡し） 

第４条 乙は甲からの要請を受け、車両を貸与する場合は、乙が甲の指定する場所に運搬し、引渡しを行うものと

する。乙が車両運搬不可能な場合、甲乙両者で協議の上、引渡しの方法を調整する。 

２ 乙は、車両等を引き渡した場合は、速やかに甲に対して提供協力実施報告書（様式第２号）を提出するものと

する。 

 

（貸与期間） 

第５条 外部給電可能な車両の貸与期間は、災害発生から１週間程度とする。災害の規模に応じて甲が延長を希望

する場合は、甲乙両者で協議の上、決定するものとする。 

 

（外部給電可能な車両の返却） 

第６条 甲は乙から貸与された車両を貸与時の現状に復して返却するものとする。(燃料など通常摩耗分を除く) 

２ 車両の返却時期および場所については、甲乙両者で協議の上、決定するものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 甲の要請に基づき乙が貸与した車両の使用料は無償とする。また、貸与時点で車両にある燃料等について

も、乙が無償で提供するものとする。 

２ 貸与期間中の費用については、甲が負担するものとする。ただし、乙から費用負担の申し出があった場合には、

この限りではない。 

 

（費用の支払い） 

第８条 甲は、乙から費用の支払請求があった場合は、相手方に対してこれを支払うものとする。 
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（補償） 

第９条 車両の貸与期間中に生じた損害の補償については、以下のとおり取り扱うものとする。 

（１）事故により、第三者に与えた物的あるいは人的損害については、その損害の帰責理由がある者が、補償責任

を負うものとする。責めに帰すべき事由が不明な場合は、甲乙両者で協議の上、その賠償にあたるものとする。 

（２）自動車保険が適用される場合の取扱いは、第10条の規定による。 

 

（車両保険の扱い） 

第10条 乙は、第２条各号に掲げる車両等の貸与にあたり、乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するも

のとし、甲は貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用

を受けるものとする。 

２  前項の保険の適用を受けるに際しかかる費用については、全て乙の負担とする。ただし、甲の故意または重過

失によって保険の適用を受けるに至った場合、あるいは保険の適用が受けられなくなった場合は、免責分も含め

甲の負担とする。 

 

 （使用上の留意事項ならびに故障等への対応） 

第11条 甲は、貸与を受けた車両等を以下のとおり使用、管理するものとする。 

（１）極力、安全な場所で通常の用法に従って使用する。 

（２）原則として、長崎市内で使用する。 

（３）甲は、貸与期間中に車両が故障または不調により使用が出来なくなり、災害対策等を進めるにあたり問題が

発生した場合には、乙に速やかに報告し、甲乙両者で対応を協議するものとする。 

 

 （連絡責任者） 

第12条 甲、乙は、この協定に関する連絡責任者を連絡責任者届（様式第３号）により報告し、共有するものとす

る。 

また、当該連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。 

 

 （訓練等） 

第13条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加する

ものとする。 

２  前項に規定する訓練の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。 

 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙両者で協議の上、定めるものとす

る。 

 

 （有効期間） 

第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。 

ただし、この協定の有効期間満了の日の２ヶ月前までに、甲、乙のいずれからも書面による異議の申出がない限

り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に１年間有効とし、以後も同様とする。 

 

 

  この協定の締結を証するため、本書７通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 

  令和3年11月16日 

 

              甲 長崎県長崎市桜町２番２２号 

                長崎市 

 

                長崎市長     田 上 富 久 

 

 

              乙 長崎県長崎市五島町４番１９号 

西九州トヨタ自動車株式会社 長崎支店 

 

                長崎支店長    宮 添 克 己 
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長崎県長崎市出島町１２番１３号 

長崎トヨペット株式会社 

 

代表取締役社長  馬 場 政 隆 

 

 

長崎県長崎市稲佐町２番１０号 

トヨタカローラ長崎株式会社 

 

代表取締役社長  藤 岡 良 規 

 

 

長崎県長崎市出島町１２番１３号 

ネッツトヨタ長崎株式会社 

 

代表取締役社長  馬 場 政 隆 

 

 

長崎県長崎市松山町４番５０号 

株式会社トヨタレンタリース長崎 

 

代表取締役社長  吉 本 明 浩 

 

 

長崎県諫早市久山町１９１０番地１１ 

トヨタモビリティパーツ株式会社 長崎支社 

 

長崎支社長    神 田 一 宏 
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（様式第１号） 

年  月  日 

 

外部給電可能な車両の提供協力要請書 

 

 

     様 

 

 長崎市長      

 

「電気自動車等を活用した災害連携協定」第３条に基づき、次のとおり要請します。 

 

１ 災害の状況及び協力を要請する理由 

 

 

 

 

 

 

２ 要請内容 

 
搬送場所 

（施設名・住所） 
提供要請期間 

台数 

（台） 

担当者 

（連絡先・職氏名） 

１ 

 

 

 

自:  月  日 

至:  月  日 
  

２ 

 

 

 

自:  月  日 

至:  月  日 
  

３ 

 

 

 

自:  月  日 

至:  月  日 
  

４ 

 

 

 

自:  月  日 

至:  月  日 
  

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

３ その他特記事項 
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（様式第２号） 

 年  月  日 

 

外部給電可能な車両の提供協力実施報告書 

 

長崎市長     様 

 

       

           

 

「電気自動車等を活用した災害連携協定」第３条に基づき車両を提供しましたので、第４条の定めにより、次のと

おり報告します。 

 

１ 車両等の提供実施内容 

 提供実施日 
提供場所 

（住所） 
提供期間 車種 

台数 

（台） 

１ 月 日 

 

 

 

自:  月  日 

至:  月  日 
  

２ 月 日 

 

 

 

自:  月  日 

至:  月  日 
  

３ 月 日 

 

 

 

自:  月  日 

至:  月  日 
  

４ 月 日 

 

 

 

自:  月  日 

至:  月  日 
  

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

２ 報告に係る連絡先担当者 

会社名 

 

 

 

職氏名 

 

 

 

連絡先 
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（様式第３号） 

 年 月 日 

 

連絡責任者報告書 

 

（相手方） 

        様 

 

（報告者） 

 

 

（令和 年 月 日現在） 

第一順位 部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

 

 

 

 

 

 

第二順位 部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

 

 

 

 

 

 

第三順位 部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

 

 

 

 

 

 

※夜間・休日においても第一順位の電話番号にご連絡ください。 

※通じない場合以降第二順位連絡先へおかけください。 
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54 避難所における感染症防止対策ガイドライン 

 
【令和5年6月改訂】 

避難所における新型コロナウイルス感染症防止対策として次のとおり対応する。 

 

 １ 基本的な考え方 

これまで新型コロナウイルス感染症の感染拡大期には、指定避難所における感染症対策として、避難者間の距

離については厳格に確保するよう対策を講じてきていたが、感染症法上の位置づけの変更から一定の期間が経過

したことに伴い、災害時においてはできるだけ多くの避難者を受け入れる必要があることから、避難者間の距離

についてはコロナ禍前の対応に戻すこととし、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策は引き続き実施す

ることとする。 
 

  （１）避難所・避難スペースの確保 

     感染対策も考慮し、開設可能な避難所及び避難所における避難者の十分なスペースを確保するとともに、

公共施設や民間施設等の臨時的な活用を検討する。 

   長崎旅館ホテル組合との「大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書」を活用し、

旅館やホテル等を避難所として活用できるよう連携を図る。 

（２）感染防止対策物資の確保 

   マスク、手指消毒液をはじめとする避難所における感染防止対策に必要な備蓄品を確保する。 

（３）避難所内の衛生管理と健康管理 

   換気、清掃、消毒など、避難所内の衛生管理を適切に実施する。また、避難者の健康状態の確認に努め

るとともに、感染症患者や発熱者の避難スペースの確保など、体調不良者への配慮を行う。 

 

２ 避難所における対応 

（１）感染症対策物品の確保 

   次に記載する物資を確保することとし、避難所の状況に応じ供給する。 

使用用途 名称 備考 

感染防止 

マスク 体調不良の避難者等に配布 

間仕切り 

（パーテーション・テント） 

開設頻度が多い避難所に配付済 

※倉庫保管分は必要に応じて物資班等が運搬する。 

手袋 ゴム手袋又はポリ手袋  

衛生管理 

手指消毒液  

石鹸類  

消毒液 

避難スペース、物品等使用後の消毒用 

ペーパータオル 

ごみ袋（消毒等消耗品専用） 

ぞうきん 

衛生管理 バケツ 

健康管理 
体温計（非接触型） 予備電池含む 

ドライバーセット 電池交換等で使用 

案内 避難所表示（ラミネート） 矢印など案内用（受付案内、体調不良者の誘導等） 

 

（２）避難所の運営要領 

  ア 避難所内の適切な衛生管理 

   （ア）手洗い、咳エチケットの協力をお願いする。 

（イ）頻繁に触れる箇所（ドアノブ、蛇口、スイッチ、手すり等）を消毒液で清掃する。 

（ウ）ごみについては通常の避難時と同様に各自で管理・処分してもらう。 

（エ）天候の状況を確認しながら、定期的に換気を行う。 

     

    イ 健康状態の確認 

      避難者名簿を記入してもらい、咳など、体調不良の症状がないか確認する。 

      →体調不良の症状がある場合は「エ 体調不良者等への対応」を参照 

 

    ウ 避難者のスペースの確保 

     （ア）避難者（避難者世帯）の間隔は可能な限り２ｍ以上あけ（最低限１ｍ以上）、十分なスペースを確保 

し、滞在してもらう。 
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   （イ）避難者が収容人数を超える見込みがある場合など、状況に応じ、避難所指定部分以外における利

用可能なスペースの確保について施設管理者と相談する。 

 

エ 感染者・体調不良者等への対応 

   （ア）マスクを着用し、手袋等を装着して対応する。 

     （イ）通常使用している避難スペース以外に使用できるスペースがあれば、そちらへ移動してもらう。 

     （ウ）別のスペースが確保できない場合は同スペース内で、間仕切り等を使用し、健常者と離れた位置

に避難スペースを確保する。 

       （備蓄品が不足する場合は防災危機管理室に連絡する） 

    （エ）体調不良の内容を聞取り、必要に応じかかりつけ医に相談してもらう。 

     ※医療機関を受診することとなった場合は防災危機管理室に連絡する。 

   【症状】※避難者名簿中の健康チェック欄にも記載 

    ・37.5℃以上の発熱がある。 

    ・強いだるさ（倦怠感）がある。 

    ・強い息苦しさ（呼吸困難）がある。 

    ・胸の痛みがある。 

 

    オ 避難所の利用制限等 

     （ア）避難所における一人当たりの専有スペースは、感染症対策として、２ｍとして各避難所の収容人

数を算出する。 

（イ）体調不良者への対応等により、新たな避難者のスペース確保が難しい場合は、収容人数に達する

前に他の避難所を案内することもできるものとする。 

 

 ３ 市民に対する周知 

  （１） 避難する場合は、感染症対策としてマスク、消毒液及び体温計等の衛生用品を持参してもらうよう市

ホームページ、長崎市公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳを活用し、呼びかける。 
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55 災害時における支援活動に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と一般社団法人長崎県測量設計コンサルタンツ協会（以下「乙」という。）とは、

市内で同時に災害が多発した場合又はその恐れが生じた場合において、乙及び乙の会員（別表１）が社会貢献の一

環として実施する甲への支援活動について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害時に被災又は被災する恐れのある甲が所有若しくは管理する公共土木施設の被害箇所

の速やかな測量、設計等の応急調査の実施に関する基本事項を定めることにより、公共土木施設の迅速且つ

適切な機能の維持及び回復を図ることを目的とする。 

 

（対象となる災害） 

第２条 この協定対象となる災害は、次のとおりとする。 

（１） 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２により、長崎市災害対策本部が設置された

場合 

（２） 前号の災害と同程度の災害と甲が認めた場合 

 

（支援活動の内容） 

第３条 支援活動の内容は、次のとおりとする。 

（１） 被害の規模や内容を直ちに把握するために行う初期調査 

ア） 公共土木施設の被災状況の目視による点検 

イ） 公共土木施設の被災状況の調査及び写真撮影 

ウ） 公共土木施設の被災状況の概略図の作成 

エ） 費用負担を伴わない範囲での技術的助言 

（２） 前号に掲げるもののほか、甲が必要に応じて要請する緊急的な調査 

 

（支援活動の要請） 

第４条 甲は、前条の支援活動を要請するとき、乙に対して支援活動要請書（様式１）により要請するものとす

る。ただし、書面での要請が困難な場合又は緊急を要する場合は、口頭により行う事ができる。その後遅滞

なく書面を送付するものとする。 

また、通信不能及び特に緊急を要する場合は、甲は乙の会員に直接要請することができるものとするが、

その場合も遅滞なく書面を乙に送付するものとする。 

 

（支援活動の応諾ならびに被害状況調査の実施及び報告） 

第５条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な限り協力するものとし、応諾した場合、速やかに

被害状況の調査を実施する。その結果は支援活動報告書（様式２）により、甲に報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 支援活動の実施に要する経費は、第３条（１）に掲げる業務に係る費用にあっては、甲は負担しないも

のとし、同条（２）の業務についての費用にあっては、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

（支援活動の連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、支援活動の要請に迅速に対応するため、あらかじめ連絡体制を定めるものとする。この連

絡体制を定めた場合又は変更した場合は、甲及び乙は、速やかに相互確認するものとする。 

 

（損害補償） 

第８条 この協定に基づいて従事した者（以下「従事者」という。）が、従事したことにより負傷、若しくは疾病、

又は死亡した場合の補償、ならびに第三者に損害を与えた場合の損害補償は、従事者を雇用する乙の会員の

責任において行うものとする。 

 

（実施要領） 

第９条 この協定に基づく調査の実施に関し必要な事項の細目については、別に「災害時における支援活動に関

する協定に係る実施要領」（別紙１）に定めるものとする。 

 

（協定の効力） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

終了を通知しない限り、同一条件の下で継続する。 
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（その他） 

第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、甲と乙が協議の上定めるものとする。 

 

 

この協定を締結した証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各々１通を保有するものとする。 

 

 

 

令和３年７月１日 

甲  長崎市桜町２番２２号 

長崎市長   田 上 富 久   印 

 

 

 

乙  長崎市川口町６番１７号３０２ 

一般社団法人 長崎県測量設計コンサルタンツ協会 

 

 

会  長   安 部 清 美   印 
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（別紙１） 

  

災害時における支援活動に関する協定に係る実施要領 
 

 

「災害時における支援活動に関する協定書（以下「協定書」という。）」第１０条の規定に基づく実施要領に関す

る運用は以下のとおりとする。 

 

１ 公共施設（第１条関係） 

協定書第１条に規定する「公共土木施設」とは、道路、河川、公園、砂防、海岸のうち、土木部が所管する施設

とする。 

 

２ 対象となる災害（第２条（２）関係） 

支援活動の対象になる災害とは、次のとおりとする。 

⑴ 公共土木施設へ同時に災害が多発した場合 

⑵ その他災害に関する情報収集を緊急に実施する場合 

 

３ 支援活動の内容（第３条関係） 

⑴ 協定書第３条（１）に定める「初期調査」とは、目視や巻き尺・ポール等を使用した簡易な調査による被

害状況調査程度とする。その結果は概略図（ポンチ絵）や写真等で支援活動報告書（様式２）として作成

する。 

 

４ 調査の留意点と応急調査要請・報告（第３条(1)・第４条・第５条関係） 

⑴ 調査を行う従事者は、甲が発行する身分証明書（様式５）を携帯するものとする。 

⑵ 甲は、調査方法に関して、統一的な運用を図るものとする。 

⑶ 乙は、調査方法等に関する研修を実施し周知徹底するものとする。 

⑷ 協定書第４条による支援活動要請は、書面（様式１）により行うものとする。 

⑸ 要請する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

① 甲の担当者の連絡先 

② 被災施設ならびに調査場所 

③ 発災の日時 

④ 調査内容 

⑤ その他の必要な事項 

⑹ 支援活動を要請する場合は、路線名又は河川名などの区間及び場所を地図等により指定して要請を行うも

のとする。被災箇所の脱漏が生じても乙の責としない。 

⑺ 協定書第５条に基づく乙の支援活動応諾及び従事者の報告は、口頭で行うものとする。 

⑻ 支援活動の実施において、二次災害等の恐れがある状況下では、甲乙協議して調査は行わないものとする。 

⑼ 支援活動結果の報告は、次に掲げる事項を記載した書面（様式２）をもって行うものとする。この報告の

提出は、要請のあった担当者に対して行うものとする。 

① 報告年月日 

② 調査従事者名及び連絡先 

③ 被災施設等（路線名又は河川名等）及び調査場所 

④ 調査日時 

⑤ 被災状況（被災箇所概要図、写真等） 

⑥ 所見（報告を必要とする事項） 

 

５ 支援の連絡体制（第８条関係） 

⑴ 連絡責任者として、甲にあっては長崎市長、乙にあっては一般社団法人長崎県測量設計コンサルタンツ協

会長とし、各々の連絡責任者が協定書第８条に規定する連絡体制を定めるものとする。その報告は書面（様

式３及び様式４）によるものとする。 

⑵ 連絡責任者は、前項の報告を行ったとき又は報告を受けたときは、速やかに写しを関係職員に周知するも

のとする。また、協会長は、前項の報告を行ったとき又は報告を受けたときは、速やかに写しを協会員に周

知するものとする。 

 

６ 情報提供及び情報管理 

⑴ 甲は乙に対し、特に重要と思われる公共土木施設の名称・場所及び緊急輸送施設等、支援活動の遂行に必

要な情報を提供するものとする。 
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⑵ 乙は、甲から提供された情報について、適切な管理を行うものとし、協定に基づく支援活動以外の目的に

使用しないものとする。 

 

７ 成果の活用 

⑴ 協定書第３条（１）にかかる初期調査の結果は、災害報告の参考資料として活用するものとする。被災箇

所・施設の確認、災害適用の可否等については、各施設管理者の責任において自ら行うものとする。 

⑵ 甲が所管する施設以外の施設の被災報告があった場合、甲は、当該施設管理者へ調査内容を提供するもの

とする。 

 

８ 関係機関との連絡調整 

市長は、長崎市防災会議等において、警察及び消防等関係行政機関に対し、協定に基づく従事者の被災地へ

の立入りに関して配慮を要請し、円滑な応急調査の実施が図られるよう努めるものとする。 
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56 大規模災害発生時における支援活動に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と一般社団法人長崎県建設業協会長崎支部（以下「乙」という。）は、地震及び風

水害等による大規模な災害が発生し、混乱した初期の段階において、甲の災害対応に対する乙の組織的な支援活動

の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、乙の社会貢献の一環として、乙に所属する会員等から被災状況提供や保有する資材、機材、

技術者等の緊急出動等による組織的な支援活動により、甲における迅速な被災状況の把握や円滑かつ的確な災

害対応を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この協定は、大規模な災害により、甲が管理する公共土木施設（上下水道施設等を含む）が被災し、甲が

緊急に災害対応を図るうえで、災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン（平成２９年７月 国土交

通省）の入札契約方式選定の基本的な考え方に沿って、乙に支援を要請する必要があると認めた場合に適用す

る。 

 

（甲の支援要請） 

第３条 甲は、大規模災害発生時の支援を得るため、乙に対し次のとおり要請を行う。甲が管理する公共土木施設

（上下水道施設等を含む）の被災状況について、乙に情報提供を要請する。 

（１） 被災状況を把握し、緊急の作業等を実施する必要があると認めた時は、緊急作業出動要請書により、乙に

出動要請を行う。ただし、緊急を要する場は、口頭により行い、その後遅滞なく文書を発行するものとする。 

（２） 前各号の要請において、通信不能等及び特に緊急を要する時又は特別な指示を要する場合は、甲は乙が指

名するブロックの幹事等に直接要請をすることができるものとする。 

 

（乙の支援体制） 

第４条 乙は、甲からの支援要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ次のとおり体制を整備し、その内容

を甲に連絡しておくものとする。 

（１） ブロック毎の連絡網など組織的な支援体制を整備する。 

（２） 緊急出動等が可能な資材、機材、技術者等や会員等内部の指揮系統図などについて、最新のリストを整備

する。 

 

（乙の支援内容） 

第５条 乙は、甲の災害対応を組織的に支援するため、次の業務を行う。 

（１） 会員等から被災状況報告を収集整理し、第３条第１号の要請に基づき、被災状況報告書により情報提供す

る。 

（２） 第３条第２号の出動要請に基づき、組織的な支援体制を基本に、緊急の作業等を実施し、作業終了後、緊

急作業完了届により甲に報告する。 

 

（費用の負担） 

第６条 前条第１号の情報提供等の支援活動は、無償を基本とする。 

２ 前条第２号の緊急の作業等にかかる費用については、速やかに甲と出動した会員等との間で請負契約を締結し、

清算するものとする。なお、入札及び契約等については、国土交通省直轄事業における災害発生時の入札・契

約等に関する対応マニュアル（令和３年４月 国土交通省）に準じて対応するものとする。 

 

（労災補償） 

第７条 甲からの支援要請に応じて業務に従事した者が、そのために死亡、負傷、疾病、又は身体障害などを被っ

た場合の労働災害補償のため、乙は元請・下請を問わず補償できる法定の労働者災害補償保険のほか法定外労

働災害補償制度に加入するよう会員等に周知するものとする。 

 

（協定期間） 

第８条 この協定の期間は、協定締結の日から令和６年３月３１日までとする。ただし、期間満了日の１月前まで

に甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、同一内容により期間満了日の翌日から１年間更新するものとし、

以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、甲と乙が協議の上定めるものとする。 
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この協定を締結した証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各々１通を保有するものとする。 

 

 

令和５年８月２９日 

甲  長崎市魚の町４番１号 

 

長崎市長             印 

 

 

 

乙  長崎市魚の町３番３３号 

一般社団法人 長崎県建設業協会長崎支部 

 

 

支 部 長              印 
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57 日本水道協会九州地方支部 災害時における相互応援に関する協定 
 

公益社団法人 日本水道協会 九州地方支部（以下「地方支部」という。）は、水道事業における災害対策の重要

性に鑑み、災害が発生した際、友愛的精神に基づいて会員相互が円滑かつ迅速な応援活動を図り、また、恒久の相

互応援の基礎とするため、飲料水の供給、施設の応援復旧等に必要な物資の提供その他の必要な事項について、こ

の協定を締結する。  

 

第１章  総 則  

 

（相互応援の考え方）  

第１条 相互応援の一般事項（応援要請、応援本部の設置、費用負担等）、平常時の相互応援の準備、災害時におけ

る応急活動等については、公益社団法人日本水道協会（以下「日本水道協会」という。）の「地震等緊急時対応

の手引き」に基づく相互応援を基本とする。  

 

（用語）  

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第２条第１

号に規定する災害及び渇水等により生ずる被害をいう。  

 

第２章  平常時の取組み  

 

（地方支部長の役割）  

第３条 日本水道協会九州地方支部長（以下「地方支部長」という。）は、この協定の円滑な実施を図るため、平常

時において日本水道協会福岡県支部長、佐賀県支部長、長崎県支部長、熊本県支部長、大分県支部長、宮崎県支

部長、鹿児島県支部長及び沖縄県支部長（以下「県支部長」という。）との情報交換及び連絡調整を行う。  

 

（県支部長の役割）  

第４条 県支部長は、この協定の円滑な実施を図るため、平常時において日本水道協会福岡県支部、佐賀県支部、長

崎県支部、熊本県支部、大分県支部、宮崎県支部、鹿児島県支部及び沖縄県支部（以下「県支部」という。）の

各県支部内の日本水道協会の会員（以下「会員」という。）並びに地方支部長との情報交換及び連絡調整を行う。  

 

（連絡担当部課等の指定）  

第５条 地方支部長及び県支部長は、この協定の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責

任者及び連絡担当責任者補助者（以下「連絡担当部課等」という。）を定める。  

 

（連絡担当部課等に関する情報の交換） 

第６条 県支部長は、連絡担当部課等に関する情報を、毎年６月末日までに様式１により、地方支部長に報告する。 

２ 地方支部長は、提出された情報を集約し、県支部長へ提供する。  

３ 県支部長は、第１項の規定により提出した内容に変更が生じた場合は、速やかに地方支部長へ連絡する。  

 

（物資等に関する情報の交換）  

第７条 地方支部長及び県支部長は、災害発生時における必要物資の相互融通及び相互応援の円滑な実施を図るた

め、各自の防災関係物資の備蓄状況及び災害発生直後に応援活動に従事できる職員について、それぞれ調査し、

その結果を相互に交換するものとする。  

２ 県支部長は、前項の規定による調査の結果を、次の各号に掲げる項目ごとに、毎年６月末日までに当該各号に

掲げる様式により、地方支部長に報告する。  

⑴ 防災関係物資の備蓄状況  様式２  

⑵ 災害発生直後に応援活動に従事できる職員 様式３  

３ 地方支部長は、提出された情報を集約し、県支部長へ提供する。   

４ 県支部長は、第２項の規定により提出した内容に変更が生じた場合は、速やかに地方支部長へ連絡する。  

 

（物資の相互補完体制）  

第８条 地方支部長及び県支部長は、防災関係物資の備蓄体制を拡充するため、災害発生時における必要物資を相互

に補完できる体制の確立に努める。  

 

（調達可能な物資の調査）  

第９条 地方支部長及び県支部長は、常に、災害発生時において調達できる物資に関する調査の実施に努める。  
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（物資の規格の統一等）  

第１０条 防災関係物資については、必要に応じて規格の統一化及び備蓄に努める。  

 

（施設管理等に関する情報の交換）  

第１１条 地方支部長及び県支部長は、応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため、各自の防災に関する

施設及び設備の整備状況に関する情報を相互に交換するものとする。  

２ 県支部長は、会員の水道事業に関する施設及び設備の整備状況に関する情報を把握するよう努める。  

３ 前２項の規定により交換又は把握すべき情報は、次の各号に掲げるものとする。  

⑴ 水道施設位置図（浄・配水場、工事事務所、営業所等）  

⑵ 応急給水予定場所を表示した図面  

⑶ 使用資機材の規格  

⑷ その他必要な図書  

 

（応急対策マニュアル等の把握）  

第１２条 県支部長は、迅速かつ的確な応急措置の実施のため、会員の地域防災計画（法第２条第 10 号に規定する

地域防災計画をいう。）に基づく応急対策マニュアル及び応援の受入れに関するマニュアルの把握に努める。  

 

第３章  災害発生時の取組み  

 

（災害発生時における応援活動体制等）  

第１３条 災害発生時における相互応援の円滑な実施を図るため、応援活動等に関する体制及びその設置基準を、別

表１のとおり定める。  

 

（地方支部長の役割）  

第１４条 地方支部長は、災害を受けた会員が属する県支部長（以下「被災県支部長」という。）と連携し、災害発

生時において次の各号に掲げる業務を行うものとする。  

⑴ 地方支部内会員の被災状況の把握  

⑵ 災害の状況及び応援要請に関する県支部長との連絡調整  

⑶ 応援本部の設置  

⑷ 応援本部員の派遣  

⑸ 国、県、日本水道協会本部その他関係機関との連絡調整  

⑹ その他災害発生時において必要な業務  

 

（被災県支部長の役割）  

第１５条 被災県支部長は、災害発生時において次の各号に掲げる業務を行うものとする。  

⑴ 県支部内会員の被災状況の把握  

⑵ 災害の状況及び応援要請に関する地方支部長との連絡調整  

⑶ 応援本部の設置  

⑷ 応援本部員の派遣  

⑸ その他災害発生時において必要な業務  

 

（応援幹事支部長の指定及び役割）  

第１６条 災害発生時において地方支部長又は被災県支部長の業務に支障をきたす場合に、地方支部長又は被災県

支部長を補佐する応援幹事支部長を、別表２のとおり定める。  

２ 応援幹事支部長は、地方支部長と連携し、必要に応じて、前２条に掲げる業務を補佐する。  

 

（連絡担当部課等間の情報交換）  

第１７条 地方支部長及び県支部長は、災害が発生したとき又は災害発生のおそれがあるときは、連絡担当部課等を

通じ、速やかに必要な情報を相互に交換する。   

 

（被害状況の早期把握）  

第１８条 被災県支部長は、災害の発生後、直ちに会員の被災状況を把握するよう努め、地方支部長に報告する。  

 

（応援要請の実施）  
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第１９条 被災県支部長は、災害を受けた会員から応援要請があり、当該県支部内での対応が困難と認めるときは、

地方支部長に対し、他の県支部への応援要請を行うことができる。  

２ 被災県支部長が災害を受け、前項の規定による被災県支部長の応援要請が困難と認められるときは、応援幹事

支部長が、応援要請を代行することができる。  

３ 前２項の規定による応援要請を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。  

⑴ 災害の状況  

⑵ 必要とする応援活動の内容  

⑶ 必要とする物資の品目及び数量  

⑷ 必要とする応援要員  

⑸ 応援活動の場所及びその場所への経路  

⑹ 応援活動の期間  

⑺ その他応援活動に必要な事項  

４ 第１項又は第２項の規定による応援要請は、口頭又は電話、電信その他の情報通信手段により行い、後日、速

やかに文書を送付する。  

 

（応援要請への対応）  

第２０条 前条の規定による応援要請を受けた地方支部長は、国、県、日本水道協会本部その他関係機関と調整の上、

他の県支部長に対して応援要請を行う。  

２ 前項の規定により応援要請を受けた県支部長は、できる限りこれに応じ、救援に努める。  

３ 地方支部長は、地方支部内での対応が困難と認めるときは、日本水道協会本部に対して応援要請を行う。  

 

（応援本部の設置）  

第２１条 地方支部長及び被災県支部長は、災害を受けた会員の市町村（以下「被災市町村」という。）に法第 23 

条の２の規定による災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）が設置され、その水道事業に関する事務を

円滑に遂行できるようになるまでの間、国、県、日本水道協会本部その他関係機関と協議の上、応援活動に関す

る事務を担当する応援本部を暫定的に設置することができる。  

２ 前項の規定による応援本部は、被災市町村の依頼により、次の各号に掲げる業務を行う。  

⑴ 被災市町村との情報交換及び連絡調整  

⑵ 国、県、日本水道協会本部その他関係機関との情報交換及び連絡調整  

⑶ 応援受入体制の支援  

⑷ その他応援活動に必要な業務  

⑸ 地方支部長及び被災県支部長は協議のうえ、前項各号に掲げる業務の総括を行う者を決定する。  

３ 第１項の規定により応援本部を設置した場合、被災市町村の依頼に基づき地方支部長、被災県支部長又は応援

幹事支部長等は、応援本部員を派遣し、円滑な応援活動の実施に努める。  

 

（応援本部の解散）  

第２２条 被災市町村に災害対策本部が設置され、その水道事業に関する事務が円滑に遂行できるようになったと

きは、被災市町村の判断により、応援本部は、その事務を速やかに災害対策本部に引き継ぐ。  

２ 前条第４項の規定により派遣された応援本部員は、前項の規定による引継ぎがあった場合において、災害対策本

部から引き続き協力の要請があったときは、できる限りこれに応じる。  

 

第４章   補    則  

 

（協議）  

第２３条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その都度協議して定める。  

 

附 則  

１ この協定は、平成 30 年 11 月１日から適用する。  

 

 

この協定の成立を証するため本書９通を作成し、各都市記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。  
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平成 30 年 11 月１日  

  

  

  

日本水道協会九州地方支部長   

福岡市長  髙島 宗一郎 

  

  

  

日本水道協会福岡県支部長  

北九州市長 北橋 健治 

  

  

  

日本水道協会佐賀県支部長  

佐賀市長  秀島 敏行 

  

  

  

日本水道協会長崎県支部長  

長崎市長  田上 富久 

  

  

  

日本水道協会熊本県支部長  

熊本市長  大西 一史 

  

  

  

日本水道協会大分県支部長  

大分市長  佐藤 樹一郎 

  

  

  

日本水道協会宮崎県支部長  

宮崎市長  戸敷 正 

  

  

  

日本水道協会鹿児島県支部長  

鹿児島市長 森 博幸 

  

  

  

日本水道協会沖縄県支部長  
那覇市長  城間 幹子 
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別表１（第 13 条関係）  

種別  発令の時期  体制  

注意体制  
震度５（弱）の地震が発生した

とき  

情報収集及び連絡活動を主として行うが、状況によ

りさらに高度な配備に迅速に移行し得る体制とす

る。  

警戒体制  
震度５（強）の地震が発生した

とき  

情報収集及び連絡活動を行うとともに、被災市町村

の要請に応じて出動できる体制とする。  

非常体制  
震度６（弱）以上の地震が発生

したとき  

情報収集及び連絡活動を密に行うとともに、救援活

動の準備完了後、被災市町村の要請に応じて直ちに

出動できる体制とする。  

注） 地震発生時以外においては、気象庁による特別警報、被害発生状況などの情報を基に、上記に準じた体

制を整える。  

   

別表２（第 16 条関係）  

災害を受けた県支部長等  

応援幹事支部長  

第１順位  第２順位  

九州地方支部長  福岡県支部長  大分県支部長  

福岡県支部長  九州地方支部長  熊本県支部長  

佐賀県支部長  長崎県支部長  熊本県支部長  

長崎県支部長  佐賀県支部長  九州地方支部長  

熊本県支部長  九州地方支部長  福岡県支部長  

大分県支部長  福岡県支部長  九州地方支部長  

宮崎県支部長  大分県支部長  九州地方支部長  

鹿児島県支部長  熊本県支部長  佐賀県支部長  

沖縄県支部長  鹿児島県支部長  宮崎県支部長  

注） 第１順位の応援幹事支部長が災害を受け、応援幹事支部長としての業務に支障が生じた場合、第２順位

の応援幹事支部長が第１順位の応援幹事支部長に代わり応援幹事支部長の業務を遂行する。  
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様式１（第６条関係）（Ａ４） 

災 害 時 連 絡 表 

（平成  年  月現在） 

○○○水道局 

連絡担当部課名      部    課     係 

連絡担当責任者 

   ○○課長 ○○ ○○ 

TEL   （  ） FAX   （  ） 

連絡担当責任補助者 

   ○○課 ○○係 ○○ ○○ 

TEL   （  ） FAX   （  ） 

 

 

補 職 名 氏  名 電  話 

水道事業管理者 

 

昼間電話   （  ） 

総 務 担 当 部 長 

 

昼間電話   （  ） 

総 務 担 当 課 長 

 昼間電話   （  ） 

夜間電話   （  ） 

総 務 担 当 係 長 

 昼間電話   （  ） 

夜間電話   （  ） 

防 災 担 当 者 

 昼間電話   （  ） 

夜間電話   （  ） 
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様式２（第７条関係）（Ａ４） 

防災関係物資等の備蓄及び整備の状況調査表 

（平成  年  月末現在） 

○○○水道局 

項 目 内  容 保 有 数 量 初期応援可能台数 備 考 

車 両 

給水車(  ㎥） 台 台  

給水車(  ㎥） 台 台  

トラック 台 台  

クレーン車 台 台  

そ  の  他    

給 水 容 器 

仮設水槽(  ㎥） 基 基  

仮設水槽(  ㎥） 基 基  

給水タンク(  ℓ） 基 基  

給水タンク(  ℓ） 基 基  

給水タンク(  ℓ） 基 基  

ポリ容器(  ℓ） 個 個  

ポリ容器(  ℓ） 個 個  

そ  の  他    

機材 

応急給水装置 基 基  

ろ過機 台 台  

発電機 台 台  

投光機 個 個  

鉄管切断機 台 台  

電動ネジ切機 台 台  

そ  の  他    

管類 

直管（  mm） ｍ ｍ  

直管（  mm） ｍ ｍ  

直管（  mm） ｍ ｍ  

継手類 個 個  

缶詰 
水の缶詰 缶 缶  

食糧 缶 缶  

そ の 他 

    

    

注 その他の欄には、特殊管、緊急用資材等の状況を記入してください。 



57 日本水道協会九州地方支部 災害時における相互応援に関する協定 

地防資料‐151 

様式３（第７条関係）（Ａ４） 

災害発生直後に応援に従事できる職員調査表 

（平成  年  月現在） 

○○○水道局 

 

 

 

 派 遣 先 派 遣 人 員 

 

応 急 給 水 １班 名 × 班 ＝ 名 

被害状況調査 調 査 員 

 

名 

応 援 本 部 本 部 員 

 

名 
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58 災害時における復旧支援協力に関する協定 
 

長崎市上下水道局（以下「甲」という。）と公益社団法人日本下水道管路管理業協会（以下「乙」という。）とは、

地震や水害等の災害により甲の管理する公共下水道、農業集落排水及び漁集集落排水の管路施設（以下、「協定管路

施設」という。）が被災したときに行う復旧支援協力に関して以下のとおり、公共下水道については、下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第１５条の２の規定に基づき、農業集落排水及び漁業集落排水については、それに準ずる

ものとして協定を締結する。  

 

（目的）  

第１条 この協定は、乙の甲に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定め、災害等により被災した協定管路施

設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。  

（復旧支援協力の要請）  

第２条 甲は、乙に対し災害等により被災した協定管路施設の復旧に関し次の業務の支援を要請することができる。  

⑴ 被災した協定管路施設の応急復旧のために必要な業務（巡視、点検、調査、清掃、修繕）   

⑵ その他甲乙間で協議し必要とされる業務  

２ 前項の復旧支援協力の要請に関する甲の連絡窓口は長崎市上下水道局事業部下水道建設課、乙の連絡窓口は公

益社団法人日本下水道管路管理業協会九州支部長崎県部会とする。  

３ 甲の乙に対する復旧支援協力要請は支援内容を明らかにした書面により行うものとする。ただし、緊急時等で

書面により難いときは電話等で行うことができるものとし、この場合は事後において書面を提出するものとす

る。  

４ 乙は、前３項により甲の要請する業務を行うために、必要な人員・機材等をもって要請された業務を遂行しな

ければならない。  

（費用）  

第３条 この協定に基づき甲が乙に対し要請した業務にかかる費用は甲の負担とする。  

（報告）  

第４条 乙は、甲の要請により行った支援業務が終了したときは、すみやかに甲に対し書面をもって報告を行うもの

とする。  

２ 乙は、毎年３月３１日現在において災害時の支援に備えて、支援協力が可能な会社、提供可能な車輌等の機器及

び人員を甲に対して報告するものとする。  

（下水道等台帳データの提供）  

第５条 甲は、協定管路施設の調査に必要な下水道等台帳の図面等をＰＤＦ等の電子データとして、乙に提供するも

のとする。  

２ 乙は甲から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。  

３ 甲は、下水道等台帳に大幅な変更があった場合など、適宜、最新の電子データを乙に提供するものとする。  

（下水道等台帳データの開示）  

第６条 乙は、甲から支援要請があったとき、支援出動する乙の会員に対し甲から提供を受けた電子データを開示す

ることができる。  

２ 支援出動した乙の会員は、甲から提供を受けた電子データを支援業務並びに必要な報告等以外に使用してはな

らない。  

３ 甲と乙の合同訓練を実施する場合も、第１項及び第２項を準用する。  

（広域被災）  

第７条 甲が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関

するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合には、下水道対策本部による活動を優先する。  

（協定期間）  

第８条 この協定の期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、期間満了の１ヶ月前までに

甲乙双方から申出がない場合、この協定は１年間更新されるものとし、以降も同様とする。  

（その他）  

第９条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲、乙双方による協議の上決定するものとす

る。  

２ 甲又は乙がこの協定の定めに違反した場合においては、甲又は乙は、違反した相手方への書面による通告をもっ

てこの協定を廃止することができる。  

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。  
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   令和2年4月1日  

  

甲 長崎県長崎市桜町６番３号 

長崎市上下水道局 

長崎市上下水道事業管理者 野瀬 弘志  ㊞  

  

乙 東京都千代田区岩本町２丁目５番１１号 

公益社団法人日本下水道管路管理業協会 

会 長  長谷川 健司  ㊞
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59 自然災害による下水道機械・電気設備緊急工事に関する協定書 
 

長崎市上下水道局（以下「甲」という。）と一般社団法人日本下水道施設業協会（以下「乙」という。）とは、自

然災害発生時における下水道機械・電気設備復旧のための緊急工事（以下「緊急工事」という。）に関し、次の通り

協定を締結する。  

  

（目 的） 

第１条 本協定は、甲が管理する下水道機械・電気設備の緊急工事を円滑に実施するために必要な事項を定める

ことを目的とする。  

  

（協力要請）  

第２条 甲は、緊急工事を実施する必要があると認めたときは、乙に必要な協力を要請することができる。  

２ 乙は、前項の要請があったときは、その要請の趣旨に従い甲に協力するものとする。  

  

（会員との協定）  

第３条 甲の長崎市上下水道事業管理者は、緊急工事を円滑に実施するために、乙の会員と、甲乙協議のうえ別途定

めた協定及びその様式を予め締結しておくものとする。  

  

（有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。  

但し、期間満了の 30 日前までに甲又は乙の一方から本協定を終了させる意思表示をしないときは、期間

満了の日の翌日から起算して 1 年間本協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。  

  

（補 則）  

第５条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。  

  

本協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。  

  

 令和 2 年 4 月 1 日 

甲  長崎県長崎市桜町 6 番 3 号 

長崎市上下水道局  

長崎市上下水道事業管理者  野瀬 弘志 

  

乙  東京都中央区新川二丁目 6 番 16 号 

一般社団法人 日本下水道施設業協会 

会   長  木股 昌俊 
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60 長崎市と長崎海上保安部との包括連携協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と、長崎海上保安部（以下「乙」という。）は、相互の連携を深め、地域の安全・

安心の確保と地域の街づくりに資するため、以下のとおり包括連携協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲、乙それぞれが持つ技能、知識、人材、体制、情報等を有効活用し、相互に連携・協力を行

い、市民のより一層の安全・安心の向上及び地域の発展に資することを目的とする。 

 

（連携協力する事項） 

第２条 甲、乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、連携し協力するものとする。 

一 市民の海上における安全に関すること 

二 人命救助、防災、環境保全についての連携強化に関すること 

三 社会学習、青少年育成に関すること 

四 地域の活性化に関すること 

五 その他、甲、乙が必要と認める事項 

 

（協議等） 

第３条 前条各号に掲げる事項に関する具体的な取組内容、実施方法及び経費負担その他必要な事項については、

それぞれの取組ごとに個別に協議して定めるものとする。 

２  甲、乙は、協議を円滑に推進するため、予めそれぞれの担当する部課等を定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とし、有効期間が満了する１ヶ月前までに甲、乙のいずれか

から何らかの申し出のないときは、有効期間が満了する日の翌日から１年間更新するものとし、その後も同様と

する。 

 

（守秘義務等） 

第５条 甲、乙は、既に公知となっている情報を除き、本協定に基づく連携において知り得た情報を、業務上必要

な範囲においてのみ使用し、相互の事前の承諾なく第三者に開示又は提供してはならない。 

２ 前項の規定は、本協定の有効期間満了後も効力を有するものとする。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第６条 甲、乙は、個人情報保護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うものととする。 

 

（疑義の決定） 

第７条  本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲、乙で協議の上決定する。 

 

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上各１通を保有する。 

 

令和６年３月１４日 

 

甲 長崎県長崎市魚の町４番１号 

 

長崎市長 

 

 

乙 長崎県長崎市松ヶ枝町７番２９号 

 

長崎海上保安部長
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61 災害時における一時的な避難場所等の提供に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ（以下「乙」という。）は、一時的な

避難場所等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第 １号に定める災害

が発生した場合（以下「災害時」という。）において、甲が乙の協力を得て、乙の所有する施設「i+Land nagasaki」

を一時的な避難場所に提供することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時に近隣住民（以下「一時的な避難者」という。）の一時的な避難場所の提供が必要と判断した

ときは、乙に対し協力を要請することができる。 

（一時的な避難場所の提供） 

第３条 乙は、甲から一時的な避難場所の提供に関する要請があった場合は、乙の所有または管理する敷地及び屋内

施設（以下「施設等」という。）を一時的な避難者に開放し、受け入れるものとする。ただし、受け入れの可否

や開放する施設等の範囲については、災害の状況に応じて、その都度甲乙協議の上、決定するものとし、乙が

被災している等、正当な理由がある場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項の規定にかかわらず、災害の状況に応じて、乙の判断のもと、施設等を一時的な避難者に開放し、

受け入れることができる。 

３ 乙は、一時的な避難者を受け入れた場合は、可能な範囲でトイレ、水道水、空調、照明及び電源等を提供する

こととする。 

（要請の方法） 

第４条 甲が、第２条の要請を行うときは、一時的な避難場所開設要請書（様式第１号）より行うものとする。ただ

し、文書で要請するいとまがないときは、口頭（電話を含む）で要請を行い、その後速やかに一時的な避難場

所開設要請書を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 一時的な避難者の受入れに伴う、施設等の使用料及び運営に要する費用は、乙が負担するものとする。 

（平常時の協力） 

第６条 甲及び乙は、平常時において次の事項について相互に協力するものとする。 

（１） 防災についての情報交換に関すること 

（２） 甲又は乙が実施する防災訓練等への参加に関すること 

（連絡責任者等） 

第７条 甲及び乙は、本協定に関する連絡責任者等を定め、必要事項をあらかじめ連絡責任者等通知書（様式第２号）

により通知するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は協定締結の日から令和６年３月３１までとする。ただし、期間満了の１ヶ月前まで

に、甲乙いずれかから協定の解除または変更の申し出がないときは、期間満了の日の翌日から１年間延長する

ものとし、以降も同様とする。 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所有するものとする。 

 

 

令和５年６月２７日 

 

 

 

甲 長崎県長崎市魚の町4-1 

長崎市長  鈴木史朗 

 

 

乙 長崎県長崎市伊王島町一丁目甲3277-7 

株式会社KPG HOTEL&RESORT 

代表取締役 加藤友康  
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様式第１号（第４条関係） 

 

年 月 日 

 

           様 

 

長崎市長 

 

 

一時的な避難場所開設要請書 
 

 

災害時における一時的な避難場所等の提供に関する協定書の第４条の規定に基づき、下記のとおり要請します。 

 

 

記 
 

日時 
 

年 月 日 時 分 

場所 

名称： 

 

 

住所： 

内容 一時的な避難場所の開設 

その他 
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様式第２号（第７条関係） 

年 月 日 

 

様 

 

 

連絡責任者等通知書 
 

 

連

絡

責

任

者 

所属 
 

役職 
 

ふりがな 

氏名  

 

連絡先 
TEL： 

FAX： mail： 

実

務

担

当

者

① 

所属 
 

役職 
 

ふりがな 

氏名  

 

連絡先 

TEL：  

FAX：              mail: 

実

務

担

当

者

② 

所属 
 

役職 
 

ふりがな 

氏名  

 

連絡先 
TEL： 

FAX： mail： 
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62 大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と長崎旅館ホテル組合（以下「乙」という。）は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８

号）の適用を受ける災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、旅館・ホテル等の宿泊施設（以下「宿泊施設」と

いう。）を避難所として使用することに関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、大規模災害時において住家が被災し、生活の本拠を失った場合又はそのおそれがある場合の要配慮

者等に対し、一時的な避難措置として甲が乙に対し、宿泊施設の提供を要請するための手続きその他必要な事項を定

める。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、次に掲げる場合において、必要があると認められるときは、乙に対し、協力を要請することができる。 

 （１）長崎市内において災害救助法の適用を受ける大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

 （２）指定避難所の閉鎖後に、自宅への入居並びに応急仮設住宅への入居及びその他居住施設の確保ができない被災者

がいるとき。 

 （３）長崎市以外で発生した災害による被災者の受入を国又は関係都道府県知事から、要請されたとき。 

２ 乙は、甲から協力要請があった場合は、この協定に基づき、その業務の範囲内において可能な範囲で宿泊施設等の提

供に協力する。 

３ 乙は、甲から協力要請を受けた場合、要配慮者等に対する支援の必要性を認識し、他の避難者よりも優先して、宿泊

施設の提供に協力する。 

 

（要配慮者等の範囲） 

第３条 要配慮者等は、次のとおりとする。なお、受入先は、一般の宿泊施設であり、介護等における専門のスタッフ等

が常駐していないことから、原則として専門的な介護等が必要な者については対象としない。 

 （１）高齢者（市町村が特に必要と認める場合を除き、原則として６５歳以上の者に限る。） 

 （２）障害者（市町村が特に必要と認める場合を除き、原則として身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている者に限る。） 

 （３）乳幼児 

 （４）妊産婦 

 （５）その他、甲が特に必要と認める者 

 （６）上記（１）から（５）までと同一世帯の者 

 

（宿泊施設等の提供内容） 

第４条 宿泊施設が提供するサービスの内容は次のとおりとする。 

（１）宿泊 

（２）食事 

（３）入浴 

（４）その他甲乙が協議し必要と認めるサービス 

 

（要請手続き） 

第５条 甲は、乙の会員に対して、協力を要請する際は、大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書

に基づく協力要請書（第２号様式）（以下「要請書」という。）により行うものとする。ただし、緊急その他やむを得

ない場合は口頭によるものとし、事後に文書を提出するものとする。 

 

 

（要請の期間） 

第６条 宿泊施設への受入対象期間は、乙の宿泊施設が受入可能になった日から、自宅、公営住宅、民間賃貸住宅、応急

仮設住宅等への入居が完了するなど、宿泊施設を避難所として利用する必要がなくなるまでを基準として、甲と協議

の上、別途定める日までの期間とする。 

 

（避難所施設としての利用に係る宿泊施設の借り上げ料等） 

第７条 この協定に基づく宿泊施設の借上費用（第４条に定めるサービスの提供料金）の額は、災害救助法の適用額を

基準として、甲乙協議の上別途定めるものとする。ただし、第４条に定めるサービス以外のサービスの利用料金

は、利用者負担とする。 

 

（取消料） 

第８条 乙は、申し込み後に取り消しがあった場合であっても、甲に対して取り消し料は請求しないものとする。 

 

（費用等の負担） 

第９条 甲は、第４条第１項に掲げる被災者の収容のために宿泊施設が提供するサービスに係る費用を負担する。 
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２ 乙は、収容期間満了後、甲の指定する請求書により費用を請求するものとする。ただし、第６条に掲げる要請の期間

が長期に及ぶ場合は、乙は、収容期間満了の途中において、甲と協議の上、随時費用を請求できるものとする。 

 

（協力要請報告等） 

第10条 乙の会員は、第５条の要請書により協力の要請を受けた際は、受入れの可否等について、大規模災害時における

避難所施設としての利用に関する協定書に基づく協力要請報告書（第３号様式）により甲に報告するものとする。た

だし、緊急その他やむを得ない場合は口頭によるものとし、事後に文書を提出するものとする。 

２ 乙の会員は、協力の要請を受けた際には、避難者一覧表（第４号様式）（以下「一覧表」という。）を作成するととも

に、宿泊施設に収容した避難者の収容期間その他必要な事項に異動が生じた場合は、速やかに一覧表及び収容者異動

報告書（第５号様式）により甲に報告するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第11条 甲と乙は、協力要請に関する連絡調整を円滑に進めるため、連絡責任者をあらかじめ定め、協定締結後、速やか

に「連絡責任者報告書」（第１号様式）により、相互に通知するものとする。 

２ 甲と乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合、その都度、相互に文書で報告するものとする。 

 

（協力要請一覧） 

第12条 乙は、協力要請の手続きを円滑に行うため、事前に利用可能な施設の名称、場所、連絡責任者及び連絡先を定め、

協力要請施設一覧表（第６号様式）を作成するものとし、毎年度４月に更新したものを甲に提出するものとする。 

２ 乙は、第１項により報告された施設の増改築等により、当該建物の利用箇所に変更が生じる場合、または、その他の

事情により、施設が使用不可能となるときは、甲に文書で報告するものとする。 

 

（協議事項） 

第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

 

 

 

 

（有効期間） 

第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の１箇

月前までに、甲又は乙から何ら意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長

され、その後も同様とする。 

 

 この協定を証するため本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和４年６月３日 

 

甲 長崎市桜町２番２２号 

長崎市 

長崎市長 田上 富久 田上 富久 

 

 

乙 長崎市栄町５番５号 ＦＭ長崎ビル２Ｆ  

長崎旅館ホテル組合 

組合長 村木 營介 
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第１号様式 

連絡責任者報告書 

【長崎市】 

担 当 課   

担 当 者  

住   所   

電話番号（直通）  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号   

E-mailアドレス   

時

間

外

連

絡

先 

第１連絡者 

氏 名 携帯番号 

  

第２連絡者 

氏 名 携帯番号 

  

第３連絡者 

氏 名 携帯番号 

  

 

【長崎旅館ホテル組合】 

担 当 係   

担 当 者   

住   所   

電話番号（直通）   

Ｆ Ａ Ｘ 番 号    

E-mailアドレス    

時

間

外

連

絡

先 

第１連絡者 

氏 名 携帯番号 

  

第２連絡者 

氏 名 携帯番号 

  

第３連絡者 

氏 名 携帯番号 
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第２号様式 

長 防 危 第 号 

年 月 日 

 

ホテル･旅館 様 

 

長 崎 市 長    

 

 

大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書に基づく協力要請書 

 

  大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書第５条に基づき、次のとおり協力を要請しま

す。 

 

（1）要請する理由  

（2）要請する内容  

（3）受入要請開始日 年   月   日～ 

（4）受入要請数 

旅館ホテル名 

大人 ○人（男○人、女○人）  

子供 ○人（男○人、女○人） 

乳幼児○人 

※別紙避難者一覧記載のとおり 

（5）担当者名 

防災危機管理室 

氏名 ○○ ○○ 

連絡先 電話 095-822-0480 FAX 095-820-0108 

（6）その他の連絡事項  
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第３号様式 

 

年 月 日 

 

長崎市長 様 

 

ホテル･旅館    

 

 

大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書に基づく協力要請報告書 

 

  大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書第１０条第１項に基づき、次のとおり報告しま

す。 

 

（1）要請に対する措置 
１ 要請を受理します。 

２ 要請を拒否します。 

（2）要請に対し条件、 

または、拒否する理由 
 

（3）受入要請開始日 年   月   日～ 

（4）受入受諾数 

旅館ホテル名 

大人 ○人（男○人、女○人）  

子供 ○人（男○人、女○人） 

乳幼児○人 

（5）担当者名 

旅館名 

担当 ○○ ○○ 

連絡先 電話        FAX          

（6）その他の連絡事項  
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第４号様式 

避難者一覧表 

（   年   月   日） 

※要配慮者：高齢者、障害者、難病者、妊産婦及び乳幼児。 

旅館ホテル名  要請日時 

月   日 

 

時   分 

 

世帯数 人 員 大人 子供 

うち 

要配慮者

（※） 

うち 

外国籍 
備考 

世帯 人 人 

 

人 

 

人 人  

 

氏    名 年齢 住      所 
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第５号様式 

 

年 月 日 

 

長崎市長 様 

 

    

 

収容者異動報告書 

 

 

大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書第１０条第２項に基づき、次のとおり報告しま

す。 

 

 
 

１ 退去 

異動者氏名 退去先 退去年月日 退去理由 

    

    

    

    

    

２ 期間延長 

異動者氏名 当初の期限 延長後の期限 延長の理由 

    

    

    

    

    

３ その他 

異動者氏名 退去先 退去年月日 退去理由 
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第６号様式 

協力要請施設一覧表（大規模災害時） 

 

旅館ホテル名 住所 連絡先 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 

  
TEL 

FAX 
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63 災害時等における防災情報の発信に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）、長崎駅周辺まちづくり推進協議会（以下「乙」という。）及び東京テレメッセージ

株式会社（以下「丙」という。）は、長崎駅周辺地区における災害時等の避難行動の適正化に資するため、次のとお

り協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 本協定は、長崎市内で災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）における防災行政無線設備を活用した長崎駅周辺地

区への確実な防災情報の発信に寄与することを目的とする。 

 （連携事項） 

第２条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力する。 

⑴ 甲が所有する防災行政無線設備による防災情報の伝達 

⑵ 乙の構成員が所有するデジタルサイネージその他の情報発信設備による防災情報の発信 

⑶ 丙が運用する280ＭＨｚ帯の電波の使用 

 （防災情報の内容） 

第３条 甲、乙及び丙が連携して発信する防災情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 甲が防災行政無線放送により発信する情報 

⑵ 避難所の開設情報、公共交通機関の運行情報その他の災害時等の避難行動に有益な情報 

⑶ その他、甲及び乙が協議の上、必要と判断した情報 

 （費用の負担） 

第４条 甲、乙及び丙は、原則として、本協定に基づく取組みに要する経費負担を求めないものとする。 

 （平常時の協力） 

第５条 甲、乙及び丙は、平常時において、災害時等における防災情報の発信に関する情報交換に相互に協力する

ものとする。 

 （連絡責任者） 

第６条 甲、乙及び丙は、本協定に係る連絡責任者を定め、文書により通知するものとする。連絡責任者に変更が

あった場合も、同様とする。 

 （守秘義務） 

第７条 甲、乙及び丙は、本協定により相手方に開示する情報等のうち、秘密である旨指定された情報（以下「秘

密情報」という。）について、相手方の事前の書面による同意がない限り、第三者に開示し、又は第１条に定め

る目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 

⑴ 相手方から開示を受ける前に既に公知がなされたもの 

⑵ 相手方から開示を受ける前に既に自ら保有していたもの 

⑶ 開示を受けた側の当事者の責によらずに公知となったもの 

⑷ 開示を受けた側の当事者が後に秘密保持の義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの 

⑸ 法令による開示を求められたもの 

⑹ 前各号に定めるもののほか、甲及び乙が協議の上、開示することが適当と認められるもの 

２ 甲、乙及び丙は、前項の秘密情報について、善良なる管理者の注意を持って管理し、及び保管しなければなら

ない。 

３ 前２項の規定は、本協定の有効期間終了後も、なおその効力を有するものとする。 

 （有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とし、期間満了の日の１ヵ月前までに、甲乙丙のいずれか

らも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を１年間更新するものとし、その後も同様に更新するもの

とする。 

２ 甲、乙又は丙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の１ヵ月前までに書面をもって相手方

に通知することにより本協定を解約することができるものとする。 

 （協定の変更） 

第９条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲、乙及び丙が協議の上、本協定を変更できるものと

する。 

 （疑義の決定） 

第10条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙が協議の上決定する。 

 

 

 

 甲、乙及び丙は、本協定の締結を証するため、本協定書を３通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

令和５年１１月 ７日 
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甲   長崎市魚の町４番１号 

長崎市 

代表者 長崎市長 鈴木 史朗  印 

 

乙   長崎市尾上町１番１号 株式会社ＪＲ長崎シティ内 

長崎駅周辺まちづくり推進協議会 

会長 九州旅客鉄道株式会社長崎支社 支社長 岸本 悟  印 

 

丙   東京都港区西新橋２―３５－２ 

東京テレメッセージ株式会社 

代表取締役社長 清野 英俊  印 
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 64 災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書 
 

長崎市（以下「甲」という。）と社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会（以下「乙」という。）は、災害時における

長崎市災害ボランティアセンター（以下「センター」という。）の設置、運営等に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎市における災害時の速やかな救援活動等の実施のためのセンターの設置及びそれに伴う

ボランティア活動の円滑な実施のため、甲及び乙の果たすべき役割と協力事項、費用負担等を定め、被災者の生

活支援に寄与することを目的とする。 

（連携・協力） 

第２条 甲及び乙は、災害が発生した場合には、被害状況等を含めボランティア活動を行うために必要な情報や被

災者の効果的な支援のために必要な情報を速やかに共有し、協力して措置を講じるものとする。 

（センターの設置） 

第３条 甲及び乙は、センターを設置する必要があると判断したときは、甲乙協議の上、甲はセンターを設置する

ものとする。 

（センターの設置場所） 

第４条 センターの本部事務所は、甲が管轄する事務所のうち支援活動を実施するために最適な場所に設置するも

のとする。 

２ 著しい被害を受けた地域や地理的な課題等によりセンターの分室の設置が必要であるときは、甲乙協議の上、

前条及び前項の規定に準じ、その設置場所を確保するものとする。 

（センターの運営） 

第５条 甲が設置するセンターは、乙が主体となり、必要に応じて、外部からのボランティア、各社会福祉協議会、

ボランティアコーディネーターのほか、地域の関係機関・団体等の協力の下、運営を行うものとする。 

２ 乙は、甲がセンターを設置した場合、甲との連絡調整について担当者を決定し、速やかに連携体制を整えるも

のとする。 

（協力の要請） 

第６条 乙は、センターの円滑な運営を確保することが困難であると認めるときは、甲に対し、必要な協力を求め

ることができる。 

（センターの業務） 

第７条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

 （１）被災情報の把握 

 （２）ボランティアニーズの把握 

 （３）災害ボランティアの募集、受付 

 （４）災害ボランティア活動の情報発信 

 （５）センター及び災害ボランティア活動に関する各種相談、問い合わせへの対応 

 （６）ボランティア活動保険の加入手続 

 （７）災害ボランティア活動に必要な資機材・活動物資等の調達・貸出・保管・管理 

 （８）災害ボランティア活動に必要な移動支援 

 （９）長崎市災害対策本部等との間の次に掲げる情報の共有 

   ア 被災状況・避難情報 

   イ インフラ等の復旧計画・復旧情報 

   ウ ボランティアによる支援活動の状況 

   エ 特に支援を必要とする者の情報（共有の内容、範囲等は別に定める） 

   オ その他甲及び乙が災害ボランティア活動に必要と認める情報 

 （10）関係機関・団体との間の連絡、調整、仲介等
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 （11）その他センターの運営に必要な業務 

 

（資機材等の確保） 

第８条 甲及び乙は、災害時におけるボランティア活動等に必要な資機材等を相互に協力して確保するものとする。 

（費用負担） 

第９条 センターの運営等に関する費用は、原則として甲が負担するものとする。 

２ 前項に定める費用のうち、長崎県共同募金会の「災害等準備金」、災害ボランティア活動に係る「寄付金」その

他関連収入がある場合は、これを充当するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な費用が生じたときは、甲乙で協議するものとする。 

（センターの閉鎖） 

第 10条 センターの閉鎖は、災害の復旧状況を考慮し、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （損害補償） 

第 11条 災害時におけるボランティア活動等に関し、ボランティアが被った損害に対する補償は、ボランティア活

動保険により対応するものとする。 

（報告） 

第 12条 甲は、乙に対し、センターの運営状況について報告を求めることができる。 

 （平常時における体制整備） 

第 13条 乙は、平常時から災害時に備えたセンター機能の整備・保持に努めるものとし、甲は、必要な協力を行う

ものとする。 

２ 甲及び乙は、平常時から相互に連携し、ボランティア団体、地域住民、関係機関・団体等との良好な関係の維

持に努め、センターの運営など災害時における連携・協力体制の確立を図るものとする。 

３ 甲及び乙は、災害時におけるボランティア活動が効果的に実施されるよう、防災訓練等の際に、互いに協力し

て災害ボランティアの養成を行うとともに、自主防災組織の育成に努めるものとする。 

（協議） 

第 14条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （有効期間） 

第 15条 この協定の有効期間は、締結の日から 1年間とする。ただし、期間満了の日の 3か月前までに甲乙いずれ

からも解除又は変更の申出がないときは、1年間延長されたものとみなし、以後もまた同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1通を保有する。 

 

 

令和６年７月３日 

 

甲  長崎市魚の町４番１号 

                      長崎市長  鈴木 史朗  印 

 

 

 

                   乙  長崎市恵美須町４番５号 

社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会 

会長  馬場 豊子 印 
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65 災害時におけるキッチンカーによる 

炊き出しの実施等に関する協定書 
 

  長崎市（以下「甲」という。）と長崎県キッチンカー協会（以下「乙」という。）は、地震、風水害等の災害が発

生した場合（以下「災害時」という。）におけるキッチンカーによる炊き出しの実施等に関し次のとおり協定を締結

する。 

 

  （趣旨） 

第１条  この協定は、災害時において、甲が乙に協力を求める際の手続き等を定めることを目的とする。 

  （協定事項の発効） 

第２条  この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行

ったときをもって発動する。 

 （協力要請） 

第３条  甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができるものとする。 

 (1) 甲が開設した避難所におけるキッチンカーによる炊き出しの実施 

 (2) 甲が指定する、被災場所等におけるキッチンカーによる炊き出しの実施 

 (3) 乙が調達可能な物資の供給 

 (4) 甲が提供する食材の調理 

(5) その他甲が指定する支援 

 （要請方法） 

第４条 甲は、前条に掲げる事項の要請を行うときは、協力要請書（第１号様式）を乙に提出するものと

する。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができるものとし、後日速

やかに書類を提出するものとする。 

  （要請に対する協力） 

第５条  乙は、甲から第３条による要請を受けたときは、速やかにこれに応じ、その要請内容の実現に努め、また、

その措置の状況について状況報告書（第２号様式）を甲に提出し、報告するものとする。 

２ 乙がキッチンカーによる炊き出しを行う場合、特定原材料及び特定原材料に準じるものについて、表示または

利用者に通知する等、食物アレルギー対策に配慮するものとする。 

３ 乙がキッチンカーによる炊き出しを行う場合、衛生管理を行い、提供する食事を加熱する等、食中毒が発生し

ないよう配慮するものとする。 

４ 乙がキッチンカーによる炊き出しを行う場合、必要に応じて、咀嚼・嚥下機能の低下している被災者に配慮し

た食事を提供するものとする。 

  （費用負担） 

第６条  乙が提供した原材料等に要した費用の対価は、原則として、災害発生時直前における適正な価格を基準と

して、甲乙協議の上決定し、甲が負担するものとする。 

２ 乙が行った移動に係る費用は、乙による通常業務での移動と同様とみなし、乙が負担するものとする。 

３ その他、事業の実施に際し別途費用負担が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （費用の支払い） 

第７条 甲は、乙から本協定に基づく正当な費用の支払い請求があった場合は、請求日から３０日以内に乙に支払

うものとする。 

  （連絡体制の整備） 

第８条  甲と乙は、災害時に備え、平常時から連絡体制を整備し、連絡担当者名簿（第３号様式）により、相互に

報告するものとする。 

  なお、お互い連絡先等に変更が生じた際は速やかに通知することとする。 

 （平時の取組み） 

第９条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が実施する防災訓練及び防災

啓発活動等に協力するものとする。 

 （協議事項） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（協定の有効期間） 

第１１条  この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の１か月前までに甲乙いず

れからも申出が無い場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以後この例によるものとする。 

また、甲が第３条に掲げる事項を要請している場合には、甲乙協議の上、協定解除の時期などを決定するもの

とする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上それぞれ１通を保有するものとする。 
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   令和６年９月１日 

甲  長崎市魚の町４番１号          

 

                               長崎市長  鈴木 史朗 

 

 

                         乙  長崎市八幡町３番１９号１Ｆ 

 

                                 長崎県キッチンカー協会  
                      

                               代表理事  安井 忠行 
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66 災害時における一時的な避難場所の提供に関する協定 
 

長崎市（以下「甲」という。）と長崎西彼農業協同組合（以下「乙」という。）は、一時的な避難場所の提供に

関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害

が発生した場合（以下「災害時」という。）において、甲が乙の協力を得て、乙の所有する施設「長崎西彼農

業協同組合 琴海支店」を一時的な避難場所に提供することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時に近隣住民（以下「一時的な避難者」という。）の一時的な避難場所の提供が必要と判断し

たときは、乙に対し協力を要請することができる。 

（一時的な避難場所の提供） 

第３条 乙は、甲から一時的な避難場所の提供に関する要請があった場合は、乙の所有または管理する敷地及び屋

内施設（以下「施設等」という。）を一時的な避難者に開放し、受け入れるものとする。ただし、受け入れの

可否や開放する施設等の範囲については、災害の状況に応じて、その都度甲乙協議の上、決定するものとし、

乙が被災している等、正当な理由がある場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項の規定にかかわらず、災害の状況に応じて、乙の判断のもと、施設等を一時的な避難者に開放し、

受け入れることができる。 

３ 乙は、一時的な避難者を受け入れた場合は、可能な範囲でトイレ、水道水、空調、照明及び電源等を提供する

こととする。 

（要請の方法） 

第４条 甲が、第２条の要請を行うときは、一時的な避難場所開設要請書（様式第１号）より行うものとする。た

だし、文書で要請するいとまがないときは、口頭（電話を含む）で要請を行い、その後速やかに一時的な避難

場所開設要請書を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 一時的な避難者の受入れに伴う、施設等の使用料及び運営に要する費用は、原則乙が負担するものとす

る。ただし、施設等の使用が長期にわたる等、乙が費用の負担に関して協議が必要と判断した場合は、甲乙が

協議して決定するものとする。 

（平常時の協力） 

第６条 甲及び乙は、平常時において次の事項について相互に協力するものとする。 

（１） 防災についての情報交換に関すること 

（２） 甲又は乙が実施する防災訓練等への参加に関すること 

 

（連絡責任部署） 

第７条 甲及び乙は、本協定に関する連絡責任部署を定め、連絡責任部署通知書（様式第２号）により通知するも

のとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は協定締結の日から令和７年３月３１日までとする。ただし、期間満了の１ヶ月前ま

でに、甲乙いずれかから協定の解除または変更の申し出がないときは、期間満了の日の翌日から１年間延長す

るものとし、以降も同様とする。 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所有するものとする。 
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令和６年１２月２日 

 

甲 長崎県長崎市魚の町4-1 

長 崎 市 長   鈴木 史朗      

     

乙 長崎県長崎市興善町6-7 

長崎西彼農業協同組合 

代表理事組合長 中川 一範    
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様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

 

   様 

長崎市長 

 

一時的な避難場所開設要請書 
 

災害時における一時的な避難場所等の提供に関する協定書の第４条の規定に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 

 

日時 

      年   月   日       時   分   

場所 

名称： 

 

 

住所： 

内容  

その他  
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様式第２号（第７条関係） 

年  月  日 

 

様 

 

連絡責任部署通知書 
 

 

連
絡
責
任
部
署 

部署  

役職  

連絡先 

 TEL： 

 FAX： 

mail： 
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67 災害時における救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協定 
 

 長崎市（以下「甲」という。）と九州福山通運株式会社 （以下「乙」という。）は、次のとおり、災害時におけ

る救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎市において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、甲

が乙の協力を得て、災害応急対策に必要な生活必需品や資機材等の荷捌き及び輸送業務が迅速かつ円滑に実施で

きるようにすることを目的とする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、第４条に掲げる業務を遂行するため必要があるときは、乙に対し協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、業務依頼書（第１号様式）により業務の内容を指定して行う。ただし、業務依頼書

で要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに業務依頼書を送付するものとする。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、可能な限り速やかに

協力を行うものとする。 

２ 乙は、前項の業務を完了した場合は、業務報告書（第２号様式）により、その業務内容を甲に報告するものと

する。 

 

（協力の内容） 

第４条 本協定により、甲が乙に対し、協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）甲が指定する物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に関する荷役の提供と緊急支援物資の荷捌き業務等

を総括する指導者の派遣 

（２）甲が指定する物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に必要となる機器（ロールボックス、平パレット、

フォークリフト等）の貸与とその操作者の派遣 

（３）甲が指定する物資の集積拠点と各避難所間の物資の輸送 

（４）物資集積拠点としての営業所等の活用 

（５）その他、甲が必要と認める事項 

 

（車両の運行への配慮） 

第５条 甲は、乙が前条の業務を行う際には、車両を優先車両として、通行できるように配慮するものとする。 

２ 甲は、車両の運行に支障をきたさないよう、関係機関と連携して安全確保に努め、必要に応じて乙へ指示する

ものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 第３条第１項の規定により、乙が実施した業務に要した経費は、甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害救助法等の定めのあるものを除くほかは、災害時における緊急支援物資の荷捌き及び輸送

にかかる合理的な範囲内で、甲乙間で協議の上、決定するものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第７条 乙は、前条の費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により請求があったときは、内容を確認し、甲の規定に基づき、その費用を乙に支払うものとする。 

 

（従事者の損害補償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、または疾病

にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。 

 

（体制の整備） 

第９条 甲及び乙は、災害時の緊急輸送に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に

努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、協定期間が満了する１ヶ月前ま

でに、甲乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは、１年間延長されたものとみなし、以降もまた同様と

する。
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（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について、疑義が生じた場合は、誠意をもって甲乙協議の

上、決定する。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１部を保有する。 

 

 

令和７年２月26日 

 

甲 長崎市魚の町４番１号 

  長崎市 

  長崎市長 鈴木 史朗 

 

 

乙  福岡県福岡市博多区榎田１丁目5番8号          

   九州福山通運株式会社           

   代表取締役 奥野 民男          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 災害時の帰宅困難者の一時滞在施設の提供等に関する協定 

 

 180 

68 災害時の帰宅困難者の一時滞在施設の提供等に関する協定 
 

長崎市（以下「甲」という。）及び株式会社リージョナルクリエーション長崎（以下「乙」という。）は、乙が管

理する次の建築物（以下「対象建築物」という。）を、甲が、地震又は風水害その他の災害により鉄道等の公共交通

機関が運行停止などにより、帰宅することが困難となった者（以下「帰宅困難者」という。）に対して、一時滞在施

設として使用すること等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

対象建築物の表示 

建築物の名称 長崎スタジアムシティ 

所在地 長崎市幸町７番１号 

所有者 株式会社ジャパネットホールディングス 

管理者 株式会社リージョナルクリエーション長崎 

構造等 鉄骨・鉄筋コンクリート造 14階建て 

建築年 令和６年 

 

（目的） 

第１条 この協定は、帰宅困難者が発生し、又は発生するおそれがある場合に、甲は乙に対して、乙の管理する対象

建築物を一時滞在施設として使用することについて協力を要請し、乙はこの要請に基づき、帰宅困難者の受入れ

を開始することで、地域における混乱、事故の発生等の抑制を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において一時滞在施設とは、帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。 

 

（使用範囲） 

第３条 甲が一時滞在施設として使用する対象建築物の範囲及び備蓄倉庫については別に定める。 

 

（対象建築物変更等の報告） 

第４条 乙は、対象建築物の増改築又は除却等により、一時滞在施設の延べ面積等に変更が生じる場合、又は対象建

築物の一時滞在施設としての使用が不可能となる場合には、速やかに甲にその旨を報告するものとする。 

 

（一時滞在施設の周知） 

第５条 乙は、甲が平常時に対象建築物が一時滞在施設であることの周知を行うことについて了承するものとし、そ

の周知方法については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（乙の協力内容） 

第６条 乙は、対象建築物の安全等を確認した上で、甲からの要請を受けて、又は自らの判断により、対象建築物を

一時滞在施設として提供するとともに、可能な限り多数の帰宅困難者に対して支援ができるよう、努めるものと

する。併せて、近隣地域からの避難者に対しても帰宅困難者と同様に施設の提供に努めるものとする。 

なお、一時滞在施設の開設及び運営は、原則として乙が行うものとする。 

２ 乙は、対象建築物を一時滞在施設として帰宅困難者に提供する際には、帰宅困難者の誘導について努めるものと

する。 

３ 乙は、帰宅困難者の受け入れ状況その他、一時滞在施設の運営上必要な事項について、甲と逐次連絡を取りなが

ら、情報の伝達や発生した問題への対応等について努めるものとする。 

４ 備蓄物資のほか、水道水やトイレ等、乙が提供することができるものについては、可能な範囲で帰宅困難者への

提供に努めるものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 対象建築物の一時滞在施設としての使用は、原則として無料とするものとし、有料となる場合は、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

 

（対象建築物・備品の破損時等の対応） 

第８条 第６条による対象建築物の一時滞在施設としての提供に伴い、施設、備品等に損害を与えた場合、その復旧

にかかる費用については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（要請期間等） 

第９条 甲が乙に対し、一時滞在施設としての使用について要請できる時間帯は、原則として乙の営業時間内に限る

ものとし、帰宅困難者の一時滞在の期間は、開設した日の翌朝までとする。ただし、要請の時間帯及び期間につ
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いては、甲乙協議の上、延長ができるものとする。 

（協議事項） 

第１０条 この協定で定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、その

都度甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１１条 この協定は、協定締結日から令和７年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、甲又は乙からこの協定について別段の申し出がない場合は、協定期間満了の時

から協定期間を１年間として自動更新されるものとし、以後もまた同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。 

 

 

令和７年３月21日 

 

甲 長崎市魚の町４番１号 

長崎市 

長崎市長 鈴木 史朗 

 

乙 長崎市幸町７番１号 

株式会社リージョナルクリエーション長崎 

代表取締役社長 岩下 英樹 
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69 災害時の医療救護活動等に関する協定書 
 

 

長崎市(以下「甲」という。)と一般社団法人長崎市医師会(以下「乙」という。)は、大規模な災害が発生した場

合の医療救護活動等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動等につい

て、甲と乙が連携して対処するための必要事項を定める。 

 

（医師会災害救護班の要請及び派遣） 

第２条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医師会災害救護班

（以下「救護班」という。）の派遣を要請できるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は救護班を編成し、被災現場又は甲が開設する救護所等に派

遣できるものとする。 

３ 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲による要請を待つことができないと判断したときは、前項の規定にか

かわらず救護班を派遣できるものとする。 

４ 乙は、前項の規定により救護班の派遣を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。 

 

（災害医療救護等活動計画の策定） 

第３条 乙は、この協定に基づく医療救護等活動を実施するため、あらかじめ次の事項を記載した災害医療救護等

活動計画を策定しておくものとする。 

（１） 医療救護等組織及び指揮命令系統 

（２） 各医療救護等組織の業務 

（３） 医療救護等活動の実施方法 

ア 災害状況の把握方法、連絡体制、具体的応援要請及び出動指令方法 

イ 携行する医薬品、医療資器材等の内容 

ウ その他必要な事項 

 

（救護所及び災害協力病院） 

第４条 救護所は、甲が、災害の状況に応じて、市立診療所のほか、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、

日本赤十字社等の協力を得て、病院、学校、公民館等の安全な場所に開設するものとする。 

２ 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めたときは、被災地周辺の災害協力病院に救護所

の設置を要請するものとする。 

 

（救護班の業務） 

第５条 救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１） 被災現場及び救護所等での負傷者等に対するトリアージ及び応急処置等の必要な医療の実施 

（２） 被災現場及び救護所等から医療機関への負傷者搬送時の医療 

（３） 死亡の確認及び死体の検案 

（４） 分娩に伴う処置 

（５） その他医療救護を実施するうえで必要な措置 

 

（指揮命令及び連絡調整） 

第６条 災害時における医療救護等活動の要請又は連絡調整は、別図１のとおりとする。 

２ 甲と乙は、災害時に、被災地に派遣される様々な医療チームの調整体制を強化するため、県の災害対策本部下

に設置される医療保健班や、市災害対策本部（市民健康部）において、 被災地の医療ニーズを適切に把握

し、県知事が委嘱する県災害医療コーディネーターや地域災害医療コーディネーターと連携して医療チームの

派遣調整業務等のコーディネートを行うものとする。 

 

（救護班の移動等） 

第７条 救護班は、現地までの移動、関係機関との連絡、生活手段等について、原則として、自ら確保しながら継

続した活動を行うものとする。ただし、現地までの移動が困難な場合は、甲が必要な対応を行うものとする。 

 

（医薬品、医療資器材等） 

第８条 救護班は、原則として甲が調達する医薬品、医療資器材等を使用するものとする。ただし、緊急の場合に

は、救護班が携行したものを使用できるものとする。 
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２ 救護班が使用する医薬品、医療資器材等の補給及び輸送は、原則として甲が行うものとする。 

 

（医療費） 

第９条 救護所等における医療費は、患者に対して請求しないものとする。 

２ 救護所等以外の後方収容医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。ただし、災害救助法(昭和

22年法律第118号)が適用された場合は、同法の定めるところによる。 

 

（費用弁償等） 

第10条 第２条の規定に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次に掲げる経費は、甲が負担するも

のとする。 

（１） 救護班等の派遣に要する人件費及び諸経費 

（２） 救護班等が携行した医薬品、医療資器材等を使用した場合の実費 

（３） 救護班等の班員等が活動において負傷、疾病、傷害又は死亡した場合の扶助費 

（４） 前3号に該当しない費用であって、この協定を実施するために必要な経費 

 

（紛争の処理） 

第11条 この協定に基づき実施した医療救護活動等に関し、第三者との間で紛争が生じた場合は、甲乙協力して処

理及び解決に当たるものとする。 

２ 前項の場合において、医療従事者等が第三者から損害賠償の訴えを提起されたときは、甲は乙と協議しその解

決に向けて協力するものとする。この場合において、甲が裁判の判決等に基づき当該訴えに係る損害の賠償を

したときは、甲は、医療従事者等に故意又は重大な過失がない限り、乙又は当該医療従事者等に対して求償し

ないものとする。 

 

（研修及び訓練） 

第12条 乙は、医療救護活動等に関する研修に努めるとともに、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓

練に可能な限り参加するものとする。 

２ 前項の規定による費用支弁等については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

 

（実施細目） 

第13条 この協定に定めるもののほか，この協定を実施するために必要な事項は別に定めるものとする。 

 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

（有効期間） 

第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の

１ヶ月前までに甲、乙いずれからも何らの意思表示がないときは、期間満了日の翌日から起算して１年間この

協定を更新するものとし、以後も同様とする。 

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名のうえ、各自その1通を保有するものとする。 

 

令和７年３月21日 

 

（甲）長崎市魚の町4-1 

長崎市 

代表者 長崎市長 鈴木 史朗 

 

（乙）長崎市栄町2-22 

一般社団法人 長崎市医師会 

                       代表者 会長 松元 定次 
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長崎市(以下「甲」という。)と一般社団法人長崎市薬剤師会(以下「乙」という。)は、大規模な災害が発生した

場合の医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。  
 
(趣旨)  

第１条 この協定は、長崎市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動について、

甲と乙が連携して対処するための必要事項を定める。  
 

(薬剤師会災害救護班の要請及び派遣)  

第２条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、薬剤師会災害救護班

（以下「救護班」という。）の派遣を要請できるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は救護班を編成し、被災現場又は甲が開設する救護所等に派

遣できるものとする。 

３ 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲による要請を待つことができないと判断したときは、前項の規定にか

かわらず救護班を派遣できるものとする。 

４ 乙は、前項の規定により救護班の派遣を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。 
 

(災害医療救護等活動計画の策定) 

第３条 乙は、この協定に基づく医療救護活動を実施するため、あらかじめ次の事項を記載した災害医療救護等活動

計画を策定しておくものとする。 

（１） 医療救護等組織及び指揮命令系統 

（２） 各医療救護等組織の業務 

（３） 医療救護等活動の実施方法 

ア 災害状況の把握方法、連絡体制、具体的応援要請及び出動指令方法 

イ 携行する医薬品、医療資器材等の内容 

ウ その他必要な事項 
 

(救護所及び災害協力病院)  

第４条 救護所は、甲が、災害の状況に応じて、市立診療所のほか、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、日

本赤十字社等の協力を得て、病院、学校、公民館等の安全な場所に開設するものとする。 

２ 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めたときは、被災地周辺の災害協力病院に救護所

の設置を要請するものとする。  
 

(救護班の業務)  

第５条 救護班の業務は、次のとおりとする。  

（１） 被災現場及び救護所等での負傷者等に対する調剤、服薬指導及び薬事相談 

（２） 被災現場及び救護所等における医薬品の仕分け、管理 

（３） 各避難所における巡回、衛生管理及び一般医薬品の配布 

（４） その他医療救護を実施するうえで必要な措置 

(指揮命令及び連絡調整)  

第６条 災害時における医療救護等活動の要請又は連絡調整は、別図１のとおりとする。 

２ 甲と乙は、災害時に、被災地に派遣される様々な医療チームの調整体制を強化するため、県の災害対策本部下

に設置される医療保健班や、市災害対策本部（市民健康部）において、 被災地の医療ニーズを適切に把握し、

県知事が委嘱する県災害薬事コーディネーターや地域災害医療コーディネーターと連携して医療チームの派遣

調整業務等のコーディネートを行うものとする。 

３ 医療ボランティア等の薬剤師については、甲の調整により救護所等へ配置し、医療体制の充実を図るものとす

る。 
 
(救護班の移動等)  

第７条 救護班は、現地までの移動、関係機関との連絡、生活手段等について、原則として、自ら確保しながら継続

した活動を行うものとする。ただし、現地までの移動が困難な場合は、甲が必要な対応を行うものとする。 
 

(医薬品、医療資器材等)  

第８条 救護班は、原則として甲が調達する医薬品、医療資器材等を使用するものとする。ただし、緊急の場合には、

救護班が携行したものを使用できるものとする。 

２ 救護班が使用する医薬品、医療資器材等の補給及び輸送は、原則として甲が行うものとする。 
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(調剤費)  

第９条 救護所における調剤費は、患者に対して請求しないものとする。 

２ 救護所等以外の後方収容医療施設における調剤費は、原則として患者負担とする。ただし、災害救助法(昭和

22年法律第118号)が適用された場合は、同法の定めるところによる。 
 

(費用弁償等)  

第10条 第2条の規定に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次に掲げる経費は、甲が負担するもの

とする。 

（１） 救護班等の派遣に要する人件費及び諸経費 

（２） 救護班等が携行した医薬品、医療資器材等を使用した場合の実費 

（３） 救護班等の班員等が活動において負傷、疾病、傷害又は死亡した場合の扶助費 

（４） 前3号に該当しない費用であって、この協定を実施するために必要な経費 
 
(紛争の処理)  

第11条 この協定に基づき実施した医療救護活動等に関し、第三者との間で紛争が生じた場合は、甲乙協力して処理

及び解決に当たるものとする。 

２ 前項の場合において、薬剤師等が第三者から損害賠償の訴えを提起されたときは、甲は乙と協議しその解決に

向けて協力するものとする。この場合において、甲が裁判の判決等に基づき当該訴えに係る損害の賠償をした

ときは、甲は、薬剤師等に故意又は重大な過失がない限り、乙又は当該薬剤師等に対して求償しないものとす

る。 

 

(研修及び訓練)  

第12条 乙は、医療救護活動等に関する研修に努めるとともに、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練

に可能な限り参加するものとする。 

２ 前項の規定による費用支弁等については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 
 

(実施細目)  

第13条 この協定に定めるもののほか，この協定を実施するために必要な事項は別に定めるものとする。 
 

(協議)  

第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるもの

とする。 
 

(有効期間)  

第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の1

ヶ月前までに甲、乙いずれからも何らの意思表示がないときは、期間満了日の翌日から起算して1年間この協定

を更新するものとし、以後も同様とする。  

 

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名のうえ、各自その1通を保有するものとす

る。 

 

令和  年  月  日 

（甲）長崎市魚の町4-1 

長崎市 

代表者 長崎市長 鈴木 史朗 

 

（乙）長崎市茂里町3-18 

一般社団法人 長崎市薬剤師会 

代表者 会長 上田 展也 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

 

長崎市水防計画 





１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐1 

 

１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 ⑴ 河 川 
ア 二級河川 （各総合事務所） 

番 
 
 

号 

水 防 
 

管 理 
 

団体名 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 延長 
(ｍ) 

1 長崎市 浦 上 川 浦 上 川 
右 三ツ山町970番8地先 ～ 海 7,030 溢 水 積 土 Ａ600 Ｂ１ 

左 川平町125番16地先 ～ 海 7,030 決 壊 俵 工 Ｃ4,000 

2 〃 〃 城 山 川 
右 花園町2400番3地先 ～ 浦上川合流点 970 

〃 〃 
Ａ300    

左 金堀町422番地先 ～ 浦上川合流点 970 Ｃ900    

3 〃 〃 大井手川 
右 滑石４丁目494番2地先 ～ 

浦上水源地上流蓬来橋 
1,250 

〃 〃 
Ａ80    

左 滑石４丁目1592番1地先 ～ 
浦上水源地上流蓬来橋 

1,250 Ｃ1,600 

4 〃 〃 三 川 川 
右 三川町327番1地先～浦上川合流点 2,600 

〃 〃 
Ａ200 

左 三川町453番地先～浦上川合流点 2,600 Ｃ2,000 

5 〃 中 島 川 中 島 川 
右 本河内町2688番～海 3,200 

〃 〃 
Ａ4,900 

左 本河内町市営アパート裏～海 3,200 Ｃ5,000 

6 〃 〃 西 山 川 
右 

西山三丁目（高部浄水場跡）～ 
中島川合流点 

2,000 
〃 〃 

Ａ180 

左 片淵五丁目22番地先 ～ 中島川合流点 2,000 Ｃ900 

7 〃 八 郎 川 八 郎 川 
右 古賀町2472番地先 ～ 海 4,000 

〃 〃 
Ａ800 Ｂ10 

左 古賀町404番地先 ～ 海 4,000 Ｃ4,500 

8 〃 〃 中 尾 川 
右 田中町3693番地先 ～ 八郎川合流点 2,200 

〃 〃 
Ａ150 Ｂ５ 

左 田中町2675番1地先 ～ 八郎川合流点 2,200 Ｃ2,800 

9 〃 〃 現 川 川 
右 現川町3051番地先 ～ 八郎川合流点 500 

〃 〃 
Ａ60 Ｂ２ 

左 現川町1918番地先 ～ 八郎川合流点 500 Ｃ200 

10 〃 〃 千間田川 
右 平間町1015番地先 ～ 八郎川合流点 100 

〃 〃 
Ａ５ Ｂ１ 

左 平間町1202番ィ地先 ～ 八郎川合流点 100 Ｃ100 

11 〃 〃 間の瀬川 
右 平間町1807番地先 ～ 八郎川合流点 1,800 

〃 〃 
Ａ４ Ｂ10 

左 平間町2360番地先 ～ 八郎川合流点 1,800 Ｃ300 

12 〃 〃 松 原 川 
右 松原町1935番地先 ～ 八郎川合流点 300 

〃 〃 
Ａ１ Ｂ10 

左 松原町1934番地先 ～ 八郎川合流点 300 Ｃ300 

13 〃 〃 正 念 川 
右 古賀町1689番地先 ～ 八郎川合流点 1,400 

〃 〃 
Ａ１ Ｂ６ 

左 古賀町1653番3地先 ～ 八郎川合流点 1,400 Ｃ500 

14 〃 〃 平古場川 
右 中里町1770番地先 ～ 八郎川合流点 1,550 

〃 〃 
Ａ70 Ｂ６ 

左 中里町1789番地先 ～ 八郎川合流点 1,550 
Ｃ2,000 

 

 

 

 

 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐2 

 

  

番 
 
 

号 

水 防 
 

管 理 
 

団体名 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 
延長 
(ｍ) 

15 長崎市 若 菜 川 若 菜 川 
右 早坂町1420番地先 ～ 海 3,810 溢 水 積 土 Ａ420 Ｂ12 

左 早坂町1423番地先 ～ 海 3,810 決 壊 俵 工 Ｃ2,000 

16 〃 〃 川 平 川 
右 茂木町1251番地先 ～ 若菜川合流点 280 

〃 〃 
Ａ３ Ｂ２ 

左 茂木町499番地先 ～ 若菜川合流点 280 Ｃ200 

17 〃 日 見 川 日 見 川 
右 界町423番地先 ～ 海 1,750 

〃 〃 
Ａ110 

左 芒塚町199番地先 ～ 海 1,750 Ｃ2,400 

18 〃 戸 石 川 戸 石 川 
右 戸石町862番1地先 ～ 海 700 

〃 〃 
Ａ20 Ｂ10 

左 戸石町1302番1地先 ～ 海 700 Ｃ400 

19 〃 大 浦 川 大 浦 川 
右 大浜町1531番地先 ～ 海 300 

〃 〃 
Ａ300 Ｂ0.5 

左 大浜町59番地先 ～ 海 300 Ｃ400 

20 〃 小 江 川 小 江 川 
右 小江町1405番地先 ～ 海 1,700 

〃 〃 
Ａ16 Ｂ４ 

左 小江町1529番地先 ～ 海 1,700 Ｃ1,200 

21 〃 手 熊 川 手 熊 川 
右 上浦町475番1地先 ～ 海 1,000 

〃 〃 
Ａ55 Ｂ18 

左 上浦町99番1地先 ～ 海 1,000 Ｃ700 

22 〃 式 見 川 式 見 川 
右 園田町749番地先 ～ 海 1,500 

〃 〃 
Ａ190 Ｂ４ 

左 園田町90番地先 ～ 海 1,500 Ｃ800 

23 〃 多以良川 二 股 川 
右 

鳴見町（鳴見ダム下流）～ 
二級河川多以良川合流点まで 

1,100 
〃 〃 

Ａ40 Ｂ0.1 

左 
鳴見町（鳴見ダム下流）～ 

二級河川多以良川合流点まで 
1,100 Ｃ500 

24 〃 〃 多以良川 
右 多以良町560番地先 ～ 海 1,200 

〃 〃 
Ａ８ Ｂ３ 

左 第一多以良橋下流 ～ 海 1,200 Ｃ500 

25 〃 千 々 川 千 々 川 
右 千々町1278番地 ～ 海 620 

〃 〃 
Ａ２ Ｂ0.1 

左 千々町644番地 ～ 海 620 Ｃ150 

26 〃 三 重 川 三 重 川 
右 松崎町167番1地先 ～ 海 1,100 

〃 〃 
Ａ40 Ｂ15 

左 三京町2565番地先 ～ 海 1,100 Ｃ800 

27 〃 鹿 尾 川 鹿 尾 川 
右 

上戸町323番地先 ～ 新戸町612番地先 
古道町～海 

3,000 
〃 
〃 

〃 
〃 

Ａ7,350Ｂ４ 

左 
上戸町（かみのさき橋） ～ 新戸町612番地先 
三和町～海 

3,000 Ｃ3,000 

28 〃 江 川 川 江 川 川 
右 竿浦町90番地先 ～ 平瀬町190番2地先 2,230 

〃 
 

〃 
 

Ａ70 Ｂ２ 

左 竿浦町92番地先 ～ 末石町456番1地先 2,230 Ｃ2,300 

29 〃 〃 落 矢 川 
右 江川町267番地先 ～ 江川川合流点 600 

〃 
 

〃 
 

Ａ40 

左 江川町84番地先 ～ 江川川合流点 600 Ｃ450 

 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐3 

 

番 
 
 

号 

水 防 
 

管 理 
 

団体名 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 
延長 
(ｍ) 

30 長崎市 黒 浜 川 黒 浜 川 
右 黒浜町字永田611番地1 ～ 海 600 溢 水 積 土 Ａ10 Ｂ４ 

左 黒浜町字永田611番地1 ～ 海 600 決 壊 俵 工 Ｃ400 

31 〃 江 川 江 川 
右 高浜町浦の迫3457番地先 ～ 海 1,430 溢 水 〃 Ａ79 Ｂ9.6 

左 高浜町字能ヶ平3533番地先 ～ 海 1,430   Ｃ1,300 

32 〃 〃 新 江 川 
右 高浜町字上前鼻1472番4地先 

～ 江川合流点 
105 〃 〃 Ａ84 Ｂ80 

左 高浜町字上前鼻1472番3地先 
～ 江川合流点 

105   Ｃ1,200 

33 〃 大 川 大 川 
右 布巻合流点 ～ 海 1,500 

溢 水 
決 壊 

〃 
Ａ26 Ｂ２ 

左 布巻合流点 ～ 海 1,500 Ｃ900 

34 〃 蚊焼大川 蚊焼大川 
右 蚊焼町字浦3682番1地先 ～ 海 910 

〃 
 〃 

Ａ80 Ｂ３ 

左 蚊焼町字浦3681番2地先 ～ 海 910 Ｃ400 

35 〃 宮 崎 川 宮 崎 川 
右 川原町字渡口 ～ 海 2,100 〃 

〃 
Ａ17 Ｂ６ 

左 川原町字渡口 ～ 海 2,100  Ｃ1,600 

36 〃 出 津 川 出 津 川 
右 新牧野町675番2地先 ～ 海 2,770 

〃 〃 
Ａ10 Ｂ１ 

左 新牧野町1022番2地先 ～ 海 2,770 Ｃ300 

37 〃 神 浦 川 神 浦 川 
右 神浦下大中尾町字以田の尾 ～ 海 2,400 

〃 〃 
Ａ472 Ｂ35 

左 新牧野町字大入口 ～ 海 2,400 Ｃ1,900 

38 〃 川 下 川 川 下 川 
右 永田町2789番2地先 ～ 海 1,113 

溢 水 〃 
Ａ23 Ｂ12 

左 永田町2790番1地先 ～ 海 1,113 Ｃ565 

39 〃 西 海 川 西 海 川 
右 西海町平床1071番1地先 ～ 海 3,200 

溢 水 
決 壊 

〃 
Ａ20 Ｂ20 

左 西海町熊ヶ倉790番地先 ～ 海 3,200 Ｃ900 

40 〃 〃 谷 口 川 
右 西海町字畝刈川内2581番1地先 

～ 西海川合流点 
2,500 

〃 〃 
   Ｂ6 

左 西海町字重岩尻2493番地先 
～ 西海川合流点 

2,500 Ｃ250 

41 〃 戸 根 川 戸 根 川 
右 琴海戸根町字幕掛2916番1地先 ～ 海 480 

〃 
 

〃 
Ａ12 Ｂ4 

左 琴海戸根町字潟田805番1地先 ～ 海 480 Ｃ300 

42 〃 手 崎 川 手 崎 川 
右 長浦町字山口谷1556番地先 ～ 海 2,590 〃 

〃 
Ａ5 Ｂ10 

左 長浦町字岩瀬戸1525番9地先～ 海 2,590  Ｃ1,200 

43 〃 大 江 川 大 江 川 
右 形上大江橋～ 海 200 

〃 〃 
Ａ7 

左 形上大江橋～ 海 200 Ｃ50 

44 〃 村 松 川 村 松 川 
右 琴海村松町1764番地先 ～ 海 1,550 

〃 〃 
Ａ196 Ｂ17.6 

左 琴海村松町1780番地先 ～ 海 1,550 Ｃ150 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐4 

 

イ 準用河川 （各総合事務所） 

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 
延長 
(ｍ) 

1 江 川 大 野 川 
右 高浜町字南毛首489番地先～江川合流点 720 溢 水 積 土 Ａ43 Ｂ2.2 

左 高浜町松山491番ハ地先～  〃 720 決 壊 俵 工 Ｃ450 

2 江 川 田 郷 川 
右 高浜町字曽段田2078番ロ地先 

～大野川合流点 
520 

〃 〃 
Ａ10 Ｂ0.4 

左 
高浜町東長野1978番地先 

～大野川合流点 520 Ｃ310 

3 浜 田 川 浜 田 川 
右 高浜町字下拂4641番地先～海 450 

〃 〃 
Ａ19 B1.2 

左 高浜町字下拂4636番地先～海 450 Ｃ370 

4 深 浦 川 深 浦 川 
右 野母町字山ノ神下299番地先～海 560 

溢 水 〃 
Ａ43 Ｂ0.2 

左 野母町香仏194番地先～海 560 Ｃ200 

5 水 ノ 浦 川 水 ノ 浦 川 

右 
野母崎樺島町字岩瀬戸1518番３地先 

～野母崎樺島町字西眞浦1095番３地先 
270 

溢 水 
決 壊 〃 

Ａ42 

左 野母崎樺島町字岩瀬戸1526番６地先 
～野母崎樺島町水ノ浦1640番６地先 

270 Ｃ550 

6 蚊 焼 大 川 宮 川 

右 
蚊焼町字庚甲ノ元1960番５地先 

～蚊焼町字庚甲ノ元1974番２地先 
160 

〃 〃 

Ａ11 Ｂ0.2 

左 蚊焼町字庚甲ノ元1981番２地先 
～蚊焼町字庚甲ノ元1975番１地先 

160 Ｃ50 

7 四 戸 ノ 川 四 戸 ノ 川 

右 琴海形上町1702-1～琴海形上町1743-1 320 

溢 水 
積土 
のう工 

Ｂ2.2 

左 琴海形上町2190-3～琴海形上町1776-1 320 
Ｃ500 

8 大 川 久 良 川 

右 布巻町1395-2～布巻町1237-4 140 

溢 水 
積土 
のう工 

Ｂ0.1 

左 布巻町1393-2～布巻町1489-3 140  

9 宮 崎 川 小 崎 川 

右 川原町1477-3～川原町2211-2 390 

溢 水 積土 
のう工 

Ｂ0.45 

左 川原町2146-1～川原町2245-2 390 Ｃ780 

10 金 取 川 金 取 川 

右 宮崎町1769-1～宮崎町1809-1 60 

溢 水 
積土 
のう工 

Ｂ0.1 

左 宮崎町1769-7～宮崎町1767 60  

11 川 原 古 川 川 原 古 川 

右 川原町1981-8～川原町1981-7 50 
溢 水 
決 壊 

積土 
のう工 

Ｃ50 

左 川原町348-1～川原町346-2 50  

12 松 尾 川 松 尾 川 

右 脇岬町635-2～脇岬町695-3 80 
溢 水 
決 壊 

積土 
のう工 

Ｂ0.6 

左 脇岬町632-6～脇岬町692-10 80  



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐5 

 

ウ 都市下水路 （各総合事務所） 

番 
 

号 

水系名 都市下水路 

重 要 水 防 区 域 予想される 
 
 

事   態 

対 策 水 
 
 

防 工 法 区   域 延長 
(ｍ) 

1 
大 浦 

下 水 路 
大 浦 石 橋 ～ 海 400 溢  水 積土俵工 

2 
江 の 浦 

下 水 路 
江 の 浦 江の浦町２番 ～ 旭橋 200 〃 〃 

 

エ 普通河川 （各総合事務所） 

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 延長 
(ｍ) 

1 三 重 川 三 重 川 
右 三京町～三重川合流点 1,500 溢 水 積 土 Ａ６ Ｂ0.5 

左  〃 ～   〃 1,500 決 壊 俵 工 Ｃ400 

2 〃 門 田 川 
右 三重町～三重川合流点 100 

〃 〃 
Ａ90 

左  〃 ～   〃 100 Ｃ130 

3 樫 山 川 杉 谷 川 
右 三重田町～樫山川合流点 500 

〃 〃 
Ａ３ Ｂ0.5 

左   〃  ～  〃 500 Ｃ200 

4 多 以 良 川 鳴 見 川 
右 鳴見町～多以良川合流点 100 

〃 〃 
Ａ４ 

左  〃 ～    〃 100 Ｃ50 

5 手 熊 川 上 浦 川 
右 上浦町～手熊川合流点 100 

〃 〃 
Ａ３ Ｂ0.2 

左  〃 ～  〃 100 Ｃ200 

6 小 江 川 小 江 川 
右 小江原町～小江川合流点 1,000 

〃 〃 
Ａ６ 

左   〃  ～   〃 1,000 Ｃ230 

7 丸 山 川 丸 山 川 
右 神の島２丁目～海 20 

〃 〃 
Ａ４ 

左    〃   ～〃 20 Ｃ120 

8 立 神 川 西 立 神 川 
右 西立神町～立神川合流点 80 

〃 〃 
Ａ９ 

左   〃  ～   〃 80 Ｃ50 

9 
飽 の 浦 

都市下水路 
本 山 川 

右 塩浜町～塩浜川合流点 100 
〃 〃 

Ａ10  

左  〃 ～   〃 100 Ｃ40 

10 
飽 の 浦 

都市下水路 
宇 土 平 川 

右 秋月町～飽の浦川合流点 50 
〃 〃 

Ａ10 

左  〃 ～   〃 50 Ｃ70 

11 〃 飽 の 浦 川 
右 秋月町～飽の浦都市下水路合流点 100 

〃 〃 
Ａ15 

左  〃 ～     〃 100 Ｃ100 

12 〃 秋 月 川 
右 秋月町～飽の浦川合流点 80 

〃 〃 
Ａ10 

左  〃 ～   〃 80 Ｃ10 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐6 

 

  

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 
延長 
(ｍ) 

13 
江の浦都市

下 水 路 
江 の 浦 川 

右 江の浦町～江の浦都市下水路合流点 100 溢 水 積 土 Ａ12 

左   〃  ～     〃 100 決 壊 俵 工 Ｃ100 

14 浦 上 川 淵 川 川 
右 淵町～浦上川合流点 100 

〃 〃 
Ａ２ 

左  〃 ～   〃 100  

15 〃 春 木 川 
右 春木町～浦上川合流点 200 

〃 〃 
Ａ20 

左  〃 ～   〃 200  

16 〃 立 岩 川 
右 立岩町～城山川合流点 150 

〃 〃 
Ａ15 

左  〃 ～   〃 150 Ｃ150 

17 〃 青 山 川 
右 青山町～城山川合流点 70 

〃 〃 
Ａ５ 

左  〃 ～   〃 70 Ｃ70 

18 〃 杉 谷 川 
右 西町～西町都市下水路合流点 100 

〃 〃 
Ａ10 

左  〃 ～     〃 100 Ｃ100 

19 〃 浦 上 川 
右 畦別当町～浦上川終点 250 

〃 〃 
Ａ２ 

左   〃  ～  〃 250 Ｃ100 

20 〃 江 平 川 
右 江平町～江平都市下水路合流点 100 

〃 〃 
Ａ３ Ｂ0.2 

左  〃 ～    〃 100 Ｃ30 

21 〃 呑 田 川 
右 江平川～江平川合流点 130 

〃 〃 
Ａ５Ｂ0.3 

左  〃 ～   〃 130 Ｃ50 

22  穴 弘 法 川 
右 江平町～江平都市下水路合流点 100 

〃 〃 
Ａ３ Ｂ0.1  

左  〃 ～     〃 100 Ｃ100 

23 〃 長 尾 川 
右 坂本町～坂本町圧力管呑み口 200 

〃 〃 
Ａ４  

左  〃 ～    〃 200 Ｃ30 

24 〃 山 川 川 
右 坂本町～岩川町 100 

〃 〃 
Ａ８ 

左  〃 ～ 〃 100 Ｃ100 

25 〃 宝 川 
右 浜平川～浦上川合流点 100 

〃 〃 
Ａ15 

左  〃 ～   〃 100 Ｃ100 

26 〃 馬 込 川 
右 御船蔵町～浦上川合流点 300 

〃 〃 
Ａ10 

左   〃  ～   〃 300 Ｃ300 

27 浪 の 平 川 浪 の 平 川 
右 東琴平１丁目～海  300 

〃 〃 
Ａ50 Ｂ0.1 

左   〃    ～〃 300 Ｃ120 

28 山 口 川 山 口 川 
右 深堀町４丁目～海 200 

〃 〃 
Ａ12 

左   〃  ～〃 200 Ｃ100 

29 
大 浦 都 市 

下 水 路 
八 景 川 

右 八景町～星取川合流点 80 
〃 〃 

Ａ５ 

左  〃 ～   〃 80 Ｃ80 

30 〃 上 田 川 
右 上田町～大浦都市下水路合流点 100 〃 

 
〃 
 

Ａ20 

左  〃 ～    〃 100 Ｃ100 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐7 

 

 

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 延長 
(ｍ) 

31 中 島 川 
中 小 島 

１ 丁 目 川 

右 中小島１丁目～上小島１丁目 200 溢 水 積 土 Ａ15 

左    〃   ～  〃 200 決 壊 俵 工 Ｃ20 

32 〃 
上 小 島 

２ 丁 目 川 

右 上小島２丁目～銅座川合流点 150 
〃 〃 

Ａ25 

左   〃   ～   〃 150 Ｃ20 

33 〃 上 鳴 川 
右 上小島３丁目～銅座川合流点 150 

〃 〃 
Ａ20 

左   〃   ～   〃 150 Ｃ70 

34 〃 高 平 川 
右 高平町～銅座川合流点 250 

〃 〃 
Ａ25 

左  〃 ～   〃 250 Ｃ20 

35 〃 玉 木 川 
右 高平町～銅座川合流点 200 

〃 〃 
Ａ20 

左  〃 ～   〃 200 Ｃ150 

36 〃 愛 宕 川 
右 愛宕４丁目～銅座川合流点 200 

〃 〃 
Ａ25 

左   〃  ～   〃 200 Ｃ200 

37 〃 白 木 川 
右 白木町～銅座川合流点 130 

〃 〃 
Ａ15 

左  〃 ～   〃 130 Ｃ70 

38 〃 銅 座 川 
右 八ツ尾町～中島川合流点 3,000 

〃 〃 
Ａ400 

左   〃  ～   〃 3,000 Ｃ2,050 

39 〃 シシトキ川 
右 麹屋町～銅座川合流点 400 

〃 〃 
Ａ45 

左  〃 ～   〃 400 Ｃ190 

40 〃 矢 の 平 川 
右 矢の平４丁目～中島川合流点 950 

〃 〃 
Ａ65 

左    〃  ～   〃 950 Ｃ190 

41 〃 網 切 川 
右 本河内町～本河内低部貯水池 100 

〃 〃 
Ａ５ 

左   〃  ～  〃 100 Ｃ50 

42 〃 上 林 谷 川 
右 本河内町～本河内低部貯水池 200 

〃 〃 
Ａ25 

左   〃  ～  〃 200 Ｃ40 

43 〃 上 谷 川 ⑴ 
右 本河内町～本河内高部貯水池 200 

〃 〃 
Ａ25 

左   〃  ～  〃 200 Ｃ90 

44 〃 上 谷 川 ⑵ 
右 本河内町～本河内高部貯水池 150 

〃 〃 
Ａ５ 

左   〃  ～  〃 150 Ｃ30 

45 〃 樽 角 川 
右 鳴滝１丁目～鳴滝都市下水路合流点 250 

〃 〃 
Ａ18 

左   〃  ～  〃 250 Ｃ160 

46 〃 小 川 川 
右 西山１丁目～西山川合流点 200 

〃 〃 
Ａ10 

左   〃  ～   〃 200 Ｃ200 

47 〃 水 の 平 川 
右 西山３丁目～西山川合流点 300 

〃 〃 
Ａ10 

左   〃  ～   〃 300 Ｃ30 

48 〃 西 山 川 
右 西山４丁目～西山水源地 200 

〃 〃 
Ａ５ 

左   〃  ～  〃 200 Ｃ10 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐8 

 

 

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 延長 
(ｍ) 

49 中 島 川 乱 林 川 
右 木場町～西山木場川合流点 350 溢 水 積 土 Ａ10 

左  〃 ～   〃 350 決 壊 俵 工 Ｃ100 

50 〃 一 ノ 坂 川 
右 木場町～西山木場川合流点 400 

〃 〃 
Ａ７ Ｂ0.8 

左  〃 ～   〃 400 Ｃ50 

51 〃 
西 山 町 

３ 丁 目 川 

右 西山３丁目～西山川合流点 140 
〃 〃 

Ａ20 

左   〃  ～   〃 140 Ｃ100 

52 若 菜 川 河 内 川 
右 茂木町～若菜川合流点 550 

〃 〃 
Ａ75 

左  〃 ～   〃 550 Ｃ280 

53 〃 滑 川 川 
右 茂木町～川平川合流点 50 

〃 〃 
 

左  〃 ～   〃 50 Ｃ15 

54 〃 茂木川平川 
右 川平橋～川平川合流点 80 

〃 〃 
Ａ１ B0.1 

左  〃 ～   〃 80  

55  早 坂 川 
右 田手原町～若菜川合流点 600 

〃 〃 
Ａ３ B18.3 

左  〃 ～   〃 600 Ｃ４ 

56 〃 田手原川⑴ 
右 田手原町～早坂川合流点 100 

〃 〃 
Ａ５ 

左   〃  ～  〃 100 Ｃ25 

57 〃 田手原川⑵ 
右 田手原町～早坂川合流点 50 

〃 〃 
 

左   〃  ～  〃 50 Ｃ50 

58 飯 香 浦 川 石 垣 川 
右 飯香浦町～飯香浦川合流点 400 

〃 〃 
Ａ７ B1.7 

左   〃  ～   〃 400 Ｃ210 

59 太 田 尾 川 山川河内川 
右 太田尾町～太田尾川 150 

〃 〃 
Ａ５ 

左   〃  ～ 〃 150 Ｃ100 

60 〃 太 田 尾 川 
右 太田尾町山川河内橋～海 640 

〃 〃 
Ｂ2.0 

左   〃  ～ 〃 640  

61 小 迫 川 小 迫 川 
右 千々町～海 100 

〃 〃 
Ａ３ B0.2 

左  〃 ～〃 100  

62 元 木 場 川 元 木 場 川 
右 北浦町～海 200 

〃 〃 
Ａ８ 

左  〃 ～〃 200 Ｃ200 

63 戸 ケ 瀬 川 戸 ケ 瀬 川 
右 牧島町～海 200 

〃 〃 
Ａ10 

左  〃 ～〃 200  

64 宮 摺 川 宮 摺 川 
右 宮摺町～海 400 

〃 〃 
 

左  〃 ～〃 400 Ｃ400 

65 相 川 川 相 川 川 
右 見崎町～準用河川相川川 500 

〃 〃 
Ａ30 B1.0 

左 相川町～   〃    500 Ｃ800 

66 八 郎 川 現 川 川 
右 現川町～二級河川現川川上流端 500 

〃 〃 
Ａ２ B0.5 

左  〃 ～    〃 500 D400 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐9 

 

 

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 延長 
(ｍ) 

67 日 見 川 芒 塚 川 

右 芒塚町～二級河川日見川合流点 200 溢 水 積 土 Ａ12 

左  〃 ～    〃 200 決 壊 俵 工 Ｃ70 

68 大 浦 川 
大 浦 川 

⑴ 

右 大浜町～二級河川大浦川合流点 300 
〃 〃 

Ａ２ 

左  〃 ～    〃 300  

69 〃 
大 浦 川 

⑵ 

右 大浜町～大浦川⑴合流点 350 
〃 〃 

Ａ３ 

左  〃 ～   〃 350  

70 鹿 の 尾 川 
上 戸 町 

４ 丁 目 川 

右 星取２丁目～小ヶ倉水源地上流 210 
〃 〃 

Ａ２ 

左   〃  ～   〃 210 Ｂ0.1 

71 丹 馬 川 丹 馬 川 
右 香焼町丹馬～海 600 

〃 〃 
Ａ110 B42 

左   〃  ～   〃 600 Ｃ850 

72 真 浦 川 真 浦 川 

右 
野母崎樺島町字ヘボノキ582番３地先
～野母崎樺島町字儀長濱459番３地先 420 

〃 〃 

Ａ42 B0.2 

左 
〃 
〃 

420 Ｃ420 

73 西 海 川 長 佐 古 川 
右 西海町1427～西海川合流点 200 

〃 〃 
Ａ３ 

左   〃  ～  〃 200 Ｂ0.1 

74 村 松 川 西海村松川 

右 琴海村松町737～二級河川村松川合流点 250 

〃 〃 

Ａ31 

左 琴海村松町736～二級河川村松川合流点 250 Ｂ1.0 

75 戸 石 川 戸 石 川 
右 川内町748-6地先～戸石町1302-6地先 1,700 

〃 〃 
Ａ20 Ｂ1.0 
Ｃ200 

左     〃  ～  〃 1,700 

76 戸 石 川 上 戸 石 川 
右 上戸石町1779-1地先～戸石川合流点 1,600 

〃 〃 
Ａ30 Ｂ0.5 
Ｃ300 左       〃  ～  〃 1,600 

77 飯 香 浦 川 飯 香 浦 川 
右 飯香浦町3778-7地先～飯香浦川3351-1地先  1,800 

〃 〃 
Ａ10 Ｂ1.0  
Ｃ300 

左      〃  ～  〃 1,800 

78 飯 香 浦 川 
飯 香 浦 川

支 川 

右 飯香浦町3737-4地先～飯香浦川合流点 400 
〃 〃 

Ａ3 Ｂ0.1 
Ｃ10  左       〃  ～  〃 400 

79 西 海 川 西 海 川 
右 西海町794-3地先～2級河川西海川合流点 330 

〃 〃 
Ａ10 Ｂ0.1 
Ｃ500 左    〃   ～   〃 330 

80 千 々 川 千 々 町 川 
右 千々町～２級河川千々川合流点 300 

〃 〃 Ａ4 Ｂ0.4 
左 千々町～２級河川千々川合流点 300 

81 三 重 川 三 重 川 
右 三京町～２級河川三重川合流点 1,700 

〃 〃 
Ｂ0.2 

左 三京町～２級河川三重川合流点 1,700 Ｃ1,000 

82 大 川 大 川 川 
右 平山町砂防ダム下～２級河川大川合流点 1,350 

〃 〃 
Ａ25 Ｂ2 

左 平山町砂防ダム下～２級河川大川合流点  1,350 Ｃ800 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐10 

 

 

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 
予 想 

 
される 

 
事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 延長 
(ｍ) 

83 浜 田 川 浜  田  川 
右 高浜町～準用河川浜田川合流点 100 

〃 〃 
Ｂ0.2 

左 高浜町～準用河川浜田川合流点 100  

84 小 ヶ 倉 川 小 ヶ 倉 川 
右 小ヶ倉町2丁目412-5～海 350 

〃 〃 
Ａ18 

左 小ヶ倉町2丁目348～海 350 Ｃ300 

85 大 平 川 大 平 川 
右 琴海大平町1160-2～海 380 

〃 〃 
Ａ1 Ｂ1.9 

Ｃ380 左 琴海大平町689-4～海 380 

86 猪 越 川 猪 越 川 
右 琴海大平町587-1～琴海大平町638-19 360 

〃 〃 
Ｂ0.8 

Ｃ360 左 琴海尾戸町3441～琴海尾戸町3408-5 360 

87 大 子 川 大 子 川 
右 琴海形上町1136～海 700 

〃 〃 
Ａ1 Ｂ2.3 

Ｃ290 左 琴海形上町1137-1～海 700 

88 川 頭 川 川 頭 川 
右 為石町1436-1～為石町1391-1 60 

〃 〃 
Ａ6 

Ｂ0.5 左 為石町1434-1～為石町1177-1 60 

89 戸 根 川 見 上 川 

右 琴海戸根町3436-2～琴海戸根町3283 250 
〃 〃 

Ａ2 

Ｂ0.3 

Ｃ200 左 琴海戸根町3445-2～琴海戸根町3255-2 250 

90 八 郎 川 千 束 野 川 

右 船石町1513～二級河川八郎川合流点 1,360 
〃 〃 

Ａ6 

Ｃ480 左 船石町1529-1～二級河川八郎川合流点 1,360 

91 
八  郎 

川 
大 迫 川 

右 中里町2022-1～二級河川平古場川合流点 450 
〃 〃 

Ａ5 

Ｂ1.0 

Ｃ130 左 中里町1873-1～二級河川平古場川合流点 450 

92 カ マ ド 川 カ マ ド 川 

右 脇岬町296-1 40 
〃 〃 

Ｂ0.2 

 左 脇岬町286-3～脇岬町287-1 40 

93 浜 田 川 風 破 木 川 

右 高浜町4407地先～準用河川浜田川合

流点 

260 

〃 〃 
Ａ１ 

Ｂ0.6 左 高浜町4406地先～準用河川浜田川合

流点 

260 

 

 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐11 

 

オ 水  路  （各総合事務所） 

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 延長 
(ｍ) 

1 
鍋 ケ 倉 

水 路 

鍋 ケ 倉 

水 路 

右 飯香浦町～飯香浦川合流点 500 溢 水 積 土 Ａ２ B0.1 

左   〃  ～   〃 500 決 壊 俵 工 Ｃ200 

2 
草 木 原 

水 路 

草 木 原 

水 路 

右 飯香浦町～飯香浦川合流点 500 
〃 〃 

Ａ４ B0.5 

左   〃  ～   〃 500 Ｃ200 

3 
御 手 水 

水 路 

御 手 水 

水 路 

右 本河内町～市道 300 
〃 〃 

Ａ10 B0.2 

左   〃  ～ 〃 300 Ｃ100 

4 尾 上 水 路 尾 上 水 路 
右 春日町～海 200 

〃 〃 
Ｂ0.2 

左  〃 ～〃 200 Ｃ50 

5 春 日 水 路 春 日 水 路 
右 春日町～海 200 

〃 〃 
Ｂ0.2 

左  〃 ～〃 200 Ｃ50 

6 大 阪 水 路 大 阪 水 路 
右 上戸石町～上戸石川合流点 300 

〃 〃 
Ａ５ B0.2 

左   〃  ～   〃 300 Ｃ100 

7 農 手 水 路 農 手 水 路 
右 松原町～市道 500 

〃 〃 
Ａ２ B0.5 

左  〃 ～ 〃 500 Ｃ200 

8 境 川 水 路 境 川 水 路 
右 松原町～間瀬川合流点 1,500 

〃 〃 
 

左  〃 ～   〃 1,500 Ｃ300 

9 八 峰 水 路 八 峰 水 路 
右 八峰～市道 150 

〃 〃 
Ｂ0.1 

左  〃 ～ 〃 150 Ｃ100 

10 間 瀬 水 路 間 瀬 水 路 
右 間瀬～間瀬川合流点 200 

〃 〃 
Ｂ0.2 

左  〃 ～  〃 200 Ｃ100 

11 矢 筈 水 路 矢 筈 水 路 
右 矢筈～中尾川合流点 500 

〃 〃 
Ａ６ B0.5 

左  〃 ～  〃 500 Ｃ100 

12 
上 奥 山 

水 路 

上 奥 山 

水 路 

右 上奥山～奥山川合流点 300 
〃 〃 

Ｂ0.3 

左  〃 ～   〃 300 Ｃ100 

13 
ト ン 坂 

水 路 

ト ン 坂 

水 路 

右 鳴滝～鳴滝川合流点 200 
〃 〃 

Ａ３ B0.2 

左  〃 ～   〃 200 Ｃ100 

14 平 尾 水 路 平 尾 水 路 
右 市道終点～200ｍ 200 

〃 〃 
Ａ２ B0.1 

左   〃  ～ 〃 200 Ｃ50 

15 上 浦 水 路 上 浦 水 路 
右 上浦町～手熊川合流点 600 

〃 〃 
Ｂ0.5 

左  〃 ～   〃 600 Ｃ100 

16 
船 の 尾 

水 路 

船 の 尾 

水 路 

右 園田町～式見ダム 400 
〃 〃 

Ｂ0.5 

左  〃 ～  〃 400 Ｃ100 

17 四 杖 水 路 四 杖 水 路 
右 四杖町～市道 300 

〃 〃 
Ｂ0.5 

左  〃 ～ 〃 300 Ｃ100 

 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐12 

 

番 
 
 

号 

水系名 河 川 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 
 

される 
 

事 態 

対 策 
 

水 防 
 

工 法 

予想される 
被害状況 

 
Ａ 家屋 戸 
Ｂ 耕地 ha 
Ｃ 道路 ｍ 
Ｄ 鉄道 ｍ 

区       域 延長 
(ｍ) 

18 
シ ジ ャ ク

水 路 

シ ジ ャ ク

水 路 

右 松崎町～普通河川 1,500 溢 水 積 土 Ｂ2.0 

左  〃 ～  〃 1,500 決 壊 俵 工 Ｃ100 

19 
三 重 田 

水 路 

三 重 田 

水 路 

右 三重田町～国道 400 
〃 〃 

Ｂ0.5 

左   〃  ～ 〃 400 Ｃ150 

20 上 座 水 路 上 座 水 路 
右 上座～二双舟川合流点 2,500 

〃 〃 
Ａ13.0 

左  〃 ～   〃 2,500 Ｃ100 

21 重 篭 水 路 重 篭 水 路 
右 重篭～重篭川合流点 1,500 

〃 〃 
Ｂ1.5 

左  〃 ～   〃 1,500 Ｃ300 

22 鳥 越 水 路 鳥 越 水 路 
右 鳥越～戸石川合流点 150 

〃 〃 
Ｂ0.5 

左  〃 ～   〃 150 Ｃ50 

23 
三 ツ 山 

水 路 

三 ツ 山 

水 路 

右 三ツ山町～普通河川 100 
〃 〃 

Ａ１ B0.3 

左   〃  ～  〃 100 Ｃ100 

24 
太 田 尾 

水 路 

太 田 尾 

水 路 

右 太田尾町～浜田川 200 
〃 〃 

Ａ１ B0.5 

左   〃  ～ 〃 200 Ｃ30 

25 平 山 水 路 平 山 水 路 
右 平山町～江川川合流点 100 

〃 〃 
Ａ４ B0.5 

左  〃 ～   〃 100  

 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐13 

 

 ⑵ 海  岸 （各総合事務所） 

番 
 
 

号 

水防管理 

 

 

団 体 名 

沿 岸 名 海 岸 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 

される

事 態 

対 策

水 防

工 法 

予 想 さ れ る 

被 害 状 況   

 Ａ 家屋 戸 

 Ｂ 耕地 ha 

 Ｃ 道路 ｍ 

管 

理 

者 区   域 
延長 

（ｍ） 

1 長 崎 市 西 彼 杵 沿 岸 大 籠 大 籠 500 決 壊 
積 土 

俵 工 

Ａ２ Ｂ１ 

Ｃ300 

県 

(河) 

2 〃 〃 香 焼 西 
尾ノ上、安保、栗ノ浦 

本 村 

1,600 

2,500 

決 壊 

〃 

〃 

〃 

Ａ60 Ｂ１ 

Ｃ1,500 

県 

(河) 

3 〃 〃 香 焼 北 栗ノ浦、辰ノ口 640 
決 壊 

溢 水 
〃 

Ａ13 

 

県 

(河) 

4 〃 〃 伊王島後 多 尾 1,000 決 壊 〃 
Ａ２ Ｂ１ 

Ｃ100 

県 

(河) 

5 〃 〃 高 島 西 高 島 西 750 
溢 水 

決 壊 
〃 

 

Ｃ700 

県 

(河) 

6 〃 〃 黒 浜 黒 浜 200 越 波 〃 
Ａ２  

Ｃ100 

県 

(河) 

7 〃 橘 湾 沿 岸 宮 摺 宮 摺 1,565 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ３ Ｂ0.8 

Ｃ1,500 

県 

(河) 

8 〃 〃 脇岬西南 脇 岬 400 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ50 

Ｃ200 

県 

(河) 

9 〃 〃 千 々 千 々 900 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ 28 Ｂ３ 

Ｃ1,200 

県 

(河) 

10 〃 〃 野 母 南 野 母 2,290 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ 29 Ｂ 

Ｃ355 

県 

(河) 

11 〃 〃 東 望 東 望 1,394 越 波 〃 
Ａ150 

Ｃ1,390 

市 

(河) 

12 〃 西 彼 杵 沿 岸 長 瀬 長 瀬 500 
溢 水 

決 壊 
〃 

Ａ２ Ｂ１ 

Ｃ100 

県 

(河) 

13 〃 〃 池 島 池 島 200 
溢 水 

決 壊 
〃 

Ａ86 

Ｃ240 

県 

(河) 

14 〃 大 村 湾 沿 岸 長 浦 長 浦 1,200 
決 壊 

溢 水 
〃 

Ａ28 Ｂ２ 

Ｃ900 

県 

(河) 

15 〃 〃 手 﨑 手 﨑 500 
決 壊 

溢 水 
〃 

Ａ7 Ｂ1 

Ｃ200 

県 

(河) 

16 〃 〃 形 上 形 上 600 
決 壊 

溢 水 
〃 

Ａ13 Ｂ10 

Ｃ600 

県 

(河) 

17 〃 〃 村 松 村 松 1,400 
決 壊 

溢 水 
〃 

Ａ25 Ｂ２ 

Ｃ1,500 

県 

(河) 

(河) 18 〃 〃 小 口 小 口 1,000 
決 壊 

溢 水 
〃 

Ａ19 Ｂ１ 

Ｃ300 

県 

(港) 

19 〃 西 彼 杵 沿 岸 土 井 首 土 井 首 1,100 
決 壊 

浸 水 
〃 

Ａ130 

Ｃ1,000  

県 

(漁) 

20 〃 橘 湾 沿 岸 戸 石 戸 石 470 
決 壊 

浸 水 
〃 

Ａ23 

Ｃ500 

県 

(漁) 
 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐14 

 

番 
 
 

号 

水防管理 

 

 

団 体 名 

沿 岸 名 海 岸 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 

される

事 態 

対 策

水 防

工 法 

予 想 さ れ る 

被 害 状 況   

 Ａ 家屋 戸 

 Ｂ 耕地 ha 

 Ｃ 道路 ｍ 

管 

理 

者 区   域 
延長 

（ｍ） 

21 長 崎 市 橘 湾 沿 岸 大 崎 鯛 崎 2,010 決 壊 
積 土 

俵 工 

Ｂ4.31 

 

県 

(農) 

22 〃 〃 宮 崎 木 場 320 決 壊 〃 Ｂ3.2 
県 

(農) 

23 〃 〃 潮 見 潮 見 334 
越 波 

浸 水 
〃 Ｂ2.5 

県 

(農) 

24 〃 大 村 湾 沿 岸 大 平 横 瀬 1,305 
越 波 

浸 水 
〃 Ｂ2.05 

県 

(農) 

25 〃 〃 〃 古 泊 1,130 〃 〃  
県 

(農) 

26 〃 〃 尾 戸 岩 津 320 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ 2 Ｂ1.0 

 

県 

(農) 

27 〃 西 彼 杵 沿 岸 蚊焼海岸 岳 路 1,300 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ１ 

Ｃ1,300 

県 

(農) 

28 〃 〃 
黒浜～以

下宿海岸 
黒浜～以下宿 2,000 

決 壊 

浸 水 
〃 

Ａ１ 

Ｃ2,000 

県 

(他) 

29 〃 〃 
古 里 ～ 

南越海岸 
古 里～南越 2,200 越 波 〃 

Ａ11 Ｂ0.3 

Ｃ2,200 

県 

(他) 

30 〃 〃 野母海岸 合 崎～北田 1,500 越 波 〃 
Ａ28 

Ｃ800 

県 

(他) 

31 〃 〃 脇岬海岸 矢 戸～松原 2,300 越 波 〃 
Ａ150 

Ｃ1,400 

県 

(他) 

32 〃 大 村 湾 沿 岸 尾 戸 名 串 2,750 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ17 Ｂ4.2 

Ｃ1,000 

県 

(農) 

33 〃 〃 戸 根 脇 崎 3,653 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ20 Ｂ5.0 

Ｃ1,400 

県 

(農) 

34 〃 橘 湾 沿 岸 年 崎 年 崎 680 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ40 Ｂ1.0 

Ｃ650 

県 

(河) 

35 〃 西 彼 杵 沿 岸 高 島 双 子 490 越 波 〃 Ｂ１ 
県 

(港) 

36 〃 大 村 湾 沿 岸 形 上 形 上 1,700 越 波 〃  
県 

(河) 

37 〃 橘 湾 沿 岸 中 の 浦 中 の 浦 60 決 壊 〃  
県 

(河) 

38 〃 西 彼 杵 沿 岸 端 島 端 島 810 決 壊 〃  
県 

(港) 

39 〃 〃 端 島 端 島 542 決 壊 〃  
県 

(河) 

40 〃 〃 出 津 漁 港 
西出津～ 

東出津 
845 

越 波 

浸 水 
〃 Ａ35 

市 

(水) 

41 〃 〃 黒 崎 漁 港 永 田 290 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ15 

Ｃ290 

市 

(水) 

 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐15 

 

番 
 
 

号 

水防管理 

 

 

団 体 名 

沿 岸 名 海 岸 名 

重 要 水 防 区 域 予 想 

される

事 態 

対 策

水 防

工 法 

予 想 さ れ る 

被 害 状 況   

 Ａ 家屋 戸 

 Ｂ 耕地 ha 

 Ｃ 道路 ｍ 

管 

理 

者 区   域 
延長 

（ｍ） 

42 長 崎 市 西 彼 杵 沿 岸 相 川 漁 港 相 川～大崎 172 
越 波 

浸 水 
〃 Ａ10 

市 

(水) 

43 〃 〃 福 田 漁 港 福 田 本 町 220 
越 波 

浸 水 

積 土 

俵 工 

Ａ15 

Ｃ220 

市 

(水) 

44 〃 〃 
福 田 漁 港 

( 小 浦 ) 
小 浦～大浜 1,127 

越 波 

浸 水 
〃 

Ａ20 

Ｃ420 

市 

(水) 

45 〃 〃 
福 田 漁 港 

(福田本町) 
福 田 本 町 259 

越 波 

浸 水 
〃 

Ａ15 

Ｃ250 

市 

(水) 

46 〃 〃 
深 堀 漁 港 

(有海地区) 
深 堀６丁目 394 

越 波 

浸 水 
〃 

Ａ15 

Ｃ300 

市 

(水) 

47 〃 〃 
深 堀 漁 港 

(戸泊地区) 
深堀1～5丁目 91 

越 波 

浸 水 
〃 

Ａ15 Ｂ0.1 

 

市 

(水) 

48 〃 〃 蚊 焼 漁 港 蚊 焼 1,011 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ60 

Ｃ580 

市 

(水) 

49 〃 橘 湾 沿 岸 為 石 漁 港 為 石 2,338 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ60 

Ｃ1,000 

市 

(水) 

50 〃 〃 網 場 漁 港 網 場 1,378 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ70 

Ｃ700 

市 

(水) 

51 〃 〃 
戸 石 漁 港 

( 里 地 区 ) 
里 地 区 462 

決 壊 

浸 水 
〃 

Ａ20 

Ｃ200 

市 

(水) 

52 〃 〃 
戸 石 漁 港 

( 中の浦地

区 ) 

牧 島 846 
決 壊 

浸 水 
〃 

Ａ10 

Ｃ100 

市 

(水) 

53 〃 〃 
戸 石 漁 港 

( 臼の浦地

区 ) 

牧 島 2,575 
決 壊 

浸 水 
〃 

Ａ20 

Ｃ600 

市 

(水) 

54 〃 〃 大 野 梶 原 3,897 決 壊 〃 Ｂ6.0 
県 

(農) 

55 〃 西 彼 杵 沿 岸 小 江 小 江 400 越 波 〃 Ｃ30 
県 

(港) 

56 〃 橘 湾 沿 岸 東 望 東 望 650 
越 波 

浸 水 
〃 

Ａ40 

Ｃ700 

県 

(港) 

57 〃 西 彼 杵 沿 岸 
伊王島港

海 岸 
伊 王 島 74 

越 波 

浸 水 
〃 

Ａ19 

Ｃ140 

県 

(港) 

58 〃 西 彼 杵 沿 岸 
長崎港海

岸 
神 ノ 島 1,549 

越 波 

浸 水 
〃 

Ａ84 

Ｃ5,500 

県 

(港) 

59 〃 橘 湾 脇岬黒瀬 黒 瀬 250 決 壊 〃  
県 

(他) 

 



１ 水害危険予想区域（重要水防区域） 

 

水防資料‐16 

 

 ⑶ 老朽溜池  （各総合事務所） 

番 
 

号 

名   称 所   在   地 

かんがい 

面  積 

   ha 

溜  池  規  模 
築 堤 後 

の 概 略 

経  過 

年  数 

堤  高 

   ｍ 

堤  長 

   ｍ 

貯 水 量 

       ｍ３ 

1 田 舎 郷 長崎市四杖町 2.5 5.0 4.5 800 不 明 

2 フ カ ヨ ケ  〃 松崎町 30.0 3.0 20.7 10,390 〃 

3 丸 山  〃 松崎町 30.0 3.0 24.0 33,650 〃 

4 裏 羽 口  〃 松崎町 30.0 5.0 32.6 47,520 〃 

5 堂 山  〃 脇岬町 9.0 6.5 66.0 11,000 〃 

6 長 迫  〃 高浜町 8.0 9.1 55.0 15,000 50 

7 神 様 堤  〃 神浦扇山町 11.0 10.0 37.0 12,400 105 

8 扇 山 新 堤  〃 神浦扇山町 11.0 6.0 55.0 39,000 105 

9 フ ロ ノ 場 堤  〃 神浦扇山町 11.0 6.0 47.0 24,000 105 

10 岳 の 堤  〃 新牧野町 1.5 7.0 31.0 4,000 不明 

11 風 明 溜 池  〃 西海町 3.0 15.0 50.0 8,280 〃 

12 岩 立 溜 池  〃 西海町 5.0 10.0 80.0 1,380 〃 

13 赤 水 溜 池  〃 琴海戸根原町 2.0 10.0 80.0 45,000 〃 

14 平 木 場 溜 池  〃 中里町 3.4 5.0 50.0 1,430 80 

 

 

 

 ⑷ 水 門 （各総合事務所） 

河川（海岸）名 水 門 （樋 門） 名 所 在 地 

形   状 

機 能 別 管 理 者 

高さ（ｍ） 幅（ｍ） 

池 田 川 河 口 川 原 大 池 樋 門 宮崎町字岡野 4.8 15.5 能力有 長崎市 

  

 

 

 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐17 

 

２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 

⑴ 土砂災害危険箇所 

ア 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域                                     （土木防災課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域については、 

[資料編 ３-10] 別紙４「土砂災害警戒区域等における避難所一覧表」を参照 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐18 

 

イ 地すべり防止区域                                                             （土木防災課） 

番 

号 

区 域 名 町名 告示年月日 
告示 
番号 

危 険 区 域 の 現 況 区 域 内 の 保 全 対 策 

面 積

(ha) 

勾 配

(度) 
地   質 

人家

(戸) 

耕 地

（ha） 

公共的建物施設

の種類及び数 

1 土 井 首 
磯道町 
三和町 

土井首町 
S36.05.17 1063号 8.90 60 

変 成 層 
雲母片岩 

272 3.80 郵便局 １ 

2 茂 木 茂木町 S38.10.11 2604号 5.08 60 〃 4 3.10  

3 手 熊 手熊町 S56.03.17 566号 3.02 35 第三紀層 20 0.43 
手熊小学校校
舎第４棟 

4 滑 石 滑石 
1丁目 

S58.03.31 927号 3.12 40 安 山 岩 58 0.21 
病院  １ 市
道1,080ｍ 

5 宮 摺 宮摺町 S58.03.31 927号 14.40 30 黒色片岩 57 9.15 
公民館 1 
市 道 810ｍ 
農 道 430ｍ 

6 大 籠 大籠町 S59.03.31 856号 21.40 27 
黒色片岩 
砂岩・礫岩 
泥 岩 

41 1.92 
市 道 320ｍ 
県 道 680ｍ 

7 大 崎 大崎町 S60.03.27 703号 6.60 21 
黒色・緑色
片 岩 

47 3.28 
市 道 454ｍ 
神社、 仏閣 1 

8 園 田 園田町 S60.03.27 703号 9.32 12 
安山岩質
疑 灰 
角、礫岩及

び 
黒色片岩 

28 3.36 
市 道 330ｍ 
公民館  1神
社、 仏閣 1 

9 畦 畦町 
三重町 

S61.03.25 807号 4.54 
20～
30 

結晶片岩 
（黒色片
岩 ） 

16 3.31 市 道 310ｍ 

10 伊 王 島 
伊王島町
1丁目 S35.03.04 313号 11.70 16 砂 岩 27 6.60 

小学校 1 中
学校 1 
県 道 240 ｍ 
市道610ｍ 

11 香 焼 香焼町 S36.05.17 1063号 9.00 17 砂 岩 135 3.44 
公民館 2 老
人ホーム 1 
市道900ｍ 

12 尼 ケ 崎 香焼町 S48.09.05 1863号 6.17 30 砂 岩 33 2.77 市道1,170ｍ 

13 丹 馬 香焼町 S51.04.13 740号 5.11 9 砂 岩 56 1.79 市道710ｍ 

14 
丹 馬 
（追加） 

香焼町 S55.04.05 818号 3.90 9 砂 岩 23 2.60 市道710ｍ 

15 田 ノ 浦 香焼町 S58.03.31 912号 6.30 13 砂 岩 58 3.28 
公民館 1 変
電所 1 
県道40ｍ 市
道250ｍ 

16 
香 焼 
（追加） 

香焼町 H14.03.25 231号 2.27 8～20 砂 岩 46 0.38 市道150ｍ 

17 以 下 宿 以下宿町 S44.03.17 598号 18.32 16 
変成層蚊
紋 岩 

12 8.67 
公民館 1 市
道2,200ｍ 

18 川 原 川原町 S36.05.17 1063号 5.33 12 交代岩類 6 3.13 
公民館 1 郵
便局 1 
県 道 455 ｍ 
市道3,760ｍ 

19 椿 が 丘 
蚊焼町、為石

町、川原町、

布巻町 
椿が丘町 

S63.03.09 633号 37.08 16 交代岩類 343 6.00 
公民館 1 保
育園 1 
市道4,730ｍ 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐19 

 

 

番 

号 

区 域 名 町名 告示年月日 
告示 
番号 

危 険 区 域 の 現 況 区 域 内 の 保 全 対 策 

面 積

(ha) 

勾 配

(度) 
地   質 

人家

(戸) 

耕 地

（ha） 

公共的建物施設

の種類及び数 

20 神 ノ 浦 
神浦 

下大中尾町 
S37.12.06 2999号 6.13 12 黒色片岩 8 5.06 

県道200ｍ 

市道200ｍ 

21 上 黒 崎 上黒崎町 H04.04.09 986号 17.50 11 黒色片岩 26 6.72 
公民館 

市道800ｍ 

22 村 松 琴海村松町 S58.03.31 927号 5.08 21 風化岩 9 2.95 国道300ｍ 

23 曽 段 田 高浜町 S36.05.17 1063号 5.89   16 4.52  

24 茂 木 茂木町 S59.03.31 856号 5.37   - 2.38  

25 曽 段 田 高浜町 H04.04.09 987号 34.8   45 15.93  

26 曽 段 田 高浜町 H25.06.25 648号 6.53 10～20 

結晶片岩、

蛇紋岩、変

ハンレイ岩 

21 1.37 公民館1 

27 
椿 が 丘 
（追加） 

蚊焼町 
布巻町 
椿が丘町 

H09.07.22 1490号 6.36   7 2.22  

28 
香 焼 
（追加） 香焼町 S56.03.17 572号 3.81   20 0.38  



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐20 

 

ウ 急傾斜地崩壊危険区域                                 （土木防災課） 

番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 
人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

1 多 以 良 多以良町 S46.02.25 140 0.67 10 施工済 

2 神 ノ 島 神ノ島町1丁目,2丁目 S47.02.18 89 4.60 130 〃 

3 籠 町 篭町,西小島1丁目 S47.04.28 263 0.60 61 〃 

4 小 瀬 戸 小瀬戸町 S48.05.15 394 9.30 170 〃 

5 磯 道 磯道町 S48.06.29 534 3.50 100 〃 

6 土 井 首 土井首町,三和町 S48.06.29 534 4.50 112 〃 

7 京 泊 京泊3丁目 S54.09.25 705 1.15 40 〃 

8 福 田 大浜町,小浦町 S56.01.20 59 1.58 34 〃 

9 西 北 西北町 S56.02.24 172 0.223 8 〃 

10 若 竹 若竹町 S56.02.24 173 0.595 8 〃 

11 木 鉢 １ 丁 目 木鉢町1丁目 S56.09.01 815 0.98 36 〃 

12 国 分 国分町 S56.09.11 855 0.09 5 〃 

13 音 無 音無町 S56.12.08 1131 0.07 5 〃 

14 京 泊 （ 追 加 ） 京泊3丁目 S56.12.15 1171 0.18 3 〃 

15 磯 道 （ 追 加 ） 磯道町 S57.08.06 671 0.34 6 〃 

16 小 ケ 倉 １ 丁 目 小ヶ倉町1丁目 S58.04.01 327 0.60 15 〃 

17 光 町 光町 S58.04.08 343 0.22 7 〃 

18 松 原 松原町 S58.07.01 543 0.20 5 〃 

19 田 中 館 田中町 S58.07.01 544 0.64 15 〃 

20 岩 屋 岩屋町 S58.07.01 545 0.27 10 〃 

21 田 手 原 田手原町 S58.07.01 546 0.88 14 〃 

22 小 江 原 小江原5丁目 S58.07.15 591 0.24 5 〃 

23 磯 道 放 生 湾 磯道町 S58.07.15 591 0.70 19 〃 

24 春 日 春日町 S58.07.15 591 0.12 5 〃 

25 川 内 川内町 S58.07.15 591 0.22 6 〃 

26 神 ノ 島 ３ 丁 目 神ノ島町3丁目 S58.08.05 643 0.03 5 〃 

27 京 泊  （ 追 加 ） 京泊3丁目 S58.08.05 643 0.04 5 〃 

28 戸 町 ３ 丁 目 屋 敷 迫 戸町3丁目 S58.08.05 644 0.19 16 〃 

29 戸 町 ３ 丁 目 戎 ノ 脇 戸町4丁目 S58.08.05 644 0.16 5 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐21 

 

番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 
人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

30 西 山 台 ２ 丁 目 西山台2丁目 S58.08.05 644 0.09 6 施工済 

31 戸 町 ３ 丁 目 氏 無 戸町4丁目 S58.08.05 644 0.16 5 〃 

32 戸 町 ３ 丁 目 塔 ノ 平 戸町4丁目 S58.08.05 644 0.11 11 〃 

33 東 上 蛎 道 かき道1丁目 S58.08.09 648 0.60 19 〃 

34 東 樋 口 東町 S58.08.09 648 0.34 7 〃 

35 田 中 赤 松 ⑴ 田中町 S58.08.09 648 0.46 6 〃 

36 東 下 蛎 道 東町 S58.08.09 648 0.20 13 〃 

37 戸 石 下 満 城 戸石町 S58.08.09 650 0.13 11 〃 

38 戸 石 化 屋 戸石町 S58.08.09 650 0.13 5 〃 

39 戸 石 園 田 平 戸石町 S58.08.09 650 0.12 6 〃 

40 毛 井 首 毛井首町 S58.08.09 650 0.15 8 〃 

41 毛 井 首 平 瀬 毛井首町 S58.08.09 650 0.08 7 〃 

42 木 場 木場町 S58.08.09 650 0.06 5 〃 

43 田 中 辻 ノ 尾 田中町 S58.08.09 650 0.38 10 〃 

44 梅 香 崎 梅香崎町,十人町 S58.08.09 650 0.08 10 〃 

45 小ケ倉１丁目尾ノ上甲 小ヶ倉町1丁目 S58.08.26 713 0.14 6 〃 

46 小ケ倉１丁目尾ノ上乙 小ヶ倉町1丁目 S58.08.26 713 0.10 5 〃 

47 田 中 赤 松 ⑵ 田中町 S58.08.26 713 0.14 6 〃 

48 船 石 小 屋 敷 船石町 S58.08.26 715 0.75 8 〃 

49 畦 別 当 畦別当町 S58.08.26 715 0.24 6 〃 

50 船 石 中 転 石 船石町 S58.08.26 715 0.66 5 〃 

51 船 石 石 割 迫 船石町 S58.08.26 715 0.10 5 〃 

52 中 里 上 反 田 中里町 S58.08.26 716 0.47 7 〃 

53 中 里 内 郷 地 中里町 S58.08.26 716 0.10 5 〃 

54 平 間 重 川 内 平間町 S58.09.20 806 0.28 5 〃 

55 田 中 下 塩 塚 田中町 S58.09.20 806 0.29 6 〃 

56 片 淵 片渕3丁目 S58.09.20 806 0.13 9 〃 

57 平 間 城 平 ⑴ 平間町 S58.09.20 806 0.39 6 〃 

58 平 間 城 平 ⑵ 平間町 S58.09.20 806 0.33 7 〃 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐22 

 

番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 
人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

59 平 間 唐 梅 平間町 S58.09.20 806 0.33 5 施工済 

60 平 間 和 田 ⑴ 平間町 S58.09.20 806 0.25 5 〃 

61 平 間 和 田 ⑵ 平間町 S58.09.20 806 0.16 6 〃 

62 大 崎 里 乙 大崎町 S58.09.20 806 0.39 8 〃 

63 大 崎 森 岳 大崎町 S58.09.20 806 0.16 7 〃 

64 茂 木 辻 乙 茂木町 S58.09.20 806 0.19 3 〃 

65 本 河 内 猛 子 小 屋 本河内3丁目 S58.09.20 806 0.09 5 〃 

66 本 河 内 カ ツ ケ 谷 本河内3丁目 S58.09.20 806 0.10 9 〃 

67 大 崎 里 甲 大崎町 S58.09.27 838 0.27 9 〃 

68 現 川 山 口 現川町 S58.09.27 839 0.22 5 〃 

69 現 川 尾 崎 現川町 S58.09.27 839 0.37 5 〃 

70 東 立 神 籾 谷 辻 ⑴ 東立神町 S58.10.14 874 0.03 5 〃 

71 東 立 神 籾 谷 辻 ⑵ 東立神町 S58.10.14 874 0.07 7 〃 

72 東 立 神 中 尾 東立神町 S58.10.14 874 0.13 8 〃 

73 北 栄 ⑴ 北栄町 S58.10.14 874 0.38 11 〃 

74 北 栄 ⑶ 北栄町 S58.10.14 874 0.13 8 〃 

75 古 賀 流 平 古賀町 S58.10.14 874 0.16 6 〃 

76 西 北 ⑵ 西北町 S58.10.14 875 0.04 5 〃 

77 滑 石 ３ 丁 目 松 原 滑石3丁目 S58.10.14 875 0.09 6 〃 

78 滑 石 ３ 丁 目 下 揚 滑石3丁目 S58.10.14 875 0.08 5 〃 

79 北 陽 北陽町 S58.11.04 946 0.36 15 〃 

80 西 立 神 西立神町 S58.11.04 946 0.20 7 〃 

81 三 川 三川町 S58.11.29 1045 0.48 10 〃 

82 東 琴 平 東琴平1丁目 S58.11.29 1046 0.03 7 〃 

83 下 川 平 昭和3丁目,女の都1丁目 S58.11.29 1046 0.08 5 〃 

84 茂 木 樫 木 田 茂木町 S58.11.29 1046 0.06 6 〃 

85 宮 摺 宮摺町 S58.11.29 1047 0.26 11 〃 

86 川 平 女 の 都 女の都1丁目 S58.11.29 1048 0.79 16 〃 

87 出 雲 ３ 丁 目 出雲1丁目,3丁目 S58.11.29 1048 0.14 19 〃 

88 三 重 三重町 S58.11.29 1048 0.21 6 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
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番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 
人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

89 網 場 網場町 S58.11.29 1048 0.10 5 施工済 

90 古 賀 畑 ケ 中 古賀町 S58.11.29 1048 0.11 5 〃 

91 戸 町 ３ 丁 目 鎌 手 戸町4丁目 S58.11.29 1048 0.15 13 〃 

92 船 石 茶 ノ 木 船石町 S58.11.29 1048 0.26 5 〃 

93 川 平 中 原 川平町 S58.11.29 1048 0.04 5 〃 

94 古 賀 片 峰 古賀町 S58.11.29 1048 0.27 15 〃 

95 田 中 甲 頭 田中町 S58.11.29 1048 0.24 7 〃 

96 小ケ倉１丁目（追加） 小ヶ倉町1丁目 S58.11.29 1049 0.24 7 〃 

97 昭 和 昭和3丁目 S58.12.20 1116 0.79 71 〃 

98 籠 町 （ 追 加 ） 籠町、西小島1丁目 S58.12.20 1117 0.03 5 〃 

99 泉 黒 岩 泉1丁目 S58.12.20 1118 0.15 8 〃 

100 北 栄 ⑵ 北栄町 S58.12.20 1118 0.44 23 〃 

101 船 石 尾 ノ 上 船石町 S58.12.20 1120 0.36 5 〃 

102 泉 山 裏 泉3丁目 S59.01.10 17 0.95 51 〃 

103 小 浦 小浦町 S59.07.13 542 0.31 13 〃 

104 坂 本 坂本3丁目 S59.07.13 543 0.10 6 〃 

105 中 里 中里町 S59.07.13 544 0.20 6 〃 

106 北 浦 北浦町 S59.07.13 544 0.45 14 〃 

107 横 尾 横尾1丁目 S59.07.13 545 0.51 20 〃 

108 本 河 内 奥 山 本河内4丁目 S59.08.07 608 0.80 15 〃 

109 入 船 入船町 S59.08.07 609 0.14 7 〃 

110 戸石下満城（追加） 戸石町 S59.08.07 609 0.18 25 〃 

111 田 手 原 （ 追 加 ） 田手原町 S59.08.07 609 0.30 2 〃 

112 神 ノ 島 （ 追 加 ） 神ノ島町2丁目 S59.08.07 611 0.26 8 〃 

113 田中辻ノ尾（追加） 田中町 S59.09.07 689 0.50 12 〃 

114 神 ノ 島 （ 追 加 ） 神ノ島町1丁目,2丁目 S59.09.18 708 0.23 2 〃 

115 宮 摺 （ 追 加 ） 宮摺町 S59.11.20 898 0.29 4 〃 

116 戸石下満城（追加） 戸石町 S60.01.18 53 0.65 27 〃 

117 矢 の 平 矢の平2丁目 S60.07.02 574 0.08 5 〃 

118 大 手 大手2丁目 S60.08.23 758 0.04 6 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
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番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

119 北 栄 ⑵ （ 追 加 ） 北栄町 S60.08.23 758 0.05 1 施行済 

120 東 下 蛎 道 （ 追 加 ） かき道1丁目 S60.08.23 758 0.75 30 〃 

121 北 浦 （ 追 加 ） 北浦町 S61.07.11 600 0.43 9 〃 

122 北 浦 ⑵ 北浦町 S62.09.04 784 0.44 12 〃 

123 北 浦 （ 追 加 ） 北浦町 S62.09.04 785 0.14 2 〃 

124 牧 島 牧島町 S62.10.06 878 0.15 6 〃 

125 上 戸 石 上戸石町 S62.10.20 924 0.70 18 〃 

126 船 石 ⑷ 船石町 S63.04.12 414 1.55 12 〃 

127 東 ⑶ かき道1丁目 S63.06.03 537 0.33 19 〃 

128 北 浦 ⑶ 北浦町 H01.04.18 438 0.16 11 〃 

129 戸 石 ⑷ 戸石町 H01.04.28 492 0.20 10 〃 

130 大 浜 大浜町 H01.04.28 493 0.09 15 〃 

131 戸 石 化 屋 （ 追 加 ） 戸石町 H01.09.01 850 0.18 15 〃 

132 女 の 都 女の都1丁目 H02.08.31 836 0.30 15 〃 

133 東 立 神 ⑸ 東立神町 H02.09.07 854 0.33 14 〃 

134 京 泊 （ 追 加 ） 京泊3丁目 H02.09.21 899 0.09 2 〃 

135 田 中 館 （ 追 加 ） 田中町 H02.09.21 898 0.29 16 〃 

136 三 川 上 ノ 角 三川町 H02.10.16 965 0.40 29 〃 

137 木 鉢 ２ 丁 目 木鉢町2丁目 H02.10.30 1011 0.74 26 〃 

138 茂 木 新 田 茂木町 H02.10.30 1017 0.80 68 〃 

139 土 井 首 ⑸ 土井首町 H02.11.16 1078 0.43 19 〃 

140 東立神中尾（追加） 東立神町 H03.01.04 3 0.10 3 〃 

141 小 江 ⑶ 小江町 H03.01.04 4 0.17 11 〃 

142 上 戸 石 （ 追 加 ） 上戸石町 H03.03.08 207 0.07 4 〃 

143 三 川 （ 追 加 ） 三川町 H03.04.12 434 0.19 6 〃 

144 三 重 （ 追 加 ） 三重町 H03.04.12 435 1.25 28 〃 

145 三川上ノ角（追加） 三川町 H03.04.30 497 0.15 12 〃 

146 千 々 千々町 H04.05.12 542 1.50 10 〃 

147 鳴 滝 鳴滝1丁目 H04.12.08 1098 0.24 26 〃 

148 東 ⑵ （ 追 加 ） かき道1丁目 H04.12.08 1099 0.17 3 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
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番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

149 東 立 神 ⑹ 東立神町 H04.12.08 1100 0.22 33 施行済 

150 磯道（放生潟）（追加） 磯道町 H05.01.29 104 0.80 33 〃 

151 清 水 清水町 H05.09.21 946 0.04 10 〃 

152 油 木 油木町 H05.09.21 947 0.12 27 〃 

153 三 川 下 の 角 三川町 H05.09.21 948 0.18 24 〃 

154 田 中 館 （ 追 加 ） 田中町 H06.01.18 52 0.14 4 〃 

155 竹 の 久 保 竹の久保町 H15.03.18 326 0.05 7 〃 

156 北 浦 ⑸ 北浦町 H07.03.31 339 0.13 5 〃 

157 錦 錦2丁目 H07.05.23 562 0.21 14 〃 

158 飯 香 浦 飯香浦町 H08.02.16 166 0.16 5 〃 

159 戸石下満城（追加） 戸石町 H08.02.16 167 0.11 8 〃 

160 神 ノ 島 三 丁 目 神ノ島町3丁目 H08.02.16 168 0.17 10 〃 

161 東 立 神 ⑸ （ 追 加 ） 東立神町 H08.02.16 169 0.36 15 〃 

162 北 浦 ⑷ 北浦町 H08.03.15 255 0.19 15 〃 

163 深 堀 ２ 丁 目 ⑴ 深堀町2丁目 H19.01.12 49 0.11 13 〃 

164 小 浦 （ 追 加 ） 小浦町 H18.12.19 1216 0.60 8 〃 

165 館 内 館内町 H18.03.03 291 0.09 9 〃 

166 三 和 三和町 H09.08.22 1104 0.47 13 〃 

167 北 浦 ⑹ 北浦町 H15.06.06 724 0.48 41 〃 

168 宿 町 宿町 H11.03.05 209 0.27 21 〃 

169 式 見 ⑵ 式見町、四杖町 H11.04.02 527 0.17 11 〃 

170 飽 の 浦 飽の浦町 H11.04.02 528 0.77 32 〃 

171 三 川 ⒃ 三川町 H11.04.02 529 1.29 40 〃 

172 船石石割迫（追加） 船石町 H15.06.06 720 0.03 2 〃 

173 高 尾 高尾町 H15.06.06 721 0.06 5 〃 

174 川 上 ⑶ 川上町 H15.06.06 722 0.07 7 〃 

175 飯 香 浦 ㈡ 飯香浦町 H13.06.01 675 0.20 10 〃 

176 秋 月 ㈣ 秋月町 H13.09.04 944 0.39 28 〃 

177 木 鉢 ２ 丁 目 ⑾ 木鉢町2丁目 H17.03.31 352-7 0.04 2 〃 

178 戸 石 ㈤ 戸石町 H14.02.15 165 1.17 21 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐26 

 

番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

179 西 山 三 丁 目 西山3丁目,4丁目 H14.02.15 166 0.26 17 施行済 

180 木 場 ⑵ 木場町 H17.03.31 352-6 0.07 5 〃 

181 飽 の 浦 ⑵ 飽の浦町 H14.08.13 952 0.41 34 〃 

182 大 手 ⑵ 大手2丁目、三川町 H14.08.13 953 0.61 54 〃 

183 大 浜 ⒁ 大浜町 H14.09.27 1105 1.01 38 〃 

184 毛 井 首 ⑷ 毛井首町 H14.09.27 1104 0.22 14 〃 

185 西 泊 ⑶ 西泊町 H15.03.07 271 0.94 41 〃 

186 三 川 ⑵ 三川町 H15.03.07 272 0.16 22 〃 

187 神 ノ 島 ３ 丁 目 ⑵ 神ノ島町3丁目 H15.03.18 327 0.17 18 〃 

188 戸 町 ２ 丁 目 ⑴ 戸町2丁目 H15.03.18 328 0.31 42 〃 

189 金 堀 ⑴ 金堀町 H15.03.18 329 0.59 41 〃 

190 江 川 ⑶ 江川町 H15.06.06 715 0.21 7 〃 

191 磯 道 ⑸ 磯道町 H15.06.06 716 0.32 16 〃 

192 江 平 ⑵ 江平1丁目 H15.06.06 719 0.45 23 〃 

193 水 の 浦 ⑵ 水の浦町 H15.06.06 723 0.13 15 〃 

194 滑 石 四 丁 目 ⑵ 滑石4丁目 H16.01.27 97 0.31 31 〃 

195 三 和 ⑺ 京太郎町 H16.01.27 98 0.54 37 〃 

196 小ヶ倉1丁目尾ノ上乙（追加） 小ヶ倉町1丁目 H16.01.27 100 0.18 8 〃 

197 泉 ３ 丁 目 泉3丁目 H21.02.10 150 0.03 11 〃 

198 小 ヶ 倉 ２ 丁 目 ⑸ 小ヶ倉町2丁目 H19.01.12 48 0.17 14 〃 

199 目 覚 目覚町,緑町 H20.07.22 695 0.04 6 〃 

200 上 戸 町 ⑷ 上戸町4丁目 H16.04.30 688 0.35 22 〃 

201 深 堀 ４ 丁 目 深堀町4丁目 H21.01.06 4 0.15 9 〃 

202 戸町３丁目鎌手（追加） 戸町4丁目 H21.01.13 37 0.65 44 〃 

203 竿 浦 竿浦町 H21.07.07 680 0.20 9 〃 

204 馬 込 ⑵ 伊王島町2丁目 S59.10.26 826 0.14 5 〃 

205 新 組 伊王島町1丁目 S46.02.25 140 0.40 33 〃 

206 塩 町 伊王島町2丁目 S54.03.27 232 0.96 120 〃 

207 仲 町 伊王島町2丁目 S55.02.22 145 0.317 24 〃 

208 土 井 ㈠ 伊王島町2丁目 S53.01.13 28 0.20 7 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐27 

 

番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

209 県 伊王島町1丁目 S46.02.25 140 0.19 18 施行済 

210 渡 伊王島町2丁目 S55.06.06 478 0.28 13 〃 

211 仙 崎 伊王島町1丁目 S58.02.04 113 0.40 5 〃 

212 七 軒 町 伊王島町1丁目 S62.12.15 1126 0.40 5 〃 

213 西 浦 伊王島町1丁目 S62.12.18 1144 0.65 12 〃 

214 大 明 寺 伊王島町1丁目 S63.01.12 14 0.75 15 〃 

215 谷 高島町 H04.03.13 225 0.22 22 〃 

216 先 ノ 谷 高島町 S55.12.19 1008 0.345 17 〃 

217 鳶 ノ 巣 香焼町 H01.08.29 828 0.76 24 〃 

218 鳶 ノ 巣 （ 追 加 ） 香焼町 H14.06.21 802 0.20 10 〃 

219 鳶 ノ 巣 香焼町 H06.01.18 53 0.50 14 〃 

220 大 山 ⑵ 香焼町 S63.09.09 815 0.60 13 〃 

221 大 山 香焼町 S52.02.15 135 5.44 80 〃 

222 堀 切 香焼町 S58.02.04 111 0.64 6 〃 

223 堀 切 （ 追 加 ） 香焼町 H15.06.06 717 0.18 9 〃 

224 田 ノ 浦 香焼町 S52.02.15 135 1.90 38 〃 

225 田 ノ 浦 香焼町 H03.03.01 189 0.07 5 〃 

226 浦 ⑶ 香焼町 H15.03.07 269 0.28 18 〃 

227 浦 ⑴ 香焼町 H03.03.01 187 0.22 5 〃 

228 浦 ⑴ （ 追 加 ） 香焼町 H16.01.27 99 0.07 9 〃 

229 浦 上 香焼町 H03.03.01 188 0.22 5 〃 

230 浦 ⑵ 香焼町 H03.03.01 186 0.18 6 〃 

231 尾 ノ 上 香焼町 S58.03.15 267 0.48 14 〃 

232 尾 ノ 上 （ 追 加 ） 香焼町 S60.04.12 381 0.87 14 〃 

233 尾 ノ 上 ⑵ 香焼町 H06.01.18 51 0.30 22 〃 

234 安 保 香焼町 S46.08.31 686 2.12 42 〃 

235 浦 下 香焼町 H06.06.24 636 0.23 13 〃 

236 里 香焼町 H03.11.01 1020 0.10 7 〃 

237 山 下 脇岬町 H03.06.04 564 0.11 17 〃 

238 脇 岬 松 原 脇岬町 S54.03.27 232 0.21 8 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
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号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 
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（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

239 堂 ノ 上 野母町 S56.05.26 541 0.03 4 施行済 

240 野 母 野母町 S58.05.17 428 1.47 70 〃 

241 新 町 野母町 S58.05.17 428 0.40 32 〃 

242 南 越 南越町 H09.04.15 670 0.54 8 〃 

243 蔭 平 高浜町 S52.02.08 115 0.80 6 〃 

244 蔭 平 ⑵ 高浜町 S62.10.02 874 0.20 6 〃 

245 山 明 高浜町 H03.04.02 410 0.42 9 〃 

246 高 浜 井 田 （ 追 加 ） 高浜町 H09.04.18 681 0.03 1 〃 

247 南 野 々 串 高浜町 S63.02.26 181 0.60 12 〃 

248 北 野 々 串 以下宿町 S58.02.22 194 0.30 10 〃 

249 県 浦 黒浜町 H02.10.16 966 0.31 23 〃 

250 南 県 ⑴ 黒浜町 H18.03.24 424 0.64 17 〃 

251 日 南 平 ⑵ 黒浜町 H16.04.30 689 0.64 32 〃 

252 黒 浜 ⑴ 黒浜町 H02.10.16 967 0.85 42 〃 

253 水 崎 野母崎樺島町 S63.02.05 87 0.90 15 〃 

254 樺 島 （ 追 加 ） 野母崎樺島町 S58.07.15 592 0.64 12 〃 

255 樺 島 ⑵ 野母崎樺島町 S63.01.12 15 0.60 28 〃 

256 樺 島 野母崎樺島町 S52.02.08 115 0.50 11 〃 

257 新 町 ⑴ 野母崎樺島町 H14.08.30 1022 1.47 67 〃 

258 籐 田 尾 籐田尾町 S58.02.04 112 0.25 10 〃 

259 北 ノ 脇 蚊焼町 H16.04.30 690 0.41 18 〃 

260 北 泊 蚊焼町 H11.11.24 1149 0.86 16 〃 

261 蚊 焼 波 戸 蚊焼町 H04.01.21 58 0.38 14 〃 

262 浜 津 蚊焼町 H07.03.17 287 0.38 20 〃 

263 大 中 尾 神浦上大中尾町 S59.10.26 826 0.74 5 〃 

264 松 本 下黒崎町 H01.06.30 659 0.12 5 〃 

265 大 園 高浜町 H17.03.31 352-8 0.64 11 〃 

266 堀 切 東 香焼町 H17.03.31 352-9 0.56 25 〃 

267 浜 津 （ 追 加 ） 蚊焼町 H17.03.31 352-10 1.00 5 〃 

268 三 和 ⑸ 京太郎町 H18.03.03 292 1.06 26 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
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指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
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対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

269 大 江 琴海大平町 S56.05.01 441 0.30 6 施行済 

270 手 崎 長浦町 S56.06.23 620 0.30 5 〃 

271 大 江 （ 追 加 ） 琴海大平町 S59.01.31 109 0.10 2 〃 

272 尾 戸 琴海尾戸町 S58.12.27 1157 0.13 6 〃 

273 形 上 琴海形上町 S58.12.27 1157 0.19 5 〃 

274 戸 根 原 琴海戸根原町 S60.01.18 53 0.09 5 〃 

275 小 口 琴海尾戸町 S63.04.12 413 0.36 15 〃 

276 小 口 ⑴ 琴海尾戸町 H02.07.20 716 0.37 10 〃 

277 小 口 ⑵ 琴海尾戸町 H03.11.01 1018 0.90 11 〃 

278 大 江 ⑵ 琴海形上町 H11.03.05 211 0.40 5 〃 

279 小 口 ⑶ 琴海尾戸町 H11.03.05 210 0.11 6 〃 

280 手 崎 ⑵ 長浦町 H16.04.30 692 0.29 14 〃 

281 三 和 町 ⑵ 三和町 H18.03.24 423 0.50 24 〃 

282 宿 町 ⑻ 宿町 H18.03.31 482 0.46 11 〃 

283 名 串 ⑵ 琴海尾戸町 H19.02.20 183 0.14 5 〃 

284 磯 道 放 生 湾 ⑵ 磯道町 H18.06.27 702 0.69 25 〃 

285 小 ヶ 倉 小ケ倉町2丁目 H18.06.27 703 1.61 27 〃 

286 戸 石 ⑴ 戸石町 H18.08.01 822 1.03 22 〃 

287 上 戸 石 ⑶ 上戸石町 H19.01.12 47 0.21 11 〃 

288 北 浦 ⑹ （ 追 加 ） 北浦町 H18.09.22 958 0.04 3 〃 

289 馬 込 伊王島町2丁目 S59.03.23 284 0.15 5 〃 

290 馬 込 ⑶ 伊王島町2丁目 S60.04.12 382 0.22 34 〃 

291 土 井 ⑵ 伊王島町2丁目 S56.12.04 1121 0.03 5 〃 

292 新 町 （ 追 加 ） 野母町 S60.10.11 938 1.00 37 〃 

293 山 明 （ 追 加 ） 高浜町 H10.09.01 1006 0.34 6 〃 

294 山 明 （ 追 加 ） 高浜町 H13.06.29 729 0.02 6 〃 

295 高 浜 井 田 高浜町 S63.09.24 861 0.33 8 〃 

296 樺 島 （ 追 加 ） 野母崎樺島町 H03.04.12 436 0.64 48 〃 

297 樺 島 ⑶ 野母崎樺島町 H10.12.18 1367 0.92 21 〃 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
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対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

298 日 南 平 ⑴ 黒浜町 H13.12.07 1253 0.61 33 施行済 

299 南 風 泊 野母町 H09.10.28 1282 0.44 5 〃 

300 北 浦 ⑷ （ 追 加 ） 北浦町 H19.09.11 831 0.30 6 〃 

301 中 山 高島町 H19.09.11 832 0.41 12 〃 

302 仙 崎 （ 追 加 ） 伊王島町1丁目 S58.12.27 1158 0.17 9 〃 

303 脇 岬 松 原 （ 追 加 ） 脇岬町 S58.08.26 712 0.40 12 〃 

304 北 泊 （ 追 加 ） 蚊焼町 H13.10.19 1076 0.08 1 〃 

305 浜 津 （ 追 加 ） 蚊焼町 H10.04.10 602 0.16 3 〃 

306 馬 込 （ 追 加 ） 伊王島町2丁目 H12.02.14 168 2.14 7 〃 

307 小 曽 根 小曽根町 H21.07.07 679 0.04 2 〃 

308 東 山 東山町 H22.10.05 845 0.03 5 〃 

309 船 石 ⑼ 船石町 H23.07.15 724 0.70 2 〃 

310 金 堀 ⑵ 金堀町 H20.05.30 555 0.27 28 〃 

311 若 竹 ⑷ 若竹町 H20.06.10 578 0.36 42 〃 

312 里 ⑵ 香焼町 H20.09.24 853 0.20 7 〃 

313 戸 石 ⑷ （ 追 加 ） 戸石町 H20.10.19 924 0.15 5 〃 

314 西 泊 ⑸ 西泊町 H21.03.31 437 1.10 31 〃 

315 水 ノ 浦 ⑴ 曙町 H21.03.31 436 0.52 42 〃 

316 毛 井 首 （ 追 加 ） 毛井首町 H21.04.10 499 0.80 21 〃 

317 宮 ノ 前 ⑴ 高浜町 H22.01.08 7 0.75 10 〃 

318 磯道（放生湾）（追加） 磯道町 H22.11.05 930 0.47 11 〃 

319 戸 町 ２ 丁 目 ⑹ 戸町２丁目 H23.04.08 445 0.44 19 〃 

320 三 川 ⑶ 三川町 H23.03.18 338 0.12 10 〃 

321 江 川 ⑺ 八郎岳町 H22.04.06 384 0.23 19 〃 

322 田中赤松⑴（追加） 田中町 H23.04.15 464 0.74 34 〃 

323 江 川 ⑶ （ 追 加 ） 江川町 H23.03.04 263 0.21 22 〃 

324 江 川 ⑶ （ 追 加 ） 江川町 H24.05.18 534 0.15 35 〃 

325 城 山 台 1 丁 目 城山台1丁目 H24.01.10 31 0.47 56 〃 

326 田 中 ⑵ 田中町 H24.05.01 503 1.15 16 〃 

327 真 浦 ⑴ 野母崎樺島町 H25.02.19 141 0.51 13 〃 

328 金 堀 ⑸ 金堀町 H24.12.07 1007 0.77 33 〃 

329 小 浦 ⑶ 小浦町,大浜町 H26.07.25 732 1.69 31 〃 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
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330 小 ヶ 倉 １ 丁 目 ⑷ 小ケ倉町1丁目 H26.06.27 655 0.89 12 施行済 

331 戸町3丁目戎ノ脇（追加） 戸町3丁目 H26.05.09 542 0.64 43 〃 

332 平 間 ⑼ 平間町 H26.05.09 541 0.36 13 〃 

333 愛 宕 ４ 丁 目 ⑶ 愛宕4丁目、八つ尾町 H24.08.24 756 0.04 6 〃 

334 茂 木 ⑹ 茂木町 H24.08.24 754 0.03 5 〃 

335 戸 町 1 丁 目 戸町2丁目 H24.08.24 755 0.04 9 〃 

336 本 河 内 ( 6 0 ) 本河内2丁目 H24.12.11 1013 0.05 7 〃 

337 館 内 （ 追 加 ） 館内町 H26.03.28 444 0.09 5 〃 

338 御 船 蔵 御船蔵町 H26.08.22 810 0.09 15 〃 

339 網 場 ⑶ 網場町 H26.08.01 747 0.07 17 〃 

340 上 小 島 １ 丁 目 上小島1丁目、東小島町 H27.01.16 36 0.04 10 〃 

341 三川上ノ角（追加） 三川町 H26.06.24 639 0.16 35 〃 

342 け や き 台 川平町,けやき台町 H26.08.12 776 0.72 20 〃 

343 赤 迫 ⑵ 赤迫2丁目,泉3丁目 H29.07.21 544 0.51 20 〃 

344 片 淵 ３ 丁 目 片淵3丁目 H28.10.25 767 0.46 28 〃 

345 滑 石 ３ 丁 目 ⑷ 滑石3丁目 H31.04.16 347 1.18 47 〃 

346 大 宮 ⑶ 大宮町 R03.03.26 275 0.32 45 〃 

347 古 賀 ⑴ 古賀町 H28.07.01 531 0.10 8 〃 

348 中 里 中里町 H28.07.01 532 0.02 6 〃 

349 塩 町 （ 追 加 ） 伊王島町2丁目 H28.08.19 621 0.21 2 〃 

350 三 川 ⑻ 三川町 H29.04.25 378 0.05 8 〃 

351 戸 町 ３ 丁 目 屋 敷 迫 戸町3丁目 H30.12.04 796 0.02 5 〃 

352 滑 石 ５ 丁 目 ⑹ 滑石5丁目 R05.02.03 68 0.15 19 〃 

353 東 町 東町 R01.09.24 296 0.382 6 〃 

354 田 上 ⑹ 田上1丁目、三景台町 R02.02.07 71 0.96 6 〃 

355 平 間 ⑵ 平間町 R01.09.17 284 0.043 1 〃 

356 真 浦 ⑴ （ 追 加 ） 野母崎樺島町 H28.10.28 774 0.07 13 〃 

357 御 船 蔵 ⑷ 御船蔵町 H30.06.15 454 0.05 5 〃 

358 若 竹 ⑷ （ 追 加 ） 若竹町 R03.03.16 211 0.73 30 施行中 

359 川 平 ⑴ 大手3丁目 R03.03.16 210 0.28 28 施行済 

360 金 堀 ⑹ 金堀町,城山台2丁目 R04.02.15 87 0.58 34 〃 

361 滑 石 ３ 丁 目 ⑸ 横尾2丁目,滑石3丁目 R04.02.15 86 0.61 41 施行中 

362 深 堀 ５ 丁 目 深堀町5丁目 R01.08.23 240 0.04 8 施行済 
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番

号 

指 定 区 域 名 

（告 示 事 項） 
所在地 

指定関係事項 
人家 

（戸） 
対策 

告示年月日 告示番号 面積（ha） 

363 三 川 ⒃ 川平町 R01.09.10 268 0.03 5 施行済 

364 田 中 ( 6 1 ) 田中町 R05.02.10 88 0.20 13 〃 

365 深 堀 ４ 丁 目 ⑷ 深堀町4丁目 R03.06.25 479 0.022 7 〃 

366 小 峰 ⑴ 小峰町 R03.03.23 244 0.035 9 〃 

367 三 川 ⑶ （ 追 加 ） 三川町 R03.03.26 276 0.53 27 〃 

368 三 川 ⑻ （ 追 加 ） 三川町 R03.03.23 245 0.04 7 〃 

369 女 ノ 都 ２ 丁 目 ⑵ 女の都2丁目 R05.01.06 5 0.13 9 〃 

370 木 鉢 ２ 丁 目 ⑶ 木鉢町2丁目 R05.02.10 89 0.038 9 〃 

371 金 堀 町 金堀町 R05.02.14 95 0.02 6 〃 

372 上 黒 崎 ⑴ 上黒崎町 R04.11.25 749 - 1 〃 

373        

374        

375        

376        

377        

378        

379        

380        

381        

382        

383        

384        

385        

386        

387        

388        

389        

390        

391        

392        

393        

394        
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エ 山地崩壊危険予想箇所 （農林振興課） 

番 号 区 域 名 位 置 名 予想される事態 対          策 

1 三 ツ 山 町 犬 継 土 砂 災 害 森林法に基づき機に応じ対応 

2 川 平 町 尾 崎 〃    〃     〃 

3 三 川 町 駄 繁 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応 

4 現 川 町 加 勢 首 〃    〃   機に応じ対応 

5 〃 草 木 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応 

6 船 石 町 千 束 野 〃    〃        〃 

7 東 町 侍 石 〃    〃   機に応じ対応 

8 田 中 町 赤 松 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応 

9 網 場 町 扇 の 平 〃    〃   機に応じ対応 

10 芒 塚 町 丸 岩 〃    〃     〃 

11 本 河 内 町 奥 山 〃    〃     〃 

12 〃 英 彦 山 〃    〃   地域防災特別治山事業で対応 

13 〃 猛 子 山 〃    〃       〃 

14 木 場 町 加 美 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応 

15 茂 木 町 黒 橋 〃    〃       〃 

16 宮 摺 町 ク レ 石 平 〃    〃       〃 

17 千 々 町 岳 〃    〃   機に応じ対応 

18 〃 藤 寺 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応 

19 金 堀 町 中 川 内 〃    〃   機に応じ対応 

20 福 田 本 町 大 迫 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応  

21 矢 上 町 正 覚 寺 〃    〃   機に応じ対応 

22 上 戸 町 小 ケ 倉 〃    〃   水源地域緊急整備事業で対応 

23 網 場 町 岡 下 〃    〃   復旧治山事業で対応 

24 岩 屋 町 岩 屋 〃    〃       〃 

25 現 川 町 黒 岳 〃 
   〃       〃 
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番 号 区 域 名 位 置 名 予想される事態 対          策 

26 田 中 町 鳴 子 山 土 砂 災 害 森林法に基づき地すべり防止事業で対応 

27 上 戸 石 町 片 峰 〃    〃   自然災害防止事業（県営）で対応 

28 中 里 町 中 野 〃    〃   地すべり防止事業で対応 

29 畦 別 当 町 畦 別 当 〃    〃   復旧治山事業で対応 

30 大 手 町 瀬 川 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応 

31 松 崎 町 尾 仁 田 〃    〃   地すべり防止事業で対応 

32 春 木 町 畦 頭 谷 〃    〃   自然災害防止事業（県営）で対応 

33 多 以 良 町 多 以 良 〃    〃   自然災害防止事業（県営）で対応 

34 三 川 町 御 手 水 〃    〃   復旧治山事業で対応 

35 深堀町１丁目 深堀町１丁目 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応 

36 鹿 尾 町 園 川 〃    〃        〃 

37 鳴 滝 町 一 ノ 瀬 〃    〃        〃 

38 春 日 町 谷 平 〃    〃   自然災害防止事業（県営）で対応 

39 潮 見 町 辻 〃    〃        〃 

40 三 川 町 大 木 場 〃    〃   治山事業５ケ年計画で対応 

41 茂 木 町 片 町 〃    〃        〃 

42 西 泊 町 西 泊 〃    〃   自然災害防止事業（県営）で対応 

43 深堀町５丁目 深堀町５丁目 〃    〃        〃 

44 鳴 滝 １ 丁 目 一 ノ 瀬 〃    〃        〃 （市） で対応 

45 田 中 町 築 地 〃    〃   治山事業で対応 
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オ 砂防指定地 （土木防災課） 
  

番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

1 式見川 式見川 向町 898 Ｓ26． 10． 06 0.13 

2 中島川 中島川  諏訪町ほか 1,970 Ｓ31． 12． 11 1.90 

3 中島川 中島川 片淵1丁目ほか 986 Ｓ32． 08． 12 4.77 

4 多以良川 多以良川 
鳴見町 

多以良町 
190 Ｓ47． 02． 14 5.72 

5 大川 大川 
布巻町 

為石町 
1,586 Ｓ57． 09． 18 2.46 

6 多以良川 
二股川及び多以良

川 
多以良町 1,586 Ｓ57． 09． 18 0.37 

7 八郎川 清水山川左支川 古賀町 760 Ｓ58． 03． 23 0.25 

8 八郎川 瀬古川左支川 東町 760 Ｓ58． 03． 23 0.43 

9 八郎川 蔭平川第一左支川 中里町 761 Ｓ58． 03． 23 0.41 

10 八郎川 蔭平川第二左支川 中里町 761 Ｓ58． 03． 23 0.44 

11 日見川 下瀬川 芒塚町 760 Ｓ58． 03． 23 0.77 

12 宮摺川 宮摺川第一左支川 宮摺町 761 Ｓ58． 03． 23 0.26 

13 中島川 御手水川 本河内3丁目 761 Ｓ58． 03． 23 0.49 

14 山川河内川 山川河内川 太田尾町 760 Ｓ58． 03． 23 0.66 

15 浦上川 若竹川 若竹町 760 Ｓ58． 03． 23 0.84 

16 日見川 宿川 宿町 760 Ｓ58． 03． 23 0.73 

17 小瀬戸川 小瀬戸川 小瀬戸町 760 Ｓ58． 03． 23 0.29 

18 現川川 小藤川 現川町 761 Ｓ58． 03． 23 0.92 

19 手熊川 上浦川右支川 上浦町 761 Ｓ58． 03． 23 0.67 

20 戸石川 上戸石川 上戸石町 760 Ｓ58． 03． 23 0.82 

21 八郎川 上座川 船石町 760 Ｓ58． 03． 23 0.29 
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番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

22 戸石川 
上川内川及び同左

支川 
川内町 760 Ｓ58． 03． 23 1.24 

23 八郎川 上中野川 中里町 760 Ｓ58． 03． 23 0.47 

24 八郎川 城平川 平間町 760 Ｓ58． 03． 23 0.48 

25 戸石川 陣の内川 上戸石町 761 Ｓ58． 03． 23 0.33 

26 八郎川 瀬古川右支川 東町 760 Ｓ58． 03． 23 0.38 

27 八郎川 清水山川右支川 古賀町 760 Ｓ58． 03． 23 0.19 

28 中島川 西山木場川 木場町 760 Ｓ58． 03． 23 0.57 

29 中野川 千間田川 平間町 761 Ｓ58． 03． 23 0.77 

30 千束野川 
千束野川、同右支

川及び同左支川 
船石町 760 Ｓ58． 03． 23 1.07 

31 八郎川 船石川 船石町 760 Ｓ58． 03． 23 0.29 

32 船津川 船津川 戸石町 761 Ｓ58． 03． 23 0.63 

33 現川川 大屋敷川右支川 現川町 760 Ｓ58． 03． 23 0.77 

34 現川川 
大屋敷川左支川及

び同支川右小支川 
現川町 760 Ｓ58． 03． 23 0.68 

35 大宮川 大宮川 
大宮町 

北栄町 
761 Ｓ58． 03． 23 0.50 

36 大崎川 大崎川 大崎町 761 Ｓ58． 03． 23 0.36 

37 日見川 大町川 芒塚町 760 Ｓ58． 03． 23 0.75 

38 八郎川 大木場川 中里町 760 Ｓ58． 03． 23 0.49 

39 八郎川 長龍寺川 東町 760 Ｓ58． 03． 23 0.16 

40 八郎川 
長龍寺川第二右支

川 
東町 760 Ｓ58． 03． 23 0.53 

41 中尾川 田川内川 田中町 760 Ｓ58． 03． 23 0.44 

42 八郎川 東川 東町 761 Ｓ58． 03． 23 1.00 
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番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

43 八郎川 
二双舟川第一右支

川 
船石町 760 Ｓ58． 03． 23 0.20 

44 八郎川 
二双舟川第二右支

川 
船石町 761 Ｓ58． 03． 23 0.39 

45 日見川 牧野川第一右支川 
芒塚町 

界1丁目 
760 Ｓ58． 03． 23 0.90 

46 日見川 牧野川第二右支川 界1丁目 761 Ｓ58． 03． 23 0.46 

47 中島川 鳴滝川 
鳴滝1丁目 

鳴滝3丁目 
760 Ｓ58． 03． 23 0.95 

48 中島川 木場川 木場町 761 Ｓ58． 03． 23 0.62 

49 浦上川 六枚板川右支川 三ツ山町 761 Ｓ58． 03． 23 0.47 

50 浦上川 六枚板川左支川 三ツ山町 761 Ｓ58． 03． 23 1.17 

51 日見川 芒塚川 芒塚町 760 Ｓ58． 03． 23 0.79 

52 八郎川 蔭平川第二左支川 中里町 791 Ｓ59． 03． 30 0.27 

53 手熊川 上浦川第二右支川 上浦町 792 Ｓ59． 03． 30 0.44 

54 八郎川 上中野川 中里町 792 Ｓ59． 03． 30 0.21 

55 八郎川 城平川 平間町 792 Ｓ59． 03． 30 0.12 

56 戸石川 陣の内川（追加） 上戸石町 791 Ｓ59． 03． 30 0.47 

57 間の瀬川 中山川 平間町 792 Ｓ59． 03． 30 0.65 

58 八郎川 中里川 中里町 791 Ｓ59． 03． 30 0.70 

59 中尾川 猪師川 田中町 791 Ｓ59． 03． 30 0.42 

60 八郎川 長龍寺川（追加） 東町 792 Ｓ59． 03． 30 0.38 

61 八郎川 
長龍寺川第一右支

川 
東町 791 Ｓ59． 03． 30 0.33 

62 都通川 転石川 船石町 791 Ｓ59． 03． 30 0.44 

63 八郎川 
二双舟川第一右支

川 
船石町 792 Ｓ59． 03． 30 0.27 
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番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

64 日見川 牧野川第一右支川 
芒塚町 

界1丁目 
791 Ｓ59． 03． 30 0.31 

65 日見川 牧野川第二右支川 界1丁目 791 Ｓ59． 03． 30 0.06 

66 戸石川 水頭川 上戸石町 103 Ｓ60． 01． 26 0.28 

67 山川河内川 山川河内川（追加） 太田尾町 663 Ｓ60． 03． 25 0.3 

68 手熊川 上浦川右支川 上浦町 663 Ｓ60． 03． 25 0.15 

69 戸石川 上戸石川 上戸石町 663 Ｓ60． 03． 25 0.04 

70 戸石川 
上川内川及び同左

支川 
川内町 663 Ｓ60． 03． 25 0.04 

71 八郎川 城平川（追加） 平間町 663 Ｓ60． 03． 25 0.12 

72 木場川 雀川 船石町 651 Ｓ60． 03． 25 0.4 

73 八郎川 
清水山川右支川及

び同左支川 
古賀町 663 Ｓ60． 03． 25 0.26 

74 中島川 西山木場川 木場町 663 Ｓ60． 03． 25 0.22 

75 八郎川 千間田川 平間町 663 Ｓ60． 03． 25 0.21 

76 現川川 大屋敷川右支川 現川町 663 Ｓ60． 03． 25 0.26 

77 大崎川 大崎川 大崎町 663 Ｓ60． 03． 25 0.33 

78 日見川 大町川（追加） 芒塚町 663 Ｓ60． 03． 25 0.38 

79 八郎川 中里川 中里町 663 Ｓ60． 03． 25 0.11 

80 八郎川 田川内川 田中町 663 Ｓ60． 03． 25 0.30 

81 八郎川 東川 東町 663 Ｓ60． 03． 25 0.14 

82 日見川 芒塚川 芒塚町 663 Ｓ60． 03． 25 0.93 

83 八郎川 蔭平川第一左支川 中里町 993 Ｓ60． 07． 03 0.12 

84 八郎川 蔭平川第二左支川 中里町 993 Ｓ60． 07． 03 0.25 
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番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

85 山川河内川 山川河内川左支川 太田尾町 993 Ｓ60． 07． 03 0.67 

86 八郎川 上座川 船石町 993 Ｓ60． 07． 03 0.14 

87 八郎川 船石川 船石町 993 Ｓ60． 07． 03 0.12 

88 大川 大川 平山町 993 Ｓ60． 07． 03 2.15 

89 都通川 転石川 船石町 993 Ｓ60． 07． 03 0.03 

90 八郎川 
二双船川第二右支

川 
船石町 993 Ｓ60． 07． 03 0.23 

91 浦上川 兵底川 三川町 993 Ｓ60． 07． 03 0.69 

92 日見川 下瀬川（追加） 芒塚町 1,473 Ｓ60． 11． 06 0.55 

93 戸石川 上川内川（ロ）  川内町 1,473 Ｓ60． 11． 06 0.92 

94 八郎川 千間田川 平間町 1,473 Ｓ60． 11． 06 1.06 

95 八郎川 千束野川（ハ）  船石町 1,473 Ｓ60． 11． 06 0.27 

96 八郎川 樽山川 中里町 1,473 Ｓ60． 11． 06 0.85 

97 間の瀬川 中山川 平間町 1,473 Ｓ60． 11． 06 0.08 

98 都通川 転石川（ロ）  船石町 1,473 Ｓ60． 11． 06 0.72 

99 八郎川 二双船川（ハ）  船石町 1,473 Ｓ60． 11． 06 0.83 

100 富田川 富田川 畝刈町 1,473 Ｓ60． 11． 06 0.97 

101 江川川 竿ノ浦川 
八郎岳町 

竿浦町 
1,674 Ｓ60． 12． 21 0.86 

102 久保川 久保川 
さくらの里 

1丁目 
1,674 Ｓ60． 12． 21 0.21 

103 八郎川 深谷川 中里町 1,674 Ｓ60． 12． 21 0.29 

104 山川河内川 逃底川 太田尾町 1,674 Ｓ60． 12． 21 0.14 

105 久保川 久保川及び右支川 
さくらの里 

1丁目ほか 
112 Ｓ62． 01． 26 2.44 

106 現川川 山郷川 現川町 291 Ｓ62． 03． 06 0.27 

107 京泊川 京泊川 
京泊1丁目 

京泊3丁目 
1,854 Ｓ62． 11． 02 0.59 

108 日見川 黒木川 宿町 1,854 Ｓ62． 11． 02 0.62 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐39 

 

番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

109 中尾川 師子川 田中町 1,854 Ｓ62． 11． 02 0.73 

110 都通川 都通川 船石町 1,854 Ｓ62． 11． 02 1.37 

111 日見川 日見川 芒塚町 1,854 Ｓ62． 11． 02 0.34 

112 現川川 給人川内川 現川町 2,048 Ｓ63． 10． 21 1.16 

113 八郎川 侍石川 東町 2,048 Ｓ63． 10． 21 1.07 

114 大山川 大山川 大山町 2,048 Ｓ63． 10． 21 0.30 

115 八郎川 二双船川（ニ） 中里町 2,048 Ｓ63． 10． 21 0.76 

116 浦上川 浦上川 畦別当町 144 Ｈ01． 01． 31 0.65 

117 大浦川 大浦川 大浜町 144 Ｈ01． 01． 31 6.08 

118 二股川 白川 鳴見町 1,778 Ｈ01． 10． 21 1.71 

119 都通川 転石川（ハ）  船石町 95 Ｈ06． 01． 20 0.82 

120 八郎川 二双船川（ホ）  中里町 95 Ｈ06． 01． 20 0.78 

121 多以良川 多以良川（ロ）  多以良町 2,131 Ｈ10． 12． 14 1.50 

122 都通川 都通川（イ）（追加）  船石町 2,027 Ｈ12． 10． 18 5.84 

123 八郎川 
二双船川（ヘ）（追

加） 
中里町 2,027 Ｈ12． 10． 18 1.85 

124 江川 大野川 高浜町 993 Ｓ60． 07． 03 0.73 

125 鰻川 鰻川 野母崎樺島町 34 Ｓ63． 01． 08 0.59 

126 以下宿川 青抜川 以下宿町 198 Ｓ43． 02． 16 2.24 

127 以下宿川 以下宿川 以下宿町 785 Ｓ53． 04． 04 1.47 

128 以下宿川 以下宿川（追加） 以下宿町 886 Ｓ54． 04． 18 1.30 

129 以下宿川 以下宿川（ホ） 以下宿町 390 Ｈ14． 05． 09 1.42 

130 以下宿川 
以下宿川（ホ）（追

加） 
以下宿町 1,560 Ｈ15． 12． 16 0.62 

131 蚊焼大川 蚊焼大川及び支川 蚊焼町 1,099 Ｓ48． 05． 22 4.80 

132 大川 千代譲川 布巻町 761 Ｓ58． 03． 23 0.15 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐40 

 

番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

133 大川 千代譲川（追加） 布巻町 791 Ｓ59． 03． 30 0.80 

134 大川 久良川 布巻町 993 Ｓ60． 07． 03 3.44 

135 大川 千代譲川（ハ） 布巻町 2,399 Ｈ12． 12． 18 0.45 

136 大川 千代譲川（ニ） 布巻町 2,399 Ｈ12． 12． 18 0.62 

137 神ノ浦川 神ノ浦川 神浦下大中尾町 908 Ｓ36． 03． 31 3.70 

138 神ノ浦川 
神ノ浦川及び同左

支川（追加） 
神浦下大中尾町 651 Ｓ60． 03． 25 0.61 

139 黒崎川 黒崎川 上黒崎町 711 Ｓ42． 03． 22 2.40 

140 黒崎川 黒崎川 上黒崎町 198 Ｓ43． 02． 16 3.70 

141 黒崎川 黒崎川（追加） 上黒崎町 1,026 Ｈ03． 04． 11 7.50 

142 出津川 出津川 新牧野町 2,989 Ｓ41． 08． 30 2.63 

143 神ノ浦川 牛牧川 
神浦北大中尾町 

神浦丸尾町 
190 Ｓ47． 02． 14 5.55 

144 神ノ浦川 牛牧川 
神浦北大中尾町 

神浦丸尾町 
44 Ｓ59． 01． 20 0.82 

145 出津川 大首川 新牧野町 249 Ｓ51． 03． 05 7.20 

146 西海川 谷口川 西海町 55 Ｓ53． 01． 25 6.46 

147 西海川 谷口川 西海町 887 Ｓ54． 04． 18 5.52 

148 村松川 
村松川及び同左支

川 
琴海村松町 651 Ｓ60． 03． 25 3.84 

149 手崎川 手崎川 長浦町 1,674 Ｓ60． 12． 21 1.15 

150 長浦川 長浦川 長浦町 2,048 Ｓ63． 10． 21 1.43 

151 四戸ノ川 四戸ノ川 琴海形上町 729 Ｈ08． 03． 21 2.62 

152 西海川 中川内川 西海町 390 Ｈ14． 05． 09 5.00 

153 西海川 中川内川（追加） 西海町 324 Ｈ17． 03． 22 0.27 

154 戸根原川 戸根原川 
長浦町 

琴海戸根原町 
1,133 Ｈ01． 05． 29 2.82 

155 下曲川 下曲川 野母町 948 Ｈ18． 08． 11 0.39 

156 山川河内川 山川河内川 太田尾町 993 Ｓ60． 07． 03 0.50 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
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番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

157 戸石川 陣の内川（ヘ） 
上戸石町 

東町 
1,367 Ｈ09． 06． 24 2.14 

158 八郎川 白水川 現川町 1,367 Ｈ09． 06． 24 4.94 

159 戸石川 陣の内川（ホ） 
上戸石町 

東町 
1,367 Ｈ09． 06． 24 2.70 

160 多以良川 多以良川（追加） 
鳴見町 

多以良町 
1,490 Ｈ10． 07． 16 0.94 

161 八郎川 侍石川（ハ） 東町 1,455 Ｈ11． 07． 02 0.52 

162 江川川 
竿ノ浦川（リ）（追

加） 

八郎岳町 

竿浦町 
123 Ｈ15． 02． 13 1.08 

163 二股川 鳴見川（ハ） 鳴見町 123 Ｈ15． 02． 13 1.54 

164 二股川 鳴見川（ニ） 鳴見町 123 Ｈ15． 02． 13 1.61 

165 日見川 日見川（追加） 芒塚町 769 Ｈ17． 08． 04 1.71 

166 鹿尾川 草住川 
京太郎町 

柳田町 
771 Ｈ22． 07． 21 6.63 

167 戸石川 陣の内川（ニ） 上戸石町 762 Ｈ23． 07． 20 3.86 

168 上戸石川 水頭川 上戸石町 1,128 Ｈ24． 10． 15 2.59 

169 上戸石川 大坂川（ニ） 上戸石町 1,144 Ｈ25． 11． 27 0.45 

170 上浦川 上浦川（ハ） 上浦町 1,144 Ｈ25． 11． 27 1.89 

171 宮川 宮川（追加） 蚊焼町 1,144 Ｈ25． 11． 27 0.77 

172 宮川 宮川 蚊焼町 1,003 Ｈ21． 09． 14 5.06 

173 宮川 宮川（追加） 蚊焼町 1,428 Ｈ22． 11． 30 0.50 

174 宮川 宮川（解除） 蚊焼町 1,429 Ｈ22． 11． 30 
－

0.33 

175 松峰川 松峰川 為石町 1,128 Ｈ24． 10． 15 1.01 

176 矢の平川 矢の平川 
矢の平1丁目 

矢の平3丁目 
638 Ｈ27. 05. 11 1.42 

177 大川 千代譲川（ロ） 布巻町 809 Ｈ28. 06. 09 1.40 

178 大井手川 大宮川（二） 大宮町 809 Ｈ28. 06. 09 1.06 

179 草住川 草住川（ロ） 
草住町 

京太郎町 
1,430 Ｈ28． 12． 21 1.41 

180 田子ノ浦川 田子ノ浦川 多以良町 666 Ｈ29. 07. 04 1.62 
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番号 河川幹川名 河 川 渓 流 名 町 名 告示番号 告 示 年 月 日 
面 積 

（ha） 

181 浦上川 三川川（ヌ） 三川町 666 Ｈ29. 07. 04 0.63 

182 畝刈川 畝刈川 畝刈町 666 Ｈ29. 07. 04 0.79 

183 浦上川 紅葉谷川（ロ） 淵町 212 Ｈ30． 02． 23 1.65 

184 城山川 立岩川（ヘ） 立岩町 1,096 Ｈ30． 09． 12 1.98 

185 浦上川 紅葉谷川（イ） 
淵町 

春木町 
1,586 R02． 12． 28 1.31 

186 小ヶ倉川 小ヶ倉川（イ） 小ヶ倉町1丁目 1,188 R03． 08． 27 0.81 

187 江川川 竿ノ浦川（ハ） 竿浦町 1,188 R03． 08． 27 2.06 

188 多以良川 鳴見川（チ） 鳴見町 801 R04． 08． 05 0.94 

189 小江小浦川 小江小浦川（イ） 小江町 801 R04． 08． 05 1.05 

190 法丈川 椿が丘川（ハ） 蚊焼町 1090 R04． 11． 02 1.81 

191 黒浜川 南県川 黒浜町 1017 R05． 10． 06 19.24 

192 上曲川 上曲川 野母町 1017 R05． 10． 06 0.62 

193 小江小浦川 小江小浦川川（ホ） 小江町 1017 R05． 10． 06 0.79 
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⑵ 道路危険予想箇所 （各総合事務所） 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

1 
市道 

三重田町２号線 
三重田町 

(ｍ) 
393.5 

 
法面崩壊 

(ｍ) 
100 

 
法面腹付コンクリート 

2 三重田町５号線 三重田町 728.6 〃 100 法面擁壁コンクリート 

3 
三重田町樫山町１号

線 

三重田町～樫山

町 
1,492.3 〃 200 法面腹付コンクリート 

4 樫山町１号線 樫山町 510.3 〃 100 法面練積ブロック 

5 樫山町３号線 樫山町 254.0 〃 100 法面練積ブロック 

6 樫山町５号線 樫山町 599.6 〃 200 法面練積ブロック 

7 樫山町７号線 樫山町 639.1 〃 30 法面擁壁コンクリート 

8 畦町樫山町１号線 畦町～樫山町 1,459.0 〃 100 法面練積コンクリート 

9 三重町樫山町線 三重町～樫山町 1,012.4 〃 100 法面擁壁コンクリート 

10 三重町５号線 三重町 499.7 〃 100 法面練積ブロック 

11 三重町松崎町線 三重町～松崎町 6,763.5 〃 600 法面擁壁コンクリート 

12 畝刈町４号線 畝刈町 378.6 〃 100 法面練積ブロック 

13 畝刈町線 畝刈町 1,054.2 〃 200 法面擁壁コンクリート 

14 畝刈町７号線 畝刈町 1,409.0 〃 500 法面腹付コンクリート 

15 多以良町鳴見町線 
多以良町～鳴見

町 
2,839.9 〃 300 法面擁壁コンクリート 

16 鳴見町畝刈町線 鳴見町～畝刈町 7,815.5 〃 500 法面擁壁コンクリート 

17 式見町相川町線 式見町～相川町 1,228.5 暗渠崩壊 200 暗渠腹付コンクリート 

18 四杖町線 四杖町 701.9 法面崩壊 200 法面練積ブロック 

19 四杖町８号線 四杖町 95.5 〃 20 法面腹付コンクリート 

20 園田町牧野町線 園田町～牧野町 3,956.2 〃 300 法面擁壁コンクリート 

21 向町滑石線 
向町～滑石４丁

目 
7,039.3 〃 300 法面擁壁コンクリート 
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番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

22 上浦町３号線 上浦町 
(ｍ) 

395.5 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
50  法面擁壁コンクリート 

23 柿泊町線 柿泊町 722.7 〃 100 法面腹付コンクリート 

24 滑石北陽町１号線 
滑石４丁目～ 

北陽町 
500.0 〃 50 法面擁壁コンクリート 

25 横尾45号線 横尾３丁目 828.0 〃 300 法面練積ブロック 

26 滑石横尾２号線 
滑石３丁目～ 

横尾２丁目 
554.0 〃 100 法面擁壁コンクリート 

27 滑石37号線 滑石３丁目 151.4 〃 50 法面擁壁コンクリート 

28 滑石36号線 滑石３丁目 166.8 〃 20 法面擁壁コンクリート 

29 滑石35号線 滑石３丁目 94.0 〃 50 法面擁壁コンクリート 

30 滑石21号線 滑石２丁目 465.7 〃 50 法面擁壁コンクリート 

31 滑石65号線 滑石５丁目 758.1 〃 250 法面擁壁コンクリート 

32 大宮町北栄町１号線 大宮町～北栄町 722.5 〃 100 法面擁壁コンクリート 

33 北栄町14号線 北栄町 236.4 〃 50 法面擁壁コンクリート 

34 葉山35号線 葉山２丁目 365.9 〃 100 法面コンクリート吹付 

35 大橋町岩屋町線 大橋町～岩屋町 2,656.2 〃 100 法面擁壁コンクリート 

36 錦町12号線 錦町 454 〃 50 法面擁壁コンクリート 

37 白鳥町１号線 白鳥町 336.5 〃 50 法面擁壁コンクリート 

38 緑が丘町１号線 緑が丘町 319.3 〃 100 法面腹付コンクリート 

39 江里町２号線 江里町 272.3 〃 30 法面擁壁コンクリート 

40 油木町10号線 油木町 1,339.4 〃 550 法面擁壁コンクリート 

41 三芳町若竹町線 三芳町～若竹町 2,212.8 〃 100 法面腹付コンクリート 

42 城栄町線 城栄町 363.7 〃 50 法面擁壁コンクリート 
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番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

43 花園町金堀町１号線 花園町～金堀町 
(ｍ) 

376.0  
 
法面崩壊 

(ｍ) 
50 
 
法面腹付コンクリート 

44 若草町岩見町線 若草町～岩見町 934.9 〃 250 法面腹付コンクリート 

45 曙町稲佐町線 曙町～稲佐町 4,198.7 〃 300 ロックネット 

46 稲佐町線 稲佐町 1,222.2 〃 100 法面擁壁コンクリート 

47 淵町稲佐町１号線 淵町～稲佐町 317.0 〃 100 暗渠腹付コンクリート 

48 稲佐町12号線 稲佐町 66.2 〃 66 法面練積ブロック 

49 稲佐町旭町線 稲佐町～旭町 1,045.6 〃 50 法面コンクリート吹付 

50 丸尾町江の浦町１号線 丸尾町～江の浦町 946.5 〃 145 暗渠腹付コンクリート 

51 江の浦町４号線 江の浦町 137.2 〃 50 法面腹付コンクリート 

52 大鳥町２号線 大鳥町 308.6 〃 50 法面練積ブロック 

53 大鳥町10号線 大鳥町 273.3 〃 100 法面練積ブロック 

54 大鳥町１号線 大鳥町 308.8 〃 100 法面腹付コンクリート 

55 入船町江の浦町線 入船町～江の浦町 1,702.4 〃 100 法面コンクリート吹付 

56 大鳥町水の浦町１号線 大鳥町～水の浦町 764.7 〃 100 法面腹付コンクリート 

57 飽の浦町秋月町１号線 飽の浦町～秋月町 819.7 暗渠崩壊 500 暗渠腹付コンクリート 

58 大浜町18号線 大浜町 862.3 法面崩壊 100 法面擁壁コンクリート 

59 西立神町東立神町線 
西立神町～ 

東立神町 
663.9 暗渠崩壊 300 暗渠腹付コンクリート 

60 大浜町木鉢町線 大浜町～木鉢町 3,645.9 法面崩壊 500 法面腹付コンクリート 

61 西泊町７号線 西泊町 682.5 〃 200 法面擁壁コンクリート 

62 西泊町１号線 西泊町 710.8 〃 270 法面擁壁コンクリート 

63 西泊町線 
西泊町～ 

神の島３丁目 
939.3 〃 60 法面擁壁コンクリート 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐46 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

64 神の島２号線 
神の島１丁目～ 

神の島３丁目 

(ｍ) 
1,252.1 

 
法面崩壊 

(ｍ) 
190 

 
法面擁壁コンクリート 

65 中園町音無町線 中園町～音無町 352.1 〃 50 法面擁壁コンクリート 

66 大橋町赤迫１号線 大橋町～赤迫町 1,547.3 〃 300 法面擁壁コンクリート 

67 住吉町高田郷線 住吉町～高田郷 1,311.5 〃 100 法面擁壁コンクリート 

68 花丘町住吉町線 花丘町～住吉町 572.6 〃 30 法面腹付コンクリート 

69 女の都昭和線 
女の都１丁目～ 

昭和町 
3,218.8 〃 300 法面擁壁コンクリート 

70 女の都66号線 
女の都３丁目～ 

女の都２丁目 
1,041.4 〃 100 法面練石積 

71 女の都29号線 女の都２丁目 414.8 〃 100 法面擁壁コンクリート 

72 昭和高田郷線 泉２丁目～高田郷 2,142.7 〃 100 法面擁壁コンクリート 

73 大手７号線 大手１丁目 137.3 〃 50 法面擁壁コンクリート 

74 川平町10号線 川平町 384.0 〃 50 法面練積ブロック 

75 昭和町川平町線 昭和町～川平町 3,278.6 〃 100 法面腹付コンクリート 

76 三ツ山町１号線 三ツ山町 1,940.5 〃 50 法面擁壁コンクリート 

77 三ツ山町６号線 三ツ山町 552.7 〃 100 法面練積ブロック 

78 三ツ山町７号線 三ツ山町 1,440.2 〃 150 法面練積ブロック 

79 畦別当町１号線 畦別当町 381.9 〃 100 法面擁壁コンクリート 

80 畦別当町２号線 畦別当町 228.9 〃 100 法面擁壁コンクリート 

81 三川町線 三川町 1,747.4 〃 280 法面擁壁コンクリート 

82 三川町52号線 三川町 916.2 〃 200 法面練積ブロック 

83 三川町51号線 三川町 342.3 〃 200 法面練積ブロック 

84 西山川平町線 
西山４丁目～ 

川平町 
3,053.8 〃 100 法面擁壁コンクリート 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐47 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

85 西山台２号線 
西山台２丁目～ 

西山台１丁目 

(ｍ) 
663.9 

 
法面崩壊 

(ｍ) 
50 
 
法面腹付コンクリート 

86 三原20号線 三原２丁目 169.7 〃 20 法面腹付コンクリート 

87 三原西山台１号線 
三原２丁目～ 

西山台１丁目 
814.1 〃 50 法面擁壁コンクリート 

88 辻町６号線 辻町 433.6 〃 40 法面腹付コンクリート 

89 辻町三原１号線 辻町～三原１丁目 169.8 〃 30 法面腹付コンクリート 

90 三原上野町線 
三原１丁目～ 

上野町 
1,887.1 〃 80 法面擁壁コンクリート 

91 三原37号線 三原１丁目 603.3 〃 100 法面腹付コンクリート 

92 橋口町大橋町１号線 橋口町～大橋町 247.0 〃 50 法面腹付コンクリート 

93 西山28号線 西山４丁目 569.4 〃 80 法面擁壁コンクリート 

94 木場町27号線 木場町４丁目 713.1 〃 50 法面練積ブロック 

95 西山木場町線 
西山４丁目～ 

木場町 
2,411.8 〃 580 法面腹付コンクリート 

96 木場町７号線 木場町 954.0 〃 200 法面腹付コンクリート 

97 木場町片淵線 
木場町～ 

片淵５丁目 
2,291.0 〃 260 法面擁壁コンクリート 

98 上銭座町坂本１号線 
上銭座～ 

  坂本１丁目 
374.2 〃 20 法面擁壁コンクリート 

99 銭座町２号線 銭座町 232.0 〃 50 法面腹付コンクリート 

100 田中町35号線 田中町 252.1 〃 100 法面練積ブロック 

101 田中町２号線 田中町 1,404.9 〃 500 法面練積ブロック 

102 田中町37号線 田中町 465.2 〃 50 法面擁壁コンクリート 

103 田中町１号線 田中町 3,779.3 〃 460 法面練積ブロック 

104 田中町24号線 田中町 507.4 〃 100 法面練積ブロック 

105 田中町18号線 田中町 632.9 〃 100 法面練積ブロック 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐48 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

106 田中町13号線 中里町船石町 
(ｍ) 

730.2 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
30 
 
法面腹付コンクリート 

107 田中町矢上町２号線 田中町～矢上町 629.9 〃 100 法面練積ブロック 

108 平間町４号線 平間町 441.8 〃 60 法面練積ブロック 

109 矢上町現川町線 矢上町～現川町 4,367.1 〃 445 法面練積ブロック 

110 現川町線 現川町 1,223.8 〃 50 法面腹付コンクリート 

111 現川町３号線 現川町 248.6 〃 50 法面腹付コンクリート 

112 平間町線 平間町 1,100.9 〃 200 法面練積ブロック 

113 松原町線 松原町 3,928.7 〃 550 法面練積ブロック 

114 古賀町線 古賀町 3,536.3 〃 300 法面擁壁コンクリート 

115 中里町22号線 中里町 269.2 〃 50 法面擁壁コンクリート 

116 中里町17号線 中里町 684.8 〃 100 法面練積ブロック 

117 中里町船石町２号線 中里町～船石町 1,828.1 〃 300 法面練積ブロック 

118 船石町２号線 船石町 360.0 〃 15 法面練積ブロック 

119 船石町３号線 船石町 1,275.4 〃 70 法面練積ブロック 

120 船石町４号線 船石町 371.9 〃 30 法面擁壁コンクリート 

121 船石町７号線 船石町 964.0 〃 50 法面擁壁コンクリート 

122 中里町船石町１号線 中里町～船石町 3,250.9 〃 500 法面練積ブロック 

123 田中町中里町線 田中町～中里町 6,353.2 〃 500 法面練積ブロック 

124 矢上町東町線 矢上町～東町 1,585.8 〃 50 法面擁壁コンクリート 

125 上戸石町船石町線 上戸石町～船石町 4,648.2 〃 500 法面練積ブロック 

126 上戸石町１号線 上戸石町 294.1 〃 50 法面練積ブロック 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐49 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

127 上戸石町５号線 上戸石町 
(ｍ) 

783.8 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
200 

 
法面擁壁コンクリート 

128 戸石町９号線 戸石町 609.2 〃 50 法面擁壁コンクリート 

129 牧島町11号線 牧島町 556.4 〃 200 法面練積ブロック 

130 宿町田中町線 宿町～田中町 1,661.4 〃 100 法面擁壁コンクリート 

131 宿町界３号線 宿町～界１丁目 600.8 〃 100 法面擁壁コンクリート 

132 宿町界４号線 宿町～界１丁目 726.1 〃 100 法面擁壁コンクリート 

133 芒塚町宿町線 芒塚町～宿町 2,523.3 〃 100 法面擁壁コンクリート 

134 網場町８号線 網場町 1,148.6 〃 200 法面擁壁コンクリート 

135 芒塚町本河内１号線 芒塚町～本河内町 1,851.8 〃 480 法面練積ブロック 

136 浜平立山１号線 
浜平２丁目～ 

立山５丁目 
801.5 〃 200 法面腹付コンクリート 

137 浜平御船蔵町線 
浜平１丁目～ 

御船蔵町 
1,144.4 〃 65 法面腹付コンクリート 

138 御船蔵町西坂町２号線 御船蔵町～西坂町 498.4 〃 50 法面腹付コンクリート 

139 立山１号線 立山５丁目 606.0 〃 200 法面腹付コンクリート 

140 立山６号線 立山４丁目 262.9 〃 50 法面腹付コンクリート 

141 立山８号線 立山３丁目 621.3 〃 100 法面腹付コンクリート 

142 勝山町立山１号線 
勝山町～ 

立山３丁目 
668.7 暗渠崩壊 100 暗渠腹付コンクリート 

143 西山目覚町線 
西山２丁目～ 

目覚町 
3,739.2 法面崩壊 85 法面腹付コンクリート 

144 立山西山１号線 
立山５丁目～ 

西山１丁目 
372.4 〃 50 法面腹付コンクリート 

145 万才町１号線 万才町 235.4 〃 20 法面腹付コンクリート 

146 江戸町魚の町１号線 江戸町～魚の町 635.3 暗渠崩壊 100 暗渠腹付コンクリート 

147 浜町伊勢町線 浜町～伊勢町 1,258.0 法面崩壊 30 法面腹付コンクリート 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐50 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

148 伊良林６号線 伊良林２丁目 
(ｍ) 

336.4 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
50 
 
法面腹付コンクリート 

149 中川矢の平１号線 
中川１丁目～ 

矢の平２丁目 
222.1 〃 50 法面腹付コンクリート 

150 白木町矢の平線 
白木町～ 

矢の平２丁目 
2,144.0 〃 50 法面腹付コンクリート 

151 矢の平14号線 
矢の平４丁目～ 

矢の平２丁目 
502.6 〃 200 法面腹付コンクリート 

152 矢の平白木町線 
矢の平１丁目～ 

白木町 
1,722.5 〃 50 法面腹付コンクリート 

153 中川鳴滝線 
中川２丁目～ 

鳴滝３丁目 
1,636.0 〃 100 法面腹付コンクリート 

154 本河内21号線 本河内１丁目 93.6 〃 15 法面腹付コンクリート 

155 本河内22号線 本河内１丁目 302.5 〃 45 法面腹付コンクリート 

156 本河内23号線 本河内１丁目 344.8 〃 100 法面腹付コンクリート 

157 本河内14号線 本河内２丁目 182.8 〃 50 法面腹付コンクリート 

158 本河内３号線 
本河内２丁目～ 

４丁目 
2,510.7 〃 450 法面練積ブロック 

159 本河内２号線 
本河内１丁目～ 

３丁目 
1,915.4 〃 495 法面擁壁コンクリート 

160 本河内５号線 本河内３丁目 481.2 〃 200 法面腹付コンクリート 

161 愛宕鍛冶屋町１号線 
愛宕３丁目～ 

鍛冶屋町 
1,501.2 〃 200 法面腹付コンクリート 

162 鍛冶屋町愛宕１号線 
鍛冶屋町～ 

愛宕１丁目 
867.1 〃 100 法面腹付コンクリート 

163 愛宕37号線 愛宕１丁目 135.6 〃 50 法面腹付コンクリート 

164 愛宕高平町１号線 
愛宕１丁目～ 

高平町 
424.3 〃 50 法面擁壁コンクリート 

165 愛宕高平町２号線 
愛宕１丁目～ 

高平町 
610.9 〃 50 法面腹付コンクリート 

166 愛宕27号線 愛宕１丁目 152.6 〃 50 法面腹付コンクリート 

167 愛宕17号線 愛宕２丁目 81.5 〃 50 法面腹付コンクリート 

168 愛宕31号線 
愛宕２丁目～ 

愛宕２丁目 
496.7 〃 100 法面腹付コンクリート 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐51 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

169 愛宕18号線 
愛宕２丁目～ 

愛宕１丁目 

(ｍ) 
345.0 

 
法面崩壊 

(ｍ) 
50 
 
法面腹付コンクリート 

170 愛宕10号線 愛宕４丁目 200.4 〃 50 法面擁壁コンクリート 

171 愛宕21号線 
愛宕３丁目～ 

愛宕１丁目 
340.7 〃 100 法面腹付コンクリート 

172 愛宕５号線 
愛宕３丁目～ 

愛宕４丁目 
337.0 〃 25 法面擁壁コンクリート 

173 白木町３号線 白木町 295.1 〃 100 法面腹付コンクリート 

174 田手原町５号線 田手原町 717.5 〃 100 法面擁壁コンクリート 

175 田手原町４号線 田手原町 186.4 〃 50 法面擁壁コンクリート 

176 田手原町６号線 田手原町 646.3 〃 50 法面練積ブロック 

177 愛宕飯香浦町線 
愛宕３丁目～ 

飯香浦町 
8,787.7 〃 540 法面擁壁コンクリート 

178 田手原町本河内町線 
田手原町～ 

本河内町 
1,769.0 〃 300 法面腹付コンクリート 

179 本石灰町１号線 
本石灰町～ 

東立神町 
165.8 暗渠崩壊 150 法面腹付コンクリート 

180 西小島館内町１号線 
西小島１丁目～ 

館内町 
463.1 法面崩壊 50 法面腹付コンクリート 

181 西小島稲田町２号線 
西小島２丁目～ 

稲田町 
345.4 〃 100 法面腹付コンクリート 

182 稲田町６号線 稲田町 222.8 〃 50 法面腹付コンクリート 

183 本石灰町高丘線 
本石灰町～ 

高丘２丁目 
1,368.7 暗渠崩壊 180 法面腹付コンクリート 

184 中小島８号線 中小島１丁目 98.6 法面崩壊 20 法面擁壁コンクリート 

185 中小島丸山町１号線 
中小島２丁目～ 

丸山町 
730.0 〃 50 法面擁壁コンクリート 

186 上小島14号線 上小島２丁目 161.0 〃 30 法面練積ブロック 

187 上小島17号線 上小島３丁目 228.1 〃 50 法面練積ブロック 

188 上小島37号線 
上小島５丁目～ 

上小島３丁目 
552.5 〃 50 法面擁壁コンクリート 

189 大浦下町１号線 大浦町～下町 532.0 〃 100 法面コンクリート吹付 
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番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

190 南山手町１号線 南山手町 
(ｍ) 

1,249.1 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
200 

 
法面腹付コンクリート 

191 上田町東琴平１号線 
上田町～ 

東琴平１丁目 
769.1 〃 100 法面腹付コンクリート 

192 東琴平４号線 東琴平１丁目 86.0 〃 50 法面腹付コンクリート 

193 大浦町田上町線 大浦町～田上町 3,982.9 〃 200 法面練積ブロック 

194 川上町出雲線 
川上町～ 

出雲３丁目 
1,102.3 〃 200 法面コンクリート吹付 

195 出雲５号線 出雲１丁目 72.6 〃 50 法面腹付コンクリート 

196 川上町５号線 川上町 511.1 〃 100 法面腹付コンクリート 

197 椎の木町南町線 椎の木町～南町 213.1 〃 50 法面腹付コンクリート 

198 椎の木町八景町１号線 椎の木町～八景町 632.8 〃 100 法面擁壁コンクリート 

199 椎の木町星取１号線 
椎の木町～ 

星取１丁目 
790.0 〃 300 法面練積ブロック 

200 上小島南ケ丘町１号線 
上小島５丁目～ 

南ケ丘町 
484.5 〃 50 法面擁壁コンクリート 

201 田上線 
田上３丁目～ 

４丁目 
2,300.0 〃 200 法面擁壁コンクリート 

202 田上５号線 田上１丁目 384.5 〃 100 法面擁壁コンクリート 

203 茂木町１号線 茂木町 597.7 〃 200 法面練積ブロック 

204 茂木町２号線 茂木町 1,193.7 〃 100 法面練積ブロック 

205 北浦町三景台町線 北浦町～三景台町 4.278.7 〃 490 法面練積ブロック 

206 田上北浦町線 
田上１丁目～ 

北浦町 
1,924.2 〃 200 法面擁壁コンクリート 

207 茂木町田上１号線 
茂木町～ 

田上１丁目 
2.261.7 〃 300 法面練積ブロック 

208 茂木町３号線 茂木町 773.9 〃 200 法面擁壁コンクリート 

209 茂木町４号線 茂木町 1,297.5 〃 360 法面練積ブロック 

210 茂木町38号線 茂木町 1,665.8 〃 80 法面擁壁コンクリート 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐53 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

211 茂木町84号線 茂木町 
(ｍ) 

1,533.1 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
80 
 
法面擁壁コンクリート 

212 北浦町１号線 北浦町 770.5 〃 40 法面擁壁コンクリート 

213 太田尾町２号線 太田尾町 1,351.2 〃 190 法面腹付コンクリート 

214 太田尾町１号線 太田尾町 1,117.9 〃 100 法面練積ブロック 

215 飯香浦町２号線 飯香浦町 757.1 〃 280 法面腹付コンクリート 

216 飯香浦町６号線 飯香浦町 445.5 〃 175 法面擁壁コンクリート 

217 宮摺町線 宮摺町 897.8 〃 300 法面擁壁コンクリート 

218 宮摺町２号線 宮摺町 140.0 〃 20 法面腹付コンクリート 

219 大崎町線 大崎町 969.0 〃 100 法面練積ブロック 

220 千々町大崎町線 千々町～大崎町 2,072.6 〃 500 法面擁壁コンクリート 

221 西琴平町３号線 西琴平町 88.6 〃 20 法面腹付コンクリート 

222 小菅町１号線 小菅町 89.0 〃 20 法面腹付コンクリート 

223 小菅町戸町１号線 
小菅町～ 

戸町２丁目 
1,135.0 〃 100 法面腹付コンクリート 

224 古河町上戸町線 
古河町～ 

上戸町１丁目 
1.770.1 〃 80 法面コンクリート吹付 

225 戸町31号線 戸町３丁目 423.9 〃 100 法面擁壁コンクリート 

226 上戸町６号線 上戸町１丁目 395.5 〃 170 法面擁壁コンクリート 

227 上戸町宮摺町線 
上戸町４丁目～ 

宮摺町 
5,809.7 〃 500 法面張コンクリート 

228 新戸町大山町線 新戸町３丁目 3,137.1 〃 400 法面練積ブロック 

229 新戸町小ケ倉町１号線 新戸町３丁目 382.4 〃 50 法面擁壁コンクリート 

230 小ケ倉町13号線 
小ケ倉町１丁目～ 

小ケ倉町２丁目 
1,153.2 〃 230 法面腹付コンクリート 

231 
新小が倉小ヶ倉町 

１号線 

新小が倉２丁目～ 

小ヶ倉町２丁目 
1,223.9 〃 50 法面擁壁コンクリート 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐54 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

232 小ケ倉町33号線 小ケ倉町２丁目 
(ｍ) 

664.8 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
100 

 
法面擁壁コンクリート 

233 小ケ倉町34号線 小ケ倉町２丁目 351.5 〃 50 法面擁壁コンクリート 

234 磯道町三和町１号線 磯道町～三和町 406.1 〃 70 法面練積ブロック 

235 大山町三和町線 大山町～三和町 3,375.4 〃 300 法面練積ブロック 

236 三和町鹿尾町１号線 三和町～鹿尾町 3,340.1 〃 480 法面擁壁コンクリート 

237 草住町１号線 草住町 216.2 〃 100 擁壁法面コンクリート 

238 深堀町61号線 深堀町５丁目 202.1 〃 100 法面練石積 

239 深堀町75号線 深堀町５丁目 66.1 〃 40 法面練積ブロック 

240 深堀町68号線 深堀町５丁目 216.3 〃 50 法面練積ブロック 

241 大籠町４号線 大籠町 889.3 〃 300 法面練積ブロック 

242 平山町線 平山町 1,172.2 〃 300 法面擁壁コンクリート 

243 平山町４号線 平山町 1,311.8 〃 300 法面練積ブロック 

244 大浜町14号線 大浜町 885.9 〃 200 法面擁壁コンクリート 

245 現川町４号線 現川町 307.0 〃 200 法面練積ブロック 

246 弥生町田手原町線 弥生町～田手原町 1,826.7 〃 100 法面擁壁コンクリート 

247 鳴見町３号線 鳴見町 355.9 〃 100 法面擁壁コンクリート 

248 四杖町４号線 四杖町 287.0 〃 50 法面擁壁コンクリート 

249 式見町四杖町１号線 式見町～四杖町 530.3 〃 200 法面擁壁コンクリート 

250 牧野町四杖町１号線 牧野町～四杖町 675.4 〃 100 法面擁壁コンクリート 

251 柿泊町８号線 柿泊町 666.1 〃 300 法面練積ブロック 

252 西町４号線 西町 332.5 〃 50 法面練積ブロック 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐55 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

253 清水町３号線 清水町 
(ｍ) 

360.7 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
100 

 
法面擁壁コンクリート 

254 岩見町２号線 岩見町 114.1 〃 50 法面擁壁コンクリート 

255 大手川平町１号線 
大手３丁目～ 

川平町 
1,034.0 〃 100 法面擁壁コンクリート 

256 住吉町３号線 住吉町 173.8 〃 50 法面擁壁コンクリート 

257 高尾町５号線 高尾町 105.4 〃 50 法面腹付コンクリート 

258 高尾町７号線 高尾町 718.4 〃 100 法面擁壁コンクリート 

259 平間町１号線 平間町 245.9 〃 100 法面擁壁コンクリート 

260 東町２号線 東町 1,337.4 〃 300 法面練積ブロック 

261 戸石町１号線 戸石町 384.2 〃 50 法面擁壁コンクリート 

262 戸石町牧島町線 戸石町～牧島町 1,634.0 〃 100 法面練積ブロック 

263 かき道65号線 
かき道３丁目～ 

かき道４丁目 
1,536.5 〃 50 法面練積ブロック 

264 
御船蔵町銭座町 

１号線 
御船蔵町～銭座町 488.2 〃 100 法面腹付コンクリート 

265 夫婦川町１号線 夫婦川町 155.9 〃 50 法面腹付コンクリート 

266 愛宕28号線 愛宕１丁目 167.9 〃 50 法面擁壁コンクリート 

267 田手原町８号線 田手原町 185.4 〃 100 法面腹付コンクリート 

268 東山町５号線 東山町 153.4 〃 50 法面腹付コンクリート 

269 高丘10号線 高丘１丁目 195.9 〃 50 法面腹付コンクリート 

270 上田町出雲３号線 
上田町～ 

出雲２丁目 
139.5 〃 50 法面腹付コンクリート 

271 星取１号線 星取１丁目 119.4 〃 50 法面腹付コンクリート 

272 戸町16号線 戸町２丁目 265.3 〃 100 法面腹付コンクリート 

273 小ケ倉町26号線 小ケ倉町２丁目 539.4 〃 100 法面擁壁コンクリート 
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水防資料‐56 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

274 三和町１号線 三和町 
(ｍ) 

362.5 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
100 

 
法面腹付コンクリート 

275 江川町平瀬町線 江川町～平瀬町 684.0 〃 100 法面擁壁コンクリート 

276 深堀町10号線 深堀町１丁目 1,240.2 〃 300 法面モルタル吹付 

277 三重町１号線 三重町 715.5 〃 100 法面練積ブロック 

278 向町10号線 向町 130.4 〃 50 法面腹付コンクリート 

279 西北町７号線 西北町 470.2 〃 50 法面擁壁コンクリート 

280 三川町川平町１号線 三川町～川平町 1,041.2 〃 50 法面練積ブロック 

281 大手川平町１号線 
大手３丁目～ 

川平町 
1,034.0 〃 50 法面腹付コンクリート 

282 三原14号線 三原１丁目 444.2 〃 100 法面擁壁コンクリート 

283 本河内１号線 本河内町 1,539.8 〃 300 法面練積ブロック 

284 矢の平12号線 矢の平１丁目 129.8 〃 50 法面腹付コンクリート 

285 愛宕26号線 愛宕２丁目 100.7 〃 30 法面腹付コンクリート 

286 西小島１号線 西小島１丁目 89.0 〃 30 法面腹付コンクリート 

287 上小島７号線 上小島２丁目 270.8 〃 50 法面腹付コンクリート 

288 南町高丘１号線 南町～高丘２丁目 226.6 〃 100 法面擁壁コンクリート 

289 館内町１号線 館内町 88.4 〃 20 法面擁壁コンクリート 

290 上田町３号線 上田町 127.6 〃 50 法面腹付コンクリート 

291 
日の出町東山手町 

１号線 

日の出町～ 

東山手町 
775.9 〃 100 法面腹付コンクリート 

292 相生町４号線 相生町 74.3 〃 50 法面石積 

293 戸町41号線 
新戸町１丁目～ 

戸町３丁目 
618.4 〃 50 法面擁壁コンクリート 

294 小ケ倉町20号線 小ケ倉町２丁目 222.2 〃 50 法面腹付コンクリート 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐57 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

295 平山町竿浦町１号線 平山町～竿浦町 
(ｍ) 

476.8 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
50 
 
法面練積ブロック 

296 松原町２号線 松原町 1,106.6 〃 150 法面練積ブロック 

297 四杖町３号線 四杖町 434.3 〃 100 法面練積ブロック 

298 四杖町６号線 四杖町 398.2 〃 100 法面練積ブロック 

299 小浦町２号線 小浦町 697.5 〃 30 法面張コンクリート 

300 滑石59号線 滑石３丁目 286.6 〃 50 法面張コンクリート 

301 女の都26号線 女の都１丁目 180.6 〃 50 法面張コンクリート 

302 昭和女の都１号線 
昭和～ 

女の都１丁目 
164.7 〃 30 法面張コンクリート 

303 三川町川平町２号線 三川町～川平町 460.7 〃 100 法面擁壁コンクリート 

304 家野町７号線 家野町 32.1 〃 15 法面張コンクリート 

305 木場町２号線 木場町 464.6 〃 50 法面擁壁コンクリート 

306 松原町６号線 松原町 225.6 〃 50 法面擁壁コンクリート 

307 矢の平14号線 
矢の平４丁目～ 

２丁目 
502.6 〃 100 法面練積ブロック 

308 小瀬戸町線 小瀬戸町 789.1 〃 30 法面擁壁コンクリート 

309 三ツ山町10号線 三ツ山町 971.4 〃 200 法面擁壁コンクリート 

310 上野町15号線 上野町 167.5 〃 70 法面擁壁コンクリート 

311 高田郷６号線 昭和３丁目 98.3 〃 90 法面張コンクリート 

312 
新小が倉小ヶ倉町 

１号線 
新小が倉町１丁目 1245.7 〃 30 法面張コンクリート 

313 三重町樫山町線 三重町～樫山町 1012.4 〃 30 法面張コンクリート 

314 向町12号線 向町 233.6 〃 30 法面張コンクリート 

315 元町５号線 元町 174.0 〃 150 法面張コンクリート 
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水防資料‐58 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

316 船石町中里町１号線 中里町 
(ｍ) 

582.5 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
60 
 
法面腹付コンクリート 

317 船石町８号線 船石町 551.5 〃 20 法面腹付コンクリート 

318 船石町９号線 船石町 147.7 〃 20 法面腹付コンクリート 

319 滑石61号線 滑石３丁目 381.8 〃 30 法面腹付コンクリート 

320 園田町１号線 園田町 2,994.1 〃 50 法面腹付コンクリート 

321 小江原町線 小江原町 1,487.3 〃 80 法面腹付コンクリート 

322 小菅町５号線 小菅町 337.4 〃 60 法面腹付コンクリート 

323 坂本２号線 江平１丁目 280.0 〃 30 法面腹付コンクリート 

324 松原町８号線 松原町 265.7 〃 20 法面腹付コンクリート 

325 
三和町京太郎町 

１号線 
三和町 261.9 〃 20 法面腹付コンクリート 

326 福田本町１号線 福田本町 508.2 〃 60 法面張コンクリート 

327 新小が倉１号線 新小が倉１丁目 382.4 〃 100 法面張コンクリート 

328 小ケ倉町33号線 小ケ倉町１丁目 664.1 〃 50 法面張コンクリート 

329 三川町39号線 三川町 65.8 〃 10 法面張コンクリート 

330 岩屋町12号線 岩屋町 506.7 〃 100 法面張コンクリート 

331 福田本町２号線 福田本町 1,412.0 〃 500 法面張コンクリート 

332 西山28号線 西山４丁目 569.4 〃 100 法面張コンクリート 

333 上戸石町１号線 上戸石町 294.1 〃 150 法面張コンクリート 

334 八つ尾町１号線 八つ尾町 467.5 〃 150 法面張コンクリート 

335 小江町小江原町線 小江町 3,507.6 〃 350 法面張コンクリート 

336 小江原町春木町線 立岩町 4,150.6 〃 70 法面張コンクリート 

337 多以良町17号線 多以良町 1,436.4 〃 50 法面張コンクリート 
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水防資料‐59 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

338 多以良町３号線 多以良町 
(ｍ) 

556.9 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
50 
 
法面張コンクリート 

339 三重町線 三重町 1,447.8 〃 100 法面張コンクリート 

340 三重町４号線 三重町 148 〃 50 法面張コンクリート 

341 飯香浦町線 飯香浦町 834.5 〃 250 法面張コンクリート 

342 香焼町４号線 香焼町 1,163 〃 20 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

343 香焼町18号線 香焼町 988 〃 600 法面擁壁コンクリート 

344 香焼町52号線 香焼町 666 〃 20 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

345 伊王島循環線 伊王島町１丁目 1,751 〃 100 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

346 永田町１号線 永田町 3,563 〃 40 法面練積ブロック 

347 伊王島町１号線 伊王島町１丁目 2,460 〃 50 法面腹付コンクリート 

348 伊王島町３号線 伊王島町２丁目 730 〃 100 法面腹付コンクリート 

349 伊王島町４号線 伊王島町１丁目 660 〃 50 法面腹付コンクリート 

350 沖乃島中央線 伊王島町２丁目 720 〃 50 法面腹付コンクリート 

351 伊王島町７号線 伊王島町１丁目 630 〃 50 法面腹付コンクリート 

352 伊王島町34号線 伊王島町２丁目 320 〃 50 法面腹付コンクリート 

353 沖乃島循環線 伊王島町２丁目 1,170 〃 300 法面擁壁コンクリート 

354 伊王島町36号線 伊王島町２丁目 290 〃 50 法面擁壁コンクリート 

355 伊王島町39号線 伊王島町２丁目 180 〃 30 法面腹付コンクリート 

356 伊王島町41号線 伊王島町２丁目 2,410 〃 80 法面張コンクリート 

357 中腹循環線 高島町 1,927 〃 100 法面張コンクリート 

358 高島町８号線 高島町 197 〃 80 法面張コンクリート 

359 高浜本線 以下宿町・高浜町 2981.2 〃 300 
法面練積ブロック 

法面張コンクリート 
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番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

360 木場線 高浜町 
(ｍ) 

1,405 
 
法面崩壊 

(ｍ) 
30 
 
ロックネット 

361 野母町２号線 野母町 1,705 〃 110 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

362 脇岬町１号線 脇岬町 1,890 〃 360 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

363 野母崎樺島町１号線 野母崎樺島町 2,026 〃 70 ロックネット 

364 高浜町黒浜町１号線 高浜町～黒浜町 6,173 〃 60 法面練積ブロック 

365 野母崎樺島町２号線 野母崎樺島町 1,480 〃 80 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

366 野母町６号線 野母町 2,001 〃 200 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

367 大野牧野線 
神浦向町～ 

新牧野町 
6,573 〃 320 法面練積ブロック 

368 上黒崎線 上黒崎町 3,442 〃 260 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

369 
東出津町 

新牧野町１号線 

東出津町～ 

新牧野町 
6,563 〃 230 

法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

370 
神浦下道徳町 

神浦口福町１号線 

神浦下道徳町～ 

神浦口福町 
2,619 〃 420 法面練積ブロック 

371 上出津線 
西出津町～ 

下大野町 
4,270 〃 70 

法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

372 松本１号線 下黒崎町 936 〃 70 法面練積ブロック 

373 
下大野町 

新牧野町１号線 

下大野町～ 

新牧野町 
4,384 〃 80 法面モルタル吹付 

374 出津線 
西出津町～ 

東出津町 
836 〃 60 

法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

375 蚊焼町川原町１号線 蚊焼町～川原町 3,247 〃 40 法面練積ブロック 

376 蚊焼町３号線 蚊焼町 1,292 〃 70 法面練積ブロック 

377 川原町４号線 川原町 911 〃 40 ロックネット 

378 藤田尾町１号線 藤田尾町 1,118 〃 100 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

379 川原町宮崎町１号線 川原町～宮崎町 1,134 〃 140 
法面擁壁コンクリート 

落石防護柵 

380 
琴海大平町 

琴海尾戸町１号線 

琴海大平町～ 

琴海尾戸町 
5,895 〃 60 法面練積ブロック 

381 琴海尾戸町16号線 琴海尾戸町 1,840 〃 60 法面練積ブロック 
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番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

382 江保崎線 琴海村松町～西海町 
(ｍ) 

1,224  法面崩壊 
(ｍ) 
20 

法面擁壁コンクリート 
落石防護柵 

383 琴海戸根町１号線 琴海戸根町 1,364 〃 310 
法面擁壁コンクリート 
落石防護柵 

384 大子岳線 琴海形上町 6,289 〃 250 法面擁壁コンクリート 
落石防護柵 

385 西海町62号線 西海町 1,381 〃 100 法面練積ブロック 
ロックネット 

386 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ磯道町１号線 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ1丁目～磯道町 2,571 〃 30 法面擁壁コンクリート 

387 太田尾町潮見町１号線 太田尾町～潮見町 655 〃 50 法面擁壁コンクリート 

388 大浜町25号線 大浜町 574 〃 50 法面擁壁コンクリート 
落石防護柵 

389 大浜飽の浦町線 入船町 2,245.8 〃 150 法面腹付コンクリート 

390 末石町８号線 末石町 352.4 〃 40 法面腹付コンクリート 

391 清水町１号線 清水町 192.7 〃 20 法面腹付コンクリート 

392 旭町４号線 旭町 402.4 〃 25 法面腹付コンクリート 

393 川原町３２号線 川原町 2,717.9 〃 530 ロックネット 

394 宮崎町川原町２号線 川原町 2,466.1 〃 50 ロックネット 

395 為石町１４号線 為石町 2,610.2 〃 40 
法面擁壁コンクリート 
落石防護柵 

396 藤田尾町１号線 藤田尾町 1,107.0 〃 30 落石防護柵 

397 蚊焼町３号線 蚊焼町 1,291.0 〃 120 法面練積ブロック 

398 蚊焼町６号線 蚊焼町 2,107.9 〃 190 
法面擁壁コンクリート 
落石防護柵 

399 長浦町１９号線 長浦町 1,218.8 〃 450 法面腹付コンクリート 

400 長浦町２０号線 長浦町 1,057.0 〃 400 法面腹付コンクリート 

401 神浦上大中尾町 
神浦下大中尾町１号線 

下大中尾町 960.1 〃 150 法面腹付コンクリート 

402 琴海大平町６号線 琴海大平町 1,328.0 〃 100 法面擁壁コンクリート 

403 琴海村松町２６号線 琴海村松町 411.4 〃 50 法面擁壁コンクリート 
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番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

404 琴海尾戸町２６号線 琴海尾戸町 (ｍ) 
942.0  

法面崩壊 (ｍ) 
100 

法面擁壁コンクリート 

405 香焼町１６号線 香焼町 103.7 〃 70 法面擁壁コンクリート 

406 香焼町１３号線 香焼町 1,002.5 〃 150 法面擁壁コンクリート 

407 木場町１号線 木場町 261.5 〃 80 法面擁壁コンクリート 

408 大浜町立岩町線 大浜町・立岩町 1,654.0 〃 1,200 ロックネット 

409 木場町４号線 木場町 349.1 〃 150 法面擁壁コンクリート 

410 大手３４号線 大手２丁目 560.0 〃 200 ロックネット 

411 
葉山エミネント 
葉山町１号線 葉山２丁目 827.8  〃 50 法面擁壁コンクリート 

412 戸町２５号線 戸町３丁目 292.0  〃 50 法面擁壁コンクリート 

413 香焼町２号線 香焼町 505.6  〃 100 法面擁壁コンクリート 

414 琴海戸根町４０号線 琴海戸根町 353.2  〃 200 法面擁壁コンクリート 

415 東出津町３号線 東出津町 1,351.0  〃 500 法面擁壁コンクリート 

416 琴海大平町１号線 琴海大平町 2,502.3  〃 500 法面擁壁コンクリート 

417 香焼町３号線 香焼町 1,156.0 〃 330 法面擁壁コンクリート 

418 宮崎町３０号線 宮崎町 2,394.4 〃 140 
ロックネット 
法面練積ブロック 

419 
下黒崎町新牧野町 
1号線 下黒崎町 4,185.4 法面崩壊 200 法面擁壁コンクリート 

420 蚊焼町9号線 蚊焼町 362.2 〃 50 法面擁壁コンクリート 

421 為石町15号線 為石町 1,144.5 〃 50 ロックネット 
法面練積ブロック 

422 南越町3号線 南越町 2,020.5 〃 500 
法面練積ブロック 
法面張コンクリート 

423 中腹循環線 高島町 1,938.3 〃 20 現場打法枠工 

424 脇岬35号線 脇岬町 139.8 〃 30 法面擁壁コンクリート 
落石防護柵 

425 上黒崎線 上黒崎町 3,445.5 〃 100 法面擁壁コンクリート 
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番 号 路  線  名 区    域 路線延長 
予 想 災 害 

対   応   策 
種  別 延 長 

426 東出津町新牧野町1号
線 

新牧野町 6,574.4 〃 70 法面擁壁コンクリート 

427 宮崎町50号線 宮崎町 1,274.84 〃 15 法面張コンクリート 

428 川原町32号線 川原町 2,717.2 〃 40 ロックネット 

429 蚊焼町5号線 蚊焼町 372.2 〃 50 
ロックネット 
法面コンクリート吹付 

430 琴海戸根町1号線 琴海戸根町 1,363.2 〃 50 ロックネット 

431 古賀町線 古賀町 3,470.1 〃 250 法面擁壁コンクリート 
落石防護柵 

432 新戸町大山町線 大山町 3,136.09 〃 20 法面練積ブロック 

433 南越町脇岬町1号線 南越町～脇岬町 1,714.7 〃 300 
法面練積ブロック 
法面張コンクリート 

434 以下宿町4号線 以下宿町 1,253.46 〃 100 法面練積ブロック 
法面張コンクリート 

435 三ツ山町2号線 三ツ山町 1,009.0 〃 200 ストーンガード 

436 中里町船石町1号線 船石町 3,250.9 〃 210 
法面練積ブロック 
法面張コンクリート 

437 西町1号線 西町 320.6 〃 70 法面練積ブロック 

438 平間町松原町1号線 平間町 1227.8 〃 60 法面練積ブロック 
法面張コンクリート 

437 高浜町2号線 高浜町 745.0 〃 40 法面張コンクリート 

438 江川町平瀬町線 江川町 681.4 〃 40 法面張コンクリート 

439 松原町5号線 松原町 212.0 法面崩壊 15 法面錬積ブロック 

440 戸石町12号線 戸石町 347.7 暗渠崩壊 160 ボックスカルバート 

441 丸山町桜木町線 東小島町 1683.9 法面崩壊 50 法面擁壁コンクリート 
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⑶ 農林業施設危険予想箇所 （各総合事務所）  

番 号 路  線  名 区    域 延 長（ｍ） 予想災害 対   応   策 

1 林道加勢首線 三川町～現川町 Ｌ＝  4,800 
法面崩壊 

溢水決壊 

法面保護工事 

排水施設工事 

2  〃 現川線 現川町 Ｌ＝  1,823 〃 〃 

3  〃 唐八景線 上戸町～宮摺町 Ｌ＝  5,100 〃 〃 

4  〃 宮摺線 宮摺町 Ｌ＝  3,848 〃 〃 

5  〃 大崎線 鹿尾町～大崎町 Ｌ＝ 12,438 〃 〃 

6  〃 普賢岳線 東町～船石町 Ｌ＝  3,587 〃 〃 

7  〃 小ケ倉線 宮摺町 Ｌ＝   644 〃 〃 

8  〃 大山線 大山町～宮摺町 Ｌ＝  4,202 〃 〃 

9  〃 木下線 滑石町 Ｌ＝   240 〃 〃 

10  〃 堤平線 小江原町 Ｌ＝   780 〃 〃 

11  〃 小江線 小江原町～小浦町 Ｌ＝  3,100 〃 〃 

12  〃 上浦線 上浦町 Ｌ＝  1,440 〃 〃 

13  〃 小次郎線 現川町 Ｌ＝  2,296 〃 〃 

14  〃 朝古場線 松原町 Ｌ＝   373 〃 〃 

15  〃 新戸町線 新戸町 Ｌ＝   680 〃 〃 

16  〃 船石岳線 船石町 Ｌ＝  1,884 〃 〃 

17  〃 西彼杵半島線 松崎町 Ｌ＝  1,566 〃 〃 

18  〃 権現線 船石町～中里町 Ｌ＝  3,038 〃 〃 

19  〃 小江原線 小江原町 Ｌ＝  1,000 〃 〃 

20  〃 日見金比羅線 春日町 Ｌ＝   920 〃 〃 

21 〃 内藪線 大崎町 L＝  2,844  〃 〃 

22 作業道平木場線 中里町 Ｌ＝  3,710 〃 〃 

23  〃 悪所岳線 大崎町 Ｌ＝  1,332 〃 〃 

24 〃 神浦江川線 
神浦上大中尾町 

～神浦北大中尾町 
Ｌ＝  3,400 〃 〃 

25  〃 三川線 現川町 Ｌ＝   600 〃 〃 

 



２ 地すべり、山崩れ、がけ崩れ危険予想箇所 
 

水防資料‐65 

 

 

 

番 号 路  線  名 区    域 延 長（ｍ） 予想災害 対   応   策 

26 作業道見崎線 見崎町 Ｌ＝  1,225 
法面崩壊 

溢水決壊 

法面保護工事 

排水施設工事 

27  〃 間の瀬線 平間町 Ｌ＝  1,780 〃 〃 

28  〃 畦別当線 畦別当町 Ｌ＝  1,500 〃 〃 

29  〃 中尾線 田中町 Ｌ＝  2,984 〃 〃 

30  〃 谷間神線 現川町 Ｌ＝  2,283 〃 〃 

31  〃 一口川線 現川町 Ｌ＝  2,767 〃 〃 

32  〃 山郷線 現川町～平間町 Ｌ＝  4,175 〃 〃 

33  〃 鬼木線 小江原町～上浦町 Ｌ＝  3,695 〃 〃 

34  〃 峰間線 田中町 Ｌ＝  1,850 〃 〃 

35  〃 六枚板線 三ツ山町～現川町 Ｌ＝  2,132 〃 〃 

36  〃 田川内線 田中町 Ｌ＝  1,267 〃 〃 

37  〃 芒塚線 芒塚町～潮見町 Ｌ＝  3,688 〃 〃 

38  〃 内藪線 宮摺町 Ｌ＝  1,698 〃 〃 

39  〃 峠線 上戸町 Ｌ＝   759 〃 〃 

40  〃 岩屋線 小江原町 Ｌ＝   543 〃 〃 

41  〃 金比羅線 潮見町 Ｌ＝   327 〃 〃 

42  〃 徳実線 上戸町 Ｌ＝   367 〃 〃 

43  〃 伊手峰線 平間町～現川町 Ｌ＝  1,148 〃 〃 

44  〃 薩摩城線 現川町 Ｌ＝   687 〃 〃 

45  〃 彦曽線 上戸町４丁目 Ｌ＝   640 〃 〃 

46  〃 大崎線 大崎町 Ｌ＝  2,830 〃 〃 

47 農道中尾木場線 田中町～木場町 Ｌ＝  5,930 〃 〃 

48  〃 現川中尾線 現川町～田中町 Ｌ＝  1,720 〃 〃 

49  〃 三重線 三重町 Ｌ＝  1,961 〃 〃 

50  〃 千々上線 千々町 Ｌ＝   900 〃 〃 

51  〃 椛ノ木線 田中町 Ｌ＝   751 〃 〃 
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番 号 路  線  名 区    域 延 長（ｍ） 予想災害 対   応   策 

52 農道小八郎線 千々町 Ｌ＝  2,735 
法面崩壊 

溢水決壊 

法面保護工事 

排水施設工事 

53  〃 立神線 木鉢町 Ｌ＝    904   

54 林道西彼杵半島線 
上黒崎町  

～神浦口福町 
Ｌ＝  9,331   

55  〃 松本線 下黒崎町～永田町 Ｌ＝    727 〃 〃 

56  〃 大牧線 新牧野町 Ｌ＝  5,627 〃 〃 

57  〃 浦山線 神浦下大中尾町 Ｌ＝  3,160 〃 〃 

58  〃 土佐賀山線 上黒崎町 Ｌ＝  2,209 〃 〃 

59  〃 野母崎線 脇岬町 Ｌ＝    806 〃 〃 

60  〃 西彼杵半島線 琴海村松町 Ｌ＝  1,238 〃 〃 

61  〃 風明線 琴海村松町 Ｌ＝  1,486 〃 〃 

62  〃 名切線 長浦町 Ｌ＝  1,225 〃 〃 

63 農道飯香浦上線 飯香浦町 Ｌ＝    925 〃 〃 

64  〃 三重西部線 三京町～三重町 Ｌ＝  3,060 〃 〃 

65  〃 野母出口線 野母町 Ｌ＝    667 〃 〃 

66  〃 小田平線 西出津町～赤首町 Ｌ＝  1,248 〃 〃 

67  〃 牧島線 牧島町 Ｌ＝  1,105 〃 〃 

68  〃 川内炭床線 川内町 Ｌ＝   750    〃      〃 

69  〃 大石線 
琴海戸根町 

～琴海村松町 
Ｌ＝   162    〃      〃 

70  〃 大崎向線 大崎町 Ｌ＝   1,391    〃      〃 

71  〃 北浦ニゴラベ線 北浦町 Ｌ＝   855    〃      〃 

72  〃 日向線 木場町 Ｌ＝   177    〃      〃 

73 〃 三京白石原線 畝刈町～三京町 Ｌ＝   2,801    〃      〃 

 

⑷ 公園危険予想箇所 （土木部・各総合事務所）  

番 号 公  園  名 区    域 延 長（ｍ） 予想災害 対   応   策 

1 矢上団地近隣公園 かき道２丁目 Ｌ＝  48 法面崩壊 落石防護柵 

 


